
別添１

内閣官房（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

297 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 指定難病及び小児慢
性特定疾病医療費助
成制度の事務処理に
おけるマイナンバーに
よる情報連携項目の
追加

　マイナンバーによる情報連携
で、指定難病及び小児慢性特定
疾病医療費助成制度の事務にお
ける「所得区分」を収集可能として
いただきたい。

秋田市、群馬
県、川崎市、新
潟市、石川県、
静岡県、京都
市、神戸市、西
宮市、山口県、
愛媛県、高知
県、熊本県、大
分県、宮崎市

○本県においても、医療受給者証に「所得区分」を記載することは、保険者への照会を
始め、大きな負担となっている。
事務手続の負担に比較し、公費負担の縮減効果が不明確であるため、まずは「所得区
分」の記載の廃止を検討願いたい。
明確な効果が期待でき、「所得区分」の記載を継続する場合は、マイナンバーによる情
報連携で、「所得区分」を収集可能としていただきたい。
○本市では、年に約６０回、郵送でのやりとりが生じている。
　特に、各国民健康保険組合においては、返送まで１か月もかかることが多いため、受
給者証発行に過度の時間を要している。
○保険者への所得区分の照会では，郵送による書類送付のための手間及び郵送代が
かかる他，回答まで一定期間が必要なため，受給者証の発行まで時間を要している。
所得区分をマイナンバーによる情報連携の項目とすることで上記の支障は解消される。
○本市においても、申請書類は揃っているにも関わらず、保険者への所得区分照会を行
うために医療受給者証の交付が遅れる場合がある。
照会に係る書類送付についても、照会先やタイミングが異なる他、保険者や課税状況に
によっては所得課税証明が必要となるため、事務が煩雑である。
○同様の支障事例が生じている。マイナンバーによる情報の連携が可能となれば、県か
らの所得区分照会への回答の事務と年度ごとに所得区分が変更となった方の報告の手
間が省ける。
○書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送が
あるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要して
いる。
○受給者証の発行が遅いため、患者、家族に経済的な負担や償還払い等の手続き等
の負担を強いている現状がある。マイナンバーによる情報連携を行うことで患者の利便
性の向上につながるとよい。
○所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情報では
ないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があ
るまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要してい
る一因となっている。
○現在、所得区分（適用区分）は保険者に郵送で確認しているが、マイナンバーによる
情報連携で取得し確認できれば、タイムリーな対応が可能となり、事務の簡素化、適正
処理につながる。
しかしながら、所得区分（適用区分）の記載を必須とする本制度の根本的な見直し、廃止
については、従来から要望しているもの。
○高額療養費の限度額適用区分（所得区分）の郵送での照会に2週間ほど要しており、
情報連携が可能となれば、大幅な業務改善が見込まれる。
○所得区分の記載は、保険者と書類によるやり取りをしており、手間と時間がかかって
いることから、マイナンバーによる情報連携が収集可能となれば事務処理の簡素化に繋
がる。

　所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情
報ではないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの
返送があるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行ま
でに時間を要している一因となっている。

　郵送によるやり取りがなくなることで、大幅な時間短縮が図られるほか、郵
送代も削減されるなど、行政の効率化・財政改善が図られる。
　また、医療受給者証の発行が早まることで、患者もより早く医療費助成を受
けることができ、これまでのように償還払いによる払い戻しの手続きが不要
になったり、償還払いによる額を減らすことが可能となるなど、患者や家族の
利便性の向上につながる。

・健康保険法施行規
則第98条の２
・国民健康保険法施行
規則第27条の12の２
・児童福祉法第19条の
３第７項
・児童福祉法施行規則
第７条の22
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
第７条第４項
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則第25条
・行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号及び別表第二
の９の項及び119の項

内閣官房、内閣府、総
務省、財務省、文部科
学省、厚生労働省

相模原市



別添1

内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

8 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 生活保護の実施等の
事務手続におけるマ
イナンバーの情報連
携項目の追加

　マイナンバーによる情報連携に
より、生活保護の決定・実施等の
事務手続において、労働者災害
補償保険法による休業補償給付
等の支給に関する情報を収集可
能としていただきたい。

　生活保護の決定・実施等の事務手続において、現行のマイナンバー制度で
は、例えば雇用保険法による失業等給付の支給に関する情報は入手できるも
のとされているが、労働者災害補償保険法による休業補償給付等の支給に関
する情報は入手できるものとされていない。
　こうした中、本市では平成29年度中において、労働者災害補償保険法に係る
休業補償給付等を受給しているにもかかわらず、これを福祉事務所に届け出
ず、生活保護を不正受給した事案が2件発生しており、こうした給付金の受給状
況を効率的に把握する必要性が生じている。
　このため、マイナンバーによる情報連携により、生活保護の決定・実施等の事
務手続において、労働者災害補償保険法による休業補償給付等の支給に関す
る情報を収集可能としていただきたい。

　休業補償給付等の受給が疑われる場合において、生活保護法第29条に基
づく個別の文書照会を実施する必要がなくなり、また、速やかに回答を得るこ
とができるようになるため、生活保護の決定・実施や徴収金の徴収に係る事
務が効率的に行えるようになる。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号、別表第二の26
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律別表第
二の主務省令で定め
る事務及び情報を定
める命令第19条
生活保護法第29条

内閣府、総務省、厚生
労働省

広島市、広
島県

仙台市、所沢
市、千葉市、大
和市、新潟市、
福井市、岐阜
市、多治見市、
浜松市、京都
市、堺市、八尾
市、神戸市、岡
山市、高知県、
熊本市、宮崎市

○労働者災害補償保険法による休業補償給付等の受給は申告がないと発見するこ
とが難しく、受給が疑わしい場合は生活保護法第29条に基づく個別の文書照会を
実施するが、不正受給を発見されないまま徴収を免れている受給者がいる可能性
がある。
○休業補償給付等の受給の有無については、生活保護法第29条に基づく調査に
よって保護の実施機関が把握することは可能であるが、生活保護受給者からの収
入申告がなければ不正受給につながる可能性が高く、迅速かつ正確に生活保護受
給者の収入を把握するためには、マイナンバーによる情報連携により、労働者災
害補償保険法による休業補償給付等の支給に関する情報が収集可能となる必要が
ある。
○休業補償給付等の支給状況が的確に把握できないと、不正受給となる事例が懸
念されるため。
○平成29年度中に労災に係る不正受給案件が１件発生した福祉事務所があった。
世帯からの申告が無かったが、職場で怪我をしたとの聴取内容から法29条に基づ
き地元労働基準監督署に文書照会し、不正受給が発覚したもの。
照会内容についての回答は得られたものの地元監督署限りでは回答できず、回答
までに２週間程度を要した。
○休業補償給付等の受給の可能性がある場合において、生活保護法第29条に基づ
く個別の文書照会では、文書照会の作成事務が負担となるほか、回答までに相当
な時間を要するため、保護費の遡及変更が生じる可能性がある。
　その点、マイナンバーによる情報連携が可能となれば、照会事務の負担が軽減
し、即日支給情報が収集できることで、保護費の遡及変更の可能性は減少する。
　ただし、マイナンバーによる情報連携の全体的なことではあるが、情報提供エ
ラーの発生や提供情報に不備があるなどを避け、情報連携による正確な情報提供
の担保が必要である。
○本市においても、生活保護法第２９条に基づく個別の文書照会により受給状況
を把握しているため、マイナンバーによる情報連携により、事務の効率化につな
がる考える。
○本市においても、平成26年度以降、休業補償給付が3件発生した。不正受給にま
では発展しなかったが、被保護者が申告をせず、不正に休業補償給付を受給する
ケースの発生が考えられ、その際には、関係機関へ照会して状況を把握する必要
がある。
　現行の制度では、紙媒体での照会しかできないため、調査に時間を要する。情
報連携を活用することにより、速やかに状況を把握し、効率的な調査が可能にな
ると考えられる。
○提案団体記載のとおり、本市においても休業補償給付等の受給が疑われる場合
において、生活保護法第29条に基づく個別の文書照会を実施する必要がなくな
り、速やかに回答を得ることができるようになるため、生活保護の決定・実施や
徴収金の徴収に係る事務が効率的に行えるようになれば、不正受給の防止に効果
があると考えます。
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

20 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 個人番号記載の住民
票の取扱い

　住民基本台帳事務処理要領第
２－４－（１）－（カ）において代理
人による個人番号記載の住民票
の交付は法定代理人、任意代理
人の別を問わず、請求者本人の
住所あてに郵便等で送付すること
となっている。一概にすべての代
理人に対して郵便等で送付する
のではなく、法定代理人にあたる
場合は後見人登記簿や戸籍等で
関係性を確認し、法定代理人に直
接交付できるようにする。

　代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取
れない等の理由が多くみられる。請求者本人が窓口に来ることができず、郵便
等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛
てに郵便等で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続き
の利便性に欠け、郵便等で送付することは個人情報保護の観点からも個人番
号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（番号法）14条第２項により代理人に交付する必要がない場合もあるが、住民
票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況である。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番
号法第14条第２項が周知されているならば、個人番号入り住民票は不要になる
場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知
がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住
民票の請求を減らすという面からのアプローチも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊
害でしかなく、限られた人材と時間の中で対応するには現実的ではない。

　法定代理人が直接受け取ることで請求者本人が受け取れない状況にあっ
ても個人情報の漏洩のリスクを減らすことができる。
　代理人が行う手続きに関しても直接交付することで手続きの利便性が上が
る。

番号法第15条及び第
19条
住民基本台帳事務処
理要領第２－４－（１）
－（カ）

内閣府、個人情報保護
委員会、総務省

豊田市 宮城県、山形
市、白河市、ひた
ちなか市、高崎
市、桶川市、柏
市、袖ケ浦市、
江戸川区、清瀬
市、川崎市、平
塚市、三条市、
福井市、多治見
市、浜松市、春
日井市、枚方
市、八尾市、富
田林市、東大阪
市、伊丹市、庄
原市、府中町、
徳島市、宇和島
市、筑後市、芦
屋町、大村市、
宮崎市

○当市においても、成年後見人が成年被後見人の「個人番号の記載のある住民票の写し」の交付を申請した場合の
対応に苦慮しているところである。
　成年被後見人の確定申告を成年後見人が代理で行う場合等に「個人番号の記載のある住民票の写し」の交付を
求めるケースがあり、事務処理要領に拠って直接交付を行わず、請求者本人あてに郵便で送付する取扱いを行って
いる。その際に、要領の「適当である」という記述から、市町村の「柔軟な対応」を求める成年後見人の声もある。
　また、本人が郵便物の転送手続きをとっている場合、転送不要郵便で送るため、転送先へは送れず返戻されてし
まうといったケースも多々生じている。
○法定代理人や後見人、療育手帳に記載されている保護者などからマイナンバー入りの住民票を請求される事例
が多い。しかし、同一世帯ではないため、郵送料を受領し、施設や被後見人等の単身世帯へ郵送しているため、手
続きを行う代理人がその都度施設や該当者宅に出向き受け取っている状況である。交付を許容するよう整備されれ
ば、代理人も事務の負担も軽減すると思われる。それと共にマイナンバーによる手続については、できる限り最小限
に抑えていただきたい。
○番号法第１４条第２項が周知されていないと考えられる。
○成年後見人が個人番号記載の住民票を請求される場合で、成年被後見人による受け取りが不安視される事例
（認知症の方になると、受け取っても無くしてしまう等の問題を抱えているケース）も多く、対応に苦慮しているところ。
○当市においてもマイナンバー入り住民票交付事務を行うに当たり、提案団体が示す支障事例「代理人が取得する
事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本人が窓口に来
ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛てに郵便等で送
付している。　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続きの利便性に欠け、郵便
等で送付することは個人情報保護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。」が同様に
生じており、「法定代理人の請求に対し本人に郵送する」といった事務負担を招いている。
○当市でも同様の対応で実施している。
代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求
者本人が窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度による請求者本人宛
てに郵便等で送付している。
○郵送したものが送付先不明で返送されることがあり、取扱いに苦慮したことがある。
○施設入所者や被後見人の場合など、請求者本人の心身上等の理由により代理人を通して取得する事例がある。
成年後見人等の法定代理人に直接交付せず、請求者本人（被後見人）あてに郵送することは、個人情報漏洩のリス
クに繋がると懸念される。
○代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請
求者本人が窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本
人宛てに郵便等で送付している。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されている
ならば、個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からの
アプローチも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊害でしかなく、限られた人材と時間の
中で対応するには現実的ではない。
○本市においても、代理人が個人番号入り住民票を請求をした場合は、法定代理人及び任意代理人を問わず、本
人宛てに郵便等で送付している。
　このことにより、特に成年後見人の場合に、制限行為能力者本人に送付せざるを得ないことにより、個人情報漏洩
の危険性が高い状況となっている。
　また、住民票を請求した成年後見人からは、直接代理人に交付されない状況は、「成年後見制度」の理念と目的に
対し齟齬が生じているとの指摘があり、後見人からの理解が得難く、対応に苦慮している。
○本市においても、代理人が申請した場合は、現行制度により請求者本人に郵便で送付しているが、本人が入院中
などにより長期にわたり自宅に不在なため郵便局から宛所なしで返送されてきた事例が２、３件発生している。このよ
うな場合でも返送されてきた書類を本人以外に手渡すことができないため、再度代理人に連絡を入れて郵便物が本
人に届くような手続きをお願いするほか、申請を取り消すことになった場合は手数料の返金手続きを行う必要がある
などその都度対応に苦慮している。
○法定代理人が，個人番号記載の住民票を請求する件数は多くないが，法定代理人が成年後見人である場合，本
人に郵送することが適切なのか疑問がある。
また，個人番号記載の住民票は，行政機関への提出のために請求されることが多いが，住民票関係情報は情報連
携により取得することが可能であり，住民票の提出を求める必要はないと思われることから，市民と地方公共団体窓
口の負担軽減のために，行政機関への制度周知は必要である。
○親族以外の成年後見人から被後見人の個人番号記載の住民票の申請があったが、同処理要領にしたがい、郵送
による交付を行おうとしたところ、後見人は不服としトラブルとなった事例があった。
後見人は被後見人の財産管理等の職を担い、個人番号を利用した手続きの代行をすることも考えられるため、直接
交付することは支障がないと思われる。判断能力が欠ける本人あてに住民票を郵送する場合のほうが事務が煩雑
になる恐れがあると考える。
○代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請
求者本人が窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本
人宛てに郵便等で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続きの利便性に欠け、郵便等で送付する
ことは個人情報保護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に
交付する必要がない場合もあるが、住民票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況であ
る。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されている
ならば、個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からの
アプローチも必要であると思われる。
○代理人が取得を希望する例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等、請求者本人が窓口に
来ることができない場合等、現行制度では、請求者本人住所地宛てに郵便等で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、利便性に欠け、郵便等で送付することは個
人情報保護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に
交付する必要がない場合もあるが、住民票の請求は拒否できないため、申請人住所地に送付せざるを得ない。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に
交付する必要がない場合もあるが、住民票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況であ
る。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されている
ならば、個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からの
アプローチも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊害でしかなく、限られた人材と時間の
中で対応するには現実的ではない。
○後見人から、なぜマイナンバー入りの住民票が直接受け取れないのかとの苦情が多い。
番号通知書類（通知カード）が役所に返戻された場合、後見の登記事項証明と後見人の本人確認があれば、返戻書
類を後見人に渡している。（事務処理要領２-（1）-イ-（エ）-Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　特に一度上記運用で通知カード
を受取った後見人からマイナンバー入りの住民票を請求された時に、大変もめたことがある。その時に上記運用上の
矛盾を指摘された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マイナンバー入りの住民票の発行については、事務処理要領
２-（1）-イ-（エ）の運用を適用すべきと考える。
○県内のある市では成年後見人から被後見人のマイナンバー入り住民票の交付申請を受けたが、直接交付ができ
ず被後見人の住所への郵送を行う旨を伝えたところ、被後見人は郵送されても受け取れるだけの責任能力がない、
法律で決められた代理人であるのに本人に代わって直接交付できないことに対し苦情があった。
また、任意代理人の場合でも、入院、施設入所等で自宅にいないケースもあり、自宅に簡易書留で郵送しても受け
取ってもらえず返戻される場合も多くなっている。遠方から来ている代理人もおり、窓口での説明や、戻ってきた分に
ついてのその後の処理など、市町村窓口では事務的な負担となっている。
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○具体的な支障事例にあるように、申請者の世帯構成を調べるため住基ネットを使用し
た場合で仮に全く業務に関係のない人についても情報照会したとすると、当該全く業務
に関係のない人からの開示請求に備え、なぜ住基ネットを使用して情報照会したのか理
由をたどることができる状態にする必要があり、かえって事務が増えている。
○情報提供ネットワークの「住民基本台帳関係情報」として世帯主のマイナンバーを追
加し同一世帯を抽出可能とするなど、情報提供ネットワーク内で世帯関係照会を完結で
きる仕組みを構築し、不要な情報照会をなくすとともに、マイナンバー制度自体の精度を
向上させる必要があると考える。
○申請を受けてから照会をかけるまでに多くの手間と時間がかかり、マイナンバー制度
の目的である行政事務の効率化、住民の利便性向上が図られていないだけでなく、逆に
非効率となっている。
必要に応じて、法制上整理したうえで、関係法令の改正等所要の措置を取ること。
　また、適切に情報連携を行うため、新たな仕組み・フローを構築すること。（システム面
の改修を含む。）
　※個人情報の過剰利用のおそれや、個人情報保護法違反の可能性も回避できる。
○マイナンバー利用事務において、対象者のマイナンバー（個人番号）を基に住民基本
台帳ネットワークシステムにて同一住所検索を実施することは、同一住所ではあるが別
世帯である住民の特定個人情報までも取り扱うこととなり、事務に関係のない住民の特
定個人情報を取り扱うこととなるため、特定個人情報の取扱い上、問題があると考える。
○マイナンバーを用いて申請する各種手続きのうち、世帯構成の確認が必要な手続き
において、申請者と関係のない隣人の個人情報を検索する恐れがあり、また、この場
合、申請者の行政手続の状況を第三者（隣人）が推測し得る状況となる。
○当県においても住民票謄本を必要とする事務において住民票の添付省略ができてい
ない。
総務省が示す事務手続き方法においては、最終的に情報が取得はできるものの、手続
きが複雑で作業量・作業コストとも増すばかりであり、行政事務の効率化を阻害してい
る。
このことから、情報提供ネットワークシステムで住民票謄本情報が取得できる新たな仕
組みが必要と考える。
○ガイドラインに示されている事務フローについては，提案団体の指摘する個人情報保
護の観点に加え，事務処理効率の観点からも最適であるとは言い難い。
　住基ネットで取り扱う基本4情報と情報提供ＮＷＳで取り扱う世帯コードをどちらか一方
のシステムで組み合わせて取り扱うことができれば，「申請者との同一世帯検索」の実施
が可能となり，提案団体の懸念する課題が克服されるだけでなく，事務手続きの更なる
簡素化に繋がると考えられる。
　現行事務フローの正当性について法制上の整理を行うことはもとより，新たな仕組み・
フローの構築について積極的な検討を要望したい。
○検索したい対象と同一でない人物に対して,情報照会を行った場合，誤って照会した履
歴がマイナポータル上に残ることになる。
○　住民票情報の情報連携は住基ネットと併用することで初めて必要な情報を得ること
が可能となっており、紙の住民票を提出していただく従来の運用よりも事務負担が増と
なっている。
　情報連携の促進を図るためには、当該事務に係る情報連携の仕組みに係る見直しが
必須である。

苫小牧市、水戸
市、ひたちなか
市、八王子市、
川崎市、富山
県、愛知県、春
日井市、大阪
府、伊丹市、鳥
取県、福岡県、
芦屋町、大村市

千葉県、神
奈川県

内閣府、個人情報保護
委員会、総務省

住民基本台帳法、社
会保障・税番号制度に
おける情報連携

　行政事務の適正化、個人情報保護の観点から、適切な運用が可能となり、
申請時に住民票を省略することができる。

【ガイドラインに示される事務フロー】
多くの事務手続に使用される住民票謄本に相当する情報は、申請者のマイナ
ンバー（個人番号）をキーとした情報連携によって得られる情報の対象外となっ
ており、このことを補うために、ガイドラインで、
①住基ネット端末によって「申請者との同一住所検索」を実施
②①で得た個人番号を使って、情報提供ネットワークシステムへ「住民票関係
情報」を照会
③回答結果の世帯コードで、同一世帯を特定
することが「できる」とされている。
この方法は、申請者世帯がアパートや施設等の住所を正確に届け出ていない
場合や申請者が寮やシェアハウスに居住しているなど同一住所に複数世帯が
存在する場合において、申請者と関係のない隣人の個人情報を検索し、利用し
てしまう可能性があるほか、照会結果はマイナポータルに履歴として残るため、
申請者がどのような行政手続を行ったか、隣人が推測し得る状況となってしま
う可能性がある。
【支障事例】
上記については、以下の問題があるため、現状、マイナンバーを用いて申請す
る各種手続きにおいて、住民票の添付を省略できていない。
・申請者と関係のない隣人の個人情報を検索し、利用することは、県個人情報
保護条例上制限されている、個人情報の過剰利用となるおそれがある。
・申請者の行政手続の状況を第三者が推測し得る状況となることは、行政機関
個人情報保護法違反となる可能性がある。

　「地方公共団体における番号制
度の導入ガイドライン（平成25年８
月総務省作成）（以下「ガイドライ
ン」という。）」において示す事務フ
ローの正当性について、法制上
整理したうえで、関係法令の改正
等所要の措置を取ること。
　あるいは、適切に情報連携を行
うため、新たな仕組み・フローを構
築すること。（システム面の改修を
含む。）

マイナンバー制度に
おける住民票情報の
取得方法の適正化

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全
国的に保育士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭
が退職した場合、保育教諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか
一方のみの資格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での
経過措置終了後に、当該職員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。
本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と見なす取扱いは、待機児童解消の観点か
らも非常に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただきたい。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中
で、保育士と幼稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮
しているとの声が挙がっている。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園へ
の移行がそれほど進んでいない現状があり、他の都道府県における移行状況を踏まえ
ると、移行の動きが、今後活発化することも予想されるため、経過措置の終了が移行の
妨げとならないよう、特例期間が延長される必要性は高いと考えられる。
○現在移行済の園のほとんどの保育教諭は両資格を取得済みであるが、今後移行を促
進するうえで、経過措置期間の延長が必要である。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保
育教諭が少なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務が
できず、ひいては幼保連携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増
加することが予想される。
○本市においても、同様の支障が出ることが想定されており経過措置の期間延長を要
望する。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設に
おいては、人員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十
分にできず、また、講習実施主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受
講したくても受講できていない者がいる。平成31年度末においても、この状態が解消され
ることは見込めないため、経過措置の延長を求める。「平成27年度から31年度までの5
年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行の促進及び保育の受け
皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特
例措置の期間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となって
おり、幼稚園教諭免許と保育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと
必要な保育士人員の確保が難しい状況である。
○本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資
格の保有を啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に
課題となっており、大阪府においても、保育士の平成30年1月の有効求人倍率が、5.13と
なっている現状です。この中で、保育教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場
合、新たな職員の確保をすることも難しく、ひいては職員不足による保育の質の確保や
待機児童解消対策上も支障があると考えています。ついては、経過措置期間終了後に
幼保連携型認定こども園において、保育教諭数の不足により、教育・保育の提供が不可
能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置を講じてもらうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もお
り、幼稚園教諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携
型認定こども園の職員資格の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出
てくることが考えられる。さらに、人員配置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への
移行の断念が懸念されるとともに、幼稚園教諭および保育士養成機関にも限りがあり、
32年度までに対象者全員が資格を取得することは困難な状態となっている。そこで、経
過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保育の受け皿を確保することが
でき、待機児童解消に繋がると考える。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で
96.5%、非正規職員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育
士資格を併有している。一方、今後認定こども園への移行も想定される認可保育所で
は、正規職員が約85%、非正規職員も含めると施設全体では約83%の職員が併有してい
る。特例制度を活用した資格取得支援事業を実施しており、同事業を活用して毎年度資
格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率が100%にはなっていないため、
現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行の阻害要因とならない
よう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭
不足の中で、資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の
期間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置
が終了することにより、保育教諭不足に伴う待機児童が発生することがないよう、経過措
置の延長をしていただきたい。また、潜在保育士の中には幼稚園免許の更新をしていな
い者が多いため、経過措置が延長されない場合においては、保育教諭と見なすことがで
きない。保育士登録を受けているが幼稚園免許が更新されていない者については、少な
くとも3歳未満児の保育に従事する保育教諭と見なしていただきたい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われ
る。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども
園においては平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育
士や幼稚園教諭の有資格者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚
園教諭）の資格を必要とする同施設においては，人材不足の面から，一方のみの有資
格者や子育て支援員を採用し，採用後，不足する資格を取得させることによって，必要
な従事者を確保することとなるが，その期間が足りなくなる状況を危惧しているため，特
例措置期間の延長を行っていただきたい。また，経過措置が延長されない場合において
も，失職するのではなく，一定程度の配慮をお願いしたい。

旭川市、秋田
市、船橋市、川
崎市、須坂市、
山県市、豊田
市、田原市、草
津市、大阪市、
八尾市、兵庫
県、神戸市、和
歌山市、玉野
市、徳島県、松
浦市、熊本市、
大分市、佐伯
市、臼杵市、竹
田市、豊後高田
市、宇佐市、豊
後大野市、由布
市、姫島村、日
出町、玖珠町、
九州地方知事会

九重町内閣府、文部科学省、
厚生労働省

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

経過措置が延長されることにより、平成32年度以降も保育の受け皿を確保す
ることができ、待機児童の増加の抑制につながる。
また、経過措置が延長されない場合においては、幼稚園教諭の免許更新が
されなくても、３歳未満児の保育教諭になることができるようになり、免許更
新に伴う職員不足はほとんど発生しないと思われる。

幼保連携型認定こども園には、保育教諭の配置が義務づけられており、経過
措置後は原則、保育教諭は幼稚園教諭免許と保育士の両方の資格を有する
者を置かなければならないと定められている。これらの資格のうち、幼稚園教
諭免許は更新制度が導入されていることから保育教諭として勤務継続するため
には10年に１度の免許更新をしなければならない。しかし、本町の公立こども園
に勤務している保育教諭の中には、その免許を更新しない意向の者が少なか
らずいる。
　免許更新をしない主な理由は、保育需要の高まりを受けて、保育教諭がさら
に必要となる中、保育現場では十分な余剰人員がいなく、免許更新に費やす時
間が確保できないからである。
　経過措置が延長されないことによる問題は、無資格者を含む園児の世話をす
るスタッフ数の変動は緩やかな曲線を描くのに対し、保育教諭数は平成31年度
を境に大きな段差がついてしまうことである。本町としても、保育教諭の確保や
免許更新の促進を進めているところであるが、地域において保育教諭の絶対
数や免許更新機関も少ないため、引き続き、幼稚園教諭の免許更新ができて
いない保育教諭にも協力してもらわないと必要な人員の確保が困難であるとい
う現実である。
　以上より主に次の２点の支障を懸念している。
①経過措置終了後、保育教諭不足に伴う待機児童が発生すること。
②幼保連携型認定こども園への移行を阻害する要因と成り得ること。

幼保連携型認定こども園に置か
なければならない保育教諭につ
いては、幼稚園教諭の普通免許
状を有するとともに、保育士登録
を受けた者でなければならないと
されているところ、経過措置として
平成31年度まではいずれかの資
格だけでも保育教諭になることが
できるが、当該経過措置を延長し
ていただきたい。
なお、経過措置が延長されない場
合において、保育士登録を受けて
いるが、幼稚園教諭の免許が更
新されていない者については、少
なくとも平成32年度に失職するの
ではなく、専ら3歳未満児の保育
に従事する保育教諭と見なしてい
ただきたい。

保育教諭の経過措置
等に関する見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

38 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 企業主導型保育事業
の開設に係る手続き
について

保育所や小規模保育事業の認可
については、「市町村子ども・子育
て支援事業計画」に基づいての需
給調整が認められているが、企業
主導型保育事業は制度上認可外
保育施設であり、この需給調整の
対象とはならない。
地域のニーズ調査等に基づき策
定している事業計画との整合性を
図り、有効かつ効率的に整備を進
めること、また既存の保育園や企
業主導型保育事業所が安定的に
運営できる必要があることから、
企業主導型保育事業の開設に当
たり、「地域枠」を設ける際には、
自治体へ事前協議を行うようにさ
れたい。

企業主導型保育事業は認可外保育施設であることから、市への法的手続きは
事業開始後に開設届を提出するのみであり、事前に関与することが困難な制
度設計となっていることから、「市町村・子ども子育て支援事業計画」において、
保育の量の見込みがなく、定員割れの園が多数生じている区域においても地
域枠定員を設定した企業主導型保育事業所が開設され、保育提供体制の供給
過剰状態を助長する例が生じるなど、需要（自治体）と供給（事業者）のミスマッ
チが生じている。

（１）企業主導型保育施設の設置に前向きな事業者（供給）と、保育施設の不
足する地域への整備に悩む自治体（需要）とのミスマッチを防ぐ。
（２）事前に設置者と協議を行うことで、地域の保育供給量をより的確に把握
することができ、効率的に事業計画を策定・推進することができる。

企業主導型保育事業
費補助金実施要綱
第３の２の４（１）

内閣府、厚生労働省 京都市、滋
賀県、堺
市、兵庫
県、神戸
市、鳥取
県、徳島県

いわき市、豊田
市、池田市、山
口県、高松市

○既存の認可保育所等のすぐ近くに企業主導型保育事業所が建設された場合、市内に
待機児童が発生しているものの、認可保育所等と企業主導型が近接している部分だけ
は空きが生じることも想定されるため、企業主導型保育事業所を開設する場合に「地域
枠」を設ける場合には自治体へ事前に協議するようにすべきであると考える。
○自治体が整備した地域に、地域枠定員を設定した企業主導型保育事業所が開設さ
れ、需要（自治体）と供給（事業者）のミスマッチが生じることがある。
○「平成30年度企業主導型保育事業の募集について（児童育成協会）」においては、申
請に当たっての注意事項が設けられ、地域枠を設定する場合、当該地域の保育ニーズ
を踏まえた設定とする観点から、地方公共団体に相談に行くことを促している。このこと
により、当市にも申請に先立って相談に来る事業者がいるが、すべての事業者が事前相
談に来ているかどうかは不明であるため、地域の保育供給量を的確に把握するため、事
前相談の機会を設けることは望ましい。
○現在でも協議とは言いながら、あくまでも助言であり、期待する効力は無いと思われ
る。また、事業計画は支給認定（２号、３号（０歳及び１、２歳別））で「確保の内容」を設定
するものの、企業主導型保育事業については、年齢別の定員設定までは求められてお
らず、事業計画で「確保の内容」に含める場合に苦慮している。
○制度上、市町は企業主導型の創設に関与できないため、供給過剰となる地域が生じ
る等支障がある。

○返還金処理の事務手続き簡素化のため必要と考える。
○例年、返還に係る国からの交付確定の通知が過年度となり（おおよそ翌年度末）、そ
のため返還金を補正予算に計上するか、予算の流用で対応している。補正の場合は議
決後でなければ返還の手続きに進めないし、流用の場合は、手続きに時間を要する。国
と県で返還金手続の時期が異なることから、類似の手続を繰り返し実施することになり、
事務負担となっている。
○県は年度末に変更交付申請の機会があり、原則返還金又は追加交付がなく、当該年
度中に精算ができているが、国は当初交付申請以降の減額変更が原則できず、返還金
になることが多い。本来、国１／３、県１／３、市１／３で負担割合が示されており、国と県
の交付金は同じ内容のものとなるため、スケジュール及び精算の取扱いは同様としてい
ただきたい。更に、実績報告も国はアクセス、県はエクセルと別々に作成しなくてはなら
ないが、上述のとおり本来内容は同じであるため、統一の作成方法を検討していただき
たい。
○国における返還額の確定時期は例年年度末であるが、本市においても補正予算によ
り対応するため、事務手続きの負担が生じている。
○実績報告に基づき交付額が確定し、超過交付が生じた場合は返還金の事務処理を
行っているが、例年、返還に係る国からの交付確定の通知が翌年度の後半となってい
る。返還金の額によっては補正予算に計上し対応しなければならないが、補正対応の場
合、議決後でなければ返還の手続きに進めないため、事務手続きの負担となっている。
国と県で返還金手続の時期が異なることから、類似の手続を繰り返し実施することにな
り、事務負担となっている。
○交付金の返還金処理に係る事務手続きの簡素化が、職員の事務負担の軽減につな
がるものと考える。
○提案に条件を付せば実現してよい。交付金事務に用いられる様式ファイル（Microsoft
Access）の不具合による差替えが多く、入力のやり直しが事務負担となっている。返還金
が生じた際の手続きが、島しょ部への書類到達に係る時間や自治体における内部手続
きを考慮した締切設定になっておらず、年度当初の事務負担が大きくなっている。ただ
し、提案の主旨には賛同するが、交付額の確定までのスケジュールについては、申請内
容及び実績の審査に要する時間等を踏まえ、各自治体の実情に合わせた設定が可能
なものとなることを希望する。
○交付金の返還金処理にかかる職員の事務負担を軽減するため事務手続きの簡素化
を図る必要がある。
○子ども・子育て支援交付金について、市町村は交付を受けた年度の翌年度４月までに
事業実績の報告行い、超過交付となった場合返還金の事務処理を行うこととなるが、国
からの最終的な交付額の確定通知が行われるのは交付年度の翌年度末となっている
状況である。返還金が多額に生じた場合、補正予算による対応となり、議決後でなけれ
ば返還金の事務処理を進めることができないため、返還処理のスケジュールが非常に
厳しい。また、同交付金については、県負担の補助金についても同様に返還金が生じる
のため、返還のための事務負担及び補正予算のための事務負担が重荷となる。

盛岡市、福島
市、川越市、山
県市、豊田市、
小牧市、八尾
市、富田林市、
玉野市、高松
市、大村市、沖
縄県

資料２_子ども・子育て支援
交付金の返還金処理の円
滑な事務の執行_国と県の
スケジュール.pdf

所沢市内閣府子ども・子育て支援交
付金交付要綱

○交付金の返還金処理にかかる事務手続きの簡素化が見込まれ、職員の
事務負担を軽減することが期待される。

○実績報告に基づき交付額が確定し、超過交付が生じた場合は返還金の事務
処理を行っているが、例年、返還に係る国からの交付確定の通知が過年度とな
り（おおよそ翌年度末）、そのため返還金を補正予算に計上している。補正を行
うと議決後でなければ返還の手続きに進めないため、事務手続きの負担となっ
ている。
○国と県で返還金手続の時期が異なることから、類似の手続を繰り返し実施す
ることになり、事務負担となっている。

市町村は、子ども・子育て支援交
付金について、交付を受けた年度
の翌年度４月までに事業報告書
を提出することが交付要綱により
定められているところであるが、そ
の後の国からの交付額の確定通
知が遅く、交付金の返還金処理を
翌年度の後半になって行ってい
る。
また同交付金に係る手続きにつ
いて、県からの確定通知は国より
も早期に発出されており、国と県
の進捗に大きな差があることか
ら、職員の事務負担となっており、
国と県の返還金手続きを同時期
に実施できるよう運用の改善を図
られたい。

子ども・子育て支援交
付金の返還金処理の
円滑な事務の執行

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

54 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準の見直し

「家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準」第６条の規定
について、①小規模保育事業者
等が保育士等を十分に確保して
いると認められるなど一定の基準
を満たしている場合においては、
第２号に定める代替保育の提供
を行う連携施設の確保を要しない
ことを認める、②第３号に定める
卒園児の受け皿となる連携施設
に、市が一定の基準に基づき運
営費支援等を行っている認可外
保育施設を認める、③連携施設
の確保が困難である状況に鑑
み、平成32年３月31日までとなっ
ている経過措置期間を延長する。

以下の理由により、小規模保育事業等の連携施設の確保が進んでいない。
・いずれの施設も保育士確保に苦慮する中にあって、代替保育を提供するため
の職員確保が困難。
・本市における小規模保育事業等は、正規職員のほか臨時職員を含め人員を
十分に確保できていることから連携施設による代替保育の提供を必要としない
施設が多く、基準第６条第２号の規定が連携施設確保の足かせになっている。
・卒園児の受け皿となる連携施設については、保育ニーズが高まり、いずれの
認可保育施設も利用希望者が多い中、小規模保育事業等の卒園児を優先的
に受け入れるための枠を確保しておく余裕がない結果、保護者が当該施設を
利用することに不安や負担を感じている。
・経過措置により、連携施設を確保しなくても事業認可が可能となっているが、
経過措置終了までに連携施設が確保できない場合、認可基準を満たさないこと
になる。

・連携施設の確保が進み、事業者の参入や保護者による利用が促進される
ことで、待機児童の解消に寄与する。
・待機児童の解消により、安心して子供を預けられるようになることで、女性
の就労が可能となり、女性活躍の更なる促進等に寄与する。

家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準（平成26年４月
30日厚生労働省令第
61号）第６条

内閣府、厚生労働省 さいたま市 【参考】家庭的保育事業_さ
いたま市認可外施設要綱

仙台市、須賀川
市、石岡市、新
座市、山県市、
豊田市、草津
市、大阪市、倉
敷市、沖縄県

○現在も小規模保育施設の連携施設の確保が進んでおらず、今後も連携施設の確保
が困難であると予想されることから、経過措置期間終了後の平成32年４月１日以降に認
可基準を満たさないことになることを防ぐため、規定要件の緩和と経過措置期間の延長
が必要と思われる。
○連携施設の確保を求めることの趣旨から、保育士が確保されていると判断できる基準
や、見直し後も可能な限り連携施設を確保することを求めることなどが必要と思われる。
なお、当市には提案事項の２点目にある市が運営費支援等を行っている認可外保育施
設は存在しない。
○保育所、認定こども園への３号認定児童の申し込みが増えており、３歳児の定員は、
その施設の持ち上がりの児童でほぼ一杯になってしまっている。連携しても小規模保育
事業所からの入所が難しいため、、私立の施設間の連携施設の確保が進んでいない状
況にある。
○連携施設として、小規模保育施設からの児童を受け入れられる側の保育所にとって
は、前年度からその受け入れ枠を空けておく必要があり、経営に直結する問題となるた
め、連携が進まない。
○経過措置終了までに連携施設が確保できず、万一認可取消となれば、当該事業所利
用中の児童が行き場を失うことや保育の受け皿が減少するため、待機児童解消の取組
みにも大きな支障となる。
○経過措置により、連携施設を確保しなくても事業認可が可能となっているが、経過措
置終了までに連携施設が確保できない場合、認可基準を満たさないことになる。
○市においても連携施設コーディネーターを設置して支援を行っているところであるが、
卒園後の受け皿については、特に保育所において２歳児と３歳児の定員差の関係から、
確保が限界に近づきつつあるなど、期限までに設定が完了しないリスクもあるため、経
過措置の延長を求める。

64 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 原子力関係交付金の
事務の簡素化

①「放射線監視等交付金」(原子
力規制庁)及び②「原子力発電施
設等緊急時安全対策交付金」(内
閣府）（ただし、環境放射線モニタ
リングに係る部分に限る。)の経費
算出に係る様式の統一など事務
手続きの簡素化

　①は平常時から原子力施設に対する環境放射線監視業務に係るもの。②は
事故発生時の対応のためのモニタリング体制に係るもの。
　両者の関係施設が同一地点にある場合、以下の様な非効率な事態が生じて
いる。
・土地の賃貸借料、電気代等の経費については各交付金毎に按分算出するよ
う求められており、膨大な事務量を要する懸念がある。（具体的には、目的外使
用を避けるための用途制限や、契約等の分割、分割ができない場合は両交付
金への費用按分（年度末の繁忙期に毎年必要）といった事務が想定される。）
・府県は両省のヒアリングを受ける必要があり、国も方針決定に当たり両省調
整を要しており非効率である。
　また、緊急時用途と平常時用途で必要とされる機能が異なる部分はあるが、
基本的に同様の機能を有した空間放射線量率測定や放射能濃度測定等の機
器を設置しており、使用目的が異なるというだけで、両設備に係る経費につい
てまで按分算出させる理由は乏しいと考えられる。

　放射線モニタリングにおいて、測定機器の用途を財源別に平常時モニタリ
ング、緊急時モニタリングに限定することは、効率的、効果的でない場合があ
る。
　同一地点にある設置機器について、経費の按分を不要とするなど手続き等
を見直すことで、各交付金の申請等に係る事務量を軽減し効率化を図ること
ができる。

放射線監視等交付金
交付規則
原子力発電施設等緊
急時安全対策交付金
交付規則

内閣府、環境省 京都府、滋
賀県、大阪
府、兵庫
県、鳥取
県、関西広
域連合

福井県 ○①の放射線監視等交付金で整備したモニタリングポストについて、保守点検時に最短
でも１月半程度の欠測期間が生じており、当該期間の代替機器の手配には予算面も含
めて苦慮している状況がある。当該期間について②の原子力発電施設等緊急時安全対
策交付金で整備した機器の運用を認めるなど予算面、運用面での柔軟な対応を求め
る。
○現状、環境放射線モニタリング等の資機材について、各交付金の目的に基づき、緊急
時と平常時で使い分けをしなければならず、非効率的である。
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○内閣府の地方創生推進交付金において、間接補助を行う場合、年度末までに交付を完了しな
ければならないとされている。この取扱いでは、3月開催の事業に充当することが難しく、現に本
市においても平成30年3月に開催したイベントへの支援に対する補助について、支払い時期が4
月となったため、交付金対象事業から最終的に除外した事業がある。交付金を活用した事業支
援を事業実施期間により限定しないためにも、事業完了の考え方を現在の3月31日までの支払
いに限定するのではなく、対象事業そのものの完了日等とするなど、より柔軟に取扱いしていた
だけるようお願いしたい。
○地方創生推進交付金を活用した間接補助事業については、３月31日までに間接補助事業者
への補助金の交付を完了させなければならないとなっている。しかし、事業者からの実績報告書
を審査し、補助金額を確定、支払いを完了するまでには一定程度の期間を要することから、３月
31日までに支払いを完了するには、事業者の事業実施期間を３月中旬までとする必要がある。ま
た、事業者についても、市への実績報告までに支払いを完了している必要があり、実際の事業終
了日を３月中旬よりさらに早くする必要がある。このような中、本市においては、地方創生に資す
る取組を実施する組織の立ち上げや運営に係る補助等を実施しているが、事業実施期間が短縮
されることにより、３月に実施することで効果がある事業の実施や切れ目のない事業の実施に支
障を来たし、地方創生の効果が薄れることが危惧されている。
　○地方創生推進交付金を活用して実施している間接補助事業において、年度末までに補助金
支出を完了させるためには、事業者に早期の事業完了、報告を求める必要がある。
　事業者の事業実施期間を十分に確保するとともに、国庫補助のない通常の補助金との要綱上
の整理が必要であり、両者の取扱いが異なることに対して事業者の理解が得づらいため、間接
補助金の交付完了日の取扱いの見直しを求める。
○地方公共団体の補助金等の交付事務は、事業者からの実績報告書を審査し、補助金額を確
定した上で、金融機関を通じた支払い手続きをするため、相当の日数を要することから、民間等
事業者の地方創生の取組みを支援する間接補助事業等について、年度末までに補助金等の交
付を完了させようとすると、民間等事業者の事業期間を３月31日まで確保することができない。
○当初、交付金充当を予定していた間接補助事業等について、取組内容が年度末まで生じた結
果、年度内に補助金を交付することができず、交付金を充当できなかった事例があった。現在の
制度では、年間通して地方創生の推進に取り組む場合、間接補助事業では支障が生じていると
ころである。
　地方創生推進交付金における間接補助金の交付完了日が見直されることで、より効果的な地
方創生を推進する事業の実施が可能となる。
○支払い手続きに相当の日数を要することから、地方創生に関する取組みを支援するため実施
する間接補助事業等について、事業期間を早めに切り上げる事案が発生している。
○市町村等が交付金を充当し間接補助事業を行う場合、現状は、補助金交付事務に要する期
間分、事業完了を前倒ししなければならず、間接補助金の交付完了日の見直しにより、通年での
間接補助事業実施を可能とすべき。
　３月３１日までの事業期間を確保することで、補助対象事業者がより事業を効果的に実施でき
るようになる。
また、事業完了後の精算払いを認めることで、追加交付分の一般財源での対応や返還金の精算
処理、返還請求などがなくなり事務負担軽減につながる。
○現状では間接補助事業者が年度末まで事業を実施することができないため、地方創生の推進
のためにも、事業者が十分な事業期間を確保できるようにするとより良いと考えられる。
○地方創生推進交付金を活用した間接補助事業者による補助事業において、事業実施期間が
短くなることから、間接補助事業における事業完了日の見直しについてご検討頂きたい。
○新事業創出のための研究開発や販路拡大等に対する間接補助事業において、3月31日まで
に事業者に対し補助金を交付する必要があるため、事業完了を前倒しせざるを得ず、結果として
事業に空白期間が生じてしまう。地域再生計画上は3か年で事業を完了する計画であるが、継続
的な支援が行えず、地方創生の推進に大きな支障となる。
○国の補助金等を受けて間接補助金を交付する場合、昭和30年の大蔵省事務連絡により、間接
補助金等の交付完了後でなければ、精算額として国に補助金等の交付を請求することができな
いとされている。
　補助金等の交付事務においては、間接補助事業者から提出を受けた実績報告書の書面審査
や現地検査等の後、支払い手続きを行うため、年度末までに間接補助金等の交付を行おうとす
れば、間接補助事業者等にも無理な交付事務手続きを強いるほか、事業期間の短縮や県単独
での事業実施を行わざるを得ず、本交付金の趣旨・目的を損なうことにもなりかねない。
○事業者からの実績報告書を審査し、補助金額を確定した上で、金融機関を通じた支払い手続
きをするためには、相当の日数を要することが想定されます。
　計画に則った切れ目のない支援を可能とし、地方創生推進交付金の事業効果をさらに高めるこ
とができるよう、間接補助金の交付完了日が緩和されることを望みます。
○補助金等の交付事務は、事業者からの実績報告書を審査し、補助金額を確定した上で、金融
機関を通じた支払い手続きをするため、相当の日数を要することから、民間等事業者の地方創生
の取組みを支援する間接補助事業等について、年度末までに補助金等の交付を完了させようと
すると、民間等事業者の事業期間を３月31日まで確保することができない。
○地方創生推進交付金については、県以外の事業主体に対して補助金として事業費を交付する
間接補助の実施が認められ、この事業費には人件費や光熱費といった事業期間末日まで金額
が確定しない費用も含まれる。
○施設運営の場合、３月分の経費（例えば光熱水費）は末日まで発生するが、年度末までに補助
金交付を完了させようとすると、民間等事業者の事業期間を３月31日まで確保することができな
い。
○国の補助金（交付金）を受けて、間接補助を行う場合について年度末までに間接補助金の交
付を完了しなければならないとされており、年度末まで間接補助事業者が事業を行う場合、現状
の交付手続では十分な事業期間を確保できない
○地方創生推進交付金は、精算払いで、実績報告書の提出が4/10と早いことから、特に間接補
助事業において事業実施期間が十分確保できない。円滑な事業実施のためには、概算払いや
実績報告書の提出期限の延長が必要。
　＊他省庁の例　農水省（概算払：6/10）
　　　　 　　　　　　  厚労省（概算払：6月末）

北海道、盛岡
市、宮城県、福
島県、横浜市、
川崎市、福井
市、長野県、長
野市、名古屋
市、豊川市、宮
津市、亀岡市、
八幡市、鳥取
県、島根県、高
松市、愛媛県、
八幡浜市、糸島
市、松浦市、大
分県、延岡市、
沖縄県

京都府内閣府地方創生推進交付金
交付要綱

　地方創生推進交付金における間接補助金の交付完了日が見直されること
で、民間等事業者の間接補助事業期間を３月31日まで確保することができ、
より効果的な地方創生の推進に資する。

　地方自治体の補助金等の交付事務は、事業者からの実績報告書を審査し、
補助金額を確定した上で、金融機関を通じた支払い手続きをするため、相当の
日数を要することから、民間等事業者の地方創生の取組みを支援する間接補
助事業等について、年度末までに補助金等の交付を完了させようとすると、民
間等事業者の事業期間を３月31日まで確保することができない。
　例えば、中小企業の生産性向上のための設備導入等への補助事業におい
て、企業が受注済の商品等の製造・納品後に設備の入れ替えに着手し、導入
完了が年度末ぎりぎりになるケースが多いため、補助事業の活用を断念せざる
を得なくなるなど、地方創生の推進に大きな支障となる。
　なお、内閣府からは、間接補助事業者への補助金交付完了を３月31日までに
おこなわなければ当該年度の補助事業として完了したとはいえないとの指摘を
受けているところ。

地方創生推進交付金について、
間接補助を行う場合、年度末まで
に間接補助金の交付を完了しな
ければならないとされており、年
度末まで間接補助事業者が事業
を行う場合、現状の交付手続では
十分な事業期間を確保できないこ
とから、間接補助金の交付完了
日の見直しを求める

地方創生推進交付金
における間接補助金
の交付完了日の見直
し

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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101 Ａ　権限移譲 医療・福祉 自立支援医療（精神
通院医療）の支給認
定に係る申請者の所
得区分の確認事務を
市町村の事務として
法令に規定

　自立支援医療（精神通院医療）
の支給認定に関する事務のうち、
申請者の所得区分の審査につい
て、申請の受付を行う市町村が行
えるよう、県から市町村に権限を
移譲する。

　これまで自立支援医療の支給認定のうち、申請者等の所得区分の確認事務
については、厚生労働省通知に基づいて、申請の受付を行う市町村が確認し
た上、都道府県に進達している。
　今般の番号法施行により、市町村は法令上単に経由事務を行う者であって、
法令の規定により事務の全部又は一部を行うもの及び個人番号利用事務実施
者に該当しないことから、事務の実態に関わらず、当該事務を実施することが
できないものとされ、下記のような支障が生ずる。
①県において「所得区分の確認」を行うためには、新たな人員配置が必要とな
るほか、市町村で所得の確認事務を行うよりも、より多くの時間を要することと
なり、受給者証の発行が遅れるなど住民サービスの低下を招くおそれがある。
②引き続き、「所得区分の確認」を市町村において実施するためには、事務処
理特例条例により権限を都道府県から市町村に移譲することが必要であるが、
市町村との協議・同意が必要であり、仮に同意が得られない市町村が発生した
場合、一部市町村の確認事務を都道府県が行うことになる。一部市町村のみ
より多くの時間を要する状況となり、住民サービスに差が生じることが懸念され
ることから、対応に苦慮しているケースがある。
　従前から全国的に、申請を受ける窓口たる市町村で一定の内容確認をした上
で、申請書を進達する取扱いをしてきたが、これをマイナンバー制度に対応させ
るのであれば、市町村の事務であることを法令上規定（権限を法定移譲）すべ
きであり、同一の事務であるのに都道府県によって手続（と住民サービス）が異
なることになるため、特例条例での処理によるべきとの考え方は適当とは思わ
れない。

①所得区分の確認を市町村の事務として法令に規定することで、市町村は
番号法施行後も、法定の事務実施者として保有情報に基づく迅速な確認事
務が可能となる。これは、業務の実態に沿うものである上、都道府県が事務
を行う場合に比べて合理的で、住民サービスの低下につながらないものであ
る。
②また、特例条例とは異なり、全国的に一律の手続となるため、住民サービ
スに差が生じない。

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律（平成17年法律123
号）第53条第１項及び
第56条第１項
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第９条第
１項及び第19条第７号

内閣府、厚生労働省 秋田県、宮
城県

埼玉県、川崎
市、新潟県、静
岡県、沖縄県

○市町村は申請窓口であることから、所得区分の認定事務の権限を有していた方が合
理的であり、また、情報照会も市町村で行うことができるようになれば事務の遅滞が生じ
るおそれも少ない。
○「所得区分の確認」事務については、これまでと同様申請窓口である市町村で行うこと
が必要である。このため、事務処理特例条例により市町村に移譲することとしたが、移譲
を受けた市町村は４２／６２市町村にとどまっている。
　県内で統一した取り扱いをするために、引き続き事務処理特例条例による市町村への
移譲を進めていくが、業務の実態に合わせ、全県で統一したサービスを速やかに実施す
るためには、法令上、市町村事務として規定することが必要である。
○当県においては、対象件数も多い現状にあるので、市町村で事務を行えず、すべて県
でとなると、新たな人員配置が必要なのは必然である。
○県において、番号法による「所得区分の確認」を行うためには、「福祉システム」、「統
合宛名システム」、「住基ネット」の３つのシステムの連携が必要となり、それぞれのシス
テム間での情報の受渡しが必要である。また、情報セキュリティの関係から、情報の受
渡しに、厳格な制限があるため、システム間で情報の受渡しをする都度、厳格な情報
チェックが必要である。
かつ、処置件数が多いため一括処理が必要となるが、「住基ネット」等の一部の処理に
ついては別の課への依頼が必要となる。さらに、市町であれば市町民税が未申告の場
合も申請書を提出に来た際にその場で本人に申告させることができるが、県が所得確認
を行う場合は、申告をさせるまでに時間を要することになる。
○番号法により「所得区分の確認」を市町において実施するためには、事務処理特例条
例により権限を市町に移譲することが必要であるが、市町との協議・同意が必要である。
既に一部の市では同意が得られず、県が確認事務を行うことになり、その市において
は、受給者証の発行が遅れるなど、市町により住民サービスに差が生じることになる。

○災害対策基本法第86条の８第３項では、「広域一時滞在の用に供するため、受け入れ
た被災住民に対し避難所を提供しなければならない」としている。避難場所及び避難所
については、同法第49条の４及び第49条の７で定義付けられており、同法第49条の８で
は、「避難場所と避難所とは、相互に兼ねることができる」としている。これにより柔軟な
対応がとれる一方、両者が混同され、対応に遅れがでるおそれがある。緊急時には、市
町村間で速やかに協議・受入れを行う必要があることから、対応に遅れを生じさせない
ため、避難場所についても明示すべきと考える。
そのため、同法86条の８第３項で避難所みの記載となっている現行法を改正し、避難場
所の記載を追加していただきたい。
○本市においても、南海トラフ地震発災時には多数の避難者が想定される。指定避難
所・避難場所、協定等による避難所受入れも行っているが、被災状況により避難所の確
保が困難な場合も考えられるため、柔軟な避難対策を図っていただきたい
○地震や風水害など，災害は行政区域ごとに起きるものではないため，住民の避難誘
導や受け入れについても，行政区域に捉われずに広域的な協力体制を整備しておく必
要がある。
　災害対策基本法において広域避難者の受け入れ先として，「避難所」だけではなく，
「避難場所」を明記することで，柔軟な避難計画の協議策定が可能となり。多様な避難経
路の確保につながるため，より多くの住民の生命を保護することができるものと期待でき
る。
○現状の災害対策基本法第86条の8第3項の条文では、同法第49条の4で想定される災
害の危険から緊急に避難するための「避難場所」の提供を他市町村に求める際の協議
を行う法的根拠が十分でない。
○平成29年３月に相模川、平成30年６月に玉川の浸水想定区域図が発表され、市民の
安全を第一に考えた場合、隣接する市町村への避難を想定した防災対策を考える必要
がある。
○大雨による災害（土砂・洪水・高潮等）が発生する恐れがある場合について、広域避難
の必要性を協議する場として、災害対策基本法に基づく県又は市防災会議の協議会及
び、水防法に基づく大規模氾濫減災協議会を活用する旨が「[洪水・高潮氾濫からの大
規模・広域避難に関する基本的な考え方」（平成３０年３月）中央防災会議 防災対策実
行会議にて示されたが、災害対策基本法に「避難場所」についての記述が無いため、今
後、広域避難を検討する場合に、法的な根拠の必要性を感じている。

ひたちなか市、
厚木市、佐久
市、山県市、富
士市、岡崎市、
田原市、岡山市

（提案募集）広域一時滞
在.pdf

茅ヶ崎市内閣府、総務省災害対策基本法第86
条の８

住民の生命若しくは身体を災害から保護するため、行政区域に捉われない、
より柔軟な避難対策が可能となる。

○東日本大震災以降、洪水等も含めた様々な災害の被害想定が見直される中
で、一市町村区域内での避難では、住民の安全が十分に確保できない場合も
想定した防災対策を実施する必要がある。
○また、住民の生命若しくは身体を災害から保護するためには、行政区域に関
係なく、最も安全と思われる避難行動をとることができる体制を構築すべきと考
える。
○現状、災害対策基本法第86条の８では、同法第49条の７で想定される避難
生活を送るための「避難所」について、第86条の８第３項で明記されているが、
同法第49条の４で想定される災害の危険から緊急に避難するための「避難場
所」については記述がないため、避難場所の提供を他市町村に求める際の協
議を行う法的根拠が十分でない。

市町村の地域内で災害が発生
し、被災住民の生命若しくは身体
を災害から保護し、又は居住の場
所を確保することが困難な場合、
災害対策基本法第86条の８に基
づき、他市町村に対し他市町村へ
の避難（広域一時滞在）を協議す
ることができるが、避難先とされて
いるのは同条第３項で「避難所」
のみとなっているが、これに「避難
場所」も追加する。

災害対策基本法第86
条の８第３項の改正。

消防・防災・安全Ｂ　地方に対する
規制緩和
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111 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 幼保連携型以外の認
定こども園の認定手
続きに係る協議の見
直しについて

幼保連携型以外の認定こども園
の認定手続きにおいて、市町村
立の施設の認定の場合は、当該
認定の申請に係る施設が所在す
る市町村の長への協議を不要と
する。

幼保連携型認定こども園の設置については、市町村以外の者が設置するに
は、都道府県の認可を受けなければならず、認可に当たっては、事前に施設を
設置する市町村長への協議が必要とされている。一方、市町村が設置する場
合は、都道府県への事前届出のみである。
対して、幼保連携型以外の認定こども園の認定については、市町村とそれ以外
の者で手続きが同じであり、認定に際しては、「当該認定の申請に係る施設が
所在する市町村の長に協議しなければならない（認定こども園法第３条６項）」
とされている。
この事前協議は、子ども・子育て支援新制度において、保育の必要数等は各市
町村が事業計画において定めることとなっており、認定権を持つ都道府県と保
育の必要数等を管理する市町村の間で齟齬が起きないよう規定しているものと
考えられる。
しかし、市町村立の施設を認定する場合、認定の申請者と協議の相手方が同
じであるにも関わらず、都道府県知事から市町村長へ協議が必要となる。
実態として、大阪府では、平成27～30年の認定事務97件のうち、17件が市町村
立の施設であり、認可・認定事務の集中する年度末に形式的な事務が発生し
ており、都道府県、市町村ともに事務負担が大きい。
　当該事前協議を廃止したとしても、子ども・子育て支援法第31条により、特定
教育・保育施設の利用定員を定める場合や変更する場合は、都道府県知事に
届出が必要とされており、保育量等を把握できるため、法の趣旨を損なう恐れ
はない。

市町村立の幼保連携型以外の認定こども園の認定手続きについて、都道府
県、市町村の両者の事務負担の軽減に資する。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

大阪府、京
都市、守口
市、兵庫
県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

茨城県、山県
市、草津市、京
都府、池田市、
貝塚市、枚方
市、藤井寺市

○幼保連携型認定こども園の場合と同様の手続きで良いと思われる。
○認定の申請者と協議の相手方が同じであるにも関わらず、都道府県知事から市町村
長へ協議という形式的な事務が年度末に発生し事務負担が大きい。
○本市においては、現時点で公立の認定こども園は存在しないが、公立幼稚園等のあり
方について検討を進めているところであり、もし、認定こども園化の方向となった場合、複
数の施設の手続きを同時に行う必要があり、都道府県、市町村の負担軽減の観点から
も制度改正が必要であると考える。

113 Ａ　権限移譲 医療・福祉 処遇改善等加算の認
定権限の移譲

都道府県知事、指定都市及び中
核市において行うこととされてい
る処遇改善等加算の認定に係る
権限を、各市町村へと移譲する。

処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱに係る加算の認定は、指定都市及
び中核市以外の市町村（以下、「一般市町村」とする）が管轄する施設・事業所
については都道府県知事が、指定都市及び中核市が管轄する施設・事業所に
ついては各指定都市及び中核市の長が行うこととされている。
しかし、年度終了後に行う処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱに係る賃
金改善実績報告書の提出先は政令市及び中核市であるか、一般市町村であ
るかの別なく、市町村長とされている。そのため、一般市町村においては加算
の申請に対して認定を行う主体と、実績の報告を受ける主体とが異なり、事業
の一元管理ができていない状況である。
また、一般市町村においては、管轄する施設・事業所から加算申請書の提出が
あったものを、取り纏めて、都道府県へ提出し、認定を受けたことを当該施設・
事業所へと通知することとなり、都道府県との遣り取りもあって、認定されるま
での過程が長期化することとなる。
更には、本加算の認定が行われなければ、施設及び事業所への精算ができな
いため、一般市町村が管轄する施設・事業所においては、結果として精算まで
の期間が長期化（市町村の提出から審査及び修正後、認定まで最長5箇月程
度）している。各施設の運営事業者からは、審査過程で額の変更が生じる場合
もあり、歳入が確定せず、運営が不安定ともなりうることから、市町村への申請
の提出から認定までをより早期に行ってほしいとの声もある。

指定都市及び中核市以外の市町村が管轄する施設・事業所における処遇改
善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱの認定事務が簡素化され、市町村にお
ける業務の効率化と共に、施設・事業所に対する精算の早期化が図られる。

施設型給付費等に係
る処遇改善等加算に
ついて（平成29年4月
27日付府子本第375
号、29文科初第215
号、雇児発0427第8
号）

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

大阪府、滋
賀県、堺
市、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

青森県、練馬
区、川崎市、新
潟県、山県市、
京都府、池田
市、愛媛県

○施設等から提出された加算申請書を市町村がとりまとめ県に提出し、その後、県が市
町村に対して認定を行っている。このため、手続きが長期化するとともに、県及び市町村
の業務が繁雑となっている。
○本市においては一元管理となっているが、市町村においても簡素化され一元管理とな
ることについて賛成します。
○本県においても、中核市を除く全市町村分の認定作業に膨大な時間を要し、認定が長
期化し、例年、年度末近くの認定となっている。
　認定作業に要する時間を短縮し、各施設への精算を早めるためにも、認定作業を市町
村へ権限移譲するのが適当と考える。
○当県でも本加算の認定作業については書類の確認に時間を要することなどの理由
で、他府県と同じように精算までの期間が長期化している。また、事務処理を簡素化する
ため、認定にあたっては県内すべての市町の書類を確認してから認定を行っており、県
へ認定書類の提出が遅れることで、さらに認定が遅れる事例が発生している。そのた
め、市町が認定を行うことで早期に事業者が精算を行うことができる。
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○対象となる保育士が、長時間に及ぶ研修受講のため、現場を離れて参加することは、
円滑な保育業務の運営を考えると難しい状況にある。また、正規職員としての保育士の
確保が困難な状況において、代替職員を確保することは、さらに厳しい状況にある。つい
ては、保育所運営への負担が軽減される内容に見直す必要があると考える。
○対象となる保育教諭等全員が１分野につき15時間もの研修の受講が必須となり、それ
に伴う代替保育士の確保が困難な状況である。また、研修実施機関及び日程等が限ら
れており、さらに受講が困難な状況にある。
○当市において代替保育士の確保が困難なため、所定の研修を受講することできない
事例が発生している。
○県に対して当市での研修会開催を要望しているが、その場合であっても移動時間は
短縮されるものの、代替職員の確保などの問題は残ることとなる。そのため、本提案に
ある通信制やe-ラーニングの導入については、前向きに検討をしていただきたい。
○保育現場からは、研修受講にかかる代替保育士の確保が困難であることや、研修の
実施規模により受講できないなどの意見を聞いている。現状に即した柔軟な研修実施体
制が必要と考える。
○提案自治体と同様に、キャリアアップ研修への参加が各法人、施設、職員への重い負
担となっている状況である。
○当県は県土が広く離島もあり、移動に多くの時間を要する。また、冬季間は雪により移
動が困難である。このため、保育士の受講が困難となっているケースがある。
○対象園から充分な研修定員が確保されていない状況があることから、必要な人数全
員の研修受講が可能か不安視する声が多数寄せられており、確実な受講を保障するよ
う強く求められている。研修が受講できないと加算対象とならず給与が減額となる恐れも
あり、状況によっては職員が退職することも想定され、保育士確保と逆行する。また、各
施設では加算対象人数が複数いるものの、在籍職員数は最低基準に加えて少数名しか
おらず、研修期間中の代替職員の確保等が現実的に困難であるとの問い合わせが寄せ
られている。
○当県では１万７千人の研修受講が必要であり、他の自治体と同様に、保育士不足の
中、対象となる保育士等が15時間の研修に複数回出席することは困難な状況である。ま
た地域特性として、面積が広大であるだけではなく、人口が広域に分散しているほか、冬
は寒冷で積雪期間が長く北国特有の厳しい気象条件であるため、長距離移動や前後泊
を要し、研修日数以上に職場を離れることとなる等、都市部在住の保育士に比べて、研
修の受講はより難しい。今年度から14振興局を中心として研修を実施する予定である
が、全ての振興局で８分野を複数回実施することは費用の面でも厳しい状況であること
から、十分な研修回数の確保が困難である。通信制やe-ラーニング、ビデオ学習等が認
められれば、保育士等が遠方の会場に出向いて受講する必要がなく、多くの希望者の
受講が可能になることから、当県の各保育団体からも強く要望されているところであり、
ガイドラインを見直していただきたい。
○保育士等キャリアアップ研修の受講が必要な保育士は、各施設で保育を行うに当たっ
て中心的な役割を担っていることが多く、研修の受講にあたり、長期間現場を離れること
により、保育に支障が生じている。また、昨今の保育士不足もあり、代替人員の確保等も
困難である。
○現在、本町内の民間保育所１施設では、保育士不足により認可定員数の受入れが不
能となっている。保育士の処遇改善を図るための加算を受けるためにキャリアアップ研
修の受講が必須となるが、保育士が不足している現状を鑑みると、長期間にわたる研修
を受講することが困難な保育士も存在することが想定される。
保育士確保や研修受講による安定した保育サービスの提供及び保育士自身の生活の
安定を図るべく、より研修を受講しやすい形態に変更することが必要であると考える。
○本県においても、認定こども園協会や保育協議会から、研修期間中の代替職員の確
保が困難なことなどにより、ビデオ学習やe-ラーニング等の多様な手法による研修機会
を増やす声が上がっており、当該提案に賛同する。
○当市においても代替保育等の確保が困難のため研修の受講計画が思うように立てら
れないなどの意見が施設から寄せられている。
○小規模保育所等が増加している状況下で、保育士等が現場を離れて１分野ごと15時
間の受講を平日に受講することに難しさを感じる。実際、日曜日の開催はないかとの問
い合わせもある。また、15時間のうち、体調不良等で１日欠席した場合の救済措置につ
いても課題であるため、通信制やeラーニング、ビデオ学習が認められると課題のクリア
につながると思う。
○保育教諭不足が続く現状では、対象の保育教諭が多く、代替保育者の確保及び、実
習時間の確保が難しくなっている。
○当県においては１万５千人の研修受講が必要であり、現在養成校と連携し研修実施
体制を整備している状況。他県での研修に参加する機会も少ないという現状から、保育
士等に対する研修の機会創出に苦慮している。一方で、研修内容の質についても一定
水準以上の内容とするために検討している段階。eラーニングやビデオ学習による研修
機会の拡大の必要性も感じるが、質の確保の観点から認められるか検討が必要。
○処遇改善等加算Ⅱの加算要件となる予定であるキャリアアップ研修の受講について
は、他都道府県が指定する研修を修了した場合においてもその効力が有効となるが、１
分野につき15時間以上を要し、概ね３日間研修に時間を要するとともに、自都道府県で
受講が困難な場合は他都道府県まで移動を要することから、受講する保育等において
も負担が生じている。
○対象となる保育士等全員が（１分野ごとに）15時間にもおよぶ研修を保育現場から離
れて研修会場に参加することは困難であるため、処遇改善加算Ⅱの認定に際して研修
受講が必須化される予定の2022年度までに、より多くの保育士等が研修を受講できるよ
う研修方法の見直しをしていただきたい。

北海道、盛岡
市、福島県、ひた
ちなか市、川崎
市、新潟県、須
坂市、山県市、
草津市、亀岡
市、池田市、貝
塚市、八尾市、
和泉市、藤井寺
市、東大阪市、
泉南市、阪南
市、島本町、松
浦市、宮崎市

大阪府、滋
賀県、京都
市、堺市、
兵庫県、和
歌山県、鳥
取県、徳島
県、関西広
域連合

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

「保育士等キャリア
アップ研修の実施につ
いて」（平成29年4月1
日付厚生労働省雇用
均等・児童家庭局保育
課長通知）

○時間や場所に制約されなくなるため、受講者にとって、受講しやすくなる。
○研修実施機関にとっては、講師や会場の確保を軽減できるため、研修を増
やすことが可能。

大阪府では４万８千人分の研修受講が必要だが、対象となる保育士等全員が
（１分野ごとに）１５時間にもおよぶ研修を保育現場から離れて研修会場に参加
することは困難。平成29年度実施の研修においても、研修定員1480名に対し、
修了者は680名である。
研修受講が必須化される予定の2022年度までに保育士等が研修を受講できて
いない場合、それまでの間処遇改善加算Ⅱの認定を受けていた事業所が2022
年度以降に加算を受けられなくなる。対象園等から要件を満たすため、研修を
受講させたいが、代替人員の確保等が困難であるとの問い合わせが寄せられ
ている。

保育士等の処遇改善加算Ⅱの要
件となっている保育士等キャリア
アップ研修について、代替保育等
の確保が困難な状況にある中、
研修の受講が困難であることを鑑
み、実施方法について通信制やe
ラーニング、ビデオ学習による方
法を認める等の見直しを図りた
い。
※指定保育士養成施設において
は通信制による履修が認められ
ており、類似研修の介護支援専
門員資質向上事業実施要綱にお
いては、各研修における講義の一
部又は全部を通信学習とすること
ができると厚生労働省から通知。

保育士等キャリアアッ
プ研修の実施方法を
含めた在り方の見直
し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○当市も現在補助金を入れて処理場の改築更新を行っており、特に農業集落排水事業
においては、人口減少による流入量の減少から施設の統廃合・合理化が喫緊の課題と
なっている。
　当市は農業集落排水事業で４処理場があり、処理場の統廃合・合理化については同
様の問題をかかえており、整備・更新から10年未満であっても補助金の返還なく財産処
分ができるよう制度改正を要望する。
○本市も処理場の統廃合を進めておりますが、農集と公共下水の統廃合に係る10年未
経過施設の財産処分において、補助金返還が必要だと言われ統廃合計画に支障をきた
しています。
本市としては、合併により類似施設が複数あることを理由として、財産処分（報告）を行う
方向で協議していましたが、合併から年月が経過している（10年経過、但しそれまで農集
内の統合作業を実施。）、新市建設計画への記載が不十分等の理由で認められませ
ん。
　現在の人口減少に伴う下水道使用料の減収見込みや施設の更新・改築経費の負担な
ど、下水道事業を取り巻く環境を考えたとき、また下水道関係三省が積極的に、広域化・
共同化を推進している中、弾力的かつ積極的に補助金返還の必要がない財産処分を認
めるべきと考えます。
　また、農集と公共の統合のように、目的は異なっていても、同様の手段を以って目的の
達成を図るものについては、農水省財産処分承認基準第３条別表１の無償譲渡の備考
欄（補助条件を承継する場合は、国庫納付を要しない。）に該当するものとして、補助金
返還を不要とする取り扱いを希望します。
○当市の農業集落排水処理施設は、現在、広域化・共同化のための検討を開始してい
るところであるが、供用開始から日が浅い施設については、財産処分の際に国庫返納が
必要なことをもって、広域化・共同化を断念することも一般的には考えられることから、施
設のスムーズな統廃合や効率的な計画の策定・遂行に資すると思われる。
○当市は県生活排水処理構想のもと、市生活排水処理基本構想に基づき農業集落排
水某地区の公共下水道編入を進める予定です。当市では施設等１０年経過しており編
入の支障に問題ありませんが、当市と同様な施設を持つ１０年経過していない他市町に
おいても施設の統廃合・合理化を支障なく進めることは、県全体としても重要なことなの
で、制度改正を要望します。
○本県でも汚水処理施設の統廃合による合理化が検討されており、施設の統廃合が行
われる場合、補助金や交付金による整備施設は、財産処分の事務が予想される。規制
緩和により、円滑な事業の推進及び事務負担の軽減を図りたい。

那須塩原市、石
川県、福井県、
静岡県、愛媛
県、今治市

群馬県、福
島県、栃木
県

内閣府、農林水産省、
国土交通省、環境省

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第２２条
内閣府における補助
金等に係る財産処分
の承認手続き等につ
いて
（平成20年５月27日府
会第393号）
補助事業により取得
し、又は効用の増加し
た財産の処分等の承
認基準について（農林
水産省平成20年５月
23日付け20経第385号
大臣官房経理課長通
知）
環境省所管の補助金
等で取得した財産処
分承認基準の整備に
ついて
（環境省平成２０年５
月１５日付け環企発第
0 8 0 5 1 5 0 0 6 号）

汚水処理施設の広域化・共同化を進めるための、施設のスムーズな統廃合
や効率的な計画の策定・遂行に資する。

　現在、本県では、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽などの汚水処理
施設を、効率的かつ適正に配置し整備するための配置計画である県汚水処理
計画を定め、計画的に施設の統廃合等を進めているところ（現計画では13施設
の統廃合を計画）。
　本県では、農業集落排水施設やコミュニティ・プラントの一部を廃止して、下水
道処理に切り替えていく方針である。
　この際、農業集落排水やコミュニティプラント等の終末処理施設を廃止すると
ともに、これまで農業集落排水やコミュニティプラントに繋がっていた管渠につ
いては、下水道につなぎ直す必要があり、元々農業集落排水やコミュニティプラ
ントのために整備した管渠を目的外使用する必要がある。
　管渠を含む汚水処理施設は農山漁村地域整備交付金や地方創生汚水処理
施設整備交付金、循環型社会形成推進交付金を活用して、新設や改築更新を
行っており、その使用開始から10年未経過の間に計画通り統廃合を進めようと
すると、補助金の返還が発生し、計画の遂行に支障を来す場合がある。
　汚水処理施設の統廃合・合理化を進める支障とならないよう、補助財産の処
分に当たっては、整備、修繕から10年未経過の施設であっても、補助金の返還
なく、財産処分が可能となるようにするよう提案する。

汚水処理施設に係る都道府県構
想に基づく当該施設の統廃合・再
編に当たっては、補助対象施設
の供用開始後10年未経過であっ
ても、財産処分の際に国庫返納
不要で包括承認することとする。

汚水処理施設の統廃
合に係る財産処分の
制限の緩和

環境・衛生Ｂ　地方に対する
規制緩和
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○本市においても，社会福祉法人が経営する社会福祉施設（老人福祉施設、障害者支
援施設監査（一般監査））のうち適正な運営が確保されていると認められる老人福祉施
設，障害者支援施設及び法人監査についてはともに周期が２年に１回であったことから、
社会福祉法人の負担軽減及び効果的かつ効率的な監査実施の観点から、法人担当と
調整のうえ、同日に指導監査を実施してきたが、法人監査の周期が原則３年に１回に変
更されたことにより、同日に行うことが困難な事例が生じている。
施設監査（一般監査）と法人監査においては、会計関係の書類等準備資料などが一部
重複、また，法人側の応対者が同一人物となることも多く、同一日に実施することが効率
的かつ法人にとっての負担軽減につながると考えられる。
特別養護老人ホーム等の増加に伴い、監査対象施設数も増加している中，施設監査
（一般監査）の周期について法人監査と同様に原則３年に１回となることで施設監査（一
般監査）と法人監査を同日に実施することが可能となり、監査事務の効率化、虐待等事
案に対するより一層の迅速な対応，運営上問題のある施設に対する監査の重点化や介
護保険サービス，障害福祉サービス事業所等への指導を強化することができる。
○本市においても、監査対象施設数が増加していることから、効率的に監査を実施する
必要がある。
○当市の監査においては、現行のとおり実施しております。貴団体のご提案から、本市
におきましても周期が合わなくなることより、不都合が生じてくると考えております。老人
福祉施設、障がい者支援施設等、生活保護法による保護施設への施設監査の周期と児
童福祉施設への監査周期をあわせ、これに法人監査を同調させることにより、双方の事
務負担を考慮すれば、より効果的な監査が行われると考えます。
○　監査対象施設の増加については本市においても、監査実施における課題となってお
り、運営状況が良好な施設についてはその周期が伸ばせるならば、指摘等を行う必要
がある施設へ注力できることにも繋がることから好ましいと考えます。
○本県においても、指導監査の重点化を図るため、法人運営に特に大きな問題が認め
られない法人に対する監査の周期を原則３年に延長することとしている。
　施設監査と法人監査の周期が異なるため、両監査を同一日に効果的・効率的に実施
することができず、また、運営が良好な法人にとっても負担軽減とならない状況となって
いる。
○社会福祉法人及び社会福祉施設の両者の指導監督を所管する当市としては、効率化
の観点から両者を同時に監査することは当然と考え、すでに平成29年度から、施設監査
の周期を法人監査の周期と合わせ、原則3年に1回監査を実施している。
なお、児童福祉施設については、児童養護施設等の監査は従前どおり1年に1回実施し
ているが、数の多い保育所の監査は実地監査を3年に1回行い、実地監査を行わない年
は書面監査を行うこととしている。
○提案に賛同する。
　本県では、老人福祉施設、障害者支援施設（自治事務）については、指導監査の重点
化・効率化の観点から、法人及び施設の監査を同一日に実施すべく、法人指導監査の
周期に合わせて、原則、３年に１回へ変更したところ（保護施設（法定受託事務）につい
ては、従前のとおり変更なし）。
　その一方で、児童福祉施設（自治事務）については、原則年１回の一般監査を行ってお
り、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、保育所等が増加する中、問題のある施設
や新規参入施設に重点化するなど、メリハリのある施設監査を行うことが必要となってい
る状況。
○法人監査と施設監査の周期が違うことにより、法人本部が置かれている施設と、当該
施設の施設監査の監査年が異なることがあり、施設の負担が増えている。
また、本県においても、幼保連携型認定こども園の増加に伴い、監査対象施設数も増加
している。
○社会福祉法人への法人監査と，障害者支援施設への一般監査は，周期が異なること
で事業所によっては，毎年何らかかの監査が実施される。事業者の負担軽減の観点か
ら，問題のある施設以外は原則３年に１度の実施に見直すことが望ましい

宮城県、新潟
市、金沢市、京
都市、大阪市、
兵庫県、広島
市、徳島県、福
岡県、熊本県、
熊本市

奈良県内閣府、文部科学省、
厚生労働省

社会福祉法第70条、
老人福祉法第18条、
障害者総合支援法第
48条第３項及び第85
条、児童福祉法第46
条及び第59条、認定こ
ども園法第19条、生活
保護法第44条、児童
福祉法施行令第38
条、「社会福祉法人指
導監査実施要綱の制
定について」、「老人福
祉施設に係る指導監
査について（通知）」、
「障害者支援施設等に
係る指導監査につい
て」、「児童福祉行政
指導監査の実施につ
いて（通知）」、「就学
前の子どもに関する教
育、保育等の総合的
な提供の推進に関す
る法律に基づく幼保連
携型認定こども園に対
する指導監査につい
て（通知）」、「生活保
護法による保護施設
に対する指導監査に
ついて」

施設監査（一般監査）の周期についても法人監査と同様に原則３年に１回と
することで施設監査（一般監査）と法人監査を同日に実施することが可能とな
り、監査事務の効率化が図られ、運営上問題のある施設に対する監査を重
点化することができる。

社会福祉法人が経営する社会福祉施設（老人福祉施設、障害者支援施設等、
生活保護法による保護施設）への施設監査（一般監査）の周期については、要
綱で原則として毎年１回は実地に行うこととされている。（前年度における一般
監査の結果、適正な運営が概ね確保されていると認められる場合には、書面
による実施が可能）また、児童福祉施設への一般監査の周期については、児
童福祉法施行令により、１年に１回以上と定められている。
施設監査（一般監査）と法人監査についてはともに周期が２年に１回であったこ
とから、社会福祉法人の負担軽減及び効果的かつ効率的な監査実施の観点
から、市町村と調整のうえ、同日に行ってきたが、法人監査の周期が原則３年
に１回に変更されたことにより、同日に行うことが困難になっている。
施設監査（一般監査）と法人監査では、必要書類のうち、会計等の書類が重複
しており、施設監査（一般監査）と法人監査では法人の応対者は同一人物であ
ることが多いことから、同一日に実施することが効率的である。
特別養護老人ホームや幼保連携型認定こども園の増加に伴い、監査対象施設
数も増加している。

前年度における施設監査（一般監
査）の結果、適正な運営が確保さ
れていると認められた社会福祉施
設（老人福祉施設、障害者支援施
設等、児童福祉施設、生活保護
法による保護施設）への一般監査
（実地）の周期について、社会福
祉法人への法人監査と同時に実
施できるようにするため、現行の
原則２年に１回を、原則３年に１回
に見直すよう求める。なお、運営
上、問題のある施設については、
翌年度も実地による施設監査を
行う。

社会福祉法人が経営
する社会福祉施設へ
の施設監査（一般監
査）周期の見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○当県でも同様の状況。積雪期に入る１２月上旬には、工事が困難となることから、でき
るだけ早く工事が着手出来れば、繰越工事の縮減につながるものと期待できる。また、
早期発注により発注時期の平準化を図ることが可能となり、現場作業員の手配や建設
資材の確保についても、有利になるものと考えられる。交付決定前着手が可能な農山漁
村地域整備交付金では、H30年度の状況では、交付決定前着手の国への届け出が4/20
で、実際の工事発注は５月中旬から行っている。
○本県の山林部においても、冬季は積雪により工事が制限されるため、早期発注が可
能となるよう、現行制度を見直してほしい。
○地方創生関係交付金は、地方が地域の特性を踏まえ、自主性・独自性を最大限に発
揮して活用できるよう、地方の意見を聞き、より自由度の高い活用しやすい制度とすべき
と考える。
○地方創生道整備推進交付金については交付決定後の着手となるため、発注時期が
遅くなっている。H29年度の場合、交付決定は6月上旬であったが、工事着手は７月下旬
以降となっている状況である。本県山間部においても、積雪により冬季の施工は困難で
あり、早期発注、早期完成（効果発現）のためにも、交付決定前着手制度の創設をお願
いしたい。
○本市においては、昨年度途中に推進交付金の交付申請を行い、交付決定を受けた事
業があったが、交付申請後すぐに事業着手（事業用資産の購入）が出来る体制が整って
いたものの、交付決定を待ってからの着手となったため、結果的に事業のスタートが遅
れ、事業実施期間が短くなった経緯がある。事業によっては、早期着手することによっ
て、より高い事業効果が得られるケースもあると思われるため、提案に賛同する。
○地方創生道整備推進交付金の林道事業については、国の予算成立後、交付担当省
庁から内示額の通知を受け、交付担当省庁に交付申請書を提出することとなっている
が、国からの県への交付決定が毎年５月下旬から６月上旬であるため、県や市町村に
おける工事着手は７月から８月となっている。本県の一部の山間部においても、冬季は
積雪により工事が制限されることもあり、早期発注、早期の工事着手が可能になれば、
繰越工事の縮減や発注の平準化にも繋がることから、農山漁村地域整備交付金同様、
交付金交付決定前の着手が可能となるように認めていただきたい。
○仮に４月中の事業着手が可能となれば、早期発注による繰越工事の縮減や発注の平
準化につながる。また、林道事業を例に挙げると、主伐・間伐による木材搬出作業が、秋
期から冬期にかけて本格化するため、林道の開設に合わせた計画的かつ効率的な森林
施業が可能となり、林業の成長産業化を通じた中山間地域の活性化や地方創生につな
がるものと考える。
○当県も平成２８年度地方創生道整備交付金の林道事業において，国から県への交付
決定時期が９月となったため，市町村において工事着手時期が１０月以降にずれ込ん
だ。その結果，複数件の繰り越しとなり，同様なことが県営事業でも起きている。平成２９
年度以降は６月の交付決定となっているが，事業量によっては年度内完成が難しくなっ
ており，早期発注早期施工を目指すためにも指令前着手制度の規定を設けるよう要望
する。
○新規事業及び事業内容に変更のある継続事業については，交付決定後の事業着手
となるため，年度当初から実施するためには別事業を予算措置し，委託契約を別々に行
うなど事業実施に支障がある状況である。
○本県においても、林道事業を必要としている山岳地域では、工事実施にあたって、積
雪により工事実施が困難となり、繰越工事が発生している状況にある。
　農山漁村地域整備交付金では、交付金交付決定前の着手（早期着手）が可能となって
おり、同様の対応を認めていただけると、早期発注、早期の工事着手が可能となり、繰
越工事の縮減につながるため、本県においても同様の対応を求めたい。
○地方創生道整備推進交付金の林道事業については、国の予算成立後、交付担当省
庁から内示額の通知を受け（４月上旬）、交付担当省庁に交付申請書を提出（４月上旬）
することとなっているが、国からの県への交付決定が毎年５月中旬であるため、県、市町
における工事着手は７月上旬以降となっている。交付金交付決定前の着手は、標準工
期を踏まえた早期の工事着手と、繰越工事の縮減につながる。なお、農山漁村地域整
備交付金では、交付金交付決定前の着手（早期着手）が可能となっており、同様の対応
を認めていただきたい。

旭川市、宮城
県、ひたちなか
市、栃木県、川
崎市、新潟県、
石川県、山県
市、静岡県、鳥
取県、島根県、
徳島県、高知県

長野県内閣府、農林水産省地方創生道整備推進
交付金要綱、地方創
生道整備推進交付金
要領

４月中の事業着手（起工）が可能となり、早期発注が可能となるので、繰越工
事の縮減につながる。また、夏季への発注の集中が緩和されるので、発注
の平準化につながる。

地方創生道整備推進交付金の林道事業については、国の予算成立後、交付
担当省庁から内示額の通知を受け（４月頃）、交付担当省庁に交付申請書を提
出（４月頃）することとなっているが、国からの県への交付決定が毎年６月下旬
であるため、市町村における工事着手は７月下旬から８月上旬となっている。
本県の山林部においては、冬季は積雪により工事が制限されることもあり、可
能な限り早期発注、早期の工事着手が出来れば、繰越工事の縮減につなが
る。
また、上記のとおり、現行のスケジュールだと、夏季に発注が集中し、入札不調
となるケースも散見される。
なお、農山漁村地域整備交付金では、交付金交付決定前の着手（早期着手）
が可能となっており、同様の対応を認めていただきたい。

地方創生道整備推進交付金交付
要綱において、「交付金交付決定
前の着手」に関する規定を設ける
こと。

地方創生道整備推進
交付金における交付
金交付決定前の着手

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

187 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 地方創生推進交付金
における間接補助金
の交付完了日の見直
し

地方創生推進交付金について、
国の補助金（交付金）を受けて、
間接補助を行う場合について年
度末までに間接補助金の交付を
完了しなければならないとされて
おり、年度末まで間接補助事業者
が事業を行う場合、現状の交付
手続では十分な事業期間を確保
できないことから、間接補助金の
交付完了日の見直しを求める

間接補助事業については、年度内に精算額の確定だけでなく、支払いを完了
する必要があるため、年度末まで実質的な事業期間（間接補助事業を行う期
間）を確保できず、事実上、国が創設した補助金（交付金）事業の効果を損なう
事態が生じている。
省庁によって間接補助金の交付完了日の取扱いが異なる例がある。
具体的には、農水省の補助金では、精算払の場合、実績報告書の提出期限の
4月10日までに間接補助事業の支出を完了すればよいとされている（平成24年
12月27日付け農水省大臣官房経理課会計指導第2班事務連絡「間接補助事業
等の交付手続について（参考）」）。
一方、地方創生推進交付金においては、精算払では、上記の農水省の取扱い
（4月10日までに間接補助金の交付完了）とは異なり、年度末までに交付を完了
しなければならないとされている。

間接補助において間接補助金の交付完了日を見直すことにより、事業完了
を前倒しすることなく、年度末まで事業を行うことが可能となり、交付金事業
をより効果的に実施することができるようになる。

例えば、市町村等が行う人材育成事業に間接補助を行う場合、現在のルー
ルでは、補助金交付に要する期間分、事業の完了を前倒ししなければならな
いが、間接補助金の交付完了日を見直すことにより、通年で人材育成のた
めの事業を行うことができるようになる。

地方創生推進交付金
交付要綱

内閣府 岐阜県 北海道、盛岡
市、宮城県、福
島県、横浜市、
川崎市、新発田
市、魚沼市、長
野県、長野市、
大垣市、山県
市、浜松市、名
古屋市、豊川
市、小牧市、京
都府、宮津市、
鳥取県、島根
県、高松市、愛
媛県、八幡浜
市、筑後市、松
浦市、大分県、
沖縄県

○地方創生推進交付金を活用して実施している間接補助事業において、年度末までに
補助金支出を完了させるためには、事業者に早期に事業を完了、報告を求める必要が
ある。
　事業者の事業実施期間を十分に確保するとともに、国庫補助のない通常の補助金と
の要綱上の整理が必要であり、両者の取扱いが異なることに対して事業者の理解が得
づらいため、間接補助金の交付完了日の取扱いの見直しを求める。
○本市においても地方創生推進交付金を活用した間接補助事業の実施を計画してい
る。しかし、人件費や高熱水費等、実績に応じて支払う経費の交付を全て３月３１日まで
に完了させることは、実務上困難であり、切れ目の無い効果的な事業の実施ができな
い。
○地方創生推進交付金については、県以外の事業主体に対して補助金として事業費を
交付する間接補助の実施が認められ、この事業費には人件費や光熱費といった事業期
間末日まで金額が確定しない費用も含まれる。
しかしながら、会計手続には一定の時間を要することから、年度内に精算額の確定及び
支払いを完了しなければならないとの運用ルールにより、事実上年度末の経費に充てる
ことができず、交付金の効果を損なう事態が生じている。
○施設運営の場合、３月分の経費（例えば光熱水費）は末日まで発生するが、年度末ま
でに補助金交付を完了させようとすると、民間等事業者の事業期間を３月31日まで確保
することができない。
○地方創生推進交付金を活用した一部の事業においては事業期間が複数年にわたる
場合がある。年度単位で見た場合の事業完了は年度末となるが、現在のルールでは事
業完了の前倒しが必要となる。
　間接交付金の交付完了日の見直しにより、切れ目なく通年で事業を実施することが可
能となり、交付金事業をより効果的に実施することができるようになる。

○死亡後の手続き全般についてマイナンバーの取り扱いの周知を行い、必要性を精査
しできる限り最小限に抑えていただきたい。
○保険会社の手続き等で亡くなった方のマイナンバーについての問合せがあるが、死亡
者が単独世帯の場合、通知カードやマイナンバーカードの所在が分からないケースが多
く、個人番号入りの住民票も案内できないため対応に苦慮している。現行の制度におい
ては、同一世帯の請求については規定があるものの、同一世帯ではない直系血族の請
求については規定が無いため、取り扱いについて明確化してほしい。
○保険会社や税務署、労働基準局等に提出するのに死亡者の住民票（単身者）にマイ
ナンバー入りを求められることがあり、総務省の事務連絡の個人番号制度関係質疑応
答集により交付できないと断っているが、納得されない方も少なくない。
○現在、本市でも、死亡者に関しては同一世帯以外の申請者にマイナンバー入りの住
民票の交付を行っていないが、請求が多いことは事実であり、マイナンバー利用事務・マ
イナンバー関係事務の実施者向けに死亡者に関するマイナンバーの取扱のルールを定
め、周知することは必要と思われる。
○当市においてもマイナンバー入り住民票交付事務を行うに当たり、提案団体が示す支
障事例、「死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命
保険会社などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死亡者の
通知カード及びマイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入りの住民票を請求
しないと同ナンバーを知り得ることができない。しかしながら、現在の法令では、同一世
帯の住民の請求については規定があるが、同一世帯ではない直系血族の請求について
は規定がない。」が、同様に生じており、「別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求
について、規定の明確化がされていないため、市での対応に苦慮する。」といった事務負
担を招いている。
そのため、「死亡者のマイナンバー入り住民票の発行について、別世帯に住む直系血族
の世帯員からの請求についての規定の明確化を求める。また、死亡保険金の相続処理
に関連して、保険会社に対しても通知の発出等により、マイナンバーの取り扱いを周知
することを求める。」といった提案の趣旨に賛同します。
○別世帯の請求者への説明に時間を要するケースもあり、保険会社への通知の発出は
必要だと考える。
○死亡者と同一世帯であった者からの請求でなければ、死亡者の個人番号が記載され
た住民票の除票の写しの交付ができないこと、及び個人番号が不明でも相続手続き等
が可能であることが、住民及び生命保険会社等の関係機関等に周知されていないため
に、窓口でトラブルになることが多く、対応に苦慮している。
　このことについては、提出先である生命保険会社等の関係機関に周知するよう、全国
連合戸籍住民基本台帳事務協議会を通じて総務省に要望しているところである。
○同様のケースが本市においてもあることから、住基法第１２条の３第１項第１号の「自
己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必
要がある者」については、別世帯であっても死亡の住民票の除票に個人番号を記載でき
るように法改正すべきと考える。
○規定の明確化を行うことにより，市町村間における事務処理差の解消が期待される。
○死亡時に同世帯であったものがいない場合、マイナンバー入り住民票を請求できない
ことが周知されていない、且つ、マイナンバーが各種手続きに必須であるという誤解のた
め、窓口でのトラブルが増えている。

宮城県、山形
市、白河市、石
岡市、ひたちな
か市、高崎市、
所沢市、桶川
市、柏市、袖ケ
浦市、江戸川
区、川崎市、平
塚市、多治見
市、浜松市、春
日井市、枚方
市、八尾市、伊
丹市、徳島市、
宇和島市、北九
州市、芦屋町、
宮崎市

【提案①参考資料】住民基
本台帳事務の住民票の写
し等の交付に係る請求者
の規定の明確化.pdf

郡山市内閣府、個人情報保護
委員会、金融庁、総務
省、財務省

住民基本台帳法第12
条及び第12条の３。住
民基本台帳事務処理
要領第２－４－（１）－
①－ア－（カ）及び第２
－４－（３）－①－ア

　別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求について、規定の明確化を行
うことにより、地方公共団体間における事務処理の差が解消される。
　また、保険会社へ通知の発出等を行うことで、住民及び保険会社の負担が
解消され、公益に資するものとなる。

　死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命
保険会社などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死
亡者の通知カード及びマイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入り
の住民票を請求しないと同ナンバーを知り得ることができない。しかしながら、
現在の法令では、同一世帯の住民の請求については規定があるが、同一世帯
ではない直系血族の請求については規定がない。

　死亡者のマイナンバー入り住民
票の発行について、別世帯に住
む直系血族の世帯員からの請求
についての規定の明確化を求め
る。
また、死亡保険金の相続処理に
関連して、保険会社に対しても通
知の発出等により、マイナンバー
の取り扱いを周知することを求め
る。

住民基本台帳事務の
住民票の写し等の交
付に係る請求者の規
定の明確化

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

192 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 マイナポータルにおけ
るお知らせ通知の範
囲拡大

　お知らせ通知については、国に
おいて子育てに関する14の事務
で実施することを可能としている。
　それらの事務以外の事務のう
ち、お知らせ通知を行うことで市
民サービスの向上、行政事務の
効率化が図られるものについて、
お知らせ通知を行えるようにす
る。

【支障事例】
　「児童手当の支給日に係る通知」、ひとり親支援制度における「家庭教師派遣
支援や体験学習・学習支援に係るお知らせ」は、国が示すお知らせ通知を行え
る事務に含まれていないため、お知らせ通知を行うことができない。
【懸念事項】
　社会保障・税・防災に該当しない事務については、マイナンバーを取り扱えな
いため、お知らせ通知を実施できない。
【懸案事項の解消策】
　現行のマイナンバー（符号含む。）を利用したお知らせ通知とは別に、マイナン
バー（符号含む。）を利用しないお知らせ通知の仕組みを新たに構築する。

　お知らせ通知を行える事務（14事務）以外の事務のうち、市民へ通知等を
郵送している事務について、お知らせ通知を可能とすることで、さらなる市民
サービスの向上及び行政事務の効率化を図る。

「子育てワンストップ
サービスにおける児童
手当の事務について」
（平成28年12月21日付
府子本906号通知）

内閣府、総務省 八王子市 石岡市、三条
市、静岡県、尼
崎市、宮崎市

○官民データ活用推進基本法第10条（行政手続に係るオンライン利用の原則化、民間
事業者等の手続に係るオンライン利用の促進）、「IT新戦略の策定に向けた基本方針」
（平成29年12月12日IT本部・官民データ活用推進戦略会議決定）や、「デジタル・ガバメ
ント実行計画」（平成30年1月16日eガバメント閣僚会議決定）に基づき、業務改革（BPR）
の徹底とデジタル化の推進により利用者中心の行政サービスを実現する必要性を国に
おいて記載されており、現在、内閣官房において「デジタルファースト法案」の検討を行な
い、オンライン化の徹底及び添付書類の撤廃について取組を進めているところと認識し
ている。
　マイナポータルを活用したオンライン申請・お知らせ機能は、これまで各団体で準備す
る電子申請機能に比べ、現在国等で構築した情報連携のインフラを最大限活用すること
で各団体にとって安価にオンライン化実現の可能性がある。
　こうしたことを踏まえ、住民オンライン申請窓口の一元化や国・市町村を通じた行政事
務の効率化・コスト縮減に繋がるようなマイナポータルを活用したオンライン申請・お知ら
せ機能のさらなる充実に期待するところである。
○当市では、ぴったりサービス（ワンストップサービス）を利用して、子育て15手続以外の
「職員採用試験の受験申込」や「マラソン大会の参加申込」等の電子申請受付を実施し
ているが、これらの手続の中には通知書等を返送する必要があるものもあるため、マイ
ナンバー（符号含む。）を利用しないお知らせ通知の仕組みの構築を求める。
　また、お知らせ通知を行うためには、「事前の同意を取ること」とされており、毎年の同
一事務のお知らせ通知であっても、通知の都度、事前同意を取る必要があるが、住民の
利便性向上及び事務の効率化を図るため、同一事務の場合は省略できる等の緩和を求
める。

○当市でも、「子どもの医療費助成に関する事務」を独自利用事務としているが、提案記
載内容と同じ支障をきたしている。
当市の独自利用事務は、「子どもの医療費助成に関する事務」の他にも「重度心身障害
者等の医療費助成に関する事務」と「ひとり親等の医療費助成に関する事務」があり、そ
れぞれの準ずる法定事務は、「特別児童扶養手当等の支給に関する事務」と「児童扶養
手当の支給に関する事務」としており、いずれも地方税関係情報の照会において本人同
意は不要。
独自利用事務の情報連携においての同意は、年度毎に、地方税関係情報が必要となる
者すべての同意をとる必要があり、同意する者が自ら署名をすることとされている。
毎年行う年次更新時には、各制度の受給者本人のみならず扶養義務者等の同意も得る
必要があるため、同意書の書類を郵送し提出していただくこととしている。
市民負担軽減のために独自利用事務としたが、市民は同意書を作成し提出する手間が
生じ、行政側の事務も煩雑になっている。
○当市では、独自利用事務に「ひとり親家庭等医療費助成事務」、それに準ずる法定事
務に「児童扶養手当」があり、提案と同様の支障がある。規則の改正により、申請者のみ
ならず、事務担当者の負担軽減も図られる。
○当市においては、外国人生活保護事務をはじめ、14事務において特定個人情報の独
自利用を実施している。
　独自利用事務のみならず、一部の番号法法定事務であっても、地方税情報の本人同
意を求める運用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律第1条にある「行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担
の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの
者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易
な手段その他の利便性の向上を得られるようにする」趣旨に反するものと思料される。
○当市の独自利用事務である、重度障害者医療費助成に関する事務の資格認定にお
いて、申請者以外の同居家族の地方税関係情報の照会が必要な場合がある。その場
合、申請者以外の同居家族全員の同意書の提出がなければ資格認定ができない。その
ため、自筆の同意書を揃えて、窓口に申請（再度来庁）しなければならず、申請者側に負
担が生じている。
　また、申請が資格認定発生日（例えば、転入日）の翌月となるなど月をまたいだ場合、
資格認定の始期が遅くなるため申請者に不利益が生じる。
　従って、重度障害者医療費助成事務に準ずる法定事務である「特別児童扶養手当の
支給に関する法律による障害児福祉手当もしくは特別障害者手当又は国民年金法等の
一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務」と同様
に、本人同意なく地方税関係情報の照会ができるよう求める。

苫小牧市、船橋
市、福井市、山
県市、尼崎市、
大牟田市、筑後
市、熊本市

八王子市内閣府、個人情報保護
委員会、総務省

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第十九
条第八号に基づく特定
の個人情報の提供に
関する規則第２条第４
項第１号

　規則第2条第4項第1号において、独自利用事務の地方税関係情報の情報
照会についてはすべて本人同意が必要となっている。このことについて、独
自利用事務が準ずる法定事務において本人同意不要である場合は、当該独
自利用事務についても本人同意を不要とするよう規則改正を行うことで市民
サービスの向上及び行政事務の効率化を図る。

【支障事例】
　本市の独自利用事務である、子どもの医療費助成に関する事務（以下「助成
事務」という。）を例とする。
（前提）
助成事務の準ずる法定事務は「児童手当に関する事務」であり、児童手当に関
する事務は地方税関係情報の照会において本人同意は不要である。また、助
成事務と児童手当に関する事務については申請手続を同時に行っている。
（具体的内容）
　児童手当に関する事務は本人同意が不要であるにも関わらず、助成事務で
は本人同意が必要となり、同意に係る書類記入の手間が生じる。また、配偶者
等の申請者以外の方（以下「配偶者等」という。）の地方税関係情報の照会にあ
たっては、配偶者等の本人同意も必要となる。その場合、配偶者等の本人同意
書を郵送又は再度窓口に提出することとなり、申請者に負担が生じる。
　さらに、電子申請においても、配偶者等の本人同意を得ることができないた
め、同様に郵送又は窓口へ本人同意書を提出することになる。
【懸念事項】
　地方公共団体によって、準ずる法定事務の判断基準が異なる可能性がある。
【懸念事項の解消策】
　本人同意を不要とする独自利用事務は、独自利用事務及び準ずる法定事務
の内容を国が確認し、承認したものに限ることとする。

　独自利用事務の地方税関係情
報を情報照会する場合は、「行政
手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関す
る法律第十九条第八号に基づく
特定の個人情報の提供に関する
規則」（以下「規則」という。）第２
条第４項第１号に基づき、本人同
意が必要である。このことについ
て、独自利用事務と「趣旨又は目
的が同一かつ事務内容に類似性
がある法定事務」（以下「準ずる法
定事務」という。）が本人同意不要
である場合、独自利用事務につい
ても本人同意を不要とするよう規
則の改正を行う。同様に、庁内の
情報を照会する場合にも、準ずる
法定事務が本人同意不要である
場合、独自利用事務についても本
人同意を不要とする。

独自利用事務におけ
る税情報照会の簡略
化

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○保育教諭不足の中、保育士や幼稚園教諭を活用し、幼保連携型認定こども園を運営している。実
際に、各保育施設において若干名の保育士等が一方の資格・免許しか保持しておらず、特例措置終
了後には保育現場を離れざるを得ず、職員の確保がさらに困難になることが懸念され、待機児童の増
加に直結する。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみの資
格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、当該職
員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と
見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただ
きたい。
○本市においては、幼保連携型認定こども園への移行を進めており、正規職員の資格併有を進めて
きたところであるが、臨時職員についての対応が出来ていないことから特例期間終了後の臨時職員
等の配置が困難となることが想定される。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と幼
稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙がってい
る。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでいない現状があ
り、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化することも予想される
ため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必要性は高いと考えられ
る。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保育教諭が少
なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務ができず、ひいては幼保連
携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増加することが予想される。
○平成30年4月より、保育所から幼保連携型認定こども園に移行した施設の場合、特例措置が適用さ
れる期間が2年間しか無いため、期間の延長が必要であると思われる。
○本市においても、養成期間が限られている等の理由により、特例措置の期間中に全ての職員が保
育教諭の免許・資格を取得できなかった際に、職員の配置基準を満たさず、保育教諭不足を要因とす
る待機児童が発生する可能性があるとともに、当該事案を危惧する幼保連携型認定こども園からの
要望があるため。
○待機児童の解消に向けて、幼稚園が認定こども園に移行することで、保育の提供量を確保する方
針ですが、経過措置が終了することで移行が促進されない懸念があります。また、現在も保育教諭、
保育士が不足している中で、既存の施設においては、退職者が出たときに新たな職員を雇用すること
が難しい現状があります。保育の担い手を確保するためにも、経過措置の延長を求めるもの。
○市内私立幼稚園の大半は、認定こども園への移行を視野に入れているなか、市でも公立保育所の
認定こども園化を検討しているが、幼保連携型認定こども園の保育教諭の特例措置の猶予期間が２
年を切っていることが、移行判断のマイナス要因となっている。
○現時点において具体的な問題等発生していないが、全国的な保育士不足等の課題が発生している
中、認定こども園において保育教諭として必要な資格及び免許の短期間での取得は困難であること
が想定される。認定こども園のニーズが高まる中、事業者や従業員に過度な負担が生じないよう特例
措置の延長が必要であると考える。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設においては、人
員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、また、講習実施
主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できていない者がいる。平
成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措置の延長を求める。
「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行の促
進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の期
間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免許と保
育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難しい状況
である。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚園教
諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の職員資格
の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さらに、人員配
置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼稚園教諭および
保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得することは困難な状態となっ
ている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保育の受け皿を確保する
ことができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同するものである。
○平成30年度認定こども園に関する調査（内閣府認定こども園担当）により職員の調査が実施されて
いるところであるが、その調査による本市に所在する37の幼保連携型認定こども園の保育教諭と講師
をあわせた職員数は1,044人、うち片方の資格の職員は100人となっている。また、このうち資格取得
が未定のものは、63人となっている。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規職
員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。一方、
今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員も含めると
施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を実施しており、
同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率が100%にはなって
いないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行の阻害要因とならない
よう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確保のため、認定こども園への移行が進んでい
るところ。
特例期間中の免許・資格の取得を推進しているところではあるが、特例期間内に全ての保育教諭が
免許・資格を取得することが困難である。その場合において、配置基準を満たさなくなることから、認
定こども園が３歳児未満の定員を減少させることが想定され、待機児童が増大する恐れがある。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中で、
資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保育
教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育教諭不足に伴
う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園においては
平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の有資格
者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする同施設に
おいては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用後，不足する資
格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が足りなくなる状況を
危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。
○「経過措置」と「特例制度」は別の取扱いではあるものの、H32以降の幼保連携型認定こども園への
移行促進に当たって、全国保育三団体協議会（全国保育協議会・日本保育協会・全国私立保育園連
盟）からは両措置・制度の期間経過後における現場対応を不安視する声が上がっているところ。
（H30.6.18 国へ要望済み）

旭川市、秋田
市、船橋市、川
崎市、山県市、
豊田市、田原
市、草津市、大
阪府、八尾市、
寝屋川市、和泉
市、藤井寺市、
東大阪市、阪南
市、島本町、兵
庫県、神戸市、
和歌山市、玉野
市、徳島県、徳
島市、熊本市、
九州地方知事会

豊中市内閣府、文部科学省、
厚生労働省

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

〇保育現場及び保育士自身の負担を軽減しながら、資格・免許の積極的な
取得を促進し、保育の担い手の増加を目指す。
〇認定こども園移行に係る懸念事項を和らげることで、より一層の認定こど
も園移行促進を図る。

○特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、養成機関なども
限られるうえ、認定こども園の利用希望者が多く、保育教諭不足の中で、雇用
している職員を資格・免許取得の為に現場から離れてしまうことにより、保育現
場に支障をきたしてしまうため、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保
育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。また、特例措置終了後は免
許・資格取得に要する期間が増加することにより、さらに取得促進が難しくな
る。
〇豊中市では幼保連携型認定こども園が小学校就学前の学校教育・保育を一
体的に行う施設であり、保護者の就労の有無にかかわらず利用できることから
その移行を推進しており、平成27年4月にすべての公立の保育所（19園）・幼稚
園（7園）が幼保連携型認定こども園に移行、平成30年4月までに私立保育所（3
園）私立幼稚園（8園）が幼保連携型認定こども園へ移行した。また、平成31年4
月に向けて私立保育所（6園）と調整を行っているところである。とりわけ、私立
幼稚園からの認定こども園化は、3歳児2号枠を設定することにより、2歳児まで
の保育施設からの進級先の確保とともに待機児童解消にも有効に働くことから
特に推進をしているところである。今後も残る私立保育所（50園）、私立幼稚園
（17園）に働きかけを行う予定としている。
このような状況下で現在保育所又は幼稚園である施設が認定こども園へ移行
する場合、猶予期間が2年も無いため、職員の確保が困難になることにより、認
定こども園移行を諦めてしまうことや、逆に現在認定こども園である施設が経過
措置期間終了時に保育所又は幼稚園に戻ってしまうことが想定される。

幼保連携型認定こども園の職員
資格として、幼稚園教諭免許状と
保育士資格を有することが求めら
れている（保育教諭）が、平成32
年3月31日までは幼稚園教諭免
許状と保育士資格のどちらか一
方免許・資格を有していれば保育
教諭等になることができる。全国
的な保育士不足を鑑み、特例措
置の延長を求める。

幼保連携型認定こど
も園の保育教諭の特
例措置の延長

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

196 Ｂ　地方に対する
規制緩和

消防・防災・安全 災害援護資金貸付金
の保証人に関する規
定の見直し

災害援護資金貸付金について、
市町村による適切な債権管理が
可能となるよう、災害援護資金の
貸付けを受けようとする者に対し
て所要の金利の上乗せ等を行う
ことにより、保証会社による保証
を義務付ける災害援護資金の貸
付制度の見直しを行い、保証人な
しの災害援護資金の貸付けと市
町村の円滑な債権回収を両立し
ていただきたい。
これに併せ、市町村が災害援護
資金を貸し付ける場合において、
保証会社による保証が円滑に進
むよう、国において全国的な仕組
みを整備していただきたい。

災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人（連帯保証人）を立てな
ければならない（災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第８条第１項）ことと
されているが、現実的には、連帯保証人制度が機能していないことにより、貸付
金の償還期間における市町村の債権回収事務に支障を来している。そのた
め、例えば、民間の債務保証サービスの利用や返済能力に応じた貸付けとす
るなど、市町村が円滑に債権回収をして適切な債権管理ができるような制度へ
と見直しを行っていただきたい。

回収のノウハウを持つ者が債権回収を行うことで、回収の実効性を高めると
ともに自治体の事務負担を軽減することができる。
また、保証会社による保証を義務付けるような制度となれば、被災者として
も、貸付金を借り受けるときに保証人を立てる必要がなくなる。

・災害弔慰金の支給等
に関する法律施行令
第8条

内閣府 八戸市、三
沢市、おい
らせ町、階
上町

新潟市、山県
市、西宮市、広
島市、防府市、
宮崎市

○災害援護資金の貸付は、所得の低い方が対象となっていることから返済が滞る事案
が多く発生している。
　適切な債権の回収ができるよう制度の見直しが必要である。
○災害貸付金申請当時、借受人が連帯保証人の擁立に苦慮する様子が見受けられ、
実際に、連帯保証人制度が機能していない案件が多く存在している。債権回収事務にか
かる時間や労力に対し、効果が非常に薄い為、円滑な債権回収の為に、保証人に関す
る規定の見直しをお願いしたい。
○本市においても、連帯保証人が機能しない事例があることから、制度改正により、回
収の実効性を高めることができるとともに、自治体の事務負担を軽減することができる。

○当市においても処遇改善加算の認定事務や配分方法の制約により認定には苦慮しており、法人の
負担や配分方法の制約により処遇改善をあきらめる法人もあり簡素化を要望する。
○当市では全ての施設において、処遇改善等加算Ⅱを取得しているものの、各施設からは制度自体
の難解さ等に対する不満の声を聞く機会が多い。また、現場の職員からも、キャリアパス要件の整備
よりも単純に賃金が上昇することを望む声がある。このことから、ある程度制限を撤廃し、各施設の自
由裁量を増す制度設計を望む。
○処遇改善等加算Ⅱの加算対象職員数については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
所の種類ごとに、児童数や加算の有無により算出され、対象人数が決められている。
　施設によっては、その職責を担う職員がいなかったり、また経験年数の長い職員又は短い職員が多
くおり、配分が困難であるため、申請を行っていない場合がある。
　このため、算出される人数以下でも、申請が可能であるように運用の見直しが図られることを求め
る。
○本市においても、国の想定する職制階層に合致しない施設においては、加算額を適切に配分でき
ず、処遇改善Ⅱの申請を行わない施設がある。
　各保育所等の人員配置の実態に見合った処遇改善が可能となるよう現在の国の制約（加算の対象
となる人数や金額の配分等）を見直していただきた。
○加算の対象となる人数や金額の配分等の国の制約により、本市の各保育所等においても、その人
選や改善額の配分に苦慮されている現状にある。保育士等の処遇改善は、待機児童解消には欠か
せない施策であるが、国の制約により十分に活用されていないことが懸念される。
○処遇改善等加算Ⅱは、具体的な配分方法が示されているおり職員の賃金改善を十分に実施できて
いる施設がある反面、分配できる職員数に限りがある施設については配分に苦慮している。
  また、年度途中に採用された職員に対して配分方法に苦慮している施設もある。
  本年度は処遇改善等加算Ⅱの運用見直しもあり、制約も多少軽減されているが、十分に改善が行
われているとはいえない状況であるため、更なる見直しを検討していただきたい。
○当市においても、同等職種の職員が在籍する保育園では、配分に苦慮する保育園もあり、申請を
行わない保育園がある。
○本市でも、処遇改善加算Ⅱの配分方法については、各施設から多くの疑問や意見が寄せられてお
り、配分方法が複雑なため、申請を見送る施設もある。処遇改善を確実に行うためにも、配分方法の
制約の撤廃を求める。
○施設内で経験年数や職歴等において同等である職員が複数いる場合に、本加算の配分では支給
額に差が生じることから申請を躊躇している施設がある。また、経験年数が同じであっても施設によっ
て本加算の支給額に大幅な差が生じ、施設間で混乱がおきている。施設の実情に見合った配分方法
の見直しが必要である。
　施設の実情に合った配分を行うことにより、キャリアアップの仕組みが導入されやすくなる。
○現在は職員間の配分方法を工夫して対応しているものの、そもそも4万円の対象者に確実に支給す
る趣旨であることを考えると、現実にその対象者が職員全体の3分の1以上であればそれに応じた加
算をすべきである。
○本市においても、職員間の給与のバランスが取れない等の理由で処遇改善等加算Ⅱの申請を行
わない施設がある。
　国においては、平成30年度から配分方法の見直しが図られたが、対象人数が制限されたままであ
り、抜本的な解決には至っていないことから、対象人数を増やすなど、さらなる処遇改善に資する取組
みの実施が必要だと考える。
○本市においても当該制約により適切な分配ができず申請を躊躇する施設があることを認識しており
ました。
そこで、概ね7年以上の経験を有する保育士等について、配分額が2万円を下回る場合に、2万円まで
の配分を保障する『市処遇改善等加算Ⅱ』を平成30年度より新設し、独自の処遇改善を図っていると
ころであり、当該制約の撤廃について賛成します。
○処遇改善等加算Ⅱについては、運用が見直され、柔軟な運用が可能となるほか、処遇改善等加算
Ⅰも活用しながら職員への配分方法を工夫することも可能。そのため、処遇改善等加算Ⅰの基礎分
について、職員一人当たりの平均勤続年数が１０年以上の場合には、１２％で一律となっているとこ
ろ、１１年を超えても昇級が続くことから、平均勤続年数が１１年を超える場合の加算率のさらなる改善
も含めて検討する必要があると考える。
○各保育所等において、職員の経験等に有意な差が存在しない場合には、処遇改善等加算Ⅱの対
象者を選択することが困難になり、職場の人間関係を懸念して処遇改善等加算Ⅱの申請を保留して
いるとの声もある。
○配分方法の制約により職員間の給与等均衡が維持できなくなるといった理由で、処遇改善加算Ⅱ
を申請しないケースは本市においても同様に存在する。
○加算額の算出においては、低年齢の児童数が大きく影響を与える制度設計となっており、年度に応
じて加算対象者数が増減することとなり、安定した保育士の定着に寄与するとは言い難い。
○４万円の処遇改善Ⅱの対象者が1/3までと上限が設定されているため、ベテランが多い保育所で
は、処遇改善の対象になる者とならない者を選定する必要が生じる。職員間の公平性を重視して処遇
改善Ⅱの実施を見送るといった対応をとる保育所も出ており、本県の実施率は76％に留まっている。
○各施設における配分人数等の制約により、①同等の年数の職員間での賃金改善額の格差の発
生、②同等の年数の職員の賃金改善額について施設間での格差等が生じている。
○平成30年度は処遇改善Ⅱの制度について一部見直しがされたが、概ね７年以上経験年数を有する
保育士等について４万円の処遇改善を行うとしているものの、対象者全員に支給されるのではなく、
施設内で適切に配分されるといった公平な制度となっていない。
○処遇改善等加算Ⅱが実施される前から、キャリアアップの仕組みを構築し、職位に応じた手当等を
支給している施設では、処遇改善等加算Ⅱの運用上、特定の職位の一定数の者に４万円の処遇改
善を行うこととなり、職制階層のバランスがとれなくなるため申請を躊躇している。
○県内においても、配分方法の制約により、職員間で給与の不均衡が生じることから、申請を行わな
い施設がある。
  配分について柔軟な運用を可能とすることで、保育現場の環境改善を見込むことができる。

花巻市、仙台
市、福島県、川
崎市、海老名
市、須坂市、山
県市、城陽市、
大阪府、大阪
市、兵庫県、神
戸市、伊丹市、
出雲市、山口
県、山陽小野田
市、徳島県、高
松市、松浦市、
熊本市、宮崎
市、沖縄県

静岡県、神
奈川県、浜
松市、沼津
市、三島
市、伊東
市、富士
市、藤枝
市、御殿場
市、袋井
市、湖西
市、牧之原
市、長泉
町、吉田町

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

子ども子育て支援法、
特定教育・保育、特別
利用保育、特別利用
教育、特定地域型保
育、特別利用地域型
保育、特定利用地域
型保育及び特例保育
に要する費用の額の
算定に関する基準等
（平成二十九年三月三
十一日内閣府告示第
539号）、｢施設型給付
費等に係る処遇改善
等加算について｣（平
成27年３月31日付府
政共生第349号、26文
科初第1463号、雇児
発0331第10号　内閣
府子ども・子育て本部
統括官、文部科学省
初等中等教育局長、
厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長通知）

　今後、保育料の無償化などにより、保育需要が一層高まることが予想され
る中、加算額の配分方法の制約の撤廃により、全ての保育所等において、
処遇改善に結びつく保育士等のキャリアアップの仕組みが導入されやすくな
ることにより、保育現場における保育士等の定着と参入促進が図られ、安心
して子供を生み育てられる環境の整備につながる。

　概ね７年以上経験年数を有する保育士等について４万円の処遇改善を行うと
しているものの、対象者全員に支給されるのではなく、１施設あたり職員全体の
３分の１程度に対象人数が限定されている。また対象人数のうち半数に４万円
を支給することが条件となっているため、該当のベテラン保育士が多く配置され
ている施設は、施設内で適切に配分することもできないことから申請を躊躇して
いる。
　なお、平成30年４月16日付の通知（「『施設型給付費等に係る処遇改善等加
算について』の一部改正について」）でも一定の見直しが図られているが、上記
の支障については、解決が難しいところである。

　平成29年度から保育士等の
キャリアアップの仕組みの導入と
技能・経験に応じた処遇の改善の
ための子ども・子育て支援新制度
の施設型給付費等に係る処遇改
善加算Ⅱが創設されたが、その
運用における加算額の配分方法
に制約が課せられている。
　キャリアアップの仕組みを導入し
ているものの、国の想定する職制
階層に合致しない施設において
は、加算額を適切に配分できず、
処遇改善Ⅱの申請を行わない施
設もある。
　各保育所等の人員配置の実態
に見合った処遇改善が可能となる
よう現在の国の制約（加算の対象
となる人数や金額の配分等）を見
直した上で、地域の実情に応じて
都道府県知事が副主任保育士等
の経験を有すると認めた職員も対
象とすることができる制度としてい
ただきたい。

子ども・子育て支援新
制度の施設給付費等
に係る処遇改善Ⅱの
配分方法の制約の撤
廃

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○紛失や破損等による介護保険被保険者証及び負担限度額認定証並びに介護保険負
担割合証の再交付申請や届出において、申請者に個人番号を記載するよう求めている
が証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであ
り、個人番号記載の必要性がなく、業務を煩雑にするだけである。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止し、業務の簡素化していただきたい。
○当市では、年間約300人から再交付申請があり、そのうち半数が介護保険事業所が代
行手続きをするため、個人番号の記載は困難であり職権での補記する必要がある。ま
た、情報連携の必要もないため、市民へ個人番号記載の必要性についての説明ができ
ない。以上のことから、再発行申請にあたっての個人番号記載する義務付けを廃止とし
てほしい。
○マイナンバー記入に要する市民の負担及び事務負担が大きい状況である一方、マイ
ナンバーによる情報連携の必要がないことから、制度改正の必要性を認めます。
○介護保険法施行規則において、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定
証等の交付・再交付の申請や、氏名・住所等被保険者情報の変更届出の際には住所・
氏名・生年月日等に加え個人番号（マイナンバー）を記入するよう定めているが、既に被
保険者資格を有する者が対象であることから改めてマイナンバーを収集する必要はな
く、また情報連携等も想定されないため、必要性が説明できない。
　マイナンバーの記入にあたってはマイナンバーカード等による本人確認を行う必要が
あるが、介護保険関係の手続きは当事者が要介護の高齢者であることから、マイナン
バーの管理・記入が困難な人や本人確認書類を所持しない人も多く、窓口での説明や
手続きに時間を要している。
　介護事業者が代理申請する場合においても、マイナンバーの管理や代理申請の条件
が厳しく負担が大きいことから、マイナンバー欄は空欄にする例が多く見られる。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきたい。
○マイナンバーの記入に当たっては本人確認が必要であるが、マイナンバーを確認でき
る書類や本人確認できる書類を所持していない高齢者も多く窓口事務が煩雑になってい
る。
○介護保険被保険者証等の再交付申請に際しては、個人番号が未記載となっているこ
とが多い。未記載分については職員が調査の上記載しているものの、情報連携におい
ては当該事務処理の必要性はないものと捉えている。
○再交付申請であることから、改めてマイナンバーを収集する必要はないと思われ、ま
た情報連携等も想定されないため、必要性がないのではと考える。
　再交付申請者が家族・介護事業者の代理申請が多く、マイナンバーの管理や代理申
請の条件が厳しく負担が大きいことから、マイナンバー欄は空欄にする例が多く見られ、
市が職権で補記する事務が生じている。
○介護保険被保険者証等再交付申請書の個人番号記載欄は、ご本人でない方の申請
も多く、未記入の場合が多いため事務的負担が大きい。
　個人番号を利用して情報連携を行う必要がない業務なので、記入の義務付けの廃止
及び記入欄の廃止をしていただきたい。
○再交付事務年間１８０件程度のうち，マイナンバー記載の上での申請は１０件程度で
あり，当市においても事務処理上の負担となっている。

米沢市、浪江
町、石岡市、ひた
ちなか市、習志
野市、八王子
市、大垣市、山
県市、田原市、
出雲市、高松
市、今治市、砥
部町、筑後市

01介護保険被保険者証等
再交付申請書.pdf
02介護保険負担割合証再
交付申請書.pdf

各務原市内閣府、厚生労働省行政手続きにおける
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律
介護保険法施行規則

【効果】
　個人番号を入力するために、本人確認や委任状の確認等の事務がある
が、個人番号の記載や確認をしないことにより、時間が短縮され、能率的に
保険証等を交付することができ、また待合時間の短縮により市民サービスの
向上につながる。
　破損や紛失等による再交付に当たって、個人番号を取得すること、及び情
報連携をすることは、不要な取得に当たると考えられることから、不要な情報
連携を回避することができる。

【支障事例】
　紛失や破損等による介護保険被保険者証及び負担限度額認定証並びに介
護保険負担割合証の再交付申請や届出において、申請者に個人番号を記載
するよう求めているが証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基
づき、再交付するのみであり、個人番号記載の必要性を市民に対して説明する
ことは難しい。
　また、再交付申請件数は年間約2000件あるが、要介護状態にある高齢者が
来庁することはほぼないため、介護保険事業者が手続きに訪れる。その際、申
請書に個人番号が記載されていることはないため、職員が調査の上記載してい
る。情報連携しないにもかかわらず、個人番号を職員が記入することで、処理
時間は年間約2000分増加している。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記
載する義務付けを廃止としていただきたい。
　

　紛失や破損等による介護保険
被保険者証及び負担限度額認定
証並びに介護保険負担割合証の
再交付申請や届出において、申
請者に個人番号を記載するよう求
めているが、証の再交付事務に
は情報連携する必要はなく、申請
に基づき、再交付するのみであ
る。
　再交付にかかる処理件数が年
間約2000件あり、そのため事務が
煩雑となっている。
　よって、既に発行済みである保
険証等の再交付事務において、
個人番号を記載する義務付けを
廃止としていただきたい。

介護保険事務におけ
る証の再発行申請等
への個人番号記載の
義務付け廃止

医療・福祉Ｂ　地方に対する
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○証の再交付事務には情報連携を行う必要はなく、市民に対しても、個人番号を記載す
ることの主旨を説明することが難しい。
　また、当該事務に限らず、国民健康保険事務全般において、行政側が個人番号を把
握しているにも関わらず届出者に個人番号を記載させるという制度自体を見直す必要が
あると考える。
○証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づく再交付するのみであり、
個人番号記載の必要性を市民に対して説明することは難しい。
○再交付は「個人番号を記載してもらい情報連携をする必要がある事務」ではないこと
から、被保険者にとっても職員にとっても余計な負担となり無為な時間をかけるだけに
なっている。市民サービス向上のために記載義務をなくしてほしい。
○紛失や破損等による医療保険被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証明書の再
交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、証の再交付事務
には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号記載の
必要性を市民に対して説明することは難しい。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきたい。
○本市においても国民健康保険被保険者証再交付申請書に個人番号を記載する欄を
設けているが、申請時に本人による記入があるものは、申請件数の約５％であり、約９
５％について、職員が確認し記載している状況である。
　個人番号については国民健康保険の資格取得申請時に確認済みでもあるため、再交
付申請時には記載不要となることで、事務の軽減につながると思われるので、個人番号
を記載する義務付けを廃止としていただきたい。
○被保険者証再発行の際、個人番号の記載をお願いしているが、必要ではないと思わ
れる。
待合時間の短縮、事務の効率化を図るため、個人番号記載義務化を廃止していただき
たい。
○紛失や破損等による被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証明書の再交付申請
において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、そのための本人確認や個人
番号記載の書類等の確認を行う必要が生じる。証の再交付事務において、個人番号の
取得や情報連携の必要性はなく、個人番号を記載することに対する理解は得られにくい
ため、円滑な再交付事務の支障となっている。
○医療保険被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証明書の再交付申請に限らず、
市区町村の区域内に住所を有するに至ったことによる国民健康保険の被保険者の資格
取得に係る届出の確認、被保険者の世帯変更の確認、世帯主の変更の届出の確認
等、個人番号の記載の必要性に疑義がある項目や、出産育児一時金の支給、葬祭費の
支給、非自発的失業者軽減の届出等の条例記載事項で、情報連携対象の届出につい
ては個人番号の記載が不要となっている等、情報連携の必要性と義務が一致していな
いため、国民健康保険上の全ての個人番号記載項目について、再精査していただきた
い。
○再交付事務において個人番号を使用した事務処理を行うことはないにもかかわらず，
個人番号の記入を求める様式となっているため，記載があれば本人確認事務，記載が
なければ職員が調べて記入する事務が発生するため，非効率な処理となっている。
○具体的な支障事例にも記載があるとおり、証の再交付事務は他の保険者等と情報連
携を行う必要がなく、市民へ個人番号記載の必要性をについて理解を求めることは難し
い。
○紛失や破損等による医療保険被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証明書の再
交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、証の再交付事務
には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号記載の
必要性を市民に対して説明することは難しい。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきたい。

ひたちなか市、
新宿区、八王子
市、横浜市、川
崎市、多治見
市、豊田市、田
原市、神戸市、
鳥取県、出雲
市、山陽小野田
市、今治市、宮
崎市

03国民健康保険被保険者
証等交付申請書.pdf

各務原市内閣府、厚生労働省行政手続きにおける
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律
国民健康保険法施行
規則
高齢者の医療の確保
に関する法律施行規
則

【効果】
　個人番号を入力するために、本人確認や委任状の確認等の事務がある
が、個人番号の記載や確認をしないことにより、時間が短縮され、能率的に
保険証等を交付することができ、また待合時間の短縮により市民サービスの
向上につながる。
　破損や紛失等による再交付に当たって、個人番号を取得すること、及び情
報連携をすることは、不要な取得に当たると考えられることから、不要な情報
連携を回避することができる。

【支障事例】
　紛失や破損等による医療保険被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証
明書の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、
証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するの
みであり、個人番号記載の必要性を市民に対して説明することは難しい。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記
載する義務付けを廃止としていただきたい。
　

　紛失や破損等による医療保険
被保険者証及び高齢受給者証並
びに資格証明書の再交付申請に
おいて、申請者に個人番号を記
載するよう求めているが、証の再
交付事務には情報連携する必要
はなく、申請に基づき、再交付す
るのみであり、個人番号記載の必
要性はないことから、既に発行済
みである保険証等の再交付事務
において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきた
い。

医療保険事務におけ
る証の再発行申請等
への個人番号記載の
義務付け廃止

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

211 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 共同保育の実施可能
日の適用拡大

保育所等が、自園の児童に加え
他の保育所等を利用している児
童も受け入れて保育を行う共同保
育について、現状実施が認められ
ている土曜日に加え、同様に利用
児童の少ないお盆、年末年始（12
月29日～１月３日以外の12月28
日、１月４日等）等に適用範囲を
拡大して欲しい。

　現状、土曜日のみ、近隣の保育所等が連携し、1か所の保育所等で共同保育
することが認められているが、その他の場合、保育所等で提供される保育は、
入所決定された施設内で提供されるものであり、入所決定された場所以外で保
育を提供することは認められていない。
　例えば３つの施設で共同保育を行う場合、本来は各施設最低２名×３施設＝
６名の職員が必要であるが、共同保育をすることで最低２名で可能となり、この
ことで保育士の負担軽減・離職防止に一定の効果がある。しかし、土曜日と同
じく保育ニーズが少ないお盆・年末年始等は、共同保育が認められていないた
め、上記の例では最低６名の職員が必要となり、保育士不足のなか効率的な
配置ができていない。また、お盆・年末年始等も勤務であることを敬遠する保育
士も一定数いることから、保育人材確保の支障となっている。
　また、保育所等は基本的には月曜日から土曜日まで開所する必要があるが、
保育ニーズが少ないお盆・年末年始等において、保護者の同意の上で保育協
力日等を設定して保育士の休みを確保している例がある。保育が必要な場合
は、当然保育所等は預かる必要があるが、保護者が保育所等に気を遣って休
暇を取らざるを得ない例もある。

　例えば３つの施設で共同保育を行う場合、４名の職員が休暇を取れる可能
性があり、保育士の負担軽減となることで、就労促進や定着率の向上など保
育士不足解消につながることから、保育利用可能な児童数の増がみこま
れ、待機児童解消に資する。
　また、保護者にとっても、共同保育が可能となれば保護者が保育所等に気
を遣って休暇を取らざるを得ないというような心理的な負担感が少なくなり、
利便性も向上する。

・「待機児童解消に向
けて緊急的に対応す
る施策について」の対
応方針について
・特定教育・保育等に
要する費用の額の算
定に関する基準等の
改正に伴う実施上の
留意事項について
・児童福祉施設の設備
及び運営に関する基
準
・幼保連携型認定こど
も園の学級の編制、職
員、設備及び運営に
関する基準

内閣府、厚生労働省 大阪市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島県

仙台市、福島
県、山県市、貝
塚市、出雲市

○本市において、同一設置主体で、保育所・夜間保育所が隣接して立地している施設が
存在しており、土曜日の共同保育を行っているが、盆・年末年始等においては、提案団
体と同様に、それぞれの入所児童の職員配置基準を満たすよう、勤務形態を調整してい
る。
　本提案は、保育の質を低下させることなく、保育士の業務軽減が可能となり、保育士の
定着化に資するものである。
○土曜日以外にもお盆期間など利用者が少ない期間において共同保育を認めること
は，保育士の休暇確保等の観点から有効であると考える。市内の事業者よりお盆期間
中の共同保育実施について相談を受けたこともあり，一定の効果は見込める。

○紛失や破損等による自立支援医療受給者証や身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証
の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、証の再交付
事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号記
載の必要性がなく、業務を煩雑にするだけである。
　よって、既に発行済みである受給者証等の再交付事務において、個人番号を記載する
義務付けを廃止し、業務の簡素化していただきたい。
○再交付は「個人番号を記載してもらい情報連携をする必要がある事務」ではないこと
から、申請者にとっても職員にとっても余計な負担となり無為な時間をかけるだけになっ
ている。市民サービス向上のために記載義務をなくしてほしい。
○障がい福祉事務における申請書には、マイナンバーの記載を要する申請書が多く、窓
口でのマイナンバー確認が必要となっている。再発行や返還に係る申請書からマイナン
バーの記載を省略できることになれば、よりスムーズな事務を執り行うことが可能であ
る。
○紛失や破損等による自立支援医療受給者証や身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳等の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、再
交付事務は申請に基づき再交付するのみであり、情報連携する必要はない。また、個人
番号の記載省略は、事務効率の向上のみならず、重要な個人情報を持ち歩くことのリス
ク軽減や待ち時間の短縮等、市民サービスの向上につながる。
　よって、既に発行済みである受給者証等の再交付事務において、個人番号を記載する
義務付けを廃止としていただきたい。
○再発行事務で、個人番号記載の必要性の説明を求められると、窓口では説明に苦慮
する。能率的に受給者証等を交付するためにも制度改正は必要と考える。
　紛失や破損等による障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護
医療受給者証の再交付申請様式において、個人番号記載欄を設けているが、証の再交
付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号
記載の必要性を市民に対して説明することは難しい。
　よって、既に発行済みである受給者証等の再交付事務において、個人番号を記載する
義務付けを廃止としていただきたい。
○再交付事務において個人番号を使用した事務処理を行うことはないにもかかわらず，
個人番号の記入を求める様式となっているため，記載があれば本人確認事務，記載が
なければ職員が調べて記入する事務が発生するため，非効率な処理となっている。
○紛失や破損等による自立支援医療受給者証や身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証
の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、証の再交付
事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号記
載の必要性を市民に対して説明することは難しい。
○自立支援医療及び手帳再交付事務においては，当県でも情報連携の必要がないこと
から，個人番号の記載がないことによる支障はない。
　個人番号の項目を削除することにより，申請時の確認時間短縮，申請から交付までの
期間短縮により住民サービス向上につながる。
○当県においても、不要な個人情報の取得につながるため、情報リスクの回避の観点
から廃止を希望する。
○紛失や破損等による自立支援医療受給者証や精神障害者保健福祉手帳の再交付申
請において申請者に個人番号を記載するよう求めているが、個人番号記載の必要性を
申請者に対して説明することは難しく、市町からは個人番号を記載する義務付けを廃止
を求められている。

宮城県、浪江
町、ひたちなか
市、川崎市、大
和市、静岡県、
城陽市、出雲
市、今治市、熊
本市、大分県

04障害者手帳記載事項証
明書 再発行申請書.pdf
05自立支援医療受給者証
再交付申請書.pdf
06受給者証再交付申請
書.pdf
07身体障害者手帳申請
書.pdf
08福祉医療受給者証再交
付申請書.pdf

各務原市内閣府、厚生労働省行政手続きにおける
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律
障害者総合支援法施
行規則

【効果】
　個人番号を入力するために、本人確認や委任状の確認等の事務がある
が、個人番号の記載や確認をしないことにより、時間が短縮され、能率的に
受給者証等を交付することができ、また待合時間の短縮により市民サービス
の向上につながる。
　破損や紛失等による再交付に当たって、個人番号を取得すること、及び情
報連携をすることは、不要な取得に当たると考えられることから、不要な情報
連携を回避することができる。

【支障事例】
　紛失や破損等による自立支援医療受給者証や身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養
介護医療受給者証の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう
求めているが、証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、
再交付するのみであり、個人番号記載の必要性を市民に対して説明することは
難しい。
　よって、既に発行済みである受給者証等の再交付事務において、個人番号を
記載する義務付けを廃止としていただきたい。
　

　紛失や破損等による自立支援
医療受給者証や身体障害者手
帳、精神障害者保健福祉手帳、
障害福祉サービス受給者証、地
域相談支援受給者証、療養介護
医療受給者証の再交付申請にお
いて、申請者に個人番号を記載
するよう求めているが、証の再交
付事務には情報連携する必要は
なく、申請に基づき、再交付する
のみである。個人番号記載の必
要性はないことから、個人番号を
記載する義務付けを廃止としてい
ただきたい。

障がい者福祉事務に
おける証の再発行申
請等への個人番号記
載の義務付け廃止

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

212 Ｂ　地方に対する
規制緩和

消防・防災・安全 災害援護貸付金の月
賦償還の採用

自治体が被災者の生活再建のた
めに貸付ける「災害援護資金」の
返済方法について、見直しを提案
するもの。

災害援護資金の償還は、年賦償還又は半年賦償還が原則となっている。もとも
と所得の少ない世帯への貸付けが多い中、年賦・半年賦償還では、１回あたり
の償還額が大きい（１回の償還あたり10万円～60万円が想定）ため、貸付金の
滞納のリスクが非常に高い。
なお、現在も分納の誓約・事務処理を経て月賦での償還を行うことは可能だ
が、債務者からは、分納の誓約を行わずに最初から月賦での支払いを選択し
たいとの意見が多い。

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第７条第３項に定める災害援護資
金貸付金の償還方法について、「年賦償還又は半年賦償還」から「年賦償
還、半年賦償還又は月賦償還」とすることにより、個別で分納の誓約・事務処
理を経ることなく、月賦償還が可能になり、さらに、１回あたりの償還額が減
少するため、被災者の滞納リスクを軽減することができる。

災害弔慰金の支給等
に関する法律施行令
第７条第３項

内閣府 熊本市 須賀川市、新潟
市、山県市、浜
松市、京都市、
福知山市、広島
市、防府市、宮
崎市

○災害援護資金の貸付は、所得の低い方が対象となっていることから分納誓約などの
事務処理が必要となる事案が発生しており、償還方法の見直しが必要である。
○経済的に余裕の無い方が貸付金を申請されるため、災害援護資金の年賦償還又は
半年賦償還の１回当たりの金額に対する負担感は大きく、借受人の高額滞納に繋がっ
ているように思う。年賦・範年賦の金額に負担感を持つような借受人に対し、１回分の納
付金額を抑えた月賦償還を当初から選択可能にすることで、自発的な毎月の納付によ
り、滞納リスクの軽減に繋がる。
○本市においても、月賦であれば償還可能との債務者がいることから、制度改正によ
り、滞納リスクを軽減することができる。
○災害援護資金の貸付を受けようとする者は、そもそも低所得世帯が多数を占めてお
り、生活に必要な資力を持った者は少ない。
　その中で、年賦償還又は半年賦償還は1回あたりの償還額が大きいため滞納になる可
能性が高い。滞納となった債権については分割納付による債務承認を行うことも出来る
が、滞納を未然に防ぐことが重要であるため月賦償還も選択肢に含めていただきたい。

215 Ｂ　地方に対する
規制緩和

消防・防災・安全 災害救助法の事務処
理に必要な書類の統
一化及び記載内容の
簡素化

災害救助法で定められている「救
助事務の処理に必要な帳簿書
式」の種類が多く、記載内容が複
雑な点について見直しを提案する
もの。

現在、災害救助法における「救助事務の処理に必要な帳簿書式」は多岐にわ
たっており、作成に多くの時間を要するものとなっている。
また、書式の内容も複雑なものが多く、例えば監査を受ける際の資料につい
て、個人ごとや日ごとに作成しなければならず、作業量が膨大であった。特に生
活必需品の「輸送記録簿」は、「いつ」「どこに」「誰の分を」「いくらで」届けたかを
記録しなければならず、災害救助を行いながら、個々の記録作業に追われるこ
とで、迅速な救助対応に支障を来している。
【例】
・避難所設置費用を例にあげると、様式６で購入した物の品名・金額を記載し、
様式７では避難所ごとの支出額を記載する必要があるが、避難所ごとの支出
額が不要であれば、様式７は省略できるのではないか。
また、混乱期において、現場（避難所等）で物品の受け払い等を細かく管理する
ことは現実的に困難であり、特に単価が小額かつ数が多くなる内容の救助項
目（様式６.９.11.18等）については、総括的な内容を記載すれば足りるよう簡略
化していただきたい。
・様式22（輸送記録簿）においては、「生活必需品」を支給した世帯（12,000世
帯）について、輸送日、輸送先、輸送額等を全て記載する必要があった。
輸送自体は配送業者が行っていたため、データの摺り合わせ等を含めて作成
に５か月程度要した。配送業者が作成する請求書等をもって様式の作成の代
わりにするなどの見直しも含めて検討していただきたい。

加えて、各様式に明確な記載例を明示いただくとともに、災害の有無に関わら
ず、事前に周知していただきたい。

災害救助法の事務処理に必要な書類の統一化及び記載内容の簡素化を行
うことにより、帳簿書式作成に要する手間や記載ミスが減り、災害復旧業務
に集中できる。

災害救助法による救
助の実施について（昭
和40年５月11日付け
社施第99号）

内閣府 熊本市 ひたちなか市、
石川県、山県
市、田原市、京
都市、岡山市、
大村市、宮崎市

○現在、災害救助法における「救助事務の処理に必要な帳簿書式」は多岐にわたってお
り、作成に多くの時間を要するものとなっているため、内容の簡略化をお願いすると共
に、各様式に明確な記載例を明示いただくなど、災害の有無に関わらず、事前に周知し
ていただきたい。
○地元への避難者が中心となり運営されていく避難所において、生活必需品を「いつ」
「どこに」「誰の分を」「いくらで」届けたかを記録してもらうのは、不可能に近いと考えられ
る。記載内容については必要最小限にとどめていただきたい。
○熊本地震の災害救助に係る求償について精算監査で39件の確認依頼事項があり、そ
の回答のため、当県だけではなく、医療機関等にも個々の納品書やレシートの写しの提
出など、煩雑な事務が発生した。
○本市においても、南海トラフ地震発災時には大規模な被害が予想されている。各避難
所での限られた職員数での膨大で細かな作業は困難であると思われるため、必要書類
の簡素化を図っていただきたい
○書式の簡素化，統一化等により，事務処理の効率化が期待できるほか，これにより短
縮できた時間や人員を，道路，上下水道，河川等の復旧や被災者等の支援に集中して
割り当てることができ，結果として早期復興につながるものと考えられる。
○本市においても、東日本大震災の際に救助項目ごとに救助事務の処理に必要な帳簿
書式を作成したが、救助期間が長きにわたり，かつ，膨大な量であったため、一部書式
（救助実施記録日計票）の提出の省略は認められたものの、その他の書類作成には相
当の手間と時間を要した。支障事例にもあるとおり、様式６号の受払簿に替えて救助項
目ごとの支出の一覧表と支出の証拠書類（請求書、支払伝票）があれば確認はできるの
で、できる限り簡略化・簡素化を願いたい。

―山県市、京都
市、岡山市

熊本市内閣府災害救助法第４条（１）「みなし仮設」家賃の一部の被災者負担制度の導入
みなし仮設の供与において設定する家賃として、市の負担に被災者の負担
を加えることで、みなし仮設として利用できる物件の数が増えるとともに、入
居を希望する被災者と対象物件とのミスマッチを減少させることが出来る。
また、「みなし仮設」の家賃の一部を被災者が負担し、時間の経過とともに負
担額が増加することになれば、「みなし仮設」に入居する被災者であっても建
設型仮設住宅に入居する被災者と同様、早期の住宅再建にインセンティブを
持たせることになり、結果として地方公共団体の事務負担が軽減されること
になる。
（２）「みなし仮設」に係る三者契約における契約関係の選択肢の創設
　被災者が「みなし仮設」の供与期間終了後も退去しない場合における自治
体に対する訴訟リスクを減じることができるようになり、地方公共団体の事務
負担が軽減されることになる。

（１）「みなし仮設」家賃の一部の被災者負担制度の導入
　「みなし仮設」は、入居する住宅を自ら選択できる利点はあるものの、発災直
後は「災害救助法」による救助を必要としていても、時間の経過に伴い、住宅を
確保することが可能となってからも「みなし仮設」に入居を継続している可能性
がある。
　また、災害救助法の「現物給付の原則」により、被災者が入居するみなし仮設
は、対象住戸が家賃上限以内のものに限定されるため、上限額を超える空き
物件があるにも関わらず、みなし仮設として利用できず、以下のような支障事
例が見られた。
【例】
　・足が不自由な被災者が、エレベーターの無いアパートの２階に入居した。
　・公共交通機関のみが移動手段である高齢者が、移動可能範囲に公共交通
機関が無い物　件に入居した。
　・児童・生徒が転校を余儀なくされた。
被災者の「みなし仮設」の家賃の一部の負担が原則になれば、家賃上限を若
干上回る空き物件であれば「みなし仮設」として利用できるようになる。
　このため、「みなし仮設」の入居期間が住宅再建に通常必要な期間を逸脱し
ないよう、被災者の所得や資産等の資力に応じ、被災者が現行の光熱水料に
加え、生活再建に支障のない範囲内で「みなし仮設」の家賃の一部を原則負担
することとし、時間の経過に応じて負担額が増加する仕組みの導入が必要であ
ると考えられる。
（２）「みなし仮設」の三者契約における契約関係の選択肢の創設
「みなし仮設」の賃貸借契約は貸主・都道府県（仮設住宅の提供業務を受託し
ている市町村を含む）・被災者の三者により締結し、都道府県は借り上げた物
件を被災者に応急仮設住宅として供与する仕組みになっており、被災者がみな
し仮設の供与期間終了後も退去しない場合、賃貸借契約を実質締結している
自治体が訴えられる可能性があり、多くの労力と時間を要すると見込まれる。
このため、現行の都道府県は借り上げた物件を被災者に応急仮設住宅として
供与する仕組みに加え、都道府県が「現物給付」の実態を確実に把握すること
を前提として、貸主が被災者に「みなし仮設」を「現物給付」し、都道府県が貸主
に対し「金銭支給」する仕組みを導入し、地域の実情に応じ、選択できるように
する必要がある。

被災者が民間賃貸住宅の借上型
応急仮設住宅（以下、「みなし仮
設」という。）に居住するために支
払う家賃の一部を負担する制度
を導入するとともに、「みなし仮
設」の三者契約における契約関係
の選択肢を設け、「みなし仮設」で
の災害救助法による救助の充実
強化を図るもの。

災害救助法の民間賃
貸住宅借上（みなし仮
設）の供与における現
金給付の適用
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228 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 保育所型事業所内保
育事業の受入れ児童
の対象年齢の拡充に
ついて

○事業所内保育事業は原則３歳
未満の子どもを対象とした事業で
あるが、定員の規制がないことか
ら、保育所型事業所内保育所（利
用定員が20人以上）のような規模
の大きい施設においては、通常の
認可保育所と同様に３歳児以降
の子どもにおいても集団による教
育・保育の提供が可能。
○現在特区において、特区小規
模保育事業（※１）を実施している
が、保育所型事業所内保育事業
においても同様に、３～５歳児の
受け入れを可能とする 。
※１　国家戦略特区法の改正（29
年９月施行）により特区内の小規
模保育施設において、３歳以上の
保育認定子どもの受け入れが可
能となり、地域型保育給付の対象
とされた。
○上記により認可保育所などと同
様に卒園後の受け皿も担保され
るため、保育所型事業所内保育
事業においては、連携施設の確
保を不要とする。

○事業所の保育施設については、企業主導型保育事業（認可外保育）での整
備が増えているが、信頼性の高い認可施設としての設立を希望する事業所に
とっては、現行制度では３～５歳児は受け入れられない。
○本市では、地域型保育事業の連携施設については私立保育園による対応が
困難なため、基本的に公立保育所が担っているが、施設数に限りがあることか
ら確保に苦慮している。

○大規模の事業所内保育施設の整備が行いやすくなり、保育の受け皿増加
に寄与する
○連携施設の確保にかかる事務負担を軽減できる

児童福祉法、子ども・
子育て支援法、家庭
的保育事業等の設備
及び運営に関する基
準

内閣府、厚生労働省 沖縄市 盛岡市、花巻
市、山県市、豊
中市

○事業所内保育所を含む家庭的保育事業の開設相談においては，連携施設の確保に
苦慮しているという声も寄せられることもあり，提案内容のとおり措置されることで，事業
者の参入が促されることが考えられ，待機児童の解消に繋がるものと思われる。
○従業員枠で３歳児以上の子どもを保育している保育所型事業所内保育所にような規
模の大きな施設において、受け入れ対象年齢を拡大することにより、保育の受け皿増加
に寄与する。
○本市においても、保育所型事業所内保育事業からの地域枠の進級先には苦慮してい
るところがある。また、従業員枠については、3～5歳児まで在籍できるものの、地域枠の
児童がいないため保育の際の人数が少なくなり、就学を見据えた適切な集団保育等が
提供できないケースもあることから、従業員枠を設定していても進級せずに別の保育所
や幼稚園を選択する利用者もある。このことから、保育所型事業所内保育事業の地域
枠についても3～5歳を設定できるようにすることで、、地域枠はもとより従業員枠の利用
者についても継続使用が適うこと、運営事業者にとってもより安定した運営が図られるこ
と、また、保育の受け皿の確保に寄与し待機児童解消の一助になる。
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○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全国的に保育
士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭が退職した場合、保育教
諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみの資
格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、当該職
員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と
見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただ
きたい。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と幼
稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙がってい
る。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでいない現状があ
り、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化することも予想される
ため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必要性は高いと考えられ
る。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保育教諭が少
なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務ができず、ひいては幼保連
携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増加することが予想される。
○本市においても、同様の支障が出ることが懸念されている。見直しを要望する。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設においては、人
員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、また、講習実施
主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できていない者がいる。平
成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措置の延長を求める。
「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行の促
進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の期
間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免許と保
育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難しい状況
である。
○本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資格の保有を
啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に課題となっており、大阪府
においても、保育士の平成30年1月の有効求人倍率が、５．１３となっている現状です。この中で、保育
教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場合、新たな職員の確保をすることも難しく、ひいて
は職員不足による保育の質の確保や待機児童解消対策上も支障があると考えています。ついては、
経過措置期間終了後に幼保連携型認定こども園において、保育教諭数の不足により、教育・保育の
提供が不可能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置を講じてもらうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚園教
諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の職員資格
の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さらに、人員配
置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼稚園教諭および
保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得することは困難な状態となっ
ている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保育の受け皿を確保する
ことができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同するものである。
○保育需要が高まる中，一方の免許・資格のみを有する幼稚園教諭や保育士を確保することさえも
困難な現状において，両方の免許（有効な状態）・資格を求めることは，さらに人材確保を難しくさせて
しまう可能性がある。また，幼稚園教諭免許の更新講習を受講しようにも，講習受講の競争率が高い
ため，近隣の大学等で実施している講習に参加することが難しく，勤務を継続しながら３０時間以上の
受講時間を確保することへの負担が大きい。さらに，各園現場の実情としては，正規職員だけではな
く，臨時的任用（非正規）職員の配置によって園運営が成り立っている部分も多いが，非正規かつ少
ない勤務時間にもかかわらず，受講料だけでなく，上記のような受講時間の負担まで求めていくこと
は，失職（離職）等により人員を確保できないという事態を招くなど，園運営に支障をきたす可能性を
排除できない。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規職
員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。一方、
今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員も含めると
施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を実施しており、
同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率が100%にはなって
いないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行の阻害要因とならない
よう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確保のため、認定こども園への移行が進んでい
るところ。特例期間中の免許・資格の取得を推進しているところではあるが、特例期間内に全ての保
育教諭が免許・資格を取得することが困難である。その場合において、配置基準を満たさなくなること
から、認定こども園が３歳児未満の定員を減少させることが想定され、待機児童が増大する恐れがあ
る。
○本市では平成30年1月時点において，幼保連携型認定こども園の常勤の保育教諭における片方の
免許・資格のみを保有する者の割合は182人中11人（約6%）である。本市としては引き続き期間内に両
方の資格を取得するよう求めていくが，職員の配置基準上，1人でも欠けてしまうと児童の受入に大き
な影響を及ぼすことから，経過措置の延長を求める。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中で、
資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保育
教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育教諭不足に伴
う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○現在、幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭は、保育士か幼稚園教諭のいずれも資格を有
する必要があるが、平成31年度までは経過措置として、どちらかの資格を有すれば保育教諭となるこ
とが出来る。当市としても、経過措置期限内に施設に対して、保育士と幼稚園教諭の資格を取得する
よう働きかけているが、施設の利用希望者が多く職員配置に余裕がないことと、幼稚園教諭の養成機
関が限られている上、受講希望者に対し定員が少なく、希望する日程での受講が困難な状況である
ため、平成31年度までの特例措置の期限までに市内の保育教諭が必要な資格を取得することが困難
な状況となっている。この状態で特例措置が修了すると、幼保連携型認定こども園の円滑な運営に支
障が生じ、子どもを預かってもらえなくなった住民に混乱が生じることが予想される。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園においては
平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の有資格
者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする同施設に
おいては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用後，不足する資
格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が足りなくなる状況を
危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。
○「経過措置」と「特例制度」は別の取扱いではあるものの、H32以降の幼保連携型認定こども園への
移行促進に当たって、全国保育三団体協議会（全国保育協議会・日本保育協会・全国私立保育園連
盟）からは両措置・制度の期間経過後における現場対応を不安視する声が上がっているところ。
（H30.6.18 国へ要望済み）

旭川市、仙台
市、秋田市、船
橋市、川崎市、
須坂市、山県
市、豊田市、田
原市、草津市、
大阪府、大阪
市、八尾市、兵
庫県、神戸市、
和歌山市、倉敷
市、玉野市、徳
島県、宮若市、
松浦市、熊本
市、九州地方知
事会

館山市内閣府、文部科学省、
厚生労働省

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

　今後も職員配置基準を満たすことが可能となり、幼保連携型認定こども園
を継続することが可能となる。

　現在、幼保連携型認定こども園において勤務する保育教諭は、保育士か幼
稚園教諭のいずれもの資格を有する必要があるが、平成31年度までは経過措
置として、どちらかの資格を有すれば保育教諭となることができる。当市として
も、経過措置期間内に、施設に対して保育教諭になるために必要となる保育士
と幼稚園教諭の資格を取得するよう働きかけているところであるが、施設の利
用希望者が増加し、職員配置上、保育現場に十分な余裕がなく、また、幼稚園
教諭の養成機関も限られているため、平成31年度までの特例措置の期限まで
に市内の保育教諭が必要な資格を取得することは困難な状態となっている。こ
の状態で、特例措置が終了すると、幼保連携型認定こども園への円滑な移行
や、幼保連携型認定こども園における保育等が実施できなくなり、子どもを預
かってもらえなくなった住民に混乱が生じることが予想される。

　幼保連携型認定こども園の職員
配置基準に係る特例措置の期間
延長

保育教諭の経過措置
の延長

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○地方創生交付金は、年度末までに間接補助金の交付を完了しなければならず、年度末の３月分の
経費に充てることが事実上できなくなり、事業実施（目的の達成）に支障が生じている。
○左記提案団体である筑北村と同様に、地方創生推進交付金を活用し、関節補助として事業を実施
しているが、年度末である３月に係る経費に充当することができず、自己資金や別途一般財源による
支援をしなければならない状況にある。
　当市においても、地方創生推進交付金の交付決定を受けた「ブランディング支援事業補助金」等の
交付要綱では、実績報告日を当該年度末に定めているが、年度内に間接補助金を支払うため2月末
日の事業完了・打切りを求めているところであり、間接補助事業者へ切れ目ない支援を安定的に実施
するには、間接補助金の交付日を国への実績報告日（遅くとも4月10日）とする等の見直しを求める。
○地方創生推進交付金は、次年度以降必ずしも交付されることが決まっているわけではなく、毎年度
計画申請し、採択を受けて交付されるものであるが、原則３年あるいは５年継続して実施する事業に
対して交付される交付金である。そのため、支払いまで年度内に完了しなければならないとなると、間
接補助金の場合、事実上年度末の経費は対象経費として参入できない可能性が高くなり、切れ目の
ない事業を行うには支障をきたしていると考えられる。
○地方創生推進交付金を活用した間接補助事業については、３月31日までに間接補助事業者への
補助金の交付を完了させなければならないとなっている。しかし、事業者からの実績報告書を審査し、
補助金額を確定、支払いを完了するまでには一定程度の期間を要することから、３月31日までに支払
いを完了するには、事業者の事業実施期間を３月中旬までとする必要がある。また、事業者について
も、市への実績報告までに支払いを完了している必要があり、実際の事業終了日を３月中旬よりさら
に早くする必要がある。このような中、本市においては、地方創生に資する取組を実施する組織の立
ち上げや運営に係る補助等を実施しているが、事業実施期間が短縮されることにより、３月に実施す
ることで効果がある事業の実施や切れ目のない事業の実施に支障を来たし、地方創生の効果が薄れ
ることが危惧されている。
　以上のことから、事業者が３月31日まで事業期間を確保でき、より効果的な地方創生の推進に資す
るよう、地方創生推進交付金における間接補助金の交付完了日の定義が見直されることを期待す
る。
○地方創生推進交付金を活用して実施している間接補助事業において、年度末までに補助金支出を
完了させるためには、事業者に早期に事業を完了、報告を求める必要がある。
　事業者の事業実施期間を十分に確保するとともに、国庫補助のない通常の補助金との要綱上の整
理が必要であり、両者の取扱いが異なることに対して事業者の理解が得づらいため、間接補助金の
交付完了日の取扱いの見直しを求める。
○地方公共団体の補助金等の交付事務は、事業者からの実績報告書を審査し、補助金額を確定した
上で、金融機関を通じた支払い手続きをするため、相当の日数を要することから、民間等事業者の地
方創生の取組みを支援する間接補助事業等について、年度末までに補助金等の交付を完了させよう
とすると、民間等事業者の事業期間を３月31日まで確保することができない。
　当市においても，民間事業者等が実績報告を提出するための期間を要することもあり，実質３月は
事業を行うことが難しい状況にある。
○地方創生推進交付金の趣旨を鑑み、交付金終了後も事業が自走化できるよう推進組織に対して間
接補助により事業推進をしているが、推進組織が３月末日までに支払処理を完了させるため、事実
上、事業期間の圧縮を余儀なくされている状況にあり、事業成果を効果的に上げていく観点からは、
支障が生じている。
○本市においても地方創生推進交付金を活用した間接補助事業の実施を計画している。しかし、人
件費や高熱水費等、実績に応じて支払う経費の交付を全て３月３１日までに完了させることは、実務
上困難であり、切れ目の無い効果的な事業の実施ができない。
○支払い手続きに相当の日数を要することから、地方創生に関する取組みを支援するため実施する
間接補助事業等について、事業期間を早めに切り上げる事案が発生している。
○市町村等が交付金を充当し間接補助事業を行う場合、現状は、補助金交付事務に要する期間分、
事業完了を前倒ししなければならず、間接補助金の交付完了日の見直しにより、通年での間接補助
事業実施を可能とすべき。
○補助金の交付には年度末までに事業を終了していなければいけませんが、３月に発生した経費等
は通常４月に支払うことが多いため、３月分の経費に補助金を充てることができず事業の実施に支障
が生じています。
○地方創生推進交付金について、間接補助事業者の事業期間を年度末（3月31日）まで確保しようと
する場合、年度末までに全額概算払を行ったうえ、実績報告書の提出期限（4月10日）までに額の確
定を行う必要があり、負担が大きくなっている。
○現状では間接補助事業者が年度末まで事業を実施することができないため、地方創生の推進のた
めにも、事業者が十分な事業期間を確保できるようにするとより良いと考えられる。
○地方創生推進交付金を活用した間接補助事業者による補助事業において、事業実施期間が短くな
ることから、間接補助事業における事業完了日の見直しについてご検討頂きたい。
○国の補助金等を受けて間接補助金を交付する場合、昭和30年の大蔵省事務連絡により、間接補助
金等の交付完了後でなければ、精算額として国に補助金等の交付を請求することができないとされて
いる。
　補助金等の交付事務においては、間接補助事業者から提出を受けた実績報告書の書面審査や現
地検査等の後、支払い手続きを行うため、年度末までに間接補助金等の交付を行おうとすれば、間接
補助事業者等にも無理な交付事務手続きを強いるほか、事業期間の短縮や県単独での事業実施を
行わざるを得ず、本交付金の趣旨・目的を損なうことにもなりかねない。
○事業者からの実績報告書を審査し、補助金額を確定した上で、金融機関を通じた支払い手続きを
するためには、相当の日数を要することが想定されます。
　計画に則った切れ目のない支援を可能とし、地方創生推進交付金の事業効果をさらに高めることが
できるよう、間接補助金の交付完了日が緩和されることを望みます。
○地方創生推進交付金については、県以外の事業主体に対して補助金として事業費を交付する間接
補助の実施が認められ、この事業費には人件費や光熱費といった事業期間末日まで金額が確定しな
い費用も含まれる。
　しかしながら、会計手続には一定の時間を要することから、年度内に精算額の確定及び支払いを完
了しなければならないとの運用ルールにより、事実上年度末の経費に充てることができず、交付金の
効果を損なう事態が生じている。
○施設運営の場合、３月分の経費（例えば光熱水費）は末日まで発生するが、年度末までに補助金交
付を完了させようとすると、民間等事業者の事業期間を３月31日まで確保することができない。
○本県においても地方創生推進交付金を活用し，民間等事業者の地方創生の取組を支援するため
に間接補助事業を実施しているが，3月31日までに交付完了とする都合上，やむを得ず民間等事業者
の事業実施期間を短縮して対応しているところである。
　上記対応により，民間等事業者の事業実施期間が短くなるだけでなく，複数年にわたって民間等事
業者を間接補助する際には，その期間に空白が生じるため，円滑な事業の実施に支障を来している。
　間接補助金の交付完了日の見直しにより，民間等事業者の事業実施期間を確保できるため，制度
の改正は必要であると考える。
○国の補助金（交付金）を受けて、間接補助を行う場合について年度末までに間接補助金の交付を完
了しなければならないとされており、年度末まで間接補助事業者が事業を行う場合、現状の交付手続
では十分な事業期間を確保できない

北海道、盛岡
市、宮城県、福
島県、横浜市、
川崎市、新発田
市、長野県、長
野市、上田市、
塩尻市、佐久穂
町、南箕輪村、
松川町、王滝
村、山県市、名
古屋市、豊川
市、小牧市、京
都府、宮津市、
鳥取県、高松
市、愛媛県、八
幡浜市、松浦
市、大分県、沖
縄県

筑北村内閣府地方創生推進交付金
交付要綱

間接補助金の交付完了日が見直されることで、切れ目ない支援が可能とな
り、事業における確実な目的達成が可能となる。

地方創生交付金は複数年にわたって交付がなされるものであり、また一定の要
件を満たせば人件費や事務所賃料、光熱水費等に充てることも可能であるが、
年度末までに間接補助金の交付を完了しなければならず、年度末の３月分の
経費に充てることが事実上できなくなり、事業実施（目的の達成）に支障が生じ
ている。

また、地方創生推進交付金交付要綱第15条第２項において概算払いの規定
（現在の運用では財務省主計局の指導があることを考慮し原則交付決定額の
90％を上限）があり、仮に交付決定額の全額概算払いが可能となっても、間接
補助金の交付完了日の考え方が見直されなければ、切れ目ない支援ができな
い。

地方創生推進交付金について、
間接補助を行う場合、年度末まで
に間接補助金の交付を完了しな
ければならないとされており、年
度末まで間接補助事業者が事業
を行う場合、現状の交付手続では
十分な事業期間を確保できないこ
とから、間接補助金の交付完了
日の見直しを求める

地方創生推進交付金
における間接補助金
の交付完了日の見直
し

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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274 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 家庭的保育事業者等
による連携施設の拡
充

1　連携施設の確保における「保
育所」の定義に以下を加え、要件
を緩和すること。
① 認証保育所
② 企業主導型保育事業所
③ 特区小規模保育事業所

２　代替保育の連携施設の確保を
求めないとする場合（事業実施場
所において代替保育が提供され
る場合）の要件や運用上の取り扱
いを具体化、明確化すること。

１　現在、連携施設の対象としての「保育所」は、国の施行通知において「認可
保育所に限る」とされている。新たに、「認証保育所、企業主導型保育事業所、
国家戦略特別区域小規模保育事業所（入園対象年齢の拡大）」を加えることに
より、保育所（認可施設）以外の選択肢が広がり、連携施設の確保が進むと考
えられる。

２　代替保育は、地方分権改革提案を受け、家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準の一部改正（平成30年4月27日付）により、『連携施設の確保の
例外』として、一定の要件を満たすときには、事業実施場所で代替保育が提供
される場合、「事業規模を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力
を有すると市町村が認める者を適切に確保することにより、代替保育の連携施
設の確保を求めない」として基準が緩和されたところである。
　現状、区市町村では、「小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有する
と市町村が認める者」の判断に支障が生じている（下例参照）。要件や運用上
の取り扱いを具体的かつ明確に示すことで、家庭的保育事業等における保育
の質を担保しつつ、連携施設確保の例外規定の適切な運用を図ることができ
る。
① 各区市町村が独自に任用した家庭的保育者の補助要員
② 職員の病気・休暇等に備え、小規模保育および事業所内保育事業者が、自
社雇用の保育士を予め確保し適切に対応している場合（同一法人を連携施設
として認めることが可能か）

○保育所（認可施設）以外の選択肢が広がり、連携施設の確保が進むと考
えられる。
○家庭的保育事業等における保育の質を担保しつつ、連携施設確保の例外
規定の適切な運用を図ることができる。

児童福祉法第34条の
16第1項および第2項、
家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準第6条、 家庭的
保育事業等の設備及
び運営に関する基準
の運用上の取り扱い
について（雇児発0905
第2号）、練馬区家庭
的保育事業等の設備
および運営の基準に
関する条例第6条

内閣府、厚生労働省 特別区長会 盛岡市、神戸市 ○連携施設の対象として企業主導型保育事業所の追加に賛同。

275 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 家庭的保育事業者等
による連携施設の確
保についての経過措
置期間の延長

家庭的保育事業者等による連携
施設の確保について、経過措置
期間を延長すること。

　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準により、各家庭的保育事業
者等は、「①保育内容の支援、②代替保育の提供、③卒園後の受け皿の設定」
にかかる連携協力を行う施設（以下「連携施設」という）の適切な確保が義務付
けられている。
　本規定については、平成32年3月31日までの経過措置が設けられており、各
区市町村では、国の施行通知の考え方も踏まえつつ、積極的な関与・調整を
図っているところである。
　しかし、特に、「卒園後の受け皿」では、連携候補先の大半を占める保育所お
よび認定こども園の利用調整を市町村において実施しているため、家庭的保育
事業者等が自ら確保できる施設が限られている。また、３歳児において認可保
育所の受け皿の不足（待機児童の発生）が生じている。このような状況により、
全ての家庭的保育事業者等が、経過措置期間中に連携施設を確保することが
できず、結果として事業認可の取消（それに伴う保育定員の減少等のサービス
の低下）が生じる恐れがあり、経過措置の延長が必要である。

経過措置期間の延長に伴い、３歳児の定員増等について、長期的な視点に
より待機児童対策に取り組み、受け皿の確保を進めることが可能となる。

児童福祉法第34条の
16第1項および第2項、
家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準第6条、 練馬区
家庭的保育事業等の
設備および運営の基
準に関する条例第6条

内閣府、厚生労働省 特別区長会 盛岡市、仙台
市、須賀川市、
神奈川県、豊田
市、大阪市、神
戸市、西宮市、
倉敷市、沖縄
県、那覇市

○本市においても卒園後の受け皿確保に関し連携施設確保に向けた支援を継続して
行っているが、連携先である保育所等における面積基準や保育士不足等の関係で新た
に３歳児の受入が困難となっている。そのため連携協力を行う必要がある３つすべての
協定締結が困難である状況が続いている。上記の状況に鑑み、平成32年３月31日まで
となっている経過措置期間の延長を希望する。
○経過措置終了までに連携施設が確保できず、万一認可取消となれば、当該事業所利
用中の児童が行き場を失うことや保育の受け皿が減少するため、待機児童解消の取り
組みにも大きな支障となる。
○本市においては民間保育事業者等が連携施設になることの負担が大きいため、民間
保育所等が連携施設となっている件数が少なく、大半が近隣の公立保育所を連携施設
として設定している。しかし待機児童数が増加しており、定員の空き枠がないため、「卒
園後の受け皿」としての機能が果たせていないのが実状である。
○３歳児において認可保育所の受け皿の不足（待機児童の発生）が生じている
○経過措置により、連携施設を確保しなくても事業認可が可能となっているが、経過措
置終了までに連携施設が確保できない場合、認可基準を満たさないことになる。
○市においても連携施設コーディネーターを設置して支援を行っているところであるが、
卒園後の受け皿については、特に保育所において２歳児と３歳児の定員差の関係から、
確保が限界に近づきつつあるなど、期限までに設定が完了しないリスクもあるため、経
過措置の延長を求める。
○本県（政令・中核市除く）における連携施設の成立率は、県・市町村の協調補助による
支援の効果もあり、平成28年度38.0％、平成29年度69.6％と徐々に上昇している。しか
し、経過措置終了までに100％を達成することは、小規模保育所が年々増加していること
もあり大変困難な見通しである。一方で、卒後の受け皿の確保し、３歳児以降、スムーズ
に保育所等につなげていくことも大変重要であることから、連携施設の設定だけでなく、
市町村の利用調整の際に特別優先枠を設けるなど、他の制度の活用も必要と考える。
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○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全国的に保育
士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭が退職した場合、保育教
諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみの資
格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、当該職
員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と
見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただ
きたい。
○本市においては、幼保連携型認定こども園への移行を進めており、正規職員の資格併有を進めて
きたところであるが、臨時職員についての対応が出来ていないことから特例期間終了後の臨時職員
等の配置が困難となることが想定される。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と幼
稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙がってい
る。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでいない現状があ
り、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化することも予想される
ため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必要性は高いと考えられ
る。
○経過措置中に認定こども園になっている園では、園で計画を立て免許の更新を行なっているが、県
内で受講できる学校が少ないことや、園の開所日に講習があるため、代替教諭が確保できず、計画ど
おり更新できていない。
○本市においても、同様の支障が出ることが想定されており改正を要望する。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設においては、人
員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、また、講習実施
主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できていない者がいる。平
成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措置の延長を求める。
「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行の促
進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の期
間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免許と保
育士資格のどちらか一方を有する保育教諭等の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難しい状
況である。
○本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資格の保有を
啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に課題となっており、大阪府
においても、保育士の平成３０年１月の有効求人倍率が、５．１３となっている現状です。この中で、保
育教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場合、新たな職員の確保をすることも難しく、ひい
ては職員不足による保育の質の確保や待機児童解消対策上も支障があると考えています。ついて
は、経過措置期間終了後に幼保連携型認定こども園において、保育教諭数の不足により、教育・保育
の提供が不可能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置を講じてもらうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚園教
諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の職員資格
の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さらに、人員配
置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼稚園教諭および
保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得することは困難な状態となっ
ている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保育の受け皿を確保する
ことができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同するものである。
○保育需要が高まる中，一方の免許・資格のみを有する幼稚園教諭や保育士を確保することさえも
困難な現状において，両方の免許（有効な状態）・資格を求めることは，さらに人材確保を難しくさせて
しまう可能性がある。また，幼稚園教諭免許の更新講習を受講しようにも，講習受講の競争率が高い
ため，近隣の大学等で実施している講習に参加することが難しく，勤務を継続しながら３０時間以上の
受講時間を確保することへの負担が大きい。さらに，各園現場の実情としては，正規職員だけではな
く，臨時的任用（非正規）職員の配置によって園運営が成り立っている部分も多いが，非正規かつ少
ない勤務時間にもかかわらず，受講料だけでなく，上記のような受講時間の負担まで求めていくこと
は，失職（離職）等により人員を確保できないという事態を招くなど，園運営に支障をきたす可能性を
排除できない。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規職
員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。一方、
今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員も含めると
施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を実施しており、
同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率が100%にはなって
いないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行の阻害要因とならない
よう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○本府においても同様の支障事例がある。大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確保の
ため、認定こども園への移行が進んでいるところ。特例期間中の免許・資格の取得を推進しているとこ
ろではあるが、特例期間内に全ての保育教諭が免許・資格を取得することが困難である。その場合に
おいて、配置基準を満たさなくなることから、認定こども園が３歳児未満の定員を減少させることが想
定され、待機児童が増大する恐れがある。
○本市では平成30年1月時点において，幼保連携型認定こども園の常勤の保育教諭における片方の
免許・資格のみを保有する者の割合は182人中11人（約6%）である。本市としては引き続き期間内に両
方の資格を取得するよう求めていくが，職員の配置基準上，1人でも欠けてしまうと児童の受入に大き
な影響を及ぼすことから，経過措置の延長を求める。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中で、
資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保育
教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育教諭不足に伴
う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園においては
平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の有資格
者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする同施設に
おいては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用後，不足する資
格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が足りなくなる状況を
危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。

旭川市、仙台
市、船橋市、川
崎市、須坂市、
山県市、豊田
市、田原市、草
津市、大阪府、
大阪市、八尾
市、兵庫県、神
戸市、和歌山
市、倉敷市、玉
野市、徳島県、
徳島市、松浦
市、熊本市

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

【添付資料】
「幼稚園教諭免許更新講
習ニーズ調査結果」

九州地方知
事会

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

「就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律」（平成18
年6月15日法律第77
号）

　今後、保育料の無償化などにより、保育需要が一層高まることが予想され
る中、「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、「認可か
ら5年間」に改正することにより、幼保連携型認定こども園の新設及び移行の
促進、ひいては待機児童対策にもつながることが期待できる。

　平成32年度以降は幼保連携型認定こども園の保育教諭は幼稚園教諭免許
が必須となるため、免許を更新していなければ保育教諭として人員基準に算入
できないこと、また、幼稚園教諭免許を更新していない潜在保育士も数多くいる
ことが想定されることから、施設の認可時において保育教諭の確保が困難とな
り、幼保連携型認定こども園の新設・移行が進まないことが危惧される。
　本県では、幼稚園教諭免許の更新講習を受講できる機関が国立大学１校の
みであったことから、短大２校とも受講できるよう受け皿を拡大したところである
が、その他、通信教育や県外大学の受講での対応分を含めても、受講者の
ニーズを考えると31年度末までの更新は非常に厳しい状況である。
　このままでは平成32年度時点でも免許の未更新者が多数生じ、保育教諭の
確保が困難となることから、幼保連携型認定子ども園への円滑な移行や園の
新設に重大な支障が生じるおそれがある。

（大分県の状況）
・31年度末までに受講しなければならない人数：５２９人（Ａ）
・31年度末までに確実に受講できる人数　　　  ：３４０人（Ｂ）
・未受講となるおそれのある者　　　　　　　　　 ：１８９人（Ｃ＝Ａ－Ｂ）

　子ども・子育て支援新制度にお
いて、幼保連携認定こども園の保
育教諭は、幼稚園教諭免許と保
育士資格の両方の免許・資格を
有することとされている。
　経過措置として、平成31年度末
まではいずれかの免許・資格を持
つ者は保育教諭になることができ
るとされているところ、同経過措置
の期間の延長を提案する。

幼保連携型認定こど
も園の保育教諭の幼
稚園教諭免許と保育
士資格の併有要件
（経過措置）の見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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○個人番号カードの交付については、施設入所や入院中により、高齢者本人の代理で
親族（子）が来られるケースが多い。
この時、本人は来庁不能、委任状を書くことができない等の状況があり、交付トラブルが
発生している。
○療養中等でやむを得ず来庁できない申請者の中には顔写真付身分証明書を所持し
ていない人もいるため、本人限定受取郵便での発送が可能となれば交付促進につなが
る。また、市町村職員が出向き本人確認をして暗証番号を設定依頼書の提出をを受け
れば本人限定受取郵便での発送が可能とはなっているが、実際には職員の負担が大き
く代理人にも立会いを求めることになっているため相当の負担がかかっている。
○顔写真付の本人確認書類を所持しておらず、本人の来課が入院等により困難な場合
は、職員が出向き本人確認を行っている。しかし、公用車の都合等で訪問日時の調整が
必要となり、住民の希望に添えない場合がある。本人確認が本人限定受取郵便でも可
能となるのであれば、住民の利便性向上に寄与し、市町村の事務の効率化に資する。
○代理人交付の場合、申請者本人・代理人とも写真付き本人確認書類が最低1点は必
要であり、さらに申請者本人の出頭が困難であることの証明書類が必要である。
　個人番号カードの取得について、高齢者や未成年者の場合で写真付き本人確認書類
が無い方の必要性が高いにも関わらず、交付することが困難であるのは、カード交付促
進につながらない一因と思われることから、交付方法について検討する必要があるので
はないか。
○今後、マイナポータル等でのネット申請など用途が広がっていくことを鑑みると、来庁
が難しい方がマイナンバーカードの取得を希望するケースも増えてくると考えられる。し
たがって、照会書兼委任状のほか、本人確認書類を複数点用意いただく等、対応できる
ような見直しができるとありがたい。
○①について、当市においてもマイナンバーカード交付事務を行うに当たり、提案団体が
示す支障事例「現在、入院等でやむを得ず来庁出来ない場合は、申請者の代理人が必
要書類を窓口で提示することで、カードの交付を行っているが、代理人が提示する必要
書類において、申請者自身の顔写真付き身分証がない場合、交付が出来ず、マイナン
バーカードをお渡しすることが出来ない。」が同様に生じており、「市民の方から、『マイナ
ンバーカードの受取がしたいのにできない。』といった苦情を受ける。」といった事務負担
を招いている。
そのため、「①交付時来庁方式において代理人が来庁し、顔写真付きではない身分証を
提示した場合は、カードを本人限定受取郵便にて発送することを可能とする。」といった
提案の趣旨に賛同します。
○本人が病気ややむを得ない事情によりマイナンバーカードの受取の来庁が困難な場
合、代理人のカード受け取りが可能であるが、左記のとおり、写真付きの身分証がない
場合、交付が出来ない。マイナンバーカードを申請する人の中には、運転免許証などの
写真付きの身分証明を１枚も持っていないため、写真付き身分証明が欲しい人の申請も
多く、また、高齢者の申請も多い。このような人たちは、来庁が困難な場合、代理受取を
希望するが、結局受取には写真付きの身分証明が必要で、受取をあきらめなければな
らないのか、という苦情もあり、対応に苦慮している。
○企業訪問により，勤務地経由申請で申請を受け付けたものの，申請者が顔写真付身
分証明書を所持していなかったため，来庁して受取りをお願いした事例があった。
○そもそも顔写真つきの証明書がないため、個人番号カードを申請しているのもかかわ
らず、その身分証明書も求めることはおかしいのではないかとのご意見もいただくことも
多く苦慮している。病院等に職員が出向き、交付するなどの対応することも可能とはなっ
ているが、病院等が遠方等にあることなどもあり、必ずしも行えるものではなく、個々の
状況により、交付できないことも考えられる。これらに対応するため新しい仕組みづくりが
必要と考える。
○本市においても，マイナンバーカードを持ちたいと考える市民が，疾病や障害等により
来庁することが不可能なため，カードの所持を諦めざるを得ないケースが散見されてい
る。
　左記の制度改正が実施されれば，住民の利便性の向上，本人や代理人の負担軽減に
繋がるとともに、交付率の向上にも寄与するものと考える。
○（1）当市においても、入院等でやむを得ず来庁できない場合は、申請者の代理人が必
要書類を持参した上で、マイナンバーカードの交付を行っているが、申請者の顔写真付
の公的身分証明書がない場合は、交付ができない。市区町村としても普及・促進を目指
すため入院先等へ出向き本人確認した上で交付を行っているが、代理人交付における
顔写真付の公的な身分証明書がない場合の対応に苦慮している。
（2）マイナンバーカードの交付を市区町村のみで行っている。交付場所の拡大は、住民
サービスの利便性向上が図られると思われるため、新たな交付方法を検討する必要が
あると考える。
○入院等でやむを得ず来庁出来ない場合に認められている代理人への交付手続きにお
いて、　顔写真付きの本人確認書類がない場合は交付できない。ただし、本人や代理人
が要望すれば、直接自宅や入院先、施設等へ職員が赴き、カードの写真と本人の同一
性を確認する必要がある。事務負担が大きいだけでなく、住民の負担にもなっている。
　マイナンバー制度の普及促進のため、本人限定受取郵便の活用や郵便局員による本
人確認などの、マイナンバーカード交付における本人確認等の新たな方法を検討された
い。

ひたちなか市、
桶川市、柏市、
川崎市、三条
市、多治見市、
八尾市、徳島
市、宇和島市、
北九州市、筑後
市、芦屋町、島
原市

大村市内閣府、総務省行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第17条

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律施行令
第13条

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律施行規
則第13条～第16条

通知カード及び個人番
号カードの交付等に関
する事務処理要領　第
３-２-(１)-ウ-(エ)

地方公共団体の特定
の事務の郵便局にお
ける取扱いに関する法
律 第二条

市区町村の事務の効率化（作業負担の軽減）に資する。
これまで交付が困難であった住民に対しカードの交付が可能となり、住民の
利便性向上に寄与する。
○交付時来庁方式において本人限定受取郵便を可能とする方法による効果
　郵便局の本人限定受取郵便のサービスを使用することで、公的身分証で
の本人確認を行ったうえで、本人への手渡しが確実となる。
○郵便局（郵便局員）でも行うことができる方式策定による効果
　市区町村担当窓口以外の場所での交付を可能とすることで、点ではなく面
でエリアをカバーすることができ、住民負担の軽減に繋がる。
（暗証番号の入力は従前どおり市区町村担当窓口が行い、顔認証システム
等によるカードの写真と申請者との同一性の確認と交付を郵便局員が行
う。）

【制度改正の経緯】
　マイナンバーカードの交付事務については法定受託事務となっており、全国
の市区町村が実施している。
　マイナンバーカードは運転免許証と同様に公的な身分証となるため、カードの
交付に際し厳格な本人確認を要すが、本人が疾病や障害等により来庁できな
い場合に認められている代理人への交付手続が実情に応じていない。
【支障事例】
　現在、入院等でやむを得ず来庁出来ない場合は、申請者の代理人が必要書
類を窓口で提示することで、カードの交付を行っているが、代理人が提示する
必要書類において、申請者自身の顔写真付き身分証がない場合、交付が出来
ず、マイナンバーカードをお渡しすることが出来ない。
　マイナンバー制度の普及・促進にはマイナンバーカードの交付は必須事項で
あることから、マイナンバーカード交付における新たな方法の在り方を検討する
必要がある。

①交付時来庁方式において代理
人が来庁し、顔写真付きではない
身分証を提示した場合は、カード
を本人限定受取郵便にて発送す
ることを可能とする。
②新たな交付方法として、マイナ
ンバーカード交付における一部の
事務を、郵便局（郵便局員）でも
行うことが出来る方式を策定す
る。具体的には、市区町村の職員
に代わり、カードの写真と申請者
との同一性の確認を行うことが郵
便局員でも可能となるよう、「地方
公共団体の特定の事務の郵便局
における取扱いに関する法律」に
当該事務を追加するなどの所要
の法律改正を行う。

住民が負担を感じるこ
とのない、マイナン
バーカード交付におけ
る新たな方法の在り
方の検討

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

290



別添1

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

309 Ｂ　地方に対する
規制緩和

消防・防災・安全 災害救助法の事務処
理に必要な書類の統
一化及び記載内容の
簡素化

災害救助法で定められている「救
助事務の処理に必要な帳簿書
式」の種類が多く、記載内容が複
雑な点について見直しを提案する
もの。

現在、災害救助法における「救助事務の処理に必要な帳簿書式」は多岐にわ
たっており、作成に多くの時間を要するものとなっている。
また、書式の内容も複雑なものが多く、例えば監査を受ける際の資料につい
て、個人ごとや日ごとに作成しなければならず、作業量が膨大であった。特に生
活必需品の「輸送記録簿」は、「いつ」「どこに」「誰の分を」「いくらで」届けたかを
記録しなければならず、災害救助を行いながら、個々の記録作業に追われるこ
とで、迅速な救助対応に支障をきたしている。
【例】
避難所設置費用を例にあげると、様式6で購入した物の品名・金額を記載し、様
式7では避難所ごとの支出額を記載する必要があるが、避難所ごとの支出額が
不要であれば、様式7は省略できるのではないか。
また、混乱期において、現場（避難所等）で物品の受け払い等を細かく管理する
ことは現実的に困難であり、特に単価が小額かつ数が多くなる内容の救助項
目（様式6.9.11.18等）については、総括的な内容を記載すれば足りるよう簡略化
していただきたい。
様式22（輸送記録簿）においては、「生活必需品」を支給した世帯（12,000世帯）
について、輸送日、輸送先、輸送額などを全て記載する必要があった。
輸送自体は配送業者が行っていたため、データの摺り合わせ等を含めて作成
に5ヶ月程度要した。配送業者が作成する請求書等をもって様式の作成の代わ
りにするなどの見直しも含めて検討して頂きたい。
加えて、各様式に明確な記載例を明示いただくとともに、災害の有無に関わら
ず、事前に周知していただきたい。

災害救助法の事務処理に必要な書類の統一化及び記載内容の簡素化を行
うことにより、帳簿書式作成に要する手間や記載ミスが減ることにより、災害
復旧業務に集中できる。

災害救助法・局長通知 内閣府 指定都市市
長会

ひたちなか市、
石川県、山県
市、田原市、北
九州市、宮崎市

○現在、災害救助法における「救助事務の処理に必要な帳簿書式」は多岐にわたってお
り、作成に多くの時間を要するものとなっているため、内容の簡略化をお願いすると共
に、各様式に明確な記載例を明示いただくなど、災害の有無に関わらず、事前に周知し
ていただきたい。
○熊本地震の災害救助に係る求償について精算監査で39件の確認依頼事項があり、そ
の回答のため、当県だけではなく、医療機関等にも個々の納品書やレシートの写しの提
出など、煩雑な事務が発生した。
○本市においても、南海トラフ地震発災時には大規模な被害が予想されている。各避難
所での限られた職員数での膨大で細かな作業は困難であると思われるため、必要書類
の簡素化を図っていただきたい（管理番号215に同じ）
○書式の簡素化，統一化等により，事務処理の効率化が期待できるほか，これにより短
縮できた時間や人員を，道路，上下水道，河川等の復旧や被災者等の支援に集中して
割り当てることができ，結果として早期復興につながるものと考えられる。
○本市においても、東日本大震災の際に救助項目ごとに救助事務の処理に必要な帳簿
書式を作成したが、救助期間が長きにわたり，かつ，膨大な量であったため、一部書式
（救助実施記録日計票）の提出の省略は認められたものの、その他の書類作成には相
当の手間と時間を要した。支障事例にもあるとおり、様式６号の受払簿に替えて救助項
目ごとの支出の一覧表と支出の証拠書類（請求書、支払伝票）があれば確認はできるの
で、できる限り簡略化・簡素化を願いたい。

○本県においても、医療受給者証に「所得区分」を記載することは、保険者への照会を
始め、大きな負担となっている。
事務手続の負担に比較し、公費負担の縮減効果が不明確であるため、まずは「所得区
分」の記載の廃止を検討願いたい。
明確な効果が期待でき、「所得区分」の記載を継続する場合は、マイナンバーによる情
報連携で、「所得区分」を収集可能としていただきたい。
○本市では、年に約６０回、郵送でのやりとりが生じている。
　特に、各国民健康保険組合においては、返送まで１か月もかかることが多いため、受
給者証発行に過度の時間を要している。
○保険者への所得区分の照会では，郵送による書類送付のための手間及び郵送代が
かかる他，回答まで一定期間が必要なため，受給者証の発行まで時間を要している。
所得区分をマイナンバーによる情報連携の項目とすることで上記の支障は解消される。
○本市においても、申請書類は揃っているにも関わらず、保険者への所得区分照会を行
うために医療受給者証の交付が遅れる場合がある。
照会に係る書類送付についても、照会先やタイミングが異なる他、保険者や課税状況に
によっては所得課税証明が必要となるため、事務が煩雑である。
○同様の支障事例が生じている。マイナンバーによる情報の連携が可能となれば、県か
らの所得区分照会への回答の事務と年度ごとに所得区分が変更となった方の報告の手
間が省ける。
○書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送が
あるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要して
いる。
○受給者証の発行が遅いため、患者、家族に経済的な負担や償還払い等の手続き等
の負担を強いている現状がある。マイナンバーによる情報連携を行うことで患者の利便
性の向上につながるとよい。
○所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情報では
ないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があ
るまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要してい
る一因となっている。
○現在、所得区分（適用区分）は保険者に郵送で確認しているが、マイナンバーによる
情報連携で取得し確認できれば、タイムリーな対応が可能となり、事務の簡素化、適正
処理につながる。
しかしながら、所得区分（適用区分）の記載を必須とする本制度の根本的な見直し、廃止
については、従来から要望しているもの。
○高額療養費の限度額適用区分（所得区分）の郵送での照会に2週間ほど要しており、
情報連携が可能となれば、大幅な業務改善が見込まれる。
○所得区分の記載は、保険者と書類によるやり取りをしており、手間と時間がかかって
いることから、マイナンバーによる情報連携が収集可能となれば事務処理の簡素化に繋
がる。

秋田市、群馬
県、川崎市、新
潟市、石川県、
静岡県、京都
市、神戸市、西
宮市、山口県、
愛媛県、高知
県、熊本県、大
分県、宮崎市

相模原市内閣官房、内閣府、総
務省、財務省、文部科
学省、厚生労働省

・健康保険法施行規
則第98条の２
・国民健康保険法施行
規則第27条の12の２
・児童福祉法第19条の
３第７項
・児童福祉法施行規則
第７条の22
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
第７条第４項
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則第25条
・行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号及び別表第二
の９の項及び119の項

　郵送によるやり取りがなくなることで、大幅な時間短縮が図られるほか、郵
送代も削減されるなど、行政の効率化・財政改善が図られる。
　また、医療受給者証の発行が早まることで、患者もより早く医療費助成を受
けることができ、これまでのように償還払いによる払い戻しの手続きが不要
になったり、償還払いによる額を減らすことが可能となるなど、患者や家族の
利便性の向上につながる。

　所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情
報ではないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの
返送があるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行ま
でに時間を要している一因となっている。

　マイナンバーによる情報連携
で、指定難病及び小児慢性特定
疾病医療費助成制度の事務にお
ける「所得区分」を収集可能として
いただきたい。

指定難病及び小児慢
性特定疾病医療費助
成制度の事務処理に
おけるマイナンバーに
よる情報連携項目の
追加

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○介護保険法施行規則において、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定
証等の交付・再交付の申請や、氏名・住所等被保険者情報の変更届出の際には住所・
氏名・生年月日等に加え個人番号（マイナンバー）を記入するよう定めているが、既に被
保険者資格を有する者が対象であることから改めてマイナンバーを収集する必要はな
く、業務を煩雑にするだけである。
よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止し、業務の簡素化していただきたい。
○当市では、年間約300人から再交付申請があり、そのうち半数が介護保険事業所が代
行手続きをするため、個人番号の記載は困難であり職権での補記する必要がある。ま
た、情報連携の必要もないため、市民へ個人番号記載の必要性についての説明ができ
ない。以上のことから、再発行申請にあたっての個人番号記載する義務付けを廃止とし
てほしい。
○マイナンバー記入に要する市民の負担及び事務負担が大きい状況である一方、現状
マイナンバーによる情報連携の必要がないことから、制度改正の必要性を認めます。
○介護保険法施行規則において、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定
証等の交付・再交付の申請や、氏名・住所等被保険者情報の変更届出の際には住所・
氏名・生年月日等に加え個人番号（マイナンバー）を記入するよう定めているが、既に被
保険者資格を有する者が対象であることから改めてマイナンバーを収集する必要はな
く、また情報連携等も想定されないため、必要性が説明できない。
　マイナンバーの記入にあたってはマイナンバーカード等による本人確認を行う必要が
あるが、介護保険関係の手続きは当事者が要介護の高齢者であることから、マイナン
バーの管理・記入が困難な人や本人確認書類を所持しない人も多く、窓口での説明や
手続きに時間を要している。
　介護事業者が代理申請する場合においても、マイナンバーの管理や代理申請の条件
が厳しく負担が大きいことから、マイナンバー欄は空欄にする例が多く見られる。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきたい。
○対象が高齢者であることから，申請においてマイナンバー欄を空欄にする例が多く，
市が職権で補記することが多い。
○介護保険被保険者証等の各証書の交付・再交付申請に際しては、個人番号が未記
載となっていることが多い。未記載分については職員が調査の上記載しているものの、
情報連携においては当該事務処理の必要性はないものと捉えている。
○再交付事務において個人番号を使用した事務処理を行うことはないにもかかわらず，
個人番号の記入を求める様式となっているため，記載があれば本人確認事務，記載が
なければ職員が調べて記入する事務が発生するため，非効率な処理となっている。
○介護保険法施行規則に定める被保険者証・負担割合証等の交付・再交付など情報連
携が想定されない申請・届出において個人番号（マイナンバー）の記入を求める規定を
見直すこと。
○事務処理上の支障がないため、申請書への補記もしていない。
○介護保険被保険者証等再交付申請書の個人番号記載欄は、ご本人でない方の申請
も多く、未記入の場合が多いため事務的負担が大きい。
　個人番号を利用して情報連携を行う必要がない業務なので、記入の義務付けの廃止
及び記入欄の廃止をしていただきたい。
○再交付事務だけで見ても年間１８０件程度のうち，マイナンバー記載の上での申請は
１０件程度であり，当市においても事務処理上の負担となっている。

盛岡市、滝沢
市、米沢市、浪
江町、石岡市、
ひたちなか市、
習志野市、八王
子市、大垣市、
山県市、田原
市、出雲市、高
松市、宇和島
市、内子町、松
浦市

【提案趣旨に賛同】
宇和島市、新居浜市、西条
市、伊予市、四国中央市、
西予市、上島町、東温市、
久万高原町、松前町、砥部
町、内子町、伊方町、松野
町、鬼北町、愛南町

今治市内閣府、厚生労働省介護保険法
介護保険法施行規則
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律

316 ・手続きが従来どおりとなり、高齢者及び代理申請する介護事業者、および
自治体窓口担当者の負担が軽減される。

・介護保険法施行規則において、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限
度額認定証等の交付・再交付の申請や、氏名・住所等被保険者情報の変更届
出の際には住所・氏名・生年月日等に加え個人番号（マイナンバー）を記入する
よう定めているが、既に被保険者資格を有する者が対象であることから改めて
マイナンバーを収集する必要はなく、また情報連携等も想定されないため、必
要性が説明できない。
・マイナンバーの記入にあたってはマイナンバーカード等による本人確認を行う
必要があるが、介護保険関係の手続きは当事者が要介護の高齢者であること
から、マイナンバーの管理・記入が困難な人や本人確認書類を所持しない人も
多く、窓口での説明や手続きに時間を要している。また、申請する高齢者にも、
マイナンバーがなければ申請できないのではないかという不安を与えている。
・介護事業者が代理申請する場合においても、マイナンバーの管理や代理申
請の条件が厳しく負担が大きいことから、マイナンバー欄は空欄にする例が多
く見られ、市が職権で補記する事務が生じている。

介護保険法施行規則に定める被
保険者証・負担割合証等の交付・
再交付など情報連携が想定され
ない申請・届出において個人番号
（マイナンバー）の記入を求める規
定を見直すこと

介護保険被保険者証
等の交付及び再交付
申請における個人番
号記入の見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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警察庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

59 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 中小企業等協同組合
からの暴力団排除の
ための中小企業等協
同組合法の改正

中小企業等協同組合から暴力団
を排除することができるよう、条例
委任又は法改正による暴力団排
除条項の追加を行うこと。

【支障】
近年、暴力団排除条例の制定等により暴力団の排除のための施策が全国的
に進んでいる中、中小企業等協同組合についても全国中央会が定める定款参
考例へ暴力団排除の条文が加わったところである（平成27年）。
しかし、中小企業等協同組合法には暴力団排除規定が置かれておらず、認可
庁としては暴力団と関わりのある組合の認可を拒否したいが、法律上での明確
な根拠がないことが支障となり、排除することが難しい。また、警察への暴力団
照会も、法律上での明確な根拠がないために行えない状況である。
【改正の必要性】
反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要
があり、犯罪対策閣僚会議の「「世界一安全な日本」創造戦略」においても、「各
種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。ついては、他
法律（貸金業法や水産業協同組合法など）と同様に、中小企業等協同組合法
にも暴力団排除規定を追加することを求める。

中小企業等協同組合
法

警察庁、金融庁、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

石岡市、川崎
市、綾瀬市、奈
良県、愛媛県、
熊本市、大分県

○今後支障事例が生じる可能性は高いこと、また、暴力団排除が社会全体の課題であ
ることや貸金業法など類似法令との整合性から改正が必要である。
○反社会的勢力排除を徹底する上で、中小企業等協同組合法への暴力団等排除規定
の追加は必要不可欠であると考えられる。
○本県においても、他県と同様、仮に暴力団関係者から組合設立の認可申請があった
場合、認可を拒否する法令上の明確な根拠がないことから、法改正の必要性があると考
える。
○認可の根拠法である中小企業等協同組合法において、明確な排除規定がないことか
ら、法に基づいて暴力団と関わりのある組合の認可を拒否することは、難しいと考える。
暴力団排除条例の制定等により、県レベルの施策として暴力団の排除が全国的に進む
中、組合等団体における企業倫理を遵守する意味でも、法において排除規定を定めるこ
とに賛同する。

78 Ｂ　地方に対する
規制緩和

消防・防災・安全 消防団員等の消防車
両運転に係る特例制
度の創設

　消防学校での消防車両の運転
に関する教習の受講制度や自衛
隊が実施する自動車の運転に関
する教習を消防団員等が受講可
能とするような制度等の創設

　平成29年３月12日に改正道路交通法が施行され、改正後の普通免許で運転
できる自動車の車両総重量は3.5トン未満となっている。
　地域に住む若い人材や地元に戻ってくる若い人材が消防団員等として消防団
に加入しても、改正後の普通免許の所持者については、車両総重量3.5トン以
上の消防車両を運転することができず、消防団員等の消防活動や災害時の初
期活動において支障を来すことになる。
　そこで、消防団員等が実施する活動の特殊性及び地域防災の担い手として
の重要性を考慮し、新制度普通免許を取得する消防団員等が、消防団所有の
ポンプ車の運転に必要な免許を取得しやすくなるような特例制度の創設が求め
られる。
【求める措置】
（１）各都道府県において設置する消防学校又は消防学校が委託する自動車
教習所において、一定の適正が認められる消防団員等が消防車両の運転に係
る技能教習を受講することを可能とすること。
（２）教育訓練の実施に関する地方公共団体の委託に基づき、自衛隊の任務遂
行に支障が生じない限りにおいて、自衛隊が実施する自動車の運転に関する
技能教習を、一定の適正が認められる消防団員等も受講可能とすること。
　（１）、（２）の技能教習を受けた消防団員等が、消防車両の運転に必要な運転
免許受験資格を得られるようにすることで、消防団員等の確保に資すると考え
られる。

 実際の道路交通環境下における安全性を毀損することなく、消防団所有自
動車を運転できる消防団員の確保が可能となることから、消防活動や災害
時の初期活動の体制が強化される。
　また、地域活動の担い手である消防団員や地域住民がその地域を訪れる
自衛隊とつながりを持つ機会が生じることとなり、その際の人的つながりが将
来の災害時の自衛隊と地域住民や消防団員の連携強化にもつながることに
なる。

道路交通法
道路交通法施行令
まち・ひと・しごと創生
総合戦略
消防学校の教育訓練
の基準
自衛隊法第100条の２
自衛隊法施行令第126
条の２

警察庁、総務省、防衛
省

鳴沢村、市
川三郷町、
早川町、身
延町、南部
町、富士川
町、昭和
町、道志
村、西桂
町、忍野
村、山中湖
村、富士河
口湖町、小
菅村、丹波
山村

山梨県（１４町村）
共同提案
幹事団体：山梨県鳴沢村

南陽市、ひたち
なか市、清瀬市、
石川県、南アル
プス市、多治見
市、山県市、田
原市、千早赤阪
村、宇和島市

○平成29年３月12日に改正道路交通法が施行され、改正後の普通免許で運転できる自
動車の車両総重量は3.5トン未満となっている。
　地域に住む若い人材や地元に戻ってくる若い人材が消防団員等として消防団に加入し
ても、改正後の普通免許の所持者については、車両総重量3.5トン以上の消防車両を運
転することができず、消防団員等の消防活動や災害時の初期活動において支障をきた
す状態である。
○当市は、消防団員2,084名を有し、毎年80人程度の新入団員を迎えていて、今後、車
両総重量3.5トン以上の消防車両を運転できない団員が増加し、消防活動等に支障きた
し、地域の安全安心を揺るがすことにもなりかねないため、対象の消防団員が、車両総
重量3.5トン以上の消防車両を運転できるようになるような特例の制定に賛同するもので
す。
○当市消防団においても、3.5トン以上の消防車両を38台所有しており、平成29年3月12
日の道路交通法の改正による普通運転免許証で運転できる自動車の総重が3.5トン未
満となったことで、消防団からも今後の消防ポンプ車の運転について心配の声があげら
れています。
　現在、当市でも今年度消防団に入団した団員１名が平成29年3月12日以降に普通運
転免許証を取得しており、今後、同様の団員が増加していくことで消防団活動に支障が
起こることが予想されます。
　こうした状況を踏まえると、消防団所有の消防ポンプ車の運転に必要な免許を、取得し
やすくなるような特例制度の創設を希望します。
○本市においては、4月1日現在、改正後の普通免許を所持する消防団員が3名在籍し
ており、今後は更に増加していくと思われる。また、保有している消防ポンプ自動車は29
台すべて3.5トン以上の仕様となっている。
　以上のことから、提案されている「消防学校での消防車両の運転に関する教習の受講
制度や自衛隊が実施する自動車の運転に関する教習を消防団員等が受講可能とする
ような制度等の創設」は非常に有効な手段であると思われる。

163 Ｂ　地方に対する
規制緩和

消防・防災・安全 搭乗型移動支援ロ
ボット公道実証実験に
おける国際運転免許
証等にかかる運転免
許要件の明確化

搭乗型移動支援ロボット公道実証
実験における運転免許要件を国
際運転免許証等でも搭乗可能と
なるよう明確化すること。

　セグウェイ等の搭乗型移動支援ロボットについては、現在は、道路運送車両
の保安基準の緩和措置や道路交通法に基づく道路使用許可を受けて、公道で
の実証実験が行われている。
　警察庁による、実証実験の際の道路使用許可に関する基準では、「大きさ及
び構造並びに原動機の大きさに応じた運転免許を受けていること」が搭乗者の
条件とされており、小型特殊自動車（セグウェイ等が該当）等を運転できる区分
の運転免許の所持者であれば、公道実証実験での搭乗が可能となっている。
他方、ジュネーブ条約締結国による国際運転免許証等の車両区分には、日本
の運転免許における小型特殊自動車に対応する車両区分がなく、警察庁の当
該基準を適用できるか不明確であることから、横浜市における公道実証実験で
は国際運転免許証等所持者による搭乗を認めていない。
　道路交通法では、原付免許以外の全ての運転免許（小型特殊自動車よりも
大きい自動車等の運転免許）で小型特殊自動車の運転も認められていることな
どを踏まえ、警察庁による「搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験に係る道
路使用許可の取扱いに関する基準」における搭乗者の条件について、国際運
転免許証等でも搭乗可能となるよう基準を明確化していただきたい。

　世界各都市で搭乗型移動支援ロボットを使用した観光ツアーが多く行われ
人気を博している中、日本でも、ラグビーワールドカップ2019™及び東京2020
オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、魅力ある観光コンテンツの創出
や観光客のニーズに応じた受入環境整備に活用することが可能となり、観光
都市としての都市ブランド向上、経済波及効果も期待できる。

「『搭乗型移動支援ロ
ボットの公道実証実
験』に係る取扱いにつ
いて」（通達）（平成30
年３月19日付け警察
庁丁交発第39号、丁
規発第32号）

別添「搭乗型移動支援
ロボットの公道実証実
験に係る道路使用許
可の取扱いに関する
基準（平成30年３月一
部変更）」

警察庁 横浜市 支障事例等の詳細は「別
紙２」のとおり

千葉市 ○当市では、都心部を中核とした「近未来技術実証・多文化都市」をテーマに掲げ、国家
戦略特区の指定を受けており、歩道空間を活用したパーソナルモビリティのシェアリング
サービスの実現を目指している。
　パーソナルモビリティの規格に関しては、運転免許が必要ない歩行補助車のほか、本
提案にある搭乗型移動支援ロボットも検討対象となりうるため、東京２０２０大会の競技
会場である本市としても、外国人観光客等を対象とする魅力ある観光コンテンツを創出
するため、搭乗型移動支援ロボットの国際運転免許での乗車を可能とする要件の明確
化は必要と認識している。

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名
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個人情報保護委員会（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

20 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 個人番号記載の住民
票の取扱い

　住民基本台帳事務処理要領第
２－４－（１）－（カ）において代理
人による個人番号記載の住民票
の交付は法定代理人、任意代理
人の別を問わず、請求者本人の
住所あてに郵便等で送付すること
となっている。一概にすべての代
理人に対して郵便等で送付する
のではなく、法定代理人にあたる
場合は後見人登記簿や戸籍等で
関係性を確認し、法定代理人に直
接交付できるようにする。

　代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取
れない等の理由が多くみられる。請求者本人が窓口に来ることができず、郵便
等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛
てに郵便等で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続き
の利便性に欠け、郵便等で送付することは個人情報保護の観点からも個人番
号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（番号法）14条第２項により代理人に交付する必要がない場合もあるが、住民
票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況である。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番
号法第14条第２項が周知されているならば、個人番号入り住民票は不要になる
場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知
がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住
民票の請求を減らすという面からのアプローチも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊
害でしかなく、限られた人材と時間の中で対応するには現実的ではない。

　法定代理人が直接受け取ることで請求者本人が受け取れない状況にあっ
ても個人情報の漏洩のリスクを減らすことができる。
　代理人が行う手続きに関しても直接交付することで手続きの利便性が上が
る。

番号法第15条及び第
19条
住民基本台帳事務処
理要領第２－４－（１）
－（カ）

内閣府、個人情報保
護委員会、総務省

豊田市 宮城県、山形
市、白河市、ひた
ちなか市、高崎
市、桶川市、柏
市、袖ケ浦市、
江戸川区、清瀬
市、川崎市、平
塚市、三条市、
福井市、多治見
市、浜松市、春
日井市、枚方
市、八尾市、富
田林市、東大阪
市、伊丹市、庄
原市、府中町、
徳島市、宇和島
市、筑後市、芦
屋町、大村市、
宮崎市

○当市においても、成年後見人が成年被後見人の「個人番号の記載のある住民票の写し」の交付を申請した場合の対応
に苦慮しているところである。
　成年被後見人の確定申告を成年後見人が代理で行う場合等に「個人番号の記載のある住民票の写し」の交付を求める
ケースがあり、事務処理要領に拠って直接交付を行わず、請求者本人あてに郵便で送付する取扱いを行っている。その際
に、要領の「適当である」という記述から、市町村の「柔軟な対応」を求める成年後見人の声もある。
　また、本人が郵便物の転送手続きをとっている場合、転送不要郵便で送るため、転送先へは送れず返戻されてしまうと
いったケースも多々生じている。
○法定代理人や後見人、療育手帳に記載されている保護者などからマイナンバー入りの住民票を請求される事例が多
い。しかし、同一世帯ではないため、郵送料を受領し、施設や被後見人等の単身世帯へ郵送しているため、手続きを行う代
理人がその都度施設や該当者宅に出向き受け取っている状況である。交付を許容するよう整備されれば、代理人も事務
の負担も軽減すると思われる。それと共にマイナンバーによる手続については、できる限り最小限に抑えていただきたい。
○番号法第１４条第２項が周知されていないと考えられる。
○成年後見人が個人番号記載の住民票を請求される場合で、成年被後見人による受け取りが不安視される事例（認知症
の方になると、受け取っても無くしてしまう等の問題を抱えているケース）も多く、対応に苦慮しているところ。
○当市においてもマイナンバー入り住民票交付事務を行うに当たり、提案団体が示す支障事例「代理人が取得する事例と
して、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本人が窓口に来ることができ
ず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛てに郵便等で送付している。　民法
に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続きの利便性に欠け、郵便等で送付することは個人
情報保護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。」が同様に生じており、「法定代理人の請
求に対し本人に郵送する」といった事務負担を招いている。
○当市でも同様の対応で実施している。
代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本人
が窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度による請求者本人宛てに郵便等で
送付している。
○郵送したものが送付先不明で返送されることがあり、取扱いに苦慮したことがある。
○施設入所者や被後見人の場合など、請求者本人の心身上等の理由により代理人を通して取得する事例がある。成年後
見人等の法定代理人に直接交付せず、請求者本人（被後見人）あてに郵送することは、個人情報漏洩のリスクに繋がると
懸念される。
○代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本
人が窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛てに郵
便等で送付している。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されているなら
ば、個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からのアプ
ローチも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊害でしかなく、限られた人材と時間の中で対
応するには現実的ではない。
○本市においても、代理人が個人番号入り住民票を請求をした場合は、法定代理人及び任意代理人を問わず、本人宛て
に郵便等で送付している。
　このことにより、特に成年後見人の場合に、制限行為能力者本人に送付せざるを得ないことにより、個人情報漏洩の危
険性が高い状況となっている。
　また、住民票を請求した成年後見人からは、直接代理人に交付されない状況は、「成年後見制度」の理念と目的に対し齟
齬が生じているとの指摘があり、後見人からの理解が得難く、対応に苦慮している。
○本市においても、代理人が申請した場合は、現行制度により請求者本人に郵便で送付しているが、本人が入院中などに
より長期にわたり自宅に不在なため郵便局から宛所なしで返送されてきた事例が２、３件発生している。このような場合で
も返送されてきた書類を本人以外に手渡すことができないため、再度代理人に連絡を入れて郵便物が本人に届くような手
続きをお願いするほか、申請を取り消すことになった場合は手数料の返金手続きを行う必要があるなどその都度対応に苦
慮している。
○法定代理人が，個人番号記載の住民票を請求する件数は多くないが，法定代理人が成年後見人である場合，本人に郵
送することが適切なのか疑問がある。
また，個人番号記載の住民票は，行政機関への提出のために請求されることが多いが，住民票関係情報は情報連携によ
り取得することが可能であり，住民票の提出を求める必要はないと思われることから，市民と地方公共団体窓口の負担軽
減のために，行政機関への制度周知は必要である。
○親族以外の成年後見人から被後見人の個人番号記載の住民票の申請があったが、同処理要領にしたがい、郵送によ
る交付を行おうとしたところ、後見人は不服としトラブルとなった事例があった。
後見人は被後見人の財産管理等の職を担い、個人番号を利用した手続きの代行をすることも考えられるため、直接交付
することは支障がないと思われる。判断能力が欠ける本人あてに住民票を郵送する場合のほうが事務が煩雑になる恐れ
があると考える。
○代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本
人が窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛てに郵
便等で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続きの利便性に欠け、郵便等で送付することは
個人情報保護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に交付
する必要がない場合もあるが、住民票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況である。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されているなら
ば、個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からのアプ
ローチも必要であると思われる。
○代理人が取得を希望する例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等、請求者本人が窓口に来るこ
とができない場合等、現行制度では、請求者本人住所地宛てに郵便等で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、利便性に欠け、郵便等で送付することは個人情報
保護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に交付
する必要がない場合もあるが、住民票の請求は拒否できないため、申請人住所地に送付せざるを得ない。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に交付
する必要がない場合もあるが、住民票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況である。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されているなら
ば、個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からのアプ
ローチも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊害でしかなく、限られた人材と時間の中で対
応するには現実的ではない。
○後見人から、なぜマイナンバー入りの住民票が直接受け取れないのかとの苦情が多い。
番号通知書類（通知カード）が役所に返戻された場合、後見の登記事項証明と後見人の本人確認があれば、返戻書類を
後見人に渡している。（事務処理要領２-（1）-イ-（エ）-Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　特に一度上記運用で通知カードを受取っ
た後見人からマイナンバー入りの住民票を請求された時に、大変もめたことがある。その時に上記運用上の矛盾を指摘さ
れた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マイナンバー入りの住民票の発行については、事務処理要領２-（1）-イ-（エ）の
運用を適用すべきと考える。
○県内のある市では成年後見人から被後見人のマイナンバー入り住民票の交付申請を受けたが、直接交付ができず被
後見人の住所への郵送を行う旨を伝えたところ、被後見人は郵送されても受け取れるだけの責任能力がない、法律で決
められた代理人であるのに本人に代わって直接交付できないことに対し苦情があった。
また、任意代理人の場合でも、入院、施設入所等で自宅にいないケースもあり、自宅に簡易書留で郵送しても受け取って
もらえず返戻される場合も多くなっている。遠方から来ている代理人もおり、窓口での説明や、戻ってきた分についてのそ
の後の処理など、市町村窓口では事務的な負担となっている。
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○具体的な支障事例にあるように、申請者の世帯構成を調べるため住基ネットを使用した場
合で仮に全く業務に関係のない人についても情報照会したとすると、当該全く業務に関係の
ない人からの開示請求に備え、なぜ住基ネットを使用して情報照会したのか理由をたどるこ
とができる状態にする必要があり、かえって事務が増えている。
○情報提供ネットワークの「住民基本台帳関係情報」として世帯主のマイナンバーを追加し同
一世帯を抽出可能とするなど、情報提供ネットワーク内で世帯関係照会を完結できる仕組み
を構築し、不要な情報照会をなくすとともに、マイナンバー制度自体の精度を向上させる必要
があると考える。
○申請を受けてから照会をかけるまでに多くの手間と時間がかかり、マイナンバー制度の目
的である行政事務の効率化、住民の利便性向上が図られていないだけでなく、逆に非効率と
なっている。
必要に応じて、法制上整理したうえで、関係法令の改正等所要の措置を取ること。
　また、適切に情報連携を行うため、新たな仕組み・フローを構築すること。（システム面の改
修を含む。）
　※個人情報の過剰利用のおそれや、個人情報保護法違反の可能性も回避できる。
○マイナンバー利用事務において、対象者のマイナンバー（個人番号）を基に住民基本台帳
ネットワークシステムにて同一住所検索を実施することは、同一住所ではあるが別世帯であ
る住民の特定個人情報までも取り扱うこととなり、事務に関係のない住民の特定個人情報を
取り扱うこととなるため、特定個人情報の取扱い上、問題があると考える。
○マイナンバーを用いて申請する各種手続きのうち、世帯構成の確認が必要な手続きにお
いて、申請者と関係のない隣人の個人情報を検索する恐れがあり、また、この場合、申請者
の行政手続の状況を第三者（隣人）が推測し得る状況となる。
○当県においても住民票謄本を必要とする事務において住民票の添付省略ができていな
い。
総務省が示す事務手続き方法においては、最終的に情報が取得はできるものの、手続きが
複雑で作業量・作業コストとも増すばかりであり、行政事務の効率化を阻害している。
このことから、情報提供ネットワークシステムで住民票謄本情報が取得できる新たな仕組み
が必要と考える。
○ガイドラインに示されている事務フローについては，提案団体の指摘する個人情報保護の
観点に加え，事務処理効率の観点からも最適であるとは言い難い。
　住基ネットで取り扱う基本4情報と情報提供ＮＷＳで取り扱う世帯コードをどちらか一方のシ
ステムで組み合わせて取り扱うことができれば，「申請者との同一世帯検索」の実施が可能と
なり，提案団体の懸念する課題が克服されるだけでなく，事務手続きの更なる簡素化に繋が
ると考えられる。
　現行事務フローの正当性について法制上の整理を行うことはもとより，新たな仕組み・フ
ローの構築について積極的な検討を要望したい。
○検索したい対象と同一でない人物に対して,情報照会を行った場合，誤って照会した履歴が
マイナポータル上に残ることになる。
○　住民票情報の情報連携は住基ネットと併用することで初めて必要な情報を得ることが可
能となっており、紙の住民票を提出していただく従来の運用よりも事務負担が増となってい
る。
　情報連携の促進を図るためには、当該事務に係る情報連携の仕組みに係る見直しが必須
である。

苫小牧市、水戸
市、ひたちなか
市、八王子市、
川崎市、富山
県、愛知県、春
日井市、大阪
府、伊丹市、鳥
取県、福岡県、
芦屋町、大村市

千葉県、神
奈川県

内閣府、個人情報保護
委員会、総務省

住民基本台帳法、社
会保障・税番号制度に
おける情報連携

　行政事務の適正化、個人情報保護の観点から、適切な運用が可能となり、
申請時に住民票を省略することができる。

【ガイドラインに示される事務フロー】
多くの事務手続に使用される住民票謄本に相当する情報は、申請者のマイナ
ンバー（個人番号）をキーとした情報連携によって得られる情報の対象外となっ
ており、このことを補うために、ガイドラインで、
①住基ネット端末によって「申請者との同一住所検索」を実施
②①で得た個人番号を使って、情報提供ネットワークシステムへ「住民票関係
情報」を照会
③回答結果の世帯コードで、同一世帯を特定
することが「できる」とされている。
この方法は、申請者世帯がアパートや施設等の住所を正確に届け出ていない
場合や申請者が寮やシェアハウスに居住しているなど同一住所に複数世帯が
存在する場合において、申請者と関係のない隣人の個人情報を検索し、利用し
てしまう可能性があるほか、照会結果はマイナポータルに履歴として残るため、
申請者がどのような行政手続を行ったか、隣人が推測し得る状況となってしま
う可能性がある。
【支障事例】
上記については、以下の問題があるため、現状、マイナンバーを用いて申請す
る各種手続きにおいて、住民票の添付を省略できていない。
・申請者と関係のない隣人の個人情報を検索し、利用することは、県個人情報
保護条例上制限されている、個人情報の過剰利用となるおそれがある。
・申請者の行政手続の状況を第三者が推測し得る状況となることは、行政機関
個人情報保護法違反となる可能性がある。

　「地方公共団体における番号制
度の導入ガイドライン（平成25年８
月総務省作成）（以下「ガイドライ
ン」という。）」において示す事務フ
ローの正当性について、法制上
整理したうえで、関係法令の改正
等所要の措置を取ること。
　あるいは、適切に情報連携を行
うため、新たな仕組み・フローを構
築すること。（システム面の改修を
含む。）

マイナンバー制度に
おける住民票情報の
取得方法の適正化

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

31
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区分 分野 団体名 支障事例

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

○死亡後の手続き全般についてマイナンバーの取り扱いの周知を行い、必要性を精査しでき
る限り最小限に抑えていただきたい。
○保険会社の手続き等で亡くなった方のマイナンバーについての問合せがあるが、死亡者
が単独世帯の場合、通知カードやマイナンバーカードの所在が分からないケースが多く、個
人番号入りの住民票も案内できないため対応に苦慮している。現行の制度においては、同一
世帯の請求については規定があるものの、同一世帯ではない直系血族の請求については規
定が無いため、取り扱いについて明確化してほしい。
○保険会社や税務署、労働基準局等に提出するのに死亡者の住民票（単身者）にマイナン
バー入りを求められることがあり、総務省の事務連絡の個人番号制度関係質疑応答集により
交付できないと断っているが、納得されない方も少なくない。
○現在、本市でも、死亡者に関しては同一世帯以外の申請者にマイナンバー入りの住民票
の交付を行っていないが、請求が多いことは事実であり、マイナンバー利用事務・マイナン
バー関係事務の実施者向けに死亡者に関するマイナンバーの取扱のルールを定め、周知す
ることは必要と思われる。
○当市においてもマイナンバー入り住民票交付事務を行うに当たり、提案団体が示す支障事
例、「死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命保険会社
などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死亡者の通知カード及び
マイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入りの住民票を請求しないと同ナンバー
を知り得ることができない。しかしながら、現在の法令では、同一世帯の住民の請求について
は規定があるが、同一世帯ではない直系血族の請求については規定がない。」が、同様に生
じており、「別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求について、規定の明確化がされてい
ないため、市での対応に苦慮する。」といった事務負担を招いている。
そのため、「死亡者のマイナンバー入り住民票の発行について、別世帯に住む直系血族の世
帯員からの請求についての規定の明確化を求める。また、死亡保険金の相続処理に関連し
て、保険会社に対しても通知の発出等により、マイナンバーの取り扱いを周知することを求め
る。」といった提案の趣旨に賛同します。
○別世帯の請求者への説明に時間を要するケースもあり、保険会社への通知の発出は必要
だと考える。
○死亡者と同一世帯であった者からの請求でなければ、死亡者の個人番号が記載された住
民票の除票の写しの交付ができないこと、及び個人番号が不明でも相続手続き等が可能で
あることが、住民及び生命保険会社等の関係機関等に周知されていないために、窓口でトラ
ブルになることが多く、対応に苦慮している。
　このことについては、提出先である生命保険会社等の関係機関に周知するよう、全国連合
戸籍住民基本台帳事務協議会を通じて総務省に要望しているところである。
○同様のケースが本市においてもあることから、住基法第１２条の３第１項第１号の「自己の
権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある
者」については、別世帯であっても死亡の住民票の除票に個人番号を記載できるように法改
正すべきと考える。
○規定の明確化を行うことにより，市町村間における事務処理差の解消が期待される。
○死亡時に同世帯であったものがいない場合、マイナンバー入り住民票を請求できないこと
が周知されていない、且つ、マイナンバーが各種手続きに必須であるという誤解のため、窓
口でのトラブルが増えている。

宮城県、山形
市、白河市、石
岡市、ひたちな
か市、高崎市、
所沢市、桶川
市、柏市、袖ケ
浦市、江戸川
区、川崎市、平
塚市、多治見
市、浜松市、春
日井市、枚方
市、八尾市、伊
丹市、徳島市、
宇和島市、北九
州市、芦屋町、
宮崎市

【提案①参考資料】住民基
本台帳事務の住民票の写
し等の交付に係る請求者
の規定の明確化.pdf

郡山市内閣府、個人情報保護
委員会、金融庁、総務
省、財務省

住民基本台帳法第12
条及び第12条の３。住
民基本台帳事務処理
要領第２－４－（１）－
①－ア－（カ）及び第２
－４－（３）－①－ア

　別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求について、規定の明確化を行
うことにより、地方公共団体間における事務処理の差が解消される。
　また、保険会社へ通知の発出等を行うことで、住民及び保険会社の負担が
解消され、公益に資するものとなる。

　死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命
保険会社などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死
亡者の通知カード及びマイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入り
の住民票を請求しないと同ナンバーを知り得ることができない。しかしながら、
現在の法令では、同一世帯の住民の請求については規定があるが、同一世帯
ではない直系血族の請求については規定がない。

　死亡者のマイナンバー入り住民
票の発行について、別世帯に住
む直系血族の世帯員からの請求
についての規定の明確化を求め
る。
また、死亡保険金の相続処理に
関連して、保険会社に対しても通
知の発出等により、マイナンバー
の取り扱いを周知することを求め
る。

住民基本台帳事務の
住民票の写し等の交
付に係る請求者の規
定の明確化

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

○当市でも、「子どもの医療費助成に関する事務」を独自利用事務としているが、提案記載内
容と同じ支障をきたしている。
当市の独自利用事務は、「子どもの医療費助成に関する事務」の他にも「重度心身障害者等
の医療費助成に関する事務」と「ひとり親等の医療費助成に関する事務」があり、それぞれの
準ずる法定事務は、「特別児童扶養手当等の支給に関する事務」と「児童扶養手当の支給に
関する事務」としており、いずれも地方税関係情報の照会において本人同意は不要。
独自利用事務の情報連携においての同意は、年度毎に、地方税関係情報が必要となる者す
べての同意をとる必要があり、同意する者が自ら署名をすることとされている。
毎年行う年次更新時には、各制度の受給者本人のみならず扶養義務者等の同意も得る必
要があるため、同意書の書類を郵送し提出していただくこととしている。
市民負担軽減のために独自利用事務としたが、市民は同意書を作成し提出する手間が生
じ、行政側の事務も煩雑になっている。
○当市では、独自利用事務に「ひとり親家庭等医療費助成事務」、それに準ずる法定事務に
「児童扶養手当」があり、提案と同様の支障がある。規則の改正により、申請者のみならず、
事務担当者の負担軽減も図られる。
○当市においては、外国人生活保護事務をはじめ、14事務において特定個人情報の独自利
用を実施している。
　独自利用事務のみならず、一部の番号法法定事務であっても、地方税情報の本人同意を
求める運用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第1条にある「行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図
り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提
供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便
性の向上を得られるようにする」趣旨に反するものと思料される。
○当市の独自利用事務である、重度障害者医療費助成に関する事務の資格認定において、
申請者以外の同居家族の地方税関係情報の照会が必要な場合がある。その場合、申請者
以外の同居家族全員の同意書の提出がなければ資格認定ができない。そのため、自筆の同
意書を揃えて、窓口に申請（再度来庁）しなければならず、申請者側に負担が生じている。
　また、申請が資格認定発生日（例えば、転入日）の翌月となるなど月をまたいだ場合、資格
認定の始期が遅くなるため申請者に不利益が生じる。
　従って、重度障害者医療費助成事務に準ずる法定事務である「特別児童扶養手当の支給
に関する法律による障害児福祉手当もしくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改
正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務」と同様に、本人同意な
く地方税関係情報の照会ができるよう求める。

苫小牧市、船橋
市、福井市、山
県市、尼崎市、
大牟田市、筑後
市、熊本市

八王子市内閣府、個人情報保護
委員会、総務省

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第十九
条第八号に基づく特定
の個人情報の提供に
関する規則第２条第４
項第１号

191 　規則第2条第4項第1号において、独自利用事務の地方税関係情報の情報
照会についてはすべて本人同意が必要となっている。このことについて、独
自利用事務が準ずる法定事務において本人同意不要である場合は、当該独
自利用事務についても本人同意を不要とするよう規則改正を行うことで市民
サービスの向上及び行政事務の効率化を図る。

【支障事例】
　本市の独自利用事務である、子どもの医療費助成に関する事務（以下「助成
事務」という。）を例とする。
（前提）
助成事務の準ずる法定事務は「児童手当に関する事務」であり、児童手当に関
する事務は地方税関係情報の照会において本人同意は不要である。また、助
成事務と児童手当に関する事務については申請手続を同時に行っている。
（具体的内容）
　児童手当に関する事務は本人同意が不要であるにも関わらず、助成事務で
は本人同意が必要となり、同意に係る書類記入の手間が生じる。また、配偶者
等の申請者以外の方（以下「配偶者等」という。）の地方税関係情報の照会にあ
たっては、配偶者等の本人同意も必要となる。その場合、配偶者等の本人同意
書を郵送又は再度窓口に提出することとなり、申請者に負担が生じる。
　さらに、電子申請においても、配偶者等の本人同意を得ることができないた
め、同様に郵送又は窓口へ本人同意書を提出することになる。
【懸念事項】
　地方公共団体によって、準ずる法定事務の判断基準が異なる可能性がある。
【懸念事項の解消策】
　本人同意を不要とする独自利用事務は、独自利用事務及び準ずる法定事務
の内容を国が確認し、承認したものに限ることとする。

　独自利用事務の地方税関係情
報を情報照会する場合は、「行政
手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関す
る法律第十九条第八号に基づく
特定の個人情報の提供に関する
規則」（以下「規則」という。）第２
条第４項第１号に基づき、本人同
意が必要である。このことについ
て、独自利用事務と「趣旨又は目
的が同一かつ事務内容に類似性
がある法定事務」（以下「準ずる法
定事務」という。）が本人同意不要
である場合、独自利用事務につい
ても本人同意を不要とするよう規
則の改正を行う。同様に、庁内の
情報を照会する場合にも、準ずる
法定事務が本人同意不要である
場合、独自利用事務についても本
人同意を不要とする。

独自利用事務におけ
る税情報照会の簡略
化

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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金融庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

59 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 中小企業等協同組合
からの暴力団排除の
ための中小企業等協
同組合法の改正

中小企業等協同組合から暴力団
を排除することができるよう、条例
委任又は法改正による暴力団排
除条項の追加を行うこと。

【支障】
近年、暴力団排除条例の制定等により暴力団の排除のための施策が全国的
に進んでいる中、中小企業等協同組合についても全国中央会が定める定款参
考例へ暴力団排除の条文が加わったところである（平成27年）。
しかし、中小企業等協同組合法には暴力団排除規定が置かれておらず、認可
庁としては暴力団と関わりのある組合の認可を拒否したいが、法律上での明確
な根拠がないことが支障となり、排除することが難しい。また、警察への暴力団
照会も、法律上での明確な根拠がないために行えない状況である。
【改正の必要性】
反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要
があり、犯罪対策閣僚会議の「「世界一安全な日本」創造戦略」においても、「各
種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。ついては、他
法律（貸金業法や水産業協同組合法など）と同様に、中小企業等協同組合法
にも暴力団排除規定を追加することを求める。

中小企業等協同組合
法

警察庁、金融庁、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

石岡市、川崎
市、綾瀬市、奈
良県、愛媛県、
熊本市、大分県

○今後支障事例が生じる可能性は高いこと、また、暴力団排除が社会全体の課題であ
ることや貸金業法など類似法令との整合性から改正が必要である。
○反社会的勢力排除を徹底する上で、中小企業等協同組合法への暴力団等排除規定
の追加は必要不可欠であると考えられる。
○本県においても、他県と同様、仮に暴力団関係者から組合設立の認可申請があった
場合、認可を拒否する法令上の明確な根拠がないことから、法改正の必要性があると考
える。
○認可の根拠法である中小企業等協同組合法において、明確な排除規定がないことか
ら、法に基づいて暴力団と関わりのある組合の認可を拒否することは、難しいと考える。
暴力団排除条例の制定等により、県レベルの施策として暴力団の排除が全国的に進む
中、組合等団体における企業倫理を遵守する意味でも、法において排除規定を定めるこ
とに賛同する。

○死亡後の手続き全般についてマイナンバーの取り扱いの周知を行い、必要性を精査
しできる限り最小限に抑えていただきたい。
○保険会社の手続き等で亡くなった方のマイナンバーについての問合せがあるが、死亡
者が単独世帯の場合、通知カードやマイナンバーカードの所在が分からないケースが多
く、個人番号入りの住民票も案内できないため対応に苦慮している。現行の制度におい
ては、同一世帯の請求については規定があるものの、同一世帯ではない直系血族の請
求については規定が無いため、取り扱いについて明確化してほしい。
○保険会社や税務署、労働基準局等に提出するのに死亡者の住民票（単身者）にマイ
ナンバー入りを求められることがあり、総務省の事務連絡の個人番号制度関係質疑応
答集により交付できないと断っているが、納得されない方も少なくない。
○現在、本市でも、死亡者に関しては同一世帯以外の申請者にマイナンバー入りの住
民票の交付を行っていないが、請求が多いことは事実であり、マイナンバー利用事務・マ
イナンバー関係事務の実施者向けに死亡者に関するマイナンバーの取扱のルールを定
め、周知することは必要と思われる。
○当市においてもマイナンバー入り住民票交付事務を行うに当たり、提案団体が示す支
障事例、「死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命
保険会社などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死亡者の
通知カード及びマイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入りの住民票を請求
しないと同ナンバーを知り得ることができない。しかしながら、現在の法令では、同一世
帯の住民の請求については規定があるが、同一世帯ではない直系血族の請求について
は規定がない。」が、同様に生じており、「別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求
について、規定の明確化がされていないため、市での対応に苦慮する。」といった事務負
担を招いている。
そのため、「死亡者のマイナンバー入り住民票の発行について、別世帯に住む直系血族
の世帯員からの請求についての規定の明確化を求める。また、死亡保険金の相続処理
に関連して、保険会社に対しても通知の発出等により、マイナンバーの取り扱いを周知
することを求める。」といった提案の趣旨に賛同します。
○別世帯の請求者への説明に時間を要するケースもあり、保険会社への通知の発出は
必要だと考える。
○死亡者と同一世帯であった者からの請求でなければ、死亡者の個人番号が記載され
た住民票の除票の写しの交付ができないこと、及び個人番号が不明でも相続手続き等
が可能であることが、住民及び生命保険会社等の関係機関等に周知されていないため
に、窓口でトラブルになることが多く、対応に苦慮している。
　このことについては、提出先である生命保険会社等の関係機関に周知するよう、全国
連合戸籍住民基本台帳事務協議会を通じて総務省に要望しているところである。
○同様のケースが本市においてもあることから、住基法第１２条の３第１項第１号の「自
己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必
要がある者」については、別世帯であっても死亡の住民票の除票に個人番号を記載でき
るように法改正すべきと考える。
○規定の明確化を行うことにより，市町村間における事務処理差の解消が期待される。
○死亡時に同世帯であったものがいない場合、マイナンバー入り住民票を請求できない
ことが周知されていない、且つ、マイナンバーが各種手続きに必須であるという誤解のた
め、窓口でのトラブルが増えている。

　死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命
保険会社などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死
亡者の通知カード及びマイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入り
の住民票を請求しないと同ナンバーを知り得ることができない。しかしながら、
現在の法令では、同一世帯の住民の請求については規定があるが、同一世帯
ではない直系血族の請求については規定がない。

　別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求について、規定の明確化を行
うことにより、地方公共団体間における事務処理の差が解消される。
　また、保険会社へ通知の発出等を行うことで、住民及び保険会社の負担が
解消され、公益に資するものとなる。

住民基本台帳法第12
条及び第12条の３。住
民基本台帳事務処理
要領第２－４－（１）－
①－ア－（カ）及び第２
－４－（３）－①－ア

内閣府、個人情報保護
委員会、金融庁、総務
省、財務省

郡山市 【提案①参考資料】住民基
本台帳事務の住民票の写
し等の交付に係る請求者
の規定の明確化.pdf

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

156 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 住民基本台帳事務の
住民票の写し等の交
付に係る請求者の規
定の明確化

　死亡者のマイナンバー入り住民
票の発行について、別世帯に住
む直系血族の世帯員からの請求
についての規定の明確化を求め
る。
また、死亡保険金の相続処理に
関連して、保険会社に対しても通
知の発出等により、マイナンバー
の取り扱いを周知することを求め
る。

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

宮城県、山形
市、白河市、石
岡市、ひたちな
か市、高崎市、
所沢市、桶川
市、柏市、袖ケ
浦市、江戸川
区、川崎市、平
塚市、多治見
市、浜松市、春
日井市、枚方
市、八尾市、伊
丹市、徳島市、
宇和島市、北九
州市、芦屋町、
宮崎市



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

74 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 食品の特別用途表示
の許可申請に係る都
道府県経由事務の廃
止

健康増進法における特別用途
表示の許可申請について、営業
所（本社、研究所等）の所在地の
都道府県経由事務を廃止し、申
請者から直接、内閣総理大臣
（消費者庁）へ申請することとす
る。

【支障事例】
現行制度では、食品の特別用途表示の許可申請は、営業所の所在地の都道府
県（窓口は保健所）を経由して消費者庁に提出することとされている。
また、許可書についても、消費者庁から都道府県（本庁、保健所）を経由し、申
請者に送付される。
実質的な審査等は消費者庁が行っており、都道府県の行っている事務は必要
部数や書類項目の確認といった形式的なものであり、都道府県を経由すること
によって、却って実質的な審査開始までに時間がかかっている。なお、申請書は
郵送による提出が可能なため、保健所が窓口となる必要はないものと考えられ
る。

【制度改正による効果】
都道府県の経由事務を廃止し、申請者が直接、消費者庁に申請することによ
り、直ちに審査が開始できるなど、申請事務の効率化が期待できる。

健康増進法第２６条第
２項

消費者庁 愛知県 茨城県、
石川県、
徳島県、
熊本市

○県による審査は形式的なものであり、廃止により効率的で迅速な審査が期待される。
○許可要件に関する詳細な質問については窓口である保健所では明確な回答ができず、消費者
庁へ照会する事になり時間がかかると共に、細かなニュアンスの違いなどにより誤解を生じる可能
性がある。
○保健所が申請書提出の窓口になることは、申請者にとってメリットがない。
○本県事業者からも、速やかな事務処理に関する要望があるため、都道府県の経由事務を廃止
していただきたい。

消費者庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

提案区分

制度の所管・関係府省
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

管理
番号

その他
(特記事項)

団体名
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区分 分野 団体名 支障事例

2 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 国勢調査調査員選考
において税務関係者
を避ける要件の廃止

国勢調査における調査員の選考
要件の中の「税務に直接関係の
ない者であること」の記述を削除
する。

【支障事例】
国勢調査では他の調査に比べて桁違いの調査員が必要で、確保対策を講じて
いるが有効な手立てがないまま苦慮している。
当市においては、平成27年調査でも一般公募での不足を職員で充てねばなら
ず、事務職はもちろん消防職、保育職まで従事した。それでも足りず、1人当た
りの担当調査区数を増やすことで充当した。税務関係課職員は約100人いた
が、市町村事務要領で税務関係者は避けるように記載されているため従事しな
かった。予備人員が確保できない今の状況が変わらなければ期日どおりに調
査できなかったり、調査できない調査区が出たりする可能性がある。

【税務関係者が統計調査業務に従事することについて、住民が疑念を持つとい
う懸念に対する説明】
調査に従事した職員の中には多くの元税務関係課職員がいるが、税務の調査
に利用されるとの誤解や苦情を受けたことはなく、県内の市町村にアンケートを
した結果、他市町村でも同様であった。
実際、調査票の中に税務調査に密接に関係し、通常の税務調査では知り得な
い項目はない。
元々、統計法で守秘義務が定められており、行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律もある。個人情報に関する法律上での環境が整っており、統
計調査の回答が他の用途に使用されないことは明らかである。
また、市ではさまざまな分野で市民と利害関係にあるが、実際に国勢調査に従
事した市職員が職員であることで調査対象から疑義を受けたり、トラブルになっ
たりしたこともない。

円滑な調査実施の可否に重要な調査員について、成り手が減少している中
で、調査員の確保に有効であり、十分な人数で調査を実施することは調査の
精度向上にも繋がる。

国勢調査市町村事務
要領

総務省 春日井市 日経新聞記事
中日新聞記事
県内市町村アンケート結果
別紙あり

仙台市、山形
市、福島県、郡
山市、いわき市、
白河市、水戸
市、ひたちなか
市、所沢市、富
津市、野々市
市、福井市、南ア
ルプス市、山県
市、三島市、一
宮市、小牧市、
八幡市、伊丹
市、出雲市、広
島県、徳島市、
高松市、愛媛
県、新居浜市、
東温市、高知
県、北九州市、
大牟田市、糸島
市、大村市、八
代市、宮崎市

○職員を調査員として動員する場合でも、100人余りの税務関係職員を除外すると、対象者が
少なくなり、従事者の選出に支障が生じている。
○登録調査員の高齢化が進んでいる中、調査員の負担が増大するとともに、オンライン調査
の推進に高齢化した調査員がなじめず、その確保を難しくしている現状にある。
○市報・掲示板等で公募しているが、高齢化が進んでいること、６０歳代以上の方の就業率が
高くなっていること等、一般公募で調査員を確保するのは非常に困難である。
○本市においても、登録調査員の数が年々減少しており、調査員確保に苦慮している。特に国
勢調査においては従来より市職員を動員して調査にあたっているが、一般調査員の減少、市
職員の多忙化、職員数削減等により、市職員による調査員確保にも苦慮している。
○本市では、国勢調査実施時に、元税務関係職員も調査員として従事しているが、税務調査
に利用される等との苦情を受けたことはなく、税務関係職員を除外することにより、調査員の確
保が一層難しくなっている。
平成27年国勢調査においては、調査員確保に苦慮し、一般公募も実施したところであるが、調
査員の力量のバラつきは否めず、指導員や統計担当職員の事務負担増となった。
○大都市統計協議会から国に対して要望しているところである。
○当市においては、平成27年調査でも一般公募や自治会推薦を行った上で生じた100名以上
の不足を職員で充てねばならず、事務職はもちろん消防職、保育職まで従事した。それでも足
りず、1人当たりの担当調査区数を増やすことで充当した。税務関係課職員は約50人いたが、
市町村事務要領で税務関係者は避けるように記載されているため従事しなかった。予備人員
が確保できない今の状況が変わらなければ、正確な調査実施に支障が生じる可能性がある。

Ｂ　地方に対する
規制緩和

8 行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号、別表第二の26
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律別表第
二の主務省令で定め
る事務及び情報を定
める命令第19条
生活保護法第29条

　休業補償給付等の受給が疑われる場合において、生活保護法第29条に基
づく個別の文書照会を実施する必要がなくなり、また、速やかに回答を得るこ
とができるようになるため、生活保護の決定・実施や徴収金の徴収に係る事
務が効率的に行えるようになる。

　生活保護の決定・実施等の事務手続において、現行のマイナンバー制度で
は、例えば雇用保険法による失業等給付の支給に関する情報は入手できるも
のとされているが、労働者災害補償保険法による休業補償給付等の支給に関
する情報は入手できるものとされていない。
　こうした中、本市では平成29年度中において、労働者災害補償保険法に係る
休業補償給付等を受給しているにもかかわらず、これを福祉事務所に届け出
ず、生活保護を不正受給した事案が2件発生しており、こうした給付金の受給状
況を効率的に把握する必要性が生じている。
　このため、マイナンバーによる情報連携により、生活保護の決定・実施等の事
務手続において、労働者災害補償保険法による休業補償給付等の支給に関す
る情報を収集可能としていただきたい。

　マイナンバーによる情報連携に
より、生活保護の決定・実施等の
事務手続において、労働者災害
補償保険法による休業補償給付
等の支給に関する情報を収集可
能としていただきたい。

生活保護の実施等の
事務手続におけるマ
イナンバーの情報連
携項目の追加

医療・福祉 ○労働者災害補償保険法による休業補償給付等の受給は申告がないと発見することが難し
く、受給が疑わしい場合は生活保護法第29条に基づく個別の文書照会を実施するが、不正受
給を発見されないまま徴収を免れている受給者がいる可能性がある。
○休業補償給付等の受給の有無については、生活保護法第29条に基づく調査によって保護
の実施機関が把握することは可能であるが、生活保護受給者からの収入申告がなければ不
正受給につながる可能性が高く、迅速かつ正確に生活保護受給者の収入を把握するために
は、マイナンバーによる情報連携により、労働者災害補償保険法による休業補償給付等の支
給に関する情報が収集可能となる必要がある。
○休業補償給付等の支給状況が的確に把握できないと、不正受給となる事例が懸念されるた
め。
○平成29年度中に労災に係る不正受給案件が１件発生した福祉事務所があった。
世帯からの申告が無かったが、職場で怪我をしたとの聴取内容から法29条に基づき地元労働
基準監督署に文書照会し、不正受給が発覚したもの。
照会内容についての回答は得られたものの地元監督署限りでは回答できず、回答までに２週
間程度を要した。
○休業補償給付等の受給の可能性がある場合において、生活保護法第29条に基づく個別の
文書照会では、文書照会の作成事務が負担となるほか、回答までに相当な時間を要するた
め、保護費の遡及変更が生じる可能性がある。
　その点、マイナンバーによる情報連携が可能となれば、照会事務の負担が軽減し、即日支給
情報が収集できることで、保護費の遡及変更の可能性は減少する。
　ただし、マイナンバーによる情報連携の全体的なことではあるが、情報提供エラーの発生や
提供情報に不備があるなどを避け、情報連携による正確な情報提供の担保が必要である。
○本市においても、生活保護法第２９条に基づく個別の文書照会により受給状況を把握してい
るため、マイナンバーによる情報連携により、事務の効率化につながる考える。
○本市においても、平成26年度以降、休業補償給付が3件発生した。不正受給にまでは発展し
なかったが、被保護者が申告をせず、不正に休業補償給付を受給するケースの発生が考えら
れ、その際には、関係機関へ照会して状況を把握する必要がある。
　現行の制度では、紙媒体での照会しかできないため、調査に時間を要する。情報連携を活用
することにより、速やかに状況を把握し、効率的な調査が可能になると考えられる。
○提案団体記載のとおり、本市においても休業補償給付等の受給が疑われる場合において、
生活保護法第29条に基づく個別の文書照会を実施する必要がなくなり、速やかに回答を得る
ことができるようになるため、生活保護の決定・実施や徴収金の徴収に係る事務が効率的に行
えるようになれば、不正受給の防止に効果があると考えます。

仙台市、所沢
市、千葉市、大
和市、新潟市、
福井市、岐阜
市、多治見市、
浜松市、京都
市、堺市、八尾
市、神戸市、岡
山市、高知県、
熊本市、宮崎市

広島市、広
島県

内閣府、総務省、厚生
労働省

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

9 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 行政不服審査法に基
づく審理手続の簡素
化

地方公共団体の情報公開・個人
情報保護審査会が諮問を受けて
実質的な審理を行う審査請求に
ついては、審査庁による審理手続
に係る事務を廃止するよう求め
る。

　国の情報公開・個人情報保護事務においては、行政機関の保有する情報の
公開に関する法律（以下「行政機関情報公開法」という。）及び行政機関の保有
する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関個人情報保護法」という。）
に基づく開示決定等について、行政不服審査法に基づく審査請求がなされた場
合、行政機関情報公開法及び行政機関個人情報保護法の規定により、行政不
服審査法に基づく口頭意見陳述等の審理手続を経ずに直ちに情報公開・個人
情報保護審査会に諮問することとされており、迅速な審理が可能となっている。
　一方、本市における情報公開・個人情報保護事務においては、広島市情報公
開条例及び広島市個人情報保護条例に基づく開示決定等について、行政不服
審査法に基づく審査請求がなされた場合、審査庁による口頭意見陳述等の審
理手続を経て情報公開・個人情報保護審査会に諮問する必要があることから、
国と比べて迅速な審理ができない状況にある。
　実際、平成28年度及び平成29年度に、広島市情報公開・個人情報保護審査
会に諮問した審査請求のうち、11件の審査請求について審査庁が口頭意見陳
述を実施した。
　ついては、地方公共団体の情報公開審査会等が諮問を受けて実質的な審査
を行う審査請求については、審査庁による審理手続を経ることなく、審査会に
諮問できるよう、審理手続の廃止を求める。

　審査庁による審理手続を経ることなく広島市情報公開・個人情報保護審査
会に諮問することができ、審査請求人の簡易迅速な救済が図られる。
　また、当該審理手続に係る事務を廃止すると、行政不服審査法に基づく口
頭意見陳述に係る事務負担（日程調整、陳述の対応、記録作成等）の軽減
が可能となる。

行政不服審査法第31
条等
（参考）
行政機関の保有する
情報の公開に関する
法律第18条第1項
行政機関の保有する
個人情報の保護に関
する法律第42条第1項

総務省 広島市 旭川市、ひたち
なか市、栃木県、
川崎市、中津川
市、山県市、浜
松市、京都府、
京都市、神戸
市、伊丹市、徳
島県

○簡易迅速な国民の権利利益の救済という改正法の目的の実現を図るためにも、都道府県
や市町村の情報公開審査会等においても、インカメラ審理等、国の情報公開・個人情報保護
審査会と同等の審理手続が保障されるのであれば、審査庁における審査手続を法の適用除
外とし、簡素化できるようにしても特段の支障はないと考える。
○情報公開条例において、行政不服審査法に規定する審理手続と同等の内容を情報公開審
査会の調査権限として規定しており、行政不服審査法に基づく審理手続を省略したとしても、
審査請求人の救済の妨げとなることはなく、むしろ審理の迅速化につながるものと考えられ
る。
○本県でも審査請求の件数が増加しており，広島市と同様，審査請求人にとっては，簡易迅速
な救済が可能になること，また，実施機関にあっては，行政不服審査法に基づく口頭意見陳述
に係る事務負担の軽減が可能となることの観点から廃止を求めたい。
有識者で構成される審査会において審査されることにより、不服審査法の目的は達せられると
考える。

10 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 国勢調査の調査員の
選考基準の要件緩和

国勢調査の調査員として税務関
係職員も従事できるよう調査員の
選考基準の要件緩和を求める。

　総務省が実施する国勢調査では、調査に従事する調査員を、原則として民間
人（登録調査員や地元町内会から推薦された住民）の中から市町村が選考して
いる。
　しかしながら、オートロックマンションやワンルームマンションを中心に、調査
のための面接さえ困難な世帯が増加し、調査員のなり手が不足することから、
本市では市職員を調査員として従事させ、調査を実施しているところである。
　この調査員の選考に関し、国の事務要領では、「国勢調査の調査票が徴税や
犯罪捜査の資料として利用されるのではないかという誤解を招くことのないよう
にするため」という理由により、調査員の選考要件を「税務・警察に直接関係の
ない者であること」としている。このため、本市の税務関係職員を調査員として
従事させることができない状況にある。
　これについては、税務事務での活用が調査目的とならないことは国のホーム
ページ等で明確化されており、また、そもそも調査員には統計法上の守秘義務
があって他行政での転用が認められない制度上の担保がある。
　今後の国勢調査の実施に当たっては、上記のように調査が困難な世帯がま
すます増加することや、登録調査員の高齢化が進むことを考慮すると、調査員
のなり手がさらに不足し、これまで以上に市職員を調査員として活用することが
必要になってくるものと予見される。
　ついては、税務関係職員も国勢調査の調査員として市町村が選考できるよう
要件の緩和を求める。

　国勢調査の調査員に税務関係職員を従事させることができるようになるこ
とで、調査員を安定的に確保し、今後も調査を着実に行うことが可能となる。

・平成27年国勢調査
市町村の事務の処理
基準
・平成27年国勢調査
市町村事務要領（その
１）

総務省 広島市、広
島県

仙台市、山形
市、福島県、郡
山市、いわき市、
白河市、水戸
市、ひたちなか
市、所沢市、市
川市、富津市、
野々市市、福井
市、南アルプス
市、山県市、三
島市、春日井
市、小牧市、八
幡市、伊丹市、
南あわじ市、島
根県、防府市、
徳島市、高松
市、愛媛県、新
居浜市、東温
市、高知県、北
九州市、大牟田
市、島原市、大
村市、八代市、
宮崎市

○職員を調査員として動員する場合でも、100人余りの税務関係職員を除外すると、対象者が
少なくなり、従事者の選出に支障が生じている。
○登録調査員の高齢化が進んでいる中、調査員の負担が増大するとともに、オンライン調査
の推進に高齢化した調査員がなじめず、その確保を難しくしている現状にある。
○市報・掲示板等で公募しているが、高齢化が進んでいること、６０歳代以上の方の就業率が
高くなっていること等、一般公募で調査員を確保するのは非常に困難である。
○本市においても、登録調査員の数が年々減少しており、調査員確保に苦慮している。特に国
勢調査においては従来より市職員を動員して調査にあたっているが、一般調査員の減少、市
職員の多忙化、職員数削減等により、市職員による調査員確保にも苦慮している。
○本市では、国勢調査実施時に、元税務関係職員も調査員として従事しているが、税務調査
に利用される等との苦情を受けたことはなく、税務関係職員を除外することにより、調査員の確
保が一層難しくなっている。
平成27年国勢調査においては、調査員確保に苦慮し、一般公募も実施したところであるが、調
査員の力量のバラつきは否めず、指導員や統計担当職員の事務負担増となった。
○大都市統計協議会から国に対して要望しているところである。
○当市においては、平成27年調査でも一般公募や自治会推薦を行った上で生じた100名以上
の不足を職員で充てねばならず、事務職はもちろん消防職、保育職まで従事した。それでも足
りず、1人当たりの担当調査区数を増やすことで充当した。税務関係課職員は約50人いたが、
市町村事務要領で税務関係者は避けるように記載されているため従事しなかった。予備人員
が確保できない今の状況が変わらなければ、正確な調査実施に支障が生じる可能性がある。
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○本市では、投票に関する事務の責任者である投票管理者等について、その職務の重要性
及び専門性を考慮し、市職員を選任している。選挙に関する事務を委嘱された場合に忠実にそ
れを執行することが義務付けられている（公職選挙法第273条）市職員には、選挙事務に係る
経験やノウハウの豊富な蓄積があり、投票事務の適正かつ公平な管理執行のためには、投票
管理者等にも市職員を選任することが適当であるといえる。
　しかしながら、投票管理者等を選任するにあたっては、本市には85か所の投票所があり、そ
の人員確保に苦慮している。とりわけ、現行法令のもとでは、市長及び市議会議員の選挙にお
いて、投票管理者等に市内在住の職員を選任する必要があるが、選挙の都度、200名近くを確
保することは容易ではなく、結果として特定の職員への選任の固定化及び負担の増大化を招
いている。
　一方、期日前投票においては適任者確保の観点から、投票管理者等の資格要件を「選挙権
を有する者」とされているところであるが、このことによって、投票期日当日の投票と比較して、
期日前投票において選挙事務執行上、特別の支障が生じているとは言えず、また、適任者確
保の観点は期日前投票のみに必要なものではない。
　投票管理者等の資格要件を「選挙権を有する者」と緩和することは、より広い視点で適任者を
確保することにもつながり、より一層の公平公正な選挙執行に資するものである。また、平成
31年には統一地方選挙を控え、本市でも市議会議員選挙執行が予定されていることから、提
案内容の早期実現を求める。
　なお、本提案内容については、平成28年度に全国市区選挙管理委員会連合会（全国774の
市と特別区が加入）より、総務大臣等に要望している。
○本市においても、市内在住職員の数が減少しており、今までどおり投票管理者及び同職務
代理者の確保が出来ない事が予想されている。
　また、投票事務や選挙制度に関する十分な知識が必要であることから、住民の中から選任
するのも難しく、自治会等の協力も得がたいため、法改正を要望する。
○本県においても、管理者に充当する市町職員の確保に苦慮している。（特に投票日と動員を
要するイベントが重なった場合など）

宮城県、仙台
市、山形市、八
王子市、小田原
市、綾瀬市、中
井町、新潟市、
石川県、福井
市、山県市、浜
松市、田原市、
京都府、大阪
市、堺市、兵庫
県、神戸市、生
駒市、倉敷市、
府中町、高松
市、新居浜市、
北九州市、筑紫
野市、宮若市、
芦屋町、熊本
市、八代市、宮
崎市

広島市、広
島県

総務省公職選挙法第37条第2
項
公職選挙法施行令第
24条第1項

　市議会議員選挙等の実施において、効率的に投票管理者等の選任が行え
るようになる。

　公職選挙法では、選挙当日の投票管理者及びその職務代理者（以下「投票
管理者等」という。）は、「当該選挙の選挙権を有する者」でなければならないと
規定されている。
　特に市の選挙（市長選・市議選）においては、市外に居住する市職員を選任
できないことから、投票管理者等の選任に苦慮しているという実態がある。
　そこで、投票管理者等を「当該選挙の選挙権を有する者」ではなく、「選挙権を
有する者」の中から選任できるよう要件緩和を求める。

選挙における投票管理者及び同
職務代理者は、選挙の種類を問
わず、選任要件を「当該選挙の選
挙権を有する者」ではなく、「選挙
権を有する者」の中から選任でき
るよう要件緩和を求める。

選挙における投票管
理者及び同職務代理
者の要件緩和

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

11
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

13 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 電子マネーを利用した
公金収納の取扱いの
明確化

電子マネーを利用した公金の納
付が可能であることについて、法
令で明確化することを求める。

　地方公共団体の公金の納付方法については、現金による方法以外では、証
紙、口座振替、クレジットカード等によることとされている。
　しかし、近年、民間企業における決済手段として電子マネーが急速に普及し
ているが、この電子マネーを利用した公金の納付方法については、法令におい
て明確な規定がされていない。
　電子マネーによる納付が公金の支払方法の一つとして明確となれば、コンビ
ニエンスストアなど公金の収納と電子マネーの扱いを同時に行っている場所で
の公金の納付がより一層進み、市民の利便性の向上が図られるとともに、収納
率の向上も期待できると考えられる。
　そこで、電子マネーを利用した公金の納付が可能であることを明確化するよう
求める。

市税等の決済手段が多様化することにより、市民の利便性の向上が図られ
るとともに、収納率の向上も期待できると考えられる。

地方自治法第231条の
2、地方税法

総務省 広島市、広
島県

福島県、群馬
県、船橋市、兵
庫県、南あわじ
市、山口県、徳
島県

○全国的に電子マネーが普及していることから、公共団体においても決裁手段の一つとして整
備されていくことで市民の利便性の向上、収納率の向上が期待できる。
○電子マネーによる納付が公金の支払方法の一つとして明確となれば、コンビニエンスストア
など公金の収納と電子マネーの扱いを同時に行っている場所での公金の納付がより一層進
み、市民の利便性の向上が図られるとともに、収納率の向上も期待できると考えられる。

18 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 地方税法第20条の11
に基づく税務署の調
査協力についての対
応改善

国民健康保険料の滞納処分に必
要となるため、国民健康保険料に
ついても地方税と同様に市町村
が税務署に対して、地方税法第
20条の11に基づき資料の閲覧又
は提供その他の協力を求めた場
合において、協力に応じるものと
する通知等をするよう求める。

国民健康保険料の滞納処分に関しての調査のため、地方税法第20条の11によ
り、税務署に対して、関係書類の閲覧協力を求めると、国民健康保険料が「国
と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項」（平成９年３月21
日）（国税庁長官・自治事務次官）の対象とされていないことを理由に、税務署
から協力を拒まれた事例がある。地方税法第20条の11の協力要請に応じるか
否かは税務署が行政目的を阻害するおそれがあるかどうかについて案件ごと
に判断すべきであって、国民健康保険料が「国と地方団体との税務行政運営上
の協力についての了解事項」の対象とされていないことをもって、協力に応じな
いことは適当とはいえない。税務署の協力が得られないことにより、滞納者の
財産を調査することができず、国民健康保険料の徴収業務に支障が生じてい
る。

国税庁から税務署に対して、市町村が国民健康保険料の滞納処分に必要な
情報を求めた場合には協力に応じるよう通知等されれば、税務署から十分
かつ円滑な協力が得られることになり、国民健康保険料の滞納整理がより円
滑に遂行することができる。

国民健康保険法第79
条の2
地方自治法第231条の
3第3項
地方税法第20条の11

総務省、財務省、厚生
労働省

松戸市 船橋市、横浜
市、川崎市、神
戸市、鳥取県、
玉野市、高松
市、東温市、熊
本市

○本市においては、同様の支障事例はないが、今後同様の事例が生じた場合には、提案市と
同じく、徴収事務に支障がでるため。
また、税務署ではないが、他の自治体の税部門へ照会した際にも、公課（国民健康保険料）で
あることを理由に協力要請を拒否されたことがあり、必要な情報が収集できず、滞納整理事務
への支障が生じる事例があった。
○国民健康保険料の滞納処分に関しての調査のため、国税徴収法第146条の2により、他市に
対して、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供を求めたとこ
ろ、地方税法第22条を理由として、本人の同意書がなければ協力を拒まれた事例がある。他
市の協力が得られないことにより、滞納者の財産を調査することができず、国民健康保険料の
徴収業務に支障が生じている。
○国民健康保険料に係る滞納処分についても、その法的根拠は国民健康保険税と同様、地
方税法に準じているところであり、また、安定的な国民健康保険制度の運営に向けては、確実
な保険料（税）の収納が必要不可欠なことから、滞納整理の円滑な遂行のために、保険料と保
険税による区別なく、税務署においては協力に応じていただきたく、その一助として国から通知
等を発出することは必要であると認識している。
○本市においても、税務署の協力が得られないことにより、滞納者の財産を調査することがで
きず、国民健康保険料の徴収業務に支障が生じている。

　公職選挙法では、選挙当日の投票立会人は、「各投票区における選挙人名
簿に登録された者」でなければならないと規定されているが、有権者数の少な
い投票区においては、高齢化や就業環境の変化などにより投票立会人を選任
することが困難な実態がある。
　そこで、投票立会人を、「各投票区における選挙人名簿に登録された者」では
なく、「当該選挙の選挙権を有する者」の中から選任できるよう要件緩和を求め
る。

選挙における投票立会人におい
て、選任要件を「各投票区におけ
る選挙人名簿に登録された者」で
はなく、「当該選挙の選挙権を有
する者」の中から選任できるよう
要件緩和を求める。

選挙における投票立
会人の要件緩和

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

12 ○当市においても投票立会人の選定には毎回苦労しているところであり、制度改正を希望す
る。「当該投票区の選挙人名簿に登録されていること」は、投票事務の公平を確保する公益代
表という立会人の職責を果たすための必須要件ではないと考える。
○当市においても、提案団体が示す投票立会人選任要件に関する支障事例が発生している。
提案団体と同様に高齢化と就業構造の変化が背景にあり、一つは中心商店街が属する投票
区において、店舗は当該商店街の投票区にあるが、住所は郊外の住宅といった自営業者が多
く、投票立会人の選任要件が支障となり選任することができない。いわば、地方都市におけるミ
ニドーナツ化現象とも言うべき事態が進展しており、選任に時間を要し大変苦慮した事がある。
また、もう一つは限界集落的な有権者20数名の投票区が存在しており、投票立会人の選任を
していたが、当日急病になったため、代替の投票立会人を依頼するのに時間がなく困ったこと
もある。現在の投票所の環境を考えると、期日前投票所同様に「当該選挙の選挙権を有する
者」に選任要件を緩和されると効率的な選任が行えるようになる。
○本市は山間部を有し、この地区においては、過疎化が進み有権者数が極少の投票区がいく
つもある。そして、当該投票区は高齢化率が高く、投票立会人の選任に苦慮している。
○人口の都市部流入や高齢人口割合の著しい増加等により，選任可能な人材が著しく減少し
ている投票区が多く，選挙執行自体に影響を与えかねない状況となっている。選任の幅を拡げ
安定的な選挙執行を行う上で，投票立会人の選任要件を緩和することは必要であると考える。
（ただし，投票立会人の資質として，「当該区域内の選挙人は，自己の区域内における事情に
通暁し，投票が自由かつ公正に行われることを監視するに最も適当な立場にある者」が求めら
れるとされており，このことを鑑みると，選任要件の緩和と並行し，投票区についても社会情勢
にあわせた見直しを図ることが必要と考える。）
○過疎化により有権者数が極めて少数となり、更に高齢化している、投票区においては、「各
投票区の選挙権を有する者」を投票立会人として選任することが困難になっている。実際に投
票立会人を選任できずに投票区を統合した事例もあることから、「当該選挙の選挙権を有する
者」に要件緩和を要望する
○当県においても、選挙人数が少ない投票区を抱える市町村等から、投票立会人の選任に苦
慮しているという声を聞いており、立会人の選任要件の緩和は、投票所の円滑な運営や少人
数投票区の維持のため必要と考えている。
 そもそも、選挙当日の投票立会人を「各投票区における選挙人名簿に登録された者」に限るこ
ととしているのは、「当該投票区の選挙人は、自己の区域内における事情に通暁し、投票が自
由かつ公正に行われることを監視するに最も適当な立場にある者と認めた趣旨」（昭和31.6.9
東京高裁判決）であるためと解される。
しかしながら、現在の地域コミュニティの状況においては、必ずしも上記趣旨を実現できるもの
となっていないこと（地域・投票区により事情は様々であるため。）、期日前投票所における投
票立会人には同様の制限がなく、かつ、そのために選挙の公正が阻害されるような具体的な
支障は生じていないこと、上記立会人の制限により、投票立会人の選定に苦慮している市町村
があること、等を考慮すると、投票立会人として「最も適当な立場にある者」は、法で一律に規
定するのではなく、その地域の事情に精通している各市町村において個別に判断することが適
当と考える。
○本市においては、投票区内の町内会連合会に対し、立会人の推薦を求めているが、投票区
と町内会連合会の区域は必ずしも一致しないことから、投票区外の選挙人が推薦された場合、
再度推薦依頼を行うなど、あらためて手続きが必要となり、町内会連合会、選管の双方に負担
がかかっている。本市が構成員となっている指定都市選挙管理委員会連合会からも同内容の
法改正要望を行っており、主旨に賛同する。

宮城県、仙台
市、綾瀬市、中
井町、新潟市、
石川県、福井
市、山県市、浜
松市、京都府、
京都市、大阪
市、堺市、兵庫
県、神戸市、岡
山県、倉敷市、
府中町、高松
市、宇和島市、
北九州市、筑紫
野市、宮若市、
芦屋町、熊本
市、八代市、宮
崎市

広島市、広
島県

総務省公職選挙法第38条　各種選挙の実施において、効率的に投票立会人の選任が行えるようにな
る。



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

Ｂ　地方に対する
規制緩和

20 番号法第15条及び第
19条
住民基本台帳事務処
理要領第２－４－（１）
－（カ）

　法定代理人が直接受け取ることで請求者本人が受け取れない状況にあっ
ても個人情報の漏洩のリスクを減らすことができる。
　代理人が行う手続きに関しても直接交付することで手続きの利便性が上が
る。

　代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取
れない等の理由が多くみられる。請求者本人が窓口に来ることができず、郵便
等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛
てに郵便等で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続き
の利便性に欠け、郵便等で送付することは個人情報保護の観点からも個人番
号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（番号法）14条第２項により代理人に交付する必要がない場合もあるが、住民
票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況である。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番
号法第14条第２項が周知されているならば、個人番号入り住民票は不要になる
場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知
がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住
民票の請求を減らすという面からのアプローチも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊
害でしかなく、限られた人材と時間の中で対応するには現実的ではない。

　住民基本台帳事務処理要領第
２－４－（１）－（カ）において代理
人による個人番号記載の住民票
の交付は法定代理人、任意代理
人の別を問わず、請求者本人の
住所あてに郵便等で送付すること
となっている。一概にすべての代
理人に対して郵便等で送付する
のではなく、法定代理人にあたる
場合は後見人登記簿や戸籍等で
関係性を確認し、法定代理人に直
接交付できるようにする。

個人番号記載の住民
票の取扱い

その他 ○当市においても、成年後見人が成年被後見人の「個人番号の記載のある住民票の写し」の交付を申請した場合の対応に
苦慮しているところである。
　成年被後見人の確定申告を成年後見人が代理で行う場合等に「個人番号の記載のある住民票の写し」の交付を求める
ケースがあり、事務処理要領に拠って直接交付を行わず、請求者本人あてに郵便で送付する取扱いを行っている。その際
に、要領の「適当である」という記述から、市町村の「柔軟な対応」を求める成年後見人の声もある。
　また、本人が郵便物の転送手続きをとっている場合、転送不要郵便で送るため、転送先へは送れず返戻されてしまうといっ
たケースも多々生じている。
○法定代理人や後見人、療育手帳に記載されている保護者などからマイナンバー入りの住民票を請求される事例が多い。
しかし、同一世帯ではないため、郵送料を受領し、施設や被後見人等の単身世帯へ郵送しているため、手続きを行う代理人
がその都度施設や該当者宅に出向き受け取っている状況である。交付を許容するよう整備されれば、代理人も事務の負担
も軽減すると思われる。それと共にマイナンバーによる手続については、できる限り最小限に抑えていただきたい。
○番号法第１４条第２項が周知されていないと考えられる。
○成年後見人が個人番号記載の住民票を請求される場合で、成年被後見人による受け取りが不安視される事例（認知症の
方になると、受け取っても無くしてしまう等の問題を抱えているケース）も多く、対応に苦慮しているところ。
○当市においてもマイナンバー入り住民票交付事務を行うに当たり、提案団体が示す支障事例「代理人が取得する事例とし
て、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本人が窓口に来ることができず、
郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛てに郵便等で送付している。　民法に規
定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続きの利便性に欠け、郵便等で送付することは個人情報保
護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。」が同様に生じており、「法定代理人の請求に対し
本人に郵送する」といった事務負担を招いている。
○当市でも同様の対応で実施している。
代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本人が
窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度による請求者本人宛てに郵便等で送付
している。
○郵送したものが送付先不明で返送されることがあり、取扱いに苦慮したことがある。
○施設入所者や被後見人の場合など、請求者本人の心身上等の理由により代理人を通して取得する事例がある。成年後
見人等の法定代理人に直接交付せず、請求者本人（被後見人）あてに郵送することは、個人情報漏洩のリスクに繋がると懸
念される。
○代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本人
が窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛てに郵便等
で送付している。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されているならば、
個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からのアプロー
チも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊害でしかなく、限られた人材と時間の中で対
応するには現実的ではない。
○本市においても、代理人が個人番号入り住民票を請求をした場合は、法定代理人及び任意代理人を問わず、本人宛てに
郵便等で送付している。
　このことにより、特に成年後見人の場合に、制限行為能力者本人に送付せざるを得ないことにより、個人情報漏洩の危険
性が高い状況となっている。
　また、住民票を請求した成年後見人からは、直接代理人に交付されない状況は、「成年後見制度」の理念と目的に対し齟
齬が生じているとの指摘があり、後見人からの理解が得難く、対応に苦慮している。
○本市においても、代理人が申請した場合は、現行制度により請求者本人に郵便で送付しているが、本人が入院中などによ
り長期にわたり自宅に不在なため郵便局から宛所なしで返送されてきた事例が２、３件発生している。このような場合でも返
送されてきた書類を本人以外に手渡すことができないため、再度代理人に連絡を入れて郵便物が本人に届くような手続きを
お願いするほか、申請を取り消すことになった場合は手数料の返金手続きを行う必要があるなどその都度対応に苦慮してい
る。
○法定代理人が，個人番号記載の住民票を請求する件数は多くないが，法定代理人が成年後見人である場合，本人に郵
送することが適切なのか疑問がある。
また，個人番号記載の住民票は，行政機関への提出のために請求されることが多いが，住民票関係情報は情報連携により
取得することが可能であり，住民票の提出を求める必要はないと思われることから，市民と地方公共団体窓口の負担軽減の
ために，行政機関への制度周知は必要である。
○親族以外の成年後見人から被後見人の個人番号記載の住民票の申請があったが、同処理要領にしたがい、郵送による
交付を行おうとしたところ、後見人は不服としトラブルとなった事例があった。
後見人は被後見人の財産管理等の職を担い、個人番号を利用した手続きの代行をすることも考えられるため、直接交付す
ることは支障がないと思われる。判断能力が欠ける本人あてに住民票を郵送する場合のほうが事務が煩雑になる恐れがあ
ると考える。
○代理人が取得する事例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等の理由が多くみられる。請求者本人
が窓口に来ることができず、郵便等を受け取ることができない場合においても現行制度によると、請求者本人宛てに郵便等
で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、手続きの利便性に欠け、郵便等で送付することは個
人情報保護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に交付する
必要がない場合もあるが、住民票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況である。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されているならば、
個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からのアプロー
チも必要であると思われる。
○代理人が取得を希望する例として、被後見人の場合や請求者本人の身動きが取れない等、請求者本人が窓口に来ること
ができない場合等、現行制度では、請求者本人住所地宛てに郵便等で送付している。
　民法に規定のある制限行為能力者についても同様に取り扱うのでは、利便性に欠け、郵便等で送付することは個人情報
保護の観点からも個人番号の性格に反する結果がおこりうると懸念される。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に交付する
必要がない場合もあるが、住民票の請求は拒否できないため、申請人住所地に送付せざるを得ない。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）14条第２項により代理人に交付する
必要がない場合もあるが、住民票の請求に対して拒否する権限はないため、送付せざるを得ない状況である。
　マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを所持していない場合でも、番号法第14条第２項が周知されているならば、
個人番号入り住民票は不要になる場合がほとんどであると考えられる。
　しかし、税務署や年金事務所では個人番号の記載を求めており、制度の周知がされていないと見受けられる。
　法定代理人に直接交付することを許容する法整備とともに個人番号入りの住民票の請求を減らすという面からのアプロー
チも必要であると思われる。
　直接本人に手渡すという方法は、効率的な行政サービスを提供するうえで弊害でしかなく、限られた人材と時間の中で対
応するには現実的ではない。
○後見人から、なぜマイナンバー入りの住民票が直接受け取れないのかとの苦情が多い。
番号通知書類（通知カード）が役所に返戻された場合、後見の登記事項証明と後見人の本人確認があれば、返戻書類を後
見人に渡している。（事務処理要領２-（1）-イ-（エ）-Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　特に一度上記運用で通知カードを受取った後
見人からマイナンバー入りの住民票を請求された時に、大変もめたことがある。その時に上記運用上の矛盾を指摘された。
マイナンバー入りの住民票の発行については、事務処理要領２-（1）-イ-（エ）の運用を適用すべきと考える。
○県内のある市では成年後見人から被後見人のマイナンバー入り住民票の交付申請を受けたが、直接交付ができず被後
見人の住所への郵送を行う旨を伝えたところ、被後見人は郵送されても受け取れるだけの責任能力がない、法律で決められ
た代理人であるのに本人に代わって直接交付できないことに対し苦情があった。
また、任意代理人の場合でも、入院、施設入所等で自宅にいないケースもあり、自宅に簡易書留で郵送しても受け取ってもら
えず返戻される場合も多くなっている。遠方から来ている代理人もおり、窓口での説明や、戻ってきた分についてのその後の
処理など、市町村窓口では事務的な負担となっている。

宮城県、山形
市、白河市、ひた
ちなか市、高崎
市、桶川市、柏
市、袖ケ浦市、
江戸川区、清瀬
市、川崎市、平
塚市、三条市、
福井市、多治見
市、浜松市、春
日井市、枚方
市、八尾市、富
田林市、東大阪
市、伊丹市、庄
原市、府中町、
徳島市、宇和島
市、筑後市、芦
屋町、大村市、
宮崎市

豊田市内閣府、個人情報保護
委員会、総務省
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

選挙の投票所入場券は、公職選挙法施行令第３１条第１項の規定により、選挙
の期日の公示又は告示以降できるだけ速やかに交付するものとされている。こ
の規定に基づき投票所入場券を発送すると、郵送には数日を要するため、期
日前投票が始まった後に選挙人のもとに到着することになる。選挙人の中に
は、投票所入場券がなければ投票できないといった認識の方もおり、公示（告
示）日に入場券を発送したにもかかわらず、「投票所入場券がまだ届かないか
ら期日前投票ができない。」といった苦情が必ず寄せられている。また、当該選
挙人が投票所入場券を持たずに投票に来た場合、本人確認に時間を要するた
め、事務局の負担の増加につながる。なお、郵便局に配達日を公示（告示）日
に指定して依頼をしたとしても、一日に配布できる軒数が限られているため、当
日に届かない選挙人が必ず発生し、解決にはつながらない。以上のことから、
自治体の規模や郵送環境等を考慮し、選挙管理委員会の判断で、公示（告示）
の２～３日程度前から順次交付が可能となるよう規制緩和を求める。

選挙管理委員会の判断により投
票所入場券の交付開始時期を繰
り上げることができるよう公職選
挙法施行令を改正すること。

投票所入場券の交付
時期の繰り上げ

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

24 ○当市においても市内全ての選挙人へ交付が完了するまで３日前後期間を要している。
　特に市長選や市議選では告示日が日曜日ということもあり、告示日に配達が行われず、ま
た、告示日から選挙期日までの日数が短いため、問い合わせや苦情が非常に多く寄せられ対
応に苦慮している。
　入場券が届かないことから期日前期間の後半に選挙人が集中することもあり、投票所の混
雑にもつながっている。選挙人の投票環境を向上させるため、制度改正の必要があると考え
る。
○期日前投票の利用率が高くなってきており、投票の例外であるはずが、その認識がなくなっ
てきている。それに伴い、提案市の事例のように、期日前投票が始まるまでに入場券が届かな
い事がおかしいとの声が非常に多いため、法改正を要望する。
○本市でも、告示日の翌日から期日前投票所を開設しているが、入場券が届いていない期間
は選挙人からの電話での問い合わせがあり、その都度、期日前投票所の開設場所や時間の
案内や、入場券がなくても投票ができる旨を説明しているため、その他の選挙事務に支障が生
じる場合がある。
○本市では、入場券を全域に配り終えるのには、告示日（公示日）から２日～３日間の期間を
要している。
たしかに、期日前投票開始後数日間は、選挙人から入場券が届かない等の苦情・問合せ等が
あるが、入場券がなくても投票できる旨を丁寧に説明し、納得していただいている。
国政選挙や都道府県選挙は、選挙期間が比較的長いため、それ程、支障事例であるとは認識
していない。
しかし、市長選挙・市議会議員選挙においては、選挙期間が短い上、告示日が日曜日であるた
め、告示日の翌日から配布開始することも多く、苦情・問い合わせ等の件数も国政選挙の際と
は比較にならない位多く、業務の支障となっている。
○投票するには入場券が必要と考えている有権者が多いため、公示（告示）日以降に発送す
ると、「期日前投票が始まっているのに入場券が届かず投票できない」旨の苦情が多数寄せら
れ、対応に人手を取られ、選挙事務に影響がある。そのため、当区では投票所入場券の機能
を持たせた、交付日に制限のない「選挙のお知らせ」を作成し公示（告示）日前に発送している
が、公選法に詳しい区民から、投票所入場券の公示（告示）日前発送は違反ではないかとの苦
情を受けることがある。有権者の利便性や選挙事務の円滑な運営のためにも改正が必要であ
る。

山形市、練馬
区、綾瀬市、岐
阜市、山県市、
島田市、野洲
市、八幡市、生
駒市、倉敷市、
筑紫野市、芦屋
町、熊本市、大
分市、別府市、
中津市、日田
市、佐伯市、臼
杵市、豊後高田
市、杵築市、宇
佐市、豊後大野
市、姫島村、日
出町、九重町、
玖珠町、宮崎市

由布市総務省公職選挙法施行令第
３１条第１項

本市では、投票所入場券に、投票当日の投票所の場所や投票時間等だけで
なく、期日前投票の場所や時間、投票方法等、さらに期日前投票請求書兼
宣誓書の記載をしており、選挙人のもとに早く届くことで、選挙に関する情報
をより効果的に周知できる。
また、期日前投票について、確実に手元に入場券等が届くことで市への苦情
が減ることが見込まれるほか、投票所での手続きも迅速に行うことができる。
さらに、投票時間の延長等の制度改正もあり、期日前投票が増加傾向にあ
る中、投票率の向上にも寄与すると考えられる。
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Ｂ　地方に対する
規制緩和

31 住民基本台帳法、社
会保障・税番号制度に
おける情報連携

　行政事務の適正化、個人情報保護の観点から、適切な運用が可能となり、
申請時に住民票を省略することができる。

【ガイドラインに示される事務フロー】
多くの事務手続に使用される住民票謄本に相当する情報は、申請者のマイナ
ンバー（個人番号）をキーとした情報連携によって得られる情報の対象外となっ
ており、このことを補うために、ガイドラインで、
①住基ネット端末によって「申請者との同一住所検索」を実施
②①で得た個人番号を使って、情報提供ネットワークシステムへ「住民票関係
情報」を照会
③回答結果の世帯コードで、同一世帯を特定
することが「できる」とされている。
この方法は、申請者世帯がアパートや施設等の住所を正確に届け出ていない
場合や申請者が寮やシェアハウスに居住しているなど同一住所に複数世帯が
存在する場合において、申請者と関係のない隣人の個人情報を検索し、利用し
てしまう可能性があるほか、照会結果はマイナポータルに履歴として残るため、
申請者がどのような行政手続を行ったか、隣人が推測し得る状況となってしま
う可能性がある。
【支障事例】
上記については、以下の問題があるため、現状、マイナンバーを用いて申請す
る各種手続きにおいて、住民票の添付を省略できていない。
・申請者と関係のない隣人の個人情報を検索し、利用することは、県個人情報
保護条例上制限されている、個人情報の過剰利用となるおそれがある。
・申請者の行政手続の状況を第三者が推測し得る状況となることは、行政機関
個人情報保護法違反となる可能性がある。

　「地方公共団体における番号制
度の導入ガイドライン（平成25年８
月総務省作成）（以下「ガイドライ
ン」という。）」において示す事務フ
ローの正当性について、法制上
整理したうえで、関係法令の改正
等所要の措置を取ること。
　あるいは、適切に情報連携を行
うため、新たな仕組み・フローを構
築すること。（システム面の改修を
含む。）

マイナンバー制度に
おける住民票情報の
取得方法の適正化

その他 ○具体的な支障事例にあるように、申請者の世帯構成を調べるため住基ネットを使用した場合
で仮に全く業務に関係のない人についても情報照会したとすると、当該全く業務に関係のない
人からの開示請求に備え、なぜ住基ネットを使用して情報照会したのか理由をたどることがで
きる状態にする必要があり、かえって事務が増えている。
○情報提供ネットワークの「住民基本台帳関係情報」として世帯主のマイナンバーを追加し同
一世帯を抽出可能とするなど、情報提供ネットワーク内で世帯関係照会を完結できる仕組みを
構築し、不要な情報照会をなくすとともに、マイナンバー制度自体の精度を向上させる必要が
あると考える。
○申請を受けてから照会をかけるまでに多くの手間と時間がかかり、マイナンバー制度の目的
である行政事務の効率化、住民の利便性向上が図られていないだけでなく、逆に非効率となっ
ている。
必要に応じて、法制上整理したうえで、関係法令の改正等所要の措置を取ること。
　また、適切に情報連携を行うため、新たな仕組み・フローを構築すること。（システム面の改修
を含む。）
　※個人情報の過剰利用のおそれや、個人情報保護法違反の可能性も回避できる。
○マイナンバー利用事務において、対象者のマイナンバー（個人番号）を基に住民基本台帳
ネットワークシステムにて同一住所検索を実施することは、同一住所ではあるが別世帯である
住民の特定個人情報までも取り扱うこととなり、事務に関係のない住民の特定個人情報を取り
扱うこととなるため、特定個人情報の取扱い上、問題があると考える。
○マイナンバーを用いて申請する各種手続きのうち、世帯構成の確認が必要な手続きにおい
て、申請者と関係のない隣人の個人情報を検索する恐れがあり、また、この場合、申請者の行
政手続の状況を第三者（隣人）が推測し得る状況となる。
○当県においても住民票謄本を必要とする事務において住民票の添付省略ができていない。
総務省が示す事務手続き方法においては、最終的に情報が取得はできるものの、手続きが複
雑で作業量・作業コストとも増すばかりであり、行政事務の効率化を阻害している。
このことから、情報提供ネットワークシステムで住民票謄本情報が取得できる新たな仕組みが
必要と考える。
○ガイドラインに示されている事務フローについては，提案団体の指摘する個人情報保護の観
点に加え，事務処理効率の観点からも最適であるとは言い難い。
　住基ネットで取り扱う基本4情報と情報提供ＮＷＳで取り扱う世帯コードをどちらか一方のシス
テムで組み合わせて取り扱うことができれば，「申請者との同一世帯検索」の実施が可能とな
り，提案団体の懸念する課題が克服されるだけでなく，事務手続きの更なる簡素化に繋がると
考えられる。
　現行事務フローの正当性について法制上の整理を行うことはもとより，新たな仕組み・フロー
の構築について積極的な検討を要望したい。
○検索したい対象と同一でない人物に対して,情報照会を行った場合，誤って照会した履歴が
マイナポータル上に残ることになる。
○　住民票情報の情報連携は住基ネットと併用することで初めて必要な情報を得ることが可能
となっており、紙の住民票を提出していただく従来の運用よりも事務負担が増となっている。
　情報連携の促進を図るためには、当該事務に係る情報連携の仕組みに係る見直しが必須で
ある。

苫小牧市、水戸
市、ひたちなか
市、八王子市、
川崎市、富山
県、愛知県、春
日井市、大阪
府、伊丹市、鳥
取県、福岡県、
芦屋町、大村市

千葉県、神
奈川県

内閣府、個人情報保護
委員会、総務省



別添１
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制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
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その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等
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提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

56 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 会計年度所属区分に
ついて、「当該行為の
履行があった日」の見
直し

歳出の会計年度所属区分につい
て、「当該行為の履行があった
日」の属する年度と整理する場合
の「履行があった日」とは、履行確
認（検査）の日に限ることなく、期
間帰属の観点から、翌年度に行
為の完了を確認することにより、
旧年度中に当該行為の履行が
あったと認められる日も含まれる
という解釈を示されたい。

昭和38年12月19日付け自治丁行発第93号行政課長通知において、地方自治
法施行令第143条第１項第４号の「当該行為の履行があつた日」とは「履行確認
の日」を指すとされている。しかし、警備等の庁舎管理業務は終日継続して業
務が行われることから、年度末の給付行為の完了は職員が最終日の深夜０時
に行う必要があり、過重な事務負担や実態に即していない完了検査となってい
る。また、3月31日24時までの業務の完了報告書を3月31日付けで提出させるこ
とについて、受注企業からもコンプライアンス違反になると難色を示され、対応
に苦慮することがある。
当該事項は、平成27年12月に総務省の「地方公共団体の財務制度に関する研
究会」から出された「地方公共団体の財務制度の見直しに関する報告書」でも、
より実態に即した制度に見直すよう指摘されているところである。さらに、昨今
の行政文書の取扱い厳重化という情勢変化も踏まえ、現行取扱いの根拠と
なっている昭和38年12月19日付け自治丁行発第93号行政課長通知について、
見直しを求める。

制度見直しにより過重な事務負担が解消されるとともに、実態に即した検査
が行われることで適正な契約の履行確保に資する。また受注企業との間に
おいてもスムーズな事務執行を図ることができ、事業者側にもメリットがあ
る。

・地方自治法施行令第
143条第1項第4号
・昭和38年12月19日付
け自治丁行発第93号
行政課長通

総務省 京都府、京
都市、堺
市、兵庫
県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島県

福島県、石岡
市、ひたちなか
市、川崎市、名
古屋市、西尾
市、城陽市、伊
丹市、広島県、
廿日市市、府中
町、愛媛県、熊
本県、宮崎市

○本市においても、施設の警備等管理業務は終日継続して業務が行われる。また、ごみ収集
や他の委託業務で年度末日まで実施する業務の完了確認は実態に即していない完了検査と
なっている。監査の立場としても検査の形骸化は問題である。
○本市においても同様に制度改正について必要性を認めます。
具体的には次の場合において問題となります。
 当該行為の履行が年度末日24時（深夜）までを含む場合（提案市指摘の問題点と同様）
 検査には時間を要する事例もあり、当該年度中に処理しきれる事例ばかりではない。
 当該行為の履行が年度末日までを対象とする場合で、年度末日が休日に当たる場合
　　①実際に休日出勤して検査→過重な事務負担となる
　　②翌勤務日に検査→議会の承認を要する予算の繰越などは現実的な解決方法ではない。
勤務実態のない休日に検査したことにせざるを得ず、現実の検査とのかい離が生じる。市民へ
の説明責任が全うできない。
○「当該行為の履行があった日」で会計年度区分を決定しているために、履行確認（検査）や
完了報告書の提出を３月３１日に擬制することは実態に即さないことから、この見直しは必要で
あると思われる。なお、「翌年度に行為の完了を確認することにより、旧年度中に当該行為の
履行があったと認められる日も含まれる」と解釈の見直しをする場合は、どのような支出の種
類が該当するのか示す必要があると思われる。
○具体的な支障事例に例示されているもの以外にも、医療機関等への運営費補助や検査業
務委託、機械設備等の保守委託、24時間電話相談業務委託等の事例があり、本県においても
実態に即していない現状がある。「当該行為の履行があった日」の解釈の変更は、より実態に
即したものになると考えられ、見直しについては賛同する。

○区長に限らず、新たに一般職の服務規定である「職務に専念する義務」、「政治的行為の制
限」等が課されることに支障や抵抗がある職については、特別職として位置付けるか、これら
の服務規定を適用除外とされることを検討いただきたい。
○本市では、市政の円滑な運営を図るため、地方公務員法第３条第３項第３号の規定に基づ
き、市政協力員を非常勤特別職として委嘱している。しかし、平成３２年４月施行予定の改正地
方公務員法で、総務省が作成された「会計年度任用職員制度導入に向けた事務処理マニュア
ル」では、同条同項同号の職種が限定列挙されており、現状のまま施行されると市政協力員を
非常勤特別職として任用することができない。非常勤特別職として、任用できない場合、会計
年度任用職員として任用することになるが、一般職の服務規程や人事評価制度などを市政協
力員に課すことは、現実的に不可能だと考えられる。また、地方公務員法災害補償法第６９条
及び第７０条の規定に基づいて制定している「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補
償等に関する条例」の適用外となり、公務上の災害が発生した場合の対応ができない。そのた
め、市政協力員を非常勤特別職として任用できるように改正を求める。
○本市においても提案団体と同様、市と地区住民の連絡調整や回覧文書等の配布を主に職
務とする「区長及び区長補助員」を設置しており、具体的な支障事例は提案団体による記載の
とおりである。
なお、総務省実施の「会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査」における「特別職
非常勤職員として任用しようとするのが適当ではないか疑義が生じている職」として、「区長及
び区長補助員」を回答したところである。
○現在本市では非常勤特別職として、区長・区長代理を委嘱し、広報紙の配布や、回覧板の
巡回のほか、市との連絡調整事務を行う報酬として、報酬及び費用弁償を支払っているが、地
方自治法改正施行以降の対応に困窮している。なお、区長の業務は、定期的な時間で拘束さ
れるものではなく、会計年度任用職員としての雇用はなじまないものであることから、自治会へ
の補助金に振り替えることも検討しているが、その場合自治会の収入となってしまうため、現認
区長からの反対等が予想されている。

中山町、石岡
市、桶川市、中
井町、福井市、
南九州市

山梨県（１４町村）
共同提案
幹事団体：山梨県富士川
町

富士川町、
市川三郷
町、早川
町、身延
町、南部
町、昭和
町、道志
村、西桂
町、忍野
村、山中湖
村、鳴沢
村、富士河
口湖町、小
菅村、丹波
山村

総務省○改正地方公務員法
第３条３項３号及び22
条の２
○会計年度任用職員
制度の導入に向けた
事務処理マニュアル
P11からP12まで及び
P46　問２－４

過剰な服務等を課さないことにより、町と住民のパイプ役である区長の担い
手の適正な人材確保及び任用が可能となる。

本町では各行政区の長（以下「区長」という。）は、地方公務員法第3条第3項第
3号の規定に基づき、特別職の公務員として任用している。これは、行政実例
（昭26年５月１日付　地自公発第179号福岡市長あて　公務員課長回答）におい
て、町世話人は同条同号に規定する特別職の地方公務員と考えるとされてい
るところに由来する。しかし、平成32年4月施行予定の改正地方公務員法に関
する総務省作成マニュアルでは同条同号の職が限定列挙され、区長は除かれ
ることとなっている。これにより、区長を会計年度任用職員として任用する場
合、新たに一般職の服務規定である「職務に専念する義務」、「政治的行為の
制限」等が課されることは、区長となる者の私生活を著しく制限するものと思わ
れる。本町では、区長の仕事は地域の必要な事項を町へ要望する等、基本的
には町と地域住民の連絡調整が主となってなっており、前述のような服務を課
することは、区長業務に対する萎縮・敬遠につながり、ただでさえなり手が少な
い現状を悪化させるものと思料する。加えて、人事評価制度が義務付けられる
とのことであるが、町の職員が区長の業務を常時監督することは困難であり、
評価の意義や項目・方法（特に、業績評価による目標設定及び評価結果の活
用等）に対して疑問が残る。以上のことから、区長については従来通り特別職
非常勤として任用できるよう改正を求める。

区長（町世話人）は、改正地方公
務員法第3条第3項第3号に該当
し、引き続き、特別職の地方公務
員として任用することができるよう
マニュアルに明記する。

改正地方公務員法に
おける「区長」の任用
方法について

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

36

○健全化判断比率の算定に当たっては、普通交付税算定における地方債同意等額や決算統
計の数値を転記する項目が多いことに加え、エクセルファイルの管理等、人を介する作業が多
く、複数の特別会計や企業会計を有する本市においては、数値の転記作業等によりケアレスミ
スが発生する可能性を有しており、決算統計システムにて行われる突合チェックを人海戦術に
より行うしかないため、例年、財政健全化法に基づく健全化判断比率の算定・報告等の調査業
務を行う６～８月にかけて多大な時間を要する事務となっている。
○昨年度、健全化判断比率等を提出後に算定ミスが発覚し、速報値を訂正することができな
かった。市町及び県のとりまとめにおける負担軽減と算定ミス削減のためには、一元化システ
ムの開発・導入が必要。

須賀川市、石岡
市、千葉県、東
村山市、平塚
市、綾瀬市、上
越市、石川県、
山県市、静岡
県、島田市、豊
川市、豊田市、
西尾市、伊丹
市、奈良県、出
雲市、徳島市、
高松市、愛媛
県、福岡県、北
九州市、大牟田
市、宮若市

京都府、滋
賀県、京都
市、福知山
市、舞鶴
市、綾部
市、宇治
市、宮津
市、亀岡
市、城陽
市、向日
市、八幡
市、京田辺
市、京丹後
市、木津川
市、大山崎
町、久御山
町、井手
町、宇治田
原町、笠置
町、和束
町、南山城
村、京丹波
町、伊根
町、与謝野
町、大阪
府、堺市、
兵庫県、神
戸市、和歌
山県、鳥取
県、徳島県

総務省地方公共団体の財政
の健全化に関する法
律
（平成十九年法律第九
十四号）、地方公共団
体の財政の健全化に
関する法律施行規則、
地方自治法

　健全化判断比率の算定・報告において、交付税算定業務支援システム、地
方財政決算情報管理システム調査表間の転記等を容易にできる一元化シス
テムが構築できれば、都道府県及び市町村ともに、転記ミスの削減、健全化
判断比率算定時間の大幅な縮減につなげることができる。
　さらに、都道府県市町村担当課による管内市町村調査表の検収作業に当
たっても、自動転記機能により検収項目の縮減につながるとともに、エクセル
ファイルの管理等がなくなることにより、効率的に事務が進めるようになり、
事務負担の軽減に資する。

例年、総務省が実施する普通交付税算定については、交付税算定業務支援シ
ステム（LasIs）により、地方財政状況調査、地方公営企業決算状況調査（以
下、「決算統計」という。）については、地方財政決算情報管理システムによる
提出とされている一方、財政健全化法に基づく健全化判断比率の算定・報告に
ついては、エクセル様式によるメール提出とされている。
健全化判断比率の算定に当たっては、普通交付税算定における地方債同意等
額や決算統計の数値を転記する項目が多いことに加え、エクセルファイルの管
理等、人を介する作業が多いため、ケアレスミスが発生する可能性を有し、例
年、財政健全化法基づく健全化判断比率の算定・報告等の調査業務について
は、各地方公共団体において６～８月にかけて多大な時間を要する事務となっ
ている。
　また、都道府県市町村担当課においては、各市町村のデータを手動による貼
り付けにより、総務省に報告することとしているため、こちらについても事務ミス
が発生する可能性を有する。

地方公共団体の財政の健全化に
関する法律（以下、「財政健全化
法」という。）に基づく健全化判断
比率の算定・報告について、全国
の地方公共団体に共通の法定事
務であり、今後も総務省において
継続調査することが想定される事
務であることから、自動転記等の
機能を備えた普通交付税算定、
決算統計と一元化された電子調
査表システムを構築することによ
り、効率的に事務を進め、財政健
全化法第３条に規定する「速やか
な公表」が可能となることを求め
る。

財政健全化法に基づ
く健全化判断比率の
算定・報告の一元化

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

57
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○災害対策基本法第86条の８第３項では、「広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被
災住民に対し避難所を提供しなければならない」としている。避難場所及び避難所について
は、同法第49条の４及び第49条の７で定義付けられており、同法第49条の８では、「避難場所
と避難所とは、相互に兼ねることができる」としている。これにより柔軟な対応がとれる一方、両
者が混同され、対応に遅れがでるおそれがある。緊急時には、市町村間で速やかに協議・受
入れを行う必要があることから、対応に遅れを生じさせないため、避難場所についても明示す
べきと考える。
そのため、同法86条の８第３項で避難所みの記載となっている現行法を改正し、避難場所の記
載を追加していただきたい。
○本市においても、南海トラフ地震発災時には多数の避難者が想定される。指定避難所・避難
場所、協定等による避難所受入れも行っているが、被災状況により避難所の確保が困難な場
合も考えられるため、柔軟な避難対策を図っていただきたい
○地震や風水害など，災害は行政区域ごとに起きるものではないため，住民の避難誘導や受
け入れについても，行政区域に捉われずに広域的な協力体制を整備しておく必要がある。
　災害対策基本法において広域避難者の受け入れ先として，「避難所」だけではなく，「避難場
所」を明記することで，柔軟な避難計画の協議策定が可能となり。多様な避難経路の確保につ
ながるため，より多くの住民の生命を保護することができるものと期待できる。
○現状の災害対策基本法第86条の8第3項の条文では、同法第49条の4で想定される災害の
危険から緊急に避難するための「避難場所」の提供を他市町村に求める際の協議を行う法的
根拠が十分でない。
○平成29年３月に相模川、平成30年６月に玉川の浸水想定区域図が発表され、市民の安全を
第一に考えた場合、隣接する市町村への避難を想定した防災対策を考える必要がある。
○大雨による災害（土砂・洪水・高潮等）が発生する恐れがある場合について、広域避難の必
要性を協議する場として、災害対策基本法に基づく県又は市防災会議の協議会及び、水防法
に基づく大規模氾濫減災協議会を活用する旨が「[洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に
関する基本的な考え方」（平成３０年３月）中央防災会議 防災対策実行会議にて示されたが、
災害対策基本法に「避難場所」についての記述が無いため、今後、広域避難を検討する場合
に、法的な根拠の必要性を感じている。

ひたちなか市、
厚木市、佐久
市、山県市、富
士市、岡崎市、
田原市、岡山市

（提案募集）広域一時滞
在.pdf

茅ヶ崎市内閣府、総務省災害対策基本法第86
条の８

住民の生命若しくは身体を災害から保護するため、行政区域に捉われない、
より柔軟な避難対策が可能となる。

○東日本大震災以降、洪水等も含めた様々な災害の被害想定が見直される中
で、一市町村区域内での避難では、住民の安全が十分に確保できない場合も
想定した防災対策を実施する必要がある。
○また、住民の生命若しくは身体を災害から保護するためには、行政区域に関
係なく、最も安全と思われる避難行動をとることができる体制を構築すべきと考
える。
○現状、災害対策基本法第86条の８では、同法第49条の７で想定される避難
生活を送るための「避難所」について、第86条の８第３項で明記されているが、
同法第49条の４で想定される災害の危険から緊急に避難するための「避難場
所」については記述がないため、避難場所の提供を他市町村に求める際の協
議を行う法的根拠が十分でない。

市町村の地域内で災害が発生
し、被災住民の生命若しくは身体
を災害から保護し、又は居住の場
所を確保することが困難な場合、
災害対策基本法第86条の８に基
づき、他市町村に対し他市町村へ
の避難（広域一時滞在）を協議す
ることができるが、避難先とされて
いるのは同条第３項で「避難所」
のみとなっているが、これに「避難
場所」も追加する。

災害対策基本法第86
条の８第３項の改正。

消防・防災・安全Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

80 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 地方行政サービス改
革の取組状況等に関
する調査について、地
方公共団体の負担の
少ない方法に見直し
を求める。

総務省から毎年度照会がある「地
方行政サービス改革の取組状況
等に関する調査」について、すで
に100％に達成している調査項目
も回答を求められている。また、
回答した調査票の内容について
総務省でヒアリングが行われる
が、電話やメールで回答できる内
容である。
この必要のない調査項目とヒアリ
ングを廃止し、地方公共団体の負
担の少ない形で目的を達成でき
る調査方法へ見直しを求めるも
の。

【調査項目について】
　調査の目的は業務改革を推進することであるが、既に民間委託や指定管理
制度の導入が100％となっている業務や施設についても毎年調査しており、不
要な作業となっている。（例えば民間委託の実施状況は、全ての都道府県で
100％を達成している項目がほとんど（13項目中9項目）であるが、毎年変わら
ず調査が行われている。）
【総務省でのヒアリングについて】
　全国の都道府県、政令指定都市については、本調査回答後に総務省でヒアリ
ングを行うが、その内容は電話やメールで回答できる程度であり、移動時間や
日程決めの調整等の負担を考えると費用対効果は低いものとなっている。

調査項目の見直しやヒアリングの廃止により、地方公共団体の事務負担が
軽減され、業務の効率化に寄与する。

総務省通知（平成27年
８月28日付総行経第
29号「地方行政サービ
ス改革の推進に関す
る留意事項につい
て」）
直近の照会（平成29年
４月28日付総行経第
16号、総行情第29号
「地方行政サービス改
革に関する取り組み状
況等の調査について
（照会）」）

総務省 神奈川県 宮城県、福島
県、石岡市、埼
玉県、綾瀬市、
三条市、魚沼
市、石川県、長
野県、浜松市、
愛知県、名古屋
市、田原市、八
幡市、伊丹市、
山口県、愛媛
県、松山市、熊
本市

○毎年度のように様式の訂正や補足説明が後追いで送られてくるため、その都度全部局に様
式の差し替えを依頼せねばならず、事務効率が非常に悪い。
全都道府県と政令市職員の人件費と旅費という膨大なコストを掛けてまで行う必要があるもの
なのか、ぜひ御再考願いたい。具体的なヒアリング内容が当日にならないとわからないため、
予め予測して資料等の準備はするものの、詳細な内容を聞かれても答えられない項目もでてく
る。
○ヒアリング時期が市会会期中であり、役職者は議会対応のため出席は困難である場合が多
く、係長級又は担当者がヒアリングに赴くこととなり、担当者同士の電話回答と同様の内容を回
答することとなる。
○「前年度導入率」及び「類似団体の前年度導入率」の項目については、総務省ホームページ
を見て各団体が数字を入力する手順であるが、既に昨年度中に総務省に提出したデータであ
り、調査を受けた各団体が再度入力する必要があるのか疑問である。
○特に指定管理者の実施状況の項目について、現在自治体では既存施設の有効活用という
観点から施設の集約化、複合化が進められており、１つの項目に当てはまらない施設が出てき
ているほか、項目そのものの基準も通知では示されておらず不明確である。（「産業情報提供
施設」や「大規模公園」等）そのため、調査結果自体について全国及び自治体間で比較する材
料としては正確性に欠けるのではと懸念される。

　平成29年３月12日に改正道路交通法が施行され、改正後の普通免許で運転
できる自動車の車両総重量は3.5トン未満となっている。
　地域に住む若い人材や地元に戻ってくる若い人材が消防団員等として消防団
に加入しても、改正後の普通免許の所持者については、車両総重量3.5トン以
上の消防車両を運転することができず、消防団員等の消防活動や災害時の初
期活動において支障を来すことになる。
　そこで、消防団員等が実施する活動の特殊性及び地域防災の担い手として
の重要性を考慮し、新制度普通免許を取得する消防団員等が、消防団所有の
ポンプ車の運転に必要な免許を取得しやすくなるような特例制度の創設が求め
られる。
【求める措置】
（１）各都道府県において設置する消防学校又は消防学校が委託する自動車
教習所において、一定の適正が認められる消防団員等が消防車両の運転に係
る技能教習を受講することを可能とすること。
（２）教育訓練の実施に関する地方公共団体の委託に基づき、自衛隊の任務遂
行に支障が生じない限りにおいて、自衛隊が実施する自動車の運転に関する
技能教習を、一定の適正が認められる消防団員等も受講可能とすること。
　（１）、（２）の技能教習を受けた消防団員等が、消防車両の運転に必要な運転
免許受験資格を得られるようにすることで、消防団員等の確保に資すると考え
られる。

　消防学校での消防車両の運転
に関する教習の受講制度や自衛
隊が実施する自動車の運転に関
する教習を消防団員等が受講可
能とするような制度等の創設

消防団員等の消防車
両運転に係る特例制
度の創設

消防・防災・安全Ｂ　地方に対する
規制緩和

78 ○平成29年３月12日に改正道路交通法が施行され、改正後の普通免許で運転できる自動車
の車両総重量は3.5トン未満となっている。
　地域に住む若い人材や地元に戻ってくる若い人材が消防団員等として消防団に加入しても、
改正後の普通免許の所持者については、車両総重量3.5トン以上の消防車両を運転すること
ができず、消防団員等の消防活動や災害時の初期活動において支障をきたす状態である。
○運転免許制度の改正により、今後、消防団における機関員の確保が重要な課題となってい
る。
　当市においては、普通免許で運転可能な消防積載車と準中型免許を要する消防ポンプ車を
配備しているが、消防ポンプ車を普通免許で運転できる車両に更新していくことは極めて困難
である。
　消防団員に対する特例制度や免許取得助成制度等、機関員の確保に向けた対策をしてい
かなければ、消防団活動に支障をきたすことになる。
○当市は、消防団員2,084名を有し、毎年80人程度の新入団員を迎えていて、今後、車両総重
量3.5トン以上の消防車両を運転できない団員が増加し、消防活動等に支障きたし、地域の安
全安心を揺るがすことにもなりかねないため、対象の消防団員が、車両総重量3.5トン以上の
消防車両を運転できるようになるような特例の制定に賛同するものです。
○平成29年3月12日に改正道路交通法の施行により、現在のところ、改正前に免許取得してい
る消防団員を機関員とすることで対応しているが、今後、消防団員の入れ替えに伴い、消防団
車両の運用に支障をきたすことが危惧される。 普通免許での運行可能な消防車両の導入を
含め、何らかの対応が必要になるものと考えております。
○自動車の種類に「準中型自動車」が追加され、運転免許の種類として、「準中型自動車免
許」が追加されたもの。貨物自動車等に限定した新区分として新設され、車両総重量３．５ｔ以
上７．５ｔ未満（最大積載２ｔ以上４．５ｔ未満）のトラックが対象となった免許である。
 すでに普通免許を保有していた場合は、引き続き車両総重量５トン未満の自動車を運転する
ことができるが、新免許制度による普通免許では、東海市消防団のポンプ自動車は運転でき
ないもの。今後、新制度の下、免許の取得をした団員が増えることで、ポンプ車を運転できる団
員がいなくなる恐れがあり、現場活動に影響を及ぼす可能性がある。
  消防団活動時は免許制度の特例を認めるなどの改正措置が必要であると思われる。
○本県においても消防ポンプ自動車のほとんどが3.5ｔ以上であることから、今後、H29.3.12以降
に取得した普通免許のみしか所持しない団員が増加してくれば、支障が生ずるものと考えれれ
る。
○当市消防団においても、3.5トン以上の消防車両を38台所有しており、平成29年3月12日の道
路交通法の改正による普通運転免許証で運転できる自動車の総重が3.5トン未満となったこと
で、消防団からも今後の消防ポンプ車の運転について心配の声があげられています。
　現在、当市でも今年度消防団に入団した団員１名が平成29年3月12日以降に普通運転免許
証を取得しており、今後、同様の団員が増加していくことで消防団活動に支障が起こることが
予想されます。
　こうした状況を踏まえると、消防団所有の消防ポンプ車の運転に必要な免許を、取得しやすく
なるような特例制度の創設を希望します。
○当市消防団においても同様の支障が懸念される事例であります。道路交通法改正後の普通
免許で消防団所有自動車を運転できる消防団員の確保と災害時における消防活動体制を確
保していくうえでも、消防団員における特例制度の創設などの制度改正が必要であると考えま
す。
○本市においては、4月1日現在、改正後の普通免許を所持する消防団員が3名在籍しており、
今後は更に増加していくと思われる。また、保有している消防ポンプ自動車は29台すべて3.5ト
ン以上の仕様となっている。
　以上のことから、提案されている「消防学校での消防車両の運転に関する教習の受講制度
や自衛隊が実施する自動車の運転に関する教習を消防団員等が受講可能とするような制度
等の創設」は非常に有効な手段であると思われる。
○　実例は発生しておりませんが、今後想定されるものと考えております。
　消防団員の担い手不足が叫ばれている中、若い人材の確保は有用であり、消防車両を運転
できない免許資格による消防団員が災害時の初動活動に大きな支障を及ぼすこととなります。
　消防団員の確保、消防団活動の充実強化、消防団員等が実施する活動の特殊性など、地域
防災の担い手としての重要性を考慮し、消防団所有のポンプ車の運転に必要な免許を取得し
やすくなるような特例制度の創設に賛同します。
○当県においても、普通免許しか持たない若い人材が消防団員等として消防団に加入した際
に、車両総重量3.5トン以上の消防車両を運転することができず、消防団員等の消防活動や災
害時の初期活動において支障を来すことが予想される。

南陽市、ひたち
なか市、清瀬市、
石川県、南アル
プス市、多治見
市、山県市、田
原市、千早赤阪
村、宇和島市

山梨県（１４町村）
共同提案
幹事団体：山梨県鳴沢村

鳴沢村、市
川三郷町、
早川町、身
延町、南部
町、富士川
町、昭和
町、道志
村、西桂
町、忍野
村、山中湖
村、富士河
口湖町、小
菅村、丹波
山村

警察庁、総務省、防衛
省

道路交通法
道路交通法施行令
まち・ひと・しごと創生
総合戦略
消防学校の教育訓練
の基準
自衛隊法第100条の２
自衛隊法施行令第126
条の２

 実際の道路交通環境下における安全性を毀損することなく、消防団所有自
動車を運転できる消防団員の確保が可能となることから、消防活動や災害
時の初期活動の体制が強化される。
　また、地域活動の担い手である消防団員や地域住民がその地域を訪れる
自衛隊とつながりを持つ機会が生じることとなり、その際の人的つながりが将
来の災害時の自衛隊と地域住民や消防団員の連携強化にもつながることに
なる。
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89 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 小規模施設特定有線
一般放送の届出書類
の電子化

　小規模施設特定有線一般放送
の届出書の申請者の住所及び氏
名など表以外の部分についても
電磁的方法による提出が可能と
なるよう「放送法施行規則第二百
十七条第一項の規定による電磁
的方法により作成し、及び提出す
ることができる書類並びにその作
成及び提出の方法」（平成23年6
月29日・総務省告示第274号）第３
項の第30号～34号 の改正を求め
る。

　小規模施設特定有線一般放送の届出書は「放送法施行規則第二百十七条
第一項の規定による電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類
並びにその作成及び提出の方法」第３項第30号～第34号において、電磁的方
法による提出が認められているのは各様式の「表の部分」のみとなっており、そ
の他の項目（自書又は押印等）や添付書類については認められていない。この
ため、事業者は申請手続きを書面により来庁又は郵送にて行わざるを得なく
なっており、負担となっている。
　自治体においては、届出書の表部分を電磁的に提出された場合、そのデータ
と書面で提出された書類を連動させて保管する必要があり、整理及び保管が煩
雑になっている。また、施設が廃止されるまで個人データを含む届出書及び添
付書類を保管する必要があるため、大量の書類を整理及び保管するための経
費（人員や保管場所）が発生している。(提案団体合計概数（過去３年）　平成28
年度130件　平成29年度350件　平成30年度810件　（H30.4月末現在）)

　提案の実現による住民の利便性の向上や行政の効率化等、表部分以外も
電磁的方法による提出が可能になれば、電子申請も可能となり、事業者の
提出にかかる負担が軽減し、自治体においても申請の受付、書類の整理及
び保管に関する経費等の削減が図られる。

放送法施行規則第二
百十七条第一項の規
定による電磁的方法
により作成し、及び提
出することができる書
類並びにその作成及
び提出の方法 （告示）

総務省 東京都、埼
玉県、千葉
県、神奈川
県

デジタル・ガバメント実行計
画記載「オンライン手続き
におけるリスク評価及び電
子署名・認証ガイドライン」
の見直し

栃木県、愛知
県、鳥取県、福
岡県

○事業者に申請手続きの際の来庁・郵送の負担を強いている。また、本県においては提案都
県ほど届け出件数が多くはないが、年々増加傾向にある。
（過去3年）平成28年度29件、平成29年度27件、平成30年度35件（H30.6.21現在）
○事業者において、様式のうち表部分のみを電磁的方法により届出を行い、その他の部分（届
出者の自署又は押印部分）や添付資料を認めないというのは、届出者にとってもそれを受理し
整理保管する当県にとっても非効率である。当県では、業務の効率化の流れの中、電子申請
を推進しているところであり、小規模施設特定有線一般放送の届出書類の電磁的方法による
届出の範囲の拡大は有用と考える。
○当該届出については、全様式を電子データで提出することができず、行政手続オンライン化
の原則にも準じていない。事業者はもとより受理を行う職員の負担となっているため、全様式を
電子データで提出可能なように法整備することが望ましい。
○「官民データ活用推進基本計画」により、国・地方を通じた行政全体のデジタル化を進めるこ
ととしており、添付書類を含めた提出書類の電子化を認めるべきである。
○本県においても、届出書類および添付書類の量が多いため、関連書類を保管するための場
所が必要となっている。電子化により書類の保管に係る経費等の削減が期待できる。（平成29
年度実績９件）

92 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 下水道事業事務の所
管部局の一元化に向
け、地方公営企業が
担うことができる事業
の明確化のための法
的整備

流域下水道事業の主体となる地
方公営企業（本県では下水道局）
が、知事が行う公共下水道の指
導・監督など下水道に係る行政事
務全般を一元的に実施するため
には、下水道管理者による知事
の事務の補助執行とその事務に
係る経費等の根拠規定を明確に
する必要がある。そのため地方公
営企業法施行令第８条の５の規
定に、次の号（第４号）を加えるこ
とを求める。
第８条の５（略）
一～三（略）
四　（地方公営企業）法第２条第３
項の定めにより、この法律の規定
の全部又は一部を適用する企業
が行政として行われる事務に要す
る経費

【現行制度】
地方公営企業は地方公営企業法第２条で定める「事業」を行うこととされている
ため、下水道局では料金収入の対価として流域下水道サービスを提供する流
域下水道事業を経営している。他方、公共下水道の指導・監督など下水道に係
る行政事務全般については知事が行っている。
結果的に、下水道に係る事業事務を下水道局と知事部局で二元的に行ってい
る。
【支障】
（県）
流域下水道を管理し現場のノウハウを十分蓄積している下水道局が公共下水
道の指導・監督を行うことは、知事部局で行っている現状に比べ、より合理的、
効率的である。そのためには、下水道局が知事の事務を補助執行する一元化
が必要である。
下水道局が知事の事務を補助執行する場合、経営に伴う収入をもって行政事
務を行うことは地方公営企業法の趣旨から妥当ではないため、その事務に係る
経費等について一般会計から繰り出すための規定の整備が必要である。
（市町村）
流域下水道に接続した公共下水道を有する市町村の場合、下水道局と知事部
局双方と協議しなければならないため、事務の負担が大きい。

下水道局が知事の事務を補助執行することによって、県の事務の効率化が
図られるとともに、より現場の実情に即した公共下水道の指導・監督が可能
となる。
市町村が県と協議する場合の窓口が一本化されることになり、事務の負担
が軽減される。
人口３万人以上の下水道事業を行う自治体にあっては、平成３１年度までに
公営企業会計に移行するよう総務省からの要請がある。公営企業会計の導
入に際し、事業を実施するにあたっての組織や執行体制について、自治体が
実情に即した選択肢を用意することができる。

地方公営企業法施行
令第８条の５、地方公
営企業繰出金につい
て（通知）

総務省 埼玉県 - -

96 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 公金収納における電
子マネーの取扱いの
明確化

地方自治体の施設の入場料等に
おいて電子マネーによる公金収
納が推進されるよう、法制度上の
取扱いを明確化すること。

【制度改正の必要性】
電子マネーは、少額の支払において小銭の取扱いが不要となり迅速な支払が
可能な、利用者の利便性が高い決済手段である。
平成20年の電子マネーによる決済は11億件、決済金額は7,581億円であった
が、平成28年には52億件で4.7倍、決済金額は51,436億円で6.8倍と飛躍的に増
えている。
また、日本の通貨に慣れない外国人旅行者にとっても電子マネーは利便性が
高く、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される平成32年（2020
年）に、国が目標としている4,000万人の外国人旅行者がストレスなく快適に観
光できる環境整備に資するものである。
これらを踏まえ、地方自治体の施設の入場料等においても、電子マネーによる
公金収納を推進することが、県民及び外国人旅行者の利便性向上に資するも
のとなる。
【支障】
地方自治法上、電子マネーの取扱いが収入の方法として定められていないた
め、導入の妨げとなっている。

小額支払いについて小銭の取扱いが不要になり、利用者の利便性の向上を
図れる。
日本の通貨になれない4,000万人の外国人旅行者にとって、電子マネーの利
便性が高く、ストレスなく観光できる。

地方自治法第231条の
２第６項
地方自治法施行令第
157条の２

総務省 埼玉県、川
越市、所沢
市、狭山
市、坂戸
市、伊奈
町、小鹿野
町、美里
町、東京都

福島県、群馬
県、入間市、船
橋市、島田市、
小牧市、兵庫
県、山口県、徳
島県、熊本市

○日本の通貨に慣れない外国人旅行者にとっても電子マネーは利便性が高く、東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が開催される平成32年（2020年）に、国が目標としている4,000万人
の外国人旅行者がストレスなく快適に観光できる環境整備に資するものである。
○今後、支払い方法のニーズが多様化することを踏まえ、法制度上の取扱いを明確化するべ
きだと考える。
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109 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 私人への徴収・収納
委託が可能な歳入範
囲の拡大（旅券発給
等事務に係る歳入歳
出外現金の追加）

地方自治法243条及び同法施行
令第158条の規定は、歳入歳出外
現金について、地方公共団体から
私人への徴収又は収納の事務の
委託を認めていないところ、旅券
発給等事務に係る歳入歳出外現
金について委託を可能とするよ
う、関連法令（地方自治法、旅券
法や関係する施行令等）の改正を
求める。

旅券法に基づく旅券発給等の事務について、大阪府では、大阪府のパスポート
センターの他、事務処理特例制度により、市町村へ権限移譲した上で執行して
いる。
同事務を市町村にて執行する場合、旅券法第20条第2項に基づき、大阪府手
数料を市町村窓口において徴収する必要がある。本府においては、現在は大
阪府証紙を用いて徴収しているが、平成30年9月末をもって、同証紙の廃止を
予定している。それに伴い、平成30年10月以降は、市町村窓口において、現金
による手数料の徴収が必要となり、同徴収事務を旅券発給等の事務と一体的
に、事務処理特例制度による市町村への権限移譲事務として執行予定であ
る。
また、旅券発給等を取り扱う市民課・住民課の事務については、現在多くの市
町村において、窓口の民間委託を実施しているところ。
しかしながら、市町村が大阪府手数料の徴収事務を執行する場合、市町村に
おいてその取扱が「歳入歳出外現金」となることから、同徴収事務は、地方自治
法243条及び同法施行令第158条によると、私人への委託が不可となっている。
（総務省へ確認済）
その結果、同徴収事務のみ、民間委託からは除外し、市町村職員が処理、また
は申請者に市町村指定金融機関において納付いただく等による対応が必要と
なり、業務の効率化や住民の利便性の面で課題となっている。
また、国が定める「経済財政運営と改革の基本方針2017」において、業務改革
等の推進として「窓口業務の民間委託の全国展開を進める」としている中で、現
在の状況は、窓口委託の促進の妨げとなりかねない。

事務の効率化や住民の利便性の向上等が可能となる。
また、窓口業務の民間委託が促進される。

・地方自治法243条
・地方自治法施行令第
158条
・旅券法第20条

総務省、外務省 大阪府、堺
市、兵庫
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

- ○当市は申請や受付等の窓口業務を委託しているが、徴収・収納事務は切り離して業務をせ
ざるを得ない状況である。

144 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 損害賠償金徴収事務
の委託のための地方
自治法施行令の改正

地方公共団体が私人に徴収又は
収納の事務を委託することができ
る歳入について、地方自治法施
行令第１５８条第1項に「損害賠償
金」を対象とするよう改正。

県営住宅の使用料について、「知事が指定する期日の翌日から当該公営住宅
を明け渡す日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相
当する額以下で、規則で定める額の金銭を徴収することができる」（奈良県営
住宅条例第３８条第２項及び第４項）と定めている。本規定は、公営住宅法第３
２条に基づき、「公営住宅管理標準条例（案）について」（平成８年１０月１４日住
総発第１５３号）を参考に定めている。
「近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下で、規則で定める額の
金銭」については、知事が指定する期日をもって明渡しを請求（賃貸借契約を
解除）していることから、損害賠償金である。
当県においては、県営住宅の退去者の滞納家賃については、債権回収の効率
化を図るために弁護士に委託する一方、損害賠償金については、私人に委託
できないことから、現在職員で回収にあたっている。退去者のうち、滞納家賃と
損害賠償金の両方を滞納している者も一定程度いるが、滞納家賃は弁護士、
損害賠償金は職員と、支払い先や対応先等が異なり、債権回収業務が非効率
になっている。
なお、「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」の閣議決定に伴い、
延滞金及び遅延損害金が追加されたところであるが、地方公共団体が結ぶ契
約において、損害賠償金もこれらの違約金に付随して発生する蓋然性が高いも
のであるから同様に規定されるべきと考える。

損害賠償金についても私人に徴収の事務を委託できるようになれば、損害
賠償金の回収についても専門家のノウハウが活用できること、滞納家賃と損
害賠償金を一体的に委託することで債権回収を効率化することができる。

地方自治法第243条、
地方自治法施行令第
158条第1項

総務省 奈良県 いわき市、埼玉
県、大阪市、愛
媛県

○本県では、県家住宅の家賃に関しては、住宅供給公社に収納事務を委託している。一方、
損害賠償金に関しては、委託が行えないため、県が直接、請求を行っている。
　また、損害賠償金の未納者に対しては、県が督促、催告しているが、効果的な滞納整理が困
難な状況にある。損害賠償金の滞納者のほとんどの者は、家賃も滞納しており、住宅供給公
社に徴収事務を委託し、一体的な債権回収を図ることが効率的である。
○市営住宅の入居者に賦課される市営住宅及び附帯駐車場にかかる金銭は、①使用承認
（賃貸借契約）期間における使用料（公営住宅法第16条等に基づいて定めた家賃及び駐車場
使用料等）と、②使用承認取消（契約解除）日の翌日から明け渡しするまでの期間における賃
料相当額損害金がある。
　①の使用料の収納事務については地方自治法施行令第158条による収納事務委託をしてい
るが、②の損害金の収納事務については法律等に定めがなく委託ができない。
　そのため、使用料の収納は私人に委託し損害金の収納は本市が直接行っており、同一滞納
者に対する納付勧奨が別々に行われることにより滞納者が混乱したり、本市における事務も非
効率なものとなっている。また、弁護士法人等私人への委託により使用料の徴収率は向上して
おり、損害金についても委託が可能となれば一貫した滞納整理業務の実施により効率化が図
られるとともに、徴収率の向上が期待できることから、関係法令の改正を求める。
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160 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 指定都市について人
事委員会又は公平委
員会を置くことが出来
るようにするもの。（指
定都市に設置されて
いる人事委員会の、
採用試験等に関する
権限を市長部局をは
じめ任命権者の権限
とする。)

本市をはじめ大都市では、社会経
済情勢の急激な変化の中、様々
なニーズに対応するため、適切な
人事行政を行っていく必要があ
る。人事配置については任命権
者の権限とし必要に応じて行って
いるが、採用試験は人事委員会
の権限であるため、権限者の違い
から主体的・機動的に採用活動を
行うことができない。
この支障を解消するため、指定都
市については、人事委員会を必
置とせず、人事委員会又は公平
委員会を置くことができるよう制度
変更し、採用権限を任命権者の
権限とすることを求める。

○現行は、各任命権者が必要な人材像等を人事委員会に示し、人事委員会に
おいて採用試験を実施し、採用試験に合格したものを基本的に各任命権者で
採用している（採用待機者を除く）。
○人事委員会の権限である採用試験に係る計画決定や最終合格者の決定に
ついては、常に人事委員会に諮り了承を得ないと行うことができない。各任命
権者では、人事委員会に諮る議案等の準備作業などで人事委員会事務局と調
整が発生し、人事委員会も常に開催できるものではないため、任命権者だけで
採用試験を行えることと比べると、機動的な採用活動を行うことができない。
○人事委員会規則による委任は可能であるが、本市では一部資格職にとど
まっている。
○採用試験の権限を全部任命権者に委任することについては、総務省の見解
は「法の制度上可能であるが、地方公務員法の主旨を踏まえて、人事委員会と
よく話し合い、なぜ全部委任を行うのか説明責任を果たしてほしい」というもの
で可否については明確な回答を得ることは出来なかった。また、あくまで権限の
委任であり、人事委員会からの委任が必要であり、任命権者が主体的に行え
るものではない。
○社会経済情勢の急激な変化の中、持続可能な大都市経営を実現する必要
があると感じており、そのためには自治体経営そのものに直結する職員の採用
を任命権者が主体的・機動的に実施する事が不可欠である。

任命権者が主体的に職員の採用行えるようになることにより、自治体経営に
おいて、経営戦略の一環として、柔軟かつ機動的に人材の確保を行う事が
出来るようになる。

地方公務員法第７条
第１項

総務省 神戸市 - -

Ｂ　地方に対する
規制緩和

156 住民基本台帳法第12
条及び第12条の３。住
民基本台帳事務処理
要領第２－４－（１）－
①－ア－（カ）及び第２
－４－（３）－①－ア

　別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求について、規定の明確化を行
うことにより、地方公共団体間における事務処理の差が解消される。
　また、保険会社へ通知の発出等を行うことで、住民及び保険会社の負担が
解消され、公益に資するものとなる。

　死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命
保険会社などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死
亡者の通知カード及びマイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入り
の住民票を請求しないと同ナンバーを知り得ることができない。しかしながら、
現在の法令では、同一世帯の住民の請求については規定があるが、同一世帯
ではない直系血族の請求については規定がない。

　死亡者のマイナンバー入り住民
票の発行について、別世帯に住
む直系血族の世帯員からの請求
についての規定の明確化を求め
る。
また、死亡保険金の相続処理に
関連して、保険会社に対しても通
知の発出等により、マイナンバー
の取り扱いを周知することを求め
る。

住民基本台帳事務の
住民票の写し等の交
付に係る請求者の規
定の明確化

その他 ○死亡後の手続き全般についてマイナンバーの取り扱いの周知を行い、必要性を精査しでき
る限り最小限に抑えていただきたい。
○保険会社の手続き等で亡くなった方のマイナンバーについての問合せがあるが、死亡者が
単独世帯の場合、通知カードやマイナンバーカードの所在が分からないケースが多く、個人番
号入りの住民票も案内できないため対応に苦慮している。現行の制度においては、同一世帯
の請求については規定があるものの、同一世帯ではない直系血族の請求については規定が
無いため、取り扱いについて明確化してほしい。
○保険会社や税務署、労働基準局等に提出するのに死亡者の住民票（単身者）にマイナン
バー入りを求められることがあり、総務省の事務連絡の個人番号制度関係質疑応答集により
交付できないと断っているが、納得されない方も少なくない。
○現在、本市でも、死亡者に関しては同一世帯以外の申請者にマイナンバー入りの住民票の
交付を行っていないが、請求が多いことは事実であり、マイナンバー利用事務・マイナンバー関
係事務の実施者向けに死亡者に関するマイナンバーの取扱のルールを定め、周知することは
必要と思われる。
○当市においてもマイナンバー入り住民票交付事務を行うに当たり、提案団体が示す支障事
例、「死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命保険会社な
どの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死亡者の通知カード及びマイ
ナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入りの住民票を請求しないと同ナンバーを知り
得ることができない。しかしながら、現在の法令では、同一世帯の住民の請求については規定
があるが、同一世帯ではない直系血族の請求については規定がない。」が、同様に生じてお
り、「別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求について、規定の明確化がされていないた
め、市での対応に苦慮する。」といった事務負担を招いている。
そのため、「死亡者のマイナンバー入り住民票の発行について、別世帯に住む直系血族の世
帯員からの請求についての規定の明確化を求める。また、死亡保険金の相続処理に関連し
て、保険会社に対しても通知の発出等により、マイナンバーの取り扱いを周知することを求め
る。」といった提案の趣旨に賛同します。
○別世帯の請求者への説明に時間を要するケースもあり、保険会社への通知の発出は必要
だと考える。
○死亡者と同一世帯であった者からの請求でなければ、死亡者の個人番号が記載された住民
票の除票の写しの交付ができないこと、及び個人番号が不明でも相続手続き等が可能である
ことが、住民及び生命保険会社等の関係機関等に周知されていないために、窓口でトラブルに
なることが多く、対応に苦慮している。
　このことについては、提出先である生命保険会社等の関係機関に周知するよう、全国連合戸
籍住民基本台帳事務協議会を通じて総務省に要望しているところである。
○同様のケースが本市においてもあることから、住基法第１２条の３第１項第１号の「自己の権
利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」
については、別世帯であっても死亡の住民票の除票に個人番号を記載できるように法改正す
べきと考える。
○規定の明確化を行うことにより，市町村間における事務処理差の解消が期待される。
○死亡時に同世帯であったものがいない場合、マイナンバー入り住民票を請求できないことが
周知されていない、且つ、マイナンバーが各種手続きに必須であるという誤解のため、窓口で
のトラブルが増えている。

宮城県、山形
市、白河市、石
岡市、ひたちな
か市、高崎市、
所沢市、桶川
市、柏市、袖ケ
浦市、江戸川
区、川崎市、平
塚市、多治見
市、浜松市、春
日井市、枚方
市、八尾市、伊
丹市、徳島市、
宇和島市、北九
州市、芦屋町、
宮崎市

【提案①参考資料】住民基
本台帳事務の住民票の写
し等の交付に係る請求者
の規定の明確化.pdf

郡山市内閣府、個人情報保護
委員会、金融庁、総務
省、財務省



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

投票管理者は投票所の最高責任者として投票事務を適正に処理する責務があ
り、投票事務や選挙制度に関する十分な知識が必要であるが、「当該選挙の選
挙権を有する者」に限定されていることで、地方選挙において適格な人材の確
保が困難となっている。また、希望者を募る期間が限られていることや事前研
修への参加が必須であること、さらに公平公正な選挙等の点から民間の者を
選任することは困難であり、実態として自治体職員が務めることが多い。
（各団体の支障事例）
[八尾市]投票管理者及び職務代理者は、投票事務や選挙制度に関する十分な
知識を有している必要があることから、職員を選任しているが、近年市外に居
住する職員が増加しており、特に市の選挙において選任に苦慮している。
［播磨町］投票管理者には選挙事務に精通した町職員を選任しているが、職員
数の削減と町内に居住する職員の減少により、町長及び町議会選挙において
選任に苦慮している。
また、他の団体ではやむを得ず自治会長等を投票管理者に選任し、自治体職
員を職務代理者として充てて投票管理者を補佐する場合があると聞いている
が、特に、町長及び町議会議員選挙では、自治会が候補者の後援活動等を行
うことも珍しくないため、選任を誤れば選挙の公正性を揺るがす恐れもある。な
お、事前に投票事務に関する講習等を行っても、投票所の最終責任者として短
期間で育成することは困難である。

当日投票における投票管理者及
びその職務代理者の選任条件を
「当該選挙の選挙権を有する者」
から「選挙権を有する者」に改め
るよう改正されたい。

投票管理者選任要件
を「選挙権を有する
者」に緩和

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

178 ○本市では、投票に関する事務の責任者である投票管理者等について、その職務の重要性
及び専門性を考慮し、市職員を選任している。選挙に関する事務を委嘱された場合に忠実にそ
れを執行することが義務付けられている（公職選挙法第273条）市職員には、選挙事務に係る
経験やノウハウの豊富な蓄積があり、投票事務の適正かつ公平な管理執行のためには、投票
管理者等にも市職員を選任することが適当であるといえる。
　しかしながら、投票管理者等を選任するにあたっては、本市には85か所の投票所があり、そ
の人員確保に苦慮している。とりわけ、現行法令のもとでは、市長及び市議会議員の選挙にお
いて、投票管理者等に市内在住の職員を選任する必要があるが、選挙の都度、200名近くを確
保することは容易ではなく、結果として特定の職員への選任の固定化及び負担の増大化を招
いている。
　一方、期日前投票においては適任者確保の観点から、投票管理者等の資格要件を「選挙権
を有する者」とされているところであるが、このことによって、投票期日当日の投票と比較して、
期日前投票において選挙事務執行上、特別の支障が生じているとは言えず、また、適任者確
保の観点は期日前投票のみに必要なものではない。
　投票管理者等の資格要件を「選挙権を有する者」と緩和することは、より広い視点で適任者を
確保することにもつながり、より一層の公平公正な選挙執行に資するものである。また、平成
31年には統一地方選挙を控え、本市でも市議会議員選挙執行が予定されていることから、提
案内容の早期実現を求める。
　なお、本提案内容については、平成28年度に全国市区選挙管理委員会連合会（全国774の
市と特別区が加入）より、総務大臣等に要望している。
○本県においても、管理者に充当する市町職員の確保に苦慮している。（特に投票日と動員を
要するイベントが重なった場合など）
○当市では市職員か元職員を投票管理者に選任しているが、近年市外在住の職員が増加し、
市長選挙及び市議会議員選挙の投票管理者の選任について苦慮しているところである。
投票管理者は一定水準以上の選挙関係知識が求められる。もし地域役員に依頼する場合、説
明会を設定しないと、投票所の管理についての法と実務面の知識を持たないまま管理者をして
もらうことになり、何らかのトラブルが生じる可能性がある。
法改正により期日前投票の投票管理者の資格は「選挙権を有する者」とされたので、同様に当
日の投票管理者の資格変更を切望する。

宮城県、仙台
市、山形市、中
山町、八王子
市、清瀬市、小
田原市、綾瀬
市、中井町、新
潟市、魚沼市、
石川県、福井
市、山県市、田
原市、草津市、
千早赤阪村、南
あわじ市、生駒
市、出雲市、倉
敷市、高松市、
新居浜市、北九
州市、筑紫野
市、宮若市、芦
屋町、熊本市、
八代市、宮崎市

兵庫県、京
都府、京都
市、大阪
市、堺市、
八尾市、神
戸市、播磨
町、和歌山
県、兵庫県
町村会

総務省公職選挙法第37条第
２項、第48条の２第２
項、公職選挙法施行
令第24条

地方選挙において、都道府県の選挙では他の都道府県に住所を有する者、
市町村の選挙では他市町村に住所を有する者を選任できるようになり、選挙
管理委員会の事務負担軽減につながる。

ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の
推進に関する特別措
置法

総務省、環境省 横浜市 支障事例等の詳細は「別
紙1」のとおり

旭川市、青森
県、八戸市、仙
台市、いわき市、
さいたま市、千葉
県、船橋市、柏
市、神奈川県、
山梨県、静岡
県、浜松市、京
都市、堺市、八
尾市、兵庫県、
神戸市、松山
市、福岡県、北
九州市、宮崎市

○掘り起こし調査（安定器）の調査データとして、家屋課税台帳における登記情報と法務局から
提供を受けた登記情報を突合させることで調査データを確定させる予定だが、所有者の登記
変更が行われていないこと等により、一定数の未達が発生すると想定している。未達者につい
てはWEB検索や現場確認等により追跡を行う予定ではあるが、それでも追跡不能となる物件
が発生することが見込まれる。家屋課税台帳を管理している部署では、最新の納税者情報を
把握していることもあり、そういったデータを利用できるよう規定を設けていただきたい。
○当市では、税担当課に家屋課税台帳の情報提供を依頼したところ、取得できた情報は登記
簿と同一の情報に限られ、地方税法の守秘義務規定により、税務部局が調査により知り得た
情報（現況の建物所有者又は納税管理人の氏名・住所・電話番号）は取得できなかった。従っ
て、登記簿情報をもとに調査票を送付する計画であるが、住所変更登記、相続登記をしていな
い場合、破産・清算により実質的に法人が存在しない場合等には、調査票が未達となってしま
う。税担当課からはこのようなケースは少なくないと聞いている。また、未達分については、フォ
ローアップ調査のため、現況の建物所有者を独自に調査する必要があるが、建物所有者の調
査には相当の事務量が発生し、円滑な掘り起こし調査の支障となると考えている。よって、掘り
起こし調査の効率的な実施のため、空家等対策の推進に関する特別措置法の事例のように、
固定資産税台帳に記載されている情報のうち、登記簿に記載されておらず税務部局が調査に
より知り得た情報についても提供を受けることができるよう、PCB特措法において、固定資産税
情報の内部利用を可能とする規定を設けていただきたい。
○登記情報だけでは調査票送付先の特定ができず、業務委託等による情報の補完が必要と
なるため費用と時間がかかる。また、業務委託による情報補完では、固定資産税情報に比べ
て送付先としての精度が低いため非効率な調査となってしまう。
○県では、PCB使用安定器に係る平成31年度の掘り起こし調査の実施に向け、現在、環境省
のマニュアルに基づき、建物の登記情報を取得し、対象建物の特定作業を進めているところで
あるが、住居表示や所有者等の変更登記が行われておらず、また、賃貸借や相続等により管
理者が登記簿上の所有者と異なるケースが多数あるものと想定される。処分期限が残り５年と
迫る中、調査を効率的かつ確実に実施するためには、調査票が建物の現所有者・管理者に届
くことが必須であるが、調査票が送達されない場合は、調査票の送付先の特定に係る作業を
別途行わなければならず、調査の支障となることが想定される。このため、指定都市、中核市
等における固定資産税情報の内部利用に係る措置はもちろんだが、都道府県においても各市
町村の固定資産税情報が利用できるよう、所用の措置を講じていただきたい。なお、調査の効
率的かつ確実な実施は全国共通の命題であり、都道府県・指定都市・中核市にかかわらず、
固定資産税情報の利用が最も有効な方法である。

162 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 PCB廃棄物等の掘り
起し調査にあたっての
固定資産税情報の内
部利用

PCB廃棄物・使用製品の処理を
法定期限内に確実かつ適正に行
えるよう、未処理事業者の把握に
必要な「掘り起し調査」の際に、固
定資産税情報の内部利用を可能
とすること。

　PCB特措法では、PCB廃棄物等の確実かつ適正な処理を推進するため、保
管事業者等に対して法定期限内の処分・廃棄を義務付けており、都道府県・指
定都市・中核市等では、環境省のマニュアルに基づき、保管・所有している可能
性の高い事業者を対象とした「掘り起し調査」を進めている。
　調査票送付先として、昭和52年3月以前に建てられた事業用建物とその所有
者のリストを作成するにあたり、同マニュアルでは、法務局・地方法務局又は市
町村の固定資産税担当課から、「建物の登記情報」または「登記簿と同一の内
容が登録されている家屋課税台帳情報」を入手する方法が示されている。しか
し、税担当課に家屋課税台帳の情報提供を依頼したところ、所有者の住所情報
には、登記簿と同一の情報だけでなく、納税通知書の送付等のために独自に
取得した情報が含まれていることから、税法上の守秘義務を理由に提供を受け
ることができなかった。このため、現在は登記情報を基に作業を進めているが、
建物の建築年次の情報が含まれておらず、住居表示や所有者等の登記変更
が行われていないケースもあるなど、調査票の送付先の特定を十分に行えず、
調査の支障となっている。
　指定都市・中核市等は、同じ庁内に固定資産税情報を保有している部署があ
り、事業所の集積地でもあることから、PCB特措法において、固定資産税情報
の内部利用が可能とする規定を設けていただきたい。

　横浜市では、登記簿の所有者情報と地図情報を突合した結果、調査票送
付先を特定できない事例が約4割存在。特定できた事例でも、登記簿上の所
有者が当該住所に居住しているとは限らないため、調査票が確実に届かな
い場合も多くあると考えられる。



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
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根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

183 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 認可地縁団体が所有
する不動産に係る登
記申請の特例に一部
名義人が認可地縁団
体の場合を追加

認可地縁団体が所有する不動産
に係る登記申請の特例について、
当該特例制度が導入される以前
に、認可地縁団体と「所在が不明
である構成員」との共有名義とし
て登記された不動産においても、
認可地縁団体が所有する不動産
の登記申請の特例が使えるよう、
登記名義人が自然人であるという
制限を緩和し、市町長が特例の
申請を受理し、手続きの上、証明
書を交付できるようにすること。

地方自治法第260条の38に規定される認可地縁団体が所有する不動産に係る
不動産登記法の特例は、その適用される不動産として「認可地縁団体が所有
する不動産であつて表題部所有者（中略）又は所有権の登記名義人の全てが
当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた
者であるもの」とされている。当該制度の導入以前に、町内の認可地縁団体が
構成員から認可団体へ所有権移転登記をしようとしたところ、一部構成員の所
在が不明であったことから、やむを得ず所在が判明している構成員分の持ち分
のみを認可団体に移転し、不明者との共有名義で登記した土地があった。制度
導入後、当該不動産について改めて団体から特例の申請があり、実態としては
当該認可地縁団体が占有している土地ではあったが、「所有権の登記名義人
の全てが構成員又はかつて構成員であった者であるもの」という要件を満たせ
るか不明であったため、総務省に問い合わせたところ、「法人と自然人の共有
名義となっている不動産に特例を適用することはできない。」との回答があり、
承認ができなかった。しかし、制度導入以前に認可地縁団体となっていたという
理由のみで本特例が適用できないことは、認可地縁団体制度の活用を促すと
いう特例制度の趣旨に沿ったものでは無く、また、多大な手続を要する所有者
不明土地問題の解消にも逆行するものである。

所在不明の構成員又はその相続人全てに対する認可地縁団体の調査労
力・費用が不要となるとともに、当該不動産の名義が当該団体に一元化され
ることにより、売買・賃借・担保価値の選択が可能となるため、当該団体の保
有資産が増え、健全運営に寄与する。

地方自治法第260条の
38、第260条の39

総務省 兵庫県、京
都府、京都
市、大阪
府、堺市、
稲美町、和
歌山県、鳥
取県、関西
広域連合、
兵庫県町村
会

宇和島市､福島
県､川崎市､山県
市､南九州市､八
尾市

○当市においても認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度を用いるに当たり、
提案団体が示す支障事例同様、「法人と自然人の共有名義となっている不動産に対する特例
制度の申請が、認可地縁団体から挙がる可能性が考えられる。
　登記名義人やその相続人の所在が知れない場合における煩雑な登記移行手続、及びそれ
に係る多大な費用の削減を図るという特例制度の趣旨を鑑みると、制度導入以前に認可地縁
団体となっていたという理由のみで本特例が適用できないのでは本制度を制定した意味が薄
れるのではないかと感じる。
　登記名義人は自然人であるという制限を緩和し、法人と自然人の共有名義であっても制度の
適用を認めることにより、所在不明の登記名義人及びその相続人に係る調査労力・費用の削
減効果が期待されるとともに、所有者不明の不動産の解消にもつながると考える。そのため、
提案の趣旨に賛同し、現行制度における登記名義人の制限を緩和することを要望する。
○具体的に支障となった事例は確認できないが、用地取得困難事例のうち、多数共有地の取
得の占める割合は、少なくないため、認可地縁団体の不動産登記法の特例については法の柔
軟な解釈で対応されることが望ましい。
○所在不明の構成員又はその相続人全てに対する認可地縁団体の調査労力・費用が不要と
なるとともに、当該不動産の名義が当該団体に一元化されることにより、売買・賃借・担保価値
の選択が可能となるため、当該団体の保有資産が増え、健全運営に寄与する。また、適正な
課税を行うことにより税収確保につながる。

Ｂ　地方に対する
規制緩和

179 公職選挙法第38条第1
項

円滑かつ効率に選挙準備を進めることができ、重要な事務に活動資源を投
入できるため、適切な選挙執行に資する。

投票立会人は、公職選挙法第３８条第１項に基づき、各選挙ごとに各投票区に
おける選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て選任することと
されており、各市町選挙管理委員会においては、広く公募を行ったり、自治会に
推薦を依頼するなど工夫を凝らして、円滑に選任できるように努めている。
ところが、 「各投票区における選挙人名簿に登録された者」と限定されているこ
とから、一部の投票区に応募が集中した場合に、必要な投票立会人の総数に
達していたとしても、定数を超過した投票区では選任できない者が発生する一
方で、定数に満たない投票区では不足した人員を自治会に推薦依頼する必要
が発生している。例えば、平成28年参議院議員通常選挙では、選挙区全体で
最低限２６名の投票立会人が必要なところ、公募には25名が応じたが、一部の
投票区に応募が集中したために抽選によりこのうち８名を落選させ、一方で９名
の推薦を自治会に対して依頼する事態となった。
投票立会人の職務内容は、選挙の現場に立会い、適切に執行されているかど
うかを監視することであり、必ずしも「各投票区における選挙人名簿に登録され
た者」である理由は乏しく、現に期日前投票所や共通投票所では「選挙権を有
する者」とされている。特に、衆議院議員総選挙など急を要する場合には、投票
立会人の確保が困難となり、投票所設置の支障になっている。

投票立会人の選任要件である「各
投票区における選挙人名簿に登
録された者」について、投票環境
の向上を進めるため、期日前投
票所や共通投票所と同様に投票
区の要件を外して「選挙権を有す
る者」に緩和すること。

投票立会人選任要件
を「選挙権を有する
者」に緩和

その他 ○本市内には85か所の投票所があるが、その全てにおいて、各投票区の選挙人名簿に登録さ
れた者から2名以上、市全体で300名程度の投票立会人を選任する必要があり、選挙の都度、
選挙に関する啓発、周知等を実施する関連団体等と連携して、各投票区における地域事情等
を考慮しながらその人選を行っている。ところが、市町村の選挙管理委員会が必要に応じて設
けることができる投票区は、地域の実情等に合わせて規模が大きく異なり、本市でも有権者数
10,000を超える投票区から200を切る投票区まであるが、現行法令のもとではどの投票区にお
いても同一基準（選挙人名簿に登録された者）で選任する必要があるため、とりわけ有権者数
の少ない投票区においては適任者不足により、どの選挙においても同一人物を投票立会人に
選任せざるを得ない場合が多く、選挙の公平性確保の観点からも憂慮すべき事態となってい
る。
　一方で、期日前投票における投票立会人については、人員確保の観点から「選挙権を有する
者」から選任するとして要件を緩和する等の措置が講じられているが、選挙期日当日の投票立
会人についても人員確保は重要な課題であり、期日前投票と同様に「選挙権を有する者」から
選任した場合にも、投票立会人の職務に影響を及ぼす積極的な理由は認められず、現に投票
区にかかわらず多くの選挙人が投票する期日前投票での実績からも、選挙の公平性を確保す
ることに特段の支障はない。
　投票立会人の資格要件を緩和することは、公募等により投票区外等から広く適任者を確保す
ることも可能とし、より一層の公平公正な選挙執行に資するものである。
　なお、本提案内容については、平成25年度に全国市区選挙管理委員会連合会（全国774の
市と特別区が加入）より、総務大臣等に要望している。
○本市は山間部を有し、この地区においては、過疎化が進み有権者数が極少の投票区がいく
つもある。そして、当該投票区は高齢化率が高く、投票立会人の選任に苦慮している。
○当市では、選挙当日の投票立会人の人選を、原則として町会・自治会に依頼しているが、高
齢化や就業環境の変化などにより投票立会人の選任に支障をきたすことがある。
○当市においても提案団体と同様、各投票区における投票立会人の選任の要件が「各投票区
における選挙人名簿に登録された者」と規定されていることから、投票立会人を円滑に確保す
ることが困難となっている。
このため、本人の承諾を必要とする選挙管理委員会での選任までに時間を要する場合があ
り、結果として選挙関連の資料作成等、他の選挙関係事務の遅れにも繋がり、特に準備期間
の短い衆議院議員総選挙においては大きな支障となっている。
○当市においては主に明るい選挙推進委員から投票立会人を選任しているが、人数的な余裕
はなく、退任する推進委員がいる場合、同じ投票区の選挙人名簿に登録されている選挙人を
代わり紹介してもらっている状態である。そのため要件緩和により効率的に投票立会人の選任
が行えるようになると考える。
○人口の都市部流入や高齢人口割合の著しい増加等により，選任可能な人材が著しく減少し
ている投票区が多く，選挙執行自体に影響を与えかねない状況となっている。選任の幅を拡げ
安定的な選挙執行を行う上で，投票立会人の選任要件を緩和することは必要であると考える。
（ただし，投票立会人の資質として，「当該区域内の選挙人は，自己の区域内における事情に
通暁し，投票が自由かつ公正に行われることを監視するに最も適当な立場にある者」が求めら
れるとされており，このことを鑑みると，選任要件の緩和と並行し，投票区についても社会情勢
にあわせた見直しを図ることが必要と考える。）

宮城県、八王子
市、清瀬市、綾
瀬市、中井町、
新潟市、石川
県、福井市、山
県市、草津市、
生駒市、出雲
市、倉敷市、高
松市、北九州
市、筑紫野市、
宮若市、芦屋
町、熊本市、八
代市、宮崎市

兵庫県、京
都府、神戸
市、播磨
町、和歌山
県、兵庫県
町村会

総務省
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

192 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 マイナポータルにおけ
るお知らせ通知の範
囲拡大

　お知らせ通知については、国に
おいて子育てに関する14の事務
で実施することを可能としている。
　それらの事務以外の事務のう
ち、お知らせ通知を行うことで市
民サービスの向上、行政事務の
効率化が図られるものについて、
お知らせ通知を行えるようにす
る。

【支障事例】
　「児童手当の支給日に係る通知」、ひとり親支援制度における「家庭教師派遣
支援や体験学習・学習支援に係るお知らせ」は、国が示すお知らせ通知を行え
る事務に含まれていないため、お知らせ通知を行うことができない。
【懸念事項】
　社会保障・税・防災に該当しない事務については、マイナンバーを取り扱えな
いため、お知らせ通知を実施できない。
【懸案事項の解消策】
　現行のマイナンバー（符号含む。）を利用したお知らせ通知とは別に、マイナン
バー（符号含む。）を利用しないお知らせ通知の仕組みを新たに構築する。

　お知らせ通知を行える事務（14事務）以外の事務のうち、市民へ通知等を
郵送している事務について、お知らせ通知を可能とすることで、さらなる市民
サービスの向上及び行政事務の効率化を図る。

「子育てワンストップ
サービスにおける児童
手当の事務について」
（平成28年12月21日付
府子本906号通知）

内閣府、総務省 八王子市 石岡市、三条
市、静岡県、尼
崎市、宮崎市

○官民データ活用推進基本法第10条（行政手続に係るオンライン利用の原則化、民間事業者
等の手続に係るオンライン利用の促進）、「IT新戦略の策定に向けた基本方針」（平成29年12
月12日IT本部・官民データ活用推進戦略会議決定）や、「デジタル・ガバメント実行計画」（平成
30年1月16日eガバメント閣僚会議決定）に基づき、業務改革（BPR）の徹底とデジタル化の推進
により利用者中心の行政サービスを実現する必要性を国において記載されており、現在、内閣
官房において「デジタルファースト法案」の検討を行ない、オンライン化の徹底及び添付書類の
撤廃について取組を進めているところと認識している。
　マイナポータルを活用したオンライン申請・お知らせ機能は、これまで各団体で準備する電子
申請機能に比べ、現在国等で構築した情報連携のインフラを最大限活用することで各団体に
とって安価にオンライン化実現の可能性がある。
　こうしたことを踏まえ、住民オンライン申請窓口の一元化や国・市町村を通じた行政事務の効
率化・コスト縮減に繋がるようなマイナポータルを活用したオンライン申請・お知らせ機能のさら
なる充実に期待するところである。
○当市では、ぴったりサービス（ワンストップサービス）を利用して、子育て15手続以外の「職員
採用試験の受験申込」や「マラソン大会の参加申込」等の電子申請受付を実施しているが、こ
れらの手続の中には通知書等を返送する必要があるものもあるため、マイナンバー（符号含
む。）を利用しないお知らせ通知の仕組みの構築を求める。
　また、お知らせ通知を行うためには、「事前の同意を取ること」とされており、毎年の同一事務
のお知らせ通知であっても、通知の都度、事前同意を取る必要があるが、住民の利便性向上
及び事務の効率化を図るため、同一事務の場合は省略できる等の緩和を求める。

【支障事例】
　本市の独自利用事務である、子どもの医療費助成に関する事務（以下「助成
事務」という。）を例とする。
（前提）
助成事務の準ずる法定事務は「児童手当に関する事務」であり、児童手当に関
する事務は地方税関係情報の照会において本人同意は不要である。また、助
成事務と児童手当に関する事務については申請手続を同時に行っている。
（具体的内容）
　児童手当に関する事務は本人同意が不要であるにも関わらず、助成事務で
は本人同意が必要となり、同意に係る書類記入の手間が生じる。また、配偶者
等の申請者以外の方（以下「配偶者等」という。）の地方税関係情報の照会にあ
たっては、配偶者等の本人同意も必要となる。その場合、配偶者等の本人同意
書を郵送又は再度窓口に提出することとなり、申請者に負担が生じる。
　さらに、電子申請においても、配偶者等の本人同意を得ることができないた
め、同様に郵送又は窓口へ本人同意書を提出することになる。
【懸念事項】
　地方公共団体によって、準ずる法定事務の判断基準が異なる可能性がある。
【懸念事項の解消策】
　本人同意を不要とする独自利用事務は、独自利用事務及び準ずる法定事務
の内容を国が確認し、承認したものに限ることとする。

　独自利用事務の地方税関係情
報を情報照会する場合は、「行政
手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関す
る法律第十九条第八号に基づく
特定の個人情報の提供に関する
規則」（以下「規則」という。）第２
条第４項第１号に基づき、本人同
意が必要である。このことについ
て、独自利用事務と「趣旨又は目
的が同一かつ事務内容に類似性
がある法定事務」（以下「準ずる法
定事務」という。）が本人同意不要
である場合、独自利用事務につい
ても本人同意を不要とするよう規
則の改正を行う。同様に、庁内の
情報を照会する場合にも、準ずる
法定事務が本人同意不要である
場合、独自利用事務についても本
人同意を不要とする。

独自利用事務におけ
る税情報照会の簡略
化

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

191 ○当市でも、「子どもの医療費助成に関する事務」を独自利用事務としているが、提案記載内
容と同じ支障をきたしている。
当市の独自利用事務は、「子どもの医療費助成に関する事務」の他にも「重度心身障害者等
の医療費助成に関する事務」と「ひとり親等の医療費助成に関する事務」があり、それぞれの
準ずる法定事務は、「特別児童扶養手当等の支給に関する事務」と「児童扶養手当の支給に
関する事務」としており、いずれも地方税関係情報の照会において本人同意は不要。
独自利用事務の情報連携においての同意は、年度毎に、地方税関係情報が必要となる者す
べての同意をとる必要があり、同意する者が自ら署名をすることとされている。
毎年行う年次更新時には、各制度の受給者本人のみならず扶養義務者等の同意も得る必要
があるため、同意書の書類を郵送し提出していただくこととしている。
市民負担軽減のために独自利用事務としたが、市民は同意書を作成し提出する手間が生じ、
行政側の事務も煩雑になっている。
○当市では、独自利用事務に「ひとり親家庭等医療費助成事務」、それに準ずる法定事務に
「児童扶養手当」があり、提案と同様の支障がある。規則の改正により、申請者のみならず、事
務担当者の負担軽減も図られる。
○当市においては、外国人生活保護事務をはじめ、14事務において特定個人情報の独自利
用を実施している。
　独自利用事務のみならず、一部の番号法法定事務であっても、地方税情報の本人同意を求
める運用は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1
条にある「行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、か
つ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受け
る国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上
を得られるようにする」趣旨に反するものと思料される。
○当市の独自利用事務である、重度障害者医療費助成に関する事務の資格認定において、
申請者以外の同居家族の地方税関係情報の照会が必要な場合がある。その場合、申請者以
外の同居家族全員の同意書の提出がなければ資格認定ができない。そのため、自筆の同意
書を揃えて、窓口に申請（再度来庁）しなければならず、申請者側に負担が生じている。
　また、申請が資格認定発生日（例えば、転入日）の翌月となるなど月をまたいだ場合、資格認
定の始期が遅くなるため申請者に不利益が生じる。
　従って、重度障害者医療費助成事務に準ずる法定事務である「特別児童扶養手当の支給に
関する法律による障害児福祉手当もしくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正
する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務」と同様に、本人同意なく地
方税関係情報の照会ができるよう求める。

苫小牧市、船橋
市、福井市、山
県市、尼崎市、
大牟田市、筑後
市、熊本市

八王子市内閣府、個人情報保護
委員会、総務省

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第十九
条第八号に基づく特定
の個人情報の提供に
関する規則第２条第４
項第１号

　規則第2条第4項第1号において、独自利用事務の地方税関係情報の情報
照会についてはすべて本人同意が必要となっている。このことについて、独
自利用事務が準ずる法定事務において本人同意不要である場合は、当該独
自利用事務についても本人同意を不要とするよう規則改正を行うことで市民
サービスの向上及び行政事務の効率化を図る。
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
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その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

199 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 随意契約ができる金
額の見直し

随意契約によることができる予定
価格について、契約の種類が「工
事又は製造の請負」である場合の
上限金額を引き上げる規制緩和

地方自治法施行令第一六七条の二第一項第一号別表第五において随意契約
ができる予定価格が規定されている。特に「工事又は製造の請負」に関しては
建設資材の高騰や東京五輪需要等に伴う人員不足により契約価格が上昇傾
向にあるものの基準額が見直されていない。
公共施設の老朽化で修繕業務が増加傾向にあることに加え、来年には消費税
増税が予定されていることを考慮すると、従前どおりの基準額のままでは、競
争入札による修繕工事が確実に増加する。
発注者である地方公共団体にとって、随意契約は１～２日程度の事務で済むと
ころ、競争入札となると設計期間から契約事務まで最短でも約１月を要し、事務
量が増加する。また、受注者側にとっても、競争入札による工事が増加すれ
ば、競争入札に係る事務負担が生じ、受注意欲の低下につながる可能性があ
る。スムーズに手続きができる随意契約は受注者側にもメリットがある。
基準額が定められた理由が「金額の少額な契約についてまで競争入札で行う
ことは、事務量がいたずらに増大し、能率的な行政運営を阻害することから」と
いうことを考えれば、消費税増税等のタイミングに、情勢に合わせた見直しが必
要と思われる。

地方公共団体における事務量の負担が軽減される。また、比較的少額な修
繕工事を請け負う地元企業との継続的な契約に資する。

地方自治法施行令第
一六七条の二　別表
第五

総務省 倉敷市 品川区、海老名
市、石川県、刈
谷市、大阪府、
出雲市、廿日市
市

○本県においても、同様の支障が生じる恐れがある。
【参考】平成29年度本県土木部の（地方自治法施行令167条の2第１項第1号における）随意契
約発注案件について、消費税を10%と仮定すると、8%に比べて、工事65件、委託52件　合計117
件が指名競争入札対象案件となり、事務量が増加する恐れがある。
○提案内容は、事務量の軽減が図れる。消費税増税による入札案件の増加の懸念がある。
入札不調の増加傾向がある。本市も、公共施設の修繕時期を迎えている。大規模修繕工事の
発注前に設備等の修繕が必要になっている施設もあることから、提案内容は、大きな効果があ
る。
○消費増税や、労務費、物価上昇により、実際に施行可能な工事規模が年々縮小されてい
る。昭和57年制定時から基準額の見直しがされておらず、情勢に合せた見直しが必要である。

200 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 電子マネーを利用した
歳入の収納を可能と
する規制緩和

　地方公共団体の使用料又は手
数料の徴収については，現金によ
る方法のほか，地方自治法第231
条の2に基づき，証紙（使用料及
び手数料に限る），口座振替，証
券又は指定代理納付者による納
付（クレジットカードによる納付）に
よることとされている。
　いわゆる電子マネーを利用した
公金の収納については，法令に
明文の規定がないことから，当該
方法による収納について法令で
規定する。若しくは，現行制度上
でも電子マネーによる納入が可能
であることを明確化する。

　電子マネーは、少額の支払において小銭の取扱いが不要であり、利便性が
高い決済手段である。
　地方公共団体においても、住民の利便性向上の観点から，公金の収納を電
子マネーを利用して行いたいが、地方自治法及び同法施行令に電子マネーを
利用した収納について明文の規定がないため、導入ができない。
　特に、美術館等の各種施設料金や手数料及の支払い手段として有効であり、
実際に住民からも電子マネーの利用の可否について問い合わせもあるところで
ある。
　また、地方公共団体の財務制度に関する研究会が平成27年12月に公表した
「地方公共団体の財務制度の見直しに関する報告書」において、収入方法の多
様化の一環として、地方公共団体においても電子マネーによる収入方法を可能
とすべき旨が述べられており、早急に措置すべきと考える。

　制度が明確になることで，地方公共団体におけるキャッシュレスに向けた取
組が促進され，その結果，支払手段が拡大することにより，住民等の利便性
向上に資する。

地方自治法第231条の
2

総務省 茨城県、日
立市、土浦
市、古河
市、結城
市、龍ケ崎
市、下妻
市、常総
市、常陸太
田市、笠間
市、取手
市、牛久
市、つくば
市、鹿嶋
市、那珂
市、筑西
市、坂東
市、かすみ
がうら市、行
方市、つくば
みらい市、
小美玉市、
茨城町、大
洗町、栃木
県、群馬
県、新潟県

福島県、市川
市、船橋市、島
田市、兵庫県、
山口県、徳島
県、熊本市

○日本の通貨に慣れない外国人旅行者にとっても電子マネーは利便性が高く、東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会が開催される平成32年（2020年）に、国が目標としている4,000万人
の外国人旅行者がストレスなく快適に観光できる環境整備に資するものである。

203 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土木・建築 公営住宅法第34条に
規定されている収入
調査手法の拡大

収入申告の真偽を調査・確認でき
る手だてについて、収入申告等の
適切な手続きを怠った退去済み
滞納者に対しても課税台帳の閲
覧等を可能とする等、調査・確認
手法を拡大すること。

本市では、収入申告を行わない入居者に対しては、申告を行うよう丁寧に連
絡・催告を行っているところであるが、中には再三連絡・催告を行ったにも関わ
らず、収入状況申告を怠り、公営住宅法上の規定により近傍同種家賃を以て
家賃を決定せざるを得ない者もいる。
また、その中には３か月以上家賃を滞納し、明渡請求を経て退去に至る者もお
り、そういった者には家賃を滞納した状態で遠方へ転居するケースもある。
このようなケースにおいては、転居先が判明していても、第34条の規定による
調査が行えないため、現在の収入状況が把握できない。滞納整理を進めるに
当たり、遠方への調査等に係る費用（旅費や民事執行に係る手続）と滞納整理
による回収額の目途が立たないことから、費用対効果の見通しが立たず、滞納
整理業務の効率的な遂行に支障を来している。

調査結果に基づき、当該債権を徴収するか放棄するかが分類でき、相手方
の生活状況に合った債権管理業務が執行できる。このことで滞納額の圧縮
が見込め、債権が適正に管理されると同時に、生活困窮者には生活再建の
ために必要な措置を講じることが可能となる。
また、無益な法的措置を防ぐことで、自治体は法的措置に係る費用を効果的
に執行でき、かつ業務効率化を図ることができる。

公営住宅法第34条 総務省、国土交通省 掛川市、島
田市、藤枝
市、伊豆
市、菊川
市、牧之原
市

いわき市、静岡
県、神戸市、尼
崎市

○当市において、退去後に滞納がある事案について、収入申告が未提出の者について、現在
の収入状況が把握できない状況である。また、収入申告が未提出の者は就労先等も不明であ
るため、債権差押の手続き等、滞納整理業務において支障が生じている。収入申告等の適切
な手続きを怠った退去済み滞納者に対しても課税台帳の閲覧等を可能とする等、調査・確認
手法を拡大することができれば、債権回収率向上に資することができる。
○本市においても、家賃を滞納し遠方へ転居するケースがある。市営住宅入居者については
低所得者向けの住宅となっていることから債権回収の見通しを立てるためにも収入状況の把
握が必要となる。
○本市においては、公営住宅法第３４条の適用範囲について明確な基準が示されておらず、
提案市と同様の支障が生じており、退去者についても調査権限が生じれば、徴収実務として有
益であると考えられる。
○本市においても、滞納された住宅家賃の回収に苦慮しており、仮に本提案のとおり、債権回
収業務においても課税台帳等を参照することができれば、より効果的・効率的な滞納整理を行
うことができると考えている。
○公営住宅法において、入居者に対する収入状況の報告の請求等の定めがあるが、退去滞
納者に対する調査権までは明記されていない。公営住宅における退去滞納者に対する債権回
収は、懸案事項であり、その債権確保のための調査権の付与について検討をいただきたい。
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261 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 広域連合の規約変更
における大臣許可手
続きの弾力化

広域連合の規約のうち、広域連
合の処理する事務及び広域連合
の作成する広域計画の項目を変
更するにあたり、当該事務が国の
行政機関の長の権限に属さない
場合は、総務大臣の許可を不要
とし届出制とすること。

広域連合の規約の変更を許可制から届出制に改めること関しては、総務省か
ら過去に以下の指摘がなされたところである。
①広域連合の処理する事務が国の施策、事務等に深い関係を有する蓋然性
が高いと考えられるものであり、関係行政機関の長への協議を経ずに、総務大
臣が関係行政機関の長の権限に属さないと判断するとはできない（Ｈ28）
②許可に当たっては、総務大臣は、規約の内容の適法性だけではなくその妥
当性をも判断しているところであり、届出制では総務大臣がその適法性・妥当
性を判断することができず（Ｈ29）
しかし、①について、広域連合では、構成府県市の事務を持ち寄ることができる
とされており、本件に関しては、事務権限はすでに地方にあるため該当しない。
②についても、広域連合の規約変更に当っては、その可否について広域連合
及び構成団体並びに関係機関等とも協議を重ね、更に構成団体等の議会にお
いて、住民の福祉の増進や事務処理の効率化等の見地から審議し、議決を得
ていることからも、その妥当性は地方において十分に判断されている。この点を
考えれば、総務大臣に重ねて適法性、妥当性を判断いただく必要があるのか
疑問である。
以上、本件に関し、規約変更に係る許可制を届出制に改めることに問題はない
と考える。また、地方分権の観点からいえば、広域連合制度の趣旨を考慮すれ
ば、速やかに課題に対応できるように制度を整備していくことがより地方分権に
資すると考える。なお、地方自治法第291条の３では総務大臣許可が不要な場
合が限定的に規定されていることから、当該項目に追加されることを望む。

広域連合が新たに実施するとした事務の追加については、許可制から届出
制とすることにより、広域連合が新たな課題に迅速に対応することが可能と
なる。

地方自治法第291条の
２、第291条の３、第
291条の４

総務省 関西広域連
合

- -

264 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 国勢調査の調査員事
務を委託可能とする
規制緩和

平成27年の国勢調査市町村事務
要領で、共同住宅や社会福祉施
設への委託を可能とする記述が
追加されたように、特に支障と
なっている、中山間地等におい
て、調査の対象範囲・区割・契約
期間について、市町村と委託業者
双方の協議をもって定めることと
することとする規定を盛り込むこと
を求める。委託先の例としては、
毎日郵便配達等を行っている日
本郵便株式会社などを想定して
いる。加えて、対象地域への事前
周知については、市町村が行うこ
ととされたい。(なお、中山間地等
において試験的に実施し、委託先
や状況を検証の上、対象地域を
全域に拡大することも見据える。)

本市では、調査員確保のための募集活動は行っているものの、景気の上向き
や調査困難世帯の増加などに伴い、国勢調査調査員の登録者数は減少してお
り、（H27:527名→H28:479名）調査員の確保に苦労をしている。特に、中山間地
域では、住民の高齢化等の要因も加わり、調査員の確保はさらに厳しい状況で
ある。小学校校下に1人も調査員がいない地域もあり、調査に支障がでている。
また、平成２２年度実施の国勢調査から郵便による回答が、平成２７年度実施
の国勢調査から、インターネットでの回答も可能となり、選択肢が増えたもの
の、未回答率は上昇しており、対象世帯への定期的な接触がますます重要と
なっている。そこで例示する、日本郵便株式会社などに委託が可能となれば、
郵便局の定期的な訪問と住民にとって身近な存在であることが、回答率の増加
にも期待できること及び郵便局のネットワークを活用した業務の拡大や行政と
の連携が模索されている傾向を踏まえ本提案をするものである。

本提案により、中山間部等の調査員の確保が困難な地域において、例示す
る日本郵便株式会社の地域に密着した配達ルートを活用することで、効率的
な調査が可能となると期待される。特に、同社は、全国に拠点を有し、社会
的な信頼もあることや、定期的に目にする身近な存在であり、住民にとって
は、初見の調査員より安心して調査に協力することができると期待できる。

国勢調査令 総務省 金沢市 読売新聞5月28日１３版 岩手県、花巻
市、山形市、福
島県、魚沼市、
野々市市、福井
市、山県市、西
尾市、小牧市、
鳥取県、徳島
市、新居浜市、
東温市、北九州
市、大牟田市、
糸島市、松浦
市、八代市、宮
崎市

○調査員の確保については、高齢化が著しく、その確保が非常に困難になっている。また、山
間部の調査区は、面積は広大な一方、世帯数は僅少であるなど総務省が想定する標準的な
調査区と乖離した実態があり、都道府県から示される限られた調査員配分数の中で、調査員
を各調査区に配置する際も、各調査員の業務負担の均衡に配慮するうえで支障になってい
る。提案の想定する日本郵便(株)であれば、地域の地理や居住実態にも明るいことから、円滑
かつ高精度な調査にも資するため、将来的な全域化も検討すべきである。
○本市には離島がある。現在は離島にも調査員が1人いるが、その方以外のなり手がいない
状態。調査員確保のための募集活動は行っているが、毎年調査員は減少しており、調査員の
確保に苦労をしている。毎日郵便配達等を行っている日本郵便株式会社などは、住民にとって
身近な存在であり、社会的信頼もあることから、安心して調査に協力していただけると推測す
る。委託が可能となれば、離島での調査の効率が上がると思われる。
大都市統計協議会から国に要望しているところである。
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Ｂ　地方に対する
規制緩和

266 ・補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律
・個人番号カード交付
事業費補助金交付要
綱　第５条、第６条、第
12条、第14条
・個人番号カード交付
事務費補助金交付要
綱　　第５条、第６条、
第12条、第14条

年度末・当初の自治体の事務負担が軽減されるとともに、補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律の目的に沿った確実な補助金の交付手続
が可能となる。

（１）当該補助金は年度末ぎりぎりに交付決定されるため、事務処理期間が非
常に短く、対応に苦慮している。
【平成29年度の場合】
○３月29日（木）交付決定受理（この後、県→市町村へ通知。併せて所要額も
調査依頼。）
○４月４日（水）所要額等調査の提出期限（市町村報告をとりまとめ、県→国へ
の報告。※土日を挟むため、実質３日程度の事務処理日程）
○４月６日（金）算定基準額公表（この後、所要額等調査を基に、国→県→市町
村と実績報告の依頼。）
○４月10日（火）額の確定報告書の提出期限（市町村からのの実績報告をとり
まとめ、県→国への報告。※土日を挟むため、実質1日程度の事務処理日程）
（２）交付に係る申請書・報告書等に記載すべき総務省からの指令（決定）文書
が複数ある中、どれを書けば良いのかが分かりづらく各都道府県担当者によっ
ても記載の仕方がそれぞれ異なっているようである。
（３）年度末に市町村が所要見込額調査を実施し、その後交付申請を経て総務
省から交付決定される。その後年度末から翌年度当初にかけて再度市町村が
所要額調を行ったうえで実績報告を行う事務処理となっているが、これら手続
が非常に煩雑で、かつ期間が短いため、市町村から多くの苦情が寄せられて
いる。

個人番号カード交付事業費補助
金及び個人番号カード交付事務
費補助金にについて、以下の改
善を求める。
（１）早期の交付決定（４月～９月
までの上半期実績を基に、遅くと
も12月には交付決定する。）
（２）補助事業実績報告書様式第
10号(市町村→県)及び第12号(県
→総務省)に記載する総務省の交
付決定通知を特定できるよう指示
してほしい。
なお、総務省からの文書を基に、
県から市町村に通知しているた
め、総務省の文書番号を特定で
きれば、県の文書番号も特定され
るもの。
（３）算定基準額算出のための調
査を１回にする。

個人番号カード交付
事業費補助金・事務
費補助金に係る運用
改善

その他 ○提案市の事例のとおり、当補助金の事務手続きは年度末の繁忙期に非常に煩雑かつ短期
間に書類作成を行わなければならないため、市区町村担当者及び都道府県担当者が苦慮し
ていると認識している。特に例示にあるとおり、「土日を挟むため、実質一日程度の事務処理日
程」が各種手続きのたびに常態化しており、休日出勤を強要されるような日程が示されるたび
に不条理な思いを抱いている。提案内容に強く賛同する。
○平成２９年度個人番号カード交付事業費補助金実績報告（３月３０日分まで）について、４月
３日（当初は３月３０日３時まで）期限での電子データの提出を求められた。当市では支所での
通知カードの再交付等事務の取扱いもあるため、支所分の再交付件数等の集計の必要も有
り、実績報告作成にかかる時間的余裕が全く無かった。
○所要額見込調査、交付決定、所要額見込調査、実績報告　の一連の事務処理を非常に短
期間で行わなくてはならない。
　さらに市町は、補助金の一連の手続きが住所異動等、窓口の繁忙期と重なっているため、事
務負担が著しい。また、窓口業務は、必ず当日中に正確に処理しなくてはならないものである。
　補助金の正確で適正な報告のため、実績報告書の提出期限の延長が望ましい。
○決裁後提出だが、作業日が中1日は厳しい。また、年度変わりの異動があると、担当者へ引
き継ぐことが難しい。
○　年度末・年度当初は年度切り替えによる事務量の増加に加え，窓口業務においても，転
入・転出等の住民異動届出者が多く来庁する時期である。
　来庁者の待ち時間が数時間に及ぶこともある繁忙期であるが，そのなかで当該補助金の対
応に職員を割いており，更に待ち時間を増やす要因ともなっている。
　左記交付時期の変更等が実施されれば，事務負担が軽減されるとともに，窓口待ち時間の
減少により住民の負担も軽減されることが期待される。
○①平成29年度個人番号カード交付事業費補助金は、電子証明書有料発行手数料（歳入歳
出外現金）の報告期限が3月31日（土）17時までとなっており、実質的に年度最終日である3月
30日（金）の夜までに報告が必要であった。年度最終日は当然来庁者も多く窓口は大変混雑す
るため、各区役所から件数を報告させ、集計するのに大変苦慮することとなった。
　また、個人番号カード交付事務費補助金に係る所要額等調査の県への提出期限が新年度
初日の4月2日（月）であるなど、事務処理期間が短すぎると感じている。
　②個人番号カード交付事業費補助金は地方公共団体情報システム機構に支払う交付金に
対する10/10の補助金である。もし地方公共団体情報システム機構が直接補助対象分を国へ
請求し、補助対象外分だけを市町へ請求するような方法が可能であれば、県や市町の事務負
担が軽減されると考える。
　③年度当初に地方公共団体情報システム機構から交付金上限見込み額が示されるが、平
成28年度も平成29年度も実際の支払額は示された上限見込み額の半分以下であり乖離が大
きい。
　国は実績に基づく上限見込み額を示すべきと考える。
○全体のスケジュールを具体的に示されず、毎年各書類の提出依頼から提出〆切までの期間
が非常に短い。区では交付窓口が６か所あり、繁忙期である３月末から４月までの間に各所の
経費をとりまとめ、実績報告を行うのは難しく、毎年苦慮している。
　対象経費を細かく計上するが、最終的には個人番号カードの交付枚数により補助金額が変
動するため、経費に対し全額は交付されない。また、実績報告の際に、所要額等調査時に回
答した交付枚数や経費が増えた場合、補助金が増額されない仕組みである。３月４月は住民
の異動で一番忙しい時期であり，また職員異動もありかなり窓口が混雑する状況です。そのな
かで，提出までの期間が非常に短い状況での補助金申請等はかなりの負担となっているため
改善を希望します。
○（１）、（３）については、本県でも同様の支障が生じており、年度末から年度初めにおいて事
務が集中している。また、短期間での事務処理であるため、市町村においてもカード枚数の数
え間違いが発生しており、補助金返還に係る事務負担も大きいと聞いている。

秋田市、石岡
市、ひたちなか
市、高崎市、桐
生市、所沢市、
船橋市、成田
市、柏市、江戸
川区、清瀬市、
川崎市、三条
市、浜松市、春
日井市、京都
市、八尾市、富
田林市、兵庫
県、尼崎市、伊
丹市、府中町、
徳島市、愛媛
県、福岡県、芦
屋町、大村市、
大分県

岩手県、宮
古市、大船
渡市、花巻
市、久慈
市、遠野
市、陸前高
田市、二戸
市、八幡平
市、奥州
市、滝沢
市、雫石
町、岩手
町、紫波
町、矢巾
町、平泉
町、住田
町、大槌
町、一戸町

総務省
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【制度改正の経緯】
　マイナンバーカードの交付事務については法定受託事務となっており、全国
の市区町村が実施している。
　マイナンバーカードは運転免許証と同様に公的な身分証となるため、カードの
交付に際し厳格な本人確認を要すが、本人が疾病や障害等により来庁できな
い場合に認められている代理人への交付手続が実情に応じていない。
【支障事例】
　現在、入院等でやむを得ず来庁出来ない場合は、申請者の代理人が必要書
類を窓口で提示することで、カードの交付を行っているが、代理人が提示する
必要書類において、申請者自身の顔写真付き身分証がない場合、交付が出来
ず、マイナンバーカードをお渡しすることが出来ない。
　マイナンバー制度の普及・促進にはマイナンバーカードの交付は必須事項で
あることから、マイナンバーカード交付における新たな方法の在り方を検討する
必要がある。

①交付時来庁方式において代理
人が来庁し、顔写真付きではない
身分証を提示した場合は、カード
を本人限定受取郵便にて発送す
ることを可能とする。
②新たな交付方法として、マイナ
ンバーカード交付における一部の
事務を、郵便局（郵便局員）でも
行うことが出来る方式を策定す
る。具体的には、市区町村の職員
に代わり、カードの写真と申請者
との同一性の確認を行うことが郵
便局員でも可能となるよう、「地方
公共団体の特定の事務の郵便局
における取扱いに関する法律」に
当該事務を追加するなどの所要
の法律改正を行う。

住民が負担を感じるこ
とのない、マイナン
バーカード交付におけ
る新たな方法の在り
方の検討

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

290 ○個人番号カードの交付については、施設入所や入院中により、高齢者本人の代理で親族
（子）が来られるケースが多い。
この時、本人は来庁不能、委任状を書くことができない等の状況があり、交付トラブルが発生し
ている。
○療養中等でやむを得ず来庁できない申請者の中には顔写真付身分証明書を所持していな
い人もいるため、本人限定受取郵便での発送が可能となれば交付促進につながる。また、市
町村職員が出向き本人確認をして暗証番号を設定依頼書の提出をを受ければ本人限定受取
郵便での発送が可能とはなっているが、実際には職員の負担が大きく代理人にも立会いを求
めることになっているため相当の負担がかかっている。
○顔写真付の本人確認書類を所持しておらず、本人の来課が入院等により困難な場合は、職
員が出向き本人確認を行っている。しかし、公用車の都合等で訪問日時の調整が必要となり、
住民の希望に添えない場合がある。本人確認が本人限定受取郵便でも可能となるのであれ
ば、住民の利便性向上に寄与し、市町村の事務の効率化に資する。
○代理人交付の場合、申請者本人・代理人とも写真付き本人確認書類が最低1点は必要であ
り、さらに申請者本人の出頭が困難であることの証明書類が必要である。
　個人番号カードの取得について、高齢者や未成年者の場合で写真付き本人確認書類が無い
方の必要性が高いにも関わらず、交付することが困難であるのは、カード交付促進につながら
ない一因と思われることから、交付方法について検討する必要があるのではないか。
○今後、マイナポータル等でのネット申請など用途が広がっていくことを鑑みると、来庁が難し
い方がマイナンバーカードの取得を希望するケースも増えてくると考えられる。したがって、照
会書兼委任状のほか、本人確認書類を複数点用意いただく等、対応できるような見直しができ
るとありがたい。
○①について、当市においてもマイナンバーカード交付事務を行うに当たり、提案団体が示す
支障事例「現在、入院等でやむを得ず来庁出来ない場合は、申請者の代理人が必要書類を窓
口で提示することで、カードの交付を行っているが、代理人が提示する必要書類において、申
請者自身の顔写真付き身分証がない場合、交付が出来ず、マイナンバーカードをお渡しするこ
とが出来ない。」が同様に生じており、「市民の方から、『マイナンバーカードの受取がしたいの
にできない。』といった苦情を受ける。」といった事務負担を招いている。
そのため、「①交付時来庁方式において代理人が来庁し、顔写真付きではない身分証を提示
した場合は、カードを本人限定受取郵便にて発送することを可能とする。」といった提案の趣旨
に賛同します。
○本人が病気ややむを得ない事情によりマイナンバーカードの受取の来庁が困難な場合、代
理人のカード受け取りが可能であるが、左記のとおり、写真付きの身分証がない場合、交付が
出来ない。マイナンバーカードを申請する人の中には、運転免許証などの写真付きの身分証
明を１枚も持っていないため、写真付き身分証明が欲しい人の申請も多く、また、高齢者の申
請も多い。このような人たちは、来庁が困難な場合、代理受取を希望するが、結局受取には写
真付きの身分証明が必要で、受取をあきらめなければならないのか、という苦情もあり、対応
に苦慮している。
○企業訪問により，勤務地経由申請で申請を受け付けたものの，申請者が顔写真付身分証明
書を所持していなかったため，来庁して受取りをお願いした事例があった。
○そもそも顔写真つきの証明書がないため、個人番号カードを申請しているのもかかわらず、
その身分証明書も求めることはおかしいのではないかとのご意見もいただくことも多く苦慮して
いる。病院等に職員が出向き、交付するなどの対応することも可能とはなっているが、病院等
が遠方等にあることなどもあり、必ずしも行えるものではなく、個々の状況により、交付できない
ことも考えられる。これらに対応するため新しい仕組みづくりが必要と考える。
○本市においても，マイナンバーカードを持ちたいと考える市民が，疾病や障害等により来庁
することが不可能なため，カードの所持を諦めざるを得ないケースが散見されている。
　左記の制度改正が実施されれば，住民の利便性の向上，本人や代理人の負担軽減に繋が
るとともに、交付率の向上にも寄与するものと考える。
○（1）当市においても、入院等でやむを得ず来庁できない場合は、申請者の代理人が必要書
類を持参した上で、マイナンバーカードの交付を行っているが、申請者の顔写真付の公的身分
証明書がない場合は、交付ができない。市区町村としても普及・促進を目指すため入院先等へ
出向き本人確認した上で交付を行っているが、代理人交付における顔写真付の公的な身分証
明書がない場合の対応に苦慮している。
（2）マイナンバーカードの交付を市区町村のみで行っている。交付場所の拡大は、住民サービ
スの利便性向上が図られると思われるため、新たな交付方法を検討する必要があると考える。
○入院等でやむを得ず来庁出来ない場合に認められている代理人への交付手続きにおいて、
顔写真付きの本人確認書類がない場合は交付できない。ただし、本人や代理人が要望すれ
ば、直接自宅や入院先、施設等へ職員が赴き、カードの写真と本人の同一性を確認する必要
がある。事務負担が大きいだけでなく、住民の負担にもなっている。
　マイナンバー制度の普及促進のため、本人限定受取郵便の活用や郵便局員による本人確
認などの、マイナンバーカード交付における本人確認等の新たな方法を検討されたい。

ひたちなか市、
桶川市、柏市、
川崎市、三条
市、多治見市、
八尾市、徳島
市、宇和島市、
北九州市、筑後
市、芦屋町、島
原市

大村市内閣府、総務省行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第17条

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律施行令
第13条

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律施行規
則第13条～第16条

通知カード及び個人番
号カードの交付等に関
する事務処理要領　第
３-２-(１)-ウ-(エ)

地方公共団体の特定
の事務の郵便局にお
ける取扱いに関する法
律 第二条

市区町村の事務の効率化（作業負担の軽減）に資する。
これまで交付が困難であった住民に対しカードの交付が可能となり、住民の
利便性向上に寄与する。
○交付時来庁方式において本人限定受取郵便を可能とする方法による効果
　郵便局の本人限定受取郵便のサービスを使用することで、公的身分証で
の本人確認を行ったうえで、本人への手渡しが確実となる。
○郵便局（郵便局員）でも行うことができる方式策定による効果
　市区町村担当窓口以外の場所での交付を可能とすることで、点ではなく面
でエリアをカバーすることができ、住民負担の軽減に繋がる。
（暗証番号の入力は従前どおり市区町村担当窓口が行い、顔認証システム
等によるカードの写真と申請者との同一性の確認と交付を郵便局員が行
う。）
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292 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 指定管理者制度の対
象となる「公の施設」
の拡大

地方自治法第244条の２第３項に
規定される指定管理者に管理を
行わせることができる施設の対象
範囲について、条例を定めれば、
「公の施設」とされていない施設で
も指定管理者制度を導入できるよ
う規制緩和を求める。

地方自治法第244条の２に規定される指定管理者制度は、その導入対象を「公
の施設」と限定している。当該施設は同法第244条において「住民の福祉を増進
する目的をもつてその利用に供するための施設」と定義されていることから、学
校給食センターや廃棄物処理場に適用することができない、
当市では行政改革の一環として指定管理者制度を含めた民間活力の導入を積
極的に進めており、指定管理者制度を活用するメリットとしては、委託する業務
を限定し仕様を定める必要がないため、民間事業者の創意工夫により、仕様書
に定められた業務以上のサービス提供やノウハウを活かした施設運営が期待
できる点であると認識している。この点、学校給食センター等において市民サー
ビスの向上、財政コストの低減が期待できる。さらに、当市では市清掃工場と隣
接する市総合水泳場を有しており、清掃工場からの熱や蒸気を総合水泳場の
温水プールに利用しているが、現在、清掃工場は委託契約、総合水泳場は指
定管理で管理運営している。清掃工場に指定管理制度を適用できれば、水泳
場と一体的な管理が可能となり、より効率的な運営を行うことができると考え
る。

学校給食センター等において民間活力の導入が推進され、市民サービスの
向上、財政コストの低減を見込むことができる。

地方自治法第２４４条
及び第２４４条の２

総務省 浜松市、裾
野市

島田市、京都
市、伊丹市、宮
崎市

○本市においても廃棄物処理施設等の管理運営について、業務委託、やPFI事業等の検討を
進める際、「BT方式＋指定管理者制度」の手法が可能かどうかの検討を行ったことがある。
　PFI事業であれば、民間事業者の管理運営が可能にもかかわらず、公の施設ではないため
に「指定管理者制度」を選択することができない状況である。
　提案団体同様、規制緩和を求める。

Ｂ　地方に対する
規制緩和

293 公職選挙法第21条第
１項及び第４項
公職選挙法施行令第
12条
住民基本台帳法第６
条第１項
住民基本台帳法第14
条第１項

住民基本台帳を選挙人名簿登録の基にすることで、選挙管理委員会の事務
の効率化が図られる。また、選挙人にとっては自分がどこで投票できるかが
わかりやすくなるほか、調査を実施している自治体としていない自治体とで対
応が異なることによって生じる不平等も解消される。
さらに転出しても住所を異動しない学生においては、「いずれ地元に戻る」と
いう理由もあるため、自分の地元・故郷の代表者を選ぶ選挙に参加できるこ
とは、地方と若者の関係を繋ぎ止め、Ｕターンの期待も高まり、人口減少地
域にも望ましいと考える。

公職選挙法施行令第10条の２において、「被登録資格を有する者を常時調査
し、その確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない」とあるが、全
ての選挙人を常時調査することは、極めて困難であり、全国1,741の市区町村
の選管を対象に実施した総務省の調査においては、わずか40の市町村でしか
居住調査ができていないのが現状である。選挙人名簿登録者数が極めて少な
い場合であれば、調査可能と思われるが、調査を実施している選管と実施でき
ていない選管とで対応が異なれば、選挙人に対して不平等が生じる。もとより、
住民基本台帳法第14条第１項の規定により、市町村長は住民基本台帳の正確
な記録を確保するため必要な措置を講じなければならないこととなっており、居
住実態に誤りがないよう努めていることから、当該台帳に記載された情報をもと
に選挙人名簿を作成したとしても支障はない。また、当該問題は国会でもたび
たび議論されており、平成30年２月23日の予算委員会第二分科会では総務大
臣から「調査結果を見て前向きな方向性を模索してみたい」旨の御答弁があっ
たところであるが、現場の選挙管理委員会からも制度改正を望む。

公職選挙法第21条第１項の規定
を「住民基本台帳法第６条第１項
により、住民基本台帳に記載され
た満18歳以上の日本国民で、住
民票が作成された日から引き続き
３か月以上その台帳に記載されて
いる者」とする。

公職選挙法第21条第
１項の規定の見直し

その他 ○住民基本台帳担当課と選挙管理委員会で別々に居住調査を行うことは合理的でなく、居住
調査が行われた住民基本台帳を基に選挙人名簿登録を行うこととすれば事足りるため、法改
正を要望する。
○本市でも、被登録資格を有する者を常時調査することは困難であると考える。
　調査方法としては、投票所入場券を発送して、返送された者について居住実態調査を行うこ
とが考えられるが、投票所入場券の発送から選挙期日までの短期間で調査を行うことは極め
て困難である。
　選挙期日後になれば、次の選挙まで期間が空く場合は住民基本台帳の登録状況に基づき電
算処理にてスムーズに選挙人名簿を登録することができるため、公職選挙法第21条第１項の
規定を「住民基本台帳法第６条第１項により、住民基本台帳に記載された満18歳以上の日本
国民で、住民票が作成された日から引き続き３か月以上その台帳に記載されている者」とする
ことは合理的と考える。
○本市でも被登録資格を有する者を常時調査することは不可能である。先般の総務省通知
（平成30年 総行選第20号）において、「選挙管理委員会と住民基本台帳担当部局との十分な
連携」が必要とされ、また、「各市区町村の住民基本台帳担当部局においては、定期又は随時
に当該調査を行うことにより、住民基本台帳の記録の正確性の確保に努めること」とされてい
ることは、当該改正の意図に沿うものであり、全国で統一的な取扱ができることが望ましいと考
える。
○本市において居住実態の調査は，現実問題不可能と判断し実施していないのが現状であ
る。また，市町村によって対応が異なることは有権者にとって不平等に繋がることになる。
　よって，全国の市町村が統一的に対応し，有権者が不平等にならないよう法令が整備される
ことが望ましい。
○現実的に居住の実態調査はほぼ不可能な状況である。ところが昭和２９年の最高裁判例に
より、学生の住所は特別な場合を除き下宿等にあることになっている。当選管も会員となって
いる全国選挙管理委員会連合会は昭和３０年代から改善の要求を行ってきている。今の状況
では、学生であることが判明している選挙人が下宿等していることを理由として住民票がある
地域での不在者投票を行う申請は資格要件にあてはまらないので、実態を知りながら受け付
けた選挙管理委員会は違法な事務処理を行ったことになる。
　一方で法学者や大学の一部は、法が間違っているから学生も積極的に不在者投票をしようと
いう運動を行っており、選挙管理委員会は板挟みとなり、法解釈と現実の対応が統一されてい
ない状況であるため、ぜひ主張通りの改善を期待する。

中山町、ひたち
なか市、小田原
市、福井市、山
県市、島田市、
生駒市、倉敷
市、芦屋町、熊
本市、八代市

矢巾町総務省
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302 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 地方公務員が副業を
できる要件の緩和及
び基準の明確化

営利企業等の従事（いわゆる「副
業」）については原則禁止で例外
的に許可により認める考え方だ
が、許可制から届出制に改正し、
地域で求められている社会貢献
活動に積極的に参画できるよう促
す。

少子高齢化・人口減少が進む地方では、限られた人材で地域を支えなければ
ならないが、地方公務員は、原則「副業」が禁止されており、公益性のある無償
の活動であっても、報酬を得て活動を行うためには任命権者の許可を得る必要
がある。許可の基準は地方自治体の人事委員会に決定権があるとされている
が、法律で原則禁止が謳われている上に、任命権者の許可が必要とされてい
るため、公益性のある活動であって何らかの報酬が出る活動について、自治体
として明確な基準を設け、積極的に促進させにくい傾向にある。このため、許可
制から届出制にすることで、職員が自発的に活動をしやすい環境を整備された
い。

許可制から届出制にすることで、副業を始めるための要件が緩和されるとと
もに、手続も簡略化されることから、地方の貴重な人材である公務員の活躍
の場の広がり、地域の活性化に資する。また、副業に対する職員の心理的
な負担を無くすことにつながる。

地方公務員法第38条 総務省 鳥取県、地
域に飛び出
す公務員を
応援する首
長連合（鳥
取県他61団
体の長）※
代表：鳥取
県知事　平
井　伸治

山県市、島田
市、南伊豆町、
泉大津市、広島
県、松山市、大
村市、松浦市、
宮崎市

○兼業許可にあたり、公益性のある活動かどうか、特定の利益に偏することなく中立かつ公正
に公務が遂行できるかの判断が困難である。
また、兼業することにより、公務の遂行にあたり、地方公務員法に規定される職務専念義務が
損なわれないと判断する目安がない。
このようなことから、兼業許可に関し、全国的に公平且つ適正に執行するために、兼業の許可
に関するガイドラインが必要であると考える。
○地方公務員にとって、地域活動に参加することは、地域への貢献、職員本人の成長に繋が
る観点からも意義があるものと考える。現在も許可を受けて公益性の高い有償の地域活動に
参加している職員は多いが、届出制にすることで、心理的な負担軽減、事務の簡素化が図ら
れ、更に積極的な地域活動への参加が促進されるものと思われる。ただし、その他の兼業に
関しては、公務員としての職務の性質上適しないものもあるため、許可制を残す必要がある。
公益性があるか否かの判断のため、特に、近年SNS等の普及により活動内容の拡がりが見ら
れ、基準が曖昧になっている現状からしても、ガイドラインの提示については必要性があるもの
と考える。
○いわゆる「産官学連携」プロジェクトに高度なスキルを有する職員が報酬を得て参画できる
仕組みの構築は、これからの地方自治にとって必要と考えられる。

　所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情
報ではないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの
返送があるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行ま
でに時間を要している一因となっている。

　マイナンバーによる情報連携
で、指定難病及び小児慢性特定
疾病医療費助成制度の事務にお
ける「所得区分」を収集可能として
いただきたい。

指定難病及び小児慢
性特定疾病医療費助
成制度の事務処理に
おけるマイナンバーに
よる情報連携項目の
追加

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

297 ○本県においても、医療受給者証に「所得区分」を記載することは、保険者への照会を始め、
大きな負担となっている。
事務手続の負担に比較し、公費負担の縮減効果が不明確であるため、まずは「所得区分」の
記載の廃止を検討願いたい。
明確な効果が期待でき、「所得区分」の記載を継続する場合は、マイナンバーによる情報連携
で、「所得区分」を収集可能としていただきたい。
○本市では、年に約６０回、郵送でのやりとりが生じている。
　特に、各国民健康保険組合においては、返送まで１か月もかかることが多いため、受給者証
発行に過度の時間を要している。
○保険者への所得区分の照会では，郵送による書類送付のための手間及び郵送代がかかる
他，回答まで一定期間が必要なため，受給者証の発行まで時間を要している。
所得区分をマイナンバーによる情報連携の項目とすることで上記の支障は解消される。
○本市においても、申請書類は揃っているにも関わらず、保険者への所得区分照会を行うた
めに医療受給者証の交付が遅れる場合がある。
照会に係る書類送付についても、照会先やタイミングが異なる他、保険者や課税状況にによっ
ては所得課税証明が必要となるため、事務が煩雑である。
○同様の支障事例が生じている。マイナンバーによる情報の連携が可能となれば、県からの
所得区分照会への回答の事務と年度ごとに所得区分が変更となった方の報告の手間が省け
る。
○書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があるま
で医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要している。
○受給者証の発行が遅いため、患者、家族に経済的な負担や償還払い等の手続き等の負担
を強いている現状がある。マイナンバーによる情報連携を行うことで患者の利便性の向上につ
ながるとよい。
○所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情報ではないた
め、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があるまで
医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要している一因となっ
ている。
○現在、所得区分（適用区分）は保険者に郵送で確認しているが、マイナンバーによる情報連
携で取得し確認できれば、タイムリーな対応が可能となり、事務の簡素化、適正処理につなが
る。
しかしながら、所得区分（適用区分）の記載を必須とする本制度の根本的な見直し、廃止につ
いては、従来から要望しているもの。
○高額療養費の限度額適用区分（所得区分）の郵送での照会に2週間ほど要しており、情報連
携が可能となれば、大幅な業務改善が見込まれる。
○所得区分の記載は、保険者と書類によるやり取りをしており、手間と時間がかかっていること
から、マイナンバーによる情報連携が収集可能となれば事務処理の簡素化に繋がる。

秋田市、群馬
県、川崎市、新
潟市、石川県、
静岡県、京都
市、神戸市、西
宮市、山口県、
愛媛県、高知
県、熊本県、大
分県、宮崎市

相模原市内閣官房、内閣府、総
務省、財務省、文部科
学省、厚生労働省

・健康保険法施行規
則第98条の２
・国民健康保険法施行
規則第27条の12の２
・児童福祉法第19条の
３第７項
・児童福祉法施行規則
第７条の22
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
第７条第４項
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則第25条
・行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号及び別表第二
の９の項及び119の項

　郵送によるやり取りがなくなることで、大幅な時間短縮が図られるほか、郵
送代も削減されるなど、行政の効率化・財政改善が図られる。
　また、医療受給者証の発行が早まることで、患者もより早く医療費助成を受
けることができ、これまでのように償還払いによる払い戻しの手続きが不要
になったり、償還払いによる額を減らすことが可能となるなど、患者や家族の
利便性の向上につながる。
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

303 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 選挙運動の期間前に
掲示された政治活動
のための「のぼり」の
撤去を可能とする

公職選挙法201条の14（選挙運動
の期間前に掲示されたポスターの
撤去）について、撤去対象に「の
ぼり」を追加するため、法文中の
「ポスター」を「文書図画」とする。

選挙の候補予定者を２人の弁士の1人として写真入りで紹介した政党等主催に
よる政談演説会の告知ポスター(以下「２連ポスター」。）については、公職選挙
法201条の14に基づき、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるよ
うな事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、その日（告
示日）のうちに、これを撤去しなければならないとされている。
一方、２連ポスターと同じ図案の「のぼり」（以下「のぼり」）については、直接的
に規制する規定が公職選挙法にない。
このため、平成３０年１月執行の本市市長選挙において、候補者となった者が
掲載されたのぼりが、選挙運動期間中も引続き掲示され、市民から苦情や問合
せが多く寄せられたが撤去させることができなかった。

公職選挙法改正により、２連ポスターと同様、のぼりについても、掲載された
者が候補者となった場合には、その日（告示日）のうちにこれを撤去しなけれ
ばならない旨の規定を反映させることで、金のかからない公正な選挙執行が
更に確保される。

公職選挙法第201条の
14

総務省 宮崎市 山形市、小田原
市、石川県、山
県市、兵庫県、
生駒市、倉敷
市、新居浜市、
芦屋町、熊本
市、八代市

○今までに同様の案件は発生していないが、他県で「掲示ができた」という情報があると、必ず
波及してくる。本件は従来、のぼりでは多様なデザインが作成できなかったものが時代の変化
により作成可能となったことも背景にあり、また「ポスターは違法だがのぼりは違法とはされて
いないから大丈夫」という「抜け道」的に使用される恐れもあることから、規制に加える必要があ
る。
○本県においても、過去、複数の市長選において、同様ののぼりが乱立し、苦情が殺到した事
例がある。
○選挙期間前に適法に掲示された候補者氏名等を記載する政党、政治団体の「のぼり」を、選
挙期間中に引き続き掲示することは、選挙管理委員会において法１４６条に抵触するかを認定
し、法１４７条の撤去命令の対象となるところであるが、その認定のために労力を費やすこと
は、選挙期間中の他の業務に多大な影響が出てくる。
候補者名が表示された「のぼり」は、法201条の１４で規制される「ポスター」と同様の効果があ
ることから、同様に規制を加え、形式的に判断できるようにし、現場での混乱を回避いただきた
い。

305 Ｂ　地方に対する
規制緩和

教育・文化 公立大学法人の所有
する土地等の第三者
貸付を可能とするため
の規制緩和

国立大学法人法の改正に伴い、
平成29年4月より、国立大学法人
においては、文部科学大臣の認
可を受けて、土地等の第三者貸
付が可能となっている（国立大学
法人法第34条の2）ことから、公立
大学法人においても国立大学法
人と同様に資産の有効活用を図
り、その対価を教育研究水準の一
層の向上に充てることができるよ
うにするため、地方独立行政法人
法の改正を提案するもの

　公立大学は、国立大学と並び我が国の高等教育にとっては欠かせない重要
な存在となっており、今後、我が国の教育研究水準の一層の向上に取り組むた
めには、公立大学における教育研究活動の充実とそのための財政基盤の強化
が必要である。
　そのような中で、国立大学法人は、法改正により資産の有効活用を図ること
ができるようになり、その対価を教育研究水準の一層の向上に充てることがで
きるようになった。一方、公立大学法人は、地方独立行政法人法第70条によ
り、「大学の設置及び管理」及び「これに附帯する業務」以外の業務を行っては
ならないとされている。
　ある公立大学では、資産の有効活用及び福利厚生の充実を目的として、キャ
ンパス内の土地にキャンパス内外から利用可能なコンビニの設置を検討した
が、地方独立行政法人法第70条の「附帯する事業」の範疇ではないため、その
設置ができない状況にある。
　この現状では、国立大学法人には認められている、資産の有効活用（土地の
第三者への貸し出し等）による自己収入の確保が困難であり、教育研究水準の
一層の向上に取り組もうとしている公立大学法人の自主・自律的な運営を阻害
している。

公立大学法人が所有する資産の有効活用による自己収入の確保が可能と
なることで、各公立大学の強みや特色を生かした取組を行うために必要な財
政基盤の強化が図られ、公立大学法人の自主性・自律性の高い運営による
教育研究水準の一層の向上が期待できる。

地方独立行政法人法
第21条第２号・70条

総務省、文部科学省 指定都市市
長会

秋田県、高崎
市、金沢市、岐
阜市、愛知県、
大阪府、岡山
県、下関市、山
陽小野田市、北
九州市、宮崎
市、沖縄県

○直近の法改正（Ｈ30.4.1施行）により、地方独立行政法人に対して運営費交付金の使用に係
る努力義務（留意事項）が新たに課されるなど、財源の適切かつ効率的な使用が求められてい
るなか、法人資産の適正な管理のもと、経営的視点に基づき資産の有効な活用を図ることは、
収入源の多様化に繋がり、法人の経営基盤の強化に資すると考える。
○本件について国立大学法人と公立大学法人で制度上の差異があることに合理性が見出せ
ない。
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区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

○配偶者特別控除対象者にマイナンバーを記載することにより、個人特定が可能になるため
賛同するが、平成３０年度から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しがあるため、事業所が正
しく制度を理解し、記載できるよう周知することが課題である。
○今後の税制改正により配偶者特別控除の対象範囲が広がることから、配偶者特定の調査
件数が増加することは明白であり、配偶者特定の調査を円滑に進める対策が必要である。
○本市においても扶養調査等において、マイナンバーによる個人特定は有効だと考えており、
配偶者特別控除対象者のマイナンバー記載についても事務効率化に資するものと考える。
○配偶者特別控除対象者が他市町村に居住している場合は、配偶者の所得調査のため、事
業主へ配偶者の住所地を照会してから、その住所地に配偶者の所得を確認しなければなら
ず、効率が悪い。
マイナンバーの記載により、少なくても、事業主への住所地照会を省けるため、業務の効率が
上がる。
○当市においても、納税者の本人特定のみならず、被扶養者の特定にマイナンバーを活用す
ることによる業務の効率化を試行しています。
特に対象者が市外に居住している場合、従来、紙ベースで行っていた所得照会事務を、昨年
から本格稼働した『情報提供ネットワーク（統合宛名システム）』で行うという効率化の為には、
マイナンバーは必要不可欠であり、現時点で、配偶者特別控除対象者について記載箇所がな
い給与支払報告書についてマイナンバーを記載できるよう様式変更を要望します。
○配偶者特別控除対象者が同世帯内の場合には特定が容易であるが、市外に居住している
場合、氏名のみの記載では特定が困難である。
マイナンバーの記載がある場合は対象者の確定が容易に行え、所得確認等が行えるために
課税の正確性が高まることとなる。
○配偶者特別控除対象者の特定において、同世帯であれば住民基本台帳の閲覧により配偶
者であることが確認できるが、単身赴任等で他の市区町村に居住している場合には氏名だけ
では対象者を特定できない事案が生じている。
　また、平成31年度申告分より配偶者特別控除の見直しが行われることにより配特対象者特
定事務の増加が見込まれ、個人番号を記載する様式に修正することにより、対象者特定に要
する時間の削減が図られると考える。
○配偶者特別控除対象者が世帯内にいなければ、個人特定できないため所得照会ができな
い。
○配偶者が、他の市区町村に居住している場合に、氏名だけでは対象者の住所を特定できな
い。また、所得要件を確認するための所得照会にも影響する場合がある。
○配偶者特別控除対象者に限っては様式に欄がなく、氏名のみの記載のため、単身赴任者等
で市外の配偶者の場合は、氏名のみを手掛かりに調査するのは効率悪く、この点が改善され
れば事務効率が図れると考える。
○当市においても，マイナンバーを利用した被扶養者の特定を行っているが、配偶者特別控除
の適用については提案のとおりマイナンバーの記載が無いため、特に市外居住者の捕捉に関
し時間を要している。
　マイナンバーが記載されることにより、住民基本台帳システムで住所情報を、情報提供ネット
ワークシステムで所得情報を把握することで事務の効率化・適正化が期待できる。
○給与支払報告書に、受給者やその配偶者、扶養親族の個人番号（マイナンバー）の欄が追
加された。市外や世帯外の配偶者控除や扶養控除対象者はマイナンバーの利用により早期に
特定することが可能となったが、配偶者特別控除対象者はマイナンバー記入欄がないため、
統合端末での該当者特定に時間を要してしまい、納税義務者に対して数回の変更通知を送付
することとなり、その都度納税義務者からの問い合わせにも対応しなければならず、説明等に
時間を浪費してしまう。
　配偶者特別控除者についてもマイナンバー記入欄を設けることにより、対象者の特定や、人
的控除の説明を軽減することができる。
○配偶者控除と同様に，配偶者特別控除の所得判定を行う際，世帯内に配偶者がいなければ
配偶者の居所を調査することになる。その際，本人のマイナンバーがわからなければ，戸籍請
求を行い住所を調べ，その後，名前，生年月日，住所からその人のマイナンバーを探し出す。
このマイナンバーを特定するまでの作業にかなりの時間と労力がかかる。本市としてもマイナ
ンバーを利用して，業務の効率化を図りたいため，配偶者特別控除の対象者であっても給与
支払報告書にマイナンバーの記載を希望する。
○当市においても，配偶者特別控除対象者の調査作業に苦慮しているため，配偶者特別控除
対象者のマイナンバーが記載される様式に修正されると，業務の効率化と課税の正確性が高
まる。

　給与支払報告書(地方税法施行
規則様式　第十七号様式別表)
を、配偶者特別控除対象者の個
人番号（マイナンバー）を記載する
様式に修正すること。

　社会保障・税番号制度の開始に伴い、事業主から市へ提出される「給与支払
報告書(地方税法施行規則様式第十七号様式別表)」に、受給者やその配偶
者、扶養親族の個人番号（マイナンバー）の欄が追加された。
　配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の適用に当たってはその被扶養者
の特定が重要であり、当市ではマイナンバーの利用による被扶養者特定によ
り、業務の効率化を試行している。
　しかし、配偶者特別控除対象者に限っては様式に欄がなく、摘要欄に「（配
特）氏名」と記入するのみとなっており、マイナンバーを記入する欄がない。その
ため、該当者のマイナンバーを１件ずつ住民基本台帳システムにより調査する
作業が発生した (年間1000件程度)。
　また、同世帯であれば住民基本台帳により配偶者であることが確認できる
が、単身赴任等で他の市区町村に居住している場合には氏名だけでは対象者
を特定できないため、事業主あるいは本人に対し、配特対象者の住所等を再確
認する必要が生じている。

　マイナンバーによる配偶者特定が容易に行えることにより、業務が効率化
され、課税の正確性が高まる。

・地方税法施行規則
・行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律

総務省 今治市317 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 給与支払報告書にお
ける配偶者特別控除
対象者の個人番号を
記入する欄の追加

【提案趣旨に賛同】
松山市、宇和島市、新居浜
市、八幡浜市、大洲市、伊
予市、西予市、東温市、久
万高原町、内子町、伊方
町、松野町、鬼北町、愛南
町

旭川市、山形
市、ひたちなか
市、川越市、蓮
田市、八王子
市、島田市、春
日井市、小牧
市、城陽市、芦
屋市、南あわじ
市、出雲市、宇
和島市、内子
町、宮崎市
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法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

184 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 人権啓発活動地方委
託事業に係る講演等
謝金支払基準及び資
料作成数の枠付けの
見直し

人権啓発活動地方委託事業に係
る講演等謝金支払基準及び資料
作成数の枠付けを見直し、地方自
治体が妥当な基準の下に弾力的
な事業実施を図ることを可能とす
ることを求める。

人権啓発活動地方委託事業は、全国的に一定水準の啓発活動を確保しつつ
も、各地域における実情を反映させ、より国民の共感を得られる効果的な啓発
活動を行うための仕組みであるが、現行制度における枠付けが地方自治体に
よる「地域の実情を反映した独自性を活かした啓発活動」の支障となっているた
め、見直しを求める。
【制度改正の経緯】
法務省は人権啓発活動地方委託事業について、「事務・権限の移譲等に関す
る見直し方針について（平成25年12月20日閣議決定）」において「今後も引き続
き、（略）地方公共団体の要望を聴取していきたいと考えている」こと等につい
て、見解を示した。これを受けて全国知事会は、平成26年３月14日付けで、「現
状では、（略）謝金や資料作成数の基準が示されており、弾力的な運用ができ
ず、支障となっている」ことを再意見しているが、今日まで見直しはなされていな
い。
【制度改正の必要性】
地方自治体が、弾力的な事業実施を図ることを可能とすること。
例えば講演等謝金については、他府省において受託団体が定めている規定を
根拠に支給する場合の手続きを置いている事業例もあるため、これに準じて改
正することは可能と思われる。
【具体的な支障事例】
講演等謝金支払基準が一般的な基準額を大幅に下回っており、招へい可能な
講師が限定されているほか、講師のタクシー代が認められないなど経費の使途
等に細かな制限が設定されている。
加えて、講演会等の開催通知資料の作成数に係る基準が極めて低く、十分な
周知が出来ない。

地方自治体が弾力的な事業実施を図ることができ、より一層「地域の実情を
反映した独自性を活かした啓発活動」の実施が図られる。

人権啓発活動地方委
託要綱及び運用基準

法務省 岐阜県 酒田市、福島
県、いわき市、埼
玉県、市川市、
神奈川県、川崎
市、新潟県、静
岡県、春日井
市、京都府、兵
庫県、徳島県、
香川県

○原子力災害により、県外のみならず、県内においても避難者に対する偏見が生じたた
め、より一層人権意識の向上を図っていく必要がある。講演等謝金支払基準が一般的な
基準額を下回っており、招へいを予定していた講師に謝金不足を理由として断られた事
例や、チラシ等の作成数に係る基準が低く十分な周知ができないこと、さらに査定で啓
発物品の単価及び作成数が制限されるなど、基準等による制限が効果的な事業実施へ
の支障となっている。
○現在、人権の花運動、小学生ユニバーサルデザイン「やさしさ」写真コンクール、ユニ
バーサルデザイン推進セミナー、ユニバーサルデザインワークショップを開催している。
特にユニバーサルデザイン推進セミナーでは、年齢や性別、国籍、能力などに関わら
ず、はじめからすべての人が利用しやすいまちや施設、もの、環境、サービスなどをつく
ろうとするユニバーサルデザインの考え方を広く市民に理解してもらうため、毎年講演を
行っているが、講師選定の際、講演会謝金が上限20万円となっていることから、市民が
講演を希望するような著名人を選定することが困難となっている。
○現在の基準では、イベントの周知と啓発効果を高めるためのチラシが必要枚数確保で
きない。本県の人権フェスティバルの場合、チラシは、来場者アンケートで「このイベント
を知った理由」で最も多くの方が回答する告知効果が高い媒体であると共に、人権への
関心が高くない方に対してもイベントの存在を周知し、人権について考えてもらうきっか
けとなる重要なツールとなっている。本県の人権フェスティバル来場予定者は1000人で
あり、委託費で印刷できるのは7000枚となる。平成29年度の場合、開催地で全戸配布す
る他、県内全市町村にも送付し、公民館や隣保館、病院などに設置するため、ちらしは３
万４千枚必要となり、県費で約20万円を追加し確保している状況にある。
○食糧費が認められていないため、講師昼食代が主催関係者個人からの負担で補って
いる状況である。

281 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 保育士登録の取消し
に係る本人通知に関
する事務の運用改善

　保育士登録の取消しに際して、
収監等により所在が不明である
場合には、法務部局を通じて本人
に通知できるようにするなど運用
を改善されたい。

　県内で、実刑判決を受けた保育士がおり、県として保育士登録を取り消す手
続きを進めたが、当該保育士が収監されたため、登録取消しの通知の送付先
が不明であった。
　収監先について法務局に問い合わせたところ、「法的な調査権に基づく照会
でなければ回答できない」とのこと。
そこで、公示送達による通知の是非について、厚労省へ問い合わせたが、不利
益処分であることから、適用については慎重に検討されたいとの趣旨の回答が
あった。
　また、保育士登録証の返納も求めることができなくなるため、公示送達による
通知に至らなかったところである。
　現状、都道府県は、本籍地である市町村への犯歴照会により対象者の現住
所を把握することはできるが、収監された場合については、その収監先を把握
することが困難であり、都道府県における登録取消しの本人への通知という法
的義務を果たすにあたって支障となっている。

　法に定める保育士の要件を満たさなくなった者に対する取消し事務から登
録証の返納に至るまでの事務を確実に進めること　　ができるようになる。
取消し処分を受けた者から確実に登録証を返納させることは、本来その資格
を持たないものが児童の保育にあたってしまうリスクを回避することにもつな
がり、住民の安全・安心につながる。

児童福祉法、児童福
祉法施行規則

法務省、厚生労働省 九州地方知
事会、日本
創生のため
の将来世代
応援知事同
盟

山県市、松浦市 -

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

佐伯市 旭川市、八戸
市、滝沢市、ひた
ちなか市、蓮田
市、平塚市、小
田原市、新潟
市、三条市、胎
内市、岐阜県、
浜松市、島田
市、豊田市、城
陽市、八尾市、
芦屋市、倉敷
市、広島県、徳
島市、高松市、
大村市、大分
県、大分市、別
府市、中津市、
日田市、臼杵
市、津久見市、
竹田市、豊後高
田市、杵築市、
宇佐市、豊後大
野市、由布市、
国東市、姫島
村、日出町、九
重町、玖珠町、
宮崎市

○提案団体所在県内市町村と同様、登記事項証明書等の公用請求は、手数料の観点
から登記情報提供サービスを介さず、申請書により直接公用請求若しくは郵便申請を
行っている現状である。申請にかかる時間的ロス及び事務的経費の削減、固定資産税
課税情報の迅速な確認や、建設関係課等においては事業計画の策定や用地補償等の
進捗にも寄与する。
○当市では、土地建物の登記情報の確認のため、法務局への登記事項証明書等の公
用申請業務を昨年度約3,800件行っている。また、窓口では固定資産税の納税義務者又
はその相続人から資産の登記変更手続に関する相談を受けることがあり、登記情報の
迅速な入手は相談対応の円滑化に有効と考えられる。
○固定資産税に係る納税者（市民など）からの問い合わせのあった際、登記情報の確認
に急を要する場合、登記情報提供サービスを利用すると手数料が発生し、当市の支出
が増え、市の財政を圧迫している。当市では、法務局の統合により、最寄の法務局が遠
距離になったことで、登記事項証明書等の公用請求をする際、通常業務の時間が割か
れ、また燃料費もかさみ、通常業務の質の低下及び市の支出が増大している。
○建築基準法の道路に係る住民等からの照会等に対応するため、土地・建物の登記情
報を早急に調査する必要性が生じ、登記事項証明書等の公用請求を行う機会が多く、
今後は空き家対策に関する所有者の確認業務も増加するため、登記情報の調査件数
は増えていくと見込んでいる。現在は調査の必要性が生じる度に法務局へ登記事項証
明書等の公用請求に赴くため、事務の効率性の観点からも問題がある。
○所有権移転登記等の情報を登記所から入手できていない場合において、証明申請者
の権限が確認できず証明発行までに時間がかかる。相続登記未了の相続人から「○月
までに相続登記を行う」旨述べられた案件について、当該時期に登記をしたのか否かを
郵送による公用照会で確認しているが、なお、登記未了の場合は複数回同様に申請し
なければならず、時間と手間がかかる。相続登記未了と確認し、当該物件の登記名義人
の相続関係を確認した上で法定相続人に対し課税通知をしたところ、相続登記が完了し
ており相続登記名義人から相続資産情報を漏えいしたとして損害賠償請求を起こされ
た。
○登記情報は固定資産税賦課の基礎となる極めて重要な情報であり、登記所は登記の
一定の異動があった際には、市町村に対して10日以内に通知を行う義務が課せられて
いるところである。（地方税法第382条）しかしながら、過去に登記所からの通知に遺漏が
あったケースもあり、また、市町村境に跨って存する建物の登記についてはいずれかの
市町村へのみの通知しか行われない、10日を待たずして最新の登記情報を把握すべき
事情が生じるときがある等、当該通知のみによって固定資産税賦課事務を行うことはで
きず、登記簿謄本等の請求を行う必要が生じる場面は少なくない。登記情報提供サービ
スは、市町村が固定資産税賦課事務において利用する場合であっても有償であること
から、市町村職員は無償で公用請求が可能な登記所窓口へ出向く必要がある。本市に
おいては管轄法務局が市内になく、また、大量の謄本請求等を行う機会も多いことから、
市町村職員、法務局職員双方にとって無駄な事務となっており、その負担も大きい。
○地震災害により大規模斜面崩落による道路の通行止めが続いており、本市支局から
法務局支局までカーブが連続する峠越えの迂回路を利用して登記事項証明書等の公用
請求・受領を余儀なくされ、震災による土木事業増による登記関係業務が増大している
ため職員の負担が大きいところであり、オンラインでの公用無料請求が望まれる。

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省

登記情報提供サービスを地方公
共団体の職員が職務上利用する
場合の登記手数料及び協会手数
料の支払いに係る義務付けの廃
止を求める。

現行制度では、登記事項証明書等の公用請求が手数料の納付を要しない（登
記手数料令第19条）のに対して、登記情報提供サービスの利用の場合には地
方公共団体の職員による職務上の利用であっても指定法人を介した登記手数
料の支払及び指定法人への協会手数料の支払義務が生じる。地方公共団体
の職員による公用の請求又は利用が、いずれも公益性を帯びるものであり、
（登記情報提供サービスの場合には指定法人を介すとはいえ）官公庁が相互
に協力関係にあることを踏まえると、本質的には両者に手数料負担の考え方に
ついて差はないものと思われるため、登記情報提供サービスを地方公共団体
の職員が職務上利用する場合の登記手数料及び協会手数料の支払いに係る
義務付けの廃止を求める。
【制度改正の必要性】
地方公共団体が、登記情報提供サービスの利用をより積極的に選択すること
が出来ることで、住民サービスの向上等を図ること。
【具体的な支障事例】
登記手数料及び協会手数料の支払義務が生じることは、地方公共団体による
登記情報提供サービスの利用の積極的な選択を抑制する原因となっており、
結果として登記情報を簡易かつ迅速に利用する選択が出来なくなっている。
（緊急の対応を要する場面も多々ある一方、法務局の支局統合や市町村合併
等により公的機関同士が遠距離になることもあり、対応に苦慮している。）
固定資産税に係る特定の納税者からの問い合わせ対応等に伴い登記情報の
確認が必要なとき、地方公共団体が登記情報提供サービスを利用する場合に
は、手数料負担が当該地方公共団体の住民等の負担に帰せられることとな
る。
【制度改正による懸念点】
特段想定されない。

法務省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名

29 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 登記情報提供サービ
スを地方公共団体の
職員が職務上利用す
る場合の登記手数料
及び協会手数料の支
払いに係る義務付け
の廃止

登記情報を簡易かつ迅速に確認できる事によって、固定資産税に係る納税
者からの問い合わせ等に対し早急に対応する事ができる。また課税情報と
登記情報の差異が疑われた際にも早急に登記情報を確認することができれ
ば、固定資産税の一層適正な課税が図られる。
加えて、法務局への移動時間や公用請求に係る地方自治体の事務負担軽
減も図られる。

登記情報提供サービ
ス
電気通信回線による
登記情報の提供に関
する法律第４条
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区分 分野 団体名 支障事例

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名

285 Ｂ　地方に対する
規制緩和

農業・農地 債権管理回収業に関
する特別措置法の特
定金銭債権へ都道府
県からの貸付金等を
原資とした公益財団
法人等の貸付債権を
追加

債権管理回収業に関する特別措
置法の特定金銭債権へ都道府県
からの貸付金等を原資とした公益
財団法人等の貸付債権を追加す
ることにより、当該債権の管理及
び回収業務をサービサーへ依頼
することを可能とし、都道府県の
債権回収の円滑化を図る。

都道府県からの貸付金等を原資とした公益財団法人等の貸付債権は、債権管
理回収業に関する特別措置法の特定金銭債権に該当しないことから、サービ
サーへ当該債権の管理及び回収業務を依頼することができない。弁護士等へ
管理及び回収業務を依頼することも選択肢としては考えられるが、サービサー
の場合に比べて費用が大幅に嵩む傾向があり選択が躊躇われるため、結果と
して円滑な債権回収に支障を来している。ついては、都道府県の債権回収の円
滑化を図るため、当該債権を債権管理回収業に関する特別措置法施行令第１
条第３号の例に準じて特定金銭債権へ追加することを求める。
【制度改正の必要性】
都道府県の債権回収の円滑化を図ること。
【具体的な支障事例】
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法（農業の構
造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の
法律（平成25年法律第102号）の施行に伴い廃止）に基づき青年農業者等育成
センターが国及び都道府県からの貸付金を原資として貸付を行った就農支援
資金について、多額の未収金が発生しているが、サービサーへ管理及び回収
業務を依頼する選択を取れないことが大きな要因となり、円滑な債権回収に支
障を来している。（多くの都道府県で同様の例により未収金が発生している）
【制度改正により懸念される点】
特段想定されない。

都道府県からの貸付金等を原資とした公益財団法人等の貸付債権の管理
及び回収業務をサービサーへ依頼することが可能となれば、都道府県の債
権回収の一層の円滑化が図られる。（就農支援資金の例では、国の債権回
収の円滑化も同時に図られる）

債権管理回収業に関
する特別措置法第２条
就農支援資金制度（青
年等の就農促進のた
めの資金の貸付け等
に関する特別措置法）

法務省、農林水産省 九州地方知
事会

福島県、栃木
県、長野県、徳
島県、愛媛県

○当県の青年農業者等育成センターにおいても、専門的知識を有する職員や専任の職
員の配置が困難であることから、特に未収金の回収に苦慮している。そのため、制度改
正により、債権回収業務をサービサーへ依頼をすることができれば、より効率的な未収
債権の回収が図られると思われる。
○当県においても、就農支援資金について多額の未収金が発生している状況にある。こ
のため弁護士への依頼を検討しているが、多額の費用が発生することから、県農業公社
の職員が債権管理に当たっている。
○本県においても、農業振興公社を経由した就農支援資金の貸付残高がH30.3現在で
23件14,653千円あり、うち12件7,146千円については、債務者から公社への返済が延滞
している。今後、公社から県への償還に支障が生じる可能性がある。
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外務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

109 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 私人への徴収・収納
委託が可能な歳入範
囲の拡大（旅券発給
等事務に係る歳入歳
出外現金の追加）

地方自治法243条及び同法施行
令第158条の規定は、歳入歳出外
現金について、地方公共団体から
私人への徴収又は収納の事務の
委託を認めていないところ、旅券
発給等事務に係る歳入歳出外現
金について委託を可能とするよ
う、関連法令（地方自治法、旅券
法や関係する施行令等）の改正を
求める。

旅券法に基づく旅券発給等の事務について、大阪府では、大阪府のパスポート
センターの他、事務処理特例制度により、市町村へ権限移譲した上で執行して
いる。
同事務を市町村にて執行する場合、旅券法第20条第2項に基づき、大阪府手
数料を市町村窓口において徴収する必要がある。本府においては、現在は大
阪府証紙を用いて徴収しているが、平成30年9月末をもって、同証紙の廃止を
予定している。それに伴い、平成30年10月以降は、市町村窓口において、現金
による手数料の徴収が必要となり、同徴収事務を旅券発給等の事務と一体的
に、事務処理特例制度による市町村への権限移譲事務として執行予定であ
る。
また、旅券発給等を取り扱う市民課・住民課の事務については、現在多くの市
町村において、窓口の民間委託を実施しているところ。
しかしながら、市町村が大阪府手数料の徴収事務を執行する場合、市町村に
おいてその取扱が「歳入歳出外現金」となることから、同徴収事務は、地方自治
法243条及び同法施行令第158条によると、私人への委託が不可となっている。
（総務省へ確認済）
その結果、同徴収事務のみ、民間委託からは除外し、市町村職員が処理、また
は申請者に市町村指定金融機関において納付いただく等による対応が必要と
なり、業務の効率化や住民の利便性の面で課題となっている。
また、国が定める「経済財政運営と改革の基本方針2017」において、業務改革
等の推進として「窓口業務の民間委託の全国展開を進める」としている中で、現
在の状況は、窓口委託の促進の妨げとなりかねない。

事務の効率化や住民の利便性の向上等が可能となる。
また、窓口業務の民間委託が促進される。

・地方自治法243条
・地方自治法施行令第
158条
・旅券法第20条

総務省、外務省 大阪府、堺
市、兵庫
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

- ○当市は申請や受付等の窓口業務を委託しているが、徴収・収納事務は切り離して業
務をせざるを得ない状況である。

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
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財務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

18 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 地方税法第20条の11
に基づく税務署の調
査協力についての対
応改善

国民健康保険料の滞納処分に必
要となるため、国民健康保険料に
ついても地方税と同様に市町村
が税務署に対して、地方税法第
20条の11に基づき資料の閲覧又
は提供その他の協力を求めた場
合において、協力に応じるものと
する通知等をするよう求める。

国民健康保険料の滞納処分に関しての調査のため、地方税法第20条の11によ
り、税務署に対して、関係書類の閲覧協力を求めると、国民健康保険料が「国
と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項」（平成９年３月21
日）（国税庁長官・自治事務次官）の対象とされていないことを理由に、税務署
から協力を拒まれた事例がある。地方税法第20条の11の協力要請に応じるか
否かは税務署が行政目的を阻害するおそれがあるかどうかについて案件ごと
に判断すべきであって、国民健康保険料が「国と地方団体との税務行政運営上
の協力についての了解事項」の対象とされていないことをもって、協力に応じな
いことは適当とはいえない。税務署の協力が得られないことにより、滞納者の
財産を調査することができず、国民健康保険料の徴収業務に支障が生じてい
る。

国税庁から税務署に対して、市町村が国民健康保険料の滞納処分に必要な
情報を求めた場合には協力に応じるよう通知等されれば、税務署から十分
かつ円滑な協力が得られることになり、国民健康保険料の滞納整理がより円
滑に遂行することができる。

国民健康保険法第79
条の2
地方自治法第231条の
3第3項
地方税法第20条の11

総務省、財務省、厚生
労働省

松戸市 船橋市、横浜
市、川崎市、神
戸市、鳥取県、
玉野市、高松
市、東温市、熊
本市

○本市においては、同様の支障事例はないが、今後同様の事例が生じた場合には、提
案市と同じく、徴収事務に支障がでるため。
また、税務署ではないが、他の自治体の税部門へ照会した際にも、公課（国民健康保険
料）であることを理由に協力要請を拒否されたことがあり、必要な情報が収集できず、滞
納整理事務への支障が生じる事例があった。
○国民健康保険料の滞納処分に関しての調査のため、国税徴収法第146条の2により、
他市に対して、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供
を求めたところ、地方税法第22条を理由として、本人の同意書がなければ協力を拒まれ
た事例がある。他市の協力が得られないことにより、滞納者の財産を調査することがで
きず、国民健康保険料の徴収業務に支障が生じている。
○国民健康保険料に係る滞納処分についても、その法的根拠は国民健康保険税と同
様、地方税法に準じているところであり、また、安定的な国民健康保険制度の運営に向
けては、確実な保険料（税）の収納が必要不可欠なことから、滞納整理の円滑な遂行の
ために、保険料と保険税による区別なく、税務署においては協力に応じていただきたく、
その一助として国から通知等を発出することは必要であると認識している。
○本市においても、税務署の協力が得られないことにより、滞納者の財産を調査するこ
とができず、国民健康保険料の徴収業務に支障が生じている。

59 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 中小企業等協同組合
からの暴力団排除の
ための中小企業等協
同組合法の改正

中小企業等協同組合から暴力団
を排除することができるよう、条例
委任又は法改正による暴力団排
除条項の追加を行うこと。

【支障】
近年、暴力団排除条例の制定等により暴力団の排除のための施策が全国的
に進んでいる中、中小企業等協同組合についても全国中央会が定める定款参
考例へ暴力団排除の条文が加わったところである（平成27年）。
しかし、中小企業等協同組合法には暴力団排除規定が置かれておらず、認可
庁としては暴力団と関わりのある組合の認可を拒否したいが、法律上での明確
な根拠がないことが支障となり、排除することが難しい。また、警察への暴力団
照会も、法律上での明確な根拠がないために行えない状況である。
【改正の必要性】
反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要
があり、犯罪対策閣僚会議の「「世界一安全な日本」創造戦略」においても、「各
種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。ついては、他
法律（貸金業法や水産業協同組合法など）と同様に、中小企業等協同組合法
にも暴力団排除規定を追加することを求める。

中小企業等協同組合
法

警察庁、金融庁、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

石岡市、川崎
市、綾瀬市、奈
良県、愛媛県、
熊本市、大分県

○今後支障事例が生じる可能性は高いこと、また、暴力団排除が社会全体の課題であ
ることや貸金業法など類似法令との整合性から改正が必要である。
○反社会的勢力排除を徹底する上で、中小企業等協同組合法への暴力団等排除規定
の追加は必要不可欠であると考えられる。
○本県においても、他県と同様、仮に暴力団関係者から組合設立の認可申請があった
場合、認可を拒否する法令上の明確な根拠がないことから、法改正の必要性があると考
える。
○認可の根拠法である中小企業等協同組合法において、明確な排除規定がないことか
ら、法に基づいて暴力団と関わりのある組合の認可を拒否することは、難しいと考える。
暴力団排除条例の制定等により、県レベルの施策として暴力団の排除が全国的に進む
中、組合等団体における企業倫理を遵守する意味でも、法において排除規定を定めるこ
とに賛同する。

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名根拠法令等
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

156 Ｂ　地方に対する
規制緩和

その他 住民基本台帳事務の
住民票の写し等の交
付に係る請求者の規
定の明確化

制度の所管・関係府省
管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

○死亡後の手続き全般についてマイナンバーの取り扱いの周知を行い、必要性を精査
しできる限り最小限に抑えていただきたい。
○保険会社の手続き等で亡くなった方のマイナンバーについての問合せがあるが、死亡
者が単独世帯の場合、通知カードやマイナンバーカードの所在が分からないケースが多
く、個人番号入りの住民票も案内できないため対応に苦慮している。現行の制度におい
ては、同一世帯の請求については規定があるものの、同一世帯ではない直系血族の請
求については規定が無いため、取り扱いについて明確化してほしい。
○保険会社や税務署、労働基準局等に提出するのに死亡者の住民票（単身者）にマイ
ナンバー入りを求められることがあり、総務省の事務連絡の個人番号制度関係質疑応
答集により交付できないと断っているが、納得されない方も少なくない。
○現在、本市でも、死亡者に関しては同一世帯以外の申請者にマイナンバー入りの住
民票の交付を行っていないが、請求が多いことは事実であり、マイナンバー利用事務・マ
イナンバー関係事務の実施者向けに死亡者に関するマイナンバーの取扱のルールを定
め、周知することは必要と思われる。
○当市においてもマイナンバー入り住民票交付事務を行うに当たり、提案団体が示す支
障事例、「死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命
保険会社などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死亡者の
通知カード及びマイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入りの住民票を請求
しないと同ナンバーを知り得ることができない。しかしながら、現在の法令では、同一世
帯の住民の請求については規定があるが、同一世帯ではない直系血族の請求について
は規定がない。」が、同様に生じており、「別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求
について、規定の明確化がされていないため、市での対応に苦慮する。」といった事務負
担を招いている。
そのため、「死亡者のマイナンバー入り住民票の発行について、別世帯に住む直系血族
の世帯員からの請求についての規定の明確化を求める。また、死亡保険金の相続処理
に関連して、保険会社に対しても通知の発出等により、マイナンバーの取り扱いを周知
することを求める。」といった提案の趣旨に賛同します。
○別世帯の請求者への説明に時間を要するケースもあり、保険会社への通知の発出は
必要だと考える。
○死亡者と同一世帯であった者からの請求でなければ、死亡者の個人番号が記載され
た住民票の除票の写しの交付ができないこと、及び個人番号が不明でも相続手続き等
が可能であることが、住民及び生命保険会社等の関係機関等に周知されていないため
に、窓口でトラブルになることが多く、対応に苦慮している。
　このことについては、提出先である生命保険会社等の関係機関に周知するよう、全国
連合戸籍住民基本台帳事務協議会を通じて総務省に要望しているところである。
○同様のケースが本市においてもあることから、住基法第１２条の３第１項第１号の「自
己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必
要がある者」については、別世帯であっても死亡の住民票の除票に個人番号を記載でき
るように法改正すべきと考える。
○規定の明確化を行うことにより，市町村間における事務処理差の解消が期待される。
○死亡時に同世帯であったものがいない場合、マイナンバー入り住民票を請求できない
ことが周知されていない、且つ、マイナンバーが各種手続きに必須であるという誤解のた
め、窓口でのトラブルが増えている。

　死亡者のマイナンバー入り住民
票の発行について、別世帯に住
む直系血族の世帯員からの請求
についての規定の明確化を求め
る。
また、死亡保険金の相続処理に
関連して、保険会社に対しても通
知の発出等により、マイナンバー
の取り扱いを周知することを求め
る。

　死亡者が単独世帯の場合、死亡者と別世帯の直系血族などが死亡者の生命
保険会社などの手続きにおいて、死亡者のマイナンバーが必要になった際、死
亡者の通知カード及びマイナンバーカードが見当たらないと、マイナンバー入り
の住民票を請求しないと同ナンバーを知り得ることができない。しかしながら、
現在の法令では、同一世帯の住民の請求については規定があるが、同一世帯
ではない直系血族の請求については規定がない。

　別世帯に住む直系血族の世帯員からの請求について、規定の明確化を行
うことにより、地方公共団体間における事務処理の差が解消される。
　また、保険会社へ通知の発出等を行うことで、住民及び保険会社の負担が
解消され、公益に資するものとなる。

住民基本台帳法第12
条及び第12条の３。住
民基本台帳事務処理
要領第２－４－（１）－
①－ア－（カ）及び第２
－４－（３）－①－ア

内閣府、個人情報保護
委員会、金融庁、総務
省、財務省

郡山市 【提案①参考資料】住民基
本台帳事務の住民票の写
し等の交付に係る請求者
の規定の明確化.pdf

宮城県、山形
市、白河市、石
岡市、ひたちな
か市、高崎市、
所沢市、桶川
市、柏市、袖ケ
浦市、江戸川
区、川崎市、平
塚市、多治見
市、浜松市、春
日井市、枚方
市、八尾市、伊
丹市、徳島市、
宇和島市、北九
州市、芦屋町、
宮崎市



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名根拠法令等
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
制度の所管・関係府省

管理
番号

提案区分

提案事項
（事項名）

170 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 介護老人保健施設と
看護小規模多機能型
事業所について、定
期借地権を利用した
未利用国有地の減額
貸付対象化

社会福祉法第2条に規定する事
業外の施設（介護老人保健施設
と看護小規模多機能型事業所）
を、定期借地権を利用した未利用
国有地の減額貸付の対象とする
こと。

【現状】
平成27年に取りまとめられた「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施す
べき対策」を受けて、都市部の未利用国有地で定期借地権を利用して介護施
設等を整備する場合に、貸付料が50％減額（10年間）されることとなった。
減額貸付の対象施設は、定期借地権設定のための一時金の支援事業（「医療
介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域
介護対策支援臨時特例交付金の運営について」（平成26年9月12日付厚生労
働省医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号）別紙「地域医療介護
総合確保基金管理運営要領」別記1-2の2-（3）に規定する事業をいう。）の対象
となる施設のうち、社会福祉法第2条に規定する事業に係る施設（特別養護老
人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業
所、認知症グループホーム）である。介護老人保健施設と看護小規模多機能型
事業所は、対象施設と同様に介護保険事業に資する施設であるにもかかわら
ず、社会福祉法第2条に規定する事業に係る施設ではないため対象外となって
おり、定期借地権設定のための一時金の支援事業との均衡がとれていない。
【支障事例】
介護施設等の整備について、市町の公募が不調に終わる場合、特に都市部で
は土地の確保が困難であることが大きな要因となっている。
平成28年に県内市町で、看護小規模多機能型居宅事業所の整備計画があっ
たものの、土地が確保できず断念した事例がある。

「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」として、「介護離
職ゼロ」に直結する緊急対策を実施することとなっている。対象施設に、介護
老人保健施設と看護小規模多機能型事業所を加えることで、都市部等にお
ける施設整備の促進が期待でき、緊急対策の目的とされている高齢者の利
用ニーズに対応した介護サービス基盤の確保に資する。

・国有財産特別措置法
第３条
・社会福祉法第２条
・平成27年12月21日付
財理第4997号「介護施
設整備に係る国有地
の有効活用について」
通達

財務省、厚生労働省 兵庫県、京
都府、京都
市、大阪
府、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

一億総活躍社会の実現 米沢市、練馬
区、川崎市、田
原市

○平成28年度に当団体内未利用国有地の活用について検討した際、看護小規模多機
能型居宅介護が支援事業の対象外であった事が理由で、活用を断念した。看護小規模
多機能型居宅介護は、当団体の第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画におい
ても整備を進める方針であり、国有地の活用も含め検討していくことから、貸付料減額の
仕組みは必要であると思料する。

304 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土地利用（農地除く） 国有地の無償貸付に
おける要件緩和

国有地の無償貸付による自治体
での活用にあたり、利益を得る行
為が制限されていることから、
PPP等官民連携による当該行為
が可能となるよう制度改正を求め
るもの。

国有地の無償貸付による自治体での活用を検討するにあたり、国有財産法に
おいて利益を得る行為が制限されている。
このため、現行の規定で利用計画の検討を行った場合、維持管理経費程度の
収益は認められるようではあるが、それ以外の収益（例えば初期投資相当額な
ど）が困難となることから、官民連携事業の推進に支障を来たす可能性が高
い。

国有地の利用方法の選択肢が増えることで、より住民ニーズに合った利用
計画策定の検討を進めることができる。

国有財産法第22条第
１項及び第２項

財務省 指定都市市
長会

ひたちなか市、
松戸市、北九州
市

○現在国有地の無償貸付を受けている都市公園において、区画整理事業と一体となっ
た再整備を計画中。現在の国有地無償貸付契約においては、市や第三者が営利を目的
とする公園施設を設置することは認められていない。一方で、都市公園法において第三
者に公園施設を設置・管理させることが認められている他、平成29年の同法の改正によ
り、収益を公園施設の整備に還元することを条件に民間事業者が公園内に収益施設を
設置することができる制度が創設されたところ。本市では、都市公園法により認められて
いる諸制度を活用し、民間事業者と連携して公園再整備を行うことを検討しているが、貸
付元の財務事務所に確認したところ、営利目的の施設を設置する場合は通達により有
償貸付になる旨の回答があった。より魅力的な公園へと効果的に再整備するためには
民間事業者との連携が不可欠であるが、国有財産法の規定により民間事業者との連携
が妨げられてしまうと公園のみならず周辺地域のまちづくりに与える影響も大きいため、
官民連携による利益を得る行為が可能となるよう制度改正を求める。
○本市においても、市内の国有地について国と管理受託契約を結び、各種イベントや駐
車場、スポーツ等で利用している土地があるが、利益を得てはならない規定となっている
ことから、利用料収入が維持管理費用を超えない範囲でのみ貸出や活用を行っている
状況である。このため，現在の契約下においては、利用料収入の大幅増に結び付く更な
る活用を図ることが難しい状況となっている。

・健康保険法施行規
則第98条の２
・国民健康保険法施行
規則第27条の12の２
・児童福祉法第19条の
３第７項
・児童福祉法施行規則
第７条の22
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
第７条第４項
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則第25条
・行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号及び別表第二
の９の項及び119の項

内閣官房、内閣府、総
務省、財務省、文部科
学省、厚生労働省

相模原市 秋田市、群馬
県、川崎市、新
潟市、石川県、
静岡県、京都
市、神戸市、西
宮市、山口県、
愛媛県、高知
県、熊本県、大
分県、宮崎市

297 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 指定難病及び小児慢
性特定疾病医療費助
成制度の事務処理に
おけるマイナンバーに
よる情報連携項目の
追加

　マイナンバーによる情報連携
で、指定難病及び小児慢性特定
疾病医療費助成制度の事務にお
ける「所得区分」を収集可能として
いただきたい。

　郵送によるやり取りがなくなることで、大幅な時間短縮が図られるほか、郵
送代も削減されるなど、行政の効率化・財政改善が図られる。
　また、医療受給者証の発行が早まることで、患者もより早く医療費助成を受
けることができ、これまでのように償還払いによる払い戻しの手続きが不要
になったり、償還払いによる額を減らすことが可能となるなど、患者や家族の
利便性の向上につながる。

○本県においても、医療受給者証に「所得区分」を記載することは、保険者への照会を
始め、大きな負担となっている。
事務手続の負担に比較し、公費負担の縮減効果が不明確であるため、まずは「所得区
分」の記載の廃止を検討願いたい。
明確な効果が期待でき、「所得区分」の記載を継続する場合は、マイナンバーによる情
報連携で、「所得区分」を収集可能としていただきたい。
○本市では、年に約６０回、郵送でのやりとりが生じている。
　特に、各国民健康保険組合においては、返送まで１か月もかかることが多いため、受
給者証発行に過度の時間を要している。
○保険者への所得区分の照会では，郵送による書類送付のための手間及び郵送代が
かかる他，回答まで一定期間が必要なため，受給者証の発行まで時間を要している。
所得区分をマイナンバーによる情報連携の項目とすることで上記の支障は解消される。
○本市においても、申請書類は揃っているにも関わらず、保険者への所得区分照会を行
うために医療受給者証の交付が遅れる場合がある。
照会に係る書類送付についても、照会先やタイミングが異なる他、保険者や課税状況に
によっては所得課税証明が必要となるため、事務が煩雑である。
○同様の支障事例が生じている。マイナンバーによる情報の連携が可能となれば、県か
らの所得区分照会への回答の事務と年度ごとに所得区分が変更となった方の報告の手
間が省ける。
○書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送が
あるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要して
いる。
○受給者証の発行が遅いため、患者、家族に経済的な負担や償還払い等の手続き等
の負担を強いている現状がある。マイナンバーによる情報連携を行うことで患者の利便
性の向上につながるとよい。
○所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情報では
ないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があ
るまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要してい
る一因となっている。
○現在、所得区分（適用区分）は保険者に郵送で確認しているが、マイナンバーによる
情報連携で取得し確認できれば、タイムリーな対応が可能となり、事務の簡素化、適正
処理につながる。
しかしながら、所得区分（適用区分）の記載を必須とする本制度の根本的な見直し、廃止
については、従来から要望しているもの。
○高額療養費の限度額適用区分（所得区分）の郵送での照会に2週間ほど要しており、
情報連携が可能となれば、大幅な業務改善が見込まれる。
○所得区分の記載は、保険者と書類によるやり取りをしており、手間と時間がかかって
いることから、マイナンバーによる情報連携が収集可能となれば事務処理の簡素化に繋
がる。

　所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情
報ではないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの
返送があるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行ま
でに時間を要している一因となっている。



別添１

文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

35 Ｂ　地方に対する
規制緩和

教育・文化 公立社会教育施設の
所管に係る決定の弾
力化

公立社会教育施設の所管につい
て、現行の関係法令では、教育委
員会の所管と規定されています
が、条例により自治体ごとに各社
会教育施設の所管を決定できる
よう制度改正を求めます。

平成29年３月「学びを通じた地域づくりに関する調査研究協力者会議」及び平
成30年３月中央教育審議会諮問によれば、地域課題解決こそが社会教育にお
いて求められていることであり、そのための中核的な施設として社会教育施設
がある、とされています。

当市では、平成28年度に、「名張市公民館条例」を廃止し、「名張市市民セン
ター条例」を施行しました。これは、市民センターで学んだ知識や技術を地域社
会へ還元し、地域の課題解決を推進しようとするものです。また、コミュニティビ
ジネスなどを可能にすることで、地域活動やサークル活動の実践の場が広が
り、更なる事業展開を図ろうとするものです。現行の社会教育法では、営利目
的の事業が禁止され、活動の幅を狭めていたことから、市民センターへ移行す
ることで、地域課題解決への環境が整うと判断したためです。

現在、地方自治法に基づく事務委任・補助執行により、首長部局の職員等に社
会教育施設の運営を委ねることも可能ですが、最終的な責任の所在が不明確
となることも懸念されます。

人口減少・高齢社会の進行に伴い、地域では、複合・複雑化した生活課題や
制度の谷間で対応困難な事案など、深刻な課題が山積しています。

当市の取組を踏まえ、公立社会教育施設を地域の拠点として複合的に利用
する意義は、非常に大きいと考えています。社会教育施設が地域の拠点とし
て、他部局と一元的に対応できる体制が整い、行政の効率化が図られるとと
もに、社会教育のさらなる振興へつながることが期待できます。

なお、過去の議論から、政治的中立性等が懸念されていますが、教育委員
会による一定の関与があれば、政治的中立性の確保は可能と考えます。

地方教育行政の組織
及び運営に関する法
律第23条第1項
社会教育法第5条、第
28条
図書館法第13条
博物館法第19条

文部科学省 名張市 H30.2.23付け、官庁速報
（社会教育施設を地域の核
に＝教委から首長部局に
移管）

H27.11.21付け、中日新聞
（公民館を市民センターに）

H27.11.24付け、毎日新聞
（公民館を市民センターに）

愛媛県 -

旭川市、秋田
市、船橋市、川
崎市、須坂市、
山県市、豊田
市、田原市、草
津市、大阪市、
八尾市、兵庫
県、神戸市、和
歌山市、玉野
市、徳島県、松
浦市、熊本市、
大分市、佐伯
市、臼杵市、竹
田市、豊後高田
市、宇佐市、豊
後大野市、由布
市、姫島村、日
出町、玖珠町、
九州地方知事会

○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全国的に保
育士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭が退職した場合、
保育教諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみ
の資格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、
当該職員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。
本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常
に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただきたい。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と
幼稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙
がっている。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでい
ない現状があり、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化する
ことも予想されるため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必
要性は高いと考えられる。
○現在移行済の園のほとんどの保育教諭は両資格を取得済みであるが、今後移行を促進するう
えで、経過措置期間の延長が必要である。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保育教諭が
少なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務ができず、ひいては
幼保連携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増加することが予想される。
○本市においても、同様の支障が出ることが想定されており経過措置の期間延長を要望する。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設において
は、人員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、ま
た、講習実施主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できてい
ない者がいる。平成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措
置の延長を求める。「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認
定こども園への移行の促進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の
期間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免
許と保育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難
しい状況である。
○本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資格の保有
を啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に課題となっており、
大阪府においても、保育士の平成30年1月の有効求人倍率が、5.13となっている現状です。この中
で、保育教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場合、新たな職員の確保をすることも難
しく、ひいては職員不足による保育の質の確保や待機児童解消対策上も支障があると考えていま
す。ついては、経過措置期間終了後に幼保連携型認定こども園において、保育教諭数の不足に
より、教育・保育の提供が不可能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置を講じても
らうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚
園教諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の
職員資格の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さら
に、人員配置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼
稚園教諭および保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得すること
は困難な状態となっている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保
育の受け皿を確保することができ、待機児童解消に繋がると考える。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規
職員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。
一方、今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員
も含めると施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を
実施しており、同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率
が100%にはなっていないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行
の阻害要因とならないよう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中
で、資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職
員が保育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育
教諭不足に伴う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。また、
潜在保育士の中には幼稚園免許の更新をしていない者が多いため、経過措置が延長されない場
合においては、保育教諭と見なすことができない。保育士登録を受けているが幼稚園免許が更新
されていない者については、少なくとも3歳未満児の保育に従事する保育教諭と見なしていただき
たい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園におい
ては平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の
有資格者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする
同施設においては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用
後，不足する資格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が
足りなくなる状況を危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。また，経過措
置が延長されない場合においても，失職するのではなく，一定程度の配慮をお願いしたい。

33 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 保育教諭の経過措置
等に関する見直し

幼保連携型認定こども園に置か
なければならない保育教諭につ
いては、幼稚園教諭の普通免許
状を有するとともに、保育士登録
を受けた者でなければならないと
されているところ、経過措置として
平成31年度まではいずれかの資
格だけでも保育教諭になることが
できるが、当該経過措置を延長し
ていただきたい。
なお、経過措置が延長されない場
合において、保育士登録を受けて
いるが、幼稚園教諭の免許が更
新されていない者については、少
なくとも平成32年度に失職するの
ではなく、専ら3歳未満児の保育
に従事する保育教諭と見なしてい
ただきたい。

幼保連携型認定こども園には、保育教諭の配置が義務づけられており、経過
措置後は原則、保育教諭は幼稚園教諭免許と保育士の両方の資格を有する
者を置かなければならないと定められている。これらの資格のうち、幼稚園教
諭免許は更新制度が導入されていることから保育教諭として勤務継続するため
には10年に１度の免許更新をしなければならない。しかし、本町の公立こども園
に勤務している保育教諭の中には、その免許を更新しない意向の者が少なか
らずいる。
　免許更新をしない主な理由は、保育需要の高まりを受けて、保育教諭がさら
に必要となる中、保育現場では十分な余剰人員がいなく、免許更新に費やす時
間が確保できないからである。
　経過措置が延長されないことによる問題は、無資格者を含む園児の世話をす
るスタッフ数の変動は緩やかな曲線を描くのに対し、保育教諭数は平成31年度
を境に大きな段差がついてしまうことである。本町としても、保育教諭の確保や
免許更新の促進を進めているところであるが、地域において保育教諭の絶対
数や免許更新機関も少ないため、引き続き、幼稚園教諭の免許更新ができて
いない保育教諭にも協力してもらわないと必要な人員の確保が困難であるとい
う現実である。
　以上より主に次の２点の支障を懸念している。
①経過措置終了後、保育教諭不足に伴う待機児童が発生すること。
②幼保連携型認定こども園への移行を阻害する要因と成り得ること。

経過措置が延長されることにより、平成32年度以降も保育の受け皿を確保す
ることができ、待機児童の増加の抑制につながる。
また、経過措置が延長されない場合においては、幼稚園教諭の免許更新が
されなくても、３歳未満児の保育教諭になることができるようになり、免許更
新に伴う職員不足はほとんど発生しないと思われる。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

内閣府、文部科学省、
厚生労働省
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55 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 一時預かり事業（幼稚
園型）の人員配置基
準の緩和及び幼稚園
免許更新対象者の拡
大

一時預かり事業（幼稚園型）の人
員配置基準では、保育士又は幼
稚園教諭の資格保有者を三分の
一以上配置する必要があるが、
幼稚園教諭免許を更新していな
い者（市町村長等が実施する研
修を受講し、市町村長が過去の
実務経験を認めた者）、小学校教
諭及び養護教諭免許所有者も資
格保有者として認めてほしい。
幼稚園免許未更新者が認められ
ない場合には、免許更新をできる
者に一時預かり事業を行う者及び
行う予定の者も含めるようにされ
たい。

南房総市においては、4，5歳児のほとんどは幼稚園に通っており、教育時間前
後及び長期休業中に保育が必要な子どもに対しては一時預かり事業を実施し
ている。当市においては、幼稚園教諭の教材研究の時間を確保するため、一
時預かり事業は幼稚園に勤務する者ではない専門の指導員（非常勤職員）を
雇用しているが、資格保有者の確保に苦慮している。
今後、当地域ではさらに資格保有者が減少していくことが予想される中、高齢
者を積極的に採用していかなければ人材の確保が難しくなっていき、現行の基
準による勤務体制では、一時預かり事業の継続が困難となっていく。
また、水戸市においては、資格保有者の確保が困難である状況から、ほとんど
の幼稚園において、教頭又は教諭及び資格を保有していない専門の指導員
（非常勤職員）の２名体制で一時預かり事業を行っている。このことにより、教材
研究等通常業務の時間が確保できず、教頭等の負担となっていることとあわせ
て、教頭等が出張等で不在の際は、一時預かり事業が行えない状況である。
さらに、非常勤職員の中にいる幼児教諭資格喪失者（かつては資格を所有して
いた者）を人員配置基準の資格保有者に含めることができない上に、現行規定
では、教育職員のみが免許更新の対象とされており、これらの者は幼稚園免許
を更新できない。

南房総市では、小学校教諭や養護教諭免許状所有者を特別教育支援員とし
て小学校に配置し、配慮が必要な児童等の指導に当たっている。制度改正
が行われれば、小学校の長期休業中にそれらの者を一時預かり事業に従事
させることができるようになる。柔軟な人員配置が可能となることで、引き続
き質の高い幼児教育を保ったまま、継続的に保育事業を実施することが可能
となる。
また、水戸市では、資格を保有していない専門の指導員（非常勤職員）に一
時預かり事業を担当させることにより、教頭等の負担軽減が図られるととも
に、一時預かり事業の開設日が増えることで、保護者の利便性が向上する。
さらに、幼稚園教諭免許所有者で一度現場を離れた者の復職の門戸拡大や
多様な働き方の促進にも資する。

児童福祉法、児童福
祉法施行規則、児童
福祉施設の設備及び
運営に関する基準、教
育職員免許法、教育
職員免許法施行規
則、免許状更新講習
規則、一時預かり事業
実施要綱

文部科学省、厚生労働
省

南房総市、
水戸市

川崎市、山県
市、玉野市、東
温市、松浦市

○本市においては、市立幼稚園の預かり保育を実施するため、保育士又は幼稚園教諭の資格保
有者を必ず配置する必要があることから、常勤職員を１名置いており、パート職員２名とともに預
かり保育を実施しているが、常勤職員の教育研修や園運営業務の時間を削って実施しているた
め、支障が出ている。また、幼稚園教諭の勤務時間の適正化について議論している中、預かり保
育業務に携わる時間を削ることができないため、働き方改革が遅々として進まない状況である。幼
稚園免許未更新者も預かり保育業務の資格保有者に含めることができるのであれば、人員の確
保とともに常勤職員の負担軽減につながる。

○事業者が保育所を新設する際に活用する保育所等整備交付金について、公募開始から市審査
後の国内示まで、本市でも半年程度の期間を要しており、結果として保育所の整備が単年度事業
として実施できなくなる等の支障をきたしている。保育所待機児童の解消に向けて、より一層保育
所整備を推進するため、従来制度（安心こども基金）と同様に、国内示前における実施設計費を交
付対象に含める等の交付金運用の改善を図られたい。
○本市においても、現在の実施設計の取扱いでは、単年度での保育所等の整備が整備スケ
ジュール上困難であると考え、2年事業または予算繰越しにより整備を実施せざるを得ない状況と
なっている。
　本提案のとおり、保育所等整備交付金及び認定こども園整備交付金における実施設計費の取り
扱いについて運用を見直すことができれば、計画に沿った速やかな施設整備を行うことが可能と
なると考える。
　以上のことから、本市も整備計画の円滑な推進のため、実施設計費の取り扱いについて本提案
のとおり運用の見直し希望する。
○整備に係る入札，契約は内示後に行ったもののみ対象とされているため，整備開始は内示を待
つこととなり，本体工事等に十分な期間を確保できない。
そのため，内示前に基本設計等を行い，当該費用を事業者が負担している例もある。
内示を待っての事業着手では市の整備計画に大幅な遅れが生じる可能性があるため，設計費に
ついては内示前の着手（契約）を対象とするべきと考える。
○現状、認定こども園施設整備交付金、保育所等整備交付金については、内示前に契約した実
施設計費は交付対象外であるため、整備開始が内示の時期に左右されてしまい、円滑な保育所
等整備の支障となっている。
　内示の遅れが原因で整備が遅れた事例はないが、整備の規模や内示時期によっては単年度で
の整備が間に合わない事例が発生する可能性はあり、市町村の整備計画に大幅な遅れが生じる
可能性がある。
○理由としては，潤沢な資金を有する法人が少ない中，内示前に行った実施設計費用は対象経
費として算入されないばかりか，補助基準にある設計料加算が認められないため，実質的に補助
額が下がることとなることから　本市においても，実施設計については，内示以降に行うよう指導し
ている。このため，年度内には事業が完了しないことから，施設整備については２箇年度整備とし
て国に対し協議を行っている状況となっている。
　結果，待機児童対策として早急に整備を行う必要があるものについても事業開始が遅れることと
なり，加えて，事務作業についても第１年度，第２年度ともに国への協議や交付申請，実績報告を
行う必要があり，整備する法人にとっても市にとっても事務が煩雑となっている。
○本市においても、実施設計は内示後に契約を行うよう指導している。現時点においては、そのこ
とによる具体的な支障事例は発生していないが、特に単年度事業においては、事業のスケジュー
ル上、内示後の契約となると実施設計の期間が十分に確保できない事例も想定される。
法人としては、補助金が約束されない中で実施設計を行うというリスクは伴うが、例えば公立学校
の施設整備等においては前年度に行った実施設計費を補助対象とすることができるといった例も
あるため、スムーズな事業実施のため、同様の取り扱いを可能としていただきたい。
○本県においても同様の支障事例がある。
待機児童解消に向けては、少しでも早い工事着工が望まれるが、先行する実施設計において、工
事の実施内容や資材の具体的明細を予め把握することで、入札や工事着工を内示と同時に進め
ることができる。逆に、この内示が遅れ、その後実施設計に入るとなると単年度が２か年事業とな
り、結果的に開園が遅れ待機児童が発生する事態となる。
○内示後に実施設計に着手し、施設整備を行うという流れにおいて、施設整備規模によっては非
常にタイトな工期となる場合がある。一方、そうした際に2か年事業として申請する場合、1年目は
実施設計だけではなく、着工が必要となること、また、保育所等整備交付金や認定こども園施設整
備交付金の場合には単年度ごとの申請・精算手続が必要となるなど、手続の負担や複雑さが課
題と考えているところ。
よって、実施設計期間の確保や手続の簡素化の点からも実施設計の取扱いの見直しに係る提案
趣旨には賛同するもの。
○事業者は事前協議時に施設整備のスケジュールを立てているが、実施設計契約締結時期が内
示の発出日に左右されるため、想定よりも内示が遅くなった場合、内示が発出されるまでの期間
何度も整備スケジュールの再検討を行っている状況である。内示発出前の実施設計契約が対象
経費となれば、このような事業者側の負担も軽減されるものと想定される。
　保育所等整備交付金と同様の取り扱いとなっている「安心こども基金」においても類似の支障が
発生しており、内示を待って実施設計契約を行おうとすると、事前協議時に想定していた整備計画
からすでに大幅な変更が必要となっている場合がある。単年度整備予定であった案件が、２ヵ年
の整備計画への変更が必要となった事例もある。
○近年、国において、前年度繰越予算によって事業を実施する事例が増加している。現制度では
内示後の契約のみを対象経費とするために、内示後に入札する必要があるが、これでは、入札不
調などの事故が生じた場合に、更なる繰り越しが必要となるが、この繰り越し手続きは非常に困難
である。（現にそういう事例が発生した。） 仮に、内示の前後を問わずに契約が可能であれば、あ
らかじめの契約締結が可能となり、内示後直ちに工事を開始できるから、そのような事故のおそれ
を防止できる。
また、見積り書や予定額でなく現実の契約に基づいて国との協議が可能となるため、不用額の発
生を抑えることもでき、後の事務手続きが簡易となる。
対象経費の適正性は､内示前後という時期によるのではなく、対象経費が明確となる契約書類を
要求することにより図りうると考える。

旭川市、仙台
市、福島県、習
志野市、八王子
市、川崎市、須
坂市、山県市、
豊田市、田原
市、大阪府、池
田市、貝塚市、
枚方市、門真
市、藤井寺市、
島本町、兵庫
県、神戸市、伊
丹市、倉敷市、
徳島県、松浦
市、那覇市

守口市文部科学省、厚生労働
省

認定こども園施設整備
交付金交付要綱、・認
定こども園施設整備交
付金交付要領、平成
30年度認定こども園施
設整備交付金に係る
協議について、保育所
等整備交付金交付要
綱、平成29 年度補正
予算及び平成30 年度
予算案における保育
所等整備交付金に係
る協議について

・現状、認定こども園施設整備交付金、保育所等整備交付金については、内示
前に契約した実施設計費は交付対象外であるため、整備開始が内示の時期に
左右されてしまい、円滑な保育所等整備の支障となっている。
・平成29年度においては、認定こども園施設整備費補助金の内示が遅れ、幼
稚園部分の実施設計費について事業者が負担することとなった例もあった。今
後、このような事例で、事業者が実施設計費の負担を了承しない場合には、内
示を待って整備を開始することとなり、市町村の整備計画に大幅な遅れが生じ
る可能性がある。
・また、整備の規模にもよるが、実施設計に３カ月程度、本体工事に少なくとも７
～８カ月程度の期間を要し、そもそも内示後の実施設計では単年度での整備
が間に合わないケースもあり、そのような場合、開園予定日等から逆算し、事
業者負担で実施しなければならない。

認定こども園施設整備交付金・保
育所等整備交付金について、整
備計画の円滑な推進のため、実
施設計費の取り扱いについて運
用を見直すこと。

認定こども園施設整
備交付金等の運用の
改善

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

70 市町村の計画に沿った速やかな施設整備が可能となることで、保育所等を
利用したい住民の子どもの受入れ枠の拡大にも繋がり、速やかな待機児童
解消対策が可能となる。



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

111 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 幼保連携型以外の認
定こども園の認定手
続きに係る協議の見
直しについて

幼保連携型以外の認定こども園
の認定手続きにおいて、市町村
立の施設の認定の場合は、当該
認定の申請に係る施設が所在す
る市町村の長への協議を不要と
する。

幼保連携型認定こども園の設置については、市町村以外の者が設置するに
は、都道府県の認可を受けなければならず、認可に当たっては、事前に施設を
設置する市町村長への協議が必要とされている。一方、市町村が設置する場
合は、都道府県への事前届出のみである。
対して、幼保連携型以外の認定こども園の認定については、市町村とそれ以外
の者で手続きが同じであり、認定に際しては、「当該認定の申請に係る施設が
所在する市町村の長に協議しなければならない（認定こども園法第３条６項）」
とされている。
この事前協議は、子ども・子育て支援新制度において、保育の必要数等は各市
町村が事業計画において定めることとなっており、認定権を持つ都道府県と保
育の必要数等を管理する市町村の間で齟齬が起きないよう規定しているものと
考えられる。
しかし、市町村立の施設を認定する場合、認定の申請者と協議の相手方が同
じであるにも関わらず、都道府県知事から市町村長へ協議が必要となる。
実態として、大阪府では、平成27～30年の認定事務97件のうち、17件が市町村
立の施設であり、認可・認定事務の集中する年度末に形式的な事務が発生し
ており、都道府県、市町村ともに事務負担が大きい。
　当該事前協議を廃止したとしても、子ども・子育て支援法第31条により、特定
教育・保育施設の利用定員を定める場合や変更する場合は、都道府県知事に
届出が必要とされており、保育量等を把握できるため、法の趣旨を損なう恐れ
はない。

市町村立の幼保連携型以外の認定こども園の認定手続きについて、都道府
県、市町村の両者の事務負担の軽減に資する。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

大阪府、京
都市、守口
市、兵庫
県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

茨城県、山県
市、草津市、京
都府、池田市、
貝塚市、枚方
市、藤井寺市

○幼保連携型認定こども園の場合と同様の手続きで良いと思われる。
○認定の申請者と協議の相手方が同じであるにも関わらず、都道府県知事から市町村長へ協議
という形式的な事務が年度末に発生し事務負担が大きい。
○本市においては、現時点で公立の認定こども園は存在しないが、公立幼稚園等のあり方につい
て検討を進めているところであり、もし、認定こども園化の方向となった場合、複数の施設の手続
きを同時に行う必要があり、都道府県、市町村の負担軽減の観点からも制度改正が必要であると
考える。

113 Ａ　権限移譲 医療・福祉 処遇改善等加算の認
定権限の移譲

都道府県知事、指定都市及び中
核市において行うこととされてい
る処遇改善等加算の認定に係る
権限を、各市町村へと移譲する。

処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱに係る加算の認定は、指定都市及
び中核市以外の市町村（以下、「一般市町村」とする）が管轄する施設・事業所
については都道府県知事が、指定都市及び中核市が管轄する施設・事業所に
ついては各指定都市及び中核市の長が行うこととされている。
しかし、年度終了後に行う処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱに係る賃
金改善実績報告書の提出先は政令市及び中核市であるか、一般市町村であ
るかの別なく、市町村長とされている。そのため、一般市町村においては加算
の申請に対して認定を行う主体と、実績の報告を受ける主体とが異なり、事業
の一元管理ができていない状況である。
また、一般市町村においては、管轄する施設・事業所から加算申請書の提出が
あったものを、取り纏めて、都道府県へ提出し、認定を受けたことを当該施設・
事業所へと通知することとなり、都道府県との遣り取りもあって、認定されるま
での過程が長期化することとなる。
更には、本加算の認定が行われなければ、施設及び事業所への精算ができな
いため、一般市町村が管轄する施設・事業所においては、結果として精算まで
の期間が長期化（市町村の提出から審査及び修正後、認定まで最長5箇月程
度）している。各施設の運営事業者からは、審査過程で額の変更が生じる場合
もあり、歳入が確定せず、運営が不安定ともなりうることから、市町村への申請
の提出から認定までをより早期に行ってほしいとの声もある。

指定都市及び中核市以外の市町村が管轄する施設・事業所における処遇改
善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱの認定事務が簡素化され、市町村にお
ける業務の効率化と共に、施設・事業所に対する精算の早期化が図られる。

施設型給付費等に係
る処遇改善等加算に
ついて（平成29年4月
27日付府子本第375
号、29文科初第215
号、雇児発0427第8
号）

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

大阪府、滋
賀県、堺
市、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

青森県、練馬
区、川崎市、新
潟県、山県市、
京都府、池田
市、愛媛県

○施設等から提出された加算申請書を市町村がとりまとめ県に提出し、その後、県が市町村に対
して認定を行っている。このため、手続きが長期化するとともに、県及び市町村の業務が繁雑と
なっている。
○本市においては一元管理となっているが、市町村においても簡素化され一元管理となることに
ついて賛成します。
○本県においても、中核市を除く全市町村分の認定作業に膨大な時間を要し、認定が長期化し、
例年、年度末近くの認定となっている。
　認定作業に要する時間を短縮し、各施設への精算を早めるためにも、認定作業を市町村へ権限
移譲するのが適当と考える。
○当県でも本加算の認定作業については書類の確認に時間を要することなどの理由で、他府県
と同じように精算までの期間が長期化している。また、事務処理を簡素化するため、認定にあたっ
ては県内すべての市町の書類を確認してから認定を行っており、県へ認定書類の提出が遅れるこ
とで、さらに認定が遅れる事例が発生している。そのため、市町が認定を行うことで早期に事業者
が精算を行うことができる。
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114 内閣府、文部科学省、
厚生労働省

保育士等の処遇改善加算Ⅱの要
件となっている保育士等キャリア
アップ研修について、代替保育等
の確保が困難な状況にある中、
研修の受講が困難であることを鑑
み、実施方法について通信制やe
ラーニング、ビデオ学習による方
法を認める等の見直しを図りた
い。
※指定保育士養成施設において
は通信制による履修が認められ
ており、類似研修の介護支援専
門員資質向上事業実施要綱にお
いては、各研修における講義の一
部又は全部を通信学習とすること
ができると厚生労働省から通知。

保育士等キャリアアッ
プ研修の実施方法を
含めた在り方の見直
し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

大阪府では４万８千人分の研修受講が必要だが、対象となる保育士等全員が
（１分野ごとに）１５時間にもおよぶ研修を保育現場から離れて研修会場に参加
することは困難。平成29年度実施の研修においても、研修定員1480名に対し、
修了者は680名である。
研修受講が必須化される予定の2022年度までに保育士等が研修を受講できて
いない場合、それまでの間処遇改善加算Ⅱの認定を受けていた事業所が2022
年度以降に加算を受けられなくなる。対象園等から要件を満たすため、研修を
受講させたいが、代替人員の確保等が困難であるとの問い合わせが寄せられ
ている。

○対象となる保育士が、長時間に及ぶ研修受講のため、現場を離れて参加することは、円滑な保
育業務の運営を考えると難しい状況にある。また、正規職員としての保育士の確保が困難な状況
において、代替職員を確保することは、さらに厳しい状況にある。ついては、保育所運営への負担
が軽減される内容に見直す必要があると考える。
○対象となる保育教諭等全員が１分野につき15時間もの研修の受講が必須となり、それに伴う代
替保育士の確保が困難な状況である。また、研修実施機関及び日程等が限られており、さらに受
講が困難な状況にある。
○当市において代替保育士の確保が困難なため、所定の研修を受講できない事例が発生してい
る。
○県に対して当市での研修会開催を要望しているが、その場合であっても移動時間は短縮される
ものの、代替職員の確保などの問題は残ることとなる。そのため、本提案にある通信制やe-ラー
ニングの導入については、前向きに検討をしていただきたい。
○保育現場からは、研修受講にかかる代替保育士の確保が困難であることや、研修の実施規模
により受講できないなどの意見を聞いている。現状に即した柔軟な研修実施体制が必要と考え
る。
○提案自治体と同様に、キャリアアップ研修への参加が各法人、施設、職員への重い負担となっ
ている状況である。
○当県は県土が広く離島もあり、移動に多くの時間を要する。また、冬季間は雪により移動が困難
である。このため、保育士の受講が困難となっているケースがある。
○対象園から充分な研修定員が確保されていない状況があることから、必要な人数全員の研修
受講が可能か不安視する声が多数寄せられており、確実な受講を保障するよう強く求められてい
る。研修が受講できないと加算対象とならず給与が減額となる恐れもあり、状況によっては職員が
退職することも想定され、保育士確保と逆行する。また、各施設では加算対象人数が複数いるも
のの、在籍職員数は最低基準に加えて少数名しかおらず、研修期間中の代替職員の確保等が現
実的に困難であるとの問い合わせが寄せられている。
○当県では１万７千人の研修受講が必要であり、他の自治体と同様に、保育士不足の中、対象と
なる保育士等が15時間の研修に複数回出席することは困難な状況である。また地域特性として、
面積が広大であるだけではなく、人口が広域に分散しているほか、冬は寒冷で積雪期間が長く北
国特有の厳しい気象条件であるため、長距離移動や前後泊を要し、研修日数以上に職場を離れ
ることとなる等、都市部在住の保育士に比べて、研修の受講はより難しい。今年度から14振興局
を中心として研修を実施する予定であるが、全ての振興局で８分野を複数回実施することは費用
の面でも厳しい状況であることから、十分な研修回数の確保が困難である。通信制やe-ラーニン
グ、ビデオ学習等が認められれば、保育士等が遠方の会場に出向いて受講する必要がなく、多く
の希望者の受講が可能になることから、当県の各保育団体からも強く要望されているところであ
り、ガイドラインを見直していただきたい。
○保育士等キャリアアップ研修の受講が必要な保育士は、各施設で保育を行うに当たって中心的
な役割を担っていることが多く、研修の受講にあたり、長期間現場を離れることにより、保育に支
障が生じている。また、昨今の保育士不足もあり、代替人員の確保等も困難である。
○現在、本町内の民間保育所１施設では、保育士不足により認可定員数の受入れが不能となっ
ている。保育士の処遇改善を図るための加算を受けるためにキャリアアップ研修の受講が必須と
なるが、保育士が不足している現状を鑑みると、長期間にわたる研修を受講することが困難な保
育士も存在することが想定される。保育士確保や研修受講による安定した保育サービスの提供及
び保育士自身の生活の安定を図るべく、より研修を受講しやすい形態に変更することが必要であ
ると考える。
○本県においても、認定こども園協会や保育協議会から、研修期間中の代替職員の確保が困難
なことなどにより、ビデオ学習やe-ラーニング等の多様な手法による研修機会を増やす声が上
がっており、当該提案に賛同する。
○当市においても代替保育等の確保が困難のため研修の受講計画が思うように立てられないな
どの意見が施設から寄せられている。
○小規模保育所等が増加している状況下で、保育士等が現場を離れて１分野ごと15時間の受講
を平日に受講することに難しさを感じる。実際、日曜日の開催はないかとの問い合わせもある。ま
た、15時間のうち、体調不良等で１日欠席した場合の救済措置についても課題であるため、通信
制やeラーニング、ビデオ学習が認められると課題のクリアにつながると思う。
○保育教諭不足が続く現状では、対象の保育教諭が多く、代替保育者の確保及び、実習時間の
確保が難しくなっている。
○当県においては１万５千人の研修受講が必要であり、現在養成校と連携し研修実施体制を整備
している状況。他県での研修に参加する機会も少ないという現状から、保育士等に対する研修の
機会創出に苦慮している。一方で、研修内容の質についても一定水準以上の内容とするために検
討している段階。eラーニングやビデオ学習による研修機会の拡大の必要性も感じるが、質の確保
の観点から認められるか検討が必要。
○処遇改善等加算Ⅱの加算要件となる予定であるキャリアアップ研修の受講については、他都道
府県が指定する研修を修了した場合においてもその効力が有効となるが、１分野につき15時間以
上を要し、概ね３日間研修に時間を要するとともに、自都道府県で受講が困難な場合は他都道府
県まで移動を要することから、受講する保育等においても負担が生じている。
○対象となる保育士等全員が（１分野ごとに）15時間にもおよぶ研修を保育現場から離れて研修
会場に参加することは困難であるため、処遇改善加算Ⅱの認定に際して研修受講が必須化され
る予定の2022年度までに、より多くの保育士等が研修を受講できるよう研修方法の見直しをして
いただきたい。

北海道、盛岡
市、福島県、ひた
ちなか市、川崎
市、新潟県、須
坂市、山県市、
草津市、亀岡
市、池田市、貝
塚市、八尾市、
和泉市、藤井寺
市、東大阪市、
泉南市、阪南
市、島本町、松
浦市、宮崎市

大阪府、滋
賀県、京都
市、堺市、
兵庫県、和
歌山県、鳥
取県、徳島
県、関西広
域連合

「保育士等キャリア
アップ研修の実施につ
いて」（平成29年4月1
日付厚生労働省雇用
均等・児童家庭局保育
課長通知）

○時間や場所に制約されなくなるため、受講者にとって、受講しやすくなる。
○研修実施機関にとっては、講師や会場の確保を軽減できるため、研修を増
やすことが可能。
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

149 ・教育委員会や学校が各教員の免許更新時期を調査、把握する作業が軽減
される。
・制度を誤認することにより免許状が失効する教員が減少する。また、失効
に伴い失職する教員も減少し、生徒や学校への悪影響が軽減される。

教員免許更新制の取扱いは、大きくは平成21年４月以降に初めて免許状を取
得した者（新免許状）とそれ以外（旧免許状）の者に区分できる。
新免許状所持者が別種の教員免許状を追加取得した場合、有効期間は追加
取得した免許状も含めて最も長いものに自動的に統一されるが、旧免許状所
持者が教員免許状を追加取得しても自動延長されず、所在する都道府県教育
委員会に対して更新講習修了確認期限の延期申請が必要となる。
この違いが教員の間で混乱を招いており、制度を誤認した教員の免許状失効
の事例が後を絶たない。（H29.3末全国現職教員の更新状況（文部科学省統
計）対象91,987名、うち201名失効。H29.1～6の間、公立学校で７名が失効（各
県ＨＰ公表））
また、教育委員会や学校では、現職教員が免許失効しないよう、新旧免許状制
度の違いに留意しながら各教員の免許更新時期等を把握せざるを得ず、大き
な負担となっている。

旧免許状所持者が別種の教員免
許状を追加取得した場合、新免許
状の有効期間の取扱いと同様、
申請しなくとも自動的に更新講習
修了確認期限を延長する。

教員免許状旧免許状
所持者が免許状を追
加取得した場合の修
了確認期限の自動延
長

教育・文化Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

147

○旧免許所持者が新たに免許を取得した場合、手数料を支払い手続きを行わないと有効期限の
延長ができないため、事務的な負担が大きい。
免許を管理している県が自動的に延長できる制度に変更できるとよいと考えている。
○旧免許状所持者で新しく教員免許状を取得した者が新免許状と同様に自動的に修了確認期限
が延期されると勘違いし、教員免許状が失効した事例がある。
○旧免許状所持者が教員免許状を追加取得した場合，自動延長されず，別途，更新講習修了確
認期限の延期申請を行う必要があり，新免許状対象者が教員免許状を追加取得した場合に比し
て，事務が煩雑となる。
○教員免許更新制は、旧免許状所持者と新免許状所持者で免許状の有効期間の取扱が異なる
等、制度が複雑であるため、本県でも昨年度、更新手続を行わず、採用が取り消された者が１名
いた。
本県でも全国同様に昨年度から、現職教員の免許状失効を防止するため、各教員の免許状の有
効期間を把握するための所有免許状調査を教育委員会や学校で実施しているが、大きな負担と
なっており、制度誤認による失効防止の観点からも、旧免許状所持者の自動延長を認めるべきで
ある。
○本件と全く同様の誤認による免除状失効はないが、教員免許状の失効事例はあり、教員の間
で制度に関して混乱していることは事実である。制度改正によって確認作業の軽減や誤認識の減
少が期待される。
○新たな免許状取得により、修了確認期限が自動延長されるとの誤解が原因で免許失効となっ
た教員がいる。
○制度が複雑で十分に理解されていない。そのため、教育委員会や学校では、現職教員が免許
失効しないよう、新旧免許状制度の違いに留意しながら各教員の免許更新時期等を把握している
が、確認作業が負担となっている。
○延期申請が必要なことを知らない教員もおり、教育委員会や学校では、現職教員が免許失効し
ないよう、新旧免許状制度の違いに留意しながら各教員の免許更新時期等を把握せざるを得ず、
大きな負担となっている。
○旧免許状所持者が、平成21年4月1日以降に、免許状を追加取得した場合、旧免許状所持者と
なるが、旧免許状所持者であり、平成21年4月以降に免許状を追加取得した者が、自身を新免許
状所持者であると誤認し、修了確認期限について、県教委に問い合わせるなどの事例がある。
○学校や教育委員会では、新旧の免許状制度の違いに留意しながら更新時期を把握する必要が
生じており、事務の煩雑さが課題である。
○本県では、現職教員が免許失効しないよう、県内各学校等に対して年数回、更新手続の周知
及び更新対象者の状況調査を行っているが、新免許状所持者と旧免許状所持者の更新時期の
取扱いの違いから把握が難しく、その確認作業が学校及び担当者の大きな負担となっている。
○本市においても，旧免許状を所有する教員が新たに免許状を取得したとき，自動更新されると
勘違いしている教員がいる。
旧免許状所有者も自動更新されることは，教員の免許申請負担の軽減につながり，教育委員会も
免許更新時期を把握する作業が軽減されるため，検討を希望する。
○新免許状と旧免許状の取扱いが異なるため、制度を改正することにより、制度を誤認して免許
状が失効する教員が減少する。

旭川市、福島
県、川崎市、新
潟県、富山県、
多治見市、静岡
県、田原市、京
都府、京都市、
泉大津市、玉野
市、徳島県、松
山市、高知県、
北九州市、熊本
市

長野県文部科学省教育職員免許法第９
条から第９条の４、第
10条、附則（平成19
年）第１、２、８条

宮城県、新潟
市、金沢市、京
都市、大阪市、
兵庫県、広島
市、徳島県、福
岡県、熊本県、
熊本市

奈良県内閣府、文部科学省、
厚生労働省

社会福祉法第70条、
老人福祉法第18条、
障害者総合支援法第
48条第３項及び第85
条、児童福祉法第46
条及び第59条、認定こ
ども園法第19条、生活
保護法第44条、児童
福祉法施行令第38
条、「社会福祉法人指
導監査実施要綱の制
定について」、「老人福
祉施設に係る指導監
査について（通知）」、
「障害者支援施設等に
係る指導監査につい
て」、「児童福祉行政
指導監査の実施につ
いて（通知）」、「就学
前の子どもに関する教
育、保育等の総合的
な提供の推進に関す
る法律に基づく幼保連
携型認定こども園に対
する指導監査につい
て（通知）」、「生活保
護法による保護施設
に対する指導監査に
ついて」

○本市においても，社会福祉法人が経営する社会福祉施設（老人福祉施設、障害者支援施設監
査（一般監査））のうち適正な運営が確保されていると認められる老人福祉施設，障害者支援施設
及び法人監査についてはともに周期が２年に１回であったことから、社会福祉法人の負担軽減及
び効果的かつ効率的な監査実施の観点から、法人担当と調整のうえ、同日に指導監査を実施し
てきたが、法人監査の周期が原則３年に１回に変更されたことにより、同日に行うことが困難な事
例が生じている。
施設監査（一般監査）と法人監査においては、会計関係の書類等準備資料などが一部重複、ま
た，法人側の応対者が同一人物となることも多く、同一日に実施することが効率的かつ法人にとっ
ての負担軽減につながると考えられる。
特別養護老人ホーム等の増加に伴い、監査対象施設数も増加している中，施設監査（一般監査）
の周期について法人監査と同様に原則３年に１回となることで施設監査（一般監査）と法人監査を
同日に実施することが可能となり、監査事務の効率化、虐待等事案に対するより一層の迅速な対
応，運営上問題のある施設に対する監査の重点化や介護保険サービス，障害福祉サービス事業
所等への指導を強化することができる。
○本市においても、監査対象施設数が増加していることから、効率的に監査を実施する必要があ
る。
○当市の監査においては、現行のとおり実施しております。貴団体のご提案から、本市におきまし
ても周期が合わなくなることより、不都合が生じてくると考えております。老人福祉施設、障がい者
支援施設等、生活保護法による保護施設への施設監査の周期と児童福祉施設への監査周期を
あわせ、これに法人監査を同調させることにより、双方の事務負担を考慮すれば、より効果的な監
査が行われると考えます。
○　監査対象施設の増加については本市においても、監査実施における課題となっており、運営
状況が良好な施設についてはその周期が伸ばせるならば、指摘等を行う必要がある施設へ注力
できることにも繋がることから好ましいと考えます。
○本県においても、指導監査の重点化を図るため、法人運営に特に大きな問題が認められない
法人に対する監査の周期を原則３年に延長することとしている。
　施設監査と法人監査の周期が異なるため、両監査を同一日に効果的・効率的に実施することが
できず、また、運営が良好な法人にとっても負担軽減とならない状況となっている。
○社会福祉法人及び社会福祉施設の両者の指導監督を所管する当市としては、効率化の観点
から両者を同時に監査することは当然と考え、すでに平成29年度から、施設監査の周期を法人監
査の周期と合わせ、原則3年に1回監査を実施している。
なお、児童福祉施設については、児童養護施設等の監査は従前どおり1年に1回実施しているが、
数の多い保育所の監査は実地監査を3年に1回行い、実地監査を行わない年は書面監査を行うこ
ととしている。
○提案に賛同する。
　本県では、老人福祉施設、障害者支援施設（自治事務）については、指導監査の重点化・効率
化の観点から、法人及び施設の監査を同一日に実施すべく、法人指導監査の周期に合わせて、
原則、３年に１回へ変更したところ（保護施設（法定受託事務）については、従前のとおり変更な
し）。
　その一方で、児童福祉施設（自治事務）については、原則年１回の一般監査を行っており、子ど
も・子育て支援新制度の施行に伴い、保育所等が増加する中、問題のある施設や新規参入施設
に重点化するなど、メリハリのある施設監査を行うことが必要となっている状況。
○法人監査と施設監査の周期が違うことにより、法人本部が置かれている施設と、当該施設の施
設監査の監査年が異なることがあり、施設の負担が増えている。
また、本県においても、幼保連携型認定こども園の増加に伴い、監査対象施設数も増加している。
○社会福祉法人への法人監査と，障害者支援施設への一般監査は，周期が異なることで事業所
によっては，毎年何らかかの監査が実施される。事業者の負担軽減の観点から，問題のある施設
以外は原則３年に１度の実施に見直すことが望ましい

施設監査（一般監査）の周期についても法人監査と同様に原則３年に１回と
することで施設監査（一般監査）と法人監査を同日に実施することが可能とな
り、監査事務の効率化が図られ、運営上問題のある施設に対する監査を重
点化することができる。

社会福祉法人が経営する社会福祉施設（老人福祉施設、障害者支援施設等、
生活保護法による保護施設）への施設監査（一般監査）の周期については、要
綱で原則として毎年１回は実地に行うこととされている。（前年度における一般
監査の結果、適正な運営が概ね確保されていると認められる場合には、書面
による実施が可能）また、児童福祉施設への一般監査の周期については、児
童福祉法施行令により、１年に１回以上と定められている。
施設監査（一般監査）と法人監査についてはともに周期が２年に１回であったこ
とから、社会福祉法人の負担軽減及び効果的かつ効率的な監査実施の観点
から、市町村と調整のうえ、同日に行ってきたが、法人監査の周期が原則３年
に１回に変更されたことにより、同日に行うことが困難になっている。
施設監査（一般監査）と法人監査では、必要書類のうち、会計等の書類が重複
しており、施設監査（一般監査）と法人監査では法人の応対者は同一人物であ
ることが多いことから、同一日に実施することが効率的である。
特別養護老人ホームや幼保連携型認定こども園の増加に伴い、監査対象施設
数も増加している。

前年度における施設監査（一般監
査）の結果、適正な運営が確保さ
れていると認められた社会福祉施
設（老人福祉施設、障害者支援施
設等、児童福祉施設、生活保護
法による保護施設）への一般監査
（実地）の周期について、社会福
祉法人への法人監査と同時に実
施できるようにするため、現行の
原則２年に１回を、原則３年に１回
に見直すよう求める。なお、運営
上、問題のある施設については、
翌年度も実地による施設監査を
行う。

社会福祉法人が経営
する社会福祉施設へ
の施設監査（一般監
査）周期の見直し



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

個人が所持するすべての教員免
許状を１枚に集約し、修了確認期
限又は有効期間満了日を明記す
る。

個人が所持する教員
免許状の集約と修了
確認期限又は有効期
間満了日の明記

教育・文化Ｂ　地方に対する
規制緩和

150 ○更新期限を把握するには，保有する全ての教員免許状等を確認する必要があり，また旧免許
状保持者は更新期限が教員免許状に記載されていないことから，更新期限が一目で把握しづら
く，旧免許状保持者と新免許状保持者の更新期限に係る制度の違いを正確に理解した上で，初
めて更新期限を把握することができ，事務が複雑化している。全ての教員免許状を１枚に集約し，
修了確認期限又は有効期間満了日を明記することで左記の課題は解消される。
○教員免許更新制は、旧免許状所持者と新免許状所持者で免許状の有効期間の取扱が異なる
等、制度が複雑であるため、本県でも昨年度、更新手続を行わず、採用が取り消された者が１名
いた。
本県でも昨年度から、各教員の免許状の有効期間を把握するための所有免許状調査を教育委員
会や学校で実施しているが、大きな負担となっており、教員や教育委員会等が正確に有効期間を
把握し、免許状失効を防止する観点からも、免許状の集約を実施すべきである。
○本市でも、教員免許状所有者が複数の免許状を所有している場合に、修了確認期限の把握に
苦慮しているのは事実である。１枚の免許状に集約することで、修了確認期限の把握が容易にな
り、把握作業の軽減や誤認防止にも繋がると考える。
○将来的に新免許状所有者の増加が見込まれるため、教員免許状の集約化は検討されるべきと
考える。
○制度が複雑で十分に理解されていない。そのため、教育委員会や学校では、現職教員が免許
失効しないよう、新旧免許状制度の違いに留意しながら各教員の免許更新時期等を把握している
が、確認作業が負担となっている。教員免許状を授与した県に関わらず運転免許状のように一枚
の電子カードに集約し、その情報を本人、教育委員会で確認できるようにしていただきたい。
○旧免許状を所持する者が、平成２１年３月３１日以降に新しく免許状を取得した場合でも旧免許
状所持者であるが、自身が新免許状所持者だと勘違いし、更新時期を誤解する等の問題が発生
している。また、新免許状所持者で、複数の免許状を持つ者から、免許状の有効期限はいつなの
か等の問い合わせがある。
○平成21年4月に教員免許更新制度が導入されたことに伴い、免許管理者は教員ごとに免許状
情報を管理することが必要となった。特にここ数年は更新対象者が増加し、現職教員の更新状況
の把握や問合せ対応に時間を要している。
免許状を1枚にして情報を一元的に管理できるようにすることで、各教員の更新期限の把握が容
易になり、免許失効や学校現場の混乱を防ぐことが期待できる。
○本県では、現職教員が免許失効しないよう、県内各学校等に対して年数回、更新手続の周知
及び更新対象者の状況調査を行っているが、新免許状所持者と旧免許状所持者の更新時期の
取扱いの違いから把握が難しく、その確認作業が学校及び担当者の大きな負担となっている。

福島県、川崎
市、新潟県、富
山県、多治見
市、田原市、京
都府、京都市、
大阪府、泉大津
市、玉野市、徳
島県、松山市、
高知県、北九州
市

長野県文部科学省教育職員免許法第９
条から第９条の４、第
10条、附則（平成19
年）第１、２、８条

・教育委員会や学校が各教員の免許更新時期を調査、把握する作業が軽減
される。
・免許所持者、学校、教育委員会のすべてが正確な有効期間を把握すること
ができ、現職教員の免許失効が減少し、教育現場への悪影響が軽減され
る。

教員免許更新制の取扱いは、大きくは平成21年４月以降に初めて免許状を取
得した者（新免許状）とそれ以外（旧免許状）の者に区分できる。
旧免許状は免許状に更新講習修了確認期限が明記されていない。
また、新免許状を複数所持する場合、１枚の免許状だけでは有効期間の把握
が困難である。
さらに、旧・新免許状所持者ともに、一度更新講習を受講した後は、更新講習
修了確認期限証明書又は有効期間更新証明書がないと、次の更新時期の確
認ができない。
教育委員会や学校では、現職教員が免許失効しないよう、新旧免許状制度の
違いに留意しながら各教員の免許更新時期等を把握しているが、上記の状況
のため、確認作業が負担となっている。
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○保育教諭不足の中、保育士や幼稚園教諭を活用し、幼保連携型認定こども園を運営している。
実際に、各保育施設において若干名の保育士等が一方の資格・免許しか保持しておらず、特例措
置終了後には保育現場を離れざるを得ず、職員の確保がさらに困難になることが懸念され、待機
児童の増加に直結する。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみ
の資格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、
当該職員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事
する職員と見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検
討をしていただきたい。
○本市においては、幼保連携型認定こども園への移行を進めており、正規職員の資格併有を進
めてきたところであるが、臨時職員についての対応が出来ていないことから特例期間終了後の臨
時職員等の配置が困難となることが想定される。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と
幼稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙
がっている。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでい
ない現状があり、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化する
ことも予想されるため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必
要性は高いと考えられる。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保育教諭が
少なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務ができず、ひいては
幼保連携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増加することが予想される。
○平成30年4月より、保育所から幼保連携型認定こども園に移行した施設の場合、特例措置が適
用される期間が2年間しか無いため、期間の延長が必要であると思われる。
○本市においても、養成期間が限られている等の理由により、特例措置の期間中に全ての職員
が保育教諭の免許・資格を取得できなかった際に、職員の配置基準を満たさず、保育教諭不足を
要因とする待機児童が発生する可能性があるとともに、当該事案を危惧する幼保連携型認定こど
も園からの要望があるため。
○待機児童の解消に向けて、幼稚園が認定こども園に移行することで、保育の提供量を確保する
方針ですが、経過措置が終了することで移行が促進されない懸念があります。また、現在も保育
教諭、保育士が不足している中で、既存の施設においては、退職者が出たときに新たな職員を雇
用することが難しい現状があります。保育の担い手を確保するためにも、経過措置の延長を求め
るもの。
○市内私立幼稚園の大半は、認定こども園への移行を視野に入れているなか、市でも公立保育
所の認定こども園化を検討しているが、幼保連携型認定こども園の保育教諭の特例措置の猶予
期間が２年を切っていることが、移行判断のマイナス要因となっている。
○現時点において具体的な問題等発生していないが、全国的な保育士不足等の課題が発生して
いる中、認定こども園において保育教諭として必要な資格及び免許の短期間での取得は困難で
あることが想定される。認定こども園のニーズが高まる中、事業者や従業員に過度な負担が生じ
ないよう特例措置の延長が必要であると考える。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設において
は、人員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、ま
た、講習実施主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できてい
ない者がいる。平成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措
置の延長を求める。
「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行
の促進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の
期間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免
許と保育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難
しい状況である。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚
園教諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の
職員資格の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さら
に、人員配置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼
稚園教諭および保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得すること
は困難な状態となっている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保
育の受け皿を確保することができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同する
ものである。
○平成30年度認定こども園に関する調査（内閣府認定こども園担当）により職員の調査が実施さ
れているところであるが、その調査による本市に所在する37の幼保連携型認定こども園の保育教
諭と講師をあわせた職員数は1,044人、うち片方の資格の職員は100人となっている。また、このう
ち資格取得が未定のものは、63人となっている。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規
職員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。
一方、今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員
も含めると施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を
実施しており、同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率
が100%にはなっていないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行
の阻害要因とならないよう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確保のため、認定こども園への移行が進ん
でいるところ。
特例期間中の免許・資格の取得を推進しているところではあるが、特例期間内に全ての保育教諭
が免許・資格を取得することが困難である。その場合において、配置基準を満たさなくなることか
ら、認定こども園が３歳児未満の定員を減少させることが想定され、待機児童が増大する恐れが
ある。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中
で、資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職
員が保育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育
教諭不足に伴う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園におい
ては平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の
有資格者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする
同施設においては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用
後，不足する資格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が
足りなくなる状況を危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。
○「経過措置」と「特例制度」は別の取扱いではあるものの、H32以降の幼保連携型認定こども園
への移行促進に当たって、全国保育三団体協議会（全国保育協議会・日本保育協会・全国私立
保育園連盟）からは両措置・制度の期間経過後における現場対応を不安視する声が上がっている
ところ。（H30.6.18 国へ要望済み）

旭川市、秋田
市、船橋市、川
崎市、山県市、
豊田市、田原
市、草津市、大
阪府、八尾市、
寝屋川市、和泉
市、藤井寺市、
東大阪市、阪南
市、島本町、兵
庫県、神戸市、
和歌山市、玉野
市、徳島県、徳
島市、熊本市、
九州地方知事会

豊中市内閣府、文部科学省、
厚生労働省

○特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、養成機関なども
限られるうえ、認定こども園の利用希望者が多く、保育教諭不足の中で、雇用
している職員を資格・免許取得の為に現場から離れてしまうことにより、保育現
場に支障をきたしてしまうため、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保
育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。また、特例措置終了後は免
許・資格取得に要する期間が増加することにより、さらに取得促進が難しくな
る。
〇豊中市では幼保連携型認定こども園が小学校就学前の学校教育・保育を一
体的に行う施設であり、保護者の就労の有無にかかわらず利用できることから
その移行を推進しており、平成27年4月にすべての公立の保育所（19園）・幼稚
園（7園）が幼保連携型認定こども園に移行、平成30年4月までに私立保育所（3
園）私立幼稚園（8園）が幼保連携型認定こども園へ移行した。また、平成31年4
月に向けて私立保育所（6園）と調整を行っているところである。とりわけ、私立
幼稚園からの認定こども園化は、3歳児2号枠を設定することにより、2歳児まで
の保育施設からの進級先の確保とともに待機児童解消にも有効に働くことから
特に推進をしているところである。今後も残る私立保育所（50園）、私立幼稚園
（17園）に働きかけを行う予定としている。
このような状況下で現在保育所又は幼稚園である施設が認定こども園へ移行
する場合、猶予期間が2年も無いため、職員の確保が困難になることにより、認
定こども園移行を諦めてしまうことや、逆に現在認定こども園である施設が経過
措置期間終了時に保育所又は幼稚園に戻ってしまうことが想定される。

〇保育現場及び保育士自身の負担を軽減しながら、資格・免許の積極的な
取得を促進し、保育の担い手の増加を目指す。
〇認定こども園移行に係る懸念事項を和らげることで、より一層の認定こど
も園移行促進を図る。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

幼保連携型認定こども園の職員
資格として、幼稚園教諭免許状と
保育士資格を有することが求めら
れている（保育教諭）が、平成32
年3月31日までは幼稚園教諭免
許状と保育士資格のどちらか一
方免許・資格を有していれば保育
教諭等になることができる。全国
的な保育士不足を鑑み、特例措
置の延長を求める。

幼保連携型認定こど
も園の保育教諭の特
例措置の延長

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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218 Ｂ　地方に対する
規制緩和

教育・文化 「特別非常勤講師の
任用に係る授与権者
への届出義務」の見
直し

教育職員免許法第3条の2第2項
に規定している「特別非常勤講師
の任用に係る授与権者への届出
義務」の見直しを提案するもの。

　教育職員免許法第3条の2第2項の規定により、特別非常勤講師（専門的な知
識経験等を有する者を非常勤職員として雇用するもの）を任命し、又は雇用しよ
うとする者は、あらかじめ、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第5条
第7項で定める授与権者（都道府県教育委員会）に届け出なければならないこ
とになっている。
　各市町村で雇用しているにも関わらず、雇用した旨を都道府県教育委員会に
届出る旨が同法に規定されているため、必要書類の作成等の事務の負担が生
じている。

「特別非常勤講師の届出」の義務を撤廃することで、届出に必要な書類の作
成が無くなり、事務量の軽減が期待出来る。

教育職員免許法第3条
の2、第5条第7項

文部科学省 熊本市 高知県、北九州
市

○本市においても同様の課題があり、特別非常勤講師を任命する際に、県教育委員会に届出に
係る必要書類の作成等の事務の負担が生じている。

　平成29年度から保育士等の
キャリアアップの仕組みの導入と
技能・経験に応じた処遇の改善の
ための子ども・子育て支援新制度
の施設型給付費等に係る処遇改
善加算Ⅱが創設されたが、その
運用における加算額の配分方法
に制約が課せられている。
　キャリアアップの仕組みを導入し
ているものの、国の想定する職制
階層に合致しない施設において
は、加算額を適切に配分できず、
処遇改善Ⅱの申請を行わない施
設もある。
　各保育所等の人員配置の実態
に見合った処遇改善が可能となる
よう現在の国の制約（加算の対象
となる人数や金額の配分等）を見
直した上で、地域の実情に応じて
都道府県知事が副主任保育士等
の経験を有すると認めた職員も対
象とすることができる制度としてい
ただきたい。

子ども・子育て支援新
制度の施設給付費等
に係る処遇改善Ⅱの
配分方法の制約の撤
廃

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

198 ○当市においても処遇改善加算の認定事務や配分方法の制約により認定には苦慮しており、法
人の負担や配分方法の制約により処遇改善をあきらめる法人もあり簡素化を要望する。
○当市では全ての施設において、処遇改善等加算Ⅱを取得しているものの、各施設からは制度
自体の難解さ等に対する不満の声を聞く機会が多い。また、現場の職員からも、キャリアパス要件
の整備よりも単純に賃金が上昇することを望む声がある。このことから、ある程度制限を撤廃し、
各施設の自由裁量を増す制度設計を望む。
○処遇改善等加算Ⅱの加算対象職員数については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業所の種類ごとに、児童数や加算の有無により算出され、対象人数が決められている。
　施設によっては、その職責を担う職員がいなかったり、また経験年数の長い職員又は短い職員
が多くおり、配分が困難であるため、申請を行っていない場合がある。
　このため、算出される人数以下でも、申請が可能であるように運用の見直しが図られることを求
める。
○本市においても、国の想定する職制階層に合致しない施設においては、加算額を適切に配分で
きず、処遇改善Ⅱの申請を行わない施設がある。
　各保育所等の人員配置の実態に見合った処遇改善が可能となるよう現在の国の制約（加算の
対象となる人数や金額の配分等）を見直していただきた。
○加算の対象となる人数や金額の配分等の国の制約により、本市の各保育所等においても、そ
の人選や改善額の配分に苦慮されている現状にある。保育士等の処遇改善は、待機児童解消に
は欠かせない施策であるが、国の制約により十分に活用されていないことが懸念される。
○処遇改善等加算Ⅱは、具体的な配分方法が示されているおり職員の賃金改善を十分に実施で
きている施設がある反面、分配できる職員数に限りがある施設については配分に苦慮している。
  また、年度途中に採用された職員に対して配分方法に苦慮している施設もある。
  本年度は処遇改善等加算Ⅱの運用見直しもあり、制約も多少軽減されているが、十分に改善が
行われているとはいえない状況であるため、更なる見直しを検討していただきたい。
○当市においても、同等職種の職員が在籍する保育園では、配分に苦慮する保育園もあり、申請
を行わない保育園がある。
○本市でも、処遇改善加算Ⅱの配分方法については、各施設から多くの疑問や意見が寄せられ
ており、配分方法が複雑なため、申請を見送る施設もある。処遇改善を確実に行うためにも、配分
方法の制約の撤廃を求める。
○施設内で経験年数や職歴等において同等である職員が複数いる場合に、本加算の配分では支
給額に差が生じることから申請を躊躇している施設がある。また、経験年数が同じであっても施設
によって本加算の支給額に大幅な差が生じ、施設間で混乱がおきている。施設の実情に見合った
配分方法の見直しが必要である。
　施設の実情に合った配分を行うことにより、キャリアアップの仕組みが導入されやすくなる。
○現在は職員間の配分方法を工夫して対応しているものの、そもそも4万円の対象者に確実に支
給する趣旨であることを考えると、現実にその対象者が職員全体の3分の1以上であればそれに
応じた加算をすべきである。
○本市においても、職員間の給与のバランスが取れない等の理由で処遇改善等加算Ⅱの申請を
行わない施設がある。
　国においては、平成30年度から配分方法の見直しが図られたが、対象人数が制限されたままで
あり、抜本的な解決には至っていないことから、対象人数を増やすなど、さらなる処遇改善に資す
る取組みの実施が必要だと考える。
○本市においても当該制約により適切な分配ができず申請を躊躇する施設があることを認識して
おりました。
そこで、概ね7年以上の経験を有する保育士等について、配分額が2万円を下回る場合に、2万円
までの配分を保障する『市処遇改善等加算Ⅱ』を平成30年度より新設し、独自の処遇改善を図っ
ているところであり、当該制約の撤廃について賛成します。
○処遇改善等加算Ⅱについては、運用が見直され、柔軟な運用が可能となるほか、処遇改善等
加算Ⅰも活用しながら職員への配分方法を工夫することも可能。そのため、処遇改善等加算Ⅰの
基礎分について、職員一人当たりの平均勤続年数が１０年以上の場合には、１２％で一律となって
いるところ、１１年を超えても昇級が続くことから、平均勤続年数が１１年を超える場合の加算率の
さらなる改善も含めて検討する必要があると考える。
○各保育所等において、職員の経験等に有意な差が存在しない場合には、処遇改善等加算Ⅱの
対象者を選択することが困難になり、職場の人間関係を懸念して処遇改善等加算Ⅱの申請を保
留しているとの声もある。
○配分方法の制約により職員間の給与等均衡が維持できなくなるといった理由で、処遇改善加算
Ⅱを申請しないケースは本市においても同様に存在する。
○加算額の算出においては、低年齢の児童数が大きく影響を与える制度設計となっており、年度
に応じて加算対象者数が増減することとなり、安定した保育士の定着に寄与するとは言い難い。
○４万円の処遇改善Ⅱの対象者が1/3までと上限が設定されているため、ベテランが多い保育所
では、処遇改善の対象になる者とならない者を選定する必要が生じる。職員間の公平性を重視し
て処遇改善Ⅱの実施を見送るといった対応をとる保育所も出ており、本県の実施率は76％に留
まっている。
○各施設における配分人数等の制約により、①同等の年数の職員間での賃金改善額の格差の
発生、②同等の年数の職員の賃金改善額について施設間での格差等が生じている。
○平成30年度は処遇改善Ⅱの制度について一部見直しがされたが、概ね７年以上経験年数を有
する保育士等について４万円の処遇改善を行うとしているものの、対象者全員に支給されるので
はなく、施設内で適切に配分されるといった公平な制度となっていない。
○処遇改善等加算Ⅱが実施される前から、キャリアアップの仕組みを構築し、職位に応じた手当
等を支給している施設では、処遇改善等加算Ⅱの運用上、特定の職位の一定数の者に４万円の
処遇改善を行うこととなり、職制階層のバランスがとれなくなるため申請を躊躇している。
○県内においても、配分方法の制約により、職員間で給与の不均衡が生じることから、申請を行
わない施設がある。
  配分について柔軟な運用を可能とすることで、保育現場の環境改善を見込むことができる。

花巻市、仙台
市、福島県、川
崎市、海老名
市、須坂市、山
県市、城陽市、
大阪府、大阪
市、兵庫県、神
戸市、伊丹市、
出雲市、山口
県、山陽小野田
市、徳島県、高
松市、松浦市、
熊本市、宮崎
市、沖縄県

静岡県、神
奈川県、浜
松市、沼津
市、三島
市、伊東
市、富士
市、藤枝
市、御殿場
市、袋井
市、湖西
市、牧之原
市、長泉
町、吉田町

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

子ども子育て支援法、
特定教育・保育、特別
利用保育、特別利用
教育、特定地域型保
育、特別利用地域型
保育、特定利用地域
型保育及び特例保育
に要する費用の額の
算定に関する基準等
（平成二十九年三月三
十一日内閣府告示第
539号）、｢施設型給付
費等に係る処遇改善
等加算について｣（平
成27年３月31日付府
政共生第349号、26文
科初第1463号、雇児
発0331第10号　内閣
府子ども・子育て本部
統括官、文部科学省
初等中等教育局長、
厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長通知）

　今後、保育料の無償化などにより、保育需要が一層高まることが予想され
る中、加算額の配分方法の制約の撤廃により、全ての保育所等において、
処遇改善に結びつく保育士等のキャリアアップの仕組みが導入されやすくな
ることにより、保育現場における保育士等の定着と参入促進が図られ、安心
して子供を生み育てられる環境の整備につながる。

　概ね７年以上経験年数を有する保育士等について４万円の処遇改善を行うと
しているものの、対象者全員に支給されるのではなく、１施設あたり職員全体の
３分の１程度に対象人数が限定されている。また対象人数のうち半数に４万円
を支給することが条件となっているため、該当のベテラン保育士が多く配置され
ている施設は、施設内で適切に配分することもできないことから申請を躊躇して
いる。
　なお、平成30年４月16日付の通知（「『施設型給付費等に係る処遇改善等加
算について』の一部改正について」）でも一定の見直しが図られているが、上記
の支障については、解決が難しいところである。
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制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
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(特記事項)
団体名

223 Ｂ　地方に対する
規制緩和

教育・文化 高等学校の遠隔教育
におけるオンデマンド
型授業の実施に係る
規制緩和

高等学校の遠隔教育において、
不登校や療養・障害により長期間
通学が困難な生徒に限り特例的
に認めているオンデマンド型授業
を、中山間地域の小規模高等学
校における全日制の教育課程に
も拡大すること

高等学校における遠隔教育では、不登校や療養・障害により長期間通学が困
難な生徒に限り、オンデマンド型授業を「特別の教育課程」とみなして単位認定
を認めている。
一方、物理や数学Ⅲなど大学受験に必要な教育課程が編成されていない中山
間地域の小規模校の生徒が、当該科目をオンデマンド型授業で学ぶ場合は、
単位認定が認められていないことから授業時間内での対応ができず、その他
の教科の加力補習を行う放課後や休日に、さらに時間を割いて学習することに
なり、生徒の負担が大きい。
また、中山間地域の小規模校に大学受験に必要な教育課程が編成されていな
いことにより、その地域に住む大学進学希望の生徒は地域外の進学校に通学
（場合によっては転居）する実情があり、中山間地域の高校の小規模化・地域
の過疎化が進行している。

進学に特化した教育課程が編成できない中山間地域の小規模校において
も、一定の時間数を同時双方向型授業又は対面指導で補うなどの条件のも
とに、オンデマンド型授業の単位認定が可能になれば、生徒の負担が軽減さ
れ、進学拠点校の生徒と同じ条件で、放課後や休日を主要科目の加力補習
等に充てることが可能となる。
遠隔教育は、教育環境に制約の多い中山間地域の生徒の可能性を広げる
有効なツールであり、より活用が広がる方向での規制緩和をお願いしたい。

学校教育法施行規則
第８６条

文部科学省 高知県、愛
媛県

規制改革実施計画
６投資分野④13
（29.6.9閣議決定）

- -
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Ｂ　地方に対する
規制緩和

230 就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

　今後も職員配置基準を満たすことが可能となり、幼保連携型認定こども園
を継続することが可能となる。

○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全国的に保
育士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭が退職した場合、
保育教諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみ
の資格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、
当該職員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事
する職員と見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検
討をしていただきたい。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と
幼稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙
がっている。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでい
ない現状があり、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化する
ことも予想されるため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必
要性は高いと考えられる。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保育教諭が
少なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務ができず、ひいては
幼保連携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増加することが予想される。
○本市においても、同様の支障が出ることが懸念されている。見直しを要望する。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設において
は、人員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、ま
た、講習実施主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できてい
ない者がいる。平成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措
置の延長を求める。「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認
定こども園への移行の促進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の
期間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免
許と保育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難
しい状況である。
○本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資格の保有
を啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に課題となっており、
大阪府においても、保育士の平成30年1月の有効求人倍率が、５．１３となっている現状です。この
中で、保育教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場合、新たな職員の確保をすることも
難しく、ひいては職員不足による保育の質の確保や待機児童解消対策上も支障があると考えてい
ます。ついては、経過措置期間終了後に幼保連携型認定こども園において、保育教諭数の不足
により、教育・保育の提供が不可能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置を講じて
もらうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚
園教諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の
職員資格の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さら
に、人員配置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼
稚園教諭および保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得すること
は困難な状態となっている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保
育の受け皿を確保することができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同する
ものである。
○保育需要が高まる中，一方の免許・資格のみを有する幼稚園教諭や保育士を確保することさえ
も困難な現状において，両方の免許（有効な状態）・資格を求めることは，さらに人材確保を難しく
させてしまう可能性がある。また，幼稚園教諭免許の更新講習を受講しようにも，講習受講の競争
率が高いため，近隣の大学等で実施している講習に参加することが難しく，勤務を継続しながら３
０時間以上の受講時間を確保することへの負担が大きい。さらに，各園現場の実情としては，正規
職員だけではなく，臨時的任用（非正規）職員の配置によって園運営が成り立っている部分も多い
が，非正規かつ少ない勤務時間にもかかわらず，受講料だけでなく，上記のような受講時間の負
担まで求めていくことは，失職（離職）等により人員を確保できないという事態を招くなど，園運営
に支障をきたす可能性を排除できない。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規
職員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。
一方、今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員
も含めると施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を
実施しており、同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率
が100%にはなっていないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行
の阻害要因とならないよう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確保のため、認定こども園への移行が進ん
でいるところ。特例期間中の免許・資格の取得を推進しているところではあるが、特例期間内に全
ての保育教諭が免許・資格を取得することが困難である。その場合において、配置基準を満たさ
なくなることから、認定こども園が３歳児未満の定員を減少させることが想定され、待機児童が増
大する恐れがある。
○本市では平成30年1月時点において，幼保連携型認定こども園の常勤の保育教諭における片
方の免許・資格のみを保有する者の割合は182人中11人（約6%）である。本市としては引き続き期
間内に両方の資格を取得するよう求めていくが，職員の配置基準上，1人でも欠けてしまうと児童
の受入に大きな影響を及ぼすことから，経過措置の延長を求める。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中
で、資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職
員が保育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育
教諭不足に伴う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○現在、幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭は、保育士か幼稚園教諭のいずれも資格
を有する必要があるが、平成31年度までは経過措置として、どちらかの資格を有すれば保育教諭
となることが出来る。当市としても、経過措置期限内に施設に対して、保育士と幼稚園教諭の資格
を取得するよう働きかけているが、施設の利用希望者が多く職員配置に余裕がないことと、幼稚
園教諭の養成機関が限られている上、受講希望者に対し定員が少なく、希望する日程での受講
が困難な状況であるため、平成31年度までの特例措置の期限までに市内の保育教諭が必要な資
格を取得することが困難な状況となっている。この状態で特例措置が修了すると、幼保連携型認
定こども園の円滑な運営に支障が生じ、子どもを預かってもらえなくなった住民に混乱が生じるこ
とが予想される。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園におい
ては平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の
有資格者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする
同施設においては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用
後，不足する資格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が
足りなくなる状況を危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。
○「経過措置」と「特例制度」は別の取扱いではあるものの、H32以降の幼保連携型認定こども園
への移行促進に当たって、全国保育三団体協議会（全国保育協議会・日本保育協会・全国私立
保育園連盟）からは両措置・制度の期間経過後における現場対応を不安視する声が上がっている
ところ。（H30.6.18 国へ要望済み）
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館山市内閣府、文部科学省、
厚生労働省

　現在、幼保連携型認定こども園において勤務する保育教諭は、保育士か幼
稚園教諭のいずれもの資格を有する必要があるが、平成31年度までは経過措
置として、どちらかの資格を有すれば保育教諭となることができる。当市として
も、経過措置期間内に、施設に対して保育教諭になるために必要となる保育士
と幼稚園教諭の資格を取得するよう働きかけているところであるが、施設の利
用希望者が増加し、職員配置上、保育現場に十分な余裕がなく、また、幼稚園
教諭の養成機関も限られているため、平成31年度までの特例措置の期限まで
に市内の保育教諭が必要な資格を取得することは困難な状態となっている。こ
の状態で、特例措置が終了すると、幼保連携型認定こども園への円滑な移行
や、幼保連携型認定こども園における保育等が実施できなくなり、子どもを預
かってもらえなくなった住民に混乱が生じることが予想される。

　幼保連携型認定こども園の職員
配置基準に係る特例措置の期間
延長

保育教諭の経過措置
の延長

医療・福祉
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　平成32年度以降は幼保連携型認定こども園の保育教諭は幼稚園教諭免許
が必須となるため、免許を更新していなければ保育教諭として人員基準に算入
できないこと、また、幼稚園教諭免許を更新していない潜在保育士も数多くいる
ことが想定されることから、施設の認可時において保育教諭の確保が困難とな
り、幼保連携型認定こども園の新設・移行が進まないことが危惧される。
　本県では、幼稚園教諭免許の更新講習を受講できる機関が国立大学１校の
みであったことから、短大２校とも受講できるよう受け皿を拡大したところである
が、その他、通信教育や県外大学の受講での対応分を含めても、受講者の
ニーズを考えると31年度末までの更新は非常に厳しい状況である。
　このままでは平成32年度時点でも免許の未更新者が多数生じ、保育教諭の
確保が困難となることから、幼保連携型認定子ども園への円滑な移行や園の
新設に重大な支障が生じるおそれがある。

（大分県の状況）
・31年度末までに受講しなければならない人数：５２９人（Ａ）
・31年度末までに確実に受講できる人数　　　  ：３４０人（Ｂ）
・未受講となるおそれのある者　　　　　　　　　 ：１８９人（Ｃ＝Ａ－Ｂ）

　子ども・子育て支援新制度にお
いて、幼保連携認定こども園の保
育教諭は、幼稚園教諭免許と保
育士資格の両方の免許・資格を
有することとされている。
　経過措置として、平成31年度末
まではいずれかの免許・資格を持
つ者は保育教諭になることができ
るとされているところ、同経過措置
の期間の延長を提案する。

幼保連携型認定こど
も園の保育教諭の幼
稚園教諭免許と保育
士資格の併有要件
（経過措置）の見直し

医療・福祉276 「就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律」（平成18
年6月15日法律第77
号）

　今後、保育料の無償化などにより、保育需要が一層高まることが予想され
る中、「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、「認可か
ら5年間」に改正することにより、幼保連携型認定こども園の新設及び移行の
促進、ひいては待機児童対策にもつながることが期待できる。

○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全国的に保
育士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭が退職した場合、
保育教諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみ
の資格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、
当該職員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事
する職員と見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検
討をしていただきたい。
○本市においては、幼保連携型認定こども園への移行を進めており、正規職員の資格併有を進
めてきたところであるが、臨時職員についての対応が出来ていないことから特例期間終了後の臨
時職員等の配置が困難となることが想定される。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と
幼稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙
がっている。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでい
ない現状があり、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化する
ことも予想されるため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必
要性は高いと考えられる。
○経過措置中に認定こども園になっている園では、園で計画を立て免許の更新を行なっている
が、県内で受講できる学校が少ないことや、園の開所日に講習があるため、代替教諭が確保でき
ず、計画どおり更新できていない。
○本市においても、同様の支障が出ることが想定されており改正を要望する。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設において
は、人員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、ま
た、講習実施主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できてい
ない者がいる。平成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措
置の延長を求める。「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認
定こども園への移行の促進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の
期間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免
許と保育士資格のどちらか一方を有する保育教諭等の協力を得ないと必要な保育士人員の確保
が難しい状況である。
○　本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資格の保
有を啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に課題となってお
り、大阪府においても、保育士の平成３０年１月の有効求人倍率が、５．１３となっている現状で
す。この中で、保育教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場合、新たな職員の確保をす
ることも難しく、ひいては職員不足による保育の質の確保や待機児童解消対策上も支障があると
考えています。ついては、経過措置期間終了後に幼保連携型認定こども園において、保育教諭数
の不足により、教育・保育の提供が不可能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置
を講じてもらうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚
園教諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の
職員資格の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さら
に、人員配置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼
稚園教諭および保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得すること
は困難な状態となっている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保
育の受け皿を確保することができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同する
ものである。
○保育需要が高まる中，一方の免許・資格のみを有する幼稚園教諭や保育士を確保することさえ
も困難な現状において，両方の免許（有効な状態）・資格を求めることは，さらに人材確保を難しく
させてしまう可能性がある。また，幼稚園教諭免許の更新講習を受講しようにも，講習受講の競争
率が高いため，近隣の大学等で実施している講習に参加することが難しく，勤務を継続しながら３
０時間以上の受講時間を確保することへの負担が大きい。さらに，各園現場の実情としては，正規
職員だけではなく，臨時的任用（非正規）職員の配置によって園運営が成り立っている部分も多い
が，非正規かつ少ない勤務時間にもかかわらず，受講料だけでなく，上記のような受講時間の負
担まで求めていくことは，失職（離職）等により人員を確保できないという事態を招くなど，園運営
に支障をきたす可能性を排除できない。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規
職員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。
一方、今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員
も含めると施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を
実施しており、同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率
が100%にはなっていないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行
の阻害要因とならないよう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○本府においても同様の支障事例がある。大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確
保のため、認定こども園への移行が進んでいるところ。特例期間中の免許・資格の取得を推進し
ているところではあるが、特例期間内に全ての保育教諭が免許・資格を取得することが困難であ
る。その場合において、配置基準を満たさなくなることから、認定こども園が３歳児未満の定員を
減少させることが想定され、待機児童が増大する恐れがある。
○本市では平成30年1月時点において，幼保連携型認定こども園の常勤の保育教諭における片
方の免許・資格のみを保有する者の割合は182人中11人（約6%）である。本市としては引き続き期
間内に両方の資格を取得するよう求めていくが，職員の配置基準上，1人でも欠けてしまうと児童
の受入に大きな影響を及ぼすことから，経過措置の延長を求める。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中
で、資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職
員が保育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育
教諭不足に伴う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園におい
ては平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の
有資格者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする
同施設においては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用
後，不足する資格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が
足りなくなる状況を危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。
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九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

【添付資料】
「幼稚園教諭免許更新講
習ニーズ調査結果」
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内閣府、文部科学省、
厚生労働省
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（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

305 Ｂ　地方に対する
規制緩和

教育・文化 公立大学法人の所有
する土地等の第三者
貸付を可能とするため
の規制緩和

国立大学法人法の改正に伴い、
平成29年4月より、国立大学法人
においては、文部科学大臣の認
可を受けて、土地等の第三者貸
付が可能となっている（国立大学
法人法第34条の2）ことから、公立
大学法人においても国立大学法
人と同様に資産の有効活用を図
り、その対価を教育研究水準の一
層の向上に充てることができるよ
うにするため、地方独立行政法人
法の改正を提案するもの

　公立大学は、国立大学と並び我が国の高等教育にとっては欠かせない重要
な存在となっており、今後、我が国の教育研究水準の一層の向上に取り組むた
めには、公立大学における教育研究活動の充実とそのための財政基盤の強化
が必要である。
　そのような中で、国立大学法人は、法改正により資産の有効活用を図ること
ができるようになり、その対価を教育研究水準の一層の向上に充てることがで
きるようになった。一方、公立大学法人は、地方独立行政法人法第70条によ
り、「大学の設置及び管理」及び「これに附帯する業務」以外の業務を行っては
ならないとされている。
　ある公立大学では、資産の有効活用及び福利厚生の充実を目的として、キャ
ンパス内の土地にキャンパス内外から利用可能なコンビニの設置を検討した
が、地方独立行政法人法第70条の「附帯する事業」の範疇ではないため、その
設置ができない状況にある。
　この現状では、国立大学法人には認められている、資産の有効活用（土地の
第三者への貸し出し等）による自己収入の確保が困難であり、教育研究水準の
一層の向上に取り組もうとしている公立大学法人の自主・自律的な運営を阻害
している。

公立大学法人が所有する資産の有効活用による自己収入の確保が可能と
なることで、各公立大学の強みや特色を生かした取組を行うために必要な財
政基盤の強化が図られ、公立大学法人の自主性・自律性の高い運営による
教育研究水準の一層の向上が期待できる。

地方独立行政法人法
第21条第２号・70条

総務省、文部科学省 指定都市市
長会

秋田県、高崎
市、金沢市、岐
阜市、愛知県、
大阪府、岡山
県、下関市、山
陽小野田市、北
九州市、宮崎
市、沖縄県

○直近の法改正（Ｈ30.4.1施行）により、地方独立行政法人に対して運営費交付金の使用に係る
努力義務（留意事項）が新たに課されるなど、財源の適切かつ効率的な使用が求められているな
か、法人資産の適正な管理のもと、経営的視点に基づき資産の有効な活用を図ることは、収入源
の多様化に繋がり、法人の経営基盤の強化に資すると考える。
○本件について国立大学法人と公立大学法人で制度上の差異があることに合理性が見出せな
い。

秋田市、群馬
県、川崎市、新
潟市、石川県、
静岡県、京都
市、神戸市、西
宮市、山口県、
愛媛県、高知
県、熊本県、大
分県、宮崎市

相模原市内閣官房、内閣府、総
務省、財務省、文部科
学省、厚生労働省

Ｂ　地方に対する
規制緩和

・健康保険法施行規
則第98条の２
・国民健康保険法施行
規則第27条の12の２
・児童福祉法第19条の
３第７項
・児童福祉法施行規則
第７条の22
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
第７条第４項
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則第25条
・行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号及び別表第二
の９の項及び119の項

　郵送によるやり取りがなくなることで、大幅な時間短縮が図られるほか、郵
送代も削減されるなど、行政の効率化・財政改善が図られる。
　また、医療受給者証の発行が早まることで、患者もより早く医療費助成を受
けることができ、これまでのように償還払いによる払い戻しの手続きが不要
になったり、償還払いによる額を減らすことが可能となるなど、患者や家族の
利便性の向上につながる。

　所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情
報ではないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの
返送があるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行ま
でに時間を要している一因となっている。

　マイナンバーによる情報連携
で、指定難病及び小児慢性特定
疾病医療費助成制度の事務にお
ける「所得区分」を収集可能として
いただきたい。

○本県においても、医療受給者証に「所得区分」を記載することは、保険者への照会を始め、大き
な負担となっている。
事務手続の負担に比較し、公費負担の縮減効果が不明確であるため、まずは「所得区分」の記載
の廃止を検討願いたい。
明確な効果が期待でき、「所得区分」の記載を継続する場合は、マイナンバーによる情報連携で、
「所得区分」を収集可能としていただきたい。
○本市では、年に約６０回、郵送でのやりとりが生じている。
　特に、各国民健康保険組合においては、返送まで１か月もかかることが多いため、受給者証発
行に過度の時間を要している。
○保険者への所得区分の照会では，郵送による書類送付のための手間及び郵送代がかかる他，
回答まで一定期間が必要なため，受給者証の発行まで時間を要している。
所得区分をマイナンバーによる情報連携の項目とすることで上記の支障は解消される。
○本市においても、申請書類は揃っているにも関わらず、保険者への所得区分照会を行うために
医療受給者証の交付が遅れる場合がある。
照会に係る書類送付についても、照会先やタイミングが異なる他、保険者や課税状況にによって
は所得課税証明が必要となるため、事務が煩雑である。
○本市においても、適用区分の保険者への照会、保険者からの回答受理後のシステムへの入
力、適用区分入力後の受給者証の発行には多大な労力を要している。
ただし、提案のあったスキームでは、適用区分に変更があった場合、保険者からの変更連絡を受
けることができないため、提案実現には更なる検証が必要である。
○趣旨には賛同するが共同提案しない（情報連携により所得区分の情報取得が可能であれば、
申請者や行政における手続きの負担の軽減が図られるが、現時点では保険者側の導入・運用が
困難と考える（企業の組合等もあるため）
○同様の支障事例が生じている。マイナンバーによる情報の連携が可能となれば、県からの所得
区分照会への回答の事務と年度ごとに所得区分が変更となった方の報告の手間が省ける。
○本県においても、提案団体と同様の支障が生じているため、マイナンバーによる情報項目追加
をご検討いただきたい。
○所得区分の把握については本市においても提案団体と同様の手法で事務を行っており、マイナ
ンバーによる情報連携で所得区分の情報を収集することが可能となれば、事務の効率化等が図
られるとともに住民サービスの向上に資するものと考えられる。
しかし、本市では、マイナンバー制度の運用には特定個人情報漏えいの危険があると考えてお
り、個人情報保護の観点から、当該制度の運用には、法定されたもの以外は対応をせず慎重に
取り組んでいるところである。
○書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があるまで医
療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要している。
○受給者証の発行が遅いため、患者、家族に経済的な負担や償還払い等の手続き等の負担を強
いている現状がある。マイナンバーによる情報連携を行うことで患者の利便性の向上につながる
とよい。
○所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情報ではないため、
保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があるまで医
療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要している一因となってい
る。
○本県においても、書類送付に手間と時間がかかり、医療受給者証発行までに時間を要する一
因となっている。
○現在、所得区分（適用区分）は保険者に郵送で確認しているが、マイナンバーによる情報連携
で取得し確認できれば、タイムリーな対応が可能となり、事務の簡素化、適正処理につながる。
しかしながら、所得区分（適用区分）の記載を必須とする本制度の根本的な見直し、廃止について
は、従来から要望しているもの。
○高額療養費の限度額適用区分（所得区分）の郵送での照会に2週間ほど要しており、情報連携
が可能となれば、大幅な業務改善が見込まれる。
○所得区分の記載は、保険者と書類によるやり取りをしており、手間と時間がかかっていることか
ら、マイナンバーによる情報連携が収集可能となれば事務処理の簡素化に繋がる。

297 指定難病及び小児慢
性特定疾病医療費助
成制度の事務処理に
おけるマイナンバーに
よる情報連携項目の
追加

医療・福祉



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

3 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 国民健康保険の限度
額適用認定証に係る
認定要件の明確化

限度額適用認定証の認定要件で
ある国民健康保険法施行規則
（以下「施行規則」）第２７条の１４
の２第１項第３号の条文中の「保
険料」について、条文の改正又は
国からの通知により、延滞金を含
むか否かを明確にする。

　国民健康保険の高額療養費の支給に係る保険者の認定については、施行規
則第２７条の１４の２第１項及び第２項に基づき認定し、同条第３項に基づき限
度額適用認定証の交付を行っている。
　このうち、認定要件たる施行規則第２７条の１４の２第１項第３号について、条
文中に示される「保険料」に、運用上、滞納に係る延滞金を含むと解する市町
村と含まないと解する市町村がある。
　本市においては、「保険料」には延滞金は含まないものとして取り扱っている
が、そのような取扱いに対しては、保険料は滞納していないものの延滞金を滞
納している者に対して限度額適用認定証を交付することになるため、滞納整理
の見地から「保険料」には延滞金を含むと解すべきであるとの意見もある。

　平成３０年度からの国民健康保険制度の広域化に当たり、事務処理の標
準化を推進するものとされている。
　施行規則の条文の改正又は国からの通知により認定要件を明確にするこ
とで、同一制度における市町村間の整合性を担保し、対象となる市民の混乱
を防止することができる。

国民健康保険法施行
規則
第２７条の１４の２第１
項第３号

厚生労働省 川口市 寒川町、多治見
市、鳥取県、高
松市、熊本市、
宮崎市

○左記の通り当町においても、延滞金を含まない取扱いとしているが、明確な判断基準
がほしい。

7 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 へき地における薬局
の管理薬剤師の兼務
許可要件の緩和につ
いて

医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関す
る法律第７条第３項で規定する薬
局の管理薬剤師の兼務許可につ
いて、薬局の所在地がへき地等
の薬剤師の確保が困難な地域で
ある場合には、都道府県知事が
柔軟に兼務を許可できるよう要件
を緩和していただきたい。

本市の中山間地域では、民間の医療機関が閉院し、一時的に無医地区となっ
たが、市内医療機関の協力により、国保診療所を開設し、週２日診療を行って
いる。また、本市出身の経営者が地域の医療事情を憂い、診療所の近隣に薬
局を設置し、診療所の診療日にあわせて週２日開局しているが、採算性の問題
から薬局の継続が困難な状況にある。そこで、当該薬局の管理薬剤師が開局
日以外に他の薬局でも勤務できるよう、県に管理薬剤師の兼業許可を相談し、
県から厚生労働省へ照会したが、昭和36年通知に基づき、「公益性のある学校
薬剤師としての業務等、極めて例外的に認められるものであり、兼務の許可は
できない」との回答だった。なお、医師が自ら調剤することが法律上認められて
いるが、医薬品の種類や効能は多様化、複雑化しており、専門家たる薬剤師が
薬局において調剤することが望ましいと考えている。
へき地においては薬剤師の確保が困難であるため、地域の暮らしに必要不可
欠な薬局を維持することができなくなっており、薬局存続のため、住民による署
名活動も行われている。

へき地における管理薬剤師の兼務許可要件の緩和により、地域の暮らしに
必要な薬局の維持が期待できる。

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律の第7条第3
項、「薬事法の施行に
ついて」（昭和36年２月
８日厚生省薬務局長）

厚生労働省 萩市 「平成29年度提案募集」管
理番号279番において、へ
き地診療所における管理
者の常勤要件の緩和につ
いて提案があり、医療法を
改正中である。医師を対象
としているものであるが、へ
き地においては、医師に限
らず、薬剤師も貴重な人材
であることから、人材の有
効活用においては、本提案
も同様の事情である。

山口市、徳島
県、高知県

○本市も域内に準無医地区を抱えており、医師及び薬剤師の確保には苦慮していま
す。このため、薬剤師配置の要件緩和は、必要と考えます。
○本市では、医療機関への業務委託により、２箇所のへき地診療所を週１日ずつ開設し
ており、うち１か所が院外処方となっている。
過疎地域では、診療所や薬局の運営、また、医師や看護師、薬剤師等の医療従事者の
確保がすでに難しい状況となっているが、今後も高齢化が進むため、地域での医療体制
を確保し、地域包括ケアシステムを構築していくことが求められている。
過疎地域における限られた医療資源（人材等）の有効かつ効率的な活用を進めるため、
開設日を限定される診療所においては、「管理薬剤の兼業」を例外として許可いただくな
ど、過疎地域の実情に合わせた弾力的な運用を提案したい。
○本県では無薬局の町村が５町村、薬局数１の町村が３町村（県下３４市町村中）あるな
ど、薬局、また薬剤師の地域偏在が課題となっている。
　また、「患者のための薬局ビジョン」においては2025年までに全ての薬局がかかりつけ
薬剤師・薬局としての機能を果たすことが求められているが、本県では薬局や薬剤師の
地域偏在に加え、一人薬剤師の薬局も多く、24時間対応や在宅対応等が困難であると
いう意見もあり、地域の薬局が地域で連携し、地域全体でかかりつけ薬剤師・薬局機能
を発揮する仕組みづくりが必要となっている。
　このようなことから、薬局が地域においてかかりつけ薬局機能を発揮し、地域医療を維
持していくためにも、都道府県知事が柔軟に管理薬剤師の兼務を許可できるよう、許可
要件の緩和が必要と考える。
○本県においても薬剤師の確保に苦慮している中山間地域がある。
　高齢者のポリファーマシー等の課題に対応するためにも，地域の医療を支える一員と
して，薬剤師の役割は大きいことから，へき地における管理薬剤師の兼務許可要件の緩
和により，地域に必要な薬局の維持や薬剤師の確保が期待できる。

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

8 内閣府、総務省、厚生
労働省

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号、別表第二の26
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律別表第
二の主務省令で定め
る事務及び情報を定
める命令第19条
生活保護法第29条

　休業補償給付等の受給が疑われる場合において、生活保護法第29条に基
づく個別の文書照会を実施する必要がなくなり、また、速やかに回答を得るこ
とができるようになるため、生活保護の決定・実施や徴収金の徴収に係る事
務が効率的に行えるようになる。

　生活保護の決定・実施等の事務手続において、現行のマイナンバー制度で
は、例えば雇用保険法による失業等給付の支給に関する情報は入手できるも
のとされているが、労働者災害補償保険法による休業補償給付等の支給に関
する情報は入手できるものとされていない。
　こうした中、本市では平成29年度中において、労働者災害補償保険法に係る
休業補償給付等を受給しているにもかかわらず、これを福祉事務所に届け出
ず、生活保護を不正受給した事案が2件発生しており、こうした給付金の受給状
況を効率的に把握する必要性が生じている。
　このため、マイナンバーによる情報連携により、生活保護の決定・実施等の事
務手続において、労働者災害補償保険法による休業補償給付等の支給に関す
る情報を収集可能としていただきたい。

　マイナンバーによる情報連携に
より、生活保護の決定・実施等の
事務手続において、労働者災害
補償保険法による休業補償給付
等の支給に関する情報を収集可
能としていただきたい。

生活保護の実施等の
事務手続におけるマ
イナンバーの情報連
携項目の追加

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

○労働者災害補償保険法による休業補償給付等の受給は申告がないと発見することが
難しく、受給が疑わしい場合は生活保護法第29条に基づく個別の文書照会を実施する
が、不正受給を発見されないまま徴収を免れている受給者がいる可能性がある。
○休業補償給付等の受給の有無については、生活保護法第29条に基づく調査によって
保護の実施機関が把握することは可能であるが、生活保護受給者からの収入申告がな
ければ不正受給につながる可能性が高く、迅速かつ正確に生活保護受給者の収入を把
握するためには、マイナンバーによる情報連携により、労働者災害補償保険法による休
業補償給付等の支給に関する情報が収集可能となる必要がある。
○休業補償給付等の支給状況が的確に把握できないと、不正受給となる事例が懸念さ
れるため。
○平成29年度中に労災に係る不正受給案件が１件発生した福祉事務所があった。
世帯からの申告が無かったが、職場で怪我をしたとの聴取内容から法29条に基づき地
元労働基準監督署に文書照会し、不正受給が発覚したもの。
照会内容についての回答は得られたものの地元監督署限りでは回答できず、回答まで
に２週間程度を要した。
○休業補償給付等の受給の可能性がある場合において、生活保護法第29条に基づく個
別の文書照会では、文書照会の作成事務が負担となるほか、回答までに相当な時間を
要するため、保護費の遡及変更が生じる可能性がある。
　その点、マイナンバーによる情報連携が可能となれば、照会事務の負担が軽減し、即
日支給情報が収集できることで、保護費の遡及変更の可能性は減少する。
　ただし、マイナンバーによる情報連携の全体的なことではあるが、情報提供エラーの発
生や提供情報に不備があるなどを避け、情報連携による正確な情報提供の担保が必要
である。
○本市においても、生活保護法第２９条に基づく個別の文書照会により受給状況を把握
しているため、マイナンバーによる情報連携により、事務の効率化につながる考える。
○本市においても、平成26年度以降、休業補償給付が3件発生した。不正受給にまでは
発展しなかったが、被保護者が申告をせず、不正に休業補償給付を受給するケースの
発生が考えられ、その際には、関係機関へ照会して状況を把握する必要がある。
　現行の制度では、紙媒体での照会しかできないため、調査に時間を要する。情報連携
を活用することにより、速やかに状況を把握し、効率的な調査が可能になると考えられ
る。
○提案団体記載のとおり、本市においても休業補償給付等の受給が疑われる場合にお
いて、生活保護法第29条に基づく個別の文書照会を実施する必要がなくなり、速やかに
回答を得ることができるようになるため、生活保護の決定・実施や徴収金の徴収に係る
事務が効率的に行えるようになれば、不正受給の防止に効果があると考えます。

仙台市、所沢
市、千葉市、大
和市、新潟市、
福井市、岐阜
市、多治見市、
浜松市、京都
市、堺市、八尾
市、神戸市、岡
山市、高知県、
熊本市、宮崎市

広島市、広
島県

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
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14 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 火葬場の経営主体に
ついて、墓地、埋葬等
に関する法律（墓埋
法）の通知の明確化も
しくは見直し

　火葬場の設置・運営について、
現行の通知では火葬場の経営主
体は地方公共団体や宗教法人、
公益法人等に限られるとし、民間
事業者が経営主体となることを事
実上制限している。
　一方近年はPFI手法等により民
間事業者が火葬場の経営に参加
する事例が見られる。
　この通知自体が古いものであ
り、かつ民間事業者の参入を閉ざ
しているような通知となっているこ
とから、火葬場の経営許可にかか
る民間事業者の参入について、
時勢に合わせた通知の明確化、
もしくは見直しを求める。

　火葬場は市民生活に不可欠な施設であり、墓埋法の通知の趣旨（永続性と
非営利性の確保）等から自治体の設置・運営がほとんどである。そして、その設
置・運営には多大な経費が必要であることから、自治体の財政負担が大きい。
　近い将来高い確率で予想されている大規模地震が発生すると、多くの犠牲者
が発生し、火葬場も被災すれば稼働不能に陥ることになる。その時には広域的
な火葬で対応することとなるが、受け入れる側にも限度があり、上回る分につ
いては何らかの対応が必要になる。
　その対応としては、能力に余裕を持たせて火葬場を整備することも考えられる
が、国の支援（補助）制度もないことから自治体の思うところとはならず、更に、
多様に運営することができる民間事業者に、火葬の協力を求めるにも通知が支
障となっている。

　民間事業者が多様に運営できる環境を提供することで、大規模地震等の
災害時には柔軟な対応ができることから、被災者へは迅速な支援を行うこと
ができ、また、国・地方自治体にとっても効率的な行政を行うこととなる。
　なお、民間事業者の多様な運営として、例えば火葬待ちの生じている都心
部から遺体を搬送し地方で火葬する事業が成り立てば、都心部の火葬待ち
の解決と地方での利益還元が期待できる。

・墓地、埋葬等に関す
る法律
・墓地、納骨堂又は火
葬場の経営の許可の
取り扱いについて（昭
和43年４月５日環衛第
8058号）

厚生労働省 富山市 三条市 ○火葬場の設置・運営については、法の趣旨から自治体が行っている。特に施設の管
理運営については、民間に委託や指定管理者制度を導入しており多大な経費が必要と
なる。当市においても指定管理者制度を導入しているが、財政負担が大きいことから民
間事業者の参入について、通知の見直し等を求める。

15 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 火葬場の設置・運営
の広域的な連携方策
が検討されるよう、墓
地、埋葬等に関する
法律（墓埋法）に、都
道府県、市町村等に
よる広域的な連携に
向けた「協議の場」と
しての協議会制度の
位置付け

　総務省は、公営企業の経営健
全性の維持と住民サービスの安
定的な提供のため、下水道事業
等の広域化を推進している。
　火葬場の設置・運営の広域化に
ついても、下水道事業の広域化と
同様、例えば都道府県を核として
火葬場の設置・運営の広域的な
連携方策が検討されるよう、墓埋
法に都道府県、市町村等による
広域的な連携に向けた「協議の
場」としての協議会制度を位置付
けることができるようにする。
　そこでは国、民間事業者等の協
議会への参画を可能とする。
　国には火葬場の設置・運営の広
域化の取組に係る技術的な助言
その他支援を積極的に行うことを
求める。

　火葬場は市民生活に不可欠な施設であり、墓埋法の通知の趣旨（永続性と
非営利性の確保）等から自治体の設置・運営がほとんどである。そして、その設
置・運営には多大な経費が必要であることから、自治体の財政負担が大きい。
　自治体は限られた財源で火葬場を整備・運営し、使用料も安価にせざるを得
ず、おのずと維持管理や利用者へのサービスは必要なものだけになる。
　高齢化と人口減少から財政事情が悪化する自治体にとっては、火葬場を維持
することすら負担となり、更新は重い課題となる。このような課題の解決方法と
して、広域化を提案するもの。
　なお、下水道事業では平成27年の下水道法改正で、広域的な連携に向けた
「協議の場」としての協議会制度を法に位置付け、協議会には国、下水道公社
等が参画できる他、国も広域化の取組を積極的に支援している。

　国の財政的支援が無いなかで自治体が火葬場の整備・運営を行うよりも、
PFI制度等を活用して民間事業者のノウハウを活かし、広域的に整備・運営
を行えば、資源の集中投資と効率的な施設運営となる。利用者へはサービ
スの向上、国・地方自治体には行政事務の効率化と費用対効果の向上とな
る。

・墓地、埋葬等に関す
る法律

厚生労働省 富山市 徳島県、大村市 ○広域化への協議の場として協議会制度を位置づけること、国の技術的、財政的な支
援を積極的に行うことは必要と考える。
○協議会の設置により、広域的な連携議論が進むことになり、行政運営の合理化が期
待できる。
　なお、各自治体の施設の更新時期が異なるため、国の強い指導がなければ進まない
と思われる。
○火葬場の運営基盤強化の方策としては、まずは広域化（１５の要望）やPFI、建設・維
持等に対する補助金制度等を国に求めるなどを検討すべきと考えており、各市町村の
求めに応じて、広域化に向けた協議会等の検討の場を設けることは賛同できる。

18 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 地方税法第20条の11
に基づく税務署の調
査協力についての対
応改善

国民健康保険料の滞納処分に必
要となるため、国民健康保険料に
ついても地方税と同様に市町村
が税務署に対して、地方税法第
20条の11に基づき資料の閲覧又
は提供その他の協力を求めた場
合において、協力に応じるものと
する通知等をするよう求める。

国民健康保険料の滞納処分に関しての調査のため、地方税法第20条の11によ
り、税務署に対して、関係書類の閲覧協力を求めると、国民健康保険料が「国
と地方団体との税務行政運営上の協力についての了解事項」（平成９年３月21
日）（国税庁長官・自治事務次官）の対象とされていないことを理由に、税務署
から協力を拒まれた事例がある。地方税法第20条の11の協力要請に応じるか
否かは税務署が行政目的を阻害するおそれがあるかどうかについて案件ごと
に判断すべきであって、国民健康保険料が「国と地方団体との税務行政運営上
の協力についての了解事項」の対象とされていないことをもって、協力に応じな
いことは適当とはいえない。税務署の協力が得られないことにより、滞納者の
財産を調査することができず、国民健康保険料の徴収業務に支障が生じてい
る。

国税庁から税務署に対して、市町村が国民健康保険料の滞納処分に必要な
情報を求めた場合には協力に応じるよう通知等されれば、税務署から十分
かつ円滑な協力が得られることになり、国民健康保険料の滞納整理がより円
滑に遂行することができる。

国民健康保険法第79
条の2
地方自治法第231条の
3第3項
地方税法第20条の11

総務省、財務省、厚生
労働省

松戸市 船橋市、横浜
市、川崎市、神
戸市、鳥取県、
玉野市、高松
市、東温市、熊
本市

○本市においては、同様の支障事例はないが、今後同様の事例が生じた場合には、提
案市と同じく、徴収事務に支障がでるため。
また、税務署ではないが、他の自治体の税部門へ照会した際にも、公課（国民健康保険
料）であることを理由に協力要請を拒否されたことがあり、必要な情報が収集できず、滞
納整理事務への支障が生じる事例があった。
○国民健康保険料の滞納処分に関しての調査のため、国税徴収法第146条の2により、
他市に対して、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供
を求めたところ、地方税法第22条を理由として、本人の同意書がなければ協力を拒まれ
た事例がある。他市の協力が得られないことにより、滞納者の財産を調査することがで
きず、国民健康保険料の徴収業務に支障が生じている。
○国民健康保険料に係る滞納処分についても、その法的根拠は国民健康保険税と同
様、地方税法に準じているところであり、また、安定的な国民健康保険制度の運営に向
けては、確実な保険料（税）の収納が必要不可欠なことから、滞納整理の円滑な遂行の
ために、保険料と保険税による区別なく、税務署においては協力に応じていただきたく、
その一助として国から通知等を発出することは必要であると認識している。
○本市においても、税務署の協力が得られないことにより、滞納者の財産を調査するこ
とができず、国民健康保険料の徴収業務に支障が生じている。
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19 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 福祉型児童発達支援
センターにおける従業
員及び員数の基準の
緩和

福祉型児童発達支援センターに
おける従業員及び員数の基準に
ついて、主として重症心身障害児
を通わせていない事業所におい
ても、事業所の判断で看護師を配
置した場合に、基準で定められて
いる児童指導員及び保育士の総
数に看護師を含むことができるよ
うにされたい。

福祉型児童発達支援センターとして多様な医療状況下にある子どもを可能な
限り受け入れ、安全安心なセンターを保障するには、子ども個々の支援や医療
ケアに習熟した看護師の常駐が不可欠である。しかし、現行の基準では、主と
して重症心身障害児が通うセンターとして指定を受けていなければ求められる
従業員数に看護師を含めることができず、センター運営の実情に合致していな
い。求められる従業員数に看護師を含めることができない場合には、新たに保
育士等を確保する必要が生じることは、センターの安定的な運営を損ない、利
用者にも不安を与えている。

センターにおける安定的な人材の確保に資するとともに、看護師を配置しや
すくなることで、医療的ケアを必要とする子ども等がより安心してセンターを
利用できるようになる。

児童福祉法に基づく指
定通所支援の事業等
の人員、設備及び運
営に関する基準

厚生労働省 伊佐市、阿
久根市、霧
島市

江戸川区、綾瀬
市、出雲市、大
分県

○平成３２年度末までに児童発達支援センターを市町村又は圏域に少なくとも１か所以
上の設置が求められている中、本市でも設置に向けて検討している。
　今後、市の療育、保育、教育の現状と課題に照らし、本市の児童発達支援センターの
適正な規模や機能を考えるに際し、本件のような基準緩和は必要と考える。
　また、昨今、医療的ケア児の人数が増加している状況から、主として重症心身障がい
児を通わせる福祉型児童発達支援センターでなくても、看護師を配置すれば、医療的ケ
ア対象児のみならず、医療的ケア対象外の児童にも適切な支援が提供できるものと考
える。
○福祉型児童発達支援センターにおける従業員及び員数の基準が緩和され、看護師も
従業員数に含めることになれば、同センターでの医療的ケア児の受け入れも進むと思わ
れる。特に当県内には医療型児童発達支援センターがないため、基準の緩和を求める。
○本市では、児童発達支援センターの設置を平成31年12月開設に向けて進めている。
様々な障害や医療的ケアが必要な児童がセンターを利用することが想定されるため、
個々の状態に応じた支援が可能となる習熟した看護師の常駐が不可欠と考えている。し
かし、現行の基準では、主として重症心身障害児が通うセンター以外では看護師が求め
られる従業員に含めることができない。
主として重症心身障害児を通わせていない事業所においても、事業所の判断で看護師
を配置した場合に、基準で定められている児童指導員及び保育士の総数に看護師を含
むことが可能となれば、様々な障害を持つ児童や医療的ケアが必要な児童がより安心し
てセンターを利用することができるようになる。
○福祉型児童発達支援センターに看護師を配置したいが、従業員数に含めることができ
ないため、配置ができていない。看護師を配置することで、他の従業員が安心して子ども
の支援ができるようになり、医療ケア児の受入れが可能となる。

21 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 放課後児童健全育成
事業の基礎資格に係
る実務経験（総勤務
時間数）の見直し

放課後児童健全育成事業の設備
及び運営に関する基準（平成２６
年厚生労働省令第６３号）の第１０
条第３項第３号及び第９号におい
て、義務付けられている２年以上
の実務経験が２年以上かつ総勤
務時間２，０００時間程度とされて
いることについて、地域の実情に
即して自治体の裁量で必要な総
勤務時間数を判断できるよう明確
化する。

本市の放課後児童クラブで勤務する補助員は非常勤職員であり、週３日程度
の勤務が一般的である。また、放課後児童クラブの開設時間は授業終了後か
ら午後６時３０分までであり、１日の勤務時間は３時間３０分程度となっている。
２，０００時間程度の勤務を行うには、４年程度かかり、２年以上とする条件との
乖離が大きいため、２年以上の実務経験として必要な総勤務数については、地
域の実情に即して自治体の裁量で判断できるように明確化していただきたい。
【積算根拠】
一般的な補助員の勤務日数（週３日）に基づき積算
３．５時間（１日の勤務時間）×３日（１週間の勤務日数）×５０週間＝５２５時間
（１年間の勤務時間）
５２５時間×２年＝１，０５０時間（２年間の勤務時間）

地域の実情に応じて自治体の裁量で２年以上に相当する総勤務時間数を判
断できることが明確になれば、より支援員資格の取得が促進される。
なお、平成２９年度放課後児童支援員認定資格研修の受験資格要件が仮に
２，０００時間ではなく１，０００時間であった場合、豊田市では受講できる人数
がおよそ２５人増える。

放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準第10条

厚生労働省 豊田市 ひたちなか市、
南砺市、山県
市、西宮市、高
知県、松浦市

○放課後児童クラブには２人以上の支援員（１人を除き補助員で代替可）の配置が必要
とされているため、交代要員を含めて人員の確保が困難な児童クラブもある。資格要件
の緩和ができれば、より多くの人材を活用することができ、支援員の交代要員等人員の
確保が容易になる。
○本市の放課後児童クラブで勤務する補助員は非常勤職員であり、週３日程度の勤務
が一般的である。また、放課後児童クラブの開設時間は授業終了後から午後６時３０分
までであり、１日の勤務時間は３時間３０分程度となっている。２，０００時間程度の勤務
を行うには、４年程度かかり、２年以上とする条件との乖離が大きいため、２年以上の実
務経験として必要な総勤務数については、地域の実情に即して自治体の裁量で判断で
きるように明確化していただきたい。
【積算根拠】
一般的な補助員の勤務日数（週３日）に基づき積算
３．５時間（１日の勤務時間）×３日（１週間の勤務日数）×５０週間＝５２５時間（１年間の
勤務時間）
５２５時間×２年＝１，０５０時間（２年間の勤務時間）
○本市では指定管理者制度による管理運営を行っているが、支援員の確保には各指定
管理者も苦慮しており、支援員となる要件が緩和されれば、待機児童対策につながる。
○資格を持っていない者が2,000時間の実務を達成するには、フルタイムで勤務しても２
年を過ぎることが多く、有資格者の人数確保に困難を感じている。
○児童数の減少に反し、放課後児童クラブの受け入れは増加傾向にあり、支援員の確
保はクラブ運営の存続に関わる大きな問題であり、当市においても該当者は少なくなく、
受験資格要件にかかる時間の縮減を望む。
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23 ①更新申請時の臨床調査個人票様式の簡素化
・更新申請用の臨個票の内容は、重症度を見るだけのものにし、新規申請用
の様式と分けて見やすくするなどの簡素化をすれば、受給者、医療機関、行
政の負担軽減につながる。
②更新申請時の臨床調査個人票の添付の省略化
・疾患の種類や症状の程度により、重症度が重度となり、症状の改善が見込
めない場合は臨個票の提出を複数年に1度とするなどの緩和を行えば、受給
者、医療機関、行政の負担軽減につながる。

・現在331疾患を指定難病とし、支給認定されると、原則１年の有効期間を定め
受給者証を発行し、受給者は、病状に関わらず、毎年更新申請をされている。
・更新申請の際も新規申請と同様、疾患ごとに示された「臨床調査個人票（臨個
票）」の提出が必要となっているが、当該臨個票の内容は詳細かつ大量であ
り、これを作成する指定医等医療機関の負担や、内容を確認する行政の負担
はかなり大きい。
・更新申請の際も新規申請と同様の審査書類を提出することになっており、書
類を準備する申請者の負担も大きい。

　「難病の患者に対する医療等に
関する法律」に基づく、指定難病
の医療費助成に係る臨床調査個
人票（臨個票）の内容及び手続き
の簡素化を求める。

「難病の患者に対する
医療等に関する法律」
に基づく、指定難病の
医療費助成に係る臨
床調査個人票（臨個
票）の簡素化

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

○提案のとおり臨床調査個人票の内容が詳細かつ大量であるため、萩市直営の医療機関において
も、その作成時の負担は大きい。
よって、提案の内容を支持する。
○　新規と更新の「臨床調査個人票（臨個票）」が同じ様式であり、指定医は更新申請であっても「診
断基準に関する事項」と「重症度分類」に関する事項の両方の記入を国から求められている。しかし、
「診断基準に関する事項」は新規申請時に審査済みである。当県の審査会としても、更新申請におい
て診断基準を満たさないことによる不認定は想定していない。
　また、診断した医療機関と更新申請時に通院している医療機関が異なる場合も多い。その場合、更
新の臨個票を記入する指定医は「診断基準に関する事項」を記入するために、元病院に照会が必要
となる事例も多い。詳細かつ大量な臨個票について、「診断基準に関する事項」の記入を改めて求め
ることは指定医にとって大変な負担であり、行政にとっても、それらを確認することは負担である。
　以上のことから、更新の臨個票は、「重症度分類に関する事項」を中心とした記載内容に簡素化する
ことを求める。
○本県においても、「臨床調査個人票（臨個票）」の作成及び審査に係る負担はとても大きい。
臨個票の内容の簡素化や提出年度緩和は、申請者の負担も軽減はもとより、医療機関及び行政の大
幅な負担軽減に繋がると思われる。
○【現状認識】
①指定都市では，今年度から更新申請に係る審査を行うが，申請者からは，毎年の更新申請に係る
負担が大きいとの声があり，行政の更新申請に係る事務作業量及び審査負担も大きい。
②また，更新申請の期間を過ぎて申請する場合や，快方により更新されず，再度重症化したため申請
する場合は新規申請の扱いとなり，申請者，医療機関，行政に負担がある。
また，一度受給が途切れ，臨個票の記載をする際に，病状の重いときに検査した結果が医療機関の
閉院等でなくなり，また，再検査をすることも出来ない場合は，臨個票を記載することが出来ず，受診
者への不利益となる。
【制度改正の必要性等の具体的内容の考え】
①臨個票は，症状が重いときの診断内容を記載するため，更新申請では重症度のみの臨個票とする
ことで，全体的な負担軽減となる。
②①のとおり，臨個票は症状が重いときの診断内容を記載するため，一度診断基準を満たし，受給者
証の交付の事実確認が出来れば，更新申請用に簡略化した臨個票での審査とすることで，受給者，
医療機関，行政の負担を軽減するとともに，全国共通の運用とされたい。
○本市においても、難病指定医等から現行の臨床調査個人票は記載が必要な内容が多すぎるとの
指摘を受けているが、簡素化することについては検証が必要であると考えている。
○過去、県審査会の意見を聞き、進行性の難病等については複数年の受給期間の付与を要望してお
り、当該要望の趣旨は当県の過去の要望に沿うものと思慮される。
○　本道においては受給者数が多く、更新申請時の臨床調査個人票が簡素化されれば、受給者や医
療機関の更新手続きに係る負担及び行政による審査等の業務の軽減が図られる。
（年間更新件数　約30,000件（札幌市除く））
○本県においても、提案団体と同様の支障が毎年のように生じているため、現行制度の簡素化を検
討いただきたい。
○指定難病の医療費助成に係る臨床調査個人票の様式は全国共通のものであり、本市においても
提案団体と同様にこれを作成する指定医や内容を確認する行政の負担は大きい。
また、毎年の更新申請の都度、臨床調査個人票が必要となることが申請者の負担となっていることに
ついても提案団体と同様である。
臨床調査個人票は難病の研究には必要不可欠なものであり、毎年提出いただくことで病状の変化等
を把握し、特定医療を受けることの必要性を適切に確認することが必要であることは理解するもの
の、一定の範囲内での簡素化や省略化ができれば、受給者、医療機関、行政の負担軽減につながる
ものと考えられる。
○更新申請時の臨床調査個人票様式の簡素化及び添付の省略化については、本市においても同様
に支障があり、制度改正が出来れば負担軽減が図れると考えられる。
○更新申請における臨床調査個人票の作成における指定医療機関及び行政側の負担は大きい現状
がある。今年度数種類の臨床調査個人票が簡素化されたが、他疾患についても見直すことで事務量
の軽減につながる。
○①更新申請時の臨床調査個人票様式の簡素化
　短期間に更新申請受付から受給者証発送までの一連の作業を実施するにあたり、臨個票の内容は
複雑であり、指定医の記載誤りも多く、修正や追記依頼等、行政の事務的作業が大きい。
　重症度を見るだけのものにし、新規申請用の様式と分けて見やすくするなどの簡素化をすれば、受
給者、医療機関、行政の負担軽減につながる。
○平成30年4月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、県から市に事務が移譲さ
れた。
事例のとおり臨床調査個人票の内容は詳細かつ大量であるため、作成する指定医等医療機関及び
内容確認をする行政の負担となっている。
○本県においても、更新時の事務量が膨大であることから、臨床調査個人票を重症度分類に関する
事項のみとし、診断カテゴリーを省略すれば、受給者、医療機関、行政の大幅な負担軽減となる。
○臨床調査個人票については、記載する項目が多く負担が大きくなっている。記載が必要な項目が分
かりにくい等と難病指定医から御意見をいただいている。
　手続きについては、必要書類が多く負担が大きいと申請者からの問合せがある。保健所の受付窓
口でも、手続きが煩雑である等の御意見があり、対応に時間をとられている。
　臨床調査個人票の簡素化には賛成だが、何度も繰り返し改正されては、記載する難病指定医や審
査委員の混乱を招く恐れがあるため、ある程度は時期を決めてまとめて行ってほしい。

○当県でも同様に，更新手続に係る臨床調査個人票については内容は，作成時期が集中していると
ともに，内容が詳細なため，医師の負担かなり大きいとの苦情が寄せられている。
　このため，更新申請用の臨床調査個人票は，重症度の記載のみとし，簡素化していただきたい。
○更新申請時の臨床調査個人票については、新規申請時とは別様式とし、重症度の医学審査に必
要な内容を精査し簡素化することにより、指定医療機関や認定に伴う行政の事務負担の軽減につな
がり、スムーズな認定となる。
重症患者の臨床調査個人票の添付については、事案に応じて、例えば人工呼吸器装着患者で離脱
の見込みがないと診断された患者等については更新ごとの提出を緩和することにより、患者の負担軽
減になる。
○【大分県】
有効期間が１年であるため、毎年更新申請が必要であり、受給者、医療機関、行政の負担が大きい。
治療方法が確立しておらず長期の療養を必要とする難病の特性により、大半の申請者が更新認定さ
れている現状に鑑み、有効期間を２年にするなどの緩和を行えば、受給者、医療機関、行政の負担軽
減につながる。
○難病患者は高齢者が多く、身体障害等の症状のため毎年更新手続きをすることが負担となってい
ることから更新申請時の臨床調査個人票の簡素化や、疾患の種類や症状の程度により臨床調査個
人票の提出を複数年に一度等の緩和を実施することにより、申請者の負担軽減につながる。

北海道、宮城
県、福島県、群
馬県、千葉県、
川崎市、新潟
市、石川県、福
井県、静岡県、
浜松市、愛知
県、名古屋市、
京都市、愛媛
県、高知県、熊
本県、熊本市、
大分県

島根県、中
国地方知事
会

厚生労働省難病の患者に対する
医療等に関する法律
（平成26年法律第50
号）第６条第１項、第９
条
難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則（平成26年厚
生労働省令第121号）
第12条第２項第１号、
第31条
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26 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 地域医療介護総合確
保基金（医療分）の交
付要綱等の早期発出

都道府県の意見を聴いたうえで、
地域医療介護総合確保基金（医
療分）に係る事業スケジュールを
見直し及び前倒しを行い、「医療
介護提供体制改革推進交付金交
付要綱」、「地域医療介護総合確
保基金管理運営要領」、「地域医
療介護総合確保基金の活用に当
たっての留意事項」（以下、「交付
要綱等」という。）を年度当初に発
出すること

○地域医療介護総合確保基金（医療分）については、３月下旬から国による都
道府県のヒアリングを経て、８月に都道府県への内示と合わせて交付要綱等を
発出している。
○これら要綱等は、基金事業の対象や基金事業を実施する場合の条件等を規
定するものであり、基金を活用した補助事業を実施する事業者とっては必要不
可欠なものである。交付要綱等の発出が遅れることにより、十分な事業期間の
確保ができず、年度当初からの事業実施に二の足を踏むケースがあり、事業
目的の達成が困難となる。

【参考】
○当県における平成29年度地域医療介護総合確保基金（医療分）事業に係る
スケジュール
平成28年７月～８月　　事業者から29年度事業の要望書受付、ヒアリング
平成28年８月～９月　　圏域ごとに地域医療構想調整会議で議論
平成28年９月～10月　 全県規模の団体からの要望を受け付け、圏域ごとの地
域医療構想調整会議の議論の結果をあわせ、地域医療構想戦略推進会にお
いて検討の上、29年度県計画（案）として承認
平成28年10月～ １月　29年度県予算編成
平成29年３月～４月　  国による県計画（案）ヒアリング
平成29年８月１日　　　 交付額内示、要綱等発出
平成29年９月29日　　　29年度県計画書提出締切
平成29年10月～　　　　平成29年度事業開始

補助事業実施事業者による事業の早期着手及び事業期間の確保が可能と
なることで、効果的な事業実施が期待できる。

地域における医療及
び介護の総合的な確
保の促進に関する法
律（平成元年法律第64
号）

厚生労働省 愛媛県、広
島県、徳島
県、松山
市、今治
市、新居浜
市、西条
市、伊予
市、四国中
央市、西予
市、東温
市、久万高
原町、松前
町、砥部
町、内子
町、伊方
町、松野
町、鬼北
町、愛南
町、高知県

福島県、神奈川
県、新潟県、静
岡県、稲沢市、
島根県

○地域医療介護総合確保基金を活用した事業を実施することを考えると、交付要綱等
の早期発出が望ましく、提案の内容を支持する。
○同様の支障があるとして、当県を含め、各種要望をとらえ、同様の趣旨を要望してい
る。
（例①〔全国衛生部長会　平成30年２月重点要望・平成30年５月要望〕地域医療介護総
合確保基金の財源である交付金の配分に当たっては、早期内示による円滑な実施はも
とより、・・・
　例②〔全国主要都道府県民生主管部（局）長連絡協議会　平成30年７月頃要望予定〕
都道府県計画については、都道府県の当初予算に事業費を反映できるよう策定スケ
ジュール等を見直すとともに、・・・）
【参考】平成28年度における提案で、京都府等から「地域医療介護総合確保基金【介護】
のスケジュール」に関する要望がなされ、「年度当初より、速やかに内示ができるよう努
める。」旨回答がなされている。（実態としては、回答のとおりには全くなっていない。）
○補助事業の実施にあたっては、原則、指令前着手は認められないことから、国の内示
や交付要綱の発出が遅れることにより、十分な事業期間の確保ができず、各医療機関
における事業計画へ影響が生じ、ひいては地域の医療提供体制整備に遅れが生じるも
の。
○当該事項については本県においても同様の支障が生じているところです。
事業期間の確保のため、交付要綱等発出のスケジュール見直しは必要と考えます。
○地域医療介護総合確保基金（医療分）については、３月下旬から国による都道府県の
ヒアリングを経て、８月に都道府県への内示と合わせて交付要綱等を発出している。
　交付要綱等の発出が遅れることにより、事業の早期着手及び十分な事業期間の確保
に支障が生じている。
　地域医療介護総合確保基金の制度は、地域医療介護総合確保法に基づく恒久的な制
度であり、会計年度独立の原則に基づいた適正な処理が可能な制度とする必要がある
ことから、交付要綱等の早期発出及び配分額の早期確定が必要である。

○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全
国的に保育士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭
が退職した場合、保育教諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか
一方のみの資格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での
経過措置終了後に、当該職員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。
本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と見なす取扱いは、待機児童解消の観点か
らも非常に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただきたい。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中
で、保育士と幼稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮
しているとの声が挙がっている。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園へ
の移行がそれほど進んでいない現状があり、他の都道府県における移行状況を踏まえ
ると、移行の動きが、今後活発化することも予想されるため、経過措置の終了が移行の
妨げとならないよう、特例期間が延長される必要性は高いと考えられる。
○現在移行済の園のほとんどの保育教諭は両資格を取得済みであるが、今後移行を促
進するうえで、経過措置期間の延長が必要である。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保
育教諭が少なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務が
できず、ひいては幼保連携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増
加することが予想される。
○本市においても、同様の支障が出ることが想定されており経過措置の期間延長を要
望する。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設に
おいては、人員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十
分にできず、また、講習実施主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受
講したくても受講できていない者がいる。平成31年度末においても、この状態が解消され
ることは見込めないため、経過措置の延長を求める。「平成27年度から31年度までの5
年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行の促進及び保育の受け
皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特
例措置の期間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となって
おり、幼稚園教諭免許と保育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと
必要な保育士人員の確保が難しい状況である。
○本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資
格の保有を啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に
課題となっており、大阪府においても、保育士の平成30年1月の有効求人倍率が、5.13と
なっている現状です。この中で、保育教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場
合、新たな職員の確保をすることも難しく、ひいては職員不足による保育の質の確保や
待機児童解消対策上も支障があると考えています。ついては、経過措置期間終了後に
幼保連携型認定こども園において、保育教諭数の不足により、教育・保育の提供が不可
能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置を講じてもらうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もお
り、幼稚園教諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携
型認定こども園の職員資格の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出
てくることが考えられる。さらに、人員配置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への
移行の断念が懸念されるとともに、幼稚園教諭および保育士養成機関にも限りがあり、
32年度までに対象者全員が資格を取得することは困難な状態となっている。そこで、経
過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保育の受け皿を確保することが
でき、待機児童解消に繋がると考える。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で
96.5%、非正規職員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育
士資格を併有している。一方、今後認定こども園への移行も想定される認可保育所で
は、正規職員が約85%、非正規職員も含めると施設全体では約83%の職員が併有してい
る。特例制度を活用した資格取得支援事業を実施しており、同事業を活用して毎年度資
格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率が100%にはなっていないため、
現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行の阻害要因とならない
よう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭
不足の中で、資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の
期間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置
が終了することにより、保育教諭不足に伴う待機児童が発生することがないよう、経過措
置の延長をしていただきたい。また、潜在保育士の中には幼稚園免許の更新をしていな
い者が多いため、経過措置が延長されない場合においては、保育教諭と見なすことがで
きない。保育士登録を受けているが幼稚園免許が更新されていない者については、少な
くとも3歳未満児の保育に従事する保育教諭と見なしていただきたい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われ
る。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども
園においては平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育
士や幼稚園教諭の有資格者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚
園教諭）の資格を必要とする同施設においては，人材不足の面から，一方のみの有資
格者や子育て支援員を採用し，採用後，不足する資格を取得させることによって，必要
な従事者を確保することとなるが，その期間が足りなくなる状況を危惧しているため，特
例措置期間の延長を行っていただきたい。また，経過措置が延長されない場合において
も，失職するのではなく，一定程度の配慮をお願いしたい。

旭川市、秋田
市、船橋市、川
崎市、須坂市、
山県市、豊田
市、田原市、草
津市、大阪市、
八尾市、兵庫
県、神戸市、和
歌山市、玉野
市、徳島県、松
浦市、熊本市、
大分市、佐伯
市、臼杵市、竹
田市、豊後高田
市、宇佐市、豊
後大野市、由布
市、姫島村、日
出町、玖珠町、
九州地方知事会

九重町内閣府、文部科学省、
厚生労働省

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

経過措置が延長されることにより、平成32年度以降も保育の受け皿を確保す
ることができ、待機児童の増加の抑制につながる。
また、経過措置が延長されない場合においては、幼稚園教諭の免許更新が
されなくても、３歳未満児の保育教諭になることができるようになり、免許更
新に伴う職員不足はほとんど発生しないと思われる。

幼保連携型認定こども園には、保育教諭の配置が義務づけられており、経過
措置後は原則、保育教諭は幼稚園教諭免許と保育士の両方の資格を有する
者を置かなければならないと定められている。これらの資格のうち、幼稚園教
諭免許は更新制度が導入されていることから保育教諭として勤務継続するため
には10年に１度の免許更新をしなければならない。しかし、本町の公立こども園
に勤務している保育教諭の中には、その免許を更新しない意向の者が少なか
らずいる。
　免許更新をしない主な理由は、保育需要の高まりを受けて、保育教諭がさら
に必要となる中、保育現場では十分な余剰人員がいなく、免許更新に費やす時
間が確保できないからである。
　経過措置が延長されないことによる問題は、無資格者を含む園児の世話をす
るスタッフ数の変動は緩やかな曲線を描くのに対し、保育教諭数は平成31年度
を境に大きな段差がついてしまうことである。本町としても、保育教諭の確保や
免許更新の促進を進めているところであるが、地域において保育教諭の絶対
数や免許更新機関も少ないため、引き続き、幼稚園教諭の免許更新ができて
いない保育教諭にも協力してもらわないと必要な人員の確保が困難であるとい
う現実である。
　以上より主に次の２点の支障を懸念している。
①経過措置終了後、保育教諭不足に伴う待機児童が発生すること。
②幼保連携型認定こども園への移行を阻害する要因と成り得ること。

幼保連携型認定こども園に置か
なければならない保育教諭につ
いては、幼稚園教諭の普通免許
状を有するとともに、保育士登録
を受けた者でなければならないと
されているところ、経過措置として
平成31年度まではいずれかの資
格だけでも保育教諭になることが
できるが、当該経過措置を延長し
ていただきたい。
なお、経過措置が延長されない場
合において、保育士登録を受けて
いるが、幼稚園教諭の免許が更
新されていない者については、少
なくとも平成32年度に失職するの
ではなく、専ら3歳未満児の保育
に従事する保育教諭と見なしてい
ただきたい。

保育教諭の経過措置
等に関する見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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その他
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34 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 放課後等デイサービ
ス利用対象児童の拡
大

現行規定では、学校教育法第一
条に規定する学校に通う児童の
みが放課後等デイサービスを受
けることができるが、学校教育法
第百二十四条に規定する専修学
校に通う児童においても、放課後
等デイサービスを受けることを可
能とするよう児童福祉法の基準の
緩和を求める。

専修学校３年生の児童の保護者より、希望の放課後等デイサービス事業所が
見つかったので利用したいと４月に相談があったが、専修学校は学校教育法第
一条に規定する学校ではないため利用できなかった。当該事業所は児童発達
支援の指定は受けていなかったため、その事業所は諦めざるを得なかった。そ
の後新たに児童発達支援の指定を受けている事業所を探して、改めて申請の
相談があったが、本人の誕生月が５月であり、既に１８歳に到達していたため、
結局は利用には至らなかった。
このように本市では、専修学校に進学したために放課後等デイサービスを利用
できず、児童発達支援の利用に変更している事例がある。中学校卒業後もほと
んどの児童が引き続き放課後等デイサービスの利用を希望する中、学校教育
法第百二十四条に規定する専修学校に進学した児童は、他の事業所に変更す
る必要があり、日中活動の場のみでなく放課後の療育施設まで変わってしまう
ことは、今まで築いてきた人間関係を全てリセットして新たな関係を築かねばな
らず、進学による環境の変化に拍車をかけて、当該障害児に精神的負担を与
えてしまう。また、新施設への手続き等の負担を保護者にも強いることとなる。
さらに、放課後等デイサービスが必要に応じて満20歳まで延長できる年齢特例
要件があるのに対し、児童発達支援は年齢に関する特例がないため、年度途
中でサービス終了となる等利用者に負担を強いている。

児童福祉法の改正によって、専修学校に通う児童についても、中学校卒業
後も引き続き放課後等デイサービスを利用することが可能となり、公正・公平
な安定的サービスを提供することができるようになる。

・児童福祉法第四条、
第六条の二の二、第
二十一条の五の十三
・学校教育法第一条、
第百二十四条

厚生労働省 東大阪市 福島県、貝塚
市、伊丹市、出
雲市、府中町、
宮崎市

○地域における課題
　15歳以上の児童に対応可能な児童発達支援事業所が少ない。
○放課後等デイサービスを利用していた児童が、中学校卒業後、専修学校に進学したた
め、放課後等デイサービスは利用できなくなり、児童発達支援のサービスに切り替えをし
た。利用していた事業所は、たまたま放課後等デイサービスと児童発達支援の両方の指
定を受けていたため、事業所は変わらず利用できた。今年高校３年生になるこの児童は
１８歳になる６月末で、児童発達支援の利用が終了となる。長年利用することで安定して
いた生活リズムなどが変化するなど療育を受けられなくなることでの影響を心配し、家族
や支援者から継続して利用できないかとの相談があった。市としては、児童福祉法で、
放課後等デイサービスの対象が学校教育法第一条に規定する学校とあるため、専修学
校の生徒は利用できない。児童発達支援に切り替えても、年齢に関する特例がないた
め、誕生月までの利用になるとの説明をするしかない状況である。このように障害児の
進学先等で放課後等デイサービスの利用ができないことについて、公正・公平に市民対
応できるように改善していただきたい。
○高等学校に進学しなかった（できなかった）障害児についても療育が必要であれば、
放課後デイサービスの利用ができるよう児童福祉法の基準の緩和を求める。
○近年、特別児童扶養手当受給者など、中等度の発達障がいの児童においても、専修
学校における受け入れが増えているため、制度改正の必要性があるものと考える。
○学校教教育法第一条に該当しない、インターナショナルスクールや、朝鮮学校等に在
籍する学齢児に対して、放課後等デイサービス事業を利用できなかった事例あり。



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○上位受給権者の死亡により転給申請が増加している。高齢の申請者にとっては戸籍等の必要書類の整備が一番の課題。下位受給権者になるほど
必要書類が増え、負担が大きい。
よって、提案の内容を支持する。
○【現状・支障事例】
　請求対象者に対しては、前回受給者等へ個別案内を行うとともに、広報等により請求を促しているが、対象者の高齢化や死亡に伴い、確実な周知が
困難な状況である。さらに、上位受給権者の死亡により、対象となる遺族の範囲が拡大しており、請求手続きがより煩雑になっている。
請求手続きにあたっては、必要書類の記入が複雑（戦没当時の状況の記載が必要など）であることなどから、相当の時間を要しており、請求者及び事
務従事者ともに負担が大きい。また、手続きが煩雑であることにより、今後さらに高齢化する請求者の請求漏れや請求辞退者の増加が懸念される。
【参考】
　第十回特別弔慰金の請求受付件数：1，511件
○戦没者の特別弔慰金の手続きが複雑なことに加え、請求者の高齢化が進んでおり、初めて請求する第三等親族の場合は、戸籍の郵送請求の説明
も含め、2時間以上かかることもあり、しかも複数回窓口に来ることになる。前回請求者であっても、請求書の「戦没者等の欄」や戦没者等との遺族の現
況等についての申立書が記入できない場合は多く、前回の請求書等のデータが本市にない場合は、受付に時間がかかっている。
今回提案の欄については、請求者が記入できない、または間違いが多い欄であり、実質的には、自治体記入欄に近い形となっているので、簡素化をお
願いしたい。
○請求事務について、実際は前回提出資料を参考にしながら手続きを行う必要があり、煩雑であった。そのため、請求書については前回受給者が再
び請求する際には、前回の内容からの変更の有無をのみを問うような様式（戦没者等との遺族の現況等についての申立書、同意書等についても同
様）に変更するなどの簡素化を希望する。
○請求書の書式や戸籍が煩雑である。
　進達してから国債が届くまでが長すぎる。
○請求対象者に対しては、前回受給者等へ個別案内を行うとともに、広報等により請求を促しているが、対象者の高齢化や死亡に伴い、確実な周知が
困難な状況である。さらに、上位受給権者の死亡により、対象となる遺族の範囲が拡大しており、請求手続きがより煩雑になっている。
請求手続きにあたっては、必要書類の記入が複雑（戦没当時の状況の記載が必要など）であることなどから、相当の時間を要しており、請求者及び事
務従事者ともに負担が大きい。また、手続きが煩雑であることにより、今後さらに高齢化する請求者の請求漏れや請求辞退者の増加が懸念される。
請求者が変わっていない場合も、前回請求時に必要なかった戸籍が必要になるなど、裁定庁及びその担当者の判断のバラつきも大きく、請求者への
負担が増すだけでなく、裁定結果が出るまでに膨大な時間がかかるなど、申請後に申請者が死亡するケースも多く見受けられた。
○【現状・支障事例】
請求対象者に対しては、前回受給者等へ個別案内を行うとともに、広報等により請求を促しているが、対象者の高齢化や死亡に伴い、確実な周知が困
難な状況である。さらに、上位受給権者の死亡により、対象となる遺族の範囲が拡大しており、請求手続きがより煩雑になっている。
請求手続きにあたっては、必要書類の記入が複雑（戦没当時の状況の記載が必要など）であることなどから、相当の時間を要しており、請求者及び事
務従事者ともに負担が大きい。また、手続きが煩雑であることにより、今後さらに高齢化する請求者の請求漏れや請求辞退者の増加が懸念される。
【参考】
第十回特別弔慰金の請求受付件数：１，２５５件
○書類の記入が複雑（戦没当時の状況の記載が必要など）であること、また必要書類が多い（上順位者の死亡の記載のある戸籍、同順位者の自筆の
請求同意書、など）ことなどから、高齢化する請求者への負担が大きく、請求辞退者などを招いている。
　請求手続きの簡素化により、請求者への負担軽減を図られたい。
○法定受託事務である戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求手続きにおける請求書類の記入項目の見直し等による書類の簡素化により、手続
時の負担軽減を図るもの
【簡素化の案】
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」様式内の
①「戦没者等」欄のうち、「もとの身分」、「生年月日」、「死亡年月日」、「除籍時の本籍等」を本人記載欄と区別し、自治体記載欄とする。
②「国債の償還金の希望支払場所」欄に、前もって「郵便局」と印字する。あるいは、選択式にする（「郵便局」と記入することが出来ない方が多いこと
と、その受け取りのほとんどが郵便局となるため）。
「戦没者等との遺族の現況等についての申立書」様式内の
③「戦没者等との続柄」欄を、選択式又は番号記入式とする。
④「弔慰金を受けた者」、「公務扶助料、遺族年金等を受けた者」欄を職員聞き取り記載部分とし、申請者の負担を減らす。
いずれの様式も、本人記載欄と職員記載欄の区別を太罫線等を用いて、明確にする。
○特別弔慰金の申請書記入については、高齢者で、前回受給者であることが多いことから、「戦没者氏名、生年月日、死亡日、除籍時の本籍等」は市
で書類のほとんどを補記している状況である。また、「戦没者等との遺族の現況等についての申立書」の記入については、負担に感じるとの声を多くの
申請者より聞く。申請者の負担軽減の為に必要書類や項目の簡素化の検討をお願いしたい。
○提案市以外の他市町村からも、請求書類の記入が複雑、対象者の高齢化により書類の記入が困難等により、窓口で多くの時間を費やしてしまうとい
う意見を多く聞く。
現在、厚生労働省において、次回特別弔慰金の手続きの簡素化や事務処理手順の見直し等検討されており、その中で本提案の内容についても検討
いただきたい。
○【現状・支障事例】
請求対象者に対しては、前回受給者等へ個別案内を行うとともに、広報等により請求を促しているが、対象者の高齢化や死亡に伴い、確実な周知が困
難な状況である。さらに、上位受給権者の死亡により、対象となる遺族の範囲が拡大しており、請求手続きがより煩雑になっている。請求手続きにあ
たっては、必要書類の記入が複雑（戦没当時の状況の記載が必要など）であることなどから、相当の時間を要しており、請求者及び事務従事者ともに
負担が大きい。また、手続きが煩雑であることにより、今後さらに高齢化する請求者の請求漏れや請求辞退者の増加が懸念される。請求者の居住する
市区町村で受付し県へ進達しているが、戦没者等の当時の本籍で裁定・却下されることから戦没当時の現況については、詳細の把握する請求者が高
齢等の事由から必要添付書類等が提出が困難な状況となっている。
【参考】
第十回特別弔慰金の請求受付件数：６５０件
○請求書の不備により、請求者へ補正を依頼する事項の大半が、請求者と同順位者から提出させる請求同意書や請求者に係る戸籍の不備であり、こ
れらの書類の整備に長期間を要するため、裁定の遅れにつながっている。
　様式の簡素化だけでなく、添付書類についても、請求同意書に代わる書類の提出や戸籍によらなくても確認できる事項については戸籍の提出を不要
とするなど、審査期間を短縮する方法を検討する必要があると考えられる。
　請求者の高齢化に伴い、書類の自筆が困難となってきていることなどから、請求書の作成に相当の時間を要しており、請求者及び事務従事者ともに
負担が大きいため、審査期間の短縮に加え、請求者の負担軽減の点からも制度改正が必要である。
○請求対象者の高齢化により、前回請求者の請求でさえ、請求者及び事務従事者ともに大きな負担となっている。また、上位順位者の死亡に伴い、対
象となる遺族の範囲が拡大しており、同意書の提出等、手続きがより煩雑になっている。
【参考】
第十回特別弔慰金の請求受付件数：８０４件
○本市においても同様の支障が生じており、書類の簡素化が必要である。
また、遺族の支給順位が複雑なため、添付する書類も複雑になっており、同じ請求者が何度も窓口に確認に来ている。請求者によっては、支給順位等
の確認のため、窓口での聞き取りに相当な時間が掛かることも多く、支給順位の簡素化も必要である。
○【支障事例】
１．「戦没者と遺族の現況等についての申立書」請求者本人が、戦没当時幼少であったこと、申請者本人が高齢となり、当時の状況を覚えておらず、周
りに当時のことを知る人もいなくなり、申請者の負担となっている。
２．「戸籍の取得」必要戸籍も多く、本籍が県外の場合もあり、申請者にとっては負担が大きく、請求を辞退する方もいる。
３．申請から国債券が請求者に交付されるまでに、１年もしくはそれ以上かかる場合もあり、その対応に苦慮している。
○「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」
　③国債の償還金の希望支払場所については、記載が必要であると考える。
　　すべての郵便局が国債取扱機関となっていない（当市内でも取扱不可の郵便局もあり）ことから、申請者より問い合わせもあり、案内時に説明が必
要なケースもあった。
　　「戦没者等との遺族の現況等についての申立書」
　①戦没者等との続柄欄だけでなく、当時の家族状況を記入いただくことすら負担が大きいため、全体の見直しを図られたい。
　請求者が高齢化されていることから委任状による請求や、相続人請求が多くみられる中、戸籍上に記載されている御家族の氏名、生年月日、死亡年
月日を調べ記入されることに時間も要し、負荷がかなり大きかった。
○請求者は高齢化しており、申請に必要な書類をそろえるのに苦労されている。また、裁定がおりるまで相当の時間がかかっており、審査時間短縮の
ためにも申請書類の簡略化が必要と考える。
○本市においても同様の支障事例が生じている。請求対象者の高齢化に伴い、必要書類の記入（特に戦没当時の現況等申立書）に困難が生じてい
る。請求者が窓口来庁が困難な場合は、子などの代理人が申請手続きを行うこともあり、その際は継続申請の場合でも記載が非常に困難になる。
　また、裁定までの審査期間が長期に渡るため、申請者が裁定までに亡くなられることも多い。そのため、国債交付に支障が出ている。
○本市においても、煩雑な申請書の記載内容が請求者の負担になっているものと見受けられることから、見直しが必要と考える。
○【支障事例】
　必要書類が多くまた項目が難解なため、請求手続きが負担になっている。
　広報にて請求を促しているが、すべての対象者に確実に周知できていない。前回請求者に個別文書を発送することも困難である（前回請求者が死亡
している場合、請求権を有する方を特定する事は困難であり、送付先を誤ると親族間のトラブルになりかねないため）。
　裁定までに時間がかかっている。受付開始当初に請求手続きをされた方は国債交付までに１年以上かかったケースもある。
【制度改正の必要性】
制度改正は必要と考える。
ただし、請求手続きの簡素化については平成２９年８月２２日付けで厚生労働省から県を通して事務処理等に関する意見聴取が行われており、当市と
して、現状・支障事例及び様式変更案に対する意見を平成２９年９月21日付けで県に提出している。
○提案自治体と同様に申請手続きの複雑化による、請求者及び事務担当者双方に負担が大きくなっている。
○請求者の高齢化により、必要書類への記入が困難になっている。記入内容が複雑であるほか、文字を書くことが困難な方が多く、相当の時間を要し
ている。書類の記載内容や記載方法などを見直し、請求者が書きやすい様式を作成することが必要である。
○請求手続きの煩雑さから、当県においても同様の支障が発生している。特に前回請求者と異なる請求者からの手続きについては、必要な添付書類
も複雑であり、請求者への手戻りが少なからず発生している。
各自治体による審査にも相当の人員と時間を要しており、請求者、自治体の両方にとって、請求手続きの簡略化は必要であると考える。
○請求手続きについて、必要書類の記入や添付が複雑であることなどから、請求者及び事務従事者ともに負担が大きい。また、手続きの複雑さが請
求者の請求漏れや請求辞退者の増加に影響している。
【改善案】
①直近弔慰金の受給実績がある者について、転居により手続き窓口が前回の自治体と異なる場合、申請者の同意を取れば自治体間で申請者情報の
交換を認めるようにする。
②必要書類の戸籍について、戦没者との関係や相続関係の確認として必要な情報が取得できる部分のみの添付で可能としてほしい。対象者の戸籍を
全て辿って揃えるのは負担が大きく、無駄がある。
○当市でも、請求者の高齢化や手続きの煩雑さを鑑み、負担軽減のための簡素化が必要と考える。
○左記と同様の支障事例及び地域における課題、改正制度の必要性を認めている。具体的な支障例としては、明治28年3月31日以前生まれの戦没者
等の父母・祖父母については、先順位者及び公務扶助料などの年金給付の受給権者の死亡を確認する戸籍の添付を省略できるが、実際は対象者の
生年月日を確認するための戸籍の添付が必要になるため、請求者から苦情等が散見した。
○簡素化の案で出されている事項については，申請書類一式の中で複数回記載を求めるものであるため，申請者が高齢化する中，負担軽減の視点
から簡素化すべきと考える。
○請求者にとって、現状の「請求書」や「遺族の現況等についての申立書」の記入が困難になっている。
理由は、
　請求者の高齢化により、本人に確認しても覚束ないことが多いこと。
　請求者の高齢化により、本人が来庁できず、委任を受けた親族が手続きをするケースの方が多いが、下の世代は遺族の状況をあまり把握していない
こと。
　当時、年が若かった甥や姪の請求が増えているが、甥や姪は遺族の状況をあまり把握していないこと。
このため、空欄の多い状態で県へ送達するが、書類整備依頼が帰ってくると、請求者は、親類に聞き回ったり、親類から戸籍を取り寄せたり等の労力
を費やしており、裁定までの期間も長期化している。
これまでの請求で収集できている情報は、できるかぎり記載事項を省略すること。
○遺族の高齢化を踏まえ、請求手続きの簡素化が必要。
○①請求受付について
　　請求者が高齢で子等の請求者以外の者が手続きに来ることが多く、戦没者等の情報をよく把握していないため、請求書や現況申立書の記入が困
難な場合があり対応に苦慮している。
　　戸籍書類の網羅的な取得について困難に感じる請求者が多く、苦情につながる場合もある。
　　②書類の補正について
　　受付から１～２年後に書類の補正依頼が来るなど、審査時間がかかりすぎていることが課題である。補正依頼については市町村を通さず、裁定都
道府県が直接申請者へ依頼するなど、対策が必要。
○前回受給者へ個別案内を行うとともに、広報紙により請求を促したが、対象者の高齢化や死亡、転居等により周知が困難である。また、順位変更に
よる新たな申請の場合等、同順位対象の遺族数が多いと、戸籍等の必要書類を揃えるだけでもかなりの時間と労力を要する。さらに、必要書類の記入
が多いことやマイナンバーの記入が必要になったことで請求者の負担が大きくなった。
前回受給者であっても、請求までの負担の大きさから請求辞退をされる方がおられた。
今後、第10回と同じ方法での請求となると、請求辞退者の増加等の懸念がある。
○簡素化することにより、請求者の負担軽減、各自治体における事務処理の効率化、迅速化にもつながる。これにより請求者への通知及び国債交付
時期を早めることができ、請求者の不安解消につながることが期待されると考える。
【参考】
第十回特別弔慰金の請求受付件数：約5,900件
○戦没者等の特別弔慰金について、請求手続きに必要な書類の記入が複雑であることに加えて、申請後に国債が発行されるまでに１年以上かかって
いるため、申請者からの苦情が多い現状である。
（申請者の居住地で受付をし、都道府県に進達された書類は、その後本籍地の都道府県に送付し、その都道府県により審査・裁定が行われ、裁定後、
裁定通知書が都道府県を経由して市に送付される経緯が必要であるため）
申請者が高齢者ということもあり、その心情や国が弔意を表すための制度であることを考慮し、申請書類の簡素化に加えて、申請後少しでも早く国債を
渡すことが必要であると考える。
また、第十回特別弔慰金については、審査にかなりの時間を有し、国債発行までにかなりの時間がかかったこともあり、次回の特別弔慰金について
は、審査に時間がかからないよう配慮が必要である。

北海道、仙台
市、いわき市、須
賀川市、石岡
市、ひたちなか
市、練馬区、江
戸川区、三浦
市、新潟県、新
潟市、大垣市、
浜松市、春日井
市、田原市、八
幡市、泉大津
市、守口市、門
真市、尼崎市、
西宮市、伊丹
市、鳥取県、出
雲市、岡山市、
山口県、山口
市、防府市、高
知県、筑紫野
市、大村市、宮
崎市

長岡市厚生労働省戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金支給
法施行令第２条、戦没
者等の遺族に対する
特別弔慰金支給法施
行規則第１条

【制度改正の必要性】
左記の現状に加え、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」の平成２
７年改正法案に対する附帯決議（平成２７年３月３１日参議院厚生労働委員
会）において、「特別弔慰金の支給にあたっては、遺族の高齢化を踏まえ、手
続の簡素化に努めるべき」旨の指摘がなされており、これに対応する対策を
講ずる必要がある。

【効果】
手続きに関する請求者の負担軽減を図ることができるほか、各自治体にお
ける事務処理の効率化、迅速化にもつながり、事務的な負担軽減にも寄与
する。また、裁定までの審査期間の短縮が見込まれ、これにより請求者への
通知及び国債交付時期を早めることができ、請求者の不安解消につながる
ことが期待される。

【現状・支障事例】
請求対象者に対しては、前回受給者等へ個別案内を行うとともに、広報等によ
り請求を促しているが、対象者の高齢化や死亡に伴い、確実な周知が困難な
状況である。さらに、上位受給権者の死亡により、対象となる遺族の範囲が拡
大しており、請求手続きがより煩雑になっている。
請求手続きにあたっては、必要書類の記入が複雑（戦没当時の状況の記載が
必要など）であることなどから、相当の時間を要しており、請求者及び事務従事
者ともに負担が大きい。また、手続きが煩雑であることにより、今後さらに高齢
化する請求者の請求漏れや請求辞退者の増加が懸念される。

【参考】
第十回特別弔慰金の請求受付件数：３，１９９件

法定受託事務である戦没者等の
遺族に対する特別弔慰金の請求
手続きにおける請求書類の記入
項目の見直し等による書類の簡
素化により、手続時の負担軽減を
図るもの

【簡素化の案】
以下の記載欄を廃止する。
○「戦没者等の遺族に対する特
別弔慰金請求書」
①「戦没者等」欄のうち、「もとの
身分」、「生年月日」、「死亡年月
日」、「除籍時の本籍等」（「除籍時
の本籍等」は自治体使用欄とす
る。）
②「国債の受領を市区町村長に
委任した場合はその市区町村長
名」欄
③「国債の償還金の希望支払場
所」欄
○「戦没者等との遺族の現況等に
ついての申立書」
①「戦没者等との続柄」欄（選択
式又は番号記入式とする。）
②「弔慰金を受けた者」欄、「公務
扶助料、遺族年金等を受けた者」
欄

戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金の請
求手続きにおける必
要書類の簡素化

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

37
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38 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 企業主導型保育事業
の開設に係る手続き
について

保育所や小規模保育事業の認可
については、「市町村子ども・子育
て支援事業計画」に基づいての需
給調整が認められているが、企業
主導型保育事業は制度上認可外
保育施設であり、この需給調整の
対象とはならない。
地域のニーズ調査等に基づき策
定している事業計画との整合性を
図り、有効かつ効率的に整備を進
めること、また既存の保育園や企
業主導型保育事業所が安定的に
運営できる必要があることから、
企業主導型保育事業の開設に当
たり、「地域枠」を設ける際には、
自治体へ事前協議を行うようにさ
れたい。

企業主導型保育事業は認可外保育施設であることから、市への法的手続きは
事業開始後に開設届を提出するのみであり、事前に関与することが困難な制
度設計となっていることから、「市町村・子ども子育て支援事業計画」において、
保育の量の見込みがなく、定員割れの園が多数生じている区域においても地
域枠定員を設定した企業主導型保育事業所が開設され、保育提供体制の供給
過剰状態を助長する例が生じるなど、需要（自治体）と供給（事業者）のミスマッ
チが生じている。

（１）企業主導型保育施設の設置に前向きな事業者（供給）と、保育施設の不
足する地域への整備に悩む自治体（需要）とのミスマッチを防ぐ。
（２）事前に設置者と協議を行うことで、地域の保育供給量をより的確に把握
することができ、効率的に事業計画を策定・推進することができる。

企業主導型保育事業
費補助金実施要綱
第３の２の４（１）

内閣府、厚生労働省 京都市、滋
賀県、堺
市、兵庫
県、神戸
市、鳥取
県、徳島県

いわき市、豊田
市、池田市、山
口県、高松市

○既存の認可保育所等のすぐ近くに企業主導型保育事業所が建設された場合、市内に
待機児童が発生しているものの、認可保育所等と企業主導型が近接している部分だけ
は空きが生じることも想定されるため、企業主導型保育事業所を開設する場合に「地域
枠」を設ける場合には自治体へ事前に協議するようにすべきであると考える。
○自治体が整備した地域に、地域枠定員を設定した企業主導型保育事業所が開設さ
れ、需要（自治体）と供給（事業者）のミスマッチが生じることがある。
○「平成30年度企業主導型保育事業の募集について（児童育成協会）」においては、申
請に当たっての注意事項が設けられ、地域枠を設定する場合、当該地域の保育ニーズ
を踏まえた設定とする観点から、地方公共団体に相談に行くことを促している。このこと
により、当市にも申請に先立って相談に来る事業者がいるが、すべての事業者が事前相
談に来ているかどうかは不明であるため、地域の保育供給量を的確に把握するため、事
前相談の機会を設けることは望ましい。
○現在でも協議とは言いながら、あくまでも助言であり、期待する効力は無いと思われ
る。また、事業計画は支給認定（２号、３号（０歳及び１、２歳別））で「確保の内容」を設定
するものの、企業主導型保育事業については、年齢別の定員設定までは求められてお
らず、事業計画で「確保の内容」に含める場合に苦慮している。
○制度上、市町は企業主導型の創設に関与できないため、供給過剰となる地域が生じ
る等支障がある。

40 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 飼い主登録を徹底す
るための登録窓口の
一元化

飼い主登録の徹底を図るため、市
町村、AIPO（動物ＩＤ普及推進会）
の他、任意団体等が窓口となって
いる飼い主登録について一元化
を行う。

環境省が推進するマイクロチップによる登録と、厚生労働省が所管する狂犬病
予防法に義務づけられる犬の登録制度については、二重登録制度となってお
り、双方の推進の妨げとなっている。
特に、申請者である飼い主からすれば、狂犬病の登録、マイクロチップの装着
のため、それぞれの窓口で登録する必要があり、それぞれで手数料を負担して
おり、申請者の事務負担・費用負担の観点から非効率である。
（（参考）犬の登録手数料3,000円、狂犬病予防注射3,000円、マイクロチップの
データ登録料1,000円(チップ装着代等は別)）
マイクロチップデータの登録については、狂犬病法第４条に基づく登録原簿へ
の記載にデータに新たに一つデータを追加することで対応できると考えられ、市
町村側の負担も少ないと思われる。
また、登録窓口が一元化され、所有者明示と狂犬病予防接種が推進されること
で、例えば盗難された犬や迷子の犬が保護された際、その犬のマイクロチップ
の登録情報から狂犬病予防接種の状況が確認できたり、仮に狂犬病の犬が保
護された場合、当該犬の所有者の居住地から、当該地域における速やかな予
防措置に取り組むことができたりするなど、県としての広域的な狂犬病予防対
策にもつながる。

・飼い主登録が徹底されるとともに、登録制度の合理化が図られる。
・飼い主の費用負担が軽減される。

狂犬病予防法第4条
動物の愛護及び管理
に関する法律第７条
動物が自己の所有に
係るものであることを
明らかにするための措
置について
（平成18 年１月20日環
境省告示第 23 号）第
４（２）イ

厚生労働省、環境省 徳島県、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、愛媛
県、高知県

福島県、新潟
市、神山町、高
松市

○飼養される犬のうち小型犬が占める割合が増えたため、室内飼いが増加している。未
登録犬の発見が困難であるため、狂犬病予防法の登録の義務が形骸化する恐れがあ
る。任意団体でのマイクロチップの登録と、狂犬病予防法による登録が一元化されれ
ば、未登録の防止と、犬の逸走時や狂犬病が疑われる事例が発生した場合の初期対応
に効果があると考える。またマイクロチップは、複数の団体が管理している現状では効
果が薄く、少なくとも横断的に検索できる仕組みづくりが必要と思われる。
○厚生労働省が所管する狂犬病予防法に基づく犬の登録制度と、環境省が推奨する犬
へのマイクロチップ装着は、どちらも犬の所有者を明らかにするための手段であるが、犬
の所有者にとっては２重の措置となり、過分の負担をかけている。このことを踏まえ、所
有者登録を推進するためには、狂犬病予防法が定める鑑札に代わるものとして、マイク
ロチップを定め、その情報を管理するルールを設けることが必要である。
○各市町村で使用する犬の登録等のデータは、業者が構築したシステムで管理してい
ることが多く、登録項目を１つ増やすだけでも仕様変更となり、それに伴う費用が生じる
可能性がある。また、登録や注射の受付を委託している獣医師会においても、登録等
データを独自のシステムで管理していることが多く、同様の支障が生じると思われる。現
在、登録等データは各々のシステム等で管理しており、転入や転出があれば、文書によ
り登録等情報を送付しあっている。マイクロチップ等の登録窓口を一元化するのであれ
ば、データシステムについても国で一元化を行うことで、各市町村におけるシステム等の
管理や、登録等のデータを市町村同士でやり取りすることはなくなるため、事務負担や
費用負担が激減する。また、市町村に限らず、都道府県や警察等からもそのシステムで
照会できるようにすれば、迅速に犬の所有者を発見することが可能となり、効率化が図
ることができる。
○飼い主の負担を軽減することによって、所有者明示が推進され、県に引き取られた犬
猫の飼い主への返還率が向上する可能性が高くなるという効果が期待できる。
○放浪犬を捕獲した際に、鑑札を装着しているケースはほとんどなく、飼い主の特定が
困難なことが多い。マイクロチップの装着を含めた飼い主登録が徹底されることにより、
迅速に飼い主の特定を行うことができる。

47 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 放課後健全育成事業
に係る放課後児童支
援員の資格要件の対
象者の拡大

放課後児童支援員の資格要件
に、沖縄県（各都道府県）の基準
を満たす旨の証明を有している認
可外保育施設で２年以上従事し
ている場合であれば、実務経験を
必要とする資格要件の対象者とし
て認められるよう明確化して頂き
たい。

放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の職員については、準国家資格である
「放課後児童支援員」の資格が設けられ、１単位ごとに２名の支援員を配置す
る必要があるが、支援員の資格要件として、保育士、社会福祉士、幼稚園や小
中学校の教諭資格などの有資格者、高等学校卒業者等であって児童福祉事
業に２年以上従事した者、高等学校卒業者等であって放課後児童健全育成事
業に類似する事業に２年以上従事した者であって、市町村長が適当と認めたも
の、が定められている。
この、「児童福祉事業」又は、「放課後健全育成事業に類似する事業」の定義が
不明確なため、県の基準を満たしている認可外保育所で従事している者が対
象となるか判断できないため、新たに人材を確保している状況である。
沖縄県の実情として、戦後の福祉事業の遅れから、学童クラブを含めた保育事
業を民間である認可外保育施設等で実施してきた経緯があり、施設を新増設
する民間事業所が増えてきていることからも、学童クラブのニーズの高まりに対
応するには、沖縄県特有の児童福祉行政を踏まえた放課後児童対策を講じる
必要があると考える。

認可外保育施設での実務経験者を人材として有効的に活用することができ
る。また、民間の放課後児童クラブにおいて新設クラブの開設や拡充をする
際も、人材確保が見込めるため、円滑に新増設を行うことが可能となる。

放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準

厚生労働省 うるま市 高松市、高知
県、沖縄県

○放課後児童クラブには２人以上の支援員（１人を除き補助員で代替可）の配置が必要
とされているため、交代要員を含めて人員の確保が困難な児童クラブもある。資格要件
の緩和ができれば、より多くの人材を活用することができ、支援員の交代要員等人員の
確保が容易になる。
○本市においても、放課後児童支援員の確保については非常に苦慮しているところであ
り、基準に規定されている資格要件の解釈の拡大については、人員を確保する上で重
要と考える。
○本県では、同一市町村内だが通勤に1時間近く要する他地域から人材を確保している
等、特に中山間地域で人材が不足している現状にある。現時点では本個別事案と同様
の支障事例を承知していないが、本制度が規模や周辺環境などが異なる多種多様な全
国の放課後児童クラブに一律の基準を適用していることにより、様々な支障が生じてい
る状況は見直されるべきと考える。
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52 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 重度訪問介護の訪問
先に係る制限の緩和

常時介護が必要な重度障害者が
在宅勤務している場合、勤務時間
中に居宅で重度訪問介護を利用
可能とすることを求める。

○全身の筋力が低下する難病（先天性筋繊維型不均等症）により、ペットボトル
を持ち上げること等の日常生活が困難な重度身体障害者がいる。常時介護が
必要であるが、パソコン操作が可能であるために就労し、９時～16時の間に在
宅でパソコン入力作業を行っている。
○重度訪問介護の提供場所は居宅や病院等に限定され、職場は認められてい
ない。そのため、本件の場合、作業を行っていない休憩時間（12時～13時）中に
限り、食事や排せつに係る支援を受けることができるが、その他の時間（９時～
12時、13時～16時）は重度訪問介護を利用することができず、見守り支援を受
けることができない。
○就労していない場合にはサービスの利用が可能であるにも関わらず、在宅で
勤務した場合には勤務時間中にサービスを利用できなくなることは、公平とは
いえない。

重度訪問介護の訪問先に係る制限を緩和することにより、重度障害者の社
会参加を支援することが可能となる。

障害者総合支援法第
５条第３項、障害者総
合支援法施行規則第
１条の４の２

厚生労働省 さいたま市 川崎市、京都
市、宮崎市

○先天性難病により，人工呼吸器装着，頻回なたん吸引が必要で，全身性障害のため
常時介護が必要な重度障害者が，会話及びタッチパネル操作が可能なため大学卒業後
就職を希望している。雇用主による合理的配慮は，本人が就労するに当っての支援につ
いては可能であるが，個別性及び専門性の高い医療的ケアについてまでは求められ
ず，結果として就業の機会が奪われている。常時介護が必要な重度障害者が就職する
事例は稀な状況の中，特に医療的ケアについては就業の有無に関わらず生命維持のた
めに必要なものであり，重度訪問介護の提供場所から就業先及び通勤中が除かれてい
ることは合理的でない。就業のための支援と生命維持のための支援を切り分け，必要な
重度訪問介護が就業中にも提供されることで，医療的ケアが必要な重度障害者の雇用
の機会の拡大が図られることを求める

54 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準の見直し

「家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準」第６条の規定
について、①小規模保育事業者
等が保育士等を十分に確保して
いると認められるなど一定の基準
を満たしている場合においては、
第２号に定める代替保育の提供
を行う連携施設の確保を要しない
ことを認める、②第３号に定める
卒園児の受け皿となる連携施設
に、市が一定の基準に基づき運
営費支援等を行っている認可外
保育施設を認める、③連携施設
の確保が困難である状況に鑑
み、平成32年３月31日までとなっ
ている経過措置期間を延長する。

以下の理由により、小規模保育事業等の連携施設の確保が進んでいない。
・いずれの施設も保育士確保に苦慮する中にあって、代替保育を提供するため
の職員確保が困難。
・本市における小規模保育事業等は、正規職員のほか臨時職員を含め人員を
十分に確保できていることから連携施設による代替保育の提供を必要としない
施設が多く、基準第６条第２号の規定が連携施設確保の足かせになっている。
・卒園児の受け皿となる連携施設については、保育ニーズが高まり、いずれの
認可保育施設も利用希望者が多い中、小規模保育事業等の卒園児を優先的
に受け入れるための枠を確保しておく余裕がない結果、保護者が当該施設を
利用することに不安や負担を感じている。
・経過措置により、連携施設を確保しなくても事業認可が可能となっているが、
経過措置終了までに連携施設が確保できない場合、認可基準を満たさないこと
になる。

・連携施設の確保が進み、事業者の参入や保護者による利用が促進される
ことで、待機児童の解消に寄与する。
・待機児童の解消により、安心して子供を預けられるようになることで、女性
の就労が可能となり、女性活躍の更なる促進等に寄与する。

家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準（平成26年４月
30日厚生労働省令第
61号）第６条

内閣府、厚生労働省 さいたま市 【参考】家庭的保育事業_さ
いたま市認可外施設要綱

仙台市、須賀川
市、石岡市、新
座市、山県市、
豊田市、草津
市、大阪市、倉
敷市、沖縄県

○現在も小規模保育施設の連携施設の確保が進んでおらず、今後も連携施設の確保
が困難であると予想されることから、経過措置期間終了後の平成32年４月１日以降に認
可基準を満たさないことになることを防ぐため、規定要件の緩和と経過措置期間の延長
が必要と思われる。
○連携施設の確保を求めることの趣旨から、保育士が確保されていると判断できる基準
や、見直し後も可能な限り連携施設を確保することを求めることなどが必要と思われる。
なお、当市には提案事項の２点目にある市が運営費支援等を行っている認可外保育施
設は存在しない。
○保育所、認定こども園への３号認定児童の申し込みが増えており、３歳児の定員は、
その施設の持ち上がりの児童でほぼ一杯になってしまっている。連携しても小規模保育
事業所からの入所が難しいため、、私立の施設間の連携施設の確保が進んでいない状
況にある。
○連携施設として、小規模保育施設からの児童を受け入れられる側の保育所にとって
は、前年度からその受け入れ枠を空けておく必要があり、経営に直結する問題となるた
め、連携が進まない。
○経過措置終了までに連携施設が確保できず、万一認可取消となれば、当該事業所利
用中の児童が行き場を失うことや保育の受け皿が減少するため、待機児童解消の取組
みにも大きな支障となる。
○経過措置により、連携施設を確保しなくても事業認可が可能となっているが、経過措
置終了までに連携施設が確保できない場合、認可基準を満たさないことになる。
○市においても連携施設コーディネーターを設置して支援を行っているところであるが、
卒園後の受け皿については、特に保育所において２歳児と３歳児の定員差の関係から、
確保が限界に近づきつつあるなど、期限までに設定が完了しないリスクもあるため、経
過措置の延長を求める。

○現在、当市では、社会福祉法人に訪問調査業務（更新・区分変更）を委託している。調
査業務を外部委託する場合、調査員の資格が、介護保険法第24条の2第2項による「介
護支援専門員その他厚生労働省令で定める者」とあるため、現時点においても、受託者
は人材確保に大変、難儀している。
　また、次年度以降、指定市町村事務受託法人との訪問調査業務（新規）の委託を検討
しているが、ここでも受託者にとって、介護支援専門員の人員確保が支障となる。受託
法人委託する際、職員の資格要件が緩和されることで、スムーズな外部委託の実施に
つながり、行政としても、調査業務を外部へ委託することで、時間外勤務等の人件費削
減及び事務の効率化につながる。また、福祉資格や医療資格を持ちながら仕事に就い
ていない人の雇用促進につながる。
○本市においても事務受託法人に、更新申請の調査を中心に約1,000件／月の調査を
委託している。しかしながら、調査員の多くは居宅介護支援事業所に所属する介護支援
専門員であり、それぞれにケアマネジメント業務を持っていることから、これ以上の調査
件数の増に対応することは難しいのが現状である。
　また、平成30年に介護支援専門員の受験資格から、介護等業務従事者（東京都にお
ける合格者の6％程度）の受験資格が消滅したことにより、介護支援専門員の受験者数
及び合格者数の減少が考えられ、認定調査業務を行う介護支援専門員数の大幅な伸
びは見込めない。2025年には団塊の世代が75歳を迎え、介護保険制度を必要とする被
保険者の数が増加すると見込まれる。上記のような理由から、国家資格等を有し、一定
の専門知識を有する者については、必ずしも介護支援専門員の資格を必要としない制
度改正により、認定調査員の担い手を増やすことが望まれる。
※特に病院入院中の新規申請や区分変更申請等に対し、看護師や准看護師による認
定調査を実施することができれば、退院後の被保険者の生活に備えた、効果的な調査
体制になるものと考える。
○本市でも指定事務受託法人に介護認定調査を委託しているが、調査員として採用す
る介護支援専門員が集まらず、指定事務受託法人では、申請件数の増加を元に想定し
た採用予定数を下回る状態となっている。また、現在の調査員の高齢化も進んでおり、
調査員の安定的かつ継続的な確保も課題となっている。今後の急速な高齢化にも対応
できる安定的な介護認定調査業務の実施のため、調査員要件緩和について、至急対応
いただきたい。
○支障事例としては、指定市町村事務受託法人が調査員の募集をかけても、介護支援
専門員の資格を有している者からの応募が少なく人材確保が困難であり、認定事務の
遅れにつながる。
○本市においては、原則、直営調査は行わず、新規申請及び変更申請は指定市町村事
務受託法人に委託してしる。しかし、本市指定市町村事務受託法人において、年々、調
査員の確保が困難になっており、認定調査が大幅に遅れる事態となった。これにより、
年度末時点において、未調査数が通常300から500件のところ、平成３０年３月３１日時点
では、約1100件が未調査となり、相互協力で行っていた他市町村からの新規申請に対
する認定調査も、近隣市町村には、自身で調査いただくよう依頼している状況である。認
定調査員確保ため、地方自治体が指定市町村事務受託法人に介護認定の訪問調査
（新規申請分）を委託する際の調査員の資格要件を介護支援専門員に限らず、国家資
格である「社会福祉士」、「介護福祉士」等の福祉資格や、「保健師」、「看護師」、「准看
護師」、「理学療法士」等の医療的な資格まで広げ、また、市職員として認定調査を行っ
た市職員ＯＢも可能とするよう要望する。
○当市は平成30年度から認定調査の一部を事務受託法人しているが、市内社協には受
けてもらえず、委託先をプロポーザルにより民間事業者に決定した。しかしながら、全国
的に、認定調査を受託可能な民間事業者はほとんどないことから、調査員資格を「国家
資格所持者（看護師、保健師、理学療法士、作業療法士または社会福祉士、介護福祉
士）」まで拡大すれば民間事業者は増えてくると思われ、契約の際にも競争性を持たせ
ることが可能となる。調査員の拡充により、市民への結果通知の日数短縮が見込める。
当市が契約している事務受託法人においても人材不足は生じているため。資格拡大に
より調査員確保は期待できると思う。

石岡市、八王子
市、山県市、名
古屋市、豊田
市、田原市、神
戸市、伊予市、
宮崎市

資料1_介護認定調査員の
職員資格要件緩和_県で開
催されている研修につい
て.pdf

所沢市厚生労働省介護保険法第２４条の
２第２項

住民の利便性については、介護認定の調査業務が円滑に進むことにより、
認定機関期間の短縮につながる。また、福祉資格や医療資格を持ちながら
仕事に就いていない人の雇用促進にもなる。
行政としても、調査員の長期雇用により人件費の高騰や事務スペースの確
保などの課題があるが、調査業務の委託化により、市で任用している臨時職
員の人件費削減や事務スペースの狭隘化解消にもにつながる。

これまで介護認定における新規申請分の訪問調査は、市職員が行っていたた
め、介護支援専門員でなくても社会福祉士等の資格と、県及び当市で実施して
いる研修受講により調査業務を実施可能としていた。
しかし、指定市町村事務受託法人への委託に関しては、介護保険法第24条の2
第2項によると、「介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託
に係る調査を行わせるものとする。」とあるが、埼玉県に確認したところ、これに
該当する省令が無いため介護支援専門員でないと調査はできない状況であ
る。
介護支援専門員は介護保険法第７条第５項に、要介護者等からの相談に応
じ、適切なサービスを受けられるように市町村やサービス事業者との連絡調整
を行う者であって専門的知識及び技術を有する者と記載がある。
このことから、介護支援専門員はケアプラン作成のために資格を取得するた
め、指定市町村事務受託法人が調査業務で募集をかけても応募が少なく人材
確保が困難となっている。
実際、本来であれば、平成30年4月から新規申請の調査も合わせて月540件の
調査を委託するはずだったが、事務受託法人が介護支援専門員資格のある調
査員を確保できないことにより、140件は市の調査員が行わなくてはならず負担
がかかっていいる。このため、介護認定の申請から調査実施までに時間が掛
かり、介護保険法で定められた30日以内に認定結果を出さなければならないと
ころ、40日以上かかることもあり、認定業務全体に遅れが生じている。

地方自治体が指定市町村事務受
託法人に介護認定の訪問調査
（新規申請分）を委託する際の調
査員の資格要件を介護支援専門
員に限らず、「社会福祉士」、「介
護福祉士」、「初任者研修（旧ヘル
パー2級）」等の福祉資格や、「保
健師」、「看護師」、「准看護師」、
「理学療法士」等の医療的な資格
まで広げる。

介護保険法第２４条
の２第２項に係る調査
業務を地方自治体が
指定市町村事務受託
法人に委託する際の
職員の資格要件緩和

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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55 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 一時預かり事業（幼稚
園型）の人員配置基
準の緩和及び幼稚園
免許更新対象者の拡
大

一時預かり事業（幼稚園型）の人
員配置基準では、保育士又は幼
稚園教諭の資格保有者を三分の
一以上配置する必要があるが、
幼稚園教諭免許を更新していな
い者（市町村長等が実施する研
修を受講し、市町村長が過去の
実務経験を認めた者）、小学校教
諭及び養護教諭免許所有者も資
格保有者として認めてほしい。
幼稚園免許未更新者が認められ
ない場合には、免許更新をできる
者に一時預かり事業を行う者及び
行う予定の者も含めるようにされ
たい。

南房総市においては、4，5歳児のほとんどは幼稚園に通っており、教育時間前
後及び長期休業中に保育が必要な子どもに対しては一時預かり事業を実施し
ている。当市においては、幼稚園教諭の教材研究の時間を確保するため、一
時預かり事業は幼稚園に勤務する者ではない専門の指導員（非常勤職員）を
雇用しているが、資格保有者の確保に苦慮している。
今後、当地域ではさらに資格保有者が減少していくことが予想される中、高齢
者を積極的に採用していかなければ人材の確保が難しくなっていき、現行の基
準による勤務体制では、一時預かり事業の継続が困難となっていく。
また、水戸市においては、資格保有者の確保が困難である状況から、ほとんど
の幼稚園において、教頭又は教諭及び資格を保有していない専門の指導員
（非常勤職員）の２名体制で一時預かり事業を行っている。このことにより、教材
研究等通常業務の時間が確保できず、教頭等の負担となっていることとあわせ
て、教頭等が出張等で不在の際は、一時預かり事業が行えない状況である。
さらに、非常勤職員の中にいる幼児教諭資格喪失者（かつては資格を所有して
いた者）を人員配置基準の資格保有者に含めることができない上に、現行規定
では、教育職員のみが免許更新の対象とされており、これらの者は幼稚園免許
を更新できない。

南房総市では、小学校教諭や養護教諭免許状所有者を特別教育支援員とし
て小学校に配置し、配慮が必要な児童等の指導に当たっている。制度改正
が行われれば、小学校の長期休業中にそれらの者を一時預かり事業に従事
させることができるようになる。柔軟な人員配置が可能となることで、引き続
き質の高い幼児教育を保ったまま、継続的に保育事業を実施することが可能
となる。
また、水戸市では、資格を保有していない専門の指導員（非常勤職員）に一
時預かり事業を担当させることにより、教頭等の負担軽減が図られるととも
に、一時預かり事業の開設日が増えることで、保護者の利便性が向上する。
さらに、幼稚園教諭免許所有者で一度現場を離れた者の復職の門戸拡大や
多様な働き方の促進にも資する。

児童福祉法、児童福
祉法施行規則、児童
福祉施設の設備及び
運営に関する基準、教
育職員免許法、教育
職員免許法施行規
則、免許状更新講習
規則、一時預かり事業
実施要綱

文部科学省、厚生労働
省

南房総市、
水戸市

川崎市、山県
市、玉野市、東
温市、松浦市

○本市においては、市立幼稚園の預かり保育を実施するため、保育士又は幼稚園教諭
の資格保有者を必ず配置する必要があることから、常勤職員を１名置いており、パート
職員２名とともに預かり保育を実施しているが、常勤職員の教育研修や園運営業務の時
間を削って実施しているため、支障が出ている。また、幼稚園教諭の勤務時間の適正化
について議論している中、預かり保育業務に携わる時間を削ることができないため、働き
方改革が遅々として進まない状況である。幼稚園免許未更新者も預かり保育業務の資
格保有者に含めることができるのであれば、人員の確保とともに常勤職員の負担軽減に
つながる。

59 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 中小企業等協同組合
からの暴力団排除の
ための中小企業等協
同組合法の改正

中小企業等協同組合から暴力団
を排除することができるよう、条例
委任又は法改正による暴力団排
除条項の追加を行うこと。

【支障】
近年、暴力団排除条例の制定等により暴力団の排除のための施策が全国的
に進んでいる中、中小企業等協同組合についても全国中央会が定める定款参
考例へ暴力団排除の条文が加わったところである（平成27年）。
しかし、中小企業等協同組合法には暴力団排除規定が置かれておらず、認可
庁としては暴力団と関わりのある組合の認可を拒否したいが、法律上での明確
な根拠がないことが支障となり、排除することが難しい。また、警察への暴力団
照会も、法律上での明確な根拠がないために行えない状況である。
【改正の必要性】
反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要
があり、犯罪対策閣僚会議の「「世界一安全な日本」創造戦略」においても、「各
種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。ついては、他
法律（貸金業法や水産業協同組合法など）と同様に、中小企業等協同組合法
にも暴力団排除規定を追加することを求める。

中小企業等協同組合
法

警察庁、金融庁、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

石岡市、川崎
市、綾瀬市、奈
良県、愛媛県、
熊本市、大分県

○今後支障事例が生じる可能性は高いこと、また、暴力団排除が社会全体の課題であ
ることや貸金業法など類似法令との整合性から改正が必要である。
○反社会的勢力排除を徹底する上で、中小企業等協同組合法への暴力団等排除規定
の追加は必要不可欠であると考えられる。
○本県においても、他県と同様、仮に暴力団関係者から組合設立の認可申請があった
場合、認可を拒否する法令上の明確な根拠がないことから、法改正の必要性があると考
える。
○認可の根拠法である中小企業等協同組合法において、明確な排除規定がないことか
ら、法に基づいて暴力団と関わりのある組合の認可を拒否することは、難しいと考える。
暴力団排除条例の制定等により、県レベルの施策として暴力団の排除が全国的に進む
中、組合等団体における企業倫理を遵守する意味でも、法において排除規定を定めるこ
とに賛同する。

66 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 小型児童館における
職員配置基準の地域
の実情を踏まえた弾
力的運用

児童館については、児童福祉施
設の設備及び運営に関する基準
（昭和23年厚生省令第63号）第38
条により、保育士や社会福祉士等
の「児童の遊びを指導する者」を
配置することとされている。
また、児童館設置運営要綱にお
いて、「児童の遊びを指導する者」
を２名以上配置することとされて
いる。
児童の遊びを指導する者と共通
の資格を有する放課後児童支援
員の配置基準においても、2名の
うち1名が補助員の代替可(放課
後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準(平成26年厚生
労働省令第63号)第10条)となった
ことから児童館も並びをとり、本規
定について、小型児童館の場合
においては、「児童の遊びを指導
する者」１名＋補助員（無資格者
又は子育て支援員研修修了者
等）の体制でも運営を可能として
いただきたい。

現在、本町において、子ども・子育て環境の充実のため、保育所、幼稚園、児
童クラブ、放課後子ども教室などの整備を進めた結果、児童館に配置すべき
「児童の遊びを指導する者」と共通する有資格者を持つ方を必要とする場が増
加したところ。
その結果、「児童の遊びを指導する者」の資格を持つ者が不足する事態が発生
し、現在児童館に勤めている方が退職した後に職員の応募を行っても、勤務希
望者がいない等、職員が確保できず、児童館の運営に支障をきたしている。

小型児童館について、「児童の遊びを指導する者」１名＋補助員（無資格者
又は子育て支援員研修修了者等）の体制での運営が可能となることで以下
の効果が期待できる。
現在、資格は持っていないが、将来的に子どもに関わる仕事に就きたい方へ
の就労の機会拡充、またその後の有資格者になるための意欲向上にもつな
がる。
児童館に配置する「児童の遊びを有する者」のうち、保育士等の有資格者が
他の児童福祉事業等に従事することができ、全国的な問題となっている、保
育士不足による待機児童問題や、保育所の存続問題など、様々な児童福祉
行政が抱える問題解決への一助となる。

児童福祉施設の設備
及び運営に関する基
準（昭和23年厚生省令
第63号）第38条
児童館設置運営要綱

厚生労働省 砥部町、今
治市、八幡
浜市、西条
市、大洲
市、伊予
市、四国中
央市、西予
市、東温
市、久万高
原町、松前
町、内子
町、伊方
町、鬼北
町、愛南町

石岡市、松戸
市、山県市、徳
島県、高松市、
松浦市、宮崎
市、沖縄県

○保育園等への人材配置が優先され、児童館運営のための人材確保が困難になってき
ている。当市では、指定管理で児童館を運営しているが、指定業者からも人材確保に苦
慮しているという話があり、児童館の存続にも影響してきている。
○保育士が不足しているなかで、児童館を運営していくためには児童厚生員（児童の遊
びを指導する者）を2名配置しなければならない。この要件を緩和することで、児童館運
営の一助となることが期待できる。
○本市の児童館は、小型児童館に位置づけられ、保育士等の有資格者を常時２名以上
配置している（職員数：正規３名うち保育士２名、非常勤４名うち保育士３名・教員１名）。
こうした現状を踏まえ、当該提案により制度改正が図られることで、今後児童館機能施
設の拡充を進める上で柔軟な職員配置に資するものと考えられる。
○本市で運営する児童館においても２名の児童厚生員を配置している状況であるが、職
員の配置基準を弾力的に運用可能であれば、余剰人員を不足する放課後児童クラブ等
へ配置することが可能となるため、待機児童対策に繋がるものと考える。
○本県でも児童館職員（保育士）を確保できずに今年度４月から休館している児童館が
ある。



別添１

区分 分野 団体名 支障事例
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制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○予防給付からの移行によって、これまで利用できていた利用者についても住所地特例
者を除き、事業者が指定を受けていなければ利用できない状況となり、今後においても
指定漏れのリスクもあり、また事業者・指定権者双方の事務が増大したことは事実であり
課題である。当市でも、市町村境での相互利用は現実として相当数あるため、これまで
の従前相当サービスについては、基準・介護報酬を共通化して所在地で指定事務を執
るほうが効率的であると考える。また、地域密着型サービスについても全く同様の考えで
ある。
○当市においても平成29年度から総合事業を開始し、現在、介護予防訪問（通所）介護
相当サービス提供を当市の住民に対して行う事業所が８２か所ある。そのうち、35事業
所が他市町村に所在地があるが、みなし更新の期間終了に伴い、そのすべての事業所
より指定更新を受け付けた。介護予防訪問（通所）介護相当サービスは、基本的には全
国一律の基準となっているはずなので、所在地の市町村にて指定を受けた場合、希望
する近隣市町村でもサービス提供が行うことが出来るようになれば、事業所は申請書を
複数作成する必要がなくなり、事務負担の軽減が図られるほか、少数の利用者の市町
村に対する申請忘れによるサービス提供不能などの事態を防ぐことができる。また、市
町村においても、事業所からの各管理（書類や更新等）、事業所指導といった負担の軽
減が図られると考えられる。
○市町村と事業所の負担軽減を図るという考え方は良いと思うが、手続き等の申請先が
中核市に集中することから、ある程度の基準を定める必要があると考える。
○左記に記載されている通り、事業者は、サービスを受ける方が所在する自治体すべて
に申請をする必要があることから、申請ミスや申請漏れが起きている。
○本市においても、市内外において通所７５事業所訪問６５事業所の指定申請を受け付
けており、事務の負担が増加している。
○本県においても、総合事業の事業所の指定が原因での4月以降のサービスの請求エ
ラーが数多く出ている。本県では特に原発避難者特例法による指定を受けている市町村
があるため、より複雑化し、事業所や市町村でも混乱している状況である。少しでも事業
所及び市町村の事務量を減らすことができる体制が必要。
○町村部においては、人員が少ないため、指定担当の職員を置けず、他の業務の傍ら、
指定事務を行っている。当町においても、多量の書類の確認・管理を一人の職員が行う
状況が生じており、指定事務の負担は大きい。職員の事務負担及び同一書類を多量に
用意する事業所の手間を軽減するため、事務の簡略化・広域化が望まれる。
○当市においても、近隣自治体へいくつも指定申請を出される事業所があり、事務負担
の大きさや申請洩れなどの不安が多かった。保険者としても広域的な受理・認定が可能
になれば、事務負担が大きく軽減される。
○当市においても，平成29年度から総合事業を開始しており同様の支障事例が生じて
いる。当市における指定事業所数に関しては，市内事業所数が56に対し，市外事業所
数は53となっている。これは市町村の事務的負担の増加だけではなく，人材不足が大き
な問題となっている事業所にとっても相当な負担であると考えられる。また，指定に係る
必要書類及びサービス名称について他市町村間で異なっていることも事業所への負担
を増大させている要因であると考えられる。よって，指定基準が同じである場合であっ
て，希望する市町村において指定申請書を広域的に受理・認定を行うことに対して賛同
する。今後の課題としては，各市町村によってサービス名称及び指定に係る必要書類も
異なることから，統一に向けた整備を行っていく必要があると考えられる。

米沢市、福島
県、綾瀬市、山
県市、三島市、
田原市、芦屋
市、伊丹市、筑
後市

砥部町、今
治市、新居
浜市、西条
市、大洲
市、伊予
市、四国中
央市、西予
市、東温
市、久万高
原町、内子
町、伊方
町、松野
町、鬼北
町、愛南町

厚生労働省介護保険法　指定基準を同じくする市町村のうち、希望する市町村において指定申請書
を広域的で受理・認定を行うことができるようになれば、事業所では、一箇所
に指定申請することで、申請書を複数作成する必要がなくなり、事務負担の
軽減が図られるほか、申請先を誤認するといった事例も減少すると考えられ
る。
　また、市町村においては事業所からの各管理（書類や更新等）、事業所指
導といった負担の軽減が図られる。

　介護保険制度の改正により、本町においても平成29年度から総合事業を開
始している。事業所は、本町の住民に対してサービス提供を行う場合、事前に
本町から指定を受ける必要があり、複数の市町村にまたがってサービス提供を
行う事業所は、当該市町村すべてから指定を受ける必要があるため、事業所
及び市町村の事務が煩雑になり効率が悪く、間違いも多くなっている。
　現在、約50事業所の町内外の事務所が申請をしてきているが、この申請は、
今後も増加すると見込まれ、事業所や市町村の負担が増加し、他の事務に支
障を来すことが懸念される。

介護予防・日常生活支援総合事
業の事業所指定について、指定
基準を同じくする市町村が希望し
た場合などに一括（広域的）で申
請を受理及び指定できるよう求め
るもの

介護予防・日常生活
支援総合事業の事業
所指定方法の見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○事業者が保育所を新設する際に活用する保育所等整備交付金について、公募開始
から市審査後の国内示まで、本市でも半年程度の期間を要しており、結果として保育所
の整備が単年度事業として実施できなくなる等の支障をきたしている。保育所待機児童
の解消に向けて、より一層保育所整備を推進するため、従来制度（安心こども基金）と同
様に、国内示前における実施設計費を交付対象に含める等の交付金運用の改善を図ら
れたい。
○本市においても、現在の実施設計の取扱いでは、単年度での保育所等の整備が整備
スケジュール上困難であると考え、2年事業または予算繰越しにより整備を実施せざるを
得ない状況となっている。
　本提案のとおり、保育所等整備交付金及び認定こども園整備交付金における実施設
計費の取り扱いについて運用を見直すことができれば、計画に沿った速やかな施設整
備を行うことが可能となると考える。
　以上のことから、本市も整備計画の円滑な推進のため、実施設計費の取り扱いについ
て本提案のとおり運用の見直し希望する。
○整備に係る入札，契約は内示後に行ったもののみ対象とされているため，整備開始は
内示を待つこととなり，本体工事等に十分な期間を確保できない。
そのため，内示前に基本設計等を行い，当該費用を事業者が負担している例もある。
内示を待っての事業着手では市の整備計画に大幅な遅れが生じる可能性があるため，
設計費については内示前の着手（契約）を対象とするべきと考える。
○現状、認定こども園施設整備交付金、保育所等整備交付金については、内示前に契
約した実施設計費は交付対象外であるため、整備開始が内示の時期に左右されてしま
い、円滑な保育所等整備の支障となっている。
　内示の遅れが原因で整備が遅れた事例はないが、整備の規模や内示時期によっては
単年度での整備が間に合わない事例が発生する可能性はあり、市町村の整備計画に
大幅な遅れが生じる可能性がある。
○理由としては，潤沢な資金を有する法人が少ない中，内示前に行った実施設計費用
は対象経費として算入されないばかりか，補助基準にある設計料加算が認められないた
め，実質的に補助額が下がることとなることから　本市においても，実施設計について
は，内示以降に行うよう指導している。このため，年度内には事業が完了しないことか
ら，施設整備については２箇年度整備として国に対し協議を行っている状況となってい
る。
　結果，待機児童対策として早急に整備を行う必要があるものについても事業開始が遅
れることとなり，加えて，事務作業についても第１年度，第２年度ともに国への協議や交
付申請，実績報告を行う必要があり，整備する法人にとっても市にとっても事務が煩雑と
なっている。
○本市においても、実施設計は内示後に契約を行うよう指導している。現時点において
は、そのことによる具体的な支障事例は発生していないが、特に単年度事業において
は、事業のスケジュール上、内示後の契約となると実施設計の期間が十分に確保できな
い事例も想定される。
法人としては、補助金が約束されない中で実施設計を行うというリスクは伴うが、例えば
公立学校の施設整備等においては前年度に行った実施設計費を補助対象とすることが
できるといった例もあるため、スムーズな事業実施のため、同様の取り扱いを可能として
いただきたい。
○本県においても同様の支障事例がある。
待機児童解消に向けては、少しでも早い工事着工が望まれるが、先行する実施設計に
おいて、工事の実施内容や資材の具体的明細を予め把握することで、入札や工事着工
を内示と同時に進めることができる。逆に、この内示が遅れ、その後実施設計に入るとな
ると単年度が２か年事業となり、結果的に開園が遅れ待機児童が発生する事態となる。
○内示後に実施設計に着手し、施設整備を行うという流れにおいて、施設整備規模に
よっては非常にタイトな工期となる場合がある。一方、そうした際に2か年事業として申請
する場合、1年目は実施設計だけではなく、着工が必要となること、また、保育所等整備
交付金や認定こども園施設整備交付金の場合には単年度ごとの申請・精算手続が必要
となるなど、手続の負担や複雑さが課題と考えているところ。
よって、実施設計期間の確保や手続の簡素化の点からも実施設計の取扱いの見直しに
係る提案趣旨には賛同するもの。
○事業者は事前協議時に施設整備のスケジュールを立てているが、実施設計契約締結
時期が内示の発出日に左右されるため、想定よりも内示が遅くなった場合、内示が発出
されるまでの期間何度も整備スケジュールの再検討を行っている状況である。内示発出
前の実施設計契約が対象経費となれば、このような事業者側の負担も軽減されるものと
想定される。
　保育所等整備交付金と同様の取り扱いとなっている「安心こども基金」においても類似
の支障が発生しており、内示を待って実施設計契約を行おうとすると、事前協議時に想
定していた整備計画からすでに大幅な変更が必要となっている場合がある。単年度整備
予定であった案件が、２ヵ年の整備計画への変更が必要となった事例もある。
○近年、国において、前年度繰越予算によって事業を実施する事例が増加している。現
制度では内示後の契約のみを対象経費とするために、内示後に入札する必要がある
が、これでは、入札不調などの事故が生じた場合に、更なる繰り越しが必要となるが、こ
の繰り越し手続きは非常に困難である。（現にそういう事例が発生した。） 仮に、内示の
前後を問わずに契約が可能であれば、あらかじめの契約締結が可能となり、内示後直ち
に工事を開始できるから、そのような事故のおそれを防止できる。
また、見積り書や予定額でなく現実の契約に基づいて国との協議が可能となるため、不
用額の発生を抑えることもでき、後の事務手続きが簡易となる。
対象経費の適正性は､内示前後という時期によるのではなく、対象経費が明確となる契
約書類を要求することにより図りうると考える。

旭川市、仙台
市、福島県、習
志野市、八王子
市、川崎市、須
坂市、山県市、
豊田市、田原
市、大阪府、池
田市、貝塚市、
枚方市、門真
市、藤井寺市、
島本町、兵庫
県、神戸市、伊
丹市、倉敷市、
徳島県、松浦
市、那覇市

守口市文部科学省、厚生労働
省

認定こども園施設整備
交付金交付要綱、認
定こども園施設整備交
付金交付要領、平成
30年度認定こども園施
設整備交付金に係る
協議について、保育所
等整備交付金交付要
綱、平成29 年度補正
予算及び平成30 年度
予算案における保育
所等整備交付金に係
る協議について

市町村の計画に沿った速やかな施設整備が可能となることで、保育所等を
利用したい住民の子どもの受入れ枠の拡大にも繋がり、速やかな待機児童
解消対策が可能となる。

・現状、認定こども園施設整備交付金、保育所等整備交付金については、内示
前に契約した実施設計費は交付対象外であるため、整備開始が内示の時期に
左右されてしまい、円滑な保育所等整備の支障となっている。
・平成29年度においては、認定こども園施設整備費補助金の内示が遅れ、幼
稚園部分の実施設計費について事業者が負担することとなった例もあった。今
後、このような事例で、事業者が実施設計費の負担を了承しない場合には、内
示を待って整備を開始することとなり、市町村の整備計画に大幅な遅れが生じ
る可能性がある。
・また、整備の規模にもよるが、実施設計に３カ月程度、本体工事に少なくとも７
～８カ月程度の期間を要し、そもそも内示後の実施設計では単年度での整備
が間に合わないケースもあり、そのような場合、開園予定日等から逆算し、事
業者負担で実施しなければならない。

認定こども園施設整備交付金・保
育所等整備交付金について、整
備計画の円滑な推進のため、実
施設計費の取り扱いについて運
用を見直すこと。

認定こども園施設整
備交付金等の運用の
改善

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○本市においても、地域の実情や政策課題を背景に、市の条例に独自の基準を設けることが可能で
あるが、そのためには、市民参加条例に基づき、十分な時間をかけ、関係機関などと検討を重ねる必
要がある。しかし、今回は「基準省令」の公布が遅れたために検討を重ねる時間が確保できず、「基準
省令」を条例に落とし込む事務作業に注力せざるを得なかった。（条例の概要に係るパブリックコメント
も実施できなかった。）
○創設された介護医療院は、市内の指定介護療養型医療施設の転換先の1つとして注目されており、
市は、転換を検討している事業者に対して速やかに制度に関する情報提供をする必要があった。しか
し、「基準省令」の公布が遅れた結果、事業者への周知期間が十分に確保できなかったほか、独自の
基準などについて検討する時間が不十分なまま、条例の施行を迎えた。また、介護保険法施行規則
（厚生労働省令）の公布が3月22日となり、事業者からの指定申請手続き等を定めた市規則の改正が
4月1日の施行であったため、十分な時間が確保できない事態となった。さらに、介護医療院を含めて
全ての介護事業者に係る4月以降の報酬告示やこれを解釈する通知発出も3月22日となったことか
ら、4月からの新加算等の算定を諦める事業者もあった。
○介護保険法施行規則（厚生労働省令）の公布が３月22日となり、条例、規則の改正が４月１日に間
に合わない。
○条例改正作業において、十分な検討時間や作業時間の確保が困難になっている。また、パブリック
コメントを実施する期間を勘案すると、現在の省令公布時期では新年度４月１日の施行は難しい。
○新たな介護保険施設である介護医療院については速やかに制度を周知し、事業化を支援する必要
があったが、「基準省令」の公布が遅れた結果、事業者への周知期間が十分に確保できない状況と
なった。また、介護保険法施行規則（厚生労働省令）や４月以降の報酬告示やこれを解釈する通知も
３月22日となったことから、４月からの新加算等の算定届出期間を延長せざるをえなくなり、事業者へ
の周知や事務対応に苦慮することとなった。
○条例等の制定や事業者への周知に十分な期間を確保できるようにしていただきたい。
○地域密着型サービス事業者・介護支援事業者・居宅介護支援事業者についても同様に条例改正に
あたっての時間がなく、パブコメも実施できない。そのため、参酌基準について十分に検討できない。
○本市においても制度改正に伴う省令改正等の通知が遅くなっていることにより、事業所から苦情が
出ているほか、当初からの加算取得をあきらめているケースはある。また、行政による様式の整備等
も間に合わず、事業所にかなりの負担を強いている。
○４月１日施行の基準条例改正に当たり、２月議会提出のスケジュールからパブコメを行う時間的余
裕がなく、基準省令とおりの条例制定を余儀なくされ、県として参酌基準について盛り込むことができ
なかった。また、４月１日からの新基準や介護報酬改定に係る告示、解釈通知の大幅な遅れにより、
介護事業所等の加算算定に係る事務処理等に混乱を生じさせ、県への問い合わせも相次いだ。
○介護保険法施行規則（厚生労働省令）の公布が３月22日となったため、事業者からの指定申請手
続等を定めた県規則の改正が４月１日に間に合わない事態となった。また、４月以降の介護報酬の告
示やその解釈に係る通知が３月22日となったことから、介護サービス事業者の中には、４月からの新
加算等の届出が間に合わなかったところも出ている。
○基準条例を制定、報酬改定に伴う届出を改正する場合は、基準条例の施行準備や事業者への周
知期間を要するが、今回の平成30年度報酬改定に伴う基準条例改正の一部が４月１日施行に間に合
わない事態や事業者への周知期間が十分にもてない状態であった。
○基準省令の内容を確認し、地域の実情に合わせた条例を制定するためには、内容の検討や周知
期間の設定など十分な時間をかける必要がある。そのためには基準省令の早期公布が必須であるた
め、是非ご検討頂きたい。
○地域密着型サービス等に係る条例改正の議会手続き、法令審査、パブリックコメント募集等に関し
て時間を確保できず、事務処理を適正に行う上での影響は大きい。
○新介護保険法（平成29年6月2日公布）附則第１６条において、第１０７条第1項の許可の手続きを施
行日前においても行うことができると規定されているが、「基準省令」や「報酬告示」等の公布が遅れた
結果、本市介護療養型医療施設の運営法人は、基準等が不明確な介護医療院への転換でなく、介護
療養型医療施設の更新を行わざる得ない状況であった。（不要な書類作成及び不要な手数料徴収）
本市としても条例の公布が遅れ、法人が十分検討できるだけの期間を確保できなかったので、附則で
規定されている事項について、法人へ説明ができない状況があった。　また、報酬告示やその解釈通
知の公布が３月２２日であったことから、介護サービス事業者等から、４月からの新加算等について十
分な準備ができないという意見があった。
○基準省令の公布が遅れた場合、それらを基に作成する条例の作成が遅れ、実地指導の調書の作
成にも影響が出るため。
○神奈川県と同様の支障が本市でも生じている。また、介護保険法が改正され、新たに介護医療院
が創設されたことに伴い、介護医療院の開設許可申請等に係る手数料を定める必要があったが、基
準省令の交付が遅れた結果、市議会に諮る時間がなく、市長専決をせざるを得なくなった。
○条例改正が本県２月議会の閉会後となったことから、県条例を改正すべき一部規定が４月１日の改
正法施行に間に合わなかった。６月県議会に再度条例改正案を提出するといった業務負担が生じて
いる。
○条例の制定や改正を行うにあたり、根拠となる基準省令等の交付が遅れることで業務に支障が出
る他、事業所やサービス利用者への影響も心配される。制度の理解や周知（市も事業所も）、運用や
整備のため一定の経過措置期間が必要である。今期の事例では、条例制定の締め切りのほうが早
かったため、省令が出る前に文章は推測で作成しなければならなかった。
○基準省令の改正については、公布前に原案の提供がされたため、これを基に条例改正等の事務を
進めたが、事業者への周知期間は十分確保されたとは必ずしもいえないことから、早期の公布が望ま
しい。
○介護保険法施行規則（厚生労働省令）の公布が３月22日となったことで，市条例の改正が専決処分
となった。
また，全ての介護事業者に係る４月以降の報酬告示や解釈通知も３月22日となったことから、変更届
やそれに伴う必要書類の市の様式の作成，事業所への周知，事業所による作成・提出，市での審
査，国保連への伝送に至るまでを1月ですることとなり，実際に国保連請求について混乱が生じた。
○今回、「基準省令」の公布遅延により、「基準省令」を条例に落とし込む作業に注力せざるを得な
かった（条例の概要に係るパブコメも短縮して実施）。新たな介護保険施設である介護医療院は、県内
の病院関係者等に注目されており、県は、近々の開設を検討している事業者に対して、速やかに制度
を周知する必要があった。しかし、「基準省令」の公布が遅れた結果、事業者への周知期間が十分に
確保できないほか、県の対応策を検討する時間も確保することができなかったことから、県の取組が
不十分なまま、条例の施行を迎える事態になった。また、その他の介護事業者においても、介護保険
法施行規則（厚生労働省令）の公布が３月22日となり、事業者からの指定申請手続き等を定めた県規
則の改正が４月１日に間に合わない事態となった。さらに、全ての介護事業者に係る４月以降の報酬
告示やこれを解釈する通知も３月22日となったことから、事業者の中には、４月からの新加算等の算
定を諦めるところも出ている。
○基準省令の公布が遅れたため、条例改正等の事務が他の年度末の事務と重なり、業務量が膨大
となった。また、省令改正に伴う新加算の算定内容等について、事業者への周知が遅れたため、書類
提出期間が短くなり事業者側の混乱も招いた。

宮城県、秋田
市、米沢市、福
島県、千葉県、
習志野市、八王
子市、横浜市、
相模原市、横須
賀市、海老名
市、石川県、長
野県、名古屋
市、田原市、神
戸市、芦屋市、
岡山県、高松
市、高知県、福
岡県、熊本県、
大分県、宮崎市

神奈川県厚生労働省介護保険法本県の実情や政策課題のほか、県民・団体意見を条例に反映させることが
でき、地方分権の趣旨を具現化することが可能になる。
民間事業者による早期の事業化を支援することで、県民サービスの向上が
期待できる。
法改正の趣旨に沿った制度運用が可能になる。

【地方分権の趣旨を反映できない】
介護保険施設等の基準は、法律で規定されているもののほか、「基準省令に規
定」され、「基準省令」は条例への委任規定（従うべき基準、参酌すべき基準）を
設けている。
このうち、参酌基準については、地域の実情や県の政策課題を背景に、独自の
基準を設けることが可能であるが、そのためには、県は、十分な時間をかけ、
関係機関や団体、県民と検討を重ねる必要がある。
しかし、今回は、「基準省令」の公布遅延によりその時間はなく、「基準省令」を
条例に落とし込む作業に注力せざるを得なかった（条例の概要に係るパブコメ
も実施できない）。
このことは、地方分権の趣旨からも看過できない事態である。
【県民・事業者の不利益】
新たな介護保険施設である介護医療院は、県内の病院関係者等に注目されて
おり、県は、近々の開設を検討している事業者に対しては、速やかに制度を周
知し、事業化を支援する必要があった。
しかし、「基準省令」の公布が遅れた結果、事業者への周知期間が十分に確保
できないほか、県の支援策を検討する時間も確保することができなかったこと
から、県の取組が不十分なまま、条例の施行を迎える事態になったことが否定
できない。
また、その他の介護事業者においても、介護保険法施行規則（厚生労働省令）
の公布が３月22日となり、事業者からの指定申請手続き等を定めた県規則の
改正が４月１日に間に合わない事態となった。
さらに、全ての介護事業者に係る４月以降の報酬告示やこれを解釈する通知も
３月22日となったことから、事業者の中には、４月からの新加算等の算定を諦
めるところも出ている。

老人福祉に係る「基準省令」につ
いて、可能な限り早期に公布を行
うことを求める。
また、新たな基準省令を制定する
場合は、周知期間や施行準備等
を要することから、一定の経過措
置期間を設定することを求める。

老人福祉に係る「基準
省令」の早期公布

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○省令改正に係るパブリックコメント関連資料が12月中旬に送付され、この時点で全体の概略が判明したが、省令
改正案だけでは詳細が分からないため、制度の詳細な内容の理解及び市の基準条例改正に係る検討を暗中模索
の中で行わざるを得なかった。
　当然にして議会スケジュール等を勘案して、正規のパブリックコメントを実施する十分な期間もなく、障害者地域自
立支援協議会委員への意見聴取に代えることで対応したが、地方分権の趣旨からして、また、市民参加の視点から
しても苦肉の策であった。
　省令改正の内容はもとより、新事業の内容や報酬について、事業者からの問い合わせも多く、対応に苦慮したが、
国担当者に確認しても回答を得られない状態や詳細が不明なままの状態が3月末になっても続き、4月1日からの新
規事業者指定に係る準備や周知が不十分となり、事業者、市民へ多大なる迷惑をかけた。
　自治体の中には、事業者に対し、4月1日指定を事実上断ったところもあると聞いている。
　そもそも、社会保障審議会の開催スケジュールが平成30年3月2日までに設定されていること自体無理がある。
　法改正が平成28年5月になされているにもかかわらず、省令改正の遅れによる地方分権の趣旨が反映できていな
い状況は明らかであり、今後は早期の制度設計を図っていただきたい。
○基準省令は条例への委任規定を設けているが、４月施行の場合であっても、1月以降にならないと公布されないた
め、地域の実情に応じた内容を検討する十分な時間が確保されていない。
　基準省令の公布が遅くなる分、市内事業所等への事前周知が遅くなり、事業所の新サービスの導入等を妨げとな
る場合がある。
　基準省令改正に伴う条例改正については議会の了承を得る必要があるが、議会に間に合わせるためには短期間
で膨大な作業を完了させなければならなくなり、その対応に苦慮している。
○国による全国課長会議の開催が、例年3月初旬になり、その情報を事業所に周知するための説明会を開催してい
るが、大きな会場を予約するための確実な日程が必要ということで、いつも年度末ぎりぎりになる。そこからの対応と
なると現実的に4月からの運用は難しい。
早く交付できないのであれば、施行を1年先に延ばすことは出来ないのか。
○制度改正に伴う基準省令の公布が遅くなることにより、職員が内容を理解する時間が十分に確保できず、事業者
からの問合せへの対応や十分な周知を行うことに苦慮している。結果として、事業者が新たな障害福祉サービスへ
の参入を躊躇するなど、本市の障害福祉サービス等の充実につながらず、制度改正の趣旨が活かされていない。
　早期に公布することで、職員及び事業者が準備できる十分な期間を確保する必要がある。
○年度内に条例を改正する必要があることから、現在の障害児者福祉に係る基準省令の公布日では作業時間を十
分に確保することができず、条例に地域の実情を反映させることが困難である。また、障害福祉サービス利用者はも
とより、関係機関や事業者等への周知期間も確保することができず、制度の円滑な運用に不安がある。また、短期
間に集中して作業を行う必要があることから、担当職員はその期間中、連続して長時間労働を行わざるを得ず、心身
に多大な負担が生じているのが現状である。このことから、障害児者福祉に係る基準省令について、可能な限り早
期に公布を行うことを求める。
○条例改正作業において、十分な検討時間や作業時間の確保が困難になっている。
また、パブリックコメントを実施する期間を勘案すると、現在の省令公布時期では新年度４月１日の施行は難しい。
○制度改正などの施行にあたり、障害福祉サービス等利用者や関係機関、事業者等における十分な周知期間が確
保できていない。
また、自治体においては、基準省令改正を受けた条例改正等の作業についても、十分な準備期間が確保されていな
い。
○「基準省令」の公布時期が遅いため、制度施行に併せて条例改正を行う際には議会提案にようやく間に合わせる
程度の時間しかなく、地域の実情に応じた内容を検討する時間が十分に確保できないため、地方分権の趣旨を実現
することが困難な状況となっている。
また、障害福祉サービス等利用者や事業者等への十分な周知期間がなく、制度施行前には新サービスの指定情報
提供ができなかった。結果として制度施行時から利用者が新サービスを利用できる機会を確保できていない状況と
なっている。
○「基準省令」は、例年１～２月初旬に公布され、内容によっては、「市町村判断」として地域の実情に応じた内容を
検討する必要があるが、その時間が十分に確保されておらず、地方分権の趣旨が活かせていない。
　事前の周知や十分な知識を習得する時間がないまま施行となるため、各事業所等からの問い合わせ対応に追わ
れた際、調査等に膨大な時間を割けざるを得なくなるため、長時間労働につながる。
　条例の公布数が多数であった場合、短期間ですべてを網羅することは難しく、関係機関からの問い合わせに対して
誤った対応をする原因となり、その後のトラブルにつながりかねない。
○神奈川県と同様に、障害児者福祉に係る「基準省令」について、可能な限り早期に公布を行うことを求める。
○改正内容の詳細（Ｑ＆Ａ等）について、市町村や事業所への情報提供次期が例年年度末頃になるため、新設され
た加算措置等への対応が間に合わないケースが多く見られる。
○平成30年度から児童福祉法において居宅訪問型児童発達支援が創設されたが、基準省令や支給決定に係る通
知等の発出が遅れたため予算化ができなかった。
○制度改正の円滑な施行にあたっては、障害福祉サービス等利用者はもとより関係機関や事業者等への十分な周
知期間が必要となる。
しかし、拠りどころとなる条例の公布が３月下旬になるため、新サービスの指定申請を躊躇する事業者もあり、障害
児者が新制度を利用する機会を十分に確保することができない実情がある。
また、関係する行政職員においては、基準省令改正を受けた条例改正作業等について、短期間に膨大な作業が発
生し、長時間労働を余儀なくされている現状がある。
○H30.4.1～の法改正･報酬改定により当市でも対応に追われた。制度の変更内容の解釈の仕方に不安を抱いたり、
関係機関との共通理解を図る点において苦慮した。そのため、市基幹相談センターや相談支援事業所と勉強会を
行ったり、圏域ナビゲーションセンター主催の厚労省職員講師の研修会に参加した。
○平成30年４月から、放課後等デイサービスについて、新たに報酬区分が設定されたが、国から事前の事務連絡が
送付されたのは２月であり、正式に基準省令が公布されたのは３月末である。あわせて、事業所の報酬区分の判定
に関わる新たな指標が示されたが、スケジュール的に新指標による判定が困難な場合は、旧指標によるか市長が認
める他の方法によるとされた。
　本来であれば、地方分権の趣旨から本市の実情を踏まえた適切な判定手法を選択すべきであるが、十分な検討
期間を確保できないため旧指標を用いたところ、利用者や事業者から、判定理由や報酬改定に対する多くのご意見
や問い合わせなどを受けている状況である。
○基準省令改正を受けた県の事務作業においては、国が詳細な内容を示すタイミングが遅いため、当県において
も、条例改正等短期間のうちに膨大な作業が発生し、関係職員は長時間労働を余儀なくされている。
○基準省令の公布が遅れた場合、それらを基に作成する条例の作成が遅れ、実地指導の調書の作成にも影響が出
るため。
○当市も、基準省令改正に伴う条例改正については、議会のスケジュールに合わせるため、短期間で膨大な作業を
強いられている。また、規則や要綱改正のための整備省令などについての公布も遅いため、改正後、新年度（制度
開始）までの期間があまりにも短く、制度周知が全くできない。
○基準省令改正を受けた条例改正作業については、議会のスケジュールに合わせるため、短時間に膨大な作業が
発生し、関係する職員は長時間労働を余儀なくされており、働き方改革の取組みにも大きく反している。
○提案県の事例のとおり、条例改正を行うための作業期間が短く、十分な内容検討と事業者への周知が行えない。
　また、短時間に膨大な作業が発生し、関係する職員は長時間労働を余儀なくされている。
○【住民・事業者の不利益】
当団体においても、新年度に入ってから関連規程を修正する状況が生じている。また、運用方法等が判然とせず、
サービスにつなげられず事業者等が苦慮している事例もある。（30年度の例では、就労定着支援等）
【働き方改革への対応】
３月下旬から４月上旬の短期間に、国及び都道府県の関連通知等のメール連絡だけで150件を超えており、関連部
署は超過勤務で対応せざるを得ず、国が進める働き方改革に逆行する状況となっている。
○基準省令改正を受けた条例改正作業について、短時間に膨大な作業が発生し対応が困難なこと，また，事業所へ
の周知期間等，必要な時間を十分確保する必要があることから，報酬改定に係る告示や通知の発出，基準省令の
公布など，早期の対応を求める。
○本県も同様に、パブリックコメントや議会上程に十分な時間が確保できていない。
特にサービスの新設等の大きな改正については、基準に係る解釈や、報酬算定要件の明示がない限り、事前に事
業の指定準備や周知を行うことができない。
○「基準省令」は、例年１～２月初旬に公布されるため、基準省令の「従うべき基準」「標準とすべき基準」「参酌すべ
き基準」を踏まえて行う条例改正作業において、障害福祉サービス事業者等からの意見聴収を踏まえての地域の実
情に応じた内容を検討する時間、また障害福祉サービス事業者等への周知に十分な時間が確保されておらず、円
滑な事務処理に支障をきたしている。
そのため、障害児者福祉に係る「基準省令」については、可能な限り早期に公布を行うことを求める。
○本市においても神奈川県と同じ状況において苦慮しており，条例制定（改正）に必要な事務処理期間及び市民や
事業者へ制度を周知する期間を確保できるよう，障害児者福祉に係る「基準省令」について早期に公布を行うことを
求めます。
○働き方改革への対応
基準省令改正を受けた条例改正作業については、議会のスケジュールに合わせるため、短時間に膨大な作業が発
生し、関係職員は長時間勤務を余儀なくされており、働き方改革の取組にも大きく反している。

旭川市、宮城
県、秋田市、福
島県、千葉県、
船橋市、板橋
区、八王子市、
横浜市、相模原
市、横須賀市、
綾瀬市、新潟
県、新潟市、岐
阜県、名古屋
市、城陽市、和
歌山市、鳥取
県、岡山県、府
中町、防府市、
愛媛県、熊本
県、熊本市、大
分県、宮崎市

神奈川県厚生労働省児童福祉法、障害者
総合支援法

本県の実情や政策課題のほか、県民・団体意見を条例に反映させることが
でき、地方分権の趣旨を具現化することが可能になる。
民間事業者による早期の事業化を支援することで、県民サービスの向上が
期待できる。
法改正の趣旨に沿った制度運用が可能になる。

【地方分権の趣旨を反映できない】
障害福祉サービス事業等の基準は、法律で規定されているもののほか、「基準
省令に規定」され、「基準省令」は条例への委任規定（従うべき基準、標準とす
べき基準、参酌すべき基準）を設けている。
「基準省令」は、例年１～２月初旬に公布されるため、基準省令の「従うべき基
準」「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」を踏まえて行う条例改正作業におい
て、地域の実情に応じた内容を検討する時間が十分に確保されておらず、地方
分権の趣旨が活かせていない。
【県民・事業者の不利益】
制度改正の円滑な施行にあたっては、障害福祉サービス等利用者はもとより関
係機関や事業者等への十分な周知期間が必要となる。
しかし、拠りどころとなる条例の公布が３月下旬になるため、新サービスの指定
申請を躊躇する事業者もあり、障害児者が新制度を利用する機会を十分に確
保することができない実情がある。
【働き方改革への対応】
基準省令改正を受けた条例改正作業については、議会のスケジュールに合わ
せるため、短時間に膨大な作業が発生し、関係する職員は長時間労働を余儀
なくされており、働き方改革の取組みにも大きく反している。

障害児者福祉に係る「基準省令」
について、可能な限り早期に公布
を行うことを求める

障害児者福祉に係る
「基準省令」の早期公
布

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

86 Ｂ　地方に対する
規制緩和

雇用・労働 公共職業訓練に係る
雇用保険関係様式の
見直し

公共職業訓練に係る雇用保険関
係様式のうち、公共職業訓練等
の施設の長の職氏名の記載を求
めているものについて、氏名の記
載を省略することにより、事務処
理期間の短縮及び都道府県の事
務負担軽減を図られることを求め
る。

都道府県が設置する職業能力開発校の長は、求職者（雇用保険受給者）が公
共職業安定所長等の指示により公共職業訓練を受講する場合に、雇用保険関
係様式において、訓練等に関する事項等の証明を行う必要がある。本提案で
は、雇用保険関係様式のうち、公共職業訓練等の施設の長の職氏名の記載を
求めているものについて、氏名の記載を省略することにより、事務処理期間の
短縮及び都道府県の事務負担軽減を図られることを求める。
【具体的な支障事例】
公共職業訓練等受講届・通所届（雇用保険法施行規則様式第12号）、公共職
業訓練等受講証明書（雇用保険法施行規則様式第15号）について、公共職業
訓練等の施設の長の氏名の記載が求められていることにより、特に施設の長
に異動等が想定される場合には迅速な事務処理に支障を来しているほか、都
道府県が必要以上の事務負担を強いられることとなっている。
【制度改正による懸念点】
特段想定されない。

雇用保険関係様式に係る事務処理期間の短縮により、雇用保険受給者の
利益に資すると考えられるほか、都道府県の事務処理の効率化が図られ
る。

雇用保険法施行規則
様式第12号・第15号

厚生労働省 神奈川県、
千葉県、山
梨県

福島県、栃木
県、新潟県、愛
知県、大阪府、
福岡県、熊本県

○当県も同様な事務処理を行っている。事務の効率化を図るため賛同する。
○公共職業訓練等受講届・通所届（雇用保険法施行規則様式第12号）、公共職業訓練
等受講証明書（雇用保険法施行規則様式第15号）に係る公共職業訓練等の施設の長
の氏名記載が求められていることについては、様式にサイズを会わせたゴム印の準備を
行っており、少なからず経費負担も生じている。また、雇用保険に関する業務では毎月ご
と支給期日に間に合わせる必要があり、必要以上の事務負担を強いられることとなって
いる。
○本県でも、当該証明は毎月各100件を下らず、証明に係る事務負担は大きなものと
なっているため、提案のとおり氏名の記載を省略することで事務負担の軽減につながる
と考える。
○本県においても提案県と同様の状況であり、該当様式については、公共職業訓練等
の施設長名で証明すれば足り、施設の長の氏名の記載までは必要ないと考える。
○当県においても、雇用保険関係様式のうち、公共職業訓練等の施設の長の職氏名の
記載を求めているものについて、訓練受講者のうち雇用保険受給資格者が多数に及ぶ
ことから、その記載に係る必要以上の事務負担が生じている。職氏名の記載を省略する
ことにより、都道府県の事務処理の効率化が図られるとともに、事務処理期間の短縮に
よって雇用保険受給者の利益に資すると考える。

○当市においても、性同一性障害の方が自立支援医療（精神通院）を受けている。性別
欄を削除することで、その方々の精神的苦痛を軽減させることができ、苦情等への対応
がなくなり、事務負担の軽減につながると考える。
○本市においても、性同一性障害のある方が自立支援医療を申請する際に、受給者証
への性別記載について省略してほしいとの要望を受けることがある。その際、随時都道
府県に対して、その旨を申請書等に記載したうえで、当該受給者証のみ性別を記載しな
いよう対応を依頼している。しかし、そもそも受給者証への性別記載が必ずしも必要ない
のであれば、申請者の精神的苦痛の軽減や事務負担の軽減を考慮して、当該項目を削
除されたい。
○当市においては、平成28年４月１日から、法律などで定めがあるなど特別な場合を除
き、性同一性障がいの方に配慮し、また不必要な個人情報の収集を最小限にとどめると
いう個人情報保護の観点から、市が発行する証明書や各種申請書の一部について、性
別記載欄を廃止しております。
　精神通院医療では性同一性障がいも対象となるため、申請者の心情及び人権尊重の
ため、項目の削除が必要と思われます。
○本市においても，性同一性障害を有する申請者（受給者）から，性別の記載に係る精
神的苦痛の訴えを受けることがある。
　このことから，性別の記載が必ずしも必要ないのであれば，申請書及び受給者証にお
ける性別欄の廃止が望ましい。
○本市においても、性同一性障害を有する方から、性別の記載をしないでほしいとの申
し出があった。
○当市においても法令に基づき、自立支援医療費（精神通院医療）の申請書及び受給
者証に性別を記載している。
「具体的な支障事例」と同様に、精神通院医療においては、性同一性障害も対象となる
中、性別の項目の必要性が明確でないにもかかわらず、記載が求められており、申請者
（受給者）から性同一性障害を有する方への配慮に欠けるのではないかとの苦情を受け
ることがある。なお、精神障害者保健福祉手帳や手帳申請書類については、法令に基づ
き性別の項目を削除している。
○性同一性障害の方が性別を変える前に氏名を変えており、一時的に男性名で性別欄
が女性の受給者証となる事例があった。
○窓口で相談事例あり（詳細は障がい福祉課では不明）。当時厚生労働省へ確認した
が，削除できないという回答であった。
申請書・受給者証等本人が目にする書類については性別の項目は不要と考えており，
市単独事業では概ね性別の項目を削除しているが，法で定められているため自立支援
医療費（精神通院医療）の申請書及び受給者証の項目から性別を削除することができな
かった。制度改正されれば他の事業と同様性別の項目を削除したい。
○法令により自立支援医療費（精神通院医療）の申請書及び受給者証へ性別を記載す
ることとされている。
精神通院医療においては、性同一性障害も対象となる中、性別の項目の必要性が明確
でないにもかかわらず、記載が求められており、申請者（受給者）から性同一性障害を有
する方への配慮に欠けるのではないかとの苦情を受けることがある。なお、精神障害者
保健福祉手帳についても、性同一性障害の方への配慮の観点から平成24年度より性別
の記載が廃止されている。
○申請手続き等の事務に当たり、申請書や受給者証に性別の記載の必要はなく、性同
一障害者の方への配慮の点からも性別の記載は廃止するべきと考える。

宮城県、文京
区、八王子市、
新潟市、胎内
市、石川県、静
岡県、名古屋
市、春日井市、
京都市、城陽
市、池田市、神
戸市、出雲市、
広島市、熊本
市、大分県、宮
崎市

神奈川県、
埼玉県、さ
いたま市、
千葉県、千
葉市、川崎
市、相模原
市、平塚
市、鎌倉
市、藤沢
市、小田原
市、茅ヶ崎
市、秦野
市、大和
市、伊勢原
市、海老名
市、座間
市、南足柄
市、綾瀬
市、寒川
町、中井
町、山北
町、湯河原
町、愛川
町、山梨
県、大阪府

厚生労働省障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律施行規則第35条第1
項第1号、第41条第1
項第1号、
第45条第1項第1号、
第47条第1項第1号、
第48条第1項第1号、
附則第8条第1項第1号

性別の記載が必ずしも必要でないのであれば、項目を削除することで、申請
者の精神的苦痛の軽減につながるとともに、当該項目に係る書類確認、
データ入力（平成29年度実績：48,473件）の省略といった事務負担の軽減も
見込まれる。

※　平成29年度実績は、県所管域のみの実績件数。

法令により自立支援医療費（精神通院医療）の申請書及び受給者証へ性別を
記載することとされている。
精神通院医療においては、性同一性障害も対象となる中、性別の項目の必要
性が明確でないにもかかわらず、記載が求められており、申請者（受給者）から
性同一性障害を有する方への配慮に欠けるのではないかとの苦情を受けるこ
とがある。なお、精神障害者保健福祉手帳についても、性同一性障害の方への
配慮の観点から平成24年度より性別の記載が廃止されている。

自立支援医療費（精神通院医療）
の申請書及び受給者証から性別
の項目を削除する。

自立支援医療費（精
神通院医療）の申請
書及び受給者証にお
ける性別項目の削除

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

87 Ｂ　地方に対する
規制緩和

雇用・労働 公共職業訓練に係る
雇用保険関係証明事
務の権限及び基準の
明確化

公共職業訓練に係る雇用保険関
係事務のうち、都道府県が設置す
る職業能力開発校の長が行って
いる証明事務の権限及び基準を
明確化し、事務処理の適正化を
図られることを求める。

都道府県が設置する職業能力開発校の長は、求職者（雇用保険受給者）が公
共職業安定所長等の指示により公共職業訓練を受講する場合に、雇用保険関
係様式において、訓練等に関する事項等の証明を行う必要がある。本提案で
は、雇用保険関係様式に係る証明事務の権限及び基準を明確化し、事務処理
の適正化を図られることを求める。
【具体的な支障事例】
雇用保険関係様式に係る証明事務を、職業能力開発校の長が行うべき根拠が
法令等で明示されていないため、受給資格者に対して個人情報を含む関係書
類の提出を求めたり、様式の記載内容に関する修正指示等を行うことが躊躇
われるとともに、受給資格者から手続きの根拠について問い合わせがあった場
合にも、適当な回答を行うことができない。
また、個人情報を含む関係書類の取扱いに係る根拠や基準が不明確であるこ
とにより、個人情報保護や適正な文書管理の点で懸念がある。
【制度改正による懸念点】
特段想定されない。

雇用保険関係様式に係る証明事務の根拠等が明示されることにより、雇用
保険受給者の権利利益の保護に資すると考えられるほか、事務処理の適正
化が図られる。

雇用保険法施行規則
様式第12号・第15号

厚生労働省 神奈川県、
千葉県、山
梨県

福島県、栃木
県、新潟県、愛
知県、大阪府、
福岡県、熊本県

○受講者の個人情報の保護や事務処理の適正化が必要。受講者の利便性を確保する
手続きや方法を含めた見直しを図ることで、賛同する。
○雇用保険関係様式に係る受給資格者関係の書類では個人情報を含む内容が多く、そ
の取扱いには細心の注意を図っており、複数人による確認作業は基より施錠による保管
管理など、相応の事務負担が生じている。個人情報を含む関係書類の取扱いに係る根
拠や基準が不明確であり、個人情報の保護や適正な文書管理の点が懸念される。
○雇用保険関係様式に係る証明事務において、手当給付の根拠となる「公共職業訓練
受講証明書」の記載と添付資料の集約、提出を職業能力開発校の長が行っているが、
内容に関する審査等の事務は公共職業安定所長の所管する事務である。職業能力開
発校の長に給付等に関する決定を行う権限はないにも関わらず、しかしながら、実態とし
ては、訓練を受講しなかった際に、受講生から証明書等の提出がなされなかった場合に
も、詳細な事情を把握することなどについて、公共職業安定所長から指示を受けること
があり、大きな負担となっている。
○本県でも、当該証明は毎月各100件を下らず、提案県と同様に個人情報の取り扱いが
躊躇されるところであり、証明事務の権限及び基準の明確化が必要と考える。
○本県においても提案県と同様の状況であるため、事務処理の適正化と都道府県の事
務負担軽減を図られたいと考える。
○当県においても、雇用保険関係様式に係る証明事務を行う際には、個人情報を含む
関係書類の提出を求める必要のある場合があるが、法令等で根拠が明確化されていな
いことから、提出を求める際の説明に苦慮している事例がある。雇用保険様式に係る証
明事務の根拠等が明示されることにより、事務処理の適正化が図られ、雇用保険受給
者の権利利益の保護に資すると考える。

101 Ａ　権限移譲 医療・福祉 自立支援医療（精神
通院医療）の支給認
定に係る申請者の所
得区分の確認事務を
市町村の事務として
法令に規定

　自立支援医療（精神通院医療）
の支給認定に関する事務のうち、
申請者の所得区分の審査につい
て、申請の受付を行う市町村が行
えるよう、県から市町村に権限を
移譲する。

　これまで自立支援医療の支給認定のうち、申請者等の所得区分の確認事務
については、厚生労働省通知に基づいて、申請の受付を行う市町村が確認し
た上、都道府県に進達している。
　今般の番号法施行により、市町村は法令上単に経由事務を行う者であって、
法令の規定により事務の全部又は一部を行うもの及び個人番号利用事務実施
者に該当しないことから、事務の実態に関わらず、当該事務を実施することが
できないものとされ、下記のような支障が生ずる。
①県において「所得区分の確認」を行うためには、新たな人員配置が必要とな
るほか、市町村で所得の確認事務を行うよりも、より多くの時間を要することと
なり、受給者証の発行が遅れるなど住民サービスの低下を招くおそれがある。
②引き続き、「所得区分の確認」を市町村において実施するためには、事務処
理特例条例により権限を都道府県から市町村に移譲することが必要であるが、
市町村との協議・同意が必要であり、仮に同意が得られない市町村が発生した
場合、一部市町村の確認事務を都道府県が行うことになる。一部市町村のみ
より多くの時間を要する状況となり、住民サービスに差が生じることが懸念され
ることから、対応に苦慮しているケースがある。
　従前から全国的に、申請を受ける窓口たる市町村で一定の内容確認をした上
で、申請書を進達する取扱いをしてきたが、これをマイナンバー制度に対応させ
るのであれば、市町村の事務であることを法令上規定（権限を法定移譲）すべ
きであり、同一の事務であるのに都道府県によって手続（と住民サービス）が異
なることになるため、特例条例での処理によるべきとの考え方は適当とは思わ
れない。

①所得区分の確認を市町村の事務として法令に規定することで、市町村は
番号法施行後も、法定の事務実施者として保有情報に基づく迅速な確認事
務が可能となる。これは、業務の実態に沿うものである上、都道府県が事務
を行う場合に比べて合理的で、住民サービスの低下につながらないものであ
る。
②また、特例条例とは異なり、全国的に一律の手続となるため、住民サービ
スに差が生じない。

障害者の日常生活及
び社会生活を総合的
に支援するための法
律（平成17年法律123
号）第53条第１項及び
第56条第１項
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第９条第
１項及び第19条第７号

内閣府、厚生労働省 秋田県、宮
城県

埼玉県、川崎
市、新潟県、静
岡県、沖縄県

○市町村は申請窓口であることから、所得区分の認定事務の権限を有していた方が合
理的であり、また、情報照会も市町村で行うことができるようになれば事務の遅滞が生じ
るおそれも少ない。
○「所得区分の確認」事務については、これまでと同様申請窓口である市町村で行うこと
が必要である。このため、事務処理特例条例により市町村に移譲することとしたが、移譲
を受けた市町村は４２／６２市町村にとどまっている。
　県内で統一した取り扱いをするために、引き続き事務処理特例条例による市町村への
移譲を進めていくが、業務の実態に合わせ、全県で統一したサービスを速やかに実施す
るためには、法令上、市町村事務として規定することが必要である。
○当県においては、対象件数も多い現状にあるので、市町村で事務を行えず、すべて県
でとなると、新たな人員配置が必要なのは必然である。
○県において、番号法による「所得区分の確認」を行うためには、「福祉システム」、「統
合宛名システム」、「住基ネット」の３つのシステムの連携が必要となり、それぞれのシス
テム間での情報の受渡しが必要である。また、情報セキュリティの関係から、情報の受
渡しに、厳格な制限があるため、システム間で情報の受渡しをする都度、厳格な情報
チェックが必要である。
かつ、処置件数が多いため一括処理が必要となるが、「住基ネット」等の一部の処理に
ついては別の課への依頼が必要となる。さらに、市町であれば市町民税が未申告の場
合も申請書を提出に来た際にその場で本人に申告させることができるが、県が所得確認
を行う場合は、申告をさせるまでに時間を要することになる。
○番号法により「所得区分の確認」を市町において実施するためには、事務処理特例条
例により権限を市町に移譲することが必要であるが、市町との協議・同意が必要である。
既に一部の市では同意が得られず、県が確認事務を行うことになり、その市において
は、受給者証の発行が遅れるなど、市町により住民サービスに差が生じることになる。

○当県も同様な状況である。受講者の個人情報の保護や事務処理の適正化が必要。
受講者の利便性を確保する手続きや方法を含めた見直しを図ることで、賛同する。
○通所に関する証明事務については、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的
かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃額等を申請するものと
されており、公共職業訓練を受講する場合では、公共職業能力開発校の長が通所に関
する事項の証明をしているが、同様に公共職業安定所長より証明内容の修正指示等を
受けることがあり、最終確認を公共職業安定所で行っていることからも雇用保険受給資
格者が公共職業安定所長へ直接提出し、公共職業安定所長が確認するべきである。
○雇用保険関係様式に係る証明事務において、手当給付の根拠となる「公共職業訓練
受講証明書」の記載と添付資料の集約、提出を職業能力開発校の長が行っているが、
内容に関する審査等の事務は公共職業安定所長の所管する事務である。職業能力開
発校の長に給付等に関する決定を行う権限はないにも関わらず、しかしながら、実態とし
ては、訓練を受講しなかった際に、受講生から証明書等の提出がなされなかった場合に
も、詳細な事情を把握することなどについて、公共職業安定所長から指示を受けること
があり、大きな負担となっている。
○施設内訓練、委託訓練ともに、入校時に受講届・通所届として提出する場合と実習等
による通所方法変更時に提出する場合がある。後者は提出件数が多く大きな事務負担
となっており、本提案に賛同したい。
○本県でも当該証明は毎月100件を下らず、通所に係る距離および運賃確認の業務は
大きな負担となっている。
○本県においても提案県と同様の状況であるため、事務処理の適正化と都道府県の事
務負担軽減を図られたいと考える。
○公共職業訓練等通所届に係る証明事務については、証明方法等について明確な根
拠等が明示されいないにも関わらず、証明した内容について公共職業安定所長から修
正指示等を受けることがあることから、その修正について相応の事務負担が生じてい
る。通所に関する事項については「裁量の余地のない確認的行為」であり、その事項の
証明については雇用保険受給資格者が公共職業安定所長へ直接提出し、公共職業安
定所長が確認するべきである。都道府県が設置する職業能力開発校の長が証明すべき
事項が合理化され、手続きの流れや方法が合理化されることにより、事務処理の適正化
や都道府県の事務処理負担軽減が図られるだけでなく、事務処理期間の短縮によって
雇用保険受給者の利益に資すると考える。

福島県、栃木
県、新潟県、長
野県、愛知県、
大阪府、福岡
県、熊本県

神奈川県、
千葉県、山
梨県

厚生労働省雇用保険法施行規則
様式第12号

都道府県が設置する職業能力開発校の長が証明すべき事項が合理化され
ることにより、事務処理の適正化及び都道府県の事務負担軽減が図られる
とともに、事務処理期間の短縮が期待できる。

都道府県が設置する職業能力開発校の長は、求職者（雇用保険受給者）が公
共職業安定所長等の指示により公共職業訓練を受講する場合に、雇用保険関
係様式において、訓練等に関する事項等の証明を行う必要がある。本提案で
は、都道府県が設置する職業能力開発校の長による証明事項から通所に関す
る事項を除外し、事務処理の適正化及び都道府県の事務負担軽減を図られる
ことを求める。
【具体的な支障事例】
公共職業訓練等通所届（雇用保険法施行規則様式第12号）に係る証明事務
は、例えば公共職業安定所長でも十分に行い得る「裁量の余地のない確認的
行為」である。加えて、証明事務が自治事務であり、かつ証明方法等について
根拠等が明示されていないにも関わらず、実態として公共職業安定所長から証
明内容について修正指示等を受けることがあり、それに伴う受給資格者への修
正指示等は職業能力開発校の長が行っており、相応の事務負担が生じてい
る。以上を踏まえると、通所に関する事項の証明事務については、職業能力開
発校の長が行うべきではなく、雇用保険受給資格者が公共職業安定所長へ直
接提出し、公共職業安定所長が確認するべきである。
【制度改正による懸念点】
単に通所に関する事項を職業能力開発校の長の証明すべき事項から外すの
みで、手続きの流れは現行制度のままとした場合は、職業訓練受講者（雇用保
険受給者）の負担が軽減されない可能性があるため、手続きの流れや方法も
含めた見直しを図られたい。

公共職業訓練に係る雇用保険関
係事務のうち、都道府県が設置す
る職業能力開発校の長が行って
いる証明事務について、証明すべ
き事項の義務付けを見直し、事務
処理の適正化及び都道府県の事
務負担軽減を図られることを求め
る。

公共職業訓練に係る
雇用保険関係証明事
務の証明すべき事項
の義務付けの見直し

雇用・労働Ｂ　地方に対する
規制緩和
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111 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 幼保連携型以外の認
定こども園の認定手
続きに係る協議の見
直しについて

幼保連携型以外の認定こども園
の認定手続きにおいて、市町村
立の施設の認定の場合は、当該
認定の申請に係る施設が所在す
る市町村の長への協議を不要と
する。

幼保連携型認定こども園の設置については、市町村以外の者が設置するに
は、都道府県の認可を受けなければならず、認可に当たっては、事前に施設を
設置する市町村長への協議が必要とされている。一方、市町村が設置する場
合は、都道府県への事前届出のみである。
対して、幼保連携型以外の認定こども園の認定については、市町村とそれ以外
の者で手続きが同じであり、認定に際しては、「当該認定の申請に係る施設が
所在する市町村の長に協議しなければならない（認定こども園法第３条６項）」
とされている。
この事前協議は、子ども・子育て支援新制度において、保育の必要数等は各市
町村が事業計画において定めることとなっており、認定権を持つ都道府県と保
育の必要数等を管理する市町村の間で齟齬が起きないよう規定しているものと
考えられる。
しかし、市町村立の施設を認定する場合、認定の申請者と協議の相手方が同
じであるにも関わらず、都道府県知事から市町村長へ協議が必要となる。
実態として、大阪府では、平成27～30年の認定事務97件のうち、17件が市町村
立の施設であり、認可・認定事務の集中する年度末に形式的な事務が発生し
ており、都道府県、市町村ともに事務負担が大きい。
　当該事前協議を廃止したとしても、子ども・子育て支援法第31条により、特定
教育・保育施設の利用定員を定める場合や変更する場合は、都道府県知事に
届出が必要とされており、保育量等を把握できるため、法の趣旨を損なう恐れ
はない。

市町村立の幼保連携型以外の認定こども園の認定手続きについて、都道府
県、市町村の両者の事務負担の軽減に資する。

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

大阪府、京
都市、守口
市、兵庫
県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

茨城県、山県
市、草津市、京
都府、池田市、
貝塚市、枚方
市、藤井寺市

○幼保連携型認定こども園の場合と同様の手続きで良いと思われる。
○認定の申請者と協議の相手方が同じであるにも関わらず、都道府県知事から市町村
長へ協議という形式的な事務が年度末に発生し事務負担が大きい。
○本市においては、現時点で公立の認定こども園は存在しないが、公立幼稚園等のあり
方について検討を進めているところであり、もし、認定こども園化の方向となった場合、複
数の施設の手続きを同時に行う必要があり、都道府県、市町村の負担軽減の観点から
も制度改正が必要であると考える。
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113 Ａ　権限移譲 医療・福祉 処遇改善等加算の認
定権限の移譲

都道府県知事、指定都市及び中
核市において行うこととされてい
る処遇改善等加算の認定に係る
権限を、各市町村へと移譲する。

処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱに係る加算の認定は、指定都市及
び中核市以外の市町村（以下、「一般市町村」とする）が管轄する施設・事業所
については都道府県知事が、指定都市及び中核市が管轄する施設・事業所に
ついては各指定都市及び中核市の長が行うこととされている。
しかし、年度終了後に行う処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱに係る賃
金改善実績報告書の提出先は政令市及び中核市であるか、一般市町村であ
るかの別なく、市町村長とされている。そのため、一般市町村においては加算
の申請に対して認定を行う主体と、実績の報告を受ける主体とが異なり、事業
の一元管理ができていない状況である。
また、一般市町村においては、管轄する施設・事業所から加算申請書の提出が
あったものを、取り纏めて、都道府県へ提出し、認定を受けたことを当該施設・
事業所へと通知することとなり、都道府県との遣り取りもあって、認定されるま
での過程が長期化することとなる。
更には、本加算の認定が行われなければ、施設及び事業所への精算ができな
いため、一般市町村が管轄する施設・事業所においては、結果として精算まで
の期間が長期化（市町村の提出から審査及び修正後、認定まで最長5箇月程
度）している。各施設の運営事業者からは、審査過程で額の変更が生じる場合
もあり、歳入が確定せず、運営が不安定ともなりうることから、市町村への申請
の提出から認定までをより早期に行ってほしいとの声もある。

指定都市及び中核市以外の市町村が管轄する施設・事業所における処遇改
善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱの認定事務が簡素化され、市町村にお
ける業務の効率化と共に、施設・事業所に対する精算の早期化が図られる。

施設型給付費等に係
る処遇改善等加算に
ついて（平成29年4月
27日付府子本第375
号、29文科初第215
号、雇児発0427第8
号）

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

大阪府、滋
賀県、堺
市、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

青森県、練馬
区、川崎市、新
潟県、山県市、
京都府、池田
市、愛媛県

○施設等から提出された加算申請書を市町村がとりまとめ県に提出し、その後、県が市
町村に対して認定を行っている。このため、手続きが長期化するとともに、県及び市町村
の業務が繁雑となっている。
○本市においては一元管理となっているが、市町村においても簡素化され一元管理とな
ることについて賛成します。
○本県においても、中核市を除く全市町村分の認定作業に膨大な時間を要し、認定が長
期化し、例年、年度末近くの認定となっている。
　認定作業に要する時間を短縮し、各施設への精算を早めるためにも、認定作業を市町
村へ権限移譲するのが適当と考える。
○当県でも本加算の認定作業については書類の確認に時間を要することなどの理由
で、他府県と同じように精算までの期間が長期化している。また、事務処理を簡素化する
ため、認定にあたっては県内すべての市町の書類を確認してから認定を行っており、県
へ認定書類の提出が遅れることで、さらに認定が遅れる事例が発生している。そのた
め、市町が認定を行うことで早期に事業者が精算を行うことができる。

○20年近く前の建物の財産処分時でさえ、添付書類の準備がかなり煩雑であったため、
簡素化が必要であると思われる。
○財産処分手続きにあたっては、多くの添付書類（補助金交付決定書等）が必要になる
が、建物が古い場合、当時の書類が散逸しており、建設当時の書類を捜索することに多
大な時間を要する。保育所から幼保連携型認定こども園へ移行する際は、保育的な性
質を引き続き有することから簡略化をお願いしたい。
○認定こども園への移行を希望する事業者の事務負担が大きい。
○当市では子ども子育て新制度移行時（平成27年4月1日時点）で認定こども園数が31
園（うち幼保連携型21園）であったが、平成29年4月1日現在で,認定こども園数が50園（う
ち幼保連携型32園）と保育所等から幼保連携型認定こども園への移行が進んでいる。そ
の際、当該建物が補助金の交付を受けており、かつ、処分制限期間内であれば財産処
分の手続きが必要となる。財産処分手続きにあたっては、多くの添付書類（補助金交付
決定書、検査済証、図面等）が必要となるが、建物が古い場合、当時行った交付決定等
の書類が散逸しており、この捜索に多大な時間を要するため、認定こども園への移行を
希望する園にとって、移行準備の大事な時期に建設当時の資料を捜索することが負担と
なっており、認定こども園への円滑な移行の阻害要因となっている。すでに、保育所から
幼保連携型認定こども園へ移行する際は包括承認事項となっており、一定の簡素化が
図られているが、本市においては、認定こども園への移行が進んでいることや、認定こど
も園が保育所的な性質も引き続き有することからも、さらなる簡素化をお願いしたい。
○本市においても幼稚園から認定こども園に移行する場合、認定こども園、小規模保育
事業所等を開設する際にはすべての事業者が金融機関等から建物等に抵当権を付け
て施設整備資金等の借り入れをしており、都度、財産処分の手続きを行っており、事業
者、本市とも事務手続きに時間がかかっているため改善が求められる。
○提案自治体と同様の状況であり、国が幼保連携型認定こども園の移行を推進してい
る立場である以上、地方自治体の事務負担軽減にため、書類作成等を簡素化していた
だきたい。
○保育所等の既存の施設から認定こども園へ移行する際に認定申請と合わせ確認申
請の手続きが必要であり、その書類の量は膨大な量となる。さらに財産処分が必要な場
合は加えて書類が必要になることから、認定こども園化への阻害要因になりかねない。
本市においても認定こども園化を促進していることから、可能な限りの書類の簡素化を
お願いしたい。簡素化の詳細としては、財産処分の手続きに係る資料のうち「その他参
考となる資料」について、案件により求められる内容が異なり、添付資料として必要な平
面図や交付決定通知書等よりも膨大な量の資料を求められることが多いため、あらかじ
め必要な資料として設定していただくか、保育所等から認定こども園に移行する場合に
おいては、平面図と交付決定通知書等のみとされたい。
○幼保連携型認定こども園への移行の場合、「厚生労働省所管一般会計補助等に係る
財産処分について（平成２０年４月１７日　雇児発第0417001号）」のうち、別添２「子ども
家庭局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例」１（４）に当たり、厚生労働大臣
等の承認を必要としないこととされ、申請手続の特例（包括承認事項）による報告（別紙
様式２）及びその添付資料の提出でよい等、簡素化がされている。しかし、それでもな
お、添付資料の準備等について、事業者の負担となっていることから、さらなる簡素化を
お願いしたい。
○本市においても、保育所から幼保連携型認定こども園への移行が進んでいる。その
際、当該建物が補助金の交付を受けており、かつ、処分制限期間内であれば財産処分
の手続きが必要となる。財産処分手続きにあたっては、多くの添付書類（補助金交付決
定書、検査済証、図面等）が必要となるが、建物が古い場合、当時行った交付決定等の
書類が散逸しており、この捜索に多大な時間を要するため、認定こども園への移行を希
望する園にとって、移行準備の大事な時期に建設当時の資料を捜索することが負担と
なっており、認定こども園への円滑な移行の阻害要因となっている。すでに、保育所から
幼保連携型認定こども園へ移行する際は包括承認事項となっており、一定の簡素化が
図られているが、さらなる簡素化をお願いしたい。
○当市では、平成２７年４月１日の新制度施行以降、保育所から認定こども園への移行
する施設が増えてきている。その一方で、財産処分における事務が煩雑であることや、
何十年前の創設時の資料の収集に苦慮している実態があるため、更なる手続きの簡素
化をお願いしたい。

旭川市、福島
県、横浜市、山
県市、草津市、
京都府、大阪
市、豊中市、池
田市、貝塚市、
枚方市、八尾
市、藤井寺市、
東大阪市、島本
町、高松市、松
浦市、宮崎市

大阪府、京
都市、堺
市、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

厚生労働省補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条
「厚生労働省所管一般
会計補助金等に係る
財産処分について」
（平成20年4月17日厚
生労働省雇児発第
0417001号）

幼保連携型認定こども園への移行を希望する事業者の負担が軽減されるだ
けでなく、添付書類が簡素化されることで書類捜索に要する時間が短縮され
ることで速やかな移行が期待されるため、新たな認定こども園化の推進にも
つながり、更には地域における子育て機能の充実により、地域の特定教育・
保育サービスに対する利用者ニーズに迅速に応えることができる。

大阪府では子ども子育て新制度移行時（平成27年4月1日時点）で保育所数が
1,101園に対し、認定こども園数が287園（うち幼保連携型259園）であったが、平
成29年4月1日現在で、保育所数984園に対し、認定こども園数が505園（うち幼
保連携型434園）と保育所から幼保連携型認定こども園への移行が進んでい
る。その際、当該建物が補助金の交付を受けており、かつ、処分制限期間内で
あれば財産処分の手続きが必要となる。
財産処分手続きにあたっては、多くの添付書類（補助金交付決定書、検査済
証、図面等）が必要となるが、建物が古い場合、当時行った交付決定等の書類
が散逸しており、この捜索に多大な時間を要するため、認定こども園への移行
を希望する園にとって、移行準備の大事な時期に建設当時の資料を捜索する
ことが負担となっており、認定こども園への円滑な移行の阻害要因となってい
る。
すでに、保育所から幼保連携型認定こども園へ移行する際は包括承認事項と
なっており、一定の簡素化が図られているが、本府においては、認定こども園
への移行が進んでいることや、認定こども園が保育所的な性質も引き続き有す
ることからも、さらなる簡素化をお願いしたい。

保育所から幼保連携型認定こど
も園へ移行する際の財産処分手
続に係る添付書類を簡素化する

保育所から幼保連携
型認定こども園へ移
行する際（運営法人や
建物構造に変更がな
い場合）の財産処分
手続に係る添付書類
の簡素化

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○対象となる保育士が、長時間に及ぶ研修受講のため、現場を離れて参加することは、
円滑な保育業務の運営を考えると難しい状況にある。また、正規職員としての保育士の
確保が困難な状況において、代替職員を確保することは、さらに厳しい状況にある。つい
ては、保育所運営への負担が軽減される内容に見直す必要があると考える。
○対象となる保育教諭等全員が１分野につき15時間もの研修の受講が必須となり、それ
に伴う代替保育士の確保が困難な状況である。また、研修実施機関及び日程等が限ら
れており、さらに受講が困難な状況にある。
○当市において代替保育士の確保が困難なため、所定の研修を受講できない事例が発
生している。
○県に対して当市での研修会開催を要望しているが、その場合であっても移動時間は
短縮されるものの、代替職員の確保などの問題は残ることとなる。そのため、本提案に
ある通信制やe-ラーニングの導入については、前向きに検討をしていただきたい。
○保育現場からは、研修受講にかかる代替保育士の確保が困難であることや、研修の
実施規模により受講できないなどの意見を聞いている。現状に即した柔軟な研修実施体
制が必要と考える。
○提案自治体と同様に、キャリアアップ研修への参加が各法人、施設、職員への重い負
担となっている状況である。
○当県は県土が広く離島もあり、移動に多くの時間を要する。また、冬季間は雪により移
動が困難である。このため、保育士の受講が困難となっているケースがある。
○対象園から充分な研修定員が確保されていない状況があることから、必要な人数全
員の研修受講が可能か不安視する声が多数寄せられており、確実な受講を保障するよ
う強く求められている。研修が受講できないと加算対象とならず給与が減額となる恐れも
あり、状況によっては職員が退職することも想定され、保育士確保と逆行する。また、各
施設では加算対象人数が複数いるものの、在籍職員数は最低基準に加えて少数名しか
おらず、研修期間中の代替職員の確保等が現実的に困難であるとの問い合わせが寄せ
られている。
○当県では１万７千人の研修受講が必要であり、他の自治体と同様に、保育士不足の
中、対象となる保育士等が15時間の研修に複数回出席することは困難な状況である。ま
た地域特性として、面積が広大であるだけではなく、人口が広域に分散しているほか、冬
は寒冷で積雪期間が長く北国特有の厳しい気象条件であるため、長距離移動や前後泊
を要し、研修日数以上に職場を離れることとなる等、都市部在住の保育士に比べて、研
修の受講はより難しい。今年度から14振興局を中心として研修を実施する予定である
が、全ての振興局で８分野を複数回実施することは費用の面でも厳しい状況であること
から、十分な研修回数の確保が困難である。通信制やe-ラーニング、ビデオ学習等が認
められれば、保育士等が遠方の会場に出向いて受講する必要がなく、多くの希望者の
受講が可能になることから、当県の各保育団体からも強く要望されているところであり、
ガイドラインを見直していただきたい。
○保育士等キャリアアップ研修の受講が必要な保育士は、各施設で保育を行うに当たっ
て中心的な役割を担っていることが多く、研修の受講にあたり、長期間現場を離れること
により、保育に支障が生じている。また、昨今の保育士不足もあり、代替人員の確保等も
困難である。
○現在、本町内の民間保育所１施設では、保育士不足により認可定員数の受入れが不
能となっている。保育士の処遇改善を図るための加算を受けるためにキャリアアップ研
修の受講が必須となるが、保育士が不足している現状を鑑みると、長期間にわたる研修
を受講することが困難な保育士も存在することが想定される。保育士確保や研修受講に
よる安定した保育サービスの提供及び保育士自身の生活の安定を図るべく、より研修を
受講しやすい形態に変更することが必要であると考える。
○本県においても、認定こども園協会や保育協議会から、研修期間中の代替職員の確
保が困難なことなどにより、ビデオ学習やe-ラーニング等の多様な手法による研修機会
を増やす声が上がっており、当該提案に賛同する。
○当市においても代替保育等の確保が困難のため研修の受講計画が思うように立てら
れないなどの意見が施設から寄せられている。
○小規模保育所等が増加している状況下で、保育士等が現場を離れて１分野ごと15時
間の受講を平日に受講することに難しさを感じる。実際、日曜日の開催はないかとの問
い合わせもある。また、15時間のうち、体調不良等で１日欠席した場合の救済措置につ
いても課題であるため、通信制やeラーニング、ビデオ学習が認められると課題のクリア
につながると思う。
○保育教諭不足が続く現状では、対象の保育教諭が多く、代替保育者の確保及び、実
習時間の確保が難しくなっている。
○当県においては１万５千人の研修受講が必要であり、現在養成校と連携し研修実施
体制を整備している状況。他県での研修に参加する機会も少ないという現状から、保育
士等に対する研修の機会創出に苦慮している。一方で、研修内容の質についても一定
水準以上の内容とするために検討している段階。eラーニングやビデオ学習による研修
機会の拡大の必要性も感じるが、質の確保の観点から認められるか検討が必要。
○処遇改善等加算Ⅱの加算要件となる予定であるキャリアアップ研修の受講について
は、他都道府県が指定する研修を修了した場合においてもその効力が有効となるが、１
分野につき15時間以上を要し、概ね３日間研修に時間を要するとともに、自都道府県で
受講が困難な場合は他都道府県まで移動を要することから、受講する保育等において
も負担が生じている。
○対象となる保育士等全員が（１分野ごとに）15時間にもおよぶ研修を保育現場から離
れて研修会場に参加することは困難であるため、処遇改善加算Ⅱの認定に際して研修
受講が必須化される予定の2022年度までに、より多くの保育士等が研修を受講できるよ
う研修方法の見直しをしていただきたい。

北海道、盛岡
市、福島県、ひた
ちなか市、川崎
市、新潟県、須
坂市、山県市、
草津市、亀岡
市、池田市、貝
塚市、八尾市、
和泉市、藤井寺
市、東大阪市、
泉南市、阪南
市、島本町、松
浦市、宮崎市

大阪府、滋
賀県、京都
市、堺市、
兵庫県、和
歌山県、鳥
取県、徳島
県、関西広
域連合

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

「保育士等キャリア
アップ研修の実施につ
いて」（平成29年4月1
日付厚生労働省雇用
均等・児童家庭局保育
課長通知）

○時間や場所に制約されなくなるため、受講者にとって、受講しやすくなる。
○研修実施機関にとっては、講師や会場の確保を軽減できるため、研修を増
やすことが可能。

大阪府では４万８千人分の研修受講が必要だが、対象となる保育士等全員が
（１分野ごとに）１５時間にもおよぶ研修を保育現場から離れて研修会場に参加
することは困難。平成29年度実施の研修においても、研修定員1480名に対し、
修了者は680名である。
研修受講が必須化される予定の2022年度までに保育士等が研修を受講できて
いない場合、それまでの間処遇改善加算Ⅱの認定を受けていた事業所が2022
年度以降に加算を受けられなくなる。対象園等から要件を満たすため、研修を
受講させたいが、代替人員の確保等が困難であるとの問い合わせが寄せられ
ている。

保育士等の処遇改善加算Ⅱの要
件となっている保育士等キャリア
アップ研修について、代替保育等
の確保が困難な状況にある中、
研修の受講が困難であることを鑑
み、実施方法について通信制やe
ラーニング、ビデオ学習による方
法を認める等の見直しを図りた
い。
※指定保育士養成施設において
は通信制による履修が認められ
ており、類似研修の介護支援専
門員資質向上事業実施要綱にお
いては、各研修における講義の一
部又は全部を通信学習とすること
ができると厚生労働省から通知。

保育士等キャリアアッ
プ研修の実施方法を
含めた在り方の見直
し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

130 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 児童養護施設の保育
士配置基準の緩和

児童養護施設には保育士を配置
することとされているが、幼稚園
教諭の資格取得者を配置しても、
現行の基準では求められる職員
数に含めることができない。幼稚
園教諭の役割は、児童の健やか
な成長のためにその心身の発達
を助長することであり、児童養護
施設で生活する児童に対しても保
育士同様にその役割を十分果た
し得る職種である。よって、現在、
保育士を配置することと定められ
ている職種の規定を、幼稚園教
諭の資格取得者も配置できるよう
要望する。

近年、児童養護施設の現場では、保育士の人材確保に苦慮している。平成29
年10月末時点での鳥取県における保育士の有効求人倍率は2.64であり、求め
る人数の半分の希望者もいない状況である。また、福祉人材センターにおける
過去５年間の保育士就職人数は０人であり、保育士の確保は大変厳しい状況
にある。なお、年度中途に育児休暇等を補充するための保育士確保はさらに厳
しい状況にある。

　幼稚園教諭資格取得者も要件に加えることで、募集枠が広がり応募が増
えれば、この課題に対する解消に繋がるものと考える。
また、幼稚園教諭の職の選択肢も増え、限られた人材の有効活用が期待さ
れる。

児童福祉施設の設備
及び運営に関する基
準（昭和２３年厚生省
令63号）第42条第１項

厚生労働省 鳥取県、滋
賀県、京都
府、大阪
府、堺市、
兵庫県、神
戸市、和歌
山県、徳島
県、中国地
方知事会、
日本創生の
ための将来
世代応援知
事同盟

山県市、北九州
市、大分県

○①支障事例について
児童養護施設の現場では、保育士に限らず児童指導員など有資格者の人材確保に苦
慮している。
②地域における課題等について
児童養護施設では、保育実習の受け入れ先として毎年、数多くの実習生を受け入れて
いる。
保育実習の受け入れ先である児童養護施設では、就職活動の一環として、実習生と関
わりのある大学等に対し、就職先としてのあっせんを依頼しているが、各大学等卒業生
のうち１名程度しか児童養護施設に就職していない。
幼稚園教諭資格取得者も要件に加えることはもちろんの事、児童養護施設が魅力ある
職場であることをPRすることも必要である。
○保育士を含め、直接処遇職員の確保ができず、職員配置が改善できていない施設が
ある。
女性の直接処遇職員が不足し、宿直勤務のローテーションを組むことに施設が苦労して
いる。
○支援困難ケース児童の占める割合が高くなってきたことなどから、児童養護施設にお
ける職員（保育士）の定着率が低くなっていることや、福祉系の学生が児童福祉（社会的
養護関係）を目指す割合が低くなっていることなどから、人材確保には困難性が認めら
れる。
○平成２９年度において、県内１ヵ所の児童養護施設で施設内での小規模グループケア
の実施を新たに予定していたにもかかわらず、直接処遇職員（保育士や児童指導員）の
確保ができず実施を延期した事例があった。

○本市においても，社会福祉法人が経営する社会福祉施設（老人福祉施設、障害者支
援施設監査（一般監査））のうち適正な運営が確保されていると認められる老人福祉施
設，障害者支援施設及び法人監査についてはともに周期が２年に１回であったことから、
社会福祉法人の負担軽減及び効果的かつ効率的な監査実施の観点から、法人担当と
調整のうえ、同日に指導監査を実施してきたが、法人監査の周期が原則３年に１回に変
更されたことにより、同日に行うことが困難な事例が生じている。
施設監査（一般監査）と法人監査においては、会計関係の書類等準備資料などが一部
重複、また，法人側の応対者が同一人物となることも多く、同一日に実施することが効率
的かつ法人にとっての負担軽減につながると考えられる。
特別養護老人ホーム等の増加に伴い、監査対象施設数も増加している中，施設監査
（一般監査）の周期について法人監査と同様に原則３年に１回となることで施設監査（一
般監査）と法人監査を同日に実施することが可能となり、監査事務の効率化、虐待等事
案に対するより一層の迅速な対応，運営上問題のある施設に対する監査の重点化や介
護保険サービス，障害福祉サービス事業所等への指導を強化することができる。
○本市においても、監査対象施設数が増加していることから、効率的に監査を実施する
必要がある。
○当市の監査においては、現行のとおり実施しております。貴団体のご提案から、本市
におきましても周期が合わなくなることより、不都合が生じてくると考えております。老人
福祉施設、障がい者支援施設等、生活保護法による保護施設への施設監査の周期と児
童福祉施設への監査周期をあわせ、これに法人監査を同調させることにより、双方の事
務負担を考慮すれば、より効果的な監査が行われると考えます。
○　監査対象施設の増加については本市においても、監査実施における課題となってお
り、運営状況が良好な施設についてはその周期が伸ばせるならば、指摘等を行う必要
がある施設へ注力できることにも繋がることから好ましいと考えます。
○本県においても、指導監査の重点化を図るため、法人運営に特に大きな問題が認め
られない法人に対する監査の周期を原則３年に延長することとしている。
　施設監査と法人監査の周期が異なるため、両監査を同一日に効果的・効率的に実施
することができず、また、運営が良好な法人にとっても負担軽減とならない状況となって
いる。
○社会福祉法人及び社会福祉施設の両者の指導監督を所管する当市としては、効率化
の観点から両者を同時に監査することは当然と考え、すでに平成29年度から、施設監査
の周期を法人監査の周期と合わせ、原則3年に1回監査を実施している。
なお、児童福祉施設については、児童養護施設等の監査は従前どおり1年に1回実施し
ているが、数の多い保育所の監査は実地監査を3年に1回行い、実地監査を行わない年
は書面監査を行うこととしている。
○提案に賛同する。
　本県では、老人福祉施設、障害者支援施設（自治事務）については、指導監査の重点
化・効率化の観点から、法人及び施設の監査を同一日に実施すべく、法人指導監査の
周期に合わせて、原則、３年に１回へ変更したところ（保護施設（法定受託事務）につい
ては、従前のとおり変更なし）。
　その一方で、児童福祉施設（自治事務）については、原則年１回の一般監査を行ってお
り、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、保育所等が増加する中、問題のある施設
や新規参入施設に重点化するなど、メリハリのある施設監査を行うことが必要となってい
る状況。
○法人監査と施設監査の周期が違うことにより、法人本部が置かれている施設と、当該
施設の施設監査の監査年が異なることがあり、施設の負担が増えている。
また、本県においても、幼保連携型認定こども園の増加に伴い、監査対象施設数も増加
している。
○社会福祉法人への法人監査と，障害者支援施設への一般監査は，周期が異なること
で事業所によっては，毎年何らかかの監査が実施される。事業者の負担軽減の観点か
ら，問題のある施設以外は原則３年に１度の実施に見直すことが望ましい

宮城県、新潟
市、金沢市、京
都市、大阪市、
兵庫県、広島
市、徳島県、福
岡県、熊本県、
熊本市

奈良県内閣府、文部科学省、
厚生労働省

社会福祉法第70条、
老人福祉法第18条、
障害者総合支援法第
48条第３項及び第85
条、児童福祉法第46
条及び第59条、認定こ
ども園法第19条、生活
保護法第44条、児童
福祉法施行令第38
条、「社会福祉法人指
導監査実施要綱の制
定について」、「老人福
祉施設に係る指導監
査について（通知）」、
「障害者支援施設等に
係る指導監査につい
て」、「児童福祉行政
指導監査の実施につ
いて（通知）」、「就学
前の子どもに関する教
育、保育等の総合的
な提供の推進に関す
る法律に基づく幼保連
携型認定こども園に対
する指導監査につい
て（通知）」、「生活保
護法による保護施設
に対する指導監査に
ついて」

施設監査（一般監査）の周期についても法人監査と同様に原則３年に１回と
することで施設監査（一般監査）と法人監査を同日に実施することが可能とな
り、監査事務の効率化が図られ、運営上問題のある施設に対する監査を重
点化することができる。

社会福祉法人が経営する社会福祉施設（老人福祉施設、障害者支援施設等、
生活保護法による保護施設）への施設監査（一般監査）の周期については、要
綱で原則として毎年１回は実地に行うこととされている。（前年度における一般
監査の結果、適正な運営が概ね確保されていると認められる場合には、書面
による実施が可能）また、児童福祉施設への一般監査の周期については、児
童福祉法施行令により、１年に１回以上と定められている。
施設監査（一般監査）と法人監査についてはともに周期が２年に１回であったこ
とから、社会福祉法人の負担軽減及び効果的かつ効率的な監査実施の観点
から、市町村と調整のうえ、同日に行ってきたが、法人監査の周期が原則３年
に１回に変更されたことにより、同日に行うことが困難になっている。
施設監査（一般監査）と法人監査では、必要書類のうち、会計等の書類が重複
しており、施設監査（一般監査）と法人監査では法人の応対者は同一人物であ
ることが多いことから、同一日に実施することが効率的である。
特別養護老人ホームや幼保連携型認定こども園の増加に伴い、監査対象施設
数も増加している。

前年度における施設監査（一般監
査）の結果、適正な運営が確保さ
れていると認められた社会福祉施
設（老人福祉施設、障害者支援施
設等、児童福祉施設、生活保護
法による保護施設）への一般監査
（実地）の周期について、社会福
祉法人への法人監査と同時に実
施できるようにするため、現行の
原則２年に１回を、原則３年に１回
に見直すよう求める。なお、運営
上、問題のある施設については、
翌年度も実地による施設監査を
行う。

社会福祉法人が経営
する社会福祉施設へ
の施設監査（一般監
査）周期の見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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157 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 生活保護法第29条に
基づく、年金事務所に
対する調査権限の付
与について

現行の生活保護法第29条に基づ
く年金調査は、日本年金機構中
央年金センターへ文書による照
会・回答で行う必要があり、その
文書やり取りに時間を要し、年金
受給に係る不正受給対策が遅れ
ている。
地方公共団体の税務担当職員が
税務調査において税務署で関係
書類の閲覧をしているように、生
活保護調査においても随時最寄
りの年金事務所で被保護者の年
金に関する全ての事項を閲覧で
きれば不正受給を未然に防ぐこと
が可能である。生活保護担当職
員にも税務調査と同様の調査権
により、年金事務所で調査ができ
る権限を求めるもの。

　当市において生活保護受給者は高齢者や障害者が約７割を占めている。年
金受給できるのかどうかも自己判断できず、福祉事務所の調査によって判明す
ることが多いが、生活保護法第29条に規定されている日本年金機構への調査
は、実際、厚生労働省保護課からの通知により、日本年金機構中央年金セン
ター(香川県高松市）へ照会回答事務が集約されており、回答が届くまで時間を
要し大変不便をきたしている。
　また、今般の年金受給期間の短縮で年金該当者が増えており、福祉事務所
の再調査の結果、今まで発見できなかった受給者の年金保険料納付期間が見
つかるケースが多くあった。それに関連し、生活保護受給者が福祉事務所に収
入申告せずに年金を遡及受給し、福祉事務所が日本年金機構から回答を受け
取る頃には全額消費してしまうケースがあり、福祉事務所としては不正受給防
止の対応に大変苦慮している。
　一方、地方公共団体の税務担当職員による税務調査では、地方税法第20条
の11に基づき、必要に応じて税務署において資料の閲覧ができる。生活保護
担当職員も生活保護法第29条に基づく同様の権限により、事前に被保護者の
年金支給決定や支給日等の情報が分かれば、これに係る不正受給を防止する
ことができる。

○最寄りの年金事務所でも調査できることにより、これまで照会・回答にか
かった時間や78条徴収金の事務処理で費やしてきた時間を大幅に短縮でき
る。
○29条調査で年金受給に関する全ての事項ができることにより、被保護者
の年金受給権の可否、年金額や受け取り見込額、年金受け取り月日、納付
期間で浮いたデータへの発見等ができると考えられ、年金に係る不正受給
対策に寄与する。

○生活保護法第29条
及び第29条第２項、
○「日本年金機構にお
ける活保護法第29条
に基づく照会回答事務
の集約化について」
（平成29年３月３日付
け保護課保護係長通
知）

厚生労働省 郡山市 【提案②参考資料】生活保
護法第29条に基く、年金事
務所に対する調査権限の
付与.pdf

宮城県、石岡
市、ひたちなか
市、所沢市、大
和市、福井市、
岐阜市、多治見
市、山県市、田
原市、城陽市、
大阪市、堺市、
八尾市、西宮
市、出雲市、熊
本市

○直接、最寄りの年金事務所に赴き、窓口で調査依頼をすることがあるが、繁忙期や調
査対象者が多いと、対応を断られるときがある。相談の予約をしても数週間先になること
もあり、迅速な処理に支障を来たしている。
○生活保護受給者の年金収入の有無等については、事務手続きが簡素でないことや、
速やかに状況を把握できないことから、裁定請求が遅れ、結果的に法第63条による費用
返還額や法第78条による費用徴収額が、高額となってしまうことが多い。
○年金受給開始の申告が無く、後の課税調査等で年金の受給が発覚し、結果保護費の
不正受給が発見されたケースが複数件ある。個別に年金事務所に文書照会を行ったと
しても、日本年金機構中央年金センターにて照会を行うよう案内されるような状態であ
り、日本年金機構中央年金センターへの照会では、照会文書発送日から回答受領日ま
でおよそ１か月程度要するのが現状である。要保護者から保護申請を受けた際にも、申
請日当日に調査文書を送ったとしても、法定期限である１４日以内に当該調査の回答が
得られないのが現状である。
○現在、生活保護法第29条に基づき、日本年金機構へ文書による照会を実施する際
に、回答を得られるまでに約3週間を要している。また、早急に年金情報が必要な場合等
は、地区担当員が年金事務所へ出向き調査を行うが、その際に、事前に本人に調査目
的を説明し、委任状に記入・捺印してもらう必要があるため、事務処理に時間が掛かって
いる。生活保護担当職員に調査権限が付与されれば、それらに掛かる時間が削減さ
れ、不正受給の早期発見・早期対応が可能となるため、必要な権限であると考えられ
る。
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169 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 介護保険における施
設移転に際しての住
所地特例の継続

住所地特例の対象外とされてい
る施設のうち、対象施設の同一市
町内にある認知症高齢者グルー
プホームを住所地特例の対象と
すること。

【現状】
介護保険においては、住民票のある市町が保険者となるのが原則であるが、
その原則のみでは介護保険施設の所在する市町に給付費の負担が偏って施
設等の整備が進まない恐れがあり、特例として、施設に入所する場合には住民
票を移しても移す前の市町が引き続き保険者となる住所地特例が設けられて
いる。
住所地特例対象施設は、介護保険３施設（特別養護老人ホーム、老人保健施
設、介護療養型医療施設）、特定施設（有料老人ホーム、軽費老人ホーム、
サービス付き高齢者住宅）、養護老人ホームである。地域密着型サービスは、
施設が所在する住所地の被保険者のみが利用できるサービスとされているた
め、地域密着型の施設は住所地特例の適用外となっている。
【支障事例】
他市町から特定施設（軽費老人ホーム）に入居している者の認知症が進行し
て、同一敷地内にある認知症高齢者グループホームの早急な利用が必要にな
る場合、認知症高齢者グループホームは地域密着型の施設であるため、住所
地特例は適用されない。当該者は認知症高齢者グループホームが所在する市
町の被保険者となることから、給付費用の増加につながり、保険者間の負担の
公平が保たれていない。
実際、提案町において、他市町から軽費老人ホーム（ケアハウス）入居後に、認
知症高齢者グループホームを利用した者が平成18年度以降９人（内、４人は継
続利用中）で、支払った介護給付費は１億6,898万円（平成30年3月分まで）と
なっている。

住所地特例対象施設から同一市町内にある認知症高齢者グループホーム
に移行する場合に住所地特例が適用されることにより、保険者間の適正な
責任の分担と負担の公平が保たれる。

・介護保険法第13条 厚生労働省 兵庫県、多
可町、滋賀
県、京都
府、堺市、
神戸市、和
歌山県、鳥
取県、徳島
県、兵庫県
町村会

宮城県、米沢
市、石岡市、山
県市、田原市、
芦屋市、出雲
市、高松市

○本市では、地域密着型サービスの入居系サービスでも地域の実情から介護保険法第
78条の2第4項第4号の協議に基づき同意をしたケースもあり、地域密着型サービスであ
ることをもって入居・入所系事業所の適用外とする必要はなく、他の住所地特例と同様
の取扱いとするべきであると考える。
○地域密着型サービスを住所地特例の対象とすることは「住み慣れた地域で暮らし続け
る」という地域包括ケアシステムの理念には馴染みにくいものの、提案団体からの提案と
同様の事例が全国的に散見され、結果として不公平な費用負担となっていることから、
制度改正が求められる。
○本市でも複合高齢者施設で同様の問題が生じている。
○特定施設（サービス付高齢者住宅）から，認知症の進行に応じてグループホームを経
由して介護福祉施設（特別養護老人ホーム）へ移るケースも想定される。サ高住から直
接特養に入った場合は住所地特例者であるが，グループホームを経由するとその時点
で施設所在市町村被保険者となり，更に特養に入居した場合も施設所在市町村被保険
者となり，施設所在市町村の負担となる。グループホームは入居型施設であることから，
住所地特例施設として整理するのが望ましい。

○移住希望地域に移住する意思を有している場合のみで短期居住する際の考え方は、
旅館業法適用除外の通知において明確にされていないことから、短期移住に関する施
策を行うことが難しい状況にある。
 ついては移住希望者が当該市町に移住する目的で、移住希望地域での生活を体験す
る間に、市町の空き家バンクに登録済みの空き家でお試し居住する場合は、特定の空き
家を取得又は賃貸する前提で短期居住する場合と同じく旅館業法の適用除外とするこ
と。
○移住を希望する者に対する特定の空き家の売買又は賃貸を前提とした当該空き家へ
の短期居住については、旅館業法の適用外となる場合（①対象施設が特定されているこ
と・②真に空き家を購入又は賃貸する意思を有していること・③対象施設が反復継続し
て不特定多数の者が利用することのないよう担保されていること）が示された。
しかし、移住希望地域に移住する意思を有している場合のみで短期居住する際の考え
方は、旅館業法適用除外の通知において明確にされていないことから、移住の希望を明
確に示していない段階での短期移住を提供する施策を行うことが難しい。
○H28.3.31厚労省生活衛生課長通知では、空き家物件の短期居住に当たって、当該市
町村への移住希望の意思がある者が、必ずしも当該施設自体を購入又は長期賃借しな
い場合には、旅館業法の適用外とならないため。
○移住希望地での生活体験を行う、お試し住宅事業については、営利目的ではなく、移
住希望地域での生活を体験することを目的としている。
しかし、旅館業法の適用を受ける場合、施設整備などの問題で、実施が難しく、事業実
施が困難となる。
また、市町村は旅館業法の適用を受けないように、宿泊料を徴収しない等の対応を行っ
ており、光熱費等も市町村側の負担となり、財政的負担を考えても移住希望地域での空
き家を活用した生活体験事業の実施が難しくなっている。
○当県では、宿泊施設においては一定の衛生水準を確保する必要があることから、現
行の運用で良いと考えている。
ただし、旅館業法の適用除外を広げた場合でも、衛生水準が確保される方策があれば
支障ないと考える。
○本市の中山間地域では、地域団体が、適用除外として示された「売買又は賃貸を前提
とした空き家物件への短期居住」ではなく、継続的な短期お試し住宅の設置を検討して
いる。
　移住希望者の多くは地域内での短期お試し居住を求めているが、継続的な運営には
必要最小限の経費徴収が必要であり、現状では積極的に実施することが難しい状況に
ある。
　移住希望者が地域内の施設に短期居住する場合も同様に旅館業法の適用除外となる
ことにより、地域住民による主体的な移住者支援が促進され、結果として移住者の増
加、空き家等の活用による危険空き家の抑制など、地域力の向上に繋がる。
○移住を希望する者に対する特定の空き家の売買又は賃貸を前提とした当該空き家へ
の短期居住については、 旅館業法の適用外となる場合（①対象施設が特定されている
こと・②真に空き家を購入又は賃貸する意思を有していること・③対象施設が反復継続し
て不特定多数の者が利用することのないよう担保されていること）が示された。
　しかし、移住希望地域に移住する意思を有している場合のみで短期居住する際の考え
方は、旅館業法適用除外の通知において明確にされていないことから、短期移住に関す
る施策を行うことが難しい状況にある。

花巻市、福島
県、栃木市、岐
阜県、岡山県

兵庫県、滋
賀県、京都
府、京都
市、大阪
府、上郡
町、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合、兵
庫県町村会

厚生労働省・旅館業法第２条、第
３条
・平成28年３月31日付
厚生労働省生活衛生
課長通知

　交流人口の増加による地域の活性及び移住・定住のきっかけづくりによる
移住等の推進、地域団体組織の地域づくり活動による地域力の活性・向上
に加え、地域内に存在する空き家等の活用による危険空き家等の発生抑制
による地域の安心安全の確保が期待できる。

【現状】
　人口減少社会にある中、地方創生の観点から、国全体で空き家を有効活用し
た都市部から農村部への移住や二地域居住の促進、危険空き家等の発生抑
制に取り組んでいる。
　上郡町では、空き家バンク制度や住宅取得助成制度に加えて、特定公共賃
貸住宅の目的外使用による生活体験住宅の提供事業を開始し、移住や定住希
望者に対する移住体験住宅の提供を検討している。
【支障事例】
　移住を希望する者に対する特定の空き家の売買又は賃貸を前提とした当該
空き家への短期居住については、 旅館業法の適用外となる場合（①対象施設
が特定されていること・②真に空き家を購入又は賃貸する意思を有しているこ
と・③対象施設が反復継続して不特定多数の者が利用することのないよう担保
されていること）が示された。
　しかし、移住希望地域に移住する意思を有している場合のみで短期居住する
際の考え方は、旅館業法適用除外の通知において明確にされていないことか
ら、短期移住に関する施策を行うことが難しい状況にある。

移住希望者が当該市町に移住す
る目的で、移住希望地域での生
活を体験する間に、市町の空き家
バンクに登録済みの空き家でお
試し居住する場合は、特定の空き
家を取得又は賃貸する前提で短
期居住する場合と同じく旅館業法
の適用除外とすること。

移住希望地域で空き
家を活用した生活体
験に対する旅館業法
の適用除外

環境・衛生Ｂ　地方に対する
規制緩和
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170 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 介護老人保健施設と
看護小規模多機能型
事業所について、定
期借地権を利用した
未利用国有地の減額
貸付対象化

社会福祉法第2条に規定する事
業外の施設（介護老人保健施設
と看護小規模多機能型事業所）
を、定期借地権を利用した未利用
国有地の減額貸付の対象とする
こと。

【現状】
平成27年に取りまとめられた「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施す
べき対策」を受けて、都市部の未利用国有地で定期借地権を利用して介護施
設等を整備する場合に、貸付料が50％減額（10年間）されることとなった。
減額貸付の対象施設は、定期借地権設定のための一時金の支援事業（「医療
介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域
介護対策支援臨時特例交付金の運営について」（平成26年9月12日付厚生労
働省医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号）別紙「地域医療介護
総合確保基金管理運営要領」別記1-2の2-（3）に規定する事業をいう。）の対象
となる施設のうち、社会福祉法第2条に規定する事業に係る施設（特別養護老
人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業
所、認知症グループホーム）である。介護老人保健施設と看護小規模多機能型
事業所は、対象施設と同様に介護保険事業に資する施設であるにもかかわら
ず、社会福祉法第2条に規定する事業に係る施設ではないため対象外となって
おり、定期借地権設定のための一時金の支援事業との均衡がとれていない。
【支障事例】
介護施設等の整備について、市町の公募が不調に終わる場合、特に都市部で
は土地の確保が困難であることが大きな要因となっている。
平成28年に県内市町で、看護小規模多機能型居宅事業所の整備計画があっ
たものの、土地が確保できず断念した事例がある。

「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」として、「介護離
職ゼロ」に直結する緊急対策を実施することとなっている。対象施設に、介護
老人保健施設と看護小規模多機能型事業所を加えることで、都市部等にお
ける施設整備の促進が期待でき、緊急対策の目的とされている高齢者の利
用ニーズに対応した介護サービス基盤の確保に資する。

・国有財産特別措置法
第３条
・社会福祉法第２条
・平成27年12月21日付
財理第4997号「介護施
設整備に係る国有地
の有効活用について」
通達

財務省、厚生労働省 兵庫県、京
都府、京都
市、大阪
府、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

一億総活躍社会の実現 米沢市、練馬
区、川崎市、田
原市

○平成28年度に当団体内未利用国有地の活用について検討した際、看護小規模多機
能型居宅介護が支援事業の対象外であった事が理由で、活用を断念した。
看護小規模多機能型居宅介護は、当団体の第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画においても整備を進める方針であり、国有地の活用も含め検討していくことから、貸
付料減額の仕組みは必要であると思料する。

180 Ａ　権限移譲 医療・福祉 児童相談所設置市
（中核市）において療
育手帳を交付すること
ができることを明確化
する通知の見直し

児童相談所を設置している中核
市が療育手帳の判定と交付を合
わせて実施できるよう、療育手帳
制度に係る厚生事務次官通知を
見直すこと。

療育手帳制度は、厚生事務次官通知に基づいて、各都道府県・指定都市が療
育手帳制度を定めて運用している。厚生事務次官通知で、療育手帳の判定
は、児童相談所又は知的障害者更生相談所で実施し、交付は都道府県又は
指定都市が行うと定められているため、中核市が児童相談所を設置しても、前
述の通知に基づくと、療育手帳の判定を行うだけで交付ができない。
このため、療育手帳の交付にあたっては、児童相談所（市）が行った判定の結
果を県に送付して、県の交付決定後に児童相談所（市）に手帳を送付すること
になるため、交付に時間を要し、市民サービスの低下につながる。
また、療育手帳の交付に係る行政不服審査法に基づく不服申立てがあれば、
判定事務を実施していない県が受けることになる。
兵庫県では、平成31年4月に、明石市（平成30年４月に中核市移行）が児童相
談所を設置する計画があるが、児童相談所を設置しても、療育手帳の判定と交
付を合わせて行えず、一貫した障害児支援が実施できない。

知的障害児に対して一貫した指導・相談が可能となり、それぞれの市民の実
情・実態に応じた最適な支援サービスの提供が可能となる。療育手帳の交付
時間の短縮や事務の効率化など、市民サービスの向上につながる。行政不
服審査法に基づく不服申立てについても、判定・交付を実施する市が責任を
もって適切に対応できる。

療育手帳制度要綱（昭
和48年9月27日厚生省
発児第156号）

厚生労働省 兵庫県、滋
賀県、大阪
府、堺市、
明石市、鳥
取県、徳島
県、関西広
域連合

福島県、京都府 ○児童相談所設置中核市が判定と療育手帳交付を一体的に行うことにより事務の効率
化、市民サービスの向上につながるものと思われるので、提案には賛同できる。
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○保育教諭不足の中、保育士や幼稚園教諭を活用し、幼保連携型認定こども園を運営している。実
際に、各保育施設において若干名の保育士等が一方の資格・免許しか保持しておらず、特例措置終
了後には保育現場を離れざるを得ず、職員の確保がさらに困難になることが懸念され、待機児童の増
加に直結する。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみの資
格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、当該職
員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と
見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただ
きたい。
○本市においては、幼保連携型認定こども園への移行を進めており、正規職員の資格併有を進めて
きたところであるが、臨時職員についての対応が出来ていないことから特例期間終了後の臨時職員
等の配置が困難となることが想定される。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と幼
稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙がってい
る。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでいない現状があ
り、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化することも予想される
ため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必要性は高いと考えられ
る。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保育教諭が少
なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務ができず、ひいては幼保連
携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増加することが予想される。
○平成30年4月より、保育所から幼保連携型認定こども園に移行した施設の場合、特例措置が適用さ
れる期間が2年間しか無いため、期間の延長が必要であると思われる。
○本市においても、養成期間が限られている等の理由により、特例措置の期間中に全ての職員が保
育教諭の免許・資格を取得できなかった際に、職員の配置基準を満たさず、保育教諭不足を要因とす
る待機児童が発生する可能性があるとともに、当該事案を危惧する幼保連携型認定こども園からの
要望があるため。
○待機児童の解消に向けて、幼稚園が認定こども園に移行することで、保育の提供量を確保する方
針ですが、経過措置が終了することで移行が促進されない懸念があります。また、現在も保育教諭、
保育士が不足している中で、既存の施設においては、退職者が出たときに新たな職員を雇用すること
が難しい現状があります。保育の担い手を確保するためにも、経過措置の延長を求めるもの。
○市内私立幼稚園の大半は、認定こども園への移行を視野に入れているなか、市でも公立保育所の
認定こども園化を検討しているが、幼保連携型認定こども園の保育教諭の特例措置の猶予期間が２
年を切っていることが、移行判断のマイナス要因となっている。
○現時点において具体的な問題等発生していないが、全国的な保育士不足等の課題が発生している
中、認定こども園において保育教諭として必要な資格及び免許の短期間での取得は困難であること
が想定される。認定こども園のニーズが高まる中、事業者や従業員に過度な負担が生じないよう特例
措置の延長が必要であると考える。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設においては、人
員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、また、講習実施
主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できていない者がいる。平
成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措置の延長を求める。
「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行の促
進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の期
間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免許と保
育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難しい状況
である。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚園教
諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の職員資格
の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さらに、人員配
置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼稚園教諭および
保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得することは困難な状態となっ
ている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保育の受け皿を確保する
ことができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同するものである。
○平成30年度認定こども園に関する調査（内閣府認定こども園担当）により職員の調査が実施されて
いるところであるが、その調査による本市に所在する37の幼保連携型認定こども園の保育教諭と講師
をあわせた職員数は1,044人、うち片方の資格の職員は100人となっている。また、このうち資格取得
が未定のものは、63人となっている。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規職
員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。一方、
今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員も含めると
施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を実施しており、
同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率が100%にはなって
いないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行の阻害要因とならない
よう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確保のため、認定こども園への移行が進んでい
るところ。
特例期間中の免許・資格の取得を推進しているところではあるが、特例期間内に全ての保育教諭が
免許・資格を取得することが困難である。その場合において、配置基準を満たさなくなることから、認
定こども園が３歳児未満の定員を減少させることが想定され、待機児童が増大する恐れがある。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中で、
資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保育
教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育教諭不足に伴
う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園においては
平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の有資格
者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする同施設に
おいては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用後，不足する資
格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が足りなくなる状況を
危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。
○「経過措置」と「特例制度」は別の取扱いではあるものの、H32以降の幼保連携型認定こども園への
移行促進に当たって、全国保育三団体協議会（全国保育協議会・日本保育協会・全国私立保育園連
盟）からは両措置・制度の期間経過後における現場対応を不安視する声が上がっているところ。
（H30.6.18 国へ要望済み）

旭川市、秋田
市、船橋市、川
崎市、山県市、
豊田市、田原
市、草津市、大
阪府、八尾市、
寝屋川市、和泉
市、藤井寺市、
東大阪市、阪南
市、島本町、兵
庫県、神戸市、
和歌山市、玉野
市、徳島県、徳
島市、熊本市、
九州地方知事会

豊中市内閣府、文部科学省、
厚生労働省

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

〇保育現場及び保育士自身の負担を軽減しながら、資格・免許の積極的な
取得を促進し、保育の担い手の増加を目指す。
〇認定こども園移行に係る懸念事項を和らげることで、より一層の認定こど
も園移行促進を図る。

○特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、養成機関なども
限られるうえ、認定こども園の利用希望者が多く、保育教諭不足の中で、雇用
している職員を資格・免許取得の為に現場から離れてしまうことにより、保育現
場に支障をきたしてしまうため、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保
育教諭の免許・資格をとることが困難となっている。また、特例措置終了後は免
許・資格取得に要する期間が増加することにより、さらに取得促進が難しくな
る。
〇豊中市では幼保連携型認定こども園が小学校就学前の学校教育・保育を一
体的に行う施設であり、保護者の就労の有無にかかわらず利用できることから
その移行を推進しており、平成27年4月にすべての公立の保育所（19園）・幼稚
園（7園）が幼保連携型認定こども園に移行、平成30年4月までに私立保育所（3
園）私立幼稚園（8園）が幼保連携型認定こども園へ移行した。また、平成31年4
月に向けて私立保育所（6園）と調整を行っているところである。とりわけ、私立
幼稚園からの認定こども園化は、3歳児2号枠を設定することにより、2歳児まで
の保育施設からの進級先の確保とともに待機児童解消にも有効に働くことから
特に推進をしているところである。今後も残る私立保育所（50園）、私立幼稚園
（17園）に働きかけを行う予定としている。
このような状況下で現在保育所又は幼稚園である施設が認定こども園へ移行
する場合、猶予期間が2年も無いため、職員の確保が困難になることにより、認
定こども園移行を諦めてしまうことや、逆に現在認定こども園である施設が経過
措置期間終了時に保育所又は幼稚園に戻ってしまうことが想定される。

幼保連携型認定こども園の職員
資格として、幼稚園教諭免許状と
保育士資格を有することが求めら
れている（保育教諭）が、平成32
年3月31日までは幼稚園教諭免
許状と保育士資格のどちらか一
方免許・資格を有していれば保育
教諭等になることができる。全国
的な保育士不足を鑑み、特例措
置の延長を求める。

幼保連携型認定こど
も園の保育教諭の特
例措置の延長
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区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○当市においても処遇改善加算の認定事務や配分方法の制約により認定には苦慮しており、法
人の負担や配分方法の制約により処遇改善をあきらめる法人もあり簡素化を要望する。
○当市では全ての施設において、処遇改善等加算Ⅱを取得しているものの、各施設からは制度
自体の難解さ等に対する不満の声を聞く機会が多い。また、現場の職員からも、キャリアパス要
件の整備よりも単純に賃金が上昇することを望む声がある。このことから、ある程度制限を撤廃
し、各施設の自由裁量を増す制度設計を望む。
○処遇改善等加算Ⅱの加算対象職員数については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業所の種類ごとに、児童数や加算の有無により算出され、対象人数が決められている。
　施設によっては、その職責を担う職員がいなかったり、また経験年数の長い職員又は短い職員
が多くおり、配分が困難であるため、申請を行っていない場合がある。
　このため、算出される人数以下でも、申請が可能であるように運用の見直しが図られることを求
める。
○本市においても、国の想定する職制階層に合致しない施設においては、加算額を適切に配分
できず、処遇改善Ⅱの申請を行わない施設がある。
　各保育所等の人員配置の実態に見合った処遇改善が可能となるよう現在の国の制約（加算の
対象となる人数や金額の配分等）を見直していただきた。
○加算の対象となる人数や金額の配分等の国の制約により、本市の各保育所等においても、そ
の人選や改善額の配分に苦慮されている現状にある。保育士等の処遇改善は、待機児童解消
には欠かせない施策であるが、国の制約により十分に活用されていないことが懸念される。
○処遇改善等加算Ⅱは、具体的な配分方法が示されているおり職員の賃金改善を十分に実施
できている施設がある反面、分配できる職員数に限りがある施設については配分に苦慮してい
る。
  また、年度途中に採用された職員に対して配分方法に苦慮している施設もある。
  本年度は処遇改善等加算Ⅱの運用見直しもあり、制約も多少軽減されているが、十分に改善
が行われているとはいえない状況であるため、更なる見直しを検討していただきたい。
○当市においても、同等職種の職員が在籍する保育園では、配分に苦慮する保育園もあり、申
請を行わない保育園がある。
○本市でも、処遇改善加算Ⅱの配分方法については、各施設から多くの疑問や意見が寄せられ
ており、配分方法が複雑なため、申請を見送る施設もある。処遇改善を確実に行うためにも、配
分方法の制約の撤廃を求める。
○施設内で経験年数や職歴等において同等である職員が複数いる場合に、本加算の配分では
支給額に差が生じることから申請を躊躇している施設がある。また、経験年数が同じであっても
施設によって本加算の支給額に大幅な差が生じ、施設間で混乱がおきている。施設の実情に見
合った配分方法の見直しが必要である。
　施設の実情に合った配分を行うことにより、キャリアアップの仕組みが導入されやすくなる。
○現在は職員間の配分方法を工夫して対応しているものの、そもそも4万円の対象者に確実に
支給する趣旨であることを考えると、現実にその対象者が職員全体の3分の1以上であればそれ
に応じた加算をすべきである。
○本市においても、職員間の給与のバランスが取れない等の理由で処遇改善等加算Ⅱの申請
を行わない施設がある。
　国においては、平成30年度から配分方法の見直しが図られたが、対象人数が制限されたまま
であり、抜本的な解決には至っていないことから、対象人数を増やすなど、さらなる処遇改善に資
する取組みの実施が必要だと考える。
○本市においても当該制約により適切な分配ができず申請を躊躇する施設があることを認識し
ておりました。
そこで、概ね7年以上の経験を有する保育士等について、配分額が2万円を下回る場合に、2万円
までの配分を保障する『市処遇改善等加算Ⅱ』を平成30年度より新設し、独自の処遇改善を図っ
ているところであり、当該制約の撤廃について賛成します。
○処遇改善等加算Ⅱについては、運用が見直され、柔軟な運用が可能となるほか、処遇改善等
加算Ⅰも活用しながら職員への配分方法を工夫することも可能。そのため、処遇改善等加算Ⅰ
の基礎分について、職員一人当たりの平均勤続年数が１０年以上の場合には、１２％で一律と
なっているところ、１１年を超えても昇級が続くことから、平均勤続年数が１１年を超える場合の加
算率のさらなる改善も含めて検討する必要があると考える。
○各保育所等において、職員の経験等に有意な差が存在しない場合には、処遇改善等加算Ⅱ
の対象者を選択することが困難になり、職場の人間関係を懸念して処遇改善等加算Ⅱの申請を
保留しているとの声もある。
○配分方法の制約により職員間の給与等均衡が維持できなくなるといった理由で、処遇改善加
算Ⅱを申請しないケースは本市においても同様に存在する。
○加算額の算出においては、低年齢の児童数が大きく影響を与える制度設計となっており、年度
に応じて加算対象者数が増減することとなり、安定した保育士の定着に寄与するとは言い難い。
○４万円の処遇改善Ⅱの対象者が1/3までと上限が設定されているため、ベテランが多い保育所
では、処遇改善の対象になる者とならない者を選定する必要が生じる。職員間の公平性を重視し
て処遇改善Ⅱの実施を見送るといった対応をとる保育所も出ており、本県の実施率は76％に留
まっている。
○各施設における配分人数等の制約により、①同等の年数の職員間での賃金改善額の格差の
発生、②同等の年数の職員の賃金改善額について施設間での格差等が生じている。
○平成30年度は処遇改善Ⅱの制度について一部見直しがされたが、概ね７年以上経験年数を
有する保育士等について４万円の処遇改善を行うとしているものの、対象者全員に支給されるの
ではなく、施設内で適切に配分されるといった公平な制度となっていない。
○処遇改善等加算Ⅱが実施される前から、キャリアアップの仕組みを構築し、職位に応じた手当
等を支給している施設では、処遇改善等加算Ⅱの運用上、特定の職位の一定数の者に４万円の
処遇改善を行うこととなり、職制階層のバランスがとれなくなるため申請を躊躇している。
○県内においても、配分方法の制約により、職員間で給与の不均衡が生じることから、申請を行
わない施設がある。
  配分について柔軟な運用を可能とすることで、保育現場の環境改善を見込むことができる。

花巻市、仙台
市、福島県、川
崎市、海老名
市、須坂市、山
県市、城陽市、
大阪府、大阪
市、兵庫県、神
戸市、伊丹市、
出雲市、山口
県、山陽小野田
市、徳島県、高
松市、松浦市、
熊本市、宮崎
市、沖縄県

静岡県、神
奈川県、浜
松市、沼津
市、三島
市、伊東
市、富士
市、藤枝
市、御殿場
市、袋井
市、湖西
市、牧之原
市、長泉
町、吉田町

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

子ども子育て支援法、
特定教育・保育、特別
利用保育、特別利用
教育、特定地域型保
育、特別利用地域型
保育、特定利用地域
型保育及び特例保育
に要する費用の額の
算定に関する基準等
（平成二十九年三月三
十一日内閣府告示第
539号）、｢施設型給付
費等に係る処遇改善
等加算について｣（平
成27年３月31日付府
政共生第349号、26文
科初第1463号、雇児
発0331第10号　内閣
府子ども・子育て本部
統括官、文部科学省
初等中等教育局長、
厚生労働省雇用均等・
児童家庭局長通知）

　今後、保育料の無償化などにより、保育需要が一層高まることが予想され
る中、加算額の配分方法の制約の撤廃により、全ての保育所等において、
処遇改善に結びつく保育士等のキャリアアップの仕組みが導入されやすくな
ることにより、保育現場における保育士等の定着と参入促進が図られ、安心
して子供を生み育てられる環境の整備につながる。

　概ね７年以上経験年数を有する保育士等について４万円の処遇改善を行うと
しているものの、対象者全員に支給されるのではなく、１施設あたり職員全体の
３分の１程度に対象人数が限定されている。また対象人数のうち半数に４万円
を支給することが条件となっているため、該当のベテラン保育士が多く配置され
ている施設は、施設内で適切に配分することもできないことから申請を躊躇して
いる。
　なお、平成30年４月16日付の通知（「『施設型給付費等に係る処遇改善等加
算について』の一部改正について」）でも一定の見直しが図られているが、上記
の支障については、解決が難しいところである。

　平成29年度から保育士等の
キャリアアップの仕組みの導入と
技能・経験に応じた処遇の改善の
ための子ども・子育て支援新制度
の施設型給付費等に係る処遇改
善加算Ⅱが創設されたが、その
運用における加算額の配分方法
に制約が課せられている。
　キャリアアップの仕組みを導入し
ているものの、国の想定する職制
階層に合致しない施設において
は、加算額を適切に配分できず、
処遇改善Ⅱの申請を行わない施
設もある。
　各保育所等の人員配置の実態
に見合った処遇改善が可能となる
よう現在の国の制約（加算の対象
となる人数や金額の配分等）を見
直した上で、地域の実情に応じて
都道府県知事が副主任保育士等
の経験を有すると認めた職員も対
象とすることができる制度としてい
ただきたい。

子ども・子育て支援新
制度の施設給付費等
に係る処遇改善Ⅱの
配分方法の制約の撤
廃
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区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○新規と更新の「臨床調査個人票（臨個票）」が同じ様式であり、指定医は更新申請であっても
「診断基準に関する事項」と「重症度分類」に関する事項の両方の記入を国から求められている。
しかし、「診断基準に関する事項」は新規申請時に審査済みである。当県の審査会としても、更新
申請において診断基準を満たさないことによる不認定は想定していない。
　また、診断した医療機関と更新申請時に通院している医療機関が異なる場合も多い。その場
合、更新の臨個票を記入する指定医は「診断基準に関する事項」を記入するために、元病院に照
会が必要となる事例も多い。詳細かつ大量な臨個票について、「診断基準に関する事項」の記入
を改めて求めることは指定医にとって大変な負担であり、行政にとっても、それらを確認すること
は負担である。
　以上のことから、更新の臨個票は、「重症度分類に関する事項」を中心とした記載内容に簡素
化することを求める。
○【現状認識】
①指定都市では，今年度から更新申請に係る審査を行うが，申請者からは，毎年の更新申請に
係る負担が大きいとの声があり，行政の更新申請に係る事務作業量及び審査負担も大きい。
②また，更新申請の期間を過ぎて申請する場合や，快方により更新されず，再度重症化したため
申請する場合は新規申請の扱いとなり，申請者，医療機関，行政に負担がある。
また，一度受給が途切れ，臨個票の記載をする際に，病状の重いときに検査した結果が医療機
関の閉院等でなくなり，また，再検査をすることも出来ない場合は，臨個票を記載することが出来
ず，受診者への不利益となる。
【制度改正の必要性等の具体的内容の考え】
①臨個票は，症状が重いときの診断内容を記載するため，更新申請では重症度のみの臨個票と
することで，全体的な負担軽減となる。
②①のとおり，臨個票は症状が重いときの診断内容を記載するため，一度診断基準を満たし，受
給者証の交付の事実確認が出来れば，更新申請用に簡略化した臨個票での審査とすることで，
受給者，医療機関，行政の負担を軽減するとともに，全国共通の運用とされたい。
○受給者数が多く、更新申請時の臨床調査個人票が簡素化されれば、受給者や医療機関の更
新手続きに係る負担及び行政による審査等の業務の軽減が図られる。
（年間更新件数　約30,000件（一部地域除く））
○指定難病の医療費助成に係る臨床調査個人票の様式は全国共通のものであり、本市におい
ても提案団体と同様にこれを作成する指定医や内容を確認する行政の負担は大きい。
臨床調査個人票は難病の研究には必要不可欠なものであり、毎年提出いただくことで病状の変
化等を把握し、特定医療を受けることの必要性を適切に確認することが必要であることは理解す
るものの、一定の範囲内での簡略化ができれば、医療機関の負担軽減とともに、行政による審査
業務の効率化により、速やかな支給認定に資するものと考えられる。
○更新申請時の臨床調査個人票については、重症度分類に関する事項を中心とした記載内容
に変更が望ましいと考えられ、制度改正が出来れば効率化が図れると考えられる。
○更新申請における臨床調査個人票の作成における指定医療機関及び行政側の負担は大きい
現状がある。今年度数種類の臨床調査個人票が簡素化されたが、他疾患についても見直すこと
で事務量の軽減につながる。
○詳細かつ大量な臨個票は、作成する指定医の負担が大きいため、臨個票の作成が遅れ、受
給者の更新申請が進まない事例や、寝たきりなど重度の状態であっても必ず提出を求められる
ことで、患者側の申請手続きに係る負担が大きい事例もある。
　内容を審査する行政にとっても、記載内容等の問い合わせにかなりの時間と労力を要すると同
時に、問合せ先となる指定医の負担も大きい。
○指定難病に係る医療費助成については、支給認定された場合、原則１年の有効期間を定め受
給者証を発行し、受給者は病状に関わらず、毎年更新申請の必要がある。
　更新申請の際も新規申請と同様、疾患ごとに示された「臨床調査個人票（臨個票）」の提出が必
要であるが、当該臨個票の内容は詳細かつ大量であり、これを作成する指定医等医療機関の負
担や、確認を行う行政側の負担も大きい。
○平成30年4月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、県から市に事務が移
譲された。
事例のとおり臨床調査個人票の内容は詳細かつ大量であるため、作成する指定医等医療機関
及び内容確認をする行政の負担となっている。
○本県においても、更新時の事務量が膨大であることから、臨床調査個人票を重症度分類に関
する事項のみとし、診断カテゴリーを省略すれば、受給者、医療機関、行政の大幅な負担軽減と
なる。
○更新申請時の臨床調査個人票については、記載する項目が増えたことで負担が非常に大きく
なっていると難病指定医から御意見をいただいている。
　臨床調査個人票の簡素化には賛成だが、何度も繰り返し改正されては、記載する難病指定医
や審査委員の混乱を招く恐れがあるため、ある程度は時期を決めてまとめて行ってほしい。
○当県でも同様に，更新手続に係る臨床調査個人票については内容は，作成時期が集中してい
るとともに，内容が詳細なため，医師の負担かなり大きいとの苦情が寄せられている。
　このため，更新申請用の臨床調査個人票は，重症度の記載のみとし，簡素化していただきた
い。
○更新申請時の臨床調査個人票については、新規申請時とは別様式とし、重症度の医学審査
に必要な内容を精査し簡素化することにより、指定医療機関や認定に伴う行政の事務負担の軽
減につながり、スムーズな認定となる。
○有効期間が１年であるため、毎年更新申請が必要であり、受給者、医療機関、行政の負担が
大きい。
治療方法が確立しておらず長期の療養を必要とする難病の特性により、大半の申請者が更新認
定されている現状に鑑み、有効期間を２年にするなどの緩和を行えば、受給者、医療機関、行政
の負担軽減につながる。
○難病患者は高齢者が多く、身体障害等の症状のため毎年更新手続きをすることが負担となっ
ていることから更新申請時の臨床調査個人票の簡素化や、疾患の種類や症状の程度により臨
床調査個人票の提出を複数年に一度等の緩和を実施することにより、申請者の負担軽減につな
がる。

北海道、宮城
県、川崎市、石
川県、福井県、
静岡県、浜松
市、愛知県、名
古屋市、京都
市、島根県、山
口県、愛媛県、
高知県、熊本
県、熊本市、大
分県

茨城県、福
島県、栃木
県、群馬
県、新潟県

厚生労働省難病の患者に対する
医療等に関する法律
第６条
難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則第12条

　医療機関の臨床個表作成の負担を軽減するとともに、行政による審査業務
の効率化が図られ、速やかな認定に資する。

　指定難病に係る医療費助成については、支給認定された場合、原則１年の有
効期間を定め受給者証を発行し、受給者は病状に関わらず、毎年更新申請の
必要がある。
　更新申請の際も新規申請と同様、疾患ごとに示された「臨床調査個人票（臨
個票）」の提出が必要であるが、当該臨個票の内容は詳細かつ大量であり、こ
れを作成する指定医等医療機関の負担や、確認を行う行政側の負担も大き
い。（本県では，年間の申請件数約18,000件のうち，約15,000件が更新の申請
となっている。）

　指定難病の医療費助成につい
ては，更新申請の場合は基本的
に診断基準は満たしているため，
更新申請の様式を「重症度分類」
に関する事項を中心とした記載内
容に簡素化する。

　「難病の患者に対す
る医療等に関する法
律」に基づく指定難病
の医療費助成の更新
申請を行う場合の臨
床調査個人票（臨個
票）の簡素化

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○紛失や破損等による介護保険被保険者証及び負担限度額認定証並びに介護保険負
担割合証の再交付申請や届出において、申請者に個人番号を記載するよう求めている
が証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであ
り、個人番号記載の必要性がなく、業務を煩雑にするだけである。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止し、業務の簡素化していただきたい。
○当市では、年間約300人から再交付申請があり、そのうち半数が介護保険事業所が代
行手続きをするため、個人番号の記載は困難であり職権での補記する必要がある。ま
た、情報連携の必要もないため、市民へ個人番号記載の必要性についての説明ができ
ない。以上のことから、再発行申請にあたっての個人番号記載する義務付けを廃止とし
てほしい。
○マイナンバー記入に要する市民の負担及び事務負担が大きい状況である一方、マイ
ナンバーによる情報連携の必要がないことから、制度改正の必要性を認めます。
○介護保険法施行規則において、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定
証等の交付・再交付の申請や、氏名・住所等被保険者情報の変更届出の際には住所・
氏名・生年月日等に加え個人番号（マイナンバー）を記入するよう定めているが、既に被
保険者資格を有する者が対象であることから改めてマイナンバーを収集する必要はな
く、また情報連携等も想定されないため、必要性が説明できない。
　マイナンバーの記入にあたってはマイナンバーカード等による本人確認を行う必要が
あるが、介護保険関係の手続きは当事者が要介護の高齢者であることから、マイナン
バーの管理・記入が困難な人や本人確認書類を所持しない人も多く、窓口での説明や
手続きに時間を要している。
　介護事業者が代理申請する場合においても、マイナンバーの管理や代理申請の条件
が厳しく負担が大きいことから、マイナンバー欄は空欄にする例が多く見られる。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきたい。
○マイナンバーの記入に当たっては本人確認が必要であるが、マイナンバーを確認でき
る書類や本人確認できる書類を所持していない高齢者も多く窓口事務が煩雑になってい
る。
○介護保険被保険者証等の再交付申請に際しては、個人番号が未記載となっているこ
とが多い。未記載分については職員が調査の上記載しているものの、情報連携におい
ては当該事務処理の必要性はないものと捉えている。
○再交付申請であることから、改めてマイナンバーを収集する必要はないと思われ、ま
た情報連携等も想定されないため、必要性がないのではと考える。
　再交付申請者が家族・介護事業者の代理申請が多く、マイナンバーの管理や代理申
請の条件が厳しく負担が大きいことから、マイナンバー欄は空欄にする例が多く見られ、
市が職権で補記する事務が生じている。
○介護保険被保険者証等再交付申請書の個人番号記載欄は、ご本人でない方の申請
も多く、未記入の場合が多いため事務的負担が大きい。
　個人番号を利用して情報連携を行う必要がない業務なので、記入の義務付けの廃止
及び記入欄の廃止をしていただきたい。
○再交付事務年間１８０件程度のうち，マイナンバー記載の上での申請は１０件程度で
あり，当市においても事務処理上の負担となっている。

米沢市、浪江
町、石岡市、ひた
ちなか市、習志
野市、八王子
市、大垣市、山
県市、田原市、
出雲市、高松
市、今治市、砥
部町、筑後市

01介護保険被保険者証等
再交付申請書.pdf
02介護保険負担割合証再
交付申請書.pdf

各務原市内閣府、厚生労働省行政手続きにおける
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律
介護保険法施行規則

【効果】
　個人番号を入力するために、本人確認や委任状の確認等の事務がある
が、個人番号の記載や確認をしないことにより、時間が短縮され、能率的に
保険証等を交付することができ、また待合時間の短縮により市民サービスの
向上につながる。
　破損や紛失等による再交付に当たって、個人番号を取得すること、及び情
報連携をすることは、不要な取得に当たると考えられることから、不要な情報
連携を回避することができる。

【支障事例】
　紛失や破損等による介護保険被保険者証及び負担限度額認定証並びに介
護保険負担割合証の再交付申請や届出において、申請者に個人番号を記載
するよう求めているが証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基
づき、再交付するのみであり、個人番号記載の必要性を市民に対して説明する
ことは難しい。
　また、再交付申請件数は年間約2000件あるが、要介護状態にある高齢者が
来庁することはほぼないため、介護保険事業者が手続きに訪れる。その際、申
請書に個人番号が記載されていることはないため、職員が調査の上記載してい
る。情報連携しないにもかかわらず、個人番号を職員が記入することで、処理
時間は年間約2000分増加している。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記
載する義務付けを廃止としていただきたい。
　

　紛失や破損等による介護保険
被保険者証及び負担限度額認定
証並びに介護保険負担割合証の
再交付申請や届出において、申
請者に個人番号を記載するよう求
めているが、証の再交付事務に
は情報連携する必要はなく、申請
に基づき、再交付するのみであ
る。
　再交付にかかる処理件数が年
間約2000件あり、そのため事務が
煩雑となっている。
　よって、既に発行済みである保
険証等の再交付事務において、
個人番号を記載する義務付けを
廃止としていただきたい。

介護保険事務におけ
る証の再発行申請等
への個人番号記載の
義務付け廃止

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○証の再交付事務には情報連携を行う必要はなく、市民に対しても、個人番号を記載す
ることの主旨を説明することが難しい。
　また、当該事務に限らず、国民健康保険事務全般において、行政側が個人番号を把
握しているにも関わらず届出者に個人番号を記載させるという制度自体を見直す必要が
あると考える。
○証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づく再交付するのみであり、
個人番号記載の必要性を市民に対して説明することは難しい。
○再交付は「個人番号を記載してもらい情報連携をする必要がある事務」ではないこと
から、被保険者にとっても職員にとっても余計な負担となり無為な時間をかけるだけに
なっている。市民サービス向上のために記載義務をなくしてほしい。
○紛失や破損等による医療保険被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証明書の再
交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、証の再交付事務
には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号記載の
必要性を市民に対して説明することは難しい。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきたい。
○本市においても国民健康保険被保険者証再交付申請書に個人番号を記載する欄を
設けているが、申請時に本人による記入があるものは、申請件数の約５％であり、約９
５％について、職員が確認し記載している状況である。
　個人番号については国民健康保険の資格取得申請時に確認済みでもあるため、再交
付申請時には記載不要となることで、事務の軽減につながると思われるので、個人番号
を記載する義務付けを廃止としていただきたい。
○被保険者証再発行の際、個人番号の記載をお願いしているが、必要ではないと思わ
れる。
待合時間の短縮、事務の効率化を図るため、個人番号記載義務化を廃止していただき
たい。
○紛失や破損等による被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証明書の再交付申請
において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、そのための本人確認や個人
番号記載の書類等の確認を行う必要が生じる。証の再交付事務において、個人番号の
取得や情報連携の必要性はなく、個人番号を記載することに対する理解は得られにくい
ため、円滑な再交付事務の支障となっている。
○医療保険被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証明書の再交付申請に限らず、
市区町村の区域内に住所を有するに至ったことによる国民健康保険の被保険者の資格
取得に係る届出の確認、被保険者の世帯変更の確認、世帯主の変更の届出の確認
等、個人番号の記載の必要性に疑義がある項目や、出産育児一時金の支給、葬祭費の
支給、非自発的失業者軽減の届出等の条例記載事項で、情報連携対象の届出につい
ては個人番号の記載が不要となっている等、情報連携の必要性と義務が一致していな
いため、国民健康保険上の全ての個人番号記載項目について、再精査していただきた
い。
○再交付事務において個人番号を使用した事務処理を行うことはないにもかかわらず，
個人番号の記入を求める様式となっているため，記載があれば本人確認事務，記載が
なければ職員が調べて記入する事務が発生するため，非効率な処理となっている。
○具体的な支障事例にも記載があるとおり、証の再交付事務は他の保険者等と情報連
携を行う必要がなく、市民へ個人番号記載の必要性をについて理解を求めることは難し
い。
○紛失や破損等による医療保険被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証明書の再
交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、証の再交付事務
には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号記載の
必要性を市民に対して説明することは難しい。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきたい。

ひたちなか市、
新宿区、八王子
市、横浜市、川
崎市、多治見
市、豊田市、田
原市、神戸市、
鳥取県、出雲
市、山陽小野田
市、今治市、宮
崎市

03国民健康保険被保険者
証等交付申請書.pdf

各務原市内閣府、厚生労働省行政手続きにおける
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律
国民健康保険法施行
規則
高齢者の医療の確保
に関する法律施行規
則

【効果】
　個人番号を入力するために、本人確認や委任状の確認等の事務がある
が、個人番号の記載や確認をしないことにより、時間が短縮され、能率的に
保険証等を交付することができ、また待合時間の短縮により市民サービスの
向上につながる。
　破損や紛失等による再交付に当たって、個人番号を取得すること、及び情
報連携をすることは、不要な取得に当たると考えられることから、不要な情報
連携を回避することができる。

【支障事例】
　紛失や破損等による医療保険被保険者証及び高齢受給者証並びに資格証
明書の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、
証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するの
みであり、個人番号記載の必要性を市民に対して説明することは難しい。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記
載する義務付けを廃止としていただきたい。
　

　紛失や破損等による医療保険
被保険者証及び高齢受給者証並
びに資格証明書の再交付申請に
おいて、申請者に個人番号を記
載するよう求めているが、証の再
交付事務には情報連携する必要
はなく、申請に基づき、再交付す
るのみであり、個人番号記載の必
要性はないことから、既に発行済
みである保険証等の再交付事務
において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきた
い。

医療保険事務におけ
る証の再発行申請等
への個人番号記載の
義務付け廃止

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○紛失や破損等による自立支援医療受給者証や身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証
の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、証の再交付
事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号記
載の必要性がなく、業務を煩雑にするだけである。
　よって、既に発行済みである受給者証等の再交付事務において、個人番号を記載する
義務付けを廃止し、業務の簡素化していただきたい。
○再交付は「個人番号を記載してもらい情報連携をする必要がある事務」ではないこと
から、申請者にとっても職員にとっても余計な負担となり無為な時間をかけるだけになっ
ている。市民サービス向上のために記載義務をなくしてほしい。
○障がい福祉事務における申請書には、マイナンバーの記載を要する申請書が多く、窓
口でのマイナンバー確認が必要となっている。再発行や返還に係る申請書からマイナン
バーの記載を省略できることになれば、よりスムーズな事務を執り行うことが可能であ
る。
○紛失や破損等による自立支援医療受給者証や身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳等の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、再
交付事務は申請に基づき再交付するのみであり、情報連携する必要はない。また、個人
番号の記載省略は、事務効率の向上のみならず、重要な個人情報を持ち歩くことのリス
ク軽減や待ち時間の短縮等、市民サービスの向上につながる。
　よって、既に発行済みである受給者証等の再交付事務において、個人番号を記載する
義務付けを廃止としていただきたい。
○再発行事務で、個人番号記載の必要性の説明を求められると、窓口では説明に苦慮
する。能率的に受給者証等を交付するためにも制度改正は必要と考える。
　紛失や破損等による障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護
医療受給者証の再交付申請様式において、個人番号記載欄を設けているが、証の再交
付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号
記載の必要性を市民に対して説明することは難しい。
　よって、既に発行済みである受給者証等の再交付事務において、個人番号を記載する
義務付けを廃止としていただきたい。
○再交付事務において個人番号を使用した事務処理を行うことはないにもかかわらず，
個人番号の記入を求める様式となっているため，記載があれば本人確認事務，記載が
なければ職員が調べて記入する事務が発生するため，非効率な処理となっている。
○紛失や破損等による自立支援医療受給者証や身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証
の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう求めているが、証の再交付
事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、再交付するのみであり、個人番号記
載の必要性を市民に対して説明することは難しい。
○自立支援医療及び手帳再交付事務においては，当県でも情報連携の必要がないこと
から，個人番号の記載がないことによる支障はない。
　個人番号の項目を削除することにより，申請時の確認時間短縮，申請から交付までの
期間短縮により住民サービス向上につながる。
○当県においても、不要な個人情報の取得につながるため、情報リスクの回避の観点
から廃止を希望する。
○紛失や破損等による自立支援医療受給者証や精神障害者保健福祉手帳の再交付申
請において申請者に個人番号を記載するよう求めているが、個人番号記載の必要性を
申請者に対して説明することは難しく、市町からは個人番号を記載する義務付けを廃止
を求められている。

宮城県、浪江
町、ひたちなか
市、川崎市、大
和市、静岡県、
城陽市、出雲
市、今治市、熊
本市、大分県

04障害者手帳記載事項証
明書 再発行申請書.pdf
05自立支援医療受給者証
再交付申請書.pdf
06受給者証再交付申請
書.pdf
07身体障害者手帳申請
書.pdf
08福祉医療受給者証再交
付申請書.pdf

各務原市内閣府、厚生労働省行政手続きにおける
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律
障害者総合支援法施
行規則

【効果】
　個人番号を入力するために、本人確認や委任状の確認等の事務がある
が、個人番号の記載や確認をしないことにより、時間が短縮され、能率的に
受給者証等を交付することができ、また待合時間の短縮により市民サービス
の向上につながる。
　破損や紛失等による再交付に当たって、個人番号を取得すること、及び情
報連携をすることは、不要な取得に当たると考えられることから、不要な情報
連携を回避することができる。

【支障事例】
　紛失や破損等による自立支援医療受給者証や身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養
介護医療受給者証の再交付申請において、申請者に個人番号を記載するよう
求めているが、証の再交付事務には情報連携する必要はなく、申請に基づき、
再交付するのみであり、個人番号記載の必要性を市民に対して説明することは
難しい。
　よって、既に発行済みである受給者証等の再交付事務において、個人番号を
記載する義務付けを廃止としていただきたい。
　

　紛失や破損等による自立支援
医療受給者証や身体障害者手
帳、精神障害者保健福祉手帳、
障害福祉サービス受給者証、地
域相談支援受給者証、療養介護
医療受給者証の再交付申請にお
いて、申請者に個人番号を記載
するよう求めているが、証の再交
付事務には情報連携する必要は
なく、申請に基づき、再交付する
のみである。個人番号記載の必
要性はないことから、個人番号を
記載する義務付けを廃止としてい
ただきたい。

障がい者福祉事務に
おける証の再発行申
請等への個人番号記
載の義務付け廃止

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

○本市においても、育児休業の延長を目的とした入所申込みが多数あり、保育ニーズや
保留児童数の正確な把握が困難となっているだけではなく、保護者や自治体に不必要
な事務負担が生じている。実態の把握や事務負担の軽減のため、制度の改正が必要と
考える。
○本市においても、窓口で「育児休業を延長するために保留通知を取得したい。」という
相談が多数寄せられていることから、保留通知の取得が目的と思われる申込みが多数
あり、事務的負担が生じている。
　また、内定がでた保護者から「もし保留通知がもらえるのなら、今回は辞退して育児休
業を延長したい。」という声や、利用保留になった保護者が保留通知を取得した直後に申
込みを取り下げることを繰り返す事例が多数発生している。
○当市においても同様の支障事例が散見され、待機児童の解消及び利用調整の適正
化の観点から、制度改正の必要性がある。
○入所申込を受付する際に入所できない保育施設を紹介してほしいと申込者より要望さ
れ、100％入所できないといえる施設はなく、結果的に入所決定となる可能性はあるた
め、その対応に苦慮しており、かつ当該要望に対する案内に疑問を抱いている。
育休（給付金の受給期間）を延長するために申込みした者が、入所可能性の低い園を申
込みしたものの入所決定した場合、たとえ入所辞退しても（入所決定した以上）入所保留
通知書の発行はできず、育休（給付金の受給期間）の延長を強く希望する申込者より、
入所保留通知書の発行を強く要求される場合の対応でトラブルが生じている。
○本市においても、提案団体の事例と同様に、当面復職の意思がなく育児休業等の延
長を希望する保護者が、保留通知の取得を目的とした入所申込みをする事例が増加し
ている。
　本提案による制度改正は、自治体の事務的負担を軽減するとともに、公平な利用調整
を可能とし、保護者・児童の利益を守るものである。
○当市においても，復職意思がなく育児休業等の延長を希望する保護者が、保留通知
の取得を目的とし，意図的に入所枠に空きのない保育所のみを希望したり，申込はする
が選考はしないで欲しい等の申出をされるといった事例が生じており，事務負担の増，
申込児童数や利用保留児童数等が実態より多く計上されるといった支障がある。
　このような実態を踏まえ，育児休業の取得及び育児休業給付金の支給期間の延長要
件も含め，現行制度の見直しを検討願いたい。
○ 当市においても、具体的な支障事例と同様の問題が生じており、意図的に入所枠に
空きのない保育所のみを希望したうえで入所申込みをしている事例が見受けられ、事務
的負担が生じている。
  今後、同様の申込みが増加した場合は、保留児童数等の正確な情報把握が困難にな
る恐れがあり、本来の意図と実態が異なってくるものと考えている。
○育児休業等の延長のために保育所の入所申込をする保護者は、少なからず存在する
ので、制度改正が必要であると思われる。
○本市においても、当面復職の意思がなく育児休業等の延長を希望する保護者から、
入所保留通知書の取得が目的と思われる入所申請が見受けられる。
　入所保留通知書の取得を目的とした入所申請であるか、真に保育を必要とする保護者
による入所申請であるかの判断は困難であり、不要と思われる入所申請の受付等の事
務が発生している。
○育児介護休業法の改正に伴い、保育所に入所できない状態が継続するときは、子の
年齢が最大２歳になる前日まで延長して育児休業が取得できるため、第一希望以外で
希望した保育所を案内しても入所されない事案が多く発生している。また、第一希望で保
育所を案内したにもかかわらず、入所されない事案も発生している。
上記のとおり、入所する意思がないにもかかわらず、育児休業を延長するために保育所
入所申込みをされるケースは、利用調整において、多大な時間を要するとともに、限られ
た利用調整時間の中で、待機している保護者全てに案内ができず、空枠が生じる場合も
ある。
事務量の増大や本来保育を必要とする方への利用調整を考慮すると、入所保留通知書
の提出がなくても育児休業等の延長が可能になるように制度を改正する必要があると考
える。
○本市においても、育児休業を延長するために、本来不要な入所申込みをしているとし
か思えない保護者が一定程度存在しており、保護者と自治体に不必要な事務的負担を
生じさせている。また、そうした保護者が内定した場合は内定を辞退するため、本来入所
できた児童が入所できない事態が発生し、利用調整に支障を生じている。
○現在、育休延長の要件確認書類として保育所入所保留通知書が求められるため、当
面復職に意思がなく本来１年以上の育休取得を希望する保護者にあっては、児童が満１
歳時点での保留通知書を取得する目的で入所申し込みを行う事例が散見され、保護
者、事業者、自治体に不必要な事務負担が生じている。また、利用調整においても、入
所を望む保護者への速やかな内定通知および正確な情報提供を妨げる一因となってい
る。
○無駄に市の事務負担が増やされており，待機児童数等の把握にも支障となっている
ため，制度改正が必要と考える。
○府内市町村からも賛同の声が多く、府としても保育ニーズの正確な情報把握に支障
が生じていると考えるため。
○本市においては、明らかに育児休業の延長・給付金の受給延長を目的とする申込み
の事例は確認できていないものの、そのように推察される事例は見受けられる。（実際に
給付金受給延長目的か否かを保護者に対し直接的に確認することは困難であり、確認
方法や対応に苦慮している。）
　育児休業の延長・給付金の延長のために入所保留通知書の添付を要件とすることで、
不必要な入所事務が発生するおそれや、また真に保育所の利用を希望する方の入所を
妨げる可能性も懸念される。
○本市においても保留通知の取得を目的とした入所申込みにより、保護者と自治体に不
必要な事務的負担が生じるとともに、特に内定辞退がなされた場合は、本来希望の保育
所に入所できたはずの児童が入所できないケースが生じ、公平な利用調整が困難に
なっている。
　さらに、申込児童数や利用保留児童数等が実態より多く計上される等、正確な情報把
握が困難になっている。
○育休手当の受給延長に必要な不承諾通知を狙ったと思われるような入所申請や、内
定を辞退する保護者が多く見受けられ、本来入所できていた子どもが入所できない状況
が発生している。
そのため、事務の負担が増したり、本来の待機児童数の把握が難しくなっている。

盛岡市、花巻
市、仙台市、ひた
ちなか市、所沢
市、船橋市、江
戸川区、川崎
市、逗子市、豊
田市、亀岡市、
大阪府、豊中
市、池田市、枚
方市、八尾市、
富田林市、和泉
市、藤井寺市、
島本町、玉野
市、松浦市、宮
崎市

大阪市、京
都市、堺
市、箕面
市、兵庫
県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島県

厚生労働省雇用保険法第61条の
４、雇用保険法施行規
則第101条の11の２の
３第１号、育児休業・
介護休業法第５条第３
項第２号、育児休業・
介護休業法施行規則
第６条第１項

　保護者と自治体の事務的負担が軽減されるとともに、公平な利用調整が可
能となり、保護者・児童の利益が守られる。
　また、申込児童数や利用保留児童数等の正確な情報把握が可能になる。

　現在、育児休業の取得及び育児休業給付金の受給の期間については、育児
休業・介護休業法及び雇用保険法において、原則として児童が１歳になるまで
とされ、法令の要件を満たす場合には最大２歳まで延長できる。延長の要件
は、厚生労働省令において「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを
行っているが、（省略）当面その実施が行われない場合」とされ、実務上はこの
要件の確認資料として、雇用主やハローワークが保護者に市町村の発行する
入所保留通知書の提出を求めているが、当面復職の意思がなく育児休業等の
延長を希望する保護者が、保留通知の取得を目的とした入所申込みをする例
が多数生じている。
　本市のように利用保留児童が生じている自治体の場合、意図的に入所枠に
空きのない保育所のみを希望したうえで入所申込みをすれば、保護者は容易
に保留通知を入手できるため、厚生労働省令の要件の定めにかかわらず、事
実上無条件で育児休業等の延長が認められているのが現状である。
　また、保留通知の取得を目的とした入所申込みにより、保護者と自治体に不
必要な事務的負担が生じるとともに、特に内定辞退がなされた場合は、本来希
望の保育所に入所できたはずの児童が入所できないケースが生じ、公平な利
用調整が困難になっている。
　さらに、申込児童数や利用保留児童数等が実態より多く計上される等、正確
な情報把握が困難になっており、待機児童対策をはじめとした国と自治体の保
育施策全体を歪める恐れがある。

育児休業の取得及び育児休業給
付金の支給期間の延長要件であ
る「保育が実施されない場合」の
挙証資料を、入所保留通知書の
提出がなくても育児休業等の延長
が可能になるように制度を改正し
て欲しい。

育児休業等の期間延
長にかかる要件緩和

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

210



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

211 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 共同保育の実施可能
日の適用拡大

保育所等が、自園の児童に加え
他の保育所等を利用している児
童も受け入れて保育を行う共同保
育について、現状実施が認められ
ている土曜日に加え、同様に利用
児童の少ないお盆、年末年始（12
月29日～１月３日以外の12月28
日、１月４日等）等に適用範囲を
拡大して欲しい。

　現状、土曜日のみ、近隣の保育所等が連携し、1か所の保育所等で共同保育
することが認められているが、その他の場合、保育所等で提供される保育は、
入所決定された施設内で提供されるものであり、入所決定された場所以外で保
育を提供することは認められていない。
　例えば３つの施設で共同保育を行う場合、本来は各施設最低２名×３施設＝
６名の職員が必要であるが、共同保育をすることで最低２名で可能となり、この
ことで保育士の負担軽減・離職防止に一定の効果がある。しかし、土曜日と同
じく保育ニーズが少ないお盆・年末年始等は、共同保育が認められていないた
め、上記の例では最低６名の職員が必要となり、保育士不足のなか効率的な
配置ができていない。また、お盆・年末年始等も勤務であることを敬遠する保育
士も一定数いることから、保育人材確保の支障となっている。
　また、保育所等は基本的には月曜日から土曜日まで開所する必要があるが、
保育ニーズが少ないお盆・年末年始等において、保護者の同意の上で保育協
力日等を設定して保育士の休みを確保している例がある。保育が必要な場合
は、当然保育所等は預かる必要があるが、保護者が保育所等に気を遣って休
暇を取らざるを得ない例もある。

　例えば３つの施設で共同保育を行う場合、４名の職員が休暇を取れる可能
性があり、保育士の負担軽減となることで、就労促進や定着率の向上など保
育士不足解消につながることから、保育利用可能な児童数の増がみこま
れ、待機児童解消に資する。
　また、保護者にとっても、共同保育が可能となれば保護者が保育所等に気
を遣って休暇を取らざるを得ないというような心理的な負担感が少なくなり、
利便性も向上する。

・「待機児童解消に向
けて緊急的に対応す
る施策について」の対
応方針について
・特定教育・保育等に
要する費用の額の算
定に関する基準等の
改正に伴う実施上の
留意事項について
・児童福祉施設の設備
及び運営に関する基
準
・幼保連携型認定こど
も園の学級の編制、職
員、設備及び運営に
関する基準

内閣府、厚生労働省 大阪市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、徳島県

仙台市、福島
県、山県市、貝
塚市、出雲市

○本市において、同一設置主体で、保育所・夜間保育所が隣接して立地している施設が
存在しており、土曜日の共同保育を行っているが、盆・年末年始等においては、提案団
体と同様に、それぞれの入所児童の職員配置基準を満たすよう、勤務形態を調整してい
る。
　本提案は、保育の質を低下させることなく、保育士の業務軽減が可能となり、保育士の
定着化に資するものである。
○土曜日以外にもお盆期間など利用者が少ない期間において共同保育を認めること
は，保育士の休暇確保等の観点から有効であると考える。市内の事業者よりお盆期間
中の共同保育実施について相談を受けたこともあり，一定の効果は見込める。

○当市では、保育所・家庭的保育事業等の認可及び年１回以上の実地検査（施設監査）
を行っている。対象施設・事業が増加するなか、検査で指摘が多い施設等には年２回以
上の実地検査を行っており、職員の負担が増加している。また、検査対象の施設等か
ら、「指摘が少ない施設と指摘が多い施設が、毎年同一の検査を受けることを見直すべ
きではないか」との意見も受けている。当市としても、過去の検査で指摘が少なかった施
設等は、検査項目を絞ったスポット検査を行い、検査時間の短縮を行う等、検査内容の
見直しに努めている。しかし、児童福祉法施行令第35条の４・第38条に「１年に１回以上」
の実地検査が義務づけられているため、「１年に１回」の検査頻度は見直すことができな
い。当市の意見として、各施設等の状況に応じたメリハリある実地検査を行うために、児
童福祉法施行令に定められた「１年に１回」の検査頻度の見直しを図られたい。
○本市においても新制度移行後、保育所等の施設は増加傾向にあり、現地にて直接運
営状況等を確認することの重要性は認識するものの、限られた人員で全ての施設の実
地検査を行うことは難しくなりつつある状況にある。提案にあるとおり、過去の実地検査
において特段問題の見受けられない施設については毎年度ではなく２年あるいは３年に
１度の実地検査が認められる等地域の実情に応じた弾力的運用が認められることは、
適切な検査を継続していくうえでも必要であるとともに、より重点的な指導を行うことが可
能になると考える。
○本市の検査は、現在従来どおり１年に１度の実地検査を行っていますが、施設数の増
加、職員体制の状況を考慮した上で、保育園、認定こども園については半日の検査を実
施しています。半日での実地検査では検査できる内容に限界が出てきている状況です
ので、ご提案にあるように「優良施設」については、実施頻度を見直す等の対応を行うこ
とが必要であると考えます。
○本市においても、認定こども園等の施設数が増加する一方で、実際に監査を行う職員
数が不足しているのが現状である。そのため、本市の判断で実地検査の頻度、方法等
を設定できるようになれば、職員の１施設あたりの監査に充てる時間を増やすことがで
き、保育の質の向上に繋がると考えるため、提案に賛同するものである。
○本市においても保育施設数が増加する一方、職員の増員等実地検査体制の整備は
容易でないため、施設に対する監査が適切に行うことが難しくなる恐れがある。
○本県においても、実地検査を行う際には、担当職員、対象施設ともに事前準備や当日
対応に多大な労力を要している。優良施設等への対応を軽減することにより、担当職
員、対象施設ともに業務の効率化が図られると考えられる。
○検査対象保育所数が増加している中、限られた職員数で実地検査を行っているため、
都道府県の判断で確認監査と合わせた柔軟な対応ができれば、児童福祉行政全体の
質の向上が図られる。
○本県においても、保育所数は年々増加しており、限られた職員で毎年全保育所に対し
実地検査を行うことに苦慮している。そのため、１日で２か所（午前、午後）の保育所に実
地検査を行っているが、幅広い項目を適切に監査するだけの時間が確保できないことが
課題となっている。従って、効果的・効率的な指導監査を行えるよう、地域において弾力
的な運用を求める意見には賛成である。

青森県、秋田
市、新潟市、山
県市、愛知県、
兵庫県、神戸
市、徳島県、松
浦市、熊本市、
沖縄県

宮城県、三
重県、広島
県、日本創
生のための
将来世代応
援知事同盟

厚生労働省児童福祉法施行令第
38条

都道府県の判断で「実地検査」の頻度。方法等を設定できるようになれば、
優良施設等については、3年に1度の実地検査の実施とする」あるいは「安全
対策及び処遇と会計にかかる「実施検査」を分け隔年で実施する」等の効率
化により生み出した時間を用いて、優良施設とは認められない施設，新規に
設置された施設等の実地検査に注力し、より徹底して行うこと等が可能とな
る。その結果、安全確保、処遇の向上、会計処理の適正化等が実現できる。
優良施設等側から見れば、実地検査を受ける際に必要となる時間・事務量
が削減されるため、児童の処遇に充てる時間・事務量等を増やすことができ
ることとなる。
以上により、児童福祉施設全体の質的向上が図られる。

「実地検査」を行うべき保育所数も増大する一方、職員の増員等の体制整備は
容易ではなく、１施設あたりの監査に充てることができる時間・労力を削減せざ
るを得ない状況となりつつある。そのため、安全対策、処遇、会計処理の状況
等を適切に検査することが難しくなる恐れがある。

児童福祉施設の実地検査につい
て、対象施設が増加している中、
限られた職員数で検査を効果的・
効率的に実施し、児童福祉施設
の質の向上を図っていくために
は、地域の実情に応じた実地検
査の実施が必要であると考える。
そのため、例えば、過去の監査に
おいて指摘がない（少ない）施設
や、実施状況を勘案し、施設の運
営に大きな問題がない「優良施
設」と認められる場合等には、都
道府県の判断で弾力的に検査を
実施できるよう、実施頻度に関す
る規定を見直す等運用の改善を
図られたい。
※認可外保育施設については、
通知により弾力的運用が認めら
れている

児童福祉施設の実地
検査に係る効果的・効
率的な運用の見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）
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（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

228 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 保育所型事業所内保
育事業の受入れ児童
の対象年齢の拡充に
ついて

○事業所内保育事業は原則３歳
未満の子どもを対象とした事業で
あるが、定員の規制がないことか
ら、保育所型事業所内保育所（利
用定員が20人以上）のような規模
の大きい施設においては、通常の
認可保育所と同様に３歳児以降
の子どもにおいても集団による教
育・保育の提供が可能。
○現在特区において、特区小規
模保育事業（※１）を実施している
が、保育所型事業所内保育事業
においても同様に、３～５歳児の
受け入れを可能とする 。
※１　国家戦略特区法の改正（29
年９月施行）により特区内の小規
模保育施設において、３歳以上の
保育認定子どもの受け入れが可
能となり、地域型保育給付の対象
とされた。
○上記により認可保育所などと同
様に卒園後の受け皿も担保され
るため、保育所型事業所内保育
事業においては、連携施設の確
保を不要とする。

○事業所の保育施設については、企業主導型保育事業（認可外保育）での整
備が増えているが、信頼性の高い認可施設としての設立を希望する事業所に
とっては、現行制度では３～５歳児は受け入れられない。
○本市では、地域型保育事業の連携施設については私立保育園による対応が
困難なため、基本的に公立保育所が担っているが、施設数に限りがあることか
ら確保に苦慮している。

○大規模の事業所内保育施設の整備が行いやすくなり、保育の受け皿増加
に寄与する
○連携施設の確保にかかる事務負担を軽減できる

児童福祉法、子ども・
子育て支援法、家庭
的保育事業等の設備
及び運営に関する基
準

内閣府、厚生労働省 沖縄市 盛岡市、花巻
市、山県市、豊
中市

○事業所内保育所を含む家庭的保育事業の開設相談においては，連携施設の確保に
苦慮しているという声も寄せられることもあり，提案内容のとおり措置されることで，事業
者の参入が促されることが考えられ，待機児童の解消に繋がるものと思われる。
○従業員枠で３歳児以上の子どもを保育している保育所型事業所内保育所にような規
模の大きな施設において、受け入れ対象年齢を拡大することにより、保育の受け皿増加
に寄与する。
○本市においても、保育所型事業所内保育事業からの地域枠の進級先には苦慮してい
るところがある。また、従業員枠については、3～5歳児まで在籍できるものの、地域枠の
児童がいないため保育の際の人数が少なくなり、就学を見据えた適切な集団保育等が
提供できないケースもあることから、従業員枠を設定していても進級せずに別の保育所
や幼稚園を選択する利用者もある。このことから、保育所型事業所内保育事業の地域
枠についても3～5歳を設定できるようにすることで、、地域枠はもとより従業員枠の利用
者についても継続使用が適うこと、運営事業者にとってもより安定した運営が図られるこ
と、また、保育の受け皿の確保に寄与し待機児童解消の一助になる。
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○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全国的に保育
士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭が退職した場合、保育教
諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみの資
格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、当該職
員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と
見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただ
きたい。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と幼
稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙がってい
る。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでいない現状があ
り、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化することも予想される
ため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必要性は高いと考えられ
る。
○平成31年度中に、特例制度の対象とならずもう片方の免許状・資格取得ができない保育教諭が少
なからず存在している。そのため、平成32年度以降は保育教諭として勤務ができず、ひいては幼保連
携型認定こども園での園児の受入数が減り、待機児童数が増加することが予想される。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設においては、人
員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、また、講習実施
主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できていない者がいる。平
成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措置の延長を求める。
「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行の促
進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の期
間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免許と保
育士資格のどちらか一方のみ有する職員の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難しい状況
である。
○本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資格の保有を
啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に課題となっており、大阪府
においても、保育士の平成30年1月の有効求人倍率が、５．１３となっている現状です。この中で、保育
教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場合、新たな職員の確保をすることも難しく、ひいて
は職員不足による保育の質の確保や待機児童解消対策上も支障があると考えています。ついては、
経過措置期間終了後に幼保連携型認定こども園において、保育教諭数の不足により、教育・保育の
提供が不可能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置を講じてもらうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚園教
諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の職員資格
の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さらに、人員配
置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼稚園教諭および
保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得することは困難な状態となっ
ている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保育の受け皿を確保する
ことができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同するものである。
○保育需要が高まる中，一方の免許・資格のみを有する幼稚園教諭や保育士を確保することさえも
困難な現状において，両方の免許（有効な状態）・資格を求めることは，さらに人材確保を難しくさせて
しまう可能性がある。また，幼稚園教諭免許の更新講習を受講しようにも，講習受講の競争率が高い
ため，近隣の大学等で実施している講習に参加することが難しく，勤務を継続しながら３０時間以上の
受講時間を確保することへの負担が大きい。さらに，各園現場の実情としては，正規職員だけではな
く，臨時的任用（非正規）職員の配置によって園運営が成り立っている部分も多いが，非正規かつ少
ない勤務時間にもかかわらず，受講料だけでなく，上記のような受講時間の負担まで求めていくこと
は，失職（離職）等により人員を確保できないという事態を招くなど，園運営に支障をきたす可能性を
排除できない。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規職
員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。一方、
今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員も含めると
施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を実施しており、
同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率が100%にはなって
いないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行の阻害要因とならない
よう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確保のため、認定こども園への移行が進んでい
るところ。特例期間中の免許・資格の取得を推進しているところではあるが、特例期間内に全ての保
育教諭が免許・資格を取得することが困難である。その場合において、配置基準を満たさなくなること
から、認定こども園が３歳児未満の定員を減少させることが想定され、待機児童が増大する恐れがあ
る。
○本市では平成30年1月時点において，幼保連携型認定こども園の常勤の保育教諭における片方の
免許・資格のみを保有する者の割合は182人中11人（約6%）である。本市としては引き続き期間内に両
方の資格を取得するよう求めていくが，職員の配置基準上，1人でも欠けてしまうと児童の受入に大き
な影響を及ぼすことから，経過措置の延長を求める。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中で、
資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保育
教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育教諭不足に伴
う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○現在、幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭は、保育士か幼稚園教諭のいずれも資格を有
する必要があるが、平成31年度までは経過措置として、どちらかの資格を有すれば保育教諭となるこ
とが出来る。当市としても、経過措置期限内に施設に対して、保育士と幼稚園教諭の資格を取得する
よう働きかけているが、施設の利用希望者が多く職員配置に余裕がないことと、幼稚園教諭の養成機
関が限られている上、受講希望者に対し定員が少なく、希望する日程での受講が困難な状況である
ため、平成31年度までの特例措置の期限までに市内の保育教諭が必要な資格を取得することが困難
な状況となっている。この状態で特例措置が修了すると、幼保連携型認定こども園の円滑な運営に支
障が生じ、子どもを預かってもらえなくなった住民に混乱が生じることが予想される。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園においては
平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の有資格
者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする同施設に
おいては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用後，不足する資
格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が足りなくなる状況を
危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。
○「経過措置」と「特例制度」は別の取扱いではあるものの、H32以降の幼保連携型認定こども園への
移行促進に当たって、全国保育三団体協議会（全国保育協議会・日本保育協会・全国私立保育園連
盟）からは両措置・制度の期間経過後における現場対応を不安視する声が上がっているところ。
（H30.6.18 国へ要望済み）

旭川市、仙台
市、秋田市、船
橋市、川崎市、
須坂市、山県
市、豊田市、田
原市、草津市、
大阪府、大阪
市、八尾市、兵
庫県、神戸市、
和歌山市、倉敷
市、玉野市、徳
島県、宮若市、
松浦市、熊本
市、九州地方知
事会

館山市内閣府、文部科学省、
厚生労働省

就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律

　今後も職員配置基準を満たすことが可能となり、幼保連携型認定こども園
を継続することが可能となる。

　現在、幼保連携型認定こども園において勤務する保育教諭は、保育士か幼
稚園教諭のいずれもの資格を有する必要があるが、平成31年度までは経過措
置として、どちらかの資格を有すれば保育教諭となることができる。当市として
も、経過措置期間内に、施設に対して保育教諭になるために必要となる保育士
と幼稚園教諭の資格を取得するよう働きかけているところであるが、施設の利
用希望者が増加し、職員配置上、保育現場に十分な余裕がなく、また、幼稚園
教諭の養成機関も限られているため、平成31年度までの特例措置の期限まで
に市内の保育教諭が必要な資格を取得することは困難な状態となっている。こ
の状態で、特例措置が終了すると、幼保連携型認定こども園への円滑な移行
や、幼保連携型認定こども園における保育等が実施できなくなり、子どもを預
かってもらえなくなった住民に混乱が生じることが予想される。

　幼保連携型認定こども園の職員
配置基準に係る特例措置の期間
延長

保育教諭の経過措置
の延長

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

230
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271 Ｂ　地方に対する
規制緩和

農業・農地 農林漁家民宿での食
事提供について

　農山漁村における交流人口の
拡大による農林漁家所得向上、
就業機会の創出と地域活性化を
推進するため、農林漁家民宿で
食事提供できる対象者の範囲を
宿泊者以外にも拡大する必要が
あると考えている。そこで、各都道
府県が定める基準のもと、農林漁
家民宿において宿泊者以外にも
食事提供することが条例改正等
により可能である旨を通知などで
明らかにしていただきたい。

　農林漁家民宿が、ビジネスとして維持・発展していくためには、宿泊客の安定
確保はもとより、宿泊客以外の観光客等に対しても郷土料理を中心とした食事
を提供することによる安定的な収入確保が重要である。実際、規制緩和を利用
して開業した事業者からは、宿泊を伴わない利用（体験と食事のみなど）に関す
る問合せが増えており、宿泊者以外にも食事提供が可能となれば、年間利用
客も増え、収入増や所得向上につながるという要望があがっている。
　また、農山漁村には、飲食店が少ないことから、風景や自然景観を楽しみな
がら地域の郷土料理を食べることができないなど、観光客のニーズへの対応不
足が交流人口拡大の阻害要因の一つとなっている。
　現行、農林漁家民宿の宿泊者には飲食店営業許可の規制緩和の特例によ
り、食事を提供することが可能であるが、宿泊者以外にも食事提供する場合に
は、当該許可施設を使用することはできず、新たに食事を提供するための専用
の施設設備を整備し、飲食店営業許可を別途取得する必要がある。しかし、こ
の場合、施設整備に対する負担が大きいため、整備を断念するケースが多いこ
とから、これまでの宿泊者への食事提供の実績等を勘案し、農林漁家民宿に
対する飲食店営業許可の更なる規制緩和が求められる。

・農山漁村における交流人口の拡大と観光消費額の増加
・宿泊客以外の観光客等に対しても郷土料理を主とする食事を提供すること
による農林漁家民宿の収入確保

平成17年７月21日付
け厚労省通知「農林漁
業者等による農林漁
業体験民宿施設の取
扱いについて」

厚生労働省 山形県 平成17年７月21日付け食
安監発第0721002号厚生
労働省医薬食品局食品安
全部監視安全課長通知

徳島県 -

274 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 家庭的保育事業者等
による連携施設の拡
充

1　連携施設の確保における「保
育所」の定義に以下を加え、要件
を緩和すること。
① 認証保育所
② 企業主導型保育事業所
③ 特区小規模保育事業所

２　代替保育の連携施設の確保を
求めないとする場合（事業実施場
所において代替保育が提供され
る場合）の要件や運用上の取り扱
いを具体化、明確化すること。

１　現在、連携施設の対象としての「保育所」は、国の施行通知において「認可
保育所に限る」とされている。新たに、「認証保育所、企業主導型保育事業所、
国家戦略特別区域小規模保育事業所（入園対象年齢の拡大）」を加えることに
より、保育所（認可施設）以外の選択肢が広がり、連携施設の確保が進むと考
えられる。

２　代替保育は、地方分権改革提案を受け、家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準の一部改正（平成30年4月27日付）により、『連携施設の確保の
例外』として、一定の要件を満たすときには、事業実施場所で代替保育が提供
される場合、「事業規模を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力
を有すると市町村が認める者を適切に確保することにより、代替保育の連携施
設の確保を求めない」として基準が緩和されたところである。
　現状、区市町村では、「小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有する
と市町村が認める者」の判断に支障が生じている（下例参照）。要件や運用上
の取り扱いを具体的かつ明確に示すことで、家庭的保育事業等における保育
の質を担保しつつ、連携施設確保の例外規定の適切な運用を図ることができ
る。
① 各区市町村が独自に任用した家庭的保育者の補助要員
② 職員の病気・休暇等に備え、小規模保育および事業所内保育事業者が、自
社雇用の保育士を予め確保し適切に対応している場合（同一法人を連携施設
として認めることが可能か）

○保育所（認可施設）以外の選択肢が広がり、連携施設の確保が進むと考
えられる。
○家庭的保育事業等における保育の質を担保しつつ、連携施設確保の例外
規定の適切な運用を図ることができる。

児童福祉法第34条の
16第1項および第2項、
家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準第6条、 家庭的
保育事業等の設備及
び運営に関する基準
の運用上の取り扱い
について（雇児発0905
第2号）、練馬区家庭
的保育事業等の設備
および運営の基準に
関する条例第6条

内閣府、厚生労働省 特別区長会 盛岡市、神戸市 ○連携施設の対象として企業主導型保育事業所の追加に賛同。

○住居確保給付金の再支給要件は「受給者が住居確保給付金の受給期間中又は受給
期間終了後に、常用就職した後に、新たに解雇された場合、（中略）再支給することがで
きるものとする。」と規定されている。
　住居確保給付金の受給者が1か月や3か月といった派遣契約を複数回更新し、実際は
1年～2年継続勤務した後に契約満了により離職したとしても、制度上は非常用就職であ
り、かつ会社都合退職（解雇）とは見なされない。そのため、受給者が離職により再び住
居を喪失するおそれがあり、生活保護申請を希望しない場合であっても、金銭給付を伴
う支援を実施することができない。
○左記事例と同様の事例のほか、下記のような事例もある。事例を限定せず、再支給要
件の緩和について検討を行ってほしい。
　（支障事例）
　夫婦で生活しており、過去に夫が受給していた。妻が失業したため、給付金の支給を
希望していたが、夫が生計中心者であったため再支給の要件に該当せず、支給を断念
した。他自治体より本市へ転入。転入後はアパートを借りて就労をしていたが、自己都合
により退職。他自治体にて受給歴があるとの申し出があり、支給を断念した。
　（再支給を認めてほしい事例）
　雇用期間６ヶ月以上の常用就職であっても、あらかじめ契約更新がない旨規定されて
いた雇用を満了した場合。受給開始後、一時的な病気で求職活動ができないまま、３ヶ
月の受給期間が終了。その後、体調が回復し、就職活動を再開する場合。自己都合に
よる退職であったとしても、相当期間の就労があり、退職後も熱心に求職活動をしていた
と認められる場合には、自立相談支援機関や自治体の判断で再支給の検討ができるよ
うにしてほしい。
※給付金利用者の中には、雇用期間の定めがない常用雇用に就いたとしても、就労定
着が難しい場合もある。また、職歴の浅さ等からいったんは雇用期間の定めのある常用
雇用に就かざるを得ない者もいるため、給付金利用者・申請者の属性に配慮した再支給
要件を再整備していただきたい。
○本市にも同じような事例により、支給が中止され再支給できずに生活保護になった
ケースがある。再支給は生涯で一度だけという要件について緩和を求める。住居確保給
付金は、高い就職率があり、生活困窮者の自立促進を期待できる制度であるため、再支
給要件の緩和を求める。
○住居確保給付金については、該当者が少なく実績が上がらない状況が続いており、支
給要件の緩和により生活困窮者の自立促進が図れると考える。

大和市、福井
市、城陽市、西
宮市、出雲市、
熊本市

青森市厚生労働省生活困窮者自立支援
法第５条、生活困窮者
自立支援法施行規則
第16条、「住居確保給
付金の支給事務の手
引き」、「生活困窮者
自立支援制度に係る
自治体マニュアル」、
「住居確保給付金の支
給事務の取扱問答（問
７－５）」

住居確保給付金の再支給要件を緩和することにより、生活保護を受給する
可能性がある者の就労を支援し、自立を促進することが期待できる。

○住居確保給付金の再支給については、生活困窮者自立支援法施行規則第
16条により、解雇（自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。）その他事業
主の都合による離職により経済的に困窮した場合に限り、認められている。
○住居給付金の受給開始後、疾患により就職活動ができないまま当初支給期
間（３か月）が終了した者について、その後に疾患の治癒により就職活動を行う
ことが可能となり、かつ、就職を容易にするため住居を確保するため必要があ
ると認められる場合であっても、再支給することができない。
○当市（当県）における有効求人倍率は全国平均を下回っており、また、保護
率も全国平均を大きく上回っている。生活保護の受給開始後に経済的に自立
する事例は多くなく、生活保護の受給前に生活困窮者に対して自立を促進して
いくことが重要である。
○住居確保給付金は高い常用就職率があり、生活困窮者の自立支援策として
有効である。

【参考】
○平成29年時点の人口千人あたりの生活保護受給者の割合（‰）
全国平均16.8‰、青森県23.38‰、青森市30.55‰

生活困窮者自立支援法に基づく
住居確保給付金について、傷病
等により就職活動ができないまま
当初支給期間が終了した者が、
その後に就職活動を再開し、支給
要件を満たした場合に再支給でき
るようにすることを求める。

住居確保給付金の再
支給要件の緩和

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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275 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 家庭的保育事業者等
による連携施設の確
保についての経過措
置期間の延長

家庭的保育事業者等による連携
施設の確保について、経過措置
期間を延長すること。

　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準により、各家庭的保育事業
者等は、「①保育内容の支援、②代替保育の提供、③卒園後の受け皿の設定」
にかかる連携協力を行う施設（以下「連携施設」という）の適切な確保が義務付
けられている。
　本規定については、平成32年3月31日までの経過措置が設けられており、各
区市町村では、国の施行通知の考え方も踏まえつつ、積極的な関与・調整を
図っているところである。
　しかし、特に、「卒園後の受け皿」では、連携候補先の大半を占める保育所お
よび認定こども園の利用調整を市町村において実施しているため、家庭的保育
事業者等が自ら確保できる施設が限られている。また、３歳児において認可保
育所の受け皿の不足（待機児童の発生）が生じている。このような状況により、
全ての家庭的保育事業者等が、経過措置期間中に連携施設を確保することが
できず、結果として事業認可の取消（それに伴う保育定員の減少等のサービス
の低下）が生じる恐れがあり、経過措置の延長が必要である。

経過措置期間の延長に伴い、３歳児の定員増等について、長期的な視点に
より待機児童対策に取り組み、受け皿の確保を進めることが可能となる。

児童福祉法第34条の
16第1項および第2項、
家庭的保育事業等の
設備及び運営に関す
る基準第6条、 練馬区
家庭的保育事業等の
設備および運営の基
準に関する条例第6条

内閣府、厚生労働省 特別区長会 盛岡市、仙台
市、須賀川市、
神奈川県、豊田
市、大阪市、神
戸市、西宮市、
倉敷市、沖縄
県、那覇市

○本市においても卒園後の受け皿確保に関し連携施設確保に向けた支援を継続して
行っているが、連携先である保育所等における面積基準や保育士不足等の関係で新た
に３歳児の受入が困難となっている。そのため連携協力を行う必要がある３つすべての
協定締結が困難である状況が続いている。上記の状況に鑑み、平成32年３月31日まで
となっている経過措置期間の延長を希望する。
○経過措置終了までに連携施設が確保できず、万一認可取消となれば、当該事業所利
用中の児童が行き場を失うことや保育の受け皿が減少するため、待機児童解消の取組
みにも大きな支障となる。
○本市においては民間保育事業者等が連携施設になることの負担が大きいため、民間
保育所等が連携施設となっている件数が少なく、大半が近隣の公立保育所を連携施設
として設定している。しかし待機児童数が増加しており、定員の空き枠がないため、「卒
園後の受け皿」としての機能が果たせていないのが実状である。
○３歳児において認可保育所の受け皿の不足（待機児童の発生）が生じている
○経過措置により、連携施設を確保しなくても事業認可が可能となっているが、経過措
置終了までに連携施設が確保できない場合、認可基準を満たさないことになる。
○市においても連携施設コーディネーターを設置して支援を行っているところであるが、
卒園後の受け皿については、特に保育所において２歳児と３歳児の定員差の関係から、
確保が限界に近づきつつあるなど、期限までに設定が完了しないリスクもあるため、経
過措置の延長を求める。
○本県（政令・中核市除く）における連携施設の成立率は、県・市町村の協調補助による
支援の効果もあり、平成28年度38.0％、平成29年度69.6％と徐々に上昇している。しか
し、経過措置終了までに100％を達成することは、小規模保育所が年々増加していること
もあり大変困難な見通しである。一方で、卒後の受け皿を確保し、３歳児以降、スムーズ
に保育所等につなげていくことも大変重要であることから、連携施設の設定だけでなく、
市町村の利用調整の際に特別優先枠を設けるなど、他の制度の活用も必要と考える。
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○現在多くの保育士は幼稚園教諭免許を所持しているが、保育ニーズに高まりにより全国的に保育
士不足な状況が続いている。経過措置期間経過後、勤務している保育教諭が退職した場合、保育教
諭の不足により待機児童が発生する可能性が排除できない。
○認定こども園に従事する職員の大半は両方の資格を持っているが、一部にどちらか一方のみの資
格を有している職員がいる事は把握しており、当該施設では31年度での経過措置終了後に、当該職
員をプレ保育などへ配置転換することを検討している。本提案の３歳未満児の保育に従事する職員と
見なす取扱いは、待機児童解消の観点からも非常に有益であり、是非とも前向きに検討をしていただ
きたい。
○本市においては、幼保連携型認定こども園への移行を進めており、正規職員の資格併有を進めて
きたところであるが、臨時職員についての対応が出来ていないことから特例期間終了後の臨時職員
等の配置が困難となることが想定される。
○幼保連携型認定こども園の設置者からは、保育の担い手となる人材が不足する中で、保育士と幼
稚園教諭免許の資格の併有が必要な保育教諭の安定的な確保に苦慮しているとの声が挙がってい
る。また、当市においては、未だ幼保連携型認定こども園への移行がそれほど進んでいない現状があ
り、他の都道府県における移行状況を踏まえると、移行の動きが、今後活発化することも予想される
ため、経過措置の終了が移行の妨げとならないよう、特例期間が延長される必要性は高いと考えられ
る。
○経過措置中に認定こども園になっている園では、園で計画を立て免許の更新を行なっているが、県
内で受講できる学校が少ないことや、園の開所日に講習があるため、代替教諭が確保できず、計画ど
おり更新できていない。
○本市においても、同様の支障が出ることが想定されており改正を要望する。
○企業主導型保育事業の推進等により、保育教諭等の確保が困難となる中、各施設においては、人
員配置上の制限から、幼稚園免許状更新のための受講機会の確保が十分にできず、また、講習実施
主体においては、受講希望者が定員数を上回っており、受講したくても受講できていない者がいる。平
成31年度末においても、この状態が解消されることは見込めないため、経過措置の延長を求める。
「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、幼保連携型認定こども園への移行の促
進及び保育の受け皿確保にもつながる。
○保育需要の高まりを受けて、保育士確保が喫緊の課題となっているが、現状では、特例措置の期
間中に全ての職員が保育教諭の免許・資格を取得することが困難となっており、幼稚園教諭免許と保
育士資格のどちらか一方を有する保育教諭等の協力を得ないと必要な保育士人員の確保が難しい状
況である。
○本市においても、経過措置期間終了後を見据え、各園に対して両方の有効な免許・資格の保有を
啓発しているところでありますが、保育士・保育教諭の人材不足が全国的に課題となっており、大阪府
においても、保育士の平成３０年１月の有効求人倍率が、５．１３となっている現状です。この中で、保
育教諭の要件を具備することが困難な状況が出た場合、新たな職員の確保をすることも難しく、ひい
ては職員不足による保育の質の確保や待機児童解消対策上も支障があると考えています。ついて
は、経過措置期間終了後に幼保連携型認定こども園において、保育教諭数の不足により、教育・保育
の提供が不可能となることがないよう、経過措置期間の延長等の措置を講じてもらうよう要望します。
○当市においても、幼稚園教諭免許または保育士いずれかの資格のみを有する者もおり、幼稚園教
諭免許を更新しなければならない者もいる。それにより、現在は幼保連携型認定こども園の職員資格
の基準を満たしているが、32年度より基準に達しない者も出てくることが考えられる。さらに、人員配
置基準を満たせず、幼保連携認定こども園への移行の断念が懸念されるとともに、幼稚園教諭および
保育士養成機関にも限りがあり、32年度までに対象者全員が資格を取得することは困難な状態となっ
ている。そこで、経過措置の期間が延長されることとなれば、32年度以降も保育の受け皿を確保する
ことができ、待機児童解消に繋がると考えるため、貴市の提案に賛同するものである。
○保育需要が高まる中，一方の免許・資格のみを有する幼稚園教諭や保育士を確保することさえも
困難な現状において，両方の免許（有効な状態）・資格を求めることは，さらに人材確保を難しくさせて
しまう可能性がある。また，幼稚園教諭免許の更新講習を受講しようにも，講習受講の競争率が高い
ため，近隣の大学等で実施している講習に参加することが難しく，勤務を継続しながら３０時間以上の
受講時間を確保することへの負担が大きい。さらに，各園現場の実情としては，正規職員だけではな
く，臨時的任用（非正規）職員の配置によって園運営が成り立っている部分も多いが，非正規かつ少
ない勤務時間にもかかわらず，受講料だけでなく，上記のような受講時間の負担まで求めていくこと
は，失職（離職）等により人員を確保できないという事態を招くなど，園運営に支障をきたす可能性を
排除できない。
○平成30年2月時点で、市内にある教育・保育に携わる認定こども園の正規職員で96.5%、非正規職
員も含めると施設全体では約93%の職員が、幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有している。一方、
今後認定こども園への移行も想定される認可保育所では、正規職員が約85%、非正規職員も含めると
施設全体では約83%の職員が併有している。特例制度を活用した資格取得支援事業を実施しており、
同事業を活用して毎年度資格取得者が増えているものの、すべての施設で併有率が100%にはなって
いないため、現在の受け入れ体制の維持と幼保連携型認定こども園への移行の阻害要因とならない
よう、可能であれば経過措置の延長を検討していただきたい。
○本府においても同様の支障事例がある。大阪府内においては、３歳児未満の保育の受け皿確保の
ため、認定こども園への移行が進んでいるところ。特例期間中の免許・資格の取得を推進しているとこ
ろではあるが、特例期間内に全ての保育教諭が免許・資格を取得することが困難である。その場合に
おいて、配置基準を満たさなくなることから、認定こども園が３歳児未満の定員を減少させることが想
定され、待機児童が増大する恐れがある。
○本市では平成30年1月時点において，幼保連携型認定こども園の常勤の保育教諭における片方の
免許・資格のみを保有する者の割合は182人中11人（約6%）である。本市としては引き続き期間内に両
方の資格を取得するよう求めていくが，職員の配置基準上，1人でも欠けてしまうと児童の受入に大き
な影響を及ぼすことから，経過措置の延長を求める。
○本市においても、特例措置の期間中に免許・資格の取得を促進しているが、保育教諭不足の中で、
資格・免許取得の為に現場から離れる必要があり、現状では特例措置の期間中に全ての職員が保育
教諭の免許・資格をとることが困難となっている。経過措置が終了することにより、保育教諭不足に伴
う待機児童が発生することがないよう、経過措置の延長をしていただきたい。
○当該経過措置の延長については、県内施設からも要望がある。
○保育士不足が深刻化している中で、経過措置を終了させるのは時期尚早と思われる。
○当市では，近年，待機児童対策として施設整備を行っており，幼保連携型認定こども園においては
平成30年4月1日までに14の施設を開設している。しかし，その一方で保育士や幼稚園教諭の有資格
者の確保が困難な状況となっており，特に両方（保育士・幼稚園教諭）の資格を必要とする同施設に
おいては，人材不足の面から，一方のみの有資格者や子育て支援員を採用し，採用後，不足する資
格を取得させることによって，必要な従事者を確保することとなるが，その期間が足りなくなる状況を
危惧しているため，特例措置期間の延長を行っていただきたい。

旭川市、仙台
市、船橋市、川
崎市、須坂市、
山県市、豊田
市、田原市、草
津市、大阪府、
大阪市、八尾
市、兵庫県、神
戸市、和歌山
市、倉敷市、玉
野市、徳島県、
徳島市、松浦
市、熊本市

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

【添付資料】
「幼稚園教諭免許更新講
習ニーズ調査結果」

九州地方知
事会

内閣府、文部科学省、
厚生労働省

「就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に
関する法律」（平成18
年6月15日法律第77
号）

　今後、保育料の無償化などにより、保育需要が一層高まることが予想され
る中、「平成27年度から31年度までの5年間」の経過措置を見直し、「認可か
ら5年間」に改正することにより、幼保連携型認定こども園の新設及び移行の
促進、ひいては待機児童対策にもつながることが期待できる。

　平成32年度以降は幼保連携型認定こども園の保育教諭は幼稚園教諭免許
が必須となるため、免許を更新していなければ保育教諭として人員基準に算入
できないこと、また、幼稚園教諭免許を更新していない潜在保育士も数多くいる
ことが想定されることから、施設の認可時において保育教諭の確保が困難とな
り、幼保連携型認定こども園の新設・移行が進まないことが危惧される。
　本県では、幼稚園教諭免許の更新講習を受講できる機関が国立大学１校の
みであったことから、短大２校とも受講できるよう受け皿を拡大したところである
が、その他、通信教育や県外大学の受講での対応分を含めても、受講者の
ニーズを考えると31年度末までの更新は非常に厳しい状況である。
　このままでは平成32年度時点でも免許の未更新者が多数生じ、保育教諭の
確保が困難となることから、幼保連携型認定子ども園への円滑な移行や園の
新設に重大な支障が生じるおそれがある。

（大分県の状況）
・31年度末までに受講しなければならない人数：５２９人（Ａ）
・31年度末までに確実に受講できる人数　　　  ：３４０人（Ｂ）
・未受講となるおそれのある者　　　　　　　　　 ：１８９人（Ｃ＝Ａ－Ｂ）

　子ども・子育て支援新制度にお
いて、幼保連携認定こども園の保
育教諭は、幼稚園教諭免許と保
育士資格の両方の免許・資格を
有することとされている。
　経過措置として、平成31年度末
まではいずれかの免許・資格を持
つ者は保育教諭になることができ
るとされているところ、同経過措置
の期間の延長を提案する。

幼保連携型認定こど
も園の保育教諭の幼
稚園教諭免許と保育
士資格の併有要件
（経過措置）の見直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

279 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 要保護状態にある外
国人が属する国の領
事館等に対する、保
護制度適用の確認事
務の廃止

　領事館等に対する保護制度適
用の確認について、これまで確認
したすべての国で保護措置が無
く、また、定期的に調査を行っても
未回答の国があり、確認事務自
体が形骸化しているため、当該事
務の廃止を求めるもの。

○保護の実施機関（福祉事務所）は、要保護状態にある外国人からの保護申
請書等を県に報告するとともに、報告を受けた県は、その外国人が属する国の
領事館等に対し、必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、そ
の結果を保護の実施機関に通知することとなっている。
○本県がこれまで確認した全ての国（中国など７か国）が、保護措置は無いと
の回答であり、確認自体が形骸化している。
○照会しても、当該年度で最初の照会のみ回答し、その後は未回答の国（韓
国）もある。
○本県では年間20件程度の確認を実施している（１件の確認には２週間程度
要している状況）。
○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について（昭和29年５月８
日厚生省社会局長通知）は、自治体に対して、当分の間、外国人に対しても生
活保護法に準じて保護を行うことを定めたものであり、この通知に基づき事務
処理を行っている状況にある。

○事務負担等の軽減
　事務を廃止することにより、福祉事務所及び県本庁における業務の効率化
及び郵送料の軽減に繋がる。
○事務処理の迅速化
　外国人についても、生活保護法に準じ処理することが求められている。領
事館等の回答を待つこともなく、預貯金等調査終了後、速やかに保護決定が
可能となり、事務処理の迅速化に繋がる。

生活に困窮する外国
人に対する生活保護
の措置について（昭和
29年５月８日厚生省社
会局長通知）記１（３）
（４）

厚生労働省 九州地方知
事会

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

宮城県、ひたち
なか市、所沢市、
千葉県、大和
市、新潟市、浜
松市、京都府、
堺市、香川県、
熊本市

○保護の実施機関（福祉事務所）は、要保護状態にある外国人からの保護申請書等を
都道府県に報告するとともに、報告を受けた都道府県は、その外国人が属する国の領
事館等に対し、必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保
護の実施機関に通知している。これまで確認した全ての国が、保護措置は無いとの回答
である。また、年間５件程度の確認を実施しているおり、１件に係る確認には２週間程度
要している状況である。このような状況で有り、事務を廃止することにより、福祉事務所
及び本庁における業務の効率化及び郵送料の軽減に繋がるものと考えられる。
○外国人についても生活保護法に準じ迅速な処理をすることが求められているため、要
保護状態の外国人の申請を都道府県に報告し、その属する国の代表部若しくは領事館
等の回答を待って保護を決定した事例はない。
○領事館等に対し確認を行っても保護措置がなく、事務を廃止することにより福祉事務
所及び県本庁における事務負担の軽減に繋がる。
○国によっては，回答までにかなりの時間を要し，保護決定までの期間に影響を与えて
いる。
　また，本市でも，回答があったた全ての国で保護措置は無しであり，照会は形骸化して
いる。
○県においても、年間数件ではあるが、当該事務を実施している。過去10年間におい
て、保護措置があるとの回答は無い。事務が形骸化しており、廃止にすべきだと考える。
○本市においては特定の国籍の外国人からの保護申請が多く、領事館等に対する確認
が既に形骸化している状況。
○本県では年間照会数は少ないが，照会する国がほぼ同じであるため，対応が個々に
よって異なるものではないと，認識しており機械的照会になっているのが現実である。

○放課後児童クラブには２人以上の支援員（１人を除き補助員で代替可）の配置が必要
とされているため、交代要員を含めて人員の確保が困難な児童クラブもある。資格要件
の緩和ができれば、より多くの人材を活用することができ、支援員の交代要員等人員の
確保が容易になる。
○提案と同様に、有資格者が退職した後すぐに支援員が確保できない場合には設備及
び運営の基準に合致しない状況となることから、人員配置の困難さの解消は必要と考え
る。ただし、支援員の質の確保の観点から、現在の実務経験年数よりも短い期間を設定
する場合には、同じクラブに継続して勤務する場合などの条件を付し、実務に基づくノウ
ハウや児童等との信頼関係が醸成されていることなどをある程度明確に判断できる場合
に限るべきと考える。
○本市においても、放課後児童支援員の確保に大変苦慮しているところであり、「実務
経験年数」の短縮によって人材確保の幅を広げるなどの抜本的な対策を講じない限り、
近い将来、安定的な事業の継続に支障が生じるおそれがある。
○人口規模の小さい町村においては、資格取得者の退職に伴う職員補充に当たり、保
育士等の有資格者をすぐに確保することは難しく、無資格者を採用せざるを得ない場合
がある。この場合、放課後児童支援員資格を取得するためには、基準省令第10条第3項
第3号に該当するために2年間の実務経験が求められることとなるが、その間に基準省
令上の職員配置が困難となる。
○本市では指定管理者制度による管理運営を行っているが、支援員の確保には各指定
管理者も苦慮しており、支援員となる要件が緩和されれば、待機児童対策につながる。
○本市においても、都道府県認定資格研修を受講した者が離職するケースが多く見受
けられる。今後、有資格者が離職した場合、研修を受講するまでの間、支援員の配置が
困難となるケースも想定されることから、実務経験年数の短縮など受講可能要件の緩和
は人員不足の問題解消につながるものと考える。
○本市においても放課後児童健全育成事業の利用希望者の増に伴い、定員拡大に取り
組んでいるが、定員拡大に伴う職員の確保が年々厳しくなっている。一方で、放課後児
童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に基づく、質の確保も必要であると考え
る。
○本県では、同一市町村内だが通勤に1時間近く要する他地域から人材を確保している
等、特に中山間地域で人材が不足している。そのような中、認定資格受講希望者はいる
が受講要件（勤務年数等）を満たしていないため要件緩和があると良い、という声もいた
だいている。本制度において、規模や周辺環境などが異なる多種多様な全国の放課後
児童クラブに一律の基準を適用していることにより、様々な支障が生じている状況は見
直されるべきと考える。

秋田県、ひたち
なか市、多治見
市、山県市、西
宮市、広島市、
高知県、松浦市

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

なお、提案元の佐賀県で
は、放課後児童クラブを有
する全市町(19市町)が本提
案に賛同

九州地方知
事会

厚生労働省放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準

　資格取得のための実務経験年数が短くなることで、資格取得対象者が増
え、現在の人材不足の問題（人員配置の困難さ）を解消する一助となる。
　支援員の人材不足が深刻な中、放課後児童クラブの待機児童解消のため
にも効果があると考える。

　基準省令において、放課後児童支援員は、都道府県知事が行う研修を修了
した者でなければならないとされている。
　当該研修の受講要件は複数あるが、このうち「実務経験年数」については、短
縮を望む声が市町及び現場から多く寄せられている。
　具体的には、資格取得者が退職した場合、しばらくの間、新たに採用した者が
放課後児童支援員になることができず、基準省令上の配置（2名以上）が難しく
なる事態が生じている。
　また、放課後児童支援員たるべき人材の要素を備えるためには、必ずしも2年
という期間が必要とは言えず、むしろ、実務に基づくノウハウ、児童・保護者や
他の職員からの信頼関係等を踏まえて総体的に判断されるべきものと考える。

放課後児童健全育成事業の設備
及び運営に関する基準が定める
放課後児童支援員の資格要件に
係る実務経験年数の短縮

【参考】
基準省令第10条第2項第3号
「2年以上児童福祉事業に従事し
た者」
同条第9号
「2年以上放課後児童健全育成事
業に類似する事業に従事し市町
村長が適当と認めた者」
同条第10号
「5年以上放課後児童健全育成事
業に従事し市町村長が適当と認
めた者」

放課後児童支援員の
資格取得制度等の見
直し

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和
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区分 分野 団体名 支障事例
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制度改正による効果
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281 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 保育士登録の取消し
に係る本人通知に関
する事務の運用改善

　保育士登録の取消しに際して、
収監等により所在が不明である
場合には、法務部局を通じて本人
に通知できるようにするなど運用
を改善されたい。

　県内で、実刑判決を受けた保育士がおり、県として保育士登録を取り消す手
続きを進めたが、当該保育士が収監されたため、登録取消しの通知の送付先
が不明であった。
　収監先について法務局に問い合わせたところ、「法的な調査権に基づく照会
でなければ回答できない」とのこと。
そこで、公示送達による通知の是非について、厚労省へ問い合わせたが、不利
益処分であることから、適用については慎重に検討されたいとの趣旨の回答が
あった。
　また、保育士登録証の返納も求めることができなくなるため、公示送達による
通知に至らなかったところである。
　現状、都道府県は、本籍地である市町村への犯歴照会により対象者の現住
所を把握することはできるが、収監された場合については、その収監先を把握
することが困難であり、都道府県における登録取消しの本人への通知という法
的義務を果たすにあたって支障となっている。

　法に定める保育士の要件を満たさなくなった者に対する取消し事務から登
録証の返納に至るまでの事務を確実に進めること　　ができるようになる。
取消し処分を受けた者から確実に登録証を返納させることは、本来その資格
を持たないものが児童の保育にあたってしまうリスクを回避することにもつな
がり、住民の安全・安心につながる。

児童福祉法、児童福
祉法施行規則

法務省、厚生労働省 九州地方知
事会、日本
創生のため
の将来世代
応援知事同
盟

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

将来世代応援知事同盟共
同提案（事務局；徳島県）

山県市、松浦市 ―

291 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 指定難病医療費助成
制度の自己負担上限
額管理制度の見直し

　自己負担上限額管理制度は、
管理票を交付する都道府県はも
とより、管理票を持参する患者、
管理票の記載を行う医療機関に
おいて多大な事務負担となってお
り、記載漏れや記載誤りの発生し
やすい制度となっている。従来の
特定疾患治療研究事業の制度の
ように医療機関ごとに上限額を管
理する制度にすることで、医療機
関等の負担や支給誤り等を防止
することになる。

　自己負担上限額管理制度（受給者ごとに１か月の自己負担額の上限を設け
る制度）は複数の医療機関を利用する場合を想定して、受給者証とともに交付
された自己負担上限額管理票に、各医療機関において、診療ごとに医療費を
記載することとなっている。
　このことは、管理票を交付する県のみならず、管理票を持参する患者、管理
票の記載を行う医療機関においても多大な負担を強いられているとともに、記
載漏れや記載誤りなども発生するとの声もある。
　例えば、従来の特定疾患治療研究事業の制度のように。医療機関ごとに上
限額を管理する制度（レセプト単位での管理）にすることで、各医療機関の会計
コンピュータ上の管理に対応でき、医療機関等の負担や支給誤り等を防止する
ことになる。

制度を運営する都道府県、医療機関、患者の負担軽減となる。 難病の患者に対する
医療等に関する法律
第５条

厚生労働省 香川県 群馬県 ○本県においても、自己負担上限額管理制度は、患者、医療機関及び県の負担は、大
きくなっている。自己負担管理を医療機関で完結できる制度の構築が望ましい。
○自己負担上限額管理制度は，医療機関における負担となっており，記載誤りがあるこ
とや，記載方法が複雑で行政への問合せも多い。
しかしながら，医療機関ごとに自己負担上限額を設定した場合，複数医療機関を受診さ
れる受給者の方の自己負担額が増え，現行制度より不利益となることが考えられる。
また，複数医療機関の医療費合算が自己負担上限月額を超えた場合，療養費申請で対
応する運用とする場合，療養費申請の手続きを行うために，申請者，医療機関及び行政
の負担が増える可能性がある。
○自己負担上限額管理票記載モレや，記載過りにより，上限額が適切に管理されず，償
還払や医療機関間による調整等を強いられる例がある。現行制度のあり方は改善の余
地があると考えられるが，提案内容のように医療機関別に上限額を設定するとした場
合，医療機関側としては業務負担軽減となると思われるが，複数科にまたがる受診や院
外処方による調剤等，レセプトが複数枚に渡る患者に対してそれぞれ自己負担上限額
を設定することは，患者自身の経済的負担増につながると懸念される。
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306 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 「次世代育成支援対
策施設整備交付金」
の手続の簡素化

○次世代育成支援対策施設整備
交付金に係る厚生労働省との協
議・申請段階において、整備区分
が大規模修繕又は防犯対策強化
整備事業の交付基準である、公
的機関（都道府県又は市町村の
建築課等）の見積もりと、民間工
事請負業者２者の見積もりを比較
して、いずれか最も低い方の価格
を基準とするとされている要件に
ついて、民間工事請負業者２社の
見積もりを廃止すること。

○市有施設の改修にかかる補助金・交付金の申請において、民間事業者の見
積もり徴収を要件とする事例は極めてまれであり、またその内、民間見積価格
を採用した例もほとんどないことから、必須とは考えられない見積もりを徴収し
ている。
○また、民間事業者の見積もりを徴収する場合、入札前に公共工事の内容（内
容によっては、詳細な図面提供が必要）を一部民間業者に提供することになる
ため、当該業者にのみ準備期間を与え、入札において有利に働く可能性がある
など、公共工事における公平性の担保について懸念される。
○当該交付金に係る年度毎に発出される協議開始の通知から協議書提出まで
の期間が短いことから、短期間での見積もりを民間業者に依頼することになり、
対応できる業者選定に労力を要するとともに、民間業者に対しても負担を強い
ている 。

○民間業者の見積もりを廃止することにより、入札前の事前情報提供が不
要となり、公平性の確保が図られる。
○協議・申請に係る手続きの簡素化が図られる。

次世代育成支援対策
施設整備交付金交付
要綱　５、別表１－２、
別表１－３、次世代育
成支援対策施設整備
交付金における大規
模修繕等の取扱いに
ついて　３（２）

厚生労働省 指定都市市
長会

山県市、和歌山
市、北九州市

○平成２９年度の次世代育成支援対策施設整備交付金において大規模修繕の補助協
議を行ったが、民間２社の見積もりが必要であったため、業務を発注するわけではない
のに、民間業者に無理を言って見積書の提出をお願いし負担を強いることとなった。本
市としても予算用や入札までに事前に民間業者に見積書を徴取することはなく、入札に
より業者も決定されることから、公的機関の見積もりで問題ないと考える。
○補助金の申請に係る見積もりを徴すると、入札前の情報提供をすることで、入札時に
不公平が生じる
○公平性を考え民間事業者からの見積もりが取得できず、工事のスケジュールから交
付金の協議を見送った実例あり。

○本県においても、医療受給者証に「所得区分」を記載することは、保険者への照会を
始め、大きな負担となっている。
事務手続の負担に比較し、公費負担の縮減効果が不明確であるため、まずは「所得区
分」の記載の廃止を検討願いたい。
明確な効果が期待でき、「所得区分」の記載を継続する場合は、マイナンバーによる情
報連携で、「所得区分」を収集可能としていただきたい。
○本市では、年に約６０回、郵送でのやりとりが生じている。
　特に、各国民健康保険組合においては、返送まで１か月もかかることが多いため、受
給者証発行に過度の時間を要している。
○保険者への所得区分の照会では，郵送による書類送付のための手間及び郵送代が
かかる他，回答まで一定期間が必要なため，受給者証の発行まで時間を要している。
所得区分をマイナンバーによる情報連携の項目とすることで上記の支障は解消される。
○本市においても、申請書類は揃っているにも関わらず、保険者への所得区分照会を行
うために医療受給者証の交付が遅れる場合がある。
照会に係る書類送付についても、照会先やタイミングが異なる他、保険者や課税状況に
によっては所得課税証明が必要となるため、事務が煩雑である。
○同様の支障事例が生じている。マイナンバーによる情報の連携が可能となれば、県か
らの所得区分照会への回答の事務と年度ごとに所得区分が変更となった方の報告の手
間が省ける。
○書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送が
あるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要して
いる。
○受給者証の発行が遅いため、患者、家族に経済的な負担や償還払い等の手続き等
の負担を強いている現状がある。マイナンバーによる情報連携を行うことで患者の利便
性の向上につながるとよい。
○所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情報では
ないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの返送があ
るまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行までに時間を要してい
る一因となっている。
○現在、所得区分（適用区分）は保険者に郵送で確認しているが、マイナンバーによる
情報連携で取得し確認できれば、タイムリーな対応が可能となり、事務の簡素化、適正
処理につながる。
しかしながら、所得区分（適用区分）の記載を必須とする本制度の根本的な見直し、廃止
については、従来から要望しているもの。
○高額療養費の限度額適用区分（所得区分）の郵送での照会に2週間ほど要しており、
情報連携が可能となれば、大幅な業務改善が見込まれる。
○所得区分の記載は、保険者と書類によるやり取りをしており、手間と時間がかかって
いることから、マイナンバーによる情報連携が収集可能となれば事務処理の簡素化に繋
がる。

秋田市、群馬
県、川崎市、新
潟市、石川県、
静岡県、京都
市、神戸市、西
宮市、山口県、
愛媛県、高知
県、熊本県、大
分県、宮崎市

相模原市内閣官房、内閣府、総
務省、財務省、文部科
学省、厚生労働省

・健康保険法施行規
則第98条の２
・国民健康保険法施行
規則第27条の12の２
・児童福祉法第19条の
３第７項
・児童福祉法施行規則
第７条の22
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
第７条第４項
・難病の患者に対する
医療等に関する法律
施行規則第25条
・行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律第19条
第７号及び別表第二
の９の項及び119の項

　郵送によるやり取りがなくなることで、大幅な時間短縮が図られるほか、郵
送代も削減されるなど、行政の効率化・財政改善が図られる。
　また、医療受給者証の発行が早まることで、患者もより早く医療費助成を受
けることができ、これまでのように償還払いによる払い戻しの手続きが不要
になったり、償還払いによる額を減らすことが可能となるなど、患者や家族の
利便性の向上につながる。

　所得区分は、医療受給者証に必須の記載事項であるが、情報連携の提供情
報ではないため、保険者と郵送によるやり取りをしなければならない。
　書類送付による事務が煩雑であり、手間と時間がかかるほか、保険者からの
返送があるまで医療受給者証を送付することができず、医療受給者証発行ま
でに時間を要している一因となっている。

　マイナンバーによる情報連携
で、指定難病及び小児慢性特定
疾病医療費助成制度の事務にお
ける「所得区分」を収集可能として
いただきたい。

指定難病及び小児慢
性特定疾病医療費助
成制度の事務処理に
おけるマイナンバーに
よる情報連携項目の
追加

医療・福祉Ｂ　地方に対する
規制緩和

297
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319 Ｂ　地方に対する
規制緩和

医療・福祉 介護保険法第２４条
の２第２項に係る調査
業務を地方自治体が
指定市町村事務受託
法人に委託する際の
職員の資格要件緩和

地方自治体が指定市町村事務受
託法人に介護認定の訪問調査
（新規、区変、更新申請分）を委託
する際の調査員の資格要件を介
護支援専門員に限らず、「社会福
祉士」、「介護福祉士」等の福祉資
格や、「保健師」、「看護師」、「准
看護師」、「理学療法士」等の医療
的な資格まで広げる。

本市における介護認定調査員は、介護支援専門員の資格がなくても看護師、
社会福祉士等の資格と、県及び当市で実施している調査員研修受講により介
護認定調査業務を実施可能としている。
本市が委託している指定市町村事務受託法人への調査員に関しては、基礎資
格として看護師、介護福祉士、歯科衛生士に加えて、介護保険法第24条の2第
2項「介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査
を行わせるものとする」に基づき、介護支援専門員の資格を求めている。
指定市町村事務受託法人からは、市と同じ調査を行うことから、必要とされる資
格要件について、市と同等にしてもらいたいと要望がある。
支障事例としては、指定市町村事務受託法人が調査員の募集をかけても、介
護支援専門員の資格を有している者からの応募が少なく人材確保が困難とし
ている。
さらに、「介護支援専門員」資格の更新研修（５４時間）の期間中は「要介護認
定調査」事務が滞り、その分、認定手続きの遅れが生じている。平成２９年度
は、委託法人の調査員４名が８日間の更新研修を受講。その結果、調査委託
件数が６４件減となった。

指定市町村事務受託法人での「要介護認定調査」事務に従事する者に対
し、その資格要件を本市と同様とすることで、指定市町村事務受託法人にお
ける介護認定調査員の人材確保が容易となり、認定手続きの遅れが軽減さ
れると同時に、さらなる認定手続きの迅速化が図られる。

介護保険法第２４条の
２第２項

厚生労働省 那覇市 南伊豆町、名古
屋市、田原市、
神戸市、宮崎市

○本市でも指定事務受託法人に介護認定調査を委託しているが、調査員として採用す
る介護支援専門員が集まらず、指定事務受託法人では、申請件数の増加を元に想定し
た採用予定数を下回る状態となっている。また、現在の調査員の高齢化も進んでおり、
調査員の安定的かつ継続的な確保も課題となっている。今後の急速な高齢化にも対応
できる安定的な介護認定調査業務の実施のため、調査員要件緩和について、至急対応
いただきたい。
○支障事例としては、指定市町村事務受託法人が調査員の募集をかけても、介護支援
専門員の資格を有している者からの応募が少なく人材確保が困難であり、認定事務の
遅れにつながる。
○本市においては、原則、直営調査は行わず、新規申請及び変更申請は指定市町村事
務受託法人に委託してしる。
しかし、本市指定市町村事務受託法人において、年々、調査員の確保が困難になってお
り、認定調査が大幅に遅れる事態となった。
これにより、年度末時点において、未調査数が通常300から500件のところ、平成３０年３
月３１日時点では、約1100件が未調査となり、相互協力で行っていた他市町村からの新
規申請に対する認定調査も、近隣市町村には、自身で調査いただくよう依頼している状
況である。
認定調査員確保ため、地方自治体が指定市町村事務受託法人に介護認定の訪問調査
（新規申請分）を委託する際の調査員の資格要件を介護支援専門員に限らず、国家資
格である「社会福祉士」、「介護福祉士」等の福祉資格や、「保健師」、「看護師」、「准看
護師」、「理学療法士」等の医療的な資格まで広げ、また、市職員として認定調査を行っ
た市職員ＯＢも可能とするよう要望する。

○介護保険法施行規則において、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定
証等の交付・再交付の申請や、氏名・住所等被保険者情報の変更届出の際には住所・
氏名・生年月日等に加え個人番号（マイナンバー）を記入するよう定めているが、既に被
保険者資格を有する者が対象であることから改めてマイナンバーを収集する必要はな
く、業務を煩雑にするだけである。
よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止し、業務の簡素化していただきたい。
○当市では、年間約300人から再交付申請があり、そのうち半数が介護保険事業所が代
行手続きをするため、個人番号の記載は困難であり職権での補記する必要がある。ま
た、情報連携の必要もないため、市民へ個人番号記載の必要性についての説明ができ
ない。以上のことから、再発行申請にあたっての個人番号記載する義務付けを廃止とし
てほしい。
○マイナンバー記入に要する市民の負担及び事務負担が大きい状況である一方、現状
マイナンバーによる情報連携の必要がないことから、制度改正の必要性を認めます。
○介護保険法施行規則において、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定
証等の交付・再交付の申請や、氏名・住所等被保険者情報の変更届出の際には住所・
氏名・生年月日等に加え個人番号（マイナンバー）を記入するよう定めているが、既に被
保険者資格を有する者が対象であることから改めてマイナンバーを収集する必要はな
く、また情報連携等も想定されないため、必要性が説明できない。
　マイナンバーの記入にあたってはマイナンバーカード等による本人確認を行う必要が
あるが、介護保険関係の手続きは当事者が要介護の高齢者であることから、マイナン
バーの管理・記入が困難な人や本人確認書類を所持しない人も多く、窓口での説明や
手続きに時間を要している。
　介護事業者が代理申請する場合においても、マイナンバーの管理や代理申請の条件
が厳しく負担が大きいことから、マイナンバー欄は空欄にする例が多く見られる。
　よって、既に発行済みである保険証等の再交付事務において、個人番号を記載する義
務付けを廃止としていただきたい。
○対象が高齢者であることから，申請においてマイナンバー欄を空欄にする例が多く，
市が職権で補記することが多い。
○介護保険被保険者証等の各証書の交付・再交付申請に際しては、個人番号が未記
載となっていることが多い。未記載分については職員が調査の上記載しているものの、
情報連携においては当該事務処理の必要性はないものと捉えている。
○再交付事務において個人番号を使用した事務処理を行うことはないにもかかわらず，
個人番号の記入を求める様式となっているため，記載があれば本人確認事務，記載が
なければ職員が調べて記入する事務が発生するため，非効率な処理となっている。
○介護保険法施行規則に定める被保険者証・負担割合証等の交付・再交付など情報連
携が想定されない申請・届出において個人番号（マイナンバー）の記入を求める規定を
見直すこと。
○事務処理上の支障がないため、申請書への補記もしていない。
○介護保険被保険者証等再交付申請書の個人番号記載欄は、ご本人でない方の申請
も多く、未記入の場合が多いため事務的負担が大きい。
　個人番号を利用して情報連携を行う必要がない業務なので、記入の義務付けの廃止
及び記入欄の廃止をしていただきたい。
○再交付事務だけで見ても年間１８０件程度のうち，マイナンバー記載の上での申請は
１０件程度であり，当市においても事務処理上の負担となっている。

盛岡市、滝沢
市、米沢市、浪
江町、石岡市、
ひたちなか市、
習志野市、八王
子市、大垣市、
山県市、田原
市、出雲市、高
松市、宇和島
市、内子町、松
浦市

【提案趣旨に賛同】
宇和島市、新居浜市、西条
市、伊予市、四国中央市、
西予市、上島町、東温市、
久万高原町、松前町、砥部
町、内子町、伊方町、松野
町、鬼北町、愛南町

今治市内閣府、厚生労働省Ｂ　地方に対する
規制緩和

316 介護保険法
介護保険法施行規則
行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律

・手続きが従来どおりとなり、高齢者及び代理申請する介護事業者、および
自治体窓口担当者の負担が軽減される。

・介護保険法施行規則において、介護保険被保険者証、負担割合証、負担限
度額認定証等の交付・再交付の申請や、氏名・住所等被保険者情報の変更届
出の際には住所・氏名・生年月日等に加え個人番号（マイナンバー）を記入する
よう定めているが、既に被保険者資格を有する者が対象であることから改めて
マイナンバーを収集する必要はなく、また情報連携等も想定されないため、必
要性が説明できない。
・マイナンバーの記入にあたってはマイナンバーカード等による本人確認を行う
必要があるが、介護保険関係の手続きは当事者が要介護の高齢者であること
から、マイナンバーの管理・記入が困難な人や本人確認書類を所持しない人も
多く、窓口での説明や手続きに時間を要している。また、申請する高齢者にも、
マイナンバーがなければ申請できないのではないかという不安を与えている。
・介護事業者が代理申請する場合においても、マイナンバーの管理や代理申
請の条件が厳しく負担が大きいことから、マイナンバー欄は空欄にする例が多
く見られ、市が職権で補記する事務が生じている。

介護保険法施行規則に定める被
保険者証・負担割合証等の交付・
再交付など情報連携が想定され
ない申請・届出において個人番号
（マイナンバー）の記入を求める規
定を見直すこと

介護保険被保険者証
等の交付及び再交付
申請における個人番
号記入の見直し

医療・福祉
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農林水産省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を
要するため、借受人に敬遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まな
い。
○農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基盤法に
基づく市町村長の利用集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業の推進に関する
法律に基づく知事の農用地利用配分計画の認可公告の手続きが必要であり、農地中間
管理機構を中心にした農地の集積から担い手への配分まで、最低約５週間を要してい
る。
そのため、担い手農家からは、農地法、基盤強化法に比べ、農地中間管理事業の推進
に関する法律による一連の手続きは長すぎるとの声がある。
本県としても、農地の出し手と担い手のマッチングが整いしだい、速やかに担い手に農地
を集積できるよう、国が示す手続き期間短縮化の例を参考に、事務の迅速化を図ってき
たところであるが、更なる迅速化のために、農用地利用配分計画の縦覧を廃止又は縦
覧期間を短縮したいが、法定で２週間と期間が定められているため見直しができない。
なお、市町村農業委員会が農地配分計画案を作成する際に、当該地域の担い手を優先
するなど配慮をしているため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の
規定に基づき利害関係者から意見が提出されることは、実態としてなく、農用地利用配
分計画の縦覧の必要性は低いと考える。
○農地中間管理事業を行うには、①農地を貸したい人と農地中間管理機構とで基盤強
化法等による手続き、②機構と農地を借りたい人とで農地中間管理法による手続きの２
つの手続きが必要となり、多くの手間と時間を要している。
 また、配分計画を定めるにあたって、貸したい人と機構との間では市町村が手続きを行
い、機構と借りたい人との間では機構が手続きを行うこととなり、市町村と機構とでスケ
ジュールや内容について連絡調整などに手間がかかっていると考えられることから、円
滑に取り組むためには、市町村にワンストップ窓口を設置し手続きの簡素化を図ること
が望ましい。
○同様の支障事例・課題が発生しており、制度改正は必要と考える。
　なお、農地所有者と借受者が同一市町村に限定した提案であるが、市町村内外で事
務量に格差ができること、小規模市町村では借受者が市町村外である事例が認められ
ること、借受者はエントリーの手続きを行うため一定の確認を終えていることから、市町
村外の借受者も含め当該市町村で認可できるよう制度改正を望む。
○本県でも提案内容と同じ支障事例あり。現行制度では、ある程度転貸先が決まってい
る案件でも県による配分計画の縦覧を経た後に認可する必要があるため、転貸後に栽
培される品目によってはその栽培の適期を逸する。
【制度改正にかかる課題】
縦覧期間を廃止した場合、計画認可後の利害関係人からの申し出に対するマニュアル
など利害調整の仕組みを明確する必要がある。
○農地法又は農業経営基盤強化促進法（以下、「基盤法」）による貸借の場合、農業委
員会の許可、又は市町村長の公告までに要する期間は約4週間で、比較的短期間で手
続が完了する。
　一方、農地中間管理事業による貸借の場合は、基盤法による農地中間管理機構（以
下、「機構」）への貸付手続（市町村段階の4週間程度）に加え、機構と農地の受け手が
賃借権等を設定する場合に必要となる配分計画は、知事が認可をすることから、審査、
公告、２週間の縦覧期間（法定）などの県段階の手続きに約５週間かかり、事業の実施
までに約10週間程度の期間を要している。
　このため、農地中間管理事業による貸付の手続きは農地法等に比べて長くなることか
ら、農業者から敬遠される傾向にある。
○権利移転の手続期間の目安として、農業経営基盤強化促進法が約２か月なのに対
し、農地中間管理事業法は約４か月を要する。
　　契約時及び契約内容変更時の手続が農業者等にとって煩雑であり、係る事務負担
が農業委員会及び市役所窓口で生じている。
○基本方針の策定や事業規程の認可を行う県において、農用地利用配分計画がその
内容に沿ったものになっているかを確認し、適正化を担保するという事業の趣旨に鑑
み、配分計画認可の県から市町村への権限委譲については、事業の根幹に係る部分の
改正となることから、慎重な判断が必要と考える。
　農地中間管理事業における農用地利用配分計画の公告や縦覧については、事務が煩
雑で多くの時間と労力を要しており、農業者にとっても活用の妨げとなっていることから、
事業をより一層推進していく上で、本県においても、縦覧期間の短縮又は廃止を要望す
る。（なお、本県においても、平成26年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害
関係人からの意見書の提出は一度もない。）
○配分計画の案を作成する市町村段階において機構・農業委員会を交え、利害関係者
と十分な調整を行っていることから、事業創設以来過去４年間に、縦覧期間中に利害関
係者から意見書が出されたことは一度もなく、制度の見直しが必要である。
○提案と同様の支障事例が本県でも発生（約25,000筆分（4カ年累計）の認可公告事務
が発生）していることから、事務の簡素化と手続期間短縮などの制度改正が必要。
　縦覧中に意見書が提出された事例無し。
　市町村の事務負担増にならないような改善が必要。
○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による賃借権の設定の
場合、農地利用集積計画に基づく農地中間管理機構による中間管理権の設定、農用地
利用配分計画に基づく担い手への賃借権の設定が必要となっている。
そのため、農地法又は農業経営基盤強化促進法による貸借権の設定と比べ、手続きが
煩雑であることや手続きに要する期間が長いことから、事業の円滑な活用を妨げる一因
となっていると考える。
今後、農地中間管理事業を活用した担い手への農用地の集積を円滑に推進するために
は手続きの簡素化が必要であり、農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧期
間（2週間）が短縮又は廃止されれば事業の利用向上につながると考えている。
なお、これまでに縦覧期間中に利害関係者からの意見書が提出されたことはない。
○本県においても、具体的な支障事例と同様の状況となっていることから、本提案が実
行されることにより、事業の効率化が図られると考えられる。
○事務手続きに長期間を要する。
　都道府県や市町村に過重な事務負担が生じている。
　手続きが煩雑で、農業者等が農地中間管理事業の活用を敬遠している。
○農地中間管理事業による農地貸借は、農地集積から農地配分まで8週間程度期間を
要することから、権利設定を急いでいる農業者からは敬遠される傾向にある。
○本県においても平成26年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人から
の意見書の提出は一度もなく、農地の借受者の利便性を図るためにも、提案に賛同す
る。

福島県、栃木
県、群馬県、埼
玉県、静岡県、
島田市、山口
県、徳島県、高
知県、熊本県、
沖縄県

　農地中間管理事業の推
進に関する法律附則第2条
において、施行後5年を目
途として事業の在り方全般
を検討することとしている。

Ａ　権限移譲48 【効果】
　機構法第18条第１項の配分計画認可を市町村へ権限移譲することについ
て、機構法第19条第2項の規定により配分計画の案を作成する市町村は、農
業委員会とともに受け手の営農状況把握や利害関係人との調整を十分に
行っていることから、審査に時間を要さず、事業の効率化が図られる。
　また、同法第18条第3項に基づく２週間の縦覧を短縮又は廃止することによ
り、県段階の審査・縦覧・公告までに要する期間が短縮され、利用者の利便
性が向上するとともに事業の効率化が図られる。
　なお、市町村はこれまでの手続きに加えて配分計画の公告も行うこととな
るが、配分計画案はこれまでも市町村が作成していることから審査期間も短
く、事務量の増加は少ない。

【支障事例】
　農地法又は農業経営基盤強化促進法（以下、「基盤法」）による貸借の場合、
農業委員会の許可、又は市町村長の公告までに要する期間は約4週間で、比
較的短期間で手続が完了する。
　一方、農地中間管理事業による貸借の場合は、基盤法による農地中間管理
機構（以下、「機構」）への貸付手続（市町村段階の4週間程度）に加え、機構と
農地の受け手が賃借権等を設定する場合に必要となる配分計画は、知事が認
可をすることから、審査、公告、２週間の縦覧期間（法定）などの県段階の手続
きに約５週間かかり、事業の実施までに約10週間程度の期間を要している。
　このため、農地中間管理事業による貸付の手続きは農地法等に比べて長くな
ることから、農業者から敬遠される傾向にある。
　　なお、平成26年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人か
らの意見書の提出は一度もない。

　農地中間管理事業の推進に関
する法律（以下、「機構法」）第18
条第１項の規定による農用地利
用配分計画（以下、「配分計画」）
の知事の認可について、農地の
所在と賃借権の設定等を受ける
者の住所が同一市町村の場合
は、当該市町村長が認可できるよ
うにすること。
　また、配分計画の2週間の縦覧
期間を短縮または廃止するよう制
度を見直すこと。

農地中間管理事業に
おける農用地利用配
分計画認可の県から
市町村への権限移譲
及び縦覧期間の短縮
又は廃止

青森県農林水産省農地中間管理事業の
推進に関する法律第
18条第1項、第3項及
び第４項、第19条第2
項

農業・農地



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

59 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 中小企業等協同組合
からの暴力団排除の
ための中小企業等協
同組合法の改正

中小企業等協同組合から暴力団
を排除することができるよう、条例
委任又は法改正による暴力団排
除条項の追加を行うこと。

【支障】
近年、暴力団排除条例の制定等により暴力団の排除のための施策が全国的
に進んでいる中、中小企業等協同組合についても全国中央会が定める定款参
考例へ暴力団排除の条文が加わったところである（平成27年）。
しかし、中小企業等協同組合法には暴力団排除規定が置かれておらず、認可
庁としては暴力団と関わりのある組合の認可を拒否したいが、法律上での明確
な根拠がないことが支障となり、排除することが難しい。また、警察への暴力団
照会も、法律上での明確な根拠がないために行えない状況である。
【改正の必要性】
反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要
があり、犯罪対策閣僚会議の「「世界一安全な日本」創造戦略」においても、「各
種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。ついては、他
法律（貸金業法や水産業協同組合法など）と同様に、中小企業等協同組合法
にも暴力団排除規定を追加することを求める。

中小企業等協同組合
法

警察庁、金融庁、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

石岡市、川崎
市、綾瀬市、奈
良県、愛媛県、
熊本市、大分県

○今後支障事例が生じる可能性は高いこと、また、暴力団排除が社会全体の課題であ
ることや貸金業法など類似法令との整合性から改正が必要である。
○反社会的勢力排除を徹底する上で、中小企業等協同組合法への暴力団等排除規定
の追加は必要不可欠であると考えられる。
○本県においても、他県と同様、仮に暴力団関係者から組合設立の認可申請があった
場合、認可を拒否する法令上の明確な根拠がないことから、法改正の必要性があると考
える。
○認可の根拠法である中小企業等協同組合法において、明確な排除規定がないことか
ら、法に基づいて暴力団と関わりのある組合の認可を拒否することは、難しいと考える。
暴力団排除条例の制定等により、県レベルの施策として暴力団の排除が全国的に進む
中、組合等団体における企業倫理を遵守する意味でも、法において排除規定を定めるこ
とに賛同する。

○２９年災における重要変更協議案件は工法変更に伴うものが１件であったが、県経由
での協議開始から変更承認が決定されるまでに約２ヶ月かかり、その期間中は工事を一
時中止せざるを得なかった。
　災害現場の早期復旧を図る観点からも、重要変更協議案件の基準を緩和し、国との協
議時間を縮減することは重要であると認識する。
○災害復旧事業は、迅速に生活基盤の復旧をする必要性から、大規模災害時などでは
標準断面により事業費を算定している。実施において詳細設計を行った際、土工量など
の変更が生じるが、一般的な補助事業に比べ事業計画変更の記載が詳細にわたってお
り、金額、パーセントに抵触せずとも支障事例の【現状】ような変更でも重要変更となる
ケースが増えている。
　重要変更となる基準が厳しいため、近年災害が多発する状況下では、このような簡易
な内容であっても重要変更となり協議に時間を要している。
そのため、一般の補助事業なみの重要変更の要件に暫定通知5-1の別紙１で定めた範
囲を軽微変更で行うよう求める。
※H29年災　重要変更協議件数　34件
　本案の実現により軽微変更となる件数　5件
　効果約15％件数減
○農地及び農業用施設災害復旧事業については、市町村が事業主体ではあるが、本県
における平成29年度台風２１号関連農地及び農業用施設災害復旧事業において、現時
点（H30年6月15日現在）で、
　重要変更協議件数　１８件
　本案の実現により軽微変更となる件数　２件
　効果　約１０％件数減
○平成２８年熊本地震及び同年の梅雨前線豪雨に伴う災害復旧事業においては、査定
箇所数約１８０箇所に対し約１０件程度が重要変更要件に該当している。
　なお、農林水産省（九州農政局）及び県において迅速且つ臨機応変に協議対応いただ
いており、工程等を含め支障をきたすことはなかった。
　しかしながら、現行基準の緩和については円滑且つ迅速な事務執行につながることか
ら制度改正を期待する。
○提案のとおり、災害復旧事業における計画変更（A種変更）基準が緩和された場合、事
務手続きが相当簡素化される。
※H25年災　重要変更協議件数　193件
　本案の実現により軽微変更となる件数　191件
　効果　約99％削減
○災害復旧事業においては、早急な発注が必要で、十分な精査ができないこともあり、
現場着手した際、設計変更の対応となる事例が発生している。
○H２６年災において重要変更協議件数が51件であったが、そのうち本提案の実現によ
り軽微変更となるものは51件（全件）であり、重要変更協議の件数削減、ひいては事務
作業の効率化に大きく貢献するものである。
○支障事例のとおり、災害査定までに、残土処分地まで確定できるケースは少ないこ
と、運搬経費等の高騰による事業費増は年々増加傾向にあることから、提案の緩和措
置は、事務処理が短縮され災害対応の迅速化に効果がある。

新潟県、奈良
県、島根県、廿
日市市、愛媛
県、高知県、熊
本市、宮崎市

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

農林水産省農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する
法律施行令第３条第２
項
農林水産業施設災害
復旧事業費国庫補助
の暫定措置に関する
法律施行規則第２条
の規定に基づき、農地
及び農業用施設に係
る同条第３号の農林
水産大臣が別に定め
る範囲を超える工事費
の額の変更、同条第４
号の農林水産大臣が
別に定める範囲を超
える設計単価又は歩
掛の変更及び同条第
５号の農林水産大臣
が別に定める変更を
定める件（告示）（平成
12年3月30日農林水産
省告示第453号）（改正
平成25年８月27日農
林水産省告示2397号）

重要変更協議案件の基準を緩和することにより、国との協議時間が縮減さ
れ、災害復旧事業に関して円滑で迅速な事務執行につながる。

【現状】
　災害復旧事業において計画変更する際には、「増加し，又は減少する工事費
の額（設計単価又は歩掛の変更に伴い増加し，又は減少する工事費の額を除
く。）が，変更前の工事費の額の30パーセントに相当する額（その額が200万円
を超える場合は， 200万円。ただし，平成23年3月11日に発生した東北地方太
平洋沖地震による災害に係るもののうち，岩手県，宮城県又は福島県に係るも
のにあっては，その額が2千万円を超える場合は， 2千万円）」を越えるもの」で
ある場合、あらかじめ農林水産省（近畿農政局）に協議し同意を得る必要があ
る。
【支障】
　 災害復旧事業は、その性格から残土を取り扱うことが多いが、近年、現場の
近隣で残土処分地の確保が困難となっている。災害査定時に処分先が決定し
ていない場合、必要最低限の処分費用の計上しかできないが、その後実施に
あたって、遠方に残土処分地が決定した場合に、処分費用や運搬距離の変更
等の内容で重要変更となるケースが増えている。
　重要変更となる基準が厳しいため、近年災害が多発する状況下では、このよ
うな簡易な内容であっても重要変更となり協議に時間を要している。
　そのため、現行の基準を「３割以上かつ農地５００万円以上、施設１０００万円
以上増減又は農地１０００万円以上、施設２０００万円以上の増減（※）」とする
等の緩和を行うよう求める。
※H26年災　重要変更協議件数　84件
　本案の実現により軽微変更となる件数　30件
　効果約35％件数減

災害復旧事業において農林水産
省との協議が必要となる重要変
更の基準の緩和

災害復旧事業の重要
変更協議案件の基準
の緩和

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

○公選法における補欠選挙の要件よりも厳格にすべき理由があるのか不明だが、公選
及び知事推薦（委任）により相当数の委員がいることを考えると、公選法と同様の取扱い
で支障はないと考えられる。
○本県においても，海区漁業調整委員会委員補欠選挙に係る事務については、短期間
に限られた人員で準備する必要があり，事務的負担が大きいため，当該補欠選挙の実
施基準の緩和には賛同できる。実施基準の要件としては，公選法第113条第１項第６号
の市町村議会議員の例（議員定数の１／６超）などが挙げられる。
○当団体には複数の海区あり、１人の欠員で補欠選挙を行わなければならない現行制
度においては、過去に１年に５回の補欠選挙を実施したこともあり、費用面等で負担と
なっている。他の選挙と同様に、欠員が定数の一定割合を超えるに至った時に補欠選挙
を行うことが妥当と考えられる。また、現行では任期満了前２ヶ月以内に欠員が生じた場
合は補欠選挙が実施されないこととなっているが、このことについても公職選挙法と均衡
を図り、任期満了前６ヶ月以内から補欠選挙を行わないように改正されたい。
○各種選挙において補欠選挙の要件が定められているが、その中でも海区漁業調整委
員会の補欠選挙の要件が最も厳格である。漁業権等をはじめとする漁業調整に関わる
重要性を考慮しながらも、公選法と同等程度への改正を検討いただき、各種議会議員選
挙との均衡を図るようお願いしたい。なお、県選挙管理委員会のみならず、投票となれ
ば市町村においても相当の事務的負担が生じることになるが、当県では、平成19年8月
16日の補欠選挙において投開票が行われており、その準備は、7月29日の参議院通常
選挙と並行して行い大きな負担となった。
○制度改正がされ、当選人の不足数と通じて２人以上などの改正が行われれば事務負
担の緩和、選挙費用の縮減につながるものの、定数が15人（農林水産大臣が指定する
海区にあっては10人）といった少数であることから、公選法の補欠選挙に係る条文を準
用するのであれば、公選法第113条第1項第6号の定数の六分の一を超えるに至ったとき
とするのが適当であると考える。なお、緩和は要望する。
○身体上の問題で委員会への出席が思うようにいかず、委員の辞職の意向を持たれて
いる漁業者委員がいる。ただ、自分ひとりのために補欠選挙が行われなければならない
ことに、関係者への負担をかけたくないという思いがあり、辞職が言い出せない状況があ
り、漁業者委員の心的負担ともなっている。これを明確に欠員として扱い、補欠選挙をす
る必要がなければ、漁業者委員への心的負担も軽減される。高齢の方が立候補される
現状がある中で、心的負担となるような制度は見直す必要があると考えられる。

北海道、茨城
県、神奈川県、
倉敷市、高松
市、新居浜市、
芦屋町、八代市

京都府、大
阪府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島県

農林水産省漁業法92条、93条制度の改正によって、補欠選挙に係る費用の縮減に資する。海区漁業調整委員会は15人（公選委員：９人、知事選任委員６人）の海区委員
で構成されており、農林水産大臣が指定する海区にあっては10人（公選委員：
６人、知事選任委員４人）の海区委員で構成されている。なお、京都府海区漁
業調整委員会の場合は、農林水産大臣が指定する海区にあたるので、計10人
の海区委員で構成されている。
公選委員については、漁業法92条及び93条の規定により、1人でも欠員が生じ
たとき、直ちに選挙会を開き当選人を定めなければならないこととなっており、
当選人を定めることができない場合、補欠選挙を行わなければならないことと
なっている。
海区漁業調整委員会の高い公益性に鑑みて同規定が設けられていることは推
察できるが、例えば、公職選挙法113条に規定されている各種議会議員選挙の
補欠選挙に係る要件と比較しても、最も厳格なものだと理解している。
また、当該補欠選挙に係る事務については、準備期間は約１か月半にも渡り、
説明会の開催や投票のための資材（投票用紙や不在者投票関係書類など、通
常の議会議員の選挙同様の資材約50種類）の準備など、多くの事務を限られ
た人員で行わなければならず、事務的負担が大きい。特に、説明会等の各種
事務で沿海市町村に出向く際は、京都市内の府選挙管理委員会事務局から沿
海市町村まで距離が離れているため、移動が大きな負担の一つとなっている。

海区漁業調整委員会の公選委員
の補欠選挙について、公職選挙
法上の他の選挙同様、例えば、そ
の当選人の不足数と足して２人以
上に達したときとする等、補欠選
挙実施基準の緩和を求める。

海区漁業調整委員会
の公選委員に欠員が
生じた際における、補
欠選挙実施基準の緩
和

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

71 Ｂ　地方に対する
規制緩和

農業・農地 農地転用許可申請に
添付する「必要な資力
及び信用があることを
証する書面」の弾力的
運用

農地転用許可申請時に添付する
「必要な資力及び信用があること
を証する書面」について、許可権
者の裁量で必要な添付書類を定
められるようにする。

【支障事例】
　農地転用許可申請については、農地法施行規則により「資金計画に基づいて
事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面」の添付が
必須であるため、現在は国の指導により申請者に金融機関の証明書類（融資
証明や残高証明書等）や通帳の写しの添付を求めている。
　しかし、金融機関の証明書類等は、事業費が少額で事業実施に必要な資力
に疑いのない場合であっても一律に添付する必要があり、申請者の負担（手数
料負担等）となっている。
　なお、許可申請に当たっては申請者から事前相談がある場合も多く、事前相
談を通じて申請者の状況を把握していることや、申請について疑義がある場合
は必要に応じて関係者への確認を行うことから、一律に金融機関の証明書類
等を求めるのではなく、許可権者の裁量で「必要な資力及び信用があることを
証する書面」を定めても適切な転用許可は可能と考える。

申請者にとって証明書類等の取得にかかる負担が軽減される。 農地法施行規則第30
条第4号、第57条の2
第2項第1号

農林水産省 新潟県 豊田市、豊明
市、井原市

○農地転用許可申請を行うにあたっては「資金計画に基づいて事業を実施するために
必要な資力及び信用があることを証する書面」を、国の指導により申請者に添付を求め
ている。
　市町村等が産業団地開発事業に伴い申請する場合にも添付を求められており、その
書面は、造成工事の予算書の写しが必須とされている。
しかしながら、全体の計画が複数年度に渡る産業団地開発事業では、後年度分の予算
書の添付が不可能であり、予算の議決まで農地転用許可申請を提出できない状況とな
る。
　産業団地を開発し、企業誘致を進めるためには、時期を逃さないことが肝要であり、速
やかな事業実施が不可欠であるにもかかわらず、手続き上の規制により支障が生じるこ
とが考えられる。
○支障あり
転用者は個人から事業者、転用内容も多岐に渡り異なっていることから一律に添付書類
を求めるのではなく弾力的な運用が必要と考える。
○金額の大小に関わらず一律的な証明資料の添付が必要となっているため、申請者の
負担が大きくなっている。申請内容に応じて、必要がある場合のみ提出を求めることで
良いと考える。
○適正な農地転用許可を実施するため、申請全件に資金証明書を添付するよう
H28.9.12付け農村第628号で通知しているところ。

82 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土地利用（農地除く） 林業・木材産業改善
資金制度上義務付け
られている「貸付事業
の確認調査及び林野
庁長官への結果の報
告」の見直し

資金の償還が完了していない全
ての事業者が対象となっている
「貸付事業の確認調査及び林野
庁長官への結果の報告」につい
て、必要性の高い事業者（新規貸
付事案や不良債権化している事
案等）に限定すること。

「林業・木材産業改善資金制度の運用について（平成15年６月11日付け林野庁
長官通知）」の規定により、都道府県知事は、資金の償還が完了していない全
事業者の状況（毎年８月末現在）を集計し、農林水産大臣が定める日（10月末）
まで林野庁長官に報告することとなっているが、２か月間で全事業者への調査
（現地調査含む）を実施し取りまとめまで完了することは、事業者の繁忙期と重
なっていることもあり、日程的に負担が大きい。
本県としては、これまで当該貸付金に係る適正な管理を行っており、全事業者
に対して現地調査を行う等の取り組みにより、償還における延滞が発生した事
例は見られない。以上の実績を踏まえると、林野庁長官への報告を要する事業
者を新規貸付事案や不良債権化している事案等限定しても、これまで通り調査
等の取り組みを本県として責任を持って着実に実行することで、当該貸付資金
を適正に管理することは十分可能と考える。

現行上、９～10月に調査業務が集中してしまうので、限られた時間の中で効
果的な調査を行わなればならない。制度が改正されれば、調査の必要性が
高くないと判断される事業者については、調査時期を柔軟に移行させること
ができるようになる。ついては、調査業務の時期的な平準化が進み、調査の
精度や効果が高められるので、当該貸付金に係る適正な管理に資するもの
と考える。

林業・木材産業改善資
金制度の運営につい
て（平成15年6月11日
林政企第15号 林野庁
長官通知）

農林水産省 神奈川県、
千葉県、大
阪府

福井県、長野
県、鳥取県、徳
島県

○調査業務の時期を平準化させることで調査の精度が高まり、当該資金の適正な管理
が図られると考える。
○本県においても、２か月間で全事業者への調査（現地調査含む）を実施し取りまとめま
で完了することは、事業者の繁忙期と重なっていることもあり、日程的に負担が大きい。
新規貸付事案や不良債権化している事案等限定することで他事業者については調査時
期を柔軟に移行させることができるようになり、効率的かつ適正な管理に資するものと考
えられる。
○借受者の状況は現地機関等との連携により随時情報共有が可能である。償還が滞っ
ている事業体と違い、適切な償還を実施している借受者に対しても一律に調査を実施す
る必要性は感じられない。
○現在、本県における調査対象は少ないため、期限内に調査を行うことができている
が、今後、調査件数が多くなることも考えられるため、２か月間で全案件を調査すること
は、事業者との調整や職員の確保等から、日程的に負担が増すことが想定される。
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○当府においても、提案団体と同様の支障があり、補助対象経費等の考え方が細かく
明記されることで、本交付金に係る事務の簡素化につながる。
○補助対象経費の中で「申請できる経費」と「申請できない経費」が明確でなかったた
め，交付申請時の実施計画で予定した経費の多くが補助対象外（自己負担）となった。
○当市においても、同様の支障事例が生じている。
計画書の段階で、調味料やラップ、キッチンペーパーといった消耗品は、対象外になると
の指摘があった。本事業でのみの使用が証明できないとの意図があるものと考えられる
が、通常、調理実習や試食品作成においては、調味料やラップ、キッチンペーパー等は
必ず必要な品目である。これらを委託先である食生活改善推進協議会に用意してもらう
ことは、協議会に大きな負担をかけることにもなる。
また、実施計画書において、今回、郷土料理の調理実習として使用する農産物や海産
物は価格の変動幅が大きく、メニューもレシピ集から選択することになっており、食材費
に関する単価設定は非常に困難である。
さらに、食材費に関しても相見積もりによる業者選定をという指導内容であったが、実際
は見積り段階とは金額が異なってくる可能性は大きい。
従って、対象経費の品目の拡大と、実施計画書の記載内容の簡素化を図ることで、交付
金が利用しやすくなる。
○【支障事例】
　交付対象となる経費の内容について、明確な判断基準がないため、事務手続きが煩
雑になり、事業の円滑な実施に支障をきたす事例がある。
(1)食材費
　食材費については、実施要綱上、交付対象経費となっているが、運用上、汎用性があ
る調味料は原則交付対象外とされている。調味料の範囲が明確ではない上、事業実施
のために購入した調味料をすべて使い切ったことが証明できる場合は交付対象となるな
ど、交付対象、交付対象外の判断基準が明確ではない。
(2)消耗品費
　消耗品費も実施要綱上、対象経費となっているが、消耗品の範囲が明確ではなく、料
理講習会などで必要となる割り箸、紙皿、キッチンペーパー、食器用洗剤などはすべて
使い切ったことが証明できる場合のみ交付対象となるなど、交付対象、交付対象外の判
断基準が明確ではない。
○本県においても、提案団体と同様の支障が毎年生じているため、現行制度を見直して
ほしい。
また、他の事業に比べ、事務量・提出資料が膨大であることから、簡素化してほしい。
○実施計画記載事業は、調理実習を複数回（１０回予定）伴う事業であり、衛生管理徹
底のため、「ペーパータオル」「薬用せっけん」「漂白剤」等は本事業実施には必須消耗品
と考えるが、「汎用性が高い」ということで対象外になった。その他の消耗品についても同
様の理由でほぼ対象外となったが、要綱の別記２「交付対象経費」や「申請できない経
費」からは読み取ることができず、また、「汎用性」の基準が不明であった。
○【現行制度】
「地域での食育推進事業」（農水省）は、食料産業・6次産業化交付金のうち、第3次食育
推進基本計画に掲げられた目標で、食文化の継承等の達成に向け、地域の関係者が連
携して取り組む食育活動を支援するものとしている。今年度から都道府県を通じての申
請・交付となってており、本市としては、実施計画書を県に提出した段階である。
　【支障】
計画書提出に際しては、調理実習の食材費や啓発物の印刷費等、補助対象経費に関
し、県を通じて、事業の性質上から現実的に困難な計画修正に時間を要し、結果、事業
実施期間が短くなった。
○事業実施計画策定時に給食費日額を根拠に食材費を算出したところ、食材の内訳を
記載するよう指示され、訂正した。
しかし、計画時に記入した食材はあくまで例示であり、実際に試作や調理講習等で使用
する食材は計画と異なる場合がある（農林水産省でも、実績報告時には変更となっても
構わないとしている。）。
また、食材は元々対象事業に使用するものとして必要量を調達している上、仮に余りが
出たとしても、給食に提供できるほどの量はなく、転売することも不可能である。
以上のことから、計画策定時に食材の内訳を細かく確認するのではなく、給食費日額を
根拠に食材費を算定する方法を認めるとともに、対象外となる経費については事前に明
示すべきである。
○補助対象外経費について
現行制度では当該事業のみで使用しているものにも関わらず，食材費の中でも調味料
は「汎用性が高い」という理由で補助対象外となる。また，印刷費については使用枚数の
詳細な記録を求められ，配布資料として使用したもの以外の計上は認められない。
「都道府県事業実施計画の協議」について
交付申請の前に，実施要綱別記２第５により，都道府県事業実施計画を農政局長に提
出し，その内容の妥当性について協議を行うプロセスが追加された。交付決定までに同
様の事業計画を繰り返し提出することになり，必要性が感じられないとともに実施主体へ
の交付決定が遅れ，事業実施に支障が出るおそれがある。
間接補助について
県で事業を実施せず，県内市町村等が実施主体で事業申請した場合，間接補助となり，
県で計画をとりまとめ，検査を実施する等の業務が発生するが，県が仲介する必要があ
るか疑問である。また，ソフト事業で事業額が小規模である割に検査・書類確認にかか
る事務作業は他の国庫補助事業と同様に煩雑であり，市町村等が事業を申請する際の
支障となる。
○実施要綱上は、「申請できない経費」（本事業を実施する上で必要とは認められない経
費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費）、と規定されている
が、その経費がどのようなものか明確に示したものはない。
本県でも調理体験を実施予定としている組織があるが、どの経費が申請できない経費に
あたるか明確にしてくれなくては、積算が変わり、補助額が変わってくることになり、申請
者並びに実施計画を確認する立場にある県においても判断に困る状況。
また、実施計画書で求められる食材費（農産物）に関して、単価が時価であり、実施計画
と実績報告とでは、ほぼ変更が生じることとなるなど、必要性の薄い事務への負担が重
い。
本事業については、事業実施主体として行政機関から民間事業者まで幅広く網羅されて
いるが、事業実施計画の段階で詳細な計画及び積算が必要となり、事業実施に不慣れ
な民間事業者では、事業参加が難しいと感じる。食育においては、民間事業者の活動が
大きく貢献していることから、食育を推進していくためにも、民間事業者も取り組みやすい
ような事業設計や提出書類の検討が必要と考える。

北海道、青森
県、石川県、長
野県、山県市、
京都府、京都
市、尼崎市、鳥
取県、宇和島
市、大分県

埼玉県、さ
いたま市、
秩父市、狭
山市、坂戸
市、美里町

農林水産省食料産業・６次産業化
交付金実施要綱
食料産業・６次産業化
交付金交付要綱

対象外経費の明確化や運用の見直し等が図られることで、円滑な事業実施
に繋がり、当該交付金が利用しやすくなる。

【現行制度】
「地域での食育の推進事業」における補助対象外経費は、実施要綱の中の「申
請できない経費」として明確化されている。また、交付申請時に提出する実施計
画書で、特に食材費は品目別の使用量と単価など詳細な根拠の記載が求めら
れる。
【支障】
補助対象経費に関して、例えば食材費は、調味料やパン粉は本事業の調理体
験のみに使用したものでも、汎用性が高いとして対象外とされる。印刷費につ
いて、食育啓発のために作成したものでも、不特定多数に配布すると判断され
対象外となった。
いずれも、実施計画に記載する事業のみに使用するものであり、「申請できな
い経費」（本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施
に要した経費であることを証明できない経費）に該当しないと考えるが、基準が
明確でない。
また、実施計画書で求められる食材費（農産物）に関して、単価が時価であり、
実施計画と実績報告とでは、ほぼ変更が生じることとなるなど、必要性の薄い
事務に負担が重くなっている。
以上のように、対象経費の考え方が明確でなく、実施計画の策定も煩雑であ
り、円滑に事業を実施できない。
また、平成29年の提案事項「地域での魅力再発見食育推進事業（本事業の前
身）の見直し」にて「対象経費についてさらに拡大したい」との第１次回答があっ
た。しかし、今年度事業にて必要な品目を協議したが、本事業に要する経費で
あっても汎用性が高いとの理由で対象外とされる品目の扱いに変更はなく、対
象経費の拡大についてどのように対応されたのか不明である。

「地域での食育の推進事業」に関
する経費について「申請できない
経費」の明確化や運用の見直しを
行うこと。また、事業実施計画書
策定時に求められる経費の根拠
について、内容を簡素化するこ
と。

農林水産省所管の交
付金「地域での食育
の推進事業」の見直し

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和
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95 Ｂ　地方に対する
規制緩和

農業・農地 農地耕作条件改善事
業の実績報告に係る
添付書類の簡素化

農地耕作条件改善事業の実績報
告に際し、添付書類として求めら
れている契約書の写しの提出を
廃止し、実績報告事務の簡素化
を図ること。

本県では、農地集積・集約化のための用地買収について、「農地耕作条件改善
事業交付金」により補助を受けて事業を実施している。同交付金は、交付対象
事業が完了した後、実績報告を行う必要があるが、農地耕作条件改善事業交
付金交付要綱により、実績報告にあたって契約書の写し等の添付が求められ
ている。地方公共団体が交付事業対象者となる場合は、添付資料が膨大とな
り、本県における平成29年の実績報告では、用地買収に係る契約書等として約
120件（300枚）分を添付したため、大きな作業負担となった。
同様に農地整備を目的とする他の補助事業（農山漁村地域整備交付金等）の
場合は、実績報告にあたって添付書類のうち契約書の写しの提出は不要とさ
れているため、本事業においても同様の取扱いとすることにより、報告事務の
簡素化をするよう求める。

添付資料の簡素化により、地方公共団体が交付対象事業者となる場合の実
績報告に係る負担が減少し、事務の効率化を図ることができる。

農地耕作条件改善事
業交付金交付要綱

農林水産省 埼玉県、さ
いたま市、
秩父市、所
沢市、狭山
市、富士見
市、坂戸
市、小川
町、美里町

福島県、栃木
県、静岡県、徳
島県、愛媛県、
高知県、熊本市

○農地耕作条件改善事業交付金のH29年度実績報告においては、契約書添付実績は3
件6枚となっている。
本提案により、これらの事務負担の軽減につながるものである。
○本県においては、左記の農地集積のための用地買収事業への農地耕作条件改善事
業の適用例はないが、国への実績報告書には工事及び契約書の写し、検査調書などを
添付することになり、業務量が他事業と比較し多大となる。このため、他事業と同様に書
類の簡素化をお願いしたい。
○添付資料の簡素化により、地方公共団体が交付対象事業者となる場合の実績報告に
係る負担が減少し、事務の効率化を図ることができる。
○本県では、「農地耕作条件改善事業交付金」により補助を受けて事業を実施してい
る。同交付金は、交付対象事業が完了した後、実績報告を行う必要があるが、農地耕作
条件改善事業交付金交付要綱により、実績報告にあたって契約書の写し等の添付が求
められている。地方公共団体が交付事業対象者となる場合は、添付資料が膨大となり、
本県における平成29年の実績報告では、用地買収に係る契約書や出役簿等の写しを約
500枚添付したため、大きな作業負担となった。
同様に農地整備を目的とする他の補助事業（農山漁村地域整備交付金等）の場合は、
実績報告にあたって添付書類のうち契約書の写し等の提出は不要とされているため、本
事業においても同様の取扱いとすることにより、報告事務の簡素化をするよう求める。
○市町村や土地改良区等団体の執行する事業については、平成28年度まで国から直
接交付されていたため、国としては事業実施の確認のため工事契約書の写しを求めた
のも頷けるが、現在は間接補助として、県を経由して事務処理されており、県が十分地
元団体を指導し、実績の確認を行うことで、国への実績報告書については工事請負調書
の添付で了解していただきたい。
各工事の契約書の写しを添付する作業は多大な労力と紙が必要となる上、郵送に際し
重量が増すため費用も増大する。

○近年は本市が所管となる団体営土地改良事業の事業実施がないことから支障事例は
ない。
なお、本市内においては複数の県営土地改良事業（農地整備事業）を継続実施してお
り、全体事業期間（６～８年）から考慮すると計画的な工事進捗を行うために、交付前着
工制度の導入が期待される。
○ほ場整備事業においては、翌年度春の作付けを目指して事業実施しているところであ
るが、例年どおり５月の国の交付決定後の事業実施となった場合、冬期間まで面工事
(基盤整地)を実施する工程となってしまう。当県は、冬期間、降雪等により作業作業休止
となる日も多く、作業工事進捗の遅延等につながっており、早期の事業着手を図るため、
交付決定前着手制度を導入されたい。
○左記の支障事例によると，農林水産省所管の農業農村整備事業内に括られる事業の
なかで、交付決定前着工制度があるものと無いものがあることになっている。新規実施
地区において、交付決定が遅くなることで関係者より問合せを受けることがあっため、早
期着手が実現できるよう、事業内で統一すべきである。
○本県のほ場整備工事は作付に影響しない冬工事による施工が一般的であるが、積雪
寒冷地であるため、田面の仕上げ工事は品質を確保する観点から、雪解け後の４月上
旬から、代かきが始まる５月上旬までの限られた期間に施工せざるを得ない状況。現在
は補正予算で仕上げ工事を施工しているが、補正予算の措置については不確実であ
る。補正予算が措置されなかった場合は通常予算を繰越して施工することになり、通常
予算の適正な執行の妨げになる。「交付決定前着手」の制度を取入れることにより、計
画的で効率的な事業の遂行が図られると思慮される。
○国の交付決定が５月にあり、その後すぐに工事の発注手続を行っても契約が７月以降
となることから、工事の進捗に支障が生じている。
○本県におけるほ場整備事業について、特に県南部の早期米生産地帯では、稲刈り後
（8月）速やかに着工し、翌年の耕作を開始する２月頃までに工事を完了する必要があ
る。このため、年度当初速やかに設計業務や換地業務に取りかかる必要があることか
ら、交付決定前着工が可能となれば円滑な事業執行が可能となる。また、その他の土地
改良事業においても、交付決定前着工が可能となれば、特に緊急性や必要性を要する
ものなどに臨機応変に対応できる。このため、農山漁村地域整備交付金等と同様に交
付決定前着工の制度化が望まれる。
○債務工事に伴う仮設道路等の借地料は年度跨ぎで連続的に発生するが、2か年目の
補助金の交付が受けられるまでの間、補助事業による借地契約を一旦解除し、同日付
けで県単独費で借地契約を結び、新年度補助金交付決定日後再度県単独費の契約を
解除し、同日付けで補助事業による借地契約を結んでおり、非常に煩雑であり、県のみ
でなく地権者にも煩雑な作業を強制することになる。前年度末に交付前着工届を提出す
ることで、補助金交付前に事業執行が可能となれば、期間延長により切れ間の無い借
地が可能となる。

青森県、福島
県、ひたちなか
市、長野県、静
岡県、徳島県、
大村市、熊本市

埼玉県、さ
いたま市、
秩父市、所
沢市、狭山
市、富士見
市、坂戸
市、小川
町、美里町

農林水産省土地改良事業関係補
助金交付要綱

事業が長期化し年度が跨ぐことにより前年に引き続き事業実施の必要性が
ある場合など、年度当初から事業委託等行わなければならない場合に、交
付決定前着工が可能となることで、円滑な事業継続が可能となり、効率的な
事業執行が図られる。

【現行規定】
農地整備事業などの土地改良事業関連補助金については、要綱等において
「交付決定前着工届」制度が整備されていない。そのため、着工が可能となる
のは国の交付決定日以降となる。
【支障】
ほ場整備事業においては、早期執行の観点等から、通常は年度内で工事を完
了している。
工事着手前に策定する換地計画原案については、土地改良事業関係補助金
による業務委託により実施している。しかし、土地所有者との調整に時間を要
し、年度を跨いで業務委託を実施する事例も生じている。
当該地区において、年度内に工事を完了するには、７月中に換地計画原案を
策定して、工事発注を行わなければならない。
そのため、年度当初から換地業務を委託するなど換地計画原案の策定に向け
た準備を行う必要があるが、国の交付決定日が例年５月であるため、約１か月
業務を実施することができず、工事進捗の遅延につながっている。
年度内に工事が完了しないと、翌年度春からの作付け作業が実施できない等
の支障が生じる可能性があるため、農林水産省所管の農山漁村地域整備交付
金や農地耕作条件改善事業と同様に、本事業においても交付決定前着工届制
度を導入されたい。

土地改良事業関係補助金におい
て、交付決定前であっても早期に
事業に着手すべき事情がある場
合は、この旨を予め届け出ること
により事業の着工を可能とするこ
と。

土地改良事業関係補
助金における交付決
定前着工制度の導入

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を
要するため、借受人に敬遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まな
い。
○農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基盤法に
基づく市町村長の利用集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業の推進に関する
法律に基づく知事の農用地利用配分計画の認可公告の手続きが必要であり、農地中間
管理機構を中心にした農地の集積から担い手への配分まで、最低約５週間を要してい
る。
そのため、担い手農家からは、農地法、基盤強化法に比べ、農地中間管理事業の推進
に関する法律による一連の手続きは長すぎるとの声がある。
本県としても、農地の出し手と担い手のマッチングが整いしだい、速やかに担い手に農地
を集積できるよう、国が示す手続き期間短縮化の例を参考に、事務の迅速化を図ってき
たところであるが、更なる迅速化のために、農用地利用配分計画の縦覧を廃止又は縦
覧期間を短縮したいが、法定で２週間と期間が定められているため見直しができない。
なお、市町村農業委員会が農地配分計画案を作成する際に、当該地域の担い手を優先
するなど配慮をしているため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の
規定に基づき利害関係者から意見が提出されることは、実態としてなく、農用地利用配
分計画の縦覧の必要性は低いと考える。
○農地中間管理事業を行うには、①農地を貸したい人と農地中間管理機構とで基盤強
化法等による手続き、②機構と農地を借りたい人とで農地中間管理法による手続きの２
つの手続きが必要となり、多くの手間と時間を要している。
　このため、目的である農地の集積の加速化には効果を発揮しきれていない。事業を通
じた担い手への農地集積を進めるため、手続を簡素化し、担い手への権利設定等に要
する期間の短縮化を図ることが望ましい。
○担い手へ早期に農地の賃借権等の設定を行うためには縦覧の廃止または期間短縮
は必要と思われる。
○同様の支障事例・課題が発生しており、制度改正は必要と考える。
○農地中間管理事業の推進に当たり、煩雑かつ長期にわたる契約事務手続きが課題と
なっている。
現在の制度では、農地中間管理事業を活用して担い手が賃借権等を設定するまで、１
か月半以上の事務手続期間を要し、特に農繁期における円滑な権利移転に支障を来し
ているほか、農地中間管理事業の普及促進を妨げる一因となっている
○農地中間管理事業については、事務手続きの煩雑さが自治体の負担増及び事業推
進の妨げとなっているため、手続きの簡素化を図るべきである。
○権利移転の手続期間の目安として、農業経営基盤強化促進法が約２か月なのに対
し、農地中間管理事業法は約４か月を要する。
　契約時及び契約内容変更時の手続が農業者等にとって煩雑であり、係る事務負担が
農業委員会及び市役所窓口で生じている。
○農地中間管理事業における農用地利用配分計画の公告や縦覧については、事務が
煩雑で多くの時間と労力を要しており、農業者にとっても活用の妨げとなっていることか
ら、事業をより一層推進していく上で、本県においても、農地中間管理事業における農用
地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧の廃止を要望する。（なお、本県において
も、平成26年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人からの意見書の提
出は一度もない。）
○配分計画の案を作成する市町村段階において機構・農業委員会を交え、利害関係者
と十分な調整を行っていることから、事業創設以来過去４年間に、縦覧期間中に利害関
係者から意見書が出されたことは一度もなく、制度の見直しが必要である。
○提案と同様の支障事例が本県でも発生（約25,000筆分（４カ年累計）の認可公告事務
が発生）していることから、事務の簡素化と手続期間短縮などの制度改正が必要。
　　縦覧中に意見書が提出された事例無し。
○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による賃借権の設定の
場合、農地利用集積計画に基づく農地中間管理機構による中間管理権の設定、農用地
利用配分計画に基づく担い手への賃借権の設定が必要となっている。
そのため、農地法又は農業経営基盤強化促進法による貸借権の設定と比べ、手続きが
煩雑であることや手続きに要する期間が長いことから、事業の円滑な活用を妨げる一因
となっていると考える。
今後、農地中間管理事業を活用した担い手への農用地の集積を円滑に推進するために
は手続きの簡素化が必要であり、農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧期
間（2週間）が短縮又は廃止されれば事業の利用向上につながると考えている。
なお、これまでに縦覧期間中に利害関係者からの意見書が提出されたことはない。
○事務手続きに長期間を要する要因となっている。
○本県では，農地中間管理事業による貸付の手続きは，農地法や基盤法に比べて３週
間程度長くなることから，農業者から敬遠される傾向にある。
市町村が配分計画案を作成する段階から，機構，農業委員会や利害関係者と十分な調
整をしていることから，平成26年度以来，配分計画の縦覧において意見書の提出は一度
もない。
○本県では、農地中間管理事業の実施にあたっては、県段階での事務手続（審査・２週
間の縦覧・認可公告）のみでも約１ヶ月かかっており、このほか農業委員会、市町村及び
機構でも煩雑な事務処理が必要となっている。
　このため、機構による農地の借入れから農業者への貸付けまでには約３ヶ月の期間を
要しており、農地法や農業経営基盤強化促進法に基づく権利設定より長期であるため、
営農活動に影響が出る等の声が現場から寄せられている。加えて、県・機構・市町村等
の事務負担が過大であり、人員不足の声も上がっているほか、農地中間管理事業の推
進に向けた前向きな施策遂行に支障を来している。
　なお、農地中間管理事業の制度開始以後、縦覧中に意見が寄せられた例はない。

岩手県、山形
市、福島県、栃
木県、群馬県、
埼玉県、秩父
市、長野県、島
田市、春日井
市、広島県、徳
島県、香川県、
高松市、高知
県、大村市、熊
本県、九州地方
知事会

秋田県、男
鹿市、鹿角
市、由利本
荘市、仙北
市、小坂
町、上小阿
仁村、藤里
町、五城目
町、羽後
町、東成瀬
村

農林水産省農地中間管理事業の
推進に関する法律（機
構法）　第18条

手続きに要する期間が短縮されることから、利用者の利便性が向上するとと
もに、都道府県の事務負担が軽減される。

【支障事例】
農地中間管理事業の推進に当たり、煩雑かつ長期にわたる契約事務手続きが
課題となっている。
現在の制度では、農地中間管理事業を活用して担い手が賃借権等を設定する
まで、１か月半以上の事務手続期間を要し、特に農繁期における円滑な権利移
転に支障を来しているほか、農地中間管理事業の普及促進を妨げる一因と
なっている。
なお、配分計画の案を作成する市町村段階において機構・農業委員会を交え、
利害関係者と十分な調整を行っていることから、事業創設以来過去４年間に、
縦覧期間中に利害関係者から意見書が出されたことは一度もない。
また、仮に農地が適正に管理されていない場合は、機構法第20条により契約を
解除することができるため、事後的な措置も整備されていると考える。

農地中間管理事業に関して、早
期に農地の賃借権等の設定を行
うため、農用地利用配分計画（以
下「配分計画」という）の県知事の
認可に当たっては、意見聴取のた
めの２週間の縦覧を要しない制度
へと変更する。

農地中間管理事業に
おける農用地利用配
分計画の県知事の認
可に係る縦覧の廃止

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を
要するため、借受人に敬遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まな
い。
○①本県においても、期間延長の手続きに生じる事務負担は、将来的に大きくなると予
想される。
　②本県においては、当該事例は、案件がそれほど発生していない。しかし、機構関連
事業を推進していく上では、今後の事務負担の増大につながると予想される。
○農業者だけでなく、市町村や農業委員会での事務負担の大きさが、本制度の活用を
推進する上での阻害要因となっており、更新事務もその一つである。
　機構への貸付面積が増加しない、または、面的なまとまりを欠くような状態だと、機構
が持つ農地の再配分機能も十分に発揮できない。農地中間管理事業の推進に関する法
律の目的を実現するためには、本提案が求める措置が必要と考える
○集積計画の撤回及び新たな集積計画の同時公告は、利害関係者や自治体の事務負
担が大きい。
○同様の支障事例・課題が発生しており、制度改正は必要と考える。
　この例にとどまらず、今後大量の契約更新事務が想定される中、契約更新手続きの簡
素化は喫緊の課題である。「基盤法」の例外として、農地所有者と借受者が同一条件の
下に更新する場合は、法定更新を認めるよう制度改正を望む。
○本市においては、農地中間管理事業の契約期間満了の事例が現時点では無いた
め、契約期間延長に関する具体例はないが、家族間の農地の所有権移動（生前一括贈
与、相続等）により、農地中間管理権を再取得するため、集積計画の撤回・同計画の再
作成・配分計画の知事の認可・公告の手続きが必要となり、大きな事務負担となった。高
齢な農地所有者も多く、農地中間管理事業においては貸借期間を10年以上で設定して
いる案件が多いため、今後も貸借契約中に家族間で農地の所有権が変わる案件は多
数出てくることが予想されるため、再設定の際の事務の簡略化は大きな事務負担の軽
減になる。
○①契約期間延長の事務負担は大きいが、農業経営基盤強化促進法による貸借でも
同様である。契約期間延長に加え、通常の新規契約も含めて事務処理を行っているが、
これらを別処理にするとデータ処理も別に行わなければならず、かえって事務処理が煩
雑になる。
○今までに権利設定を行ってきた件数は膨大であるため、契約期間延長の手続きに加
え通常の新規契約もあることから、将来的に、利用者の申請手続きや集積計画・配分計
画を作成する市町村・機構の事務的負担が大きくなることが予想される。
○農地中間管理事業については、事務手続きの煩雑さが自治体の負担増及び事業推
進の妨げとなっているため、手続きの簡素化を図るべきである。
○契約期間延長に係る手続きの簡素化により、現在利用している農家や機構、市町村
の事務負担が大幅に軽減され、改正土地改良法による機構関連基盤整備事業の円滑
な推進が図られる上、農地中間管理事業そのものの継続的な実施に資するので必要で
ある。
○本県でも、中間管理事業の貸借件数の増加に加え、新たに創設された農地中間管理
機構関連基盤整備事業への対応など、年々事務が増加し、機構や市町の事務的負担
が大きくなってきており、将来的に更に大きくなることが予想される。
　こうした中、農用地利用配分計画の契約期間延長や改正土地改良法施行前に借り入
れた農地に係る手続きの緩和については、機構や市町だけでなく、農業者の事務負担
の軽減の観点からも必要であると考えており、本県においても要望する。
○これまでに、支障事例は発生していないが、本県機構が中間保有している農地（約
25,000筆）を含めた地区での基盤整備の要望があった場合、同様の支障事例が起きるこ
とが予想される。
○今後、通常の賃借契約に係る手続きに加え、契約期間の延長手続まで行うことは、農
家や関係機関の事務的負担の大幅な増加につながることから、さらなる担い手への農
地集積を推進するためには、延長手続きの簡素化や縦覧期間の見直しも含め、一連の
事務処理の簡素化を図る必要があると考えている。
○平成２６年～２９年までに権利設定を行ってきた件数は膨大である。今後，通常の新
規契約に加え，契約期間延長の手続きも追加され，将来的に，利用者の申請手続きや
集積計画・配分計画を作成する膨大な事務が発生し，市町村及び機構の事務的負担が
大きくなることが予想される。
○本県においても、改正土地改良法に基づく機構関連基盤整備事業を実施する際、利
用権設定の延長のために集積計画・配分計画の再作成が必要であり、将来的に関係機
関の事務負担が膨大になることが予想される。

岩手県、福島
県、いわき市、ひ
たちなか市、群
馬県、秩父市、
新発田市、石川
県、長野県、島
田市、春日井
市、鳥取県、広
島県、徳島県、
香川県、高松市

秋田県、青
森県、男鹿
市、鹿角
市、由利本
荘市、仙北
市、小坂
町、上小阿
仁村、藤里
町、五城目
町、羽後
町、東成瀬
村

農林水産省農地中間管理事業の
推進に関する法律第
18条
土地改良法第87条の
３及び附則第４条
土地改良法施行令第
50条の２の10
平成29年9月1日付経
営局農地政策課農地
集積促進室長事務連
絡

契約期間延長に係る手続きの簡素化により、現在利用している農家や機
構、市町村の事務負担が大幅に軽減され、改正土地改良法による機構関連
基盤整備事業の円滑な推進が図られる上、農地中間管理事業そのものの継
続的な実施に資する。

【制度概要】
①利用権の契約期間延長に当たっては、農地中間管理権を再取得するため、
集積計画の撤回・同計画の再作成・配分計画の知事の認可・公告の手続きが
必要となっている。
②農地中間管理機構（以下「機構」という。）が借り入れている農地について、改
正土地改良法で定める要件を全て満たす場合、区画整理や農用地の造成など
の土地改良事業を実施できる。（機構関連事業）
当該要件のひとつに、「改正土地改良法の施行後に取得される15年以上の農
地中間管理権に係る農用地等であること」が規定されている。
一方、国通知によれば「改正土地改良法の施行前に取得した農地中間管理権
に係る農用地」については、
1)当該集積計画の当事者の同意を得たうえで集積計画の全部又は一部を撤回
し
2)農用地等の所有者（出し手）及び機構の同意を得た上で
3)集積計画の全部又は一部の撤回と、新たな農地中間管理権の設定のための
集積計画の作成について、農業委員会の決定を経て
4)集積計画の撤回と新たな集積計画について同時に公告する必要があるとさ
れている。

【支障事例】
①平成２６年～２９年までに権利設定を行ってきた件数は膨大であるため、契
約期間延長の手続きに加え通常の新規契約もあることから、将来的に、利用者
の申請手続きや集積計画・配分計画を作成する市町村・機構の事務的負担が
大きくなることが予想される。
②改正土地改良法の施行前に取得した農地中間管理権に係る農用地におい
て土地改良事業を実施する場合、その都度農地借受申請手続きや、集積計
画・配分計画の作成等を行う必要があり、利用者（受け手）や市町村、機構の
事務的負担が極めて大きい。

①農地中間管理事業により設定
された利用権の期間延長手続き
について、契約期間以外の内容
（農地・当事者）が既契約と同一で
ある場合、市町村公告及び県知
事の認可・公告までの一連の作
業を不要とし、関係者（農地中間
管理機構・出し手・受け手）の合意
等で契約期間を延長できることと
する。
②改正土地改良法施行前に農地
中間管理機構が借り入れた農用
地等において機構関連事業を実
施する場合についても①と同様の
手続きを経ればよいこととし、現
行必要とされている一連の作業
（計画の撤回（解約）、再作成、認
可、公告）は不要とする。

農地中間管理事業に
関する農用地利用集
積計画及び農用地利
用配分計画の契約期
間延長に係る手続緩
和

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を
要するため、借受人に敬遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まな
い。
○当県においても、農地中間管理事業を活用し担い手が賃借権等を設定するまで、約
１ヶ月半の事務手続き期間を要し、特に農繁期における円滑な権利移転に支障を来して
いるほか、農地中間管理事業の普及促進を妨げる一因となっている。
２週間の縦覧期間が廃止となることにより、契約に要する期間が短縮されることから、利
用者の利便性が向上すると考えられる。
○農地中間管理事業を行うには、①農地を貸したい人と農地中間管理機構とで基盤強
化法等による手続き、②機構と農地を借りたい人とで農地中間管理法による手続きの２
つの手続きが必要となり、多くの手間と時間を要している。
　このため、目的である農地の集積の加速化には効果を発揮しきれていない。事業を通
じた担い手への農地集積を進めるため、手続を簡素化し、担い手への権利設定等に要
する期間の短縮化を図ることが望ましい。
○担い手へ早期に農地の賃借権等の設定を行うためには簡素化が必要と思われる。
○農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基盤強化
促進法に基づく市町村長の農用地利用集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業
の推進に関する法律に基づく知事の農用地利用配分計画（以下、「配分計画」）の認可
公告の手続きが必要であり、農地中間管理機構を中心にした農地の集積から担い手へ
の配分まで、最低約５週間を要している。
　担い手農家からは、農地法、農業経営基盤強化促進法に比べ、農地中間管理事業の
推進に関する法律による一連の手続きは長すぎるとの声がある。
　なお、縦覧期間中に利害関係者から意見が提出されることは実態としてなく、配分計画
の縦覧の必要性はないと考える。
○農地中間管理事業については、事務手続きの煩雑さが自治体の負担増及び事業推
進の妨げとなっているため、手続きの簡素化を図るべきである。
○権利移転の手続期間の目安として、農業経営基盤強化促進法が約２か月なのに対
し、農地中間管理事業法は約４か月を要する。
　　契約時及び契約内容変更時の手続が農業者等にとって煩雑であり、係る事務負担
が農業委員会及び市役所窓口で生じている。
　農地中間管理事業における農用地利用配分計画の公告や縦覧については、事務が煩
雑で多くの時間と労力を要しており、農業者にとっても活用の妨げとなっていることから、
事業をより一層推進していく上で、本県においても、農地中間管理事業における農用地
利用配分計画に係る縦覧期間の廃止を要望する。（なお、本県においても、　平成26年
度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人からの意見書の提出は一度も
ない。）
　　配分計画の案を作成する市町村段階において機構・農業委員会を交え、利害関係者
と十分な調整を行っていることから、事業創設以来過去４年間に、縦覧期間中に利害関
係者から意見書が出されたことは一度もなく、制度の見直しが必要である。
○提案と同様の支障事例が本県でも発生（約25,000筆分（４カ年累計）の認可公告事務
が発生）していることから、事務の簡素化と手続期間短縮などの制度改正が必要。
縦覧中に意見書が提出された事例無し。
○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による賃借権の設定の
場合、農地利用集積計画に基づく農地中間管理機構による中間管理権の設定、農用地
利用配分計画に基づく担い手への賃借権の設定が必要となっている。
そのため、農地法又は農業経営基盤強化促進法による貸借権の設定と比べ、手続きが
煩雑であることや手続きに要する期間が長いことから、事業の円滑な活用を妨げる一因
となっていると考える。
今後、農地中間管理事業を活用した担い手への農用地の集積を円滑に推進するために
は手続きの簡素化が必要であり、農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧期
間（2週間）が短縮又は廃止されれば事業の利用向上につながると考えている。
なお、これまでに縦覧期間中に利害関係者からの意見書が提出されたことはない。
○農地中間管理事業による農地貸借は、農地集積から農地配分まで8週間程度期間を
要することから、権利設定を急いでいる農業者からは敬遠される傾向にある。
○本県では，農地中間管理事業による貸付の手続きは，農地法や基盤法に比べて３週
間程度長くなることから，農業者から敬遠される傾向にある。
市町村が配分計画案を作成する段階から，機構，農業委員会や利害関係者と十分な調
整をしていることから，平成26年度以来，配分計画の縦覧において意見書の提出は一度
もない。

岩手県、秋田
県、埼玉県、長
野県、静岡県、
島田市、春日井
市、広島県、徳
島県、香川県、
高松市、高知
県、大村市、熊
本県、九州地方
知事会

群馬県、福
島県、栃木
県、新潟県

農林水産省農地中間管理事業の
推進に関する法律第
18条第３項

農地中間管理事業における一連の処理時間を短縮し、農地中間管理機構を
活用した農地の円滑かつ迅速な賃貸借を進めることで、本県の農業政策の
一つである農地集積等による担い手の経営基盤強化を図ることが可能とな
る。

　農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基
盤強化促進法に基づく市町村長の農用地利用集積計画の作成・公告から、農
地中間管理事業の推進に関する法律に基づく知事の農用地利用配分計画（以
下、「配分計画」）の認可公告の手続きが必要であり、農地中間管理機構を中
心にした農地の集積から担い手への配分まで、最低約５週間を要している。
　担い手農家からは、農地法、農業経営基盤強化促進法に比べ、農地中間管
理事業の推進に関する法律による一連の手続きは長すぎるとの声がある。
　本県としても、農地の出し手と担い手のマッチングが整いしだい、速やかに担
い手に農地を集積できるよう、国が示す手続き期間短縮化の例を参考に事務
の迅速化を図ってきたところであり、更なる迅速化のために配分計画の縦覧を
廃止したいが、法定で２週間と期間が定められているため見直しができない。
　なお、市町村農業委員会が配分計画案を作成する際に、当該地域の担い手
を優先するなど配慮をしているため、縦覧期間中に利害関係者から意見が提
出されることは実態としてなく、配分計画の縦覧の必要性はないと考える。

農地中間管理事業において知事
が行う農用地利用配分計画に係
る縦覧については、農地中間管
理事業の推進に関する法律第18
条第３項の規定により、縦覧期間
が２週間とされているが、縦覧を
廃止する。

農地中間管理事業に
おける農用地利用配
分計画に係る縦覧期
間の廃止について

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和
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別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

○事業要件の唐突な変更により、県協議会事業を大幅に見直すこととなった。
本事業は今年度が最終年度となるが、次年度以降の後継事業については、本業界の課
題である需要拡大に必要な予算が投入できるよう、補助金額の配分割合について、配
慮を願いたい。
○Ｈ３０年度事業の公募要領において、「国産花きの強みを活かす生産・供給体制の強
化」等の実証にかかる事業費が総事業費の1/2以上であることが必要となったため、本
県においても「国産花きの強みを活かす生産・供給体制の強化」の実証規模に合わせ
て、消費拡大につながる取り組みが前年に比べ縮小することとなった。
○急な事業要件の変更により、事業計画の全面的な再検討が迫られ、需要拡大メ
ニューの規模縮小をせざるを得ないことになったほか、需要拡大に携わる関係者の意欲
が減退するなど、大きな混乱が生じた。
○「生産・供給体制の強化メニュー」は、産地の生産課題に対応した取組に活用できるこ
とから、有意義なメニューと考えている。
　しかしながら、「生産・共有体制の強化メニュー」で実施する実証事業等に必要な備品
類は長期使用が可能であるなど、「需要拡大メニュー」と比較して経費に差が生じること
も想定され、２つのメニューを同規模で実施していくためには、いずれかの事業規模を見
直す必要が出てくる。
　それぞれのメニューにおいて、必要な規模での実施が可能になるよう、事業要件の見
直しが必要である。
○「需要拡大メニュー」の補助金額が、「生産・供給体制の強化メニュー」と「花き関係者
への連携支援メニュー」の合計金額以下とされたことで、需要拡大メニューの内容及び
実施回数等について、大幅な見直しと調整を実施せざるを得ず、関係団体から要件の緩
和について要望が出されている。
　本県は消費県であり、需要拡大メニューに取り組むことで、新たな需要創出や県民へ
の需要喚起に資する。
○H30年度の事業公募において、「需要拡大メニュー」に取り組む場合は、同額の「生産･
供給体制の強化メニュー」を実施することが条件として付加された。
本県の花き振興を図るためには、「需要拡大メニュー」の実施が必要となるが、こうした
条件を付加されたことにより、事業の変更を余儀なくされ、本年度の公募を見送りること
となった。
地域の実情に合った事業が実施できるよう、採択要件を緩和してほしい。

○当市も現在補助金を入れて処理場の改築更新を行っており、特に農業集落排水事業
においては、人口減少による流入量の減少から施設の統廃合・合理化が喫緊の課題と
なっている。
　当市は農業集落排水事業で４処理場があり、処理場の統廃合・合理化については同
様の問題をかかえており、整備・更新から10年未満であっても補助金の返還なく財産処
分ができるよう制度改正を要望する。
○本市も処理場の統廃合を進めておりますが、農集と公共下水の統廃合に係る10年未
経過施設の財産処分において、補助金返還が必要だと言われ統廃合計画に支障をきた
しています。
本市としては、合併により類似施設が複数あることを理由として、財産処分（報告）を行う
方向で協議していましたが、合併から年月が経過している（10年経過、但しそれまで農集
内の統合作業を実施。）、新市建設計画への記載が不十分等の理由で認められませ
ん。
　現在の人口減少に伴う下水道使用料の減収見込みや施設の更新・改築経費の負担な
ど、下水道事業を取り巻く環境を考えたとき、また下水道関係三省が積極的に、広域化・
共同化を推進している中、弾力的かつ積極的に補助金返還の必要がない財産処分を認
めるべきと考えます。
　また、農集と公共の統合のように、目的は異なっていても、同様の手段を以って目的の
達成を図るものについては、農水省財産処分承認基準第３条別表１の無償譲渡の備考
欄（補助条件を承継する場合は、国庫納付を要しない。）に該当するものとして、補助金
返還を不要とする取り扱いを希望します。
○当市の農業集落排水処理施設は、現在、広域化・共同化のための検討を開始してい
るところであるが、供用開始から日が浅い施設については、財産処分の際に国庫返納が
必要なことをもって、広域化・共同化を断念することも一般的には考えられることから、施
設のスムーズな統廃合や効率的な計画の策定・遂行に資すると思われる。
○当市は県生活排水処理構想のもと、市生活排水処理基本構想に基づき農業集落排
水某地区の公共下水道編入を進める予定です。当市では施設等１０年経過しており編
入の支障に問題ありませんが、当市と同様な施設を持つ１０年経過していない他市町に
おいても施設の統廃合・合理化を支障なく進めることは、県全体としても重要なことなの
で、制度改正を要望します。
○本県でも汚水処理施設の統廃合による合理化が検討されており、施設の統廃合が行
われる場合、補助金や交付金による整備施設は、財産処分の事務が予想される。規制
緩和により、円滑な事業の推進及び事務負担の軽減を図りたい。

神奈川県、富山
県、京都府、徳
島県、高知県

群馬県、福
島県、新潟
県

農林水産省花きの振興に関する
法律
地域活性化総合対策
事業のうち国産花きイ
ノベーション推進事業
公募要領

事業要件を見直すことで、国産花き振興のために必要な需要を喚起すること
ができ、県産花きの振興、ひいては、花き生産、流通、小売店など一連の産
業の発展を可能とし、地方創生の実現に資する。

　H30年度の事業公募において、公募直前に事業要件が変更され、「需要拡大
メニュー」に取り組む場合は「生産･供給体制の強化メニュー」に取り組むことが
必須とされたため、必要性が低い事業の実施を強いられていて、「需要拡大メ
ニュー」に取り組みにくい状況となっている。
　県内においては、これまで、国における実証等を踏まえた花きの日持性など
強みを活かした一定程度の供給体制を構築しているところであるが、今後の国
産花きの振興に当たっては、県内の需要を喚起することが不可欠であり、事業
の実施要件が、実情に合っていない。
　また、「需要拡大メニュー」と「生産・供給体制の強化メニュー」の補助金額は
同額とされたことで、実施する事業の見直しを余儀なくされた。
　本件については、群馬県園芸協会、群馬県生花商組合から要望が出されて
いるところ。

国産花きイノベーション推進事業
における「国産花きの需要拡大」
事業を行う際の「国産花きの強み
を生かす生産・供給体制の強化」
事業の実施の要件を見直す。

国産花きイノベーショ
ン推進事業における
実施要件の見直し

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和

117

那須塩原市、石
川県、福井県、
静岡県、愛媛
県、今治市

群馬県、福
島県、栃木
県

内閣府、農林水産省、
国土交通省、環境省

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第２２条
内閣府における補助
金等に係る財産処分
の承認手続き等につ
いて
（平成20年５月27日府
会第393号）
補助事業により取得
し、又は効用の増加し
た財産の処分等の承
認基準について（農林
水産省平成20年５月
23日付け20経第385号
大臣官房経理課長通
知）
環境省所管の補助金
等で取得した財産処
分承認基準の整備に
ついて
（環境省平成２０年５
月１５日付け環企発第
0 8 0 5 1 5 0 0 6 号）

汚水処理施設の広域化・共同化を進めるための、施設のスムーズな統廃合
や効率的な計画の策定・遂行に資する。

　現在、本県では、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽などの汚水処理
施設を、効率的かつ適正に配置し整備するための配置計画である県汚水処理
計画を定め、計画的に施設の統廃合等を進めているところ（現計画では13施設
の統廃合を計画）。
　本県では、農業集落排水施設やコミュニティ・プラントの一部を廃止して、下水
道処理に切り替えていく方針である。
　この際、農業集落排水やコミュニティプラント等の終末処理施設を廃止すると
ともに、これまで農業集落排水やコミュニティプラントに繋がっていた管渠につ
いては、下水道につなぎ直す必要があり、元々農業集落排水やコミュニティプラ
ントのために整備した管渠を目的外使用する必要がある。
　管渠を含む汚水処理施設は農山漁村地域整備交付金や地方創生汚水処理
施設整備交付金、循環型社会形成推進交付金を活用して、新設や改築更新を
行っており、その使用開始から10年未経過の間に計画通り統廃合を進めようと
すると、補助金の返還が発生し、計画の遂行に支障を来す場合がある。
　汚水処理施設の統廃合・合理化を進める支障とならないよう、補助財産の処
分に当たっては、整備、修繕から10年未経過の施設であっても、補助金の返還
なく、財産処分が可能となるようにするよう提案する。

汚水処理施設に係る都道府県構
想に基づく当該施設の統廃合・再
編に当たっては、補助対象施設
の供用開始後10年未経過であっ
ても、財産処分の際に国庫返納
不要で包括承認することとする。

汚水処理施設の統廃
合に係る財産処分の
制限の緩和

環境・衛生Ｂ　地方に対する
規制緩和

119
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122 Ｂ　地方に対する
規制緩和

農業・農地 農業生産基盤整備事
業（線的整備事業）の
受益地に係る変更要
件等の明確化

　農業生産基盤整備事業（線的整
備事業）について、着手から完了
までの間、社会情勢の変化等を
踏まえ、受益地設定を含む事業
計画の柔軟かつ迅速な変更を可
能とすること。
また、受益地の変更可否の判断
基準（変更が認められるケースと
そうでないケースの事例集の作成
等）及び国との事前協議段階から
土地改良法・各事業の実施要綱
に基づく事業変更手続に至るまで
の手順や補助金返還のルール等
を明確化し、地方に示す。

農業生産基盤整備（線的整備事業）については、工事が長期に及ぶケースが
多い中、周辺の道路環境や農業者の事情に大きな変化があっても、現行制度
では柔軟な対応ができないのが実情である。
本県の県南内陸部における複数のＩＣ周辺農地は、当該農地への直接的な工
事は行われていない線的整備事業の受益地に含まれているが、後継者不在等
のために農業者・地権者が農業以外の活用を望んでいる農地や、農業を継続
するよりも地理的優位性を生かして産業用地として活用した方が地域住民の生
活をより豊かにすると市町村が判断する農地が存在する。
このような場合、事業途中で、相当規模以上（例えば５ｈａ）の農地を農業以外
の用に供する施設の建設を目的として受益地の変更ができるのか否か、どう
いった手順や補助金返還のルールがあるのかが不明瞭であり、検討に苦慮し
ている。

受益地の変更が可能になり産業用地が創出される場合には、下記の効果が
期待される。また、受益地の変更の要件が明確になることによって、新たな
土地利用の検討がしやすくなる。
①企業の生産性向上、安全・安心な生活環境の確保
・高規格幹線道路等の道路のストック効果を最大限活用することにより、企
業の時間やコストの削減
・交通事故防止、交通渋滞の緩和、騒音や排気ガス抑制による生活環境改
善
②持続的発展の流れの創出
・産業振興による成果を農業振興等に還元し、持続的発展に向けた好循環
を創出
③環境保全の推進や無秩序・無制限な開発の防止
・インターチェンジや既存産業団地の周辺等への戦略的な産業集積により、
山林開発や虫食い的な優良農地の開発等を防止
④企業ニーズへのスピーディーな対応、新たな雇用創出
・企業ニーズに対してタイムリーかつ適切なペースでの産業用地の提供が可
能
・雇用創出により若者の転出の抑制、還流の促進、農村集落の活性化

土地改良法 農林水産省 岡山県 仙台市、熊本市 ○本市においては、提案における支障事例はない。
　しかしながら、継続事業が長期に及ぶケースにおいて、社会情勢等の変化により都市
計画上の施設整備計画等がでてくることも想定され、受益地の変更要件（要件、補助金
返還ルール等）が示されることが望まれる。
○本市南部の駅徒歩圏に位置する農地は、国営かんがい排水事業（国営施設応急対
策事業）の受益地に設定されているが、地元では、周辺に不足する生活利便施設や福
祉施設の立地を前提に市街化区域の編入について調整していた地区があり、事業受益
地からの除外の上、市街化区域編入に向けた調整を行う必要がある。
（事業実施について、地権者同意なしに行われている為、地元でも事業が実施されてい
たことを把握しておらず、都市計画部門との調整が整った後に、事業が実施中と判明）
市街化区域編入のため、事業主体に事業受益地からの地区除外について相談しても、
具体的な手順や基準、申出の時期等を具体に提示されず、地元としても対応に苦慮して
いる状況。
事業が完了すれば、以後８年は農振除外もできなくなるため、事業実施中に対応する必
要があるため、早期にその手立てを明示の上、対応に応じていただく必要がある。

○当県でも同様の状況。積雪期に入る１２月上旬には、工事が困難となることから、でき
るだけ早く工事が着手出来れば、繰越工事の縮減につながるものと期待できる。また、
早期発注により発注時期の平準化を図ることが可能となり、現場作業員の手配や建設
資材の確保についても、有利になるものと考えられる。交付決定前着手が可能な農山漁
村地域整備交付金では、H30年度の状況では、交付決定前着手の国への届け出が4/20
で、実際の工事発注は５月中旬から行っている。
○本県の山林部においても、冬季は積雪により工事が制限されるため、早期発注が可
能となるよう、現行制度を見直してほしい。
○地方創生関係交付金は、地方が地域の特性を踏まえ、自主性・独自性を最大限に発
揮して活用できるよう、地方の意見を聞き、より自由度の高い活用しやすい制度とすべき
と考える。
○地方創生道整備推進交付金については交付決定後の着手となるため、発注時期が
遅くなっている。H29年度の場合、交付決定は6月上旬であったが、工事着手は７月下旬
以降となっている状況である。本県山間部においても、積雪により冬季の施工は困難で
あり、早期発注、早期完成（効果発現）のためにも、交付決定前着手制度の創設をお願
いしたい。
○本市においては、昨年度途中に推進交付金の交付申請を行い、交付決定を受けた事
業があったが、交付申請後すぐに事業着手（事業用資産の購入）が出来る体制が整って
いたものの、交付決定を待ってからの着手となったため、結果的に事業のスタートが遅
れ、事業実施期間が短くなった経緯がある。事業によっては、早期着手することによっ
て、より高い事業効果が得られるケースもあると思われるため、提案に賛同する。
○地方創生道整備推進交付金の林道事業については、国の予算成立後、交付担当省
庁から内示額の通知を受け、交付担当省庁に交付申請書を提出することとなっている
が、国からの県への交付決定が毎年５月下旬から６月上旬であるため、県や市町村に
おける工事着手は７月から８月となっている。本県の一部の山間部においても、冬季は
積雪により工事が制限されることもあり、早期発注、早期の工事着手が可能になれば、
繰越工事の縮減や発注の平準化にも繋がることから、農山漁村地域整備交付金同様、
交付金交付決定前の着手が可能となるように認めていただきたい。
○仮に４月中の事業着手が可能となれば、早期発注による繰越工事の縮減や発注の平
準化につながる。また、林道事業を例に挙げると、主伐・間伐による木材搬出作業が、秋
期から冬期にかけて本格化するため、林道の開設に合わせた計画的かつ効率的な森林
施業が可能となり、林業の成長産業化を通じた中山間地域の活性化や地方創生につな
がるものと考える。
○当県も平成２８年度地方創生道整備交付金の林道事業において，国から県への交付
決定時期が９月となったため，市町村において工事着手時期が１０月以降にずれ込ん
だ。その結果，複数件の繰り越しとなり，同様なことが県営事業でも起きている。平成２９
年度以降は６月の交付決定となっているが，事業量によっては年度内完成が難しくなっ
ており，早期発注早期施工を目指すためにも指令前着手制度の規定を設けるよう要望
する。
○新規事業及び事業内容に変更のある継続事業については，交付決定後の事業着手
となるため，年度当初から実施するためには別事業を予算措置し，委託契約を別々に行
うなど事業実施に支障がある状況である。
○本県においても、林道事業を必要としている山岳地域では、工事実施にあたって、積
雪により工事実施が困難となり、繰越工事が発生している状況にある。
　農山漁村地域整備交付金では、交付金交付決定前の着手（早期着手）が可能となって
おり、同様の対応を認めていただけると、早期発注、早期の工事着手が可能となり、繰
越工事の縮減につながるため、本県においても同様の対応を求めたい。
○地方創生道整備推進交付金の林道事業については、国の予算成立後、交付担当省
庁から内示額の通知を受け（４月上旬）、交付担当省庁に交付申請書を提出（４月上旬）
することとなっているが、国からの県への交付決定が毎年５月中旬であるため、県、市町
における工事着手は７月上旬以降となっている。交付金交付決定前の着手は、標準工
期を踏まえた早期の工事着手と、繰越工事の縮減につながる。なお、農山漁村地域整
備交付金では、交付金交付決定前の着手（早期着手）が可能となっており、同様の対応
を認めていただきたい。

地方創生道整備推進
交付金要綱、地方創
生道整備推進交付金
要領

154 ４月中の事業着手（起工）が可能となり、早期発注が可能となるので、繰越工
事の縮減につながる。また、夏季への発注の集中が緩和されるので、発注
の平準化につながる。

地方創生道整備推進交付金の林道事業については、国の予算成立後、交付
担当省庁から内示額の通知を受け（４月頃）、交付担当省庁に交付申請書を提
出（４月頃）することとなっているが、国からの県への交付決定が毎年６月下旬
であるため、市町村における工事着手は７月下旬から８月上旬となっている。
本県の山林部においては、冬季は積雪により工事が制限されることもあり、可
能な限り早期発注、早期の工事着手が出来れば、繰越工事の縮減につなが
る。
また、上記のとおり、現行のスケジュールだと、夏季に発注が集中し、入札不調
となるケースも散見される。
なお、農山漁村地域整備交付金では、交付金交付決定前の着手（早期着手）
が可能となっており、同様の対応を認めていただきたい。

地方創生道整備推進交付金交付
要綱において、「交付金交付決定
前の着手」に関する規定を設ける
こと。

地方創生道整備推進
交付金における交付
金交付決定前の着手

その他Ｂ　地方に対する
規制緩和

旭川市、宮城
県、ひたちなか
市、栃木県、川
崎市、新潟県、
石川県、山県
市、静岡県、鳥
取県、島根県、
徳島県、高知県

長野県内閣府、農林水産省



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

181 Ｂ　地方に対する
規制緩和

農業・農地 農地中間管理機構が
行う単純な業務の委
託に係る知事承認の
廃止

農地中間管理機構は農地中間管
理事業に係る業務の一部を他の
者に委託しようとするときは、あら
かじめ都道府県知事の承認を受
けなければならないとされている
が、（ⅰ）農地管理（草刈り、突発
的な水路の補修、稲刈り・田植え
等）、（ⅱ）普及啓発（チラシ・図面
作成、シンポジウム開催等）の「単
純な業務」に限り知事承認を不要
とする。
なお、農用地等の貸付・借受申込
の受付や申請書類の内容確認
等、「単純な業務」と認められがた
いものや恣意性の排除が必要な
業務については従前のとおり知事
承認を要することとする。

【制度概要】
農地中間管理機構は、法令に定める下記業務について他の者に委託してはな
らない。また、これらを除く業務の一部を他の者に委託しようとするときは、あら
かじめ、都道府県知事の承認を受ける必要がある。（法第22条）
〈委託が禁止される業務〉
１　農用地利用配分計画の決定
２　農地中間管理権の取得の決定
３　農用地等について借受を希望する者の募集及びその結果の公表
４　農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の
整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務
５　事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録
の作成

【支障事例】
（１）突発事案への対応の遅れ
業務委託に係る知事承認手続きには最大２週間程度要することから、風水害
等に伴う突発的な水路の補修など、迅速に対応すべき業務への着手が遅れる
ことで被害が拡大する恐れがある。
（２）事務負担の増大
国・県の一体的な農地中間管理事業の推進により、今後、機構の借受農地面
積の拡大が見込まれる中で、申請・承認に係る事務（書類作成・審査など）が増
加することが予想される。

本件提案の実現により、下記の効果が見込まれる。
（１）突発事案への迅速な対応
風水害等に伴う突発的な水路の補修などを迅速に行うことが可能となるた
め、借受農地や周辺農地における被害を最小限に抑えることができる。
これにより借受農地の良好な営農環境の維持が図られ、借り手の借受意欲
向上につながる。
（２）事務負担の軽減
申請・承認に係る事務（書類作成・審査など）が減少するため、行政の効率
化が図られる。
〈参考〉過年度委託実績
　平成29年度・・・５回 （草刈り：４回、チラシ印刷：１回）
　平成28年度・・・１回 （チラシ印刷：１回）

・農地中間管理事業の
推進に関する法律第
22条
・農地中間管理事業の
推進に関する法律施
行規則第17条

農林水産省 兵庫県、滋
賀県、京都
府、大阪
府、和歌山
県、徳島県

福島県、長野
県、香川県

○農地中間管理機構が行う単純な業務の委託については、本県においても、平成29年
度、下記のとおりの実績であり、申請・承認に係る事務（書類作成・審査）も負担となって
いる。今後、機構の借受農地面積の拡大が見込まれる中で、申請・承認に係る事務が
増加することが予想され、業務の効率化を図る上で、本県においても、単純な業務の委
託に係る知事承認の廃止を要望する。
　(参考）平成29年度委託実績
　　　　　縦覧期間中の作業委託･･･13回
　　　　　草刈り・耕起作業委託･･････8回
　　　　　市町への事務委託･････････1回

219 B　地方に対する規
制緩和

農業・農地 農地等災害復旧事業
における補助金申請
書類の簡素化

被災農地等の災害復旧事業のた
めに申請する補助金の申請書類
が複雑であるため、
①補助計画書上には、補助対象
経費のみを記載すること。
②複数年度にまたがる事業につ
いては、最終年度の事業費は総
事業費から前年度までの事業費
の差し引きによって算出すること。
③より記載しやすく、間違いが起
きにくいレイアウトへ変更するこ
と。（別紙参照）
以上の３点について様式の簡素
化を提案するもの。

被災農地等の災害復旧事業では、各自治体で補助金の申請を行う際に、農林
水産省が指定した「補助計画書」を作成する必要がある。この補助計画書の様
式は非常に複雑である上に、数値を記載するための取り決めが多く、資料の作
成に苦慮している。
例えば、同資料を作成する上で、復旧事業に必要な工事費（補助対象事業費）
の他に、工事費に応じて算出する工事雑費（補助対象外経費）を記載する必要
があるが、本工事に先駆けて応急工事を行った場合については、応急工事に
おける工事費と工事雑費、本工事における工事費をすべて合算し工事費として
記載しなければならず、工事費（補助対象事業費）に応じて補助がある中で、一
部工事雑費（補助対象外経費）が含まれることとなり、本来の補助対象事業費
の算定に苦慮している。
また、年度を跨いで補助金事務を行うものについては、事業費を年度毎に算出
して、その総計を総事業費として算出しなければならないため、総額として算出
した額と差が生じるなど、チェックや算定に手間が生じている。
実際に各市町村で内容の誤りが頻発しており、本市でもミスが無いようにする
ため、資料の作成や内容の確認に相当な時間を要している。

補助金申請に添付する補助計画書の様式の簡素化及び数値を入力する際
の取り決めの見直しを行うことにより、補助金申請事務の迅速化・行政事務
の効率化が図れることから、住民サービスの向上に繋がる。

○農林水産業施設災
害復旧事業費国庫補
助の暫定措置に関す
る法律第3条
○　（同法律）施行規
則第7条
○農地及び農業用施
設に係る災害復旧事
業計画概要書等の様
式を定める等の件（告
示　改正　平成12年3
月30日農林水産省告
示第448号）の「５．災
害復旧事業補助計画
書」

農林水産省 熊本市 【別紙】補助計画書の改善
点（農地等災害復旧事業に
おける補助金申請書類の
簡素化）.xlsx

ひたちなか市、
福井市、豊田
市、京都市、岡
山市、愛媛県、
大村市、宮崎市

○当地域は大地震の発生が想定されていることや、近年のゲリラ豪雨により農地等災害
が増加している。職員数が減少する中、大災害時には多数の案件を実施していかなけ
ればならない。迅速な災害復旧のため、補助金申請事務の簡素化を要望する。
○災害復旧事業を実施する場合，被害の状況によっては一刻も早く復旧を求められる中
での申請書作成作業となるため，様式の簡素化及び数値を入力する際の取決めの見直
しは，事務の効率化と一刻も早い復旧を図ることが可能となるため必要である。
○実施設計が出来ていない段階で繰越額を確定する必要があり、その調整に苦慮して
います。また、実施設計書作成時、及び入札実施時に軽微変更申請する必要がありま
す。手続き的には簡素な手続きではありますが、災害件数が多いと煩雑な作業となり、
時間を要しております。
○①補助計画書は、補助対象外経費の工事雑費及び事務雑費も記載しているが、補助
対象経費の工事費のみとすることで事務の簡素化が図れる。
　②現在も、複数年度にまたがる事業については、最終年度の事業費は総事業費から
前年度までの事業費の差し引きによって算出している。なお、総事業費と年度毎の事業
費算出計に差異が生じる場合は、差金で調整している。
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区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を
要するため、借受人に敬遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まな
い。
○（１）、（２）農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営
基盤法に基づく市町村長の利用集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業の推進
に関する法律に基づく知事の農用地利用配分計画の認可公告の手続きが必要であり、
農地中間管理機構を中心にした農地の集積から担い手への配分まで、最低約５週間を
要している。
　そのため、担い手農家からは、農地法、基盤強化法に比べ、農地中間管理事業の推
進に関する法律による一連の手続きは長すぎるとの声がある。
　本県としても、農地の出し手と担い手のマッチングが整いしだい、速やかに担い手に農
地を集積できるよう、国が示す手続き期間短縮化の例を参考に、事務の迅速化を図って
きたところであるが、更なる迅速化のために、農用地利用配分計画の縦覧を廃止又は縦
覧期間を短縮したいが、法定で２週間と期間が定められているため見直しができない。
　なお、市町村農業委員会が農地配分計画案を作成する際に、当該地域の担い手を優
先するなど配慮をしているため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項
の規定に基づき利害関係者から意見が提出されることは、実態としてなく、農用地利用
配分計画の縦覧の必要性は低いと考える。
○基盤法では、市町村の公告により所有者から耕作者への貸付が確定するが、農地中
間管理事業では、市町村の公告で所有者から機構への貸付が確定し、県の公告で農地
中間管理機構（以下「機構」）から耕作者への貸付が確定するという流れになっている。
　こうした流れが、農業者に手続が煩雑で時間がかかるといった印象を与え、かつ、農用
地利用状況報告の面倒さとあいまって、農地中間管理事業の活用を敬遠させてしまう一
因となっている。
　人為的なミスによって、県公告が遅延することで、機構集積協力金の要件を欠くという
事態も起こりうる。
　知事認可の縦覧廃止だけでは、本事業の敬遠は解消しないと思われるため、基盤法と
同様、市町村の認可公告のみで転貸まで完了するしくみが必要と考える。
　機構への貸付面積が増加しない、または、面的なまとまりを欠くような状態だと、機構
が持つ農地の再配分機能も十分に発揮できない。農地中間管理事業の推進に関する法
律の目的を実現するためには、本提案が求める措置が必要である
○（１）農地中間管理事業を行うには、①農地を貸したい人と農地中間管理機構とで基盤
強化法等による手続き、②機構と農地を借りたい人とで農地中間管理法による手続きの
２つの手続きが必要となり、多くの手間と時間を要している。
　（２）配分計画を定めるにあたって、貸したい人と機構との間では市町村が手　続きを行
い、機構と借りたい人との間では機構が手続きを行うこととなり、市町　村と機構とでスケ
ジュールや内容について連絡調整などに手間がかかっていると考えられることから、円
滑に取り組むためには、市町村にワンストップ窓口を設置し手続きの簡素　化を図ること
が望ましい。
○事務手続きが煩雑であるので簡素化を要望するとともに、担い手へ早期に農地の賃
借権等の設定を行うためには縦覧の廃止または期間短縮は必要と思われる。
○（１）、（２）本県でも提案内容と同じ支障事例あり。
　現行制度では、ある程度転貸先が決まっている案件でも県による配分計画の縦覧を経
た後に認可する必要があるため、転貸後に栽培される品目によってはその栽培の適期
を逸する。
【制度改正にかかる課題】
　縦覧期間を廃止した場合、計画認可後の利害関係人からの申し出に対するマニュアル
など利害調整の仕組みを明確にする必要がある。
○事務手続きに長期間を要する。
　都道府県や市町村に過重な事務負担が生じている。
　手続きが煩雑で、農業者等が農地中間管理事業の活用を敬遠している。
○農地中間管理事業については、事務手続きの煩雑さが自治体の負担増及び事業推
進の妨げとなっているが、配分計画を市町村公告とすることは、都道府県の事務負担を
軽減し、市町村への事務負担を転嫁するものであり、この提案は認められない。
○権利移転の手続期間の目安として、農業経営基盤強化促進法が約２か月なのに対
し、農地中間管理事業法は約４か月を要する。
　契約時及び契約内容変更時の手続が農業者等にとって煩雑であり、係る事務負担が
農業委員会及び市役所窓口で生じている。
○農地中間管理事業における農用地利用配分計画の公告や縦覧については、事務が
煩雑で多くの時間と労力を要しており、農業者にとっても活用の妨げとなっていることか
ら、事業をより一層推進していく上で、本県においても、（１）の農用地利用配分計画の縦
覧廃止を要望する。（なお、本県においても、平成26年度から配分計画を縦覧してきた
が、これまで利害関係人からの意見書の提出は一度もない。）
　基本方針の策定や事業規程の認可を行う県において、農用地利用配分計画がその内
容に沿ったものになっているかを確認し、適正化を担保するという事業の趣旨に鑑み、
（２）の農用地利用配分計画の知事認可の廃止については、事業の根幹に係る部分の
改正となることから、慎重な判断が必要と考える。
○提案と同様の支障事例が本県でも発生（約25,000筆分（４カ年累計）の認可公告事務
が発生）していることから、事務の簡素化と手続期間短縮などの制度改正が必要。
　縦覧中に意見書が提出された事例無し。
　市町村の事務負担増にならないような改善が必要。
○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による賃借権の設定の
場合、農地利用集積計画に基づく農地中間管理機構による中間管理権の設定、農用地
利用配分計画に基づく担い手への賃借権の設定が必要となっている。
　そのため、農地法又は農業経営基盤強化促進法による貸借権の設定と比べ、手続き
が煩雑であることや手続きに要する期間が長いことから、事業の円滑な活用を妨げる一
因となっていると考える。
　今後、農地中間管理事業を活用した担い手への農用地の集積を円滑に推進するため
には手続きの簡素化が必要であり、農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧
期間（2週間）が短縮又は廃止されれば事業の利用向上につながると考えている。
　なお、これまでに縦覧期間中に利害関係者からの意見書が提出されたことはない。
○農地中間管理事業による農地貸借は、農地集積から農地配分まで8週間程度期間を
要することから、権利設定を急いでいる農業者からは敬遠される傾向にある。
○本県では，農地中間管理事業による貸付の手続きは，農地法や基盤法に比べて３週
間程度長くなることから，農業者から敬遠される傾向にある。
　市町村が配分計画案を作成する段階から，機構，農業委員会や利害関係者と十分な
調整をしていることから，平成26年度以来，配分計画の縦覧において意見書の提出は一
度もない。
○本県においても平成26年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人から
の意見書の提出は一度もなく、農地の借受者の利便性を図るためにも、提案に賛同す
る。

福島県、群馬
県、埼玉県、新
発田市、静岡
県、島田市、広
島県、山口県、
徳島県、高知
県、熊本県、大
村市、沖縄県

栃木県、新
潟県

農林水産省・農地中間管理事業の
推進に関する法律第
18条、第19条

【制度改正による効果】
（１）農用地利用配分計画の縦覧廃止
（２）農用地利用配分計画の知事認可廃止
・手続きに要する期間の短縮
・都道府県や市町村の事務負担軽減
・農地中間管理事業の利用促進

【参考】
（全般）
・国は、機構法附則第２条の規定に基づく法施行後５年後（平成31年３月）を
目途に見直すこととしており、左記課題についても認識していると思われる。
・同様に農地貸借が可能となる農業経営基盤強化促進法と比較しても、効率
的に農地集積できる点や、公的機関が介在することにより安心かつ長期的
な営農環境を整備できる点において優位性がある。
（１）農用地利用配分計画の縦覧廃止
※栃木県において過年度の縦覧実績は０人（H26年度（事業開始時）～H29
年度）
（２）農用地利用配分計画の知事認可廃止
※栃木県において過年度の不認可決定は０件
また「転貸先として不適切と思われる者を借受人としている」など、機構法に
定める認可要件を満たさないような重大な計画不備は見られなかった。

（１）農用地利用配分計画の縦覧廃止
（２）農用地利用配分計画の知事認可廃止
【現行制度】
　農地中間管理機構は農地中間管理権を有する農用地等について賃借権等
の設定又は移転を行おうとするときは、農用地利用配分計画を定め、都道府県
知事の認可を受けなければならない。
　都道府県知事は、上記認可の申請があったときはその旨公告し、配分計画を
当該公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなければならない。（農地中間管理
事業の推進に関する法律第18条第１項、第３項）
【支障事例】
・事務手続きに長期間を要する。
　（機構による借入れから借り手への貸付けまで約４か月要している）
・都道府県や市町村に過重な事務負担が生じている。
・手続きが煩雑で、農業者等が農地中間管理事業の活用を敬遠している。

（１）農用地利用配分計画の縦覧
廃止
　都道府県知事は、農地中間管
理機構から農用地利用配分計画
について認可申請があった時は、
その旨を公告し、同計画を二週間
公衆の縦覧に供しなければならな
いが、当該縦覧を廃止する。

（２）農用地利用配分計画の知事
認可廃止
　（１）記載のとおり、機構は配分
計画について都道府県知事の認
可を受けなければならないが、基
盤強化法と同様、市町村公告で
認められることとし、当該認可を
廃止する。

農地中間管理事業に
おける各種事務簡素
化

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和
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管理
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根拠法令等
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（事項名）

制度改正による効果
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(特記事項)

285 Ｂ　地方に対する
規制緩和

農業・農地 債権管理回収業に関
する特別措置法の特
定金銭債権へ都道府
県からの貸付金等を
原資とした公益財団
法人等の貸付債権を
追加

債権管理回収業に関する特別措
置法の特定金銭債権へ都道府県
からの貸付金等を原資とした公益
財団法人等の貸付債権を追加す
ることにより、当該債権の管理及
び回収業務をサービサーへ依頼
することを可能とし、都道府県の
債権回収の円滑化を図る。

都道府県からの貸付金等を原資とした公益財団法人等の貸付債権は、債権管
理回収業に関する特別措置法の特定金銭債権に該当しないことから、サービ
サーへ当該債権の管理及び回収業務を依頼することができない。弁護士等へ
管理及び回収業務を依頼することも選択肢としては考えられるが、サービサー
の場合に比べて費用が大幅に嵩む傾向があり選択が躊躇われるため、結果と
して円滑な債権回収に支障を来している。ついては、都道府県の債権回収の円
滑化を図るため、当該債権を債権管理回収業に関する特別措置法施行令第１
条第３号の例に準じて特定金銭債権へ追加することを求める。
【制度改正の必要性】
都道府県の債権回収の円滑化を図ること。
【具体的な支障事例】
青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法（農業の構
造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の
法律（平成25年法律第102号）の施行に伴い廃止）に基づき青年農業者等育成
センターが国及び都道府県からの貸付金を原資として貸付を行った就農支援
資金について、多額の未収金が発生しているが、サービサーへ管理及び回収
業務を依頼する選択を取れないことが大きな要因となり、円滑な債権回収に支
障を来している。（多くの都道府県で同様の例により未収金が発生している）
【制度改正により懸念される点】
特段想定されない。

都道府県からの貸付金等を原資とした公益財団法人等の貸付債権の管理
及び回収業務をサービサーへ依頼することが可能となれば、都道府県の債
権回収の一層の円滑化が図られる。（就農支援資金の例では、国の債権回
収の円滑化も同時に図られる）

債権管理回収業に関
する特別措置法第２条
就農支援資金制度（青
年等の就農促進のた
めの資金の貸付け等
に関する特別措置法）

法務省、農林水産省 九州地方知
事会

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

福島県、栃木
県、長野県、徳
島県、愛媛県

○当県の青年農業者等育成センターにおいても、専門的知識を有する職員や専任の職
員の配置が困難であることから、特に未収金の回収に苦慮している。そのため、制度改
正により、債権回収業務をサービサーへ依頼をすることができれば、より効率的な未収
債権の回収が図られると思われる。
○当県においても、就農支援資金について多額の未収金が発生している状況にある。こ
のため弁護士への依頼を検討しているが、多額の費用が発生することから、県農業公社
の職員が債権管理に当たっている。
○本県においても、農業振興公社を経由した就農支援資金の貸付残高がH30.3現在で
23件14,653千円あり、うち12件7,146千円については、債務者から公社への返済が延滞
している。今後、公社から県への償還に支障が生じる可能性がある。

○農地中間管理事業は作成する書類も多く、事務が煩雑であり、貸付手続に長期間を
要するため、借受人に敬遠されがちであり、他の貸付制度からの移行がなかなか進まな
い。
○農地中間管理事業における担い手への農地の集積については、農業経営基盤法に
基づく市町村長の利用集積計画の作成・公告から、農地中間管理事業の推進に関する
法律に基づく知事の農用地利用配分計画の認可公告の手続きが必要であり、農地中間
管理機構を中心にした農地の集積から担い手への配分まで、最低約５週間を要してい
る。
そのため、担い手農家からは、農地法、基盤強化法に比べ、農地中間管理事業の推進
に関する法律による一連の手続きは長すぎるとの声がある。
本県としても、農地の出し手と担い手のマッチングが整いしだい、速やかに担い手に農地
を集積できるよう、国が示す手続き期間短縮化の例を参考に、事務の迅速化を図ってき
たところであるが、更なる迅速化のために、農用地利用配分計画の縦覧を廃止又は縦
覧期間を短縮したいが、法定で２週間と期間が定められているため見直しができない。
なお、市町村農業委員会が農地配分計画案を作成する際に、当該地域の担い手を優先
するなど配慮をしているため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の
規定に基づき利害関係者から意見が提出されることは、実態としてなく、農用地利用配
分計画の縦覧の必要性は低いと考える。
○当県においても、農地中間管理事業を活用し担い手が賃借権等を設定するまで、約
１ヶ月半の事務手続き期間を要し、特に農繁期における円滑な権利移転に支障を来して
いるほか、農地中間管理事業の普及促進を妨げる一因となっている。
２週間の縦覧期間が廃止となることにより、契約に要する期間が短縮されることから、利
用者の利便性が向上すると考えられる。
○農地中間管理事業を行うには、①農地を貸したい人と農地中間管理機構とで基盤強
化法等による手続き、②機構と農地を借りたい人とで農地中間管理法による手続きの２
つの手続きが必要となり、多くの手間と時間を要している。
　このため、目的である農地の集積の加速化には効果を発揮しきれていない。事業を通
じた担い手への農地集積を進めるため、手続を簡素化し、担い手への権利設定等に要
する期間の短縮化を図ることが望ましい。
○担い手へ早期に農地の賃借権等の設定を行うためには縦覧の廃止または期間短縮
は必要と思われる。
○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による農用地等の賃借
権の設定については、農業経営基盤強化促進法や農地法に比べて手続きが煩雑であ
る。
　また、農地中間管理事業が創設されて以降、縦覧期間中に利害関係者から意見書が
提出されたことはないため縦覧制度を廃止しても特段の支障はないものと考える。
○農地中間管理事業については、事務手続きの煩雑さが自治体の負担増及び事業推
進の妨げとなっているため、手続きの簡素化を図るべきである。
○権利移転の手続期間の目安として、農業経営基盤強化促進法が約２か月なのに対
し、農地中間管理事業法は約４か月を要する。
　　契約時及び契約内容変更時の手続が農業者等にとって煩雑であり、係る事務負担
が農業委員会及び市役所窓口で生じている。
○農地中間管理事業における農用地利用配分計画の公告や縦覧については、事務が
煩雑で多くの時間と労力を要しており、農業者にとっても活用の妨げとなっていることか
ら、事業をより一層推進していく上で、本県においても、農地中間管理事業における農用
地利用配分計画の知事認可における縦覧制度の廃止を要望する。（なお、本県において
も、平成26年度から配分計画を縦覧してきたが、これまで利害関係人からの意見書の提
出は一度もない。）
○配分計画の案を作成する市町村段階において機構・農業委員会を交え、利害関係者
と十分な調整を行っていることから、事業創設以来過去４年間に、縦覧期間中に利害関
係者から意見書が出されたことは一度もなく、制度の見直しが必要である。
○農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による賃借権の設定の
場合、農地利用集積計画に基づく農地中間管理機構による中間管理権の設定、農用地
利用配分計画に基づく担い手への賃借権の設定が必要となっている。
そのため、農地法又は農業経営基盤強化促進法による貸借権の設定と比べ、手続きが
煩雑であることや手続きに要する期間が長いことから、事業の円滑な活用を妨げる一因
となっていると考える。
今後、農地中間管理事業を活用した担い手への農用地の集積を円滑に推進するために
は手続きの簡素化が必要であり、農用地利用配分計画の県知事の認可に係る縦覧期
間（2週間）が短縮又は廃止されれば事業の利用向上につながると考えている。
なお、これまでに縦覧期間中に利害関係者からの意見書が提出されたことはない。
○事務手続きに長期間を要する要因となっている。
○本県では，農地中間管理事業による貸付の手続きは，農地法や基盤法に比べて３週
間程度長くなることから，農業者から敬遠される傾向にある。
市町村が配分計画案を作成する段階から，機構，農業委員会や利害関係者と十分な調
整をしていることから，平成26年度以来，配分計画の縦覧において意見書の提出は一度
もない。

岩手県、秋田
県、福島県、栃
木県、群馬県、
埼玉県、長野
県、島田市、春
日井市、広島
県、徳島県、香
川県、高松市、
高知県、大村市

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

九州地方知
事会

農林水産省農地中間管理事業の
推進に関する法律第
18条

　縦覧の廃止によって利用権設定までの期間が２週間程度短縮されること
で、農業者などの適切な営農に資するとともに、農地中間管理事業の利用
向上が期待される。

　農用地の権利移動に係る関係法令には、農地中間管理事業の推進に関する
法律、農地法、農業経営基盤強化促進法がある。
　農地中間管理事業（農地中間管理事業の推進に関する法律）による農用地
等の賃借権の設定については、農業経営基盤強化促進法や農地法に比べて
手続きが煩雑であり、農業者などから事務改善や営農に支障を来しているとの
声が寄せられており、農地中間管理事業の推進を妨げる要因の一つとなって
いる。
　また、現行制度上でも、配分計画案については、市町農業委員会の意見等を
確認しており、地域の農業者などの利害関係者とも調整を図ることができてい
るため、縦覧制度を廃止しても特段の支障はないものと考える。
　なお、大分県では、農地中間管理事業が創設されて以降、縦覧期間中に利
害関係者から意見書が提出されたことはない。

　農地中間管理事業による農用
地等の賃借権の設定について
は、農用地利用集積計画及び農
用地利用配分計画（以下「配分計
画」という）の２つの計画作成が必
要となり、公告縦覧の期間もある
ため、農業者などから手続きが煩
雑であるとの声が寄せられてい
る。
　農地中間管理事業の手続きの
煩雑さを軽減するため、配分計画
の知事認可における縦覧制度を
廃止するよう求めるもの。

農用地利用配分計画
の知事認可における
縦覧制度の廃止

農業・農地Ｂ　地方に対する
規制緩和
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管理
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提案事項
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その他
(特記事項)

311 B　地方に対する規
制緩和

農業・農地 農地等災害復旧事業
における補助金申請
書類の簡素化

被災農地等の災害復旧事業のた
めに申請する補助金の申請書類
が複雑であるため、
①補助計画書上には、補助対象
経費のみを記載すること。
②複数年度にまたがる事業につ
いては、最終年度の事業費は総
事業費から前年度までの事業費
の差し引きによって算出すること。
③より記載しやすく、間違いが起
きにくいレイアウトへ変更するこ
と。（別紙参照）
以上の３点について様式の簡素
化を提案するもの。

被災農地等の災害復旧事業では、各自治体で補助金の申請を行う際に、農林
水産省が指定した「補助計画書」を作成する必要がある。この補助計画書の様
式は非常に複雑である上に、数値を記載するための取り決めが多く、資料の作
成に苦慮している。
例えば、同資料を作成する上で、復旧事業に必要な工事費（補助対象事業費）
の他に、工事費に応じて算出する工事雑費（補助対象外経費）を記載する必要
があるが、本工事に先駆けて応急工事を行った場合については、応急工事に
おける工事費と工事雑費、本工事における工事費をすべて合算し工事費として
記載しなければならず、工事費（補助対象事業費）に応じて補助がある中で、一
部工事雑費（補助対象外経費）が含まれることとなり、本来の補助対象事業費
の算定に苦慮している。
また、年度を跨いで補助金事務を行うものについては、事業費を年度毎に算出
して、その総計を総事業費として算出しなければならないため、総額として算出
した額と差が生じるなど、チェックや算定に手間が生じている。
実際に各市町村で内容の誤りが頻発しており、本市でもミスが無いようにする
ため、資料の作成や内容の確認に相当な時間を要している。

補助金申請に添付する補助計画書の様式の簡素化及び数値を入力する際
の取り決めの見直しを行うことにより、補助金申請事務の迅速化・行政事務
の効率化が図れることから、住民サービスの向上に繋がる。

○農林水産業施設災
害復旧事業費国庫補
助の暫定措置に関す
る法律第3条
○　（同法律）施行規
則第7条
○農地及び農業用施
設に係る災害復旧事
業計画概要書等の様
式を定める等の件（告
示　改正　平成12年3
月30日農林水産省告
示第448号）の「５．災
害復旧事業補助計画
書」

農林水産省 指定都市市
長会

【別紙】補助計画書の改善
点（農地等災害復旧事業に
おける補助金申請書類の
簡素化）.xlsx

ひたちなか市、
豊田市、愛媛
県、北九州市、
大村市、宮崎市

○当地域は大地震の発生が想定されていることや、近年のゲリラ豪雨により農地等災害
が増加している。職員数が減少する中、大災害時には多数の案件を実施していかなけ
ればならない。迅速な災害復旧のため、補助金申請事務の簡素化を要望する。
○災害復旧事業を実施する場合，被害の状況によっては一刻も早く復旧を求められる中
での申請書作成作業となるため，様式の簡素化及び数値を入力する際の取決めの見直
しは，事務の効率化と一刻も早い復旧を図ることが可能となるため必要である。
○①補助計画書は、補助対象外経費の工事雑費及び事務雑費も記載しているが、補助
対象経費の工事費のみとすることで事務の簡素化が図れる。
②現在も、複数年度にまたがる事業については、最終年度の事業費は総事業費から前
年度までの事業費の差し引きによって算出している。なお、総事業費と年度毎の事業費
算出計に差異が生じる場合は、差金で調整している。



別添１

経済産業省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

58 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 高度化資金貸付金の
違約金支払手続きに
係る請求書発行依頼
の義務付けの廃止

高度化資金貸付金の違約金支払
手続きに係る請求書発行依頼の
義務付けを廃止することにより、
事務処理期間の短縮及び都道府
県の事務負担軽減を図られること
を求める。

高度化資金貸付金に係る都道府県から（独法）中小企業基盤機構（以下、「機
構」という。）への違約金支払手続きにおいては、都道府県から機構に対する請
求書発行依頼を行うことが義務付けられており、機構は都道府県からの請求書
発行依頼を元に請求書を発行されている。本提案では、都道府県から機構に
対する請求書発行依頼の義務付けを廃止することにより、事務処理期間の短
縮及び都道府県の事務負担軽減を図られることを求める。
【制度改正の必要性】
違約金は、機構が元金の償還状況等を踏まえて都道府県に対して請求すれば
よく、請求書発行依頼は不要な事務手続きと考えられる。
【具体的な支障事例】
不要な事務手続きが義務付けられていることにより、事務処理期間の短縮が図
られないとともに、都道府県に事務負担が生じている。

不要な事務の義務付けの廃止により、事務処理期間の短縮及び都道府県
の事務負担軽減が図られる。

中小企業高度化資金
債権管理事務処理の
手引き（平成29年５月
（独法）中小企業基盤
整備機構高度化事業
部）

経済産業省 京都府、滋
賀県、和歌
山県、鳥取
県

石岡市、富山県 ○違約金支払い手続きが簡素化されるので、本県としても賛同する。

59 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 中小企業等協同組合
からの暴力団排除の
ための中小企業等協
同組合法の改正

中小企業等協同組合から暴力団
を排除することができるよう、条例
委任又は法改正による暴力団排
除条項の追加を行うこと。

【支障】
近年、暴力団排除条例の制定等により暴力団の排除のための施策が全国的
に進んでいる中、中小企業等協同組合についても全国中央会が定める定款参
考例へ暴力団排除の条文が加わったところである（平成27年）。
しかし、中小企業等協同組合法には暴力団排除規定が置かれておらず、認可
庁としては暴力団と関わりのある組合の認可を拒否したいが、法律上での明確
な根拠がないことが支障となり、排除することが難しい。また、警察への暴力団
照会も、法律上での明確な根拠がないために行えない状況である。
【改正の必要性】
反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要
があり、犯罪対策閣僚会議の「「世界一安全な日本」創造戦略」においても、「各
種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。ついては、他
法律（貸金業法や水産業協同組合法など）と同様に、中小企業等協同組合法
にも暴力団排除規定を追加することを求める。

中小企業等協同組合
法

警察庁、金融庁、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

石岡市、川崎
市、綾瀬市、奈
良県、愛媛県、
熊本市、大分県

○今後支障事例が生じる可能性は高いこと、また、暴力団排除が社会全体の課題であ
ることや貸金業法など類似法令との整合性から改正が必要である。
○反社会的勢力排除を徹底する上で、中小企業等協同組合法への暴力団等排除規定
の追加は必要不可欠であると考えられる。
○本県においても、他県と同様、仮に暴力団関係者から組合設立の認可申請があった
場合、認可を拒否する法令上の明確な根拠がないことから、法改正の必要性があると考
える。
○認可の根拠法である中小企業等協同組合法において、明確な排除規定がないことか
ら、法に基づいて暴力団と関わりのある組合の認可を拒否することは、難しいと考える。
暴力団排除条例の制定等により、県レベルの施策として暴力団の排除が全国的に進む
中、組合等団体における企業倫理を遵守する意味でも、法において排除規定を定めるこ
とに賛同する。

Ｂ　地方に対する
規制緩和

具体的な支障事例

4 経済産業省経営の安定に支障を生じている特定中小企業者等がより迅速に融資を受け
られるようになるとともに、保証審査を行う信用保証協会へのワンストップの
申請が可能となり、中小企業者等の事務負担軽減が図られる。
加えて、認定事務の廃止により市町村等の事務負担軽減が図られる。

セーフティネット保証制度では、中小企業信用保険法第２条第５項又は第６項
の規定により、市町村長等が特定中小企業者又は特例中小企業者の認定を
行うこととされている。本提案では、市町村長等による当該認定事務を廃止し、
保証審査を行う信用保証協会がワンストップで中小企業者からの申請を受け
付けるようにすることを求める。
【制度改正の必要性】
経営の安定に支障を生じている特定中小企業者等が迅速な融資を受けられる
ようにすること。また中小企業者等が複数の窓口へ申請事務を行う負担を軽減
すること。加えて、認定事務を行う市町村等の事務負担を軽減すること。
【具体的な支障事例】
融資に至るまでの時間的（経済的）・事務的負担が原因となり、本来セーフティ
ネット保証制度の対象となり得る中小企業者が他の制度融資を利用している。
認定に当たり、決算報告書等の多量の申請書類が必要となっている。

セーフティネット保証制度に係る
市町村長等による特定中小企業
者又は特例中小企業者の認定事
務を廃止し、保証審査を行う信用
保証協会がワンストップで中小企
業者からの申請を受け付けるよう
にすることを求める。

セーフティネット保証
制度に係る市町村長
等による特定中小企
業者又は特例中小企
業者の認定事務の廃
止

産業振興 中小企業信用保険法
第２条

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省
その他

(特記事項)

○本市の申請件数は多くないものの、利便性の向上の視点から言えば、支障事例に記
載のとおりであると考えており、申請件数の多寡にかかわらず、ワンストップにすべきで
あると考えられる。
○当市においては、平成21年度の認定件数は1,000件を超え、従来の認定担当者のみ
での対応が困難であった。現在では、認定件数は減少したものの中小企業者等の負担
はあり、市町村への認定のための提出書類と信用保証協会への保証依頼時の提出書
類に一部重複するものもあることから、保証審査を行う信用保証協会がワンストップで中
小企業者からの申請を受け付けるよう制度改正を行うことが必要であると考える。
○制度の性質上、申請者である中小企業者等から迅速な対応を求められるが、当市の
認定事務（書類の精査及び市長印の押印）は事務 決裁規定に基づいて行われるため、
最低２日を要する。また、現在は認定業種が少なく申請件数は年20件程度ではあるが、
申請が多い年（平成20年度544件・平成21年度の678件等）があると、市町村の事務負担
が膨大になり、他の業務にまで支障をきたすほか、経営の安定に支障を生じている中小
企業者等への迅速な対応ができなくなってしまう。保証審査を行う信用保証協会へ申請
者が直接申請することができれば、申請者も市町村も時間的・事務的負担を減らすこと
ができる。
○市の認定を受けるための申請事務が中小企業にとって負担となり、迅速な手続きを妨
げている。また、市の認定を受けても融資を受けられない事案もあった。保証審査を行う
信用保証協会がワンストップ受付をすることで、融資の可否も含めて迅速に判断するこ
とができるようになる。
○認定事務を市町村に義務付けているにもかかわらず、人的・財政的支援が無く、全て
市町村負担となっている点も問題である。
○事業者又はその代理人が申請を行う際、「営んでいる業がセーフティネットの指定業
種に該当するかどうか」や「どの様式で申請すればよいか」等の問い合わせが多く、申請
件数は多くないものの事務の負担が生じている。また、認定書の有効期限を１か月とし
ているが、「期限が切れたので再申請したい」という問い合わせも年に数回あり、認定書
を取得してもその他手続に時間を要するためか、事業者の負担となっていると思われ
る。
○認定申請自体も委任状による金融機関職員からの申請が多いこともあり、信用保証
協会で手続きを行うことでワンストップで行える利便性は高い。地震等の災害発生時な
どの緊急性を要する第２条５項４号の認定においても、現状では事業者は市町村での認
定手続き後に保証協会へ審査申込となり、迅速な審査等手続きがされているとは言い
難い。
○短期間でセーフティーネット認定に至らなければならず、事務的負担が大きい。また、
市を経由して保証協会に到達することにより、時間的デメリットが大きく、即日融資を求
めている申込者の意向に沿えない。
○セーフティネット保証制度を特定中小企業者等が受ける際、市町村長等に特定中小
企業者又は特例中小企業者の認定を受けなければならず、現状として、特定中小企業
者等にとって事務負担は大きい。保証審査を行う信用保証協会が申請を受け付けること
で、経営の安定に支障を生じている特定中小企業者等がより迅速に融資を受けられるよ
うになるとともに、中小企業者等の事務負担軽減が図られる。加えて、認定事務の廃止
により市町村等の事務負担軽減が図られるため、制度改正の必要性はある。
○本市での認定事務は年間５～６件であり事務負担の割合は少ないものの、中には時
間的に余裕がない案件もあり至急で処理を行っているが、信用保証協会でのワンストッ
プ対応であれば迅速な対応が可能と思われる。
○信用保証協会がワンストップで申請を受け付けることで企業の負担を軽減することが
図れる。
○中小企業者にとって、特に自然災害の際融資はライフラインであるが、短期間に多数
の４号認定申請が集中することとなり、現在の二窓口体制では迅速な融資実行に支障
が出ている。６号認定（取引金融機関破綻）についても同様。
○提案団体と同様に、融資に至るまでの時間的（経済的）・事務的負担が原因となり、本
来セーフティネット保証制度の対象となり得る中小企業者が他の制度融資を利用してい
る。また、認定に当たり、決算報告書等の多量の申請書類が必要となっている。

石岡市、北本
市、川崎市、厚
木市、綾瀬市、
福井市、春日井
市、寝屋川市、
出雲市、熊本
市、宮崎市

川口市

求める措置の具体的内容

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
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具体的な支障事例
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省
その他

(特記事項)
求める措置の具体的内容

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

106 Ａ　権限移譲 産業振興 経済産業大臣の登録
を受けた登録電気工
事業者等に対する危
険等防止命令の国か
ら都道府県への権限
移譲

経済産業大臣の登録を受けた登
録電気工事業者等に対する危険
等防止命令を国から都道府県へ
権限移譲し、電気工事による危険
及び障害の発生の防止のための
措置が、より迅速かつ確実に行わ
れるようにすることを求める。

経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者及び経済産業大臣へ通知し
た通知電気工事業者（みなし登録電気工事業者及びみなし通知電気工事業者
を含む。以下、「経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者等」という。）
に対する危険等防止命令を、国から都道府県へ権限移譲し、電気工事による
危険及び障害の発生の防止のための措置が、より迅速かつ確実に行われるよ
うにすることを求める。
【制度改正の必要性】
電気工事による危険及び障害の発生の防止のための措置が、より迅速かつ確
実に行われるようにすること。
【具体的な支障事例】
都道府県は、電気工事による危険等を経済産業大臣よりもいち早く覚知可能だ
が、実質的に、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者等に対しての
み、当該都道府県知事が直接、危険等防止命令等の措置を行い得ず、波及事
故等が懸念される。また、経済産業大臣が届出又は通知の受理を行うみなし
登録電気工事業者及びみなし通知電気工事業者に対しては、経済産業大臣に
よる危険等防止命令と重ねて、都道府県知事による建設業法に基づく必要な
指示又は営業停止命令が出される場合があり、建設業法と電気工事業法の関
連性を鑑みても、非合理的である。
【懸念の解消策】
危険等防止命令を全て国から都道府県へ権限移譲した場合に想定される懸念
については、建設業法の例に倣って国と都道府県の双方に権限付与すること、
加えて登録電気工事業者等に関する情報を、経済産業大臣を介して関係都道
府県知事が共有する仕組みを整備することにより、解消可能と考えられる。

電気工事による危険及び障害の発生の防止のための措置について、より迅
速かつ確実な実施が図られる。

電気工事業の業務の
適正化に関する法律
第27条

経済産業省 山梨県

県は、明確な基準、規定をもって、事業者に対し効果的・効率的に指導を行
うことができ、PCB廃棄物の期限内処理の徹底に寄与することとなる。

ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の
推進に関する特別措
置法、電気事業法

経済産業省、環境省 神奈川県ＰＣＢ廃棄物等の処分については、期限が定められており、自治体はその処理
に向けて事業者に対する指導を行う権限が付与されている。
しかしながら、ＰＣＢ含有・非含有の濃度基準が示されていない場合や、廃棄・
処分に関する規定がないため、ＰＣＢ廃棄物や使用製品の適正な処理に向け
ての指導が困難な状況である。
具体的な支障として、下記の２点が挙げられる。
電気機器については、ＰＣＢ汚染物に係るＰＣＢ含有・非含有の濃度基準として
0.5mg/kgという数値が示されている一方、これ以外のＰＣＢ汚染物については
具体的な数値は示されず、「検出されない」という表現にとどまっている。このた
め、分析業者や分析方法において設定される定量下限値によって、検出される
場合とされない場合がありえることとなり、適切な指導ができない。
高濃度ＰＣＢ使用製品の廃棄、処分については、電気事業法及びＰＣＢ特措法
に具体的な規定がある一方、使用中の低濃度ＰＣＢ使用製品については、廃
棄・処分に係る規定がない。そのため、明確な根拠に基づき、使用中の低濃度
ＰＣＢ使用製品について、廃棄・処分に向けた行政指導等を行うことが困難であ
る。
上記基準や処分に関する規定がないことにより、ＰＣＢ廃棄物の不適正処理や
期限内処理の未完了といった問題が生じ、これらに対する行政指導や改善命
令、代執行の案件が増加することが懸念される。
なお、ＰＣＢ廃棄物等の処分については、全国的な問題であり、自治体間で対
応を異にすべきものではなく、地方独自で基準や制度を設けることはなじまな
い。

81 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 ＰＣＢ廃棄物等の処分
に係る規定の明確化

県が事業者に対し、効果的・効率
的に指導を行いＰＣＢ廃棄物の期
限内処理の徹底をさせるため、指
導の基準、規定の明確化を求め
る。

青森県、八戸
市、仙台市、秋
田県、福島県、
いわき市、埼玉
県、さいたま市、
川越市、千葉
県、船橋市、柏
市、横浜市、富
山県、福井県、
山梨県、京都
市、大阪府、堺
市、八尾市、兵
庫県、神戸市、
鳥取県、山口
県、徳島県、福
岡県、北九州
市、大分県、宮
崎市

○低濃度ＰＣＢ廃棄物または使用機器については、銘板等での判断が不可能であるた
め、分析機関による分析が必須となり、本市では定量下限値未満であった場合はＰＣＢ
廃棄物または使用機器ではないと判断している。しかしながら、定量下限値については
各分析機関により異なるため、同一の機器でも判断が異なる可能性がある。特に、現在
使用中の電気機器については、ＰＣＢの有無によって交換の要否が決まり、交換が必要
な場合は、その処分費用や代替機器の購入等、事業者の費用負担が大きくなる。ＰＣＢ
の有無が事業活動に大きな影響をもたらすこととなるため、事業者を指導するにあたり、
全国一律の基準が必要であると考える。
○PCB汚染物のうち塗膜くずに関しては、PCB含有・非含有の入口基準が設けられてい
ないため、「PCBに汚染されていないこと」がPCB非含有の判断基準となり、分析結果の
「ND」をもって非含有とは判断できず、分析を行えば高濃度もしくは低濃度PCBのどちら
かでの処分となり、非含有として処分することができない状況にある。また、国から塗膜
に関するガイドライン等が出ていない中で、調査対象とすべき塗料の年代や使用構造
物、分析方法が定められていないため、塗膜の剥離工事のみならず施設や設備の撤去
工事においても、どの範囲まで調査が必要か判断できない状況にある。また、シーリン
グ材においては、日本シーリング材工業会の判断フローを参考に指導を行っているが、
塗膜くずと同様に入口基準が設けられていないため、第二次判定で分析を行えば、高濃
度もしくは低濃度PCBのどちらかで処分せざるをえない。PCB汚染物においては高濃度
PCBが検出された事例もあると聞くので、所管部局が速やかに調査・工事を行えるよう
早急にガイドライン等を出していただきたい。
○提案団体と同様の支障が生じている。特に、橋梁等の塗膜やシーリング材（可塑剤）
がＰＣＢ汚染物であるかどうか判定する基準についての問合せが多いが、塗膜やシーリ
ング材がPCB汚染物に該当するかどうか判定する基準（いわゆる入口基準）が明確でな
いために指導に苦慮している。PCB処理物に関する判定基準（廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行規則第１条の２第４項：いわゆる出口基準）を、PCB汚染物を判定する
入口基準に準用してよいかどうか示していただきたい。加えて、PCB塗膜を剥離した後の
鋼材がPCB汚染物に該当するか否か判定する基準（卒業基準）がなく、指導に苦慮して
いるので、卒業基準及びその分析方法を明確に示していただきたい。
○平成28年実施のＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査（市内の電気工作物を対象としたも
の。）の結果によって，低濃度ＰＣＢ使用製品を所有している事業者等が市内に１５業者
程度存在していることが判明した。現状では，法的根拠がないため，当該業者への適切
な指導が難しい状況にある。
○ＰＣＢ汚染物の基準について、本県でも、ＰＣＢを含む橋梁の塗膜くずの扱いについて
検討した事例があり、他県照会をしたが自治体により扱いが異なる状況が判明した。排
出事業者、処理業者も所在地により扱いが異なることは混乱すると考えられるので、全
国一律の基準を設けることが望ましい。使用中の低濃度ＰＣＢ機器の対応については、
高濃度ＰＣＢ使用電気機器と異なり、廃棄に係る明確な規定がないため、ＰＣＢ廃棄物の
掘り起こし調査を進める中で、業者や電気主任技術者から「使用をやめて平成３９年３月
末までに廃棄する必要があるのか」という問い合わせが多いことは事実である。３９年の
期限後に低濃度ＰＣＢ含有機器であることが判明した場合のことを考えると、高濃度と同
様に処分等対応方針が定まっていることが望ましい。
○（１）使用中の低濃度ＰＣＢ含有製品は、ＰＣＢ特措法に処分期限が規定されておら
ず、その処分は努力義務となっている。このため、現在の特措法では当該ＰＣＢ含有製
品が処理期限経過後も使用可能と読めることから、期限内に処分するよう法的根拠を
もって指導することが難しく、対応に苦慮するケースがある。
（２）電気機器以外のPCB汚染物には、PCB廃棄物の基準は、「検出されないこと」とされ
ており、具体的な数値基準が定められておらず、分析業者や分析方法ごとに定量下限
値が異なることから、適切な指導が難しい。
（３）橋梁塗膜は、原料の有機顔料中に非意図的に副生ＰＣＢが生成するケースが確認
されているが、化審法の運用で顔料中のＰＣＢ含有量がＢＡＴレベル以下であれば、流通
が認められている。このため、新しい塗膜からもＰＣＢが検出される可能性があり、低濃
度ＰＣＢ含有の橋梁塗膜の除去を進めるうえで支障となっている。
一方、上記の化審法の運用を踏まえて事務連絡（※）が発出されており、ＢＡＴレベル以
下の有機顔料は、廃棄物となってもＰＣＢ特措法の対象外であるとされ、地方環境事務
所から塗膜についても当該事務連絡が適用されるとの回答を得ている。しかし、現状で
は低濃度ＰＣＢ含有塗膜くずは、ＰＣＢ廃棄物として特措法に基づき処分されていること
から、当該塗膜くずについて、取扱いに疑問が生じている。（※）平成２４年１２月１０日付
「ＰＣＢを含む有機顔料に関するポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法の適用について」上記のPCB該当性に係る基準や使用中製品の処分義
務、塗膜の取扱いが不明瞭であることにより、期限内に処分が完了しないおそれがあ
り、指導や改善命令等の増加が懸念される。以上のことから、PCB汚染物に係る基準値
の設定及び低濃度PCB含有製品の期限内処分について明確化される必要がある。ま
た、塗膜については、化審法の運用も含めて、今後の取扱いについて明示されたい。
○ 電気機器を除くPCB汚染物に係るPCB含有・不含有の濃度基準については具体的に
示されておらず、「検出されない」という表現にとどまっている。この「検出されない」場合
における下限値の判断について環境省に確認したところ具体の数値については決まっ
ておらず、どこまでの分析を求めるかについては各自治体の判断に任せるとのことで
あったが、PCB廃棄物の確実かつ適正な処分の観点からは、国において具体的な基準
を示すべきであり、現状では低濃度PCB汚染物に係る適正な指導ができない。
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区分 分野 団体名 支障事例

具体的な支障事例
管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

団体名制度の所管・関係府省
その他

(特記事項)
求める措置の具体的内容

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

220 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 容器包装リサイクル
制度における市町村
による選別作業の省
略

容器包装リサイクル制度における
市町村による選別作業を省略す
ることにより、市町村の処理費用
低減及び中間処理費用の合理化
を図ることを求める。

容器包装リサイクル制度では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
等に関する法律第６条及び第10条を基に市町村が分別収集の一環として選別
作業を行うとともに、再商品化事業者も再商品化工程の中で重ねて選別作業を
行っている。本提案では、市町村による選別作業を省略し、再商品化事業者が
行う選別作業へ一体化することにより、市町村の処理費用低減及び中間処理
費用の合理化を図ることを求める。
【具体的な支障事例】
選別作業を一体化する場合と比べて、市町村の処理費用が嵩んでいる。
また、中間処理費用が嵩むことにより、再商品化の促進を阻害する要因の一つ
となっている。
【制度改正による懸念点】
市町村によっては、諸般の事情により選別作業の一本化を必ずしも望まない場
合が想定されるため、地域の自主性により選択的に制度を適用することが出来
るようにする必要があると考えられる。

市町村が負担する処理費用が低減するとともに、中間処理費用の合理化に
より再商品化の促進が期待できる。

容器包装に係る分別
収集及び再商品化の
促進等に関する法律
第６条・第10条

経済産業省、環境省 熊本市 北本市、神奈川
県、川崎市、相
模原市、軽井沢
町、名古屋市、
豊田市、稲沢
市、京都市、大
阪市、堺市、兵
庫県、岡山市、
北九州市

○本市においても、容器包装リサイクル法に基づきプラスチック製容器包装の分別収
集・リサイクルを実施している。プラスチック製容器包装は市民による分別排出であり、
一定の異物混入はやむを得ない中で、同法では、（公社）日本容器包装リサイクル協会
による品質検査（異物混入の有無など）があり、判定内容によっては同協会による引取り
が中止となる可能性がある。そのため、多額の費用をかけて選別等の中間処理を民間
事業者に委託しており、その負担は非常に大きい。（平成28年度には一度Ｄ判定を受
け、再検査でＤ判定であった場合引取り中止になる事態が生じたことから、職員による選
別作業や市民への啓発チラシの全戸配布など、多大な労力と費用を要した。）提案内容
のとおり、再商品化事業者も再商品化工程の中で重ねて選別作業を行っており、二重の
手間がかかっていることから、市町村による選別作業を省略し、再商品化事業者が行う
選別に一本化し、合理的な制度構築が図られるべき。
○選別作業を市町村と再商品化事業者の間で二重に行われる非効率な仕組みは大き
な問題であり、今後、より一層リサイクルを進めていくためには、社会全体のコスト低減
を図り、制度の持続可能性を高めていく必要がある。本市では、平成29年11月にプラス
チック資源の一括回収・選別合理化の環境省モデル実証事業を実施したが、市町村に
よる選別作業を省略し、再商品化事業者で選別作業を一本化しても、再商品化工程に
支障がなく、リサイクルするうえで問題が生じない結果となった。こうしたことから、再商
品化の工程において、選別作業を市町村と再商品化事業者の間で二重に行っている状
況について、平成29年度に実施した実証事業の結果を踏まえ、市町村における選別保
管の必要性を含めた見直しを早急に図ることを求める。
○当市では、市処理施設によって、破袋後、選別・圧縮作業を行い、再商品化事業者に
引き渡しています。再商品化事業者によっては、再度選別作業を行っているため、提案
について賛同します。なお、法第２条第６項の「分別基準適合物」の定義についても関係
すると考えます。また、指定法人の引取りガイドラインにおける「収集袋の破袋」も見直さ
れることで、効率よく再商品化されると考えます。

298 Ａ　権限移譲 産業振興 小規模事業者支援法
に基づく経営発達支
援計画に係る経済産
業大臣の認定権限の
都道府県への移譲

商工会及び商工会議所による経
営発達支援計画に係る経済産業
大臣の認定権限について、都道
府県知事に移譲する。

【支障事例】
経営発達支援計画の認定を受けた団体であっても、認定計画に基づく伴走型
補助事業の補助額ゼロ査定を受けることもあり、その理由も示されないため、
着実な計画実施に大きな支障をきたす恐れがある。
【制度改正の必要性】
現在、県内の承認計画団体は８割を超え、計画認定の意義は着実な事業実施
とＰＤＣＡ管理に移行されているが、国において、膨大な数の計画のきめ細かな
管理を行うことは困難と考えられるため、基盤整備計画の例と同様に都道府県
が認定し、ＰＤＣＡ管理することが望ましい。
【新たな情勢変化】
国において経営発達支援計画も含めた小規模事業者政策の見直しが検討され
ているほか、未来投資戦略2018においても、小規模事業者に対する「都道府
県、市町村とも連携した地域一体となった支援体制の強化・確立を目指す」こと
とされている。

【権限移譲による効果】
複数の都道府県で、商工会等が地域や地域内小規模事業者等がどうある
べきかという中期的な目標を策定し、目標達成に向けて効果的に事業を実
施させ、目標達成状況について評価する事業評価システムを実施しており、
財源措置と合わせた移譲により地域の実情に精通した都道府県が認定する
ことで、適切なＰＤＣＡ管理が可能になる。
なお、経営発達支援事業の実施に伴い、現行の認定計画に対する伴走型補
助金の財源と、商工会・商工会議所の人員増に対応するための人件費に対
し、十分な財源措置が必要。
【懸念と対応策】
計画認定の状況が異なることにより権限移譲を希望しない都道府県がある
場合には、手挙げ方式の採用により、希望する都道府県へ順次、権限移譲
を行っていく方法も考えられる。

商工会及び商工会議
所による小規模事業
者の支援に関する法
律第5条
同法施行令第3条

経済産業省 広島県、宮
城県、三重
県、愛媛
県、中国地
方知事会

富山県、大分県 ○本県でも提案団体と同様、経営発達支援計画の認定を受けた団体であっても、認定
計画に基づく伴走型補助事業の補助額ゼロ査定を受ける事例があり、着実な計画実施
に大きな支障をきたすおそれが生じている。
○地域を支える小規模事業者の活性化に向けては、県・市町村と商工会・商工会議所
が一体となって取り組むことが不可欠である。このため、小規模事業者支援法を見直し、
小規模事業者やその活動を後押しする商工団体支援に当たって県と市町村の役割を明
確化し、併せて、この見直しを踏まえた伴走型補助金の十分な予算確保を行うとともに、
地方交付税措置などの財政支援を拡充することになれば、法改正の意味があるため、
左記の意見に賛同する。

312 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 容器包装リサイクル
制度における市町村
による選別作業の省
略

容器包装リサイクル制度における
市町村による選別作業を省略す
ることにより、市町村の処理費用
低減及び中間処理費用の合理化
を図ることを求める。

容器包装リサイクル制度では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
等に関する法律第６条及び第10条を基に市町村が分別収集の一環として選別
作業を行うとともに、再商品化事業者も再商品化工程の中で重ねて選別作業を
行っている。本提案では、市町村による選別作業を省略し、再商品化事業者が
行う選別作業へ一体化することにより、市町村の処理費用低減及び中間処理
費用の合理化を図ることを求める。
【具体的な支障事例】
選別作業を一体化する場合と比べて、市町村の処理費用が嵩んでいる。
また、中間処理費用が嵩むことにより、再商品化の促進を阻害する要因の一つ
となっている。
【制度改正による懸念点】
市町村によっては、諸般の事情により選別作業の一本化を必ずしも望まない場
合が想定されるため、地域の自主性により選択的に制度を適用することが出来
るようにする必要があると考えられる。

市町村が負担する処理費用が低減するとともに、中間処理費用の合理化に
より再商品化の促進が期待できる。

容器包装に係る分別
収集及び再商品化の
促進等に関する法律
第６条・第10条

経済産業省、環境省 指定都市市
長会

神奈川県、相模
原市、軽井沢
町、豊田市、稲
沢市、大阪市、
兵庫県、北九州
市

○選別作業を市町村と再商品化事業者の間で二重に行われる非効率な仕組みは大き
な問題であり、今後、より一層リサイクルを進めていくためには、社会全体のコスト低減
を図り、制度の持続可能性を高めていく必要がある。本市では、平成29年11月にプラス
チック資源の一括回収・選別合理化の環境省モデル実証事業を実施したが、市町村に
よる選別作業を省略し、再商品化事業者で選別作業を一本化しても、再商品化工程に
支障がなく、リサイクルするうえで問題が生じない結果となった。こうしたことから、再商
品化の工程において、選別作業を市町村と再商品化事業者の間で二重に行っている状
況について、平成29年度に実施した実証事業の結果を踏まえ、市町村における選別保
管の必要性を含めた見直しを早急に図ることを求める。
○当市では、市処理施設によって、破袋後、選別・圧縮作業を行い、再商品化事業者に
引き渡しています。再商品化事業者によっては、再度選別作業を行っているため、提案
について賛同します。なお、法第２条第６項の「分別基準適合物」の定義についても関係
すると考えます。また、指定法人の引取りガイドラインにおける「収集袋の破袋」も見直さ
れることで、効率よく再商品化されると考えます。
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国土交通省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

16 Ｂ　地方に対する
規制緩和

運輸・交通 地方公共団体による
道路整備に伴う踏切
新設の際の運用の見
直し

　地方都市において、地方公共団
体が道路管理者として道路整備
を行うにあたり、道路法第31条に
基づき、道路と鉄道が交差する場
合は、工事の施行方法及び費用
負担について、鉄道事業者とあら
かじめ協議・成立させることとなっ
ている。一方で平面交差が認めら
れ、踏切を新設するに至った場
合、既存の踏切を除却するよう全
国一律の対応を求められるため、
調整に多大な時間を要する。
  迅速な道路整備が可能となるよ
う、鉄道の運行回数や自動車の
通行量等地域の実態、地方公共
団体と鉄道事業者の協議状況を
考慮するなど、柔軟に対応された
い。

【支障事例】
　道路と鉄道の交差は原則立体交差ではあるが、多額の事業費、事業期間を
要する。
　道路の交通量又は鉄道の運転回数が少ない場合、道路と鉄道の平面交差は
認められているが、運輸局側からは、鉄道の運行本数に関わらず、踏切の存
在そのものに事故危険性等の不安を感じていること及び、「踏切道の拡幅に係
る指針」において踏切道の統廃合を推進していることから、法に明記されている
ものではないが、踏切を新設する際には、別の箇所の踏切除却を求められてい
る。
　道路整備に伴い新規に踏切を設置する場合、鉄道事業者との協議のほか、
踏切の除却箇所の選定・地元住民との調整（合意書）が必要となり、事業実施
までに相当期間を要する（浜松市においては、計画策定から踏切除却の合意
に至るまで約10年要した）。
【懸念の解消策】
　当市を初めとした地方都市では、都市部と異なり、鉄道の運行回数が非常に
少ない鉄道（１本／１H）もあるため、踏切の新設時の条件としては、全国一律
ではなく、鉄道の運行回数や自動車の通行量等地域の実態、自治体と鉄道事
業者との協議状況を考慮したうえで、都市部と地方部と異なる運用とする等、
個別に判断されたい。

　都市部と地方部とで異なる運用とすること等により、踏切の新設の際に踏
切の除却が一律の要件とならなければ、踏切の除却箇所の調整に時間を割
くことなく円滑に事業を進めることができる。

道路法第31条第１項
鉄道に関する技術を
定める省令第39条

国土交通省 浜松市、熱
海市、御殿
場市

桶川市、京都
市、廿日市市、
愛媛県、松浦市

○交通安全対策の中で踏切改良が必要な箇所は存在しているが、提案にある同様な理由
で事業が進んでいない。少数利用者の踏切であっても既に地域に根ざした踏切となってお
り、改良条件に伴う廃止は合意形成を図るうえで非常にハードルが高い条件となっている。
○ 踏切道の拡幅については、踏切の統廃合が前提とされているため、本市においても、容
易に進まない状況があり、運用の見直しの必要性はあると認識している。
○当市における鉄道も運行回数が少ないものの、道路整備における新たな鉄道との平面交
差については、別の箇所の除却を要し、調整に不測の時間を要するなど同様の事例がある
ことから、同様の措置を求めたい。
○過去に、都計道の整備及び区画整理事業により踏切道の統廃合が進められてきた。今
後、踏切を拡幅する際に、別の個所の踏切除却を求められても、困難であるため、柔軟に対
応されたい。
○踏切の拡幅においては、既存踏切の利用実態や地域内道路の位置付け等から、除却で
きる踏切が無いため、協議・調整が進まず、踏切道の安全対策等に支障が生じている。
○県道改良で2車拡幅する際に、「踏切拡幅指針」に基づき、鉄道事業者と協議を行い、県
内のいずれかの踏切を対象に除却を求められるが、地域の合意を得られないことがほとん
どである。
　この場合、除却の代替策として、「踏切拡幅指針3.（2）①」での鉄道事業者側による“踏切
道拡幅=安全性低下”との解釈により、県内全ての踏切を対象に安全性が低下しないよう、
拡幅する当該踏切以外の踏切に対し、4種踏切の1種化(遮断機の設置)から、障害物検知装
置の追加設置を最低限として、いずれかの対応を求められている。
　本県においても都市部に比べると、鉄道の運行回数は少なく、鉄道事業者側による「踏切
拡幅指針」の解釈“踏切拡幅=安全性低下”とは一概には言えない場合もあると思われ、本
提案のとおり、地域の実態から都市部とは異なる運用等、地域の実情に応じ個別判断でき
る指針の運用に見直し願いたい。

32 Ａ　権限移譲 運輸・交通 鉄道事業・一般乗合
旅客自動車運送事業
の輸送実績報告等受
理事務の国から都道
府県への移譲（経由
先の変更）

　鉄道事業者は鉄道事業等報告
規則に基づき、事業報告書及び
鉄道事業実績報告書の国への提
出が義務付けられており、一般乗
合旅客自動車運送事業者につい
ても旅客自動車運送事業等報告
規則に基づき、事業報告書及び
輸送実績報告書の国への提出が
義務付けられているが、地域の公
共交通の維持・確保の取組のた
め、都道府県が希望する場合に
は、輸送実績報告等の報告に関
し、都道府県を経由して国土交通
大臣に提出する方法を都道府県
が選択できるよう変更を求める。

【現状】
　鉄道事業等報告規則第２条により、鉄道事業者は事業報告書及び鉄道事業
実績報告書を、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方
運輸局長にそれぞれ一通提出しなければならないとされている。同様に、旅客
自動車運送事業等報告規則第二条により、一般乗合旅客自動車運送事業者
は事業報告書及び輸送実績報告書を、国土交通大臣及びその主たる事務所
の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長にそれ
ぞれ一通提出しなければならないとされている。
【支障事例】
　地域公共交通施策において、地方公共団体が担う役割・責務が交通政策基
本法第９条で示されている一方、地方公共団体は鉄道事業者やバス事業者が
国へ報告している路線ごとの実績等の情報を知り得ず、どの区間がどの程度
赤字なのか、どの程度輸送人員があるかなど、地域交通の実態が把握できな
いため、需要喚起策を講じる・補助金等の財政補てんを検討するといったよう
な、路線の維持等に必要な施策を進めることができない。
　また、法的根拠等がなければ、事業者も情報提供の協力に応じないのが現
状であり、直接の経由が困難ならば、路線の維持に必要な施策実施を目的とし
て地方公共団体側が求めた場合に情報提供を受けることができるような枠組
みを構築されたい。

　実績情報を入手（共有）することにより、事業者ごとの経営状況の把握、地
域ごとの運送収入・収支率の把握ができれば、当該地域の交通網の維持・
健全化に必要な施策を、適切な時期にとることが可能になる。

鉄道事業等報告規則
第2条・第4条
旅客自動車運送事業
等報告規則第2条・第4
条
交通政策基本法第９
条

国土交通省 千葉県 新潟県、岡山
県、筑後市、宮
崎市

○バス事業者に対し、利用人数などのデータを求めているが、提供していただけない状況で
ある。
　制度改正されれば、上記などのデータも得られ、交通政策にも寄与すると思うが、バス事
業者の理由としては、経営の部分で明らかにされたくないところもあるようなので、その部分
では一定の配慮が必要と思われる。
○鉄道事業において路線維持のための地域自治体やまちづくりとの連携が求められている
ものの、乗降実績等の情報が開示されないため実情把握や目標設定が立て難い。
○当県においても、特に、バスに係る情報について、地域の実態を把握するため、国に対し
て情報提供を求めたが、提供を断られた事例があった。
同一県内においても都市部や農村部等各地域によって動向が異なることが想定されるた
め、地方自治体が地域公共交通に係る施策を実施するにあたり、実態を把握するために必
要な情報が得られるような仕組みを構築されたい。
○県を経由する必要はないが、情報を提供してもらいたい。
○都道府県のみならず，市町村においても同様の支障がある。バス事業者からの路線廃止
の表明は直前にしか行われず，廃止日までの短い期間に地域住民や関係者の理解を得る
ことは難しい状況である。バス事業者から路線廃止の表明がされてから対策を講じるので
は，地域住民や関係者との調整が難航することが予想されることから，事前に路線ごとの経
営状況を把握し対策の検討を行う時間を確保するためにも，国が市町村に対して輸送実績
報告書等の開示ができるよう制度改正を求める。
○多くの地方自治体においては、少子高齢化及び都市部への人口流出により人口減少が
喫緊の課題となっている。この人口減少がもたらす影響に対応するため、限られた情報のな
かで、公共交通網の維持・健全化対策及びコンパクトな街形成に資する施策検討等を実施
をしているが、公共交通の情報を得ることは、現状把握をするために極めて重要である。
　このため、情報を必要とする地方公共団体が情報提供を受けることができるような枠組み
の構築をお願いしたい。

Ｂ　地方に対する
規制緩和

6 航空法第132条、第
132条の２、第132条の
３
航空法施行規則第236
条、第236条の２、第
236条の３、第236条の
６
無人航空機の飛行に
関する許可・承認の審
査要領

　許可なく飛行訓練を行うことが可能となることにより、実災害に近い屋外で
の操縦経験を多く積めることで操縦能力の向上が期待でき、安全性の向上
に繋がる。
　許可・承認取得者の増加による完全管理体制の充実及び操縦隊員の負担
軽減が可能となる。
　また、許可・承認に必要な飛行時間実績の短縮が可能となれば、実災害で
の飛行が想定される屋外での飛行経験を早い段階で積むことが可能とな
る。

【支障事例】
　当市消防局では、無人航空機の操縦者の確保のため、人事異動により毎年
操縦士の育成が必要となるが、市の約９割が人口集中地区である川口市で
は、許可等を受けていない操縦者の屋外での訓練場所の確保に困難を極めて
いる。（※許可・承認の要件に１０時間の飛行経験が必要となる。）
　また、無人航空機（ドローン・ラジコン等）の飛行に関するＱ&Ａにて、「無人航
空機が飛行範囲を逸脱することがないように四方及び上部がネット等で囲われ
ている場合は、屋内とみなすことができるため、航空法の規制の対象外」となる
旨定められているものの、現在人口集中地区内で確保している練習場４か所
はいずれも上部にネットを敷設することが困難であり、条件を満たすことができ
ない。
　過去２年間許可等申請を行ってきたが、10時間の飛行経験を積むために、人
口集中地区外の郊外まで移動しなければならず、通常業務や訓練と平行して
の実施となるため、平成28年度は６か月、平成29年度は10か月の期間を要し
た。

　地方公共団体が災害時等に飛
行させることを目的に行う無人航
空機の飛行訓練については、人
口集中地区でもフェンス等で囲ま
れた場所で、安全を確保し、かつ
無人航空機の飛行状況及び周囲
の気象状況等を常に監視できる
補助者の立ち合いがあった場合
に限り、許可を不要とすること。
　また、災害時の飛行を目的とす
る無人航空機の飛行訓練に係る
許可・承認については、必要な飛
行時間の実績を短くすること。

地方公共団体が実施
する災害時使用を想
定した無人航空機の
飛行訓練時の区域規
制や条件の緩和

運輸・交通 ○大都市近郊においては飛行訓練を実施する地域が少ないため、郊外で飛行訓練を行う必
要がある。
　また、無人航空機の飛行に関する許可・承認審査要領（平成30年1月31日国土交通省航
空局長通知）5－6にかかげる「多数の者の集合する催し場所上空における飛行の場合」に
ついての基準は当府主催の防災訓練等緊急時の利用を想定した催しについても運用の可
能性を狭め、防災用としての活用性を狭めることになるため、防災訓練等緊急時の利用を想
定した催しについても基準を緩和するべきである。
○当市も、災害対応や消防団活動(行方不明者捜索等)に無人航空機(ドローン)の活用を考
えているが、操縦者の育成に多くの訓練を必要とし、許可・承認に煩雑な手続きと多くの時
間を要することは、大変負担が多いと考えられるので、左記の提案事項に賛同します。
○当市においては、無人航空機を２機保有しており、操縦隊員を継続的に育成する必要が
あるが、操縦訓練場所の確保に苦慮している状況である。
　当市が管理する屋外消防訓練場があるが、DIDに該当するため、予め許可申請が必要で
あり、かつ現に操縦資格を有する隊員に限られることから、資格のない隊員の操縦訓練には
使用できない。
　しかしながら、当該訓練場は、１辺が１００ｍ以上あり、かつ４方をフェンスで囲っており十分
な安全確保が可能であると考えられるため、有資格者が立会い、かつ安全管理要員を配置
するなど、一定の条件を満たす場合は、資格のない隊員の操縦訓練ができるよう規制緩和
を行うこと。
○本県においてこれまで支障事例はないが、将来的には同様の支障が生じる可能性がある
ため、左記提案事項に賛同する。災害時とはいえ、飛行範囲の安全は確保する必要がある
ため、左記のような条件を付すことは必要と考える。
飛行時間実績の短縮についても、提案事項に賛同するが、適切な時間をどの程度にすべき
かの検討は必要と考える。
○本県においては、３消防本部でドローンの活用事例があり、３消防本部で導入を検討中で
あり、今後導入する本部（市町）が増えることが予想される。
　県内にも人口集中地区（4000人以上／km2）は存在しており、今後、飛行訓練に支障が生
じる可能性がある。

静岡県、京都
府、鳥取県、宇
和島市、宮崎市

川口市国土交通省
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39 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土木・建築 水管理・国土保全局
所管補助事業等に係
る財産処分承認基準
における包括承認事
項の拡充

水管理・国土保全局所管補助事
業等により取得した財産について
目的外使用を行う場合、地方整
備局長等に対して財産処分承認
申請書を提出し、承認を受けなけ
ればならない。
一方、補助事業者等のうち地方
公共団体が一定の条件下で行う
財産処分については、地方整備
局長あて財産処分報告書の提出
をもって承認があったものとみな
される。（包括承認）
当該包括承認ができる事項とし
て、「災害対応等緊急性が認めら
れる場合」を追加する。

【現行制度】
水管理・国土保全局所管補助事業等により取得した財産について目的外使用
を行う場合、地方整備局長等に対して財産処分承認申請書を提出し、承認を受
けなければならない。
一方、補助事業者等のうち地方公共団体が一定の条件下で行う財産処分につ
いては、地方整備局長あて財産処分報告書の提出をもって承認があったものと
みなされる。（包括承認）

【支障事例】
平成30年1月11日から14日にかけての大雪（金沢市では7年ぶりに60㎝超の積
雪を記録）により、市内の雪捨場沿道の除雪が追いつかず、圧雪が残ったまま
であったため、運搬排雪車両の円滑な通行に支障を来した。
これを受け翌15日、主要幹線道路に隣接し、広大な緩衝緑地帯を持つ犀川左
岸（さいがわさがん）浄化センターを新たな雪捨場とすることが適当と判断し、財
産処分承認申請書を北陸地方整備局長に提出し、同局担当者へ一報のうえ承
認を待たずに同日夜より雪捨場としての使用を開始した。その後、同月25日付
で承認がなされた。
（１）雪捨場の開設準備、排雪運搬業者への連絡等の対応を行う中で、申請書
類作成などの財産処分承認申請に係る事務が発生したことから、迅速な道路
除雪の実施に支障を来した。
（２）申請から承認までの10日間は当該財産処分に法的根拠がない状態であ
り、法順守や事故時等の責任関係の観点から、地方公共団体として不安定な
立場に置かれた。

【制度改正による効果】
（１）迅速な道路除雪の実施が可能となる。
（２）財産処分に係る法順守が徹底される。

【参考】
農林水産省の財産処分承認基準には「補助対象財産の一部を利用する場
合であって、その利用が補助目的の一部として想定されておらず、補助対象
財産の機能等を損なうことのない場合には、補助目的に反しない利用となる
ことから、財産処分には該当せず、本基準に定める手続を経ることを要しな
い。」との規定があり、本件に置き換えた場合は報告すら不要となる。当該承
認基準を参考にされたい。

・補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第22条
・水管理・国土保全局
所管補助事業等に係
る財産処分承認基準
（国土交通省水管理・
国土保全局長通知）２
（１）

国土交通省 石川県 － ○本市においては、平成２９年度の豪雪を受け、排雪場の確保は非常に重要であると考え
ており、今後の大雪に備え、あらかじめ多数の排雪場を確保することとしている。
しかし、想定外の豪雪で、あらかじめ確保した排雪場だけでは不足が生じ、緊急的に別の排
雪場を確保することとなった場合等、制度改正は有効であると考える。

59 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 中小企業等協同組合
からの暴力団排除の
ための中小企業等協
同組合法の改正

中小企業等協同組合から暴力団
を排除することができるよう、条例
委任又は法改正による暴力団排
除条項の追加を行うこと。

【支障】
近年、暴力団排除条例の制定等により暴力団の排除のための施策が全国的
に進んでいる中、中小企業等協同組合についても全国中央会が定める定款参
考例へ暴力団排除の条文が加わったところである（平成27年）。
しかし、中小企業等協同組合法には暴力団排除規定が置かれておらず、認可
庁としては暴力団と関わりのある組合の認可を拒否したいが、法律上での明確
な根拠がないことが支障となり、排除することが難しい。また、警察への暴力団
照会も、法律上での明確な根拠がないために行えない状況である。
【改正の必要性】
反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要
があり、犯罪対策閣僚会議の「「世界一安全な日本」創造戦略」においても、「各
種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。ついては、他
法律（貸金業法や水産業協同組合法など）と同様に、中小企業等協同組合法
にも暴力団排除規定を追加することを求める。

中小企業等協同組合
法

警察庁、金融庁、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

石岡市、川崎
市、綾瀬市、奈
良県、愛媛県、
熊本市、大分県

○今後支障事例が生じる可能性は高いこと、また、暴力団排除が社会全体の課題であるこ
とや貸金業法など類似法令との整合性から改正が必要である。
○反社会的勢力排除を徹底する上で、中小企業等協同組合法への暴力団等排除規定の追
加は必要不可欠であると考えられる。
○本県においても、他県と同様、仮に暴力団関係者から組合設立の認可申請があった場
合、認可を拒否する法令上の明確な根拠がないことから、法改正の必要性があると考える。
○認可の根拠法である中小企業等協同組合法において、明確な排除規定がないことから、
法に基づいて暴力団と関わりのある組合の認可を拒否することは、難しいと考える。暴力団
排除条例の制定等により、県レベルの施策として暴力団の排除が全国的に進む中、組合等
団体における企業倫理を遵守する意味でも、法において排除規定を定めることに賛同する。

75 Ｂ　地方に対する
規制緩和

運輸・交通 地域間幹線系統確保
維持費国庫補助金に
係る生活交通確保維
持改善計画の記載事
項の簡素化

地域間幹線系統確保維持費国庫
補助金（以下「補助金」という。）の
申請に係る、生活交通確保維持
改善計画（以下「計画」という。）に
おいて記載することとされている
「地域公共交通確保維持事業に
要する費用の総額、負担者及び
その負担額」（以下「維持事業に
要する額」という。）の、2・3年目分
については、前年度から運行形態
（運行距離、運行回数等）に変更
がないと予定される場合は記載を
不要とする。

【支障事例】
補助金の申請をするためには、それに先立って、行政、交通事業者等で構成す
る協議会が計画を策定・提出し、国土交通大臣の認定を受ける必要がある。こ
の計画による補助の対象期間は１年のみであるが、計画には、向こう3ヵ年の
維持事業に要する額を記載しなければならない。
しかしながら、国庫補助算定額の基準とするのは、１年目の維持事業に要する
額のみと思料される。また、年度ごとで運行形態に変更がない場合、１年目と
２、３年目の維持事業に要する額に生じる差は、曜日配列の違いによるものの
みであり、金額としても補助対象路線１本につき1万円程度のわずかな差であ
る。このように、2年目、3年目の維持事業に要する額を算出する必要性に乏し
い場合でも、当初申請にかかる計画の策定時に、本県では、補助対象路線61
本(平成29年6月現在)の2年目、3年目分の維持事業に要する額を算出する必
要があり、相当の事務負担を要している。

【制度改正による効果】
必要性の乏しい記載を廃止することで、協議会の関係者の負担を軽減し、事
務の効率化を図ることができる。

地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
交付要綱第７条第１項

国土交通省 愛知県 青森県、福島
県、千葉県、石
川県、兵庫県、
岡山県

○２年目、３年目については、結局次年度、次々年度に直近の実績をもとにした単価で算出
し直さねばならず、無駄な作業となっている。
○本県においても３ヵ年計画策定にあたり、事業者へ資料作成を依頼しているが、曜日に
よって運行回数が変わる場合、向こう３ヵ年の曜日ごとの運行日数の振り分けを行う必要が
あり、事業者にも相当の事務負担を要している（平成30年６月現在　補助対象50系統）
また、協議会へ諮る際にも３ヵ年分の資料を配付する必要があり、相当の事務負担を要して
いる。
必要性の乏しい記載を廃止することで、協議会関係者の負担を軽減し、事務の効率化を図
ることが出来ると思われる。
○補助対象事業者が複数ある場合には、事業者ごとに運行ダイヤ（平日、土日休日、休校
日など）の設定が異なるため、必要性に乏しい２ヵ年目、３ヵ年目の事務作業に多大な負担
が生じている。

土地利用（農地除く）Ｂ　地方に対する
規制緩和

73 岡崎市、一宮
市、津島市、小
牧市、愛西市、
豊山町、東栄
町、鳥取県

愛知県国土交通省・国土利用計画法23条
第1項
・国土利用計画法施行
規則第20条第１項及
び第２項

○本市は、国土利用計画法の届出に係る事務に関して、条例による事務処理特例制度によ
り権限移譲を受けている。権限移譲を受ける前は、副本等1部を市で保管していたが、権限
移譲後は正副の届出書２部を保管していることになっている。現状、正本の提出のみで足り
るため、届出者は活用されることのない副本及びその添付書類を作成し、提出していること
になる。そのため、副本の提出義務が廃止されれば、届出者及び市の負担軽減することが
できるため、本市は提案に参画する意向である。
○本市では、国土利用計画法の土地売買等の事後届出（第23条第1項）に係る事務の権限
移譲を受けており、平成29年度は、54件の当該届出に係る事務を行ったが、左記事例のと
おり、活用されることのない副本に係る不要な事務負担が生じている。
○国土利用計画法では、一定の面積要件等を満たす土地売買等の契約を締結した場合
は、対象となる土地が所在する市町村を経由して都道府県に事後届出をすることが義務付
けられ、同法施行規則により、正本（都道府県分）、副本（市町村分）及びそれぞれに添付す
る書類を提出することとなっている。
当該届出に係る事務に関して本市は、愛知県条例による事務処理特例制度により権限移譲
を受けており、正本の提出があれば足りるものの、国土利用計画法施行規則ではこうした場
合の副本の提出についての取扱規定がないため、届出者は活用されることのない副本及び
その添付書類を作成しなければならず、また、当市は正副の届出書等２部を保管しなければ
ならない。（権限移譲を受ける前は、副本等1部を保管。）
届出に係る提出書類を、正本及びその添付書類１部にすることで、届出者及び当市の事務
負担を軽減することができる。
○本市においては、権限移譲を受けているため、事務処理に際して正本の提出があれば足
りるが、正副２部を受付処理している。
　権限移譲を受けている市町村における副本の提出の義務付けを廃止することで、行政側
においては、事務手続き時に正本のみの書類確認で済むため、事務処理時間の短縮につ
ながることに加え、正本の届出書１部を保管すればよいこととなる。一方届出者側において
は、副本を作成する必要がなくなることから、書類作成の負担軽減による行政サービスの向
上も期待される。
○提案のとおり、本県でも同様の事例が生じていると考えられる。権限移譲を受けている市
町村内の届出については、届出書と意見書の写しを県に送付してもらっており、本書は県で
保管していない。

【制度改正による効果】
事後届出に係る権限移譲を受けている市町村においては、届出書の正本及
びその添付書類１部のみを提出すれば足りる、とすることで、届出者及び当
該市町村の事務負担を軽減することができる。

【支障事例】
国土利用計画法では、一定の面積要件等を満たす土地売買等の契約を締結し
た場合は、対象となる土地が所在する市町村を経由して都道府県に事後届出
をすることが義務付けられ、同法施行規則により、正本（都道府県分）、副本
（市町村分）及びそれぞれに添付する書類を提出することとなっている。
当該届出に係る事務に関しては、条例による事務処理特例制度により権限移
譲を受けている市町村※があり、そうした市町村においては正本の提出があれ
ば足りるものの、国土利用計画法施行規則ではこうした場合の副本の提出に
ついての取扱規定がないため、届出者は活用されることのない副本及びその
添付書類を作成しなければならず、また、市町村は正副の届出書等２部を保管
しなければならない。（市町村は、権限移譲を受ける前は、副本等1部を保管。）

※愛知県内では、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、津島市、小牧市、稲沢
市、東海市、大府市、岩倉市、愛西市、豊山町、東栄町及び飛島村（平成３０年
４月現在）

国土利用計画法の土地売買等の
事後届出（第23条第1項）に係る
事務について、条例による事務処
理特例制度（地方自治法第252条
の17の2）により、権限移譲を受け
ている市町村に係る土地売買等
届出書については、副本の提出
の義務付けを廃止する。

国土利用計画法に基
づく土地売買等届出
に係る副本提出の義
務付け廃止
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76 Ｂ　地方に対する
規制緩和

運輸・交通 地域間幹線系統確保
維持費国庫補助金の
うち車両購入費に係
る金融費用について
変動金利を適用した
場合の対応の柔軟化

地域間幹線系統確保維持費国庫
補助金（以下「補助金」という。）の
うち、車両購入費に係る金融費用
（借入金の利息）の補助に関し、
変動金利を適用している場合に
は、「生活交通確保維持改善計画
（以下「計画」という。）に記載する
補助対象経費について、過去一
定期間の金利変動幅や金利の平
均といった根拠をもとに、安全率
を見込んだ数字（上限見込み額）
を記載できるようにする」、「変更
に係る申請は、借入先から利率
変更の通知があってから、速やか
に行うこととし、変更後の金利が
適用される前に計画の認定が間
に合わなかった場合でも、新しい
金利を遡及適用する」といった柔
軟な対応を可能とする。

【支障事例】
補助金の申請をするためには、それに先立って、行政、交通事業者等で構成す
る協議会が計画を策定・提出し、国土交通大臣の認定を受ける必要がある。補
助金には複数の補助対象事業が用意されているが、このうち車両購入費に係
る金融費用（借入金の利息）の補助を受ける場合、計画策定時点の金利によっ
て算出した補助対象経費を記載する必要がある。計画認定後、金利の上昇に
より、補助対象経費が増額となる場合は、あらかじめ国土交通大臣から計画の
変更について認定を受ける必要があり、当該認定申請は、上昇した金利が適
用される１か月前までに提出するよう求められている。（認定申請が間に合わな
ければ、金利上昇による経費増分は補助対象外となる。）
しかし、本県においては、借入先から事業者に対する利率変更の通知は必ずし
も金利適用の１か月前となっておらず（借入先の決まり等に基づく）、申請に係
る手続（協議会の開催など）を考えると、申請期限までに変更申請が間に合わ
ない場合には、補助対象事業者が金利上昇分の補助を受けられない事態が生
じる。また、金利の変動の度に、協議会において関係市町村長や関係バス事
業者代表者等を交えた議論を経て申請を行うことは、大きな事務負担となる。

【制度改正による効果】
金利の上昇局面であっても、補助対象事業者は車両購入費に係る金融費用
について、実態に即した補助金を確実に受け取ることができる。また、補助対
象経費の上限見込み額とすれば、金利が変動してもその度に変更申請を行
う必要がなくなるため、計画策定者である行政、交通事業者等で構成する協
議会の関係者の負担が軽減される。

地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
交付要綱第9条第1
項、同第25条

国土交通省 愛知県 山県市 －

108 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土木・建築 建築基準法第51条た
だし書の許可を要さな
い産業廃棄物処理施
設の規模の見直し

建築基準法第51条ただし書の許
可を要さない産業廃棄物処理施
設の規模の要件を見直し、工業
地域又は工業専用地域内におけ
る廃プラスチック類の破砕施設の
建築に係る手続を簡素化・迅速化
すること

産業廃棄物処理施設については都市計画で敷地の位置が決定されていなけ
れば新築・増築ができないこととされているが、建築基準法第51条ただし書の
規定による特定行政庁の許可を受ければ新築・増築が可能であり、さらに一定
規模以下の施設は同許可を受けることなく、新築・増築が可能となっている。
許可を要さない施設の規模について、特に、廃プラスチック類の破砕施設につ
いては、規模が１日当たり６トン以下の処理能力とされており、これは１日当たり
100トン以下の処理能力とされている木くず又はがれき類の破砕施設と比べて
厳格な規制となっている。
中国政府が平成29年12月末から生活由来の廃プラスチックの輸入を禁止した
ため、これまで資源として中国に輸出されていた廃プラスチックが国内で処理
せざるを得なくなることが見込まれており、本県では県内の廃棄物埋立量削減
のため民間事業者による廃プラスチック類の破砕施設の設置を推進している
が、建築基準法第51条ただし書の許可及びそのための都市計画審議会の議を
経る必要があり、速やかな建築に支障を来している。県内の廃プラスチック類
の破砕施設に対しては、破砕後の処理物の飛散防止のため屋内保管を徹底し
ており、屋外保管する木くず又はがれき類の破砕施設と比較しても、周辺環境
への影響が小さくなるよう十分に配慮している。このように周辺の生活環境へ
の配慮措置がなされている廃プラスチック類の破砕施設においては、建築基準
法第51条ただし書の許可を要さない規模の要件を、木くず又はがれき類の破砕
施設と同等程度と見直すよう求める。

本制度改正により破砕施設の建築に係る手続を簡素化・迅速化することで、
国内資源循環確保に向けたプラスチックリサイクル体制整備の確保の促進
が図られるとともに、地方公共団体の事務負担の軽減に資する。

建築基準法第51条
建築基準法施行令第
130条の2の3
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第15
条

国土交通省、環境省 富山県 富山県　説明資料.doc 上越市 ○民間事業者が行う産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設は一定規模を超えると建
築基準法第51条ただし書の規定による特定行政庁の許可を受けなければならない。一定規
模以下の施設は同許可を受けることなく新築・増築が可能である。一例として工業地域、工
業専用地域内の産業廃棄物処理施設の木くず又はがれき類の破砕施設は100ｔ／日以下で
あれば緩和規定により許可不要となっているが、廃プラスチック類の破砕は6ｔ／日を超える
場合、一般廃棄物処理施設の木くず、がれき類の破砕は5ｔ／日を超える場合は許可が必要
となり、都市計画審議会の議を経る必要もあることから、民間事業者に対してはスケジュー
ルも含め負担となっている。
都市計画上の支障の有無を判断するにあたり、土地利用計画、車両の搬出入経路及び台
数、生活環境影響調査からも影響は同程度であるものと考えられることから、廃プラスチック
類の破砕や一般廃棄物処理施設の破砕等についても緩和の見直しを求める。
本制度改正により、手続きの簡素化・迅速化することで、国内資源循環確保に向けたリサイ
クル体制整備の確保の促進が図られるととも、地方公共団体の事務負担の軽減に資する。
また、本来であれば処理施設等は都市計画で敷地の位置を決定することが原則とされてお
り、許可においても都市計画法上の支障の有無の判断が重要となるため、許可の手続きと
しては都市計画法によるものであったほうが合理的であると考える。

118 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土地利用（農地除く） 都市計画に係る国土
交通大臣の同意・協
議が不要となる軽易
な変更の範囲の見直
し

一般国道の交差部における隅切
りを廃止する場合など、道路の区
域を一部縮減する場合についても
軽易な変更として国土交通大臣と
の同意協議を不要とすることがで
きるよう軽易な変更の範囲の見直
しすること。

　道路に関する都市計画の変更に係る国土交通大臣の同意協議が不要となる
軽易な変更の範囲について、都市計画法施行規則第13条第3号において、道
路の拡幅による位置又は区域の変更は含まれているが、道路の縮減による位
置又は区域の変更は含まれていない。本県では、平成24年度に県内の都市計
画区域で市決定都市計画道路を廃止したが、これに伴い当該道路に交差する
一般国道の隅切り部分も廃止するため国土交通大臣の同意を要することとな
り、国との下協議から含めると５ヶ月程度追加処理日数を要した。
　道路に関する都市計画の軽易な変更の範囲について、拡幅による位置又は
区域の変更だけではなく、上記のように一般国道への影響が少ないような幅員
の縮減による位置又は区域の変更についても、軽易な変更として国土交通大
臣との同意協議を不要とするよう見直しを求める。

近年、地方自治体において長期未着手となっている都市計画道路が多数存
在していることが課題視され、都市計画道路の更なる見直しが促進されてい
るところ。不要となった都市計画道路の見直しにあたって、手続の長期化の
要因となっている国土交通大臣との同意協議の範囲を見直し、都市計画の
変更手続を簡素化することで、社会経済情勢を踏まえた都市計画の適時適
切な見直しを円滑に実施することが可能となる。

都市計画法第２１条第
２項
都市計画法施行令第
１４条第２号
都市計画法施行規則
第１３条

国土交通省 群馬県、茨
城県、栃木
県、新潟県

鳥取県、岩国
市、高松市、宮
崎市

○当市においても、長期未着手の都市計画道路について見直しに着手したところであり、今
後同様の支障事例が発生する可能性がある。都市計画道路の適時適切な見直しを円滑に
進めるためにも、具体例で挙げられているような隅切りの廃止などは軽易な変更の範囲とし
て取り扱うべきであると考える。
○本市においては現時点で具体な支障事例は発生していないものの、提案団体同様に長
期未着手路線の見直しに取り組んでおり、今後同様な事例が発生することが想定される。都
市計画の実質的な変更を伴わず、すでになされている国土交通大臣の同意の判断の前提
を何ら崩さないと認められるものについて協議を不要とするなど、事務の簡素化が望まれ
る。
○本市の都市計画道路の未着手区間の多くは整備予定の目処が立たないことや、都市計
画決定から長期間を経過したことによる都市構造や交通需要の変化等により、当初の計画
と整合しなくなっており、縮小・廃止も含めた都市計画道路網の見直しを予定している。その
ため、今後提案事例と同様なケースも想定され、手続きを簡素化することで都市計画の適時
適切な見直しを円滑に実施することは重要である。
○本県においてこれまで支障事例は無いが、将来的には同様の支障が生じる可能性がある
こと、また道路の区域の縮小による都市計画の変更は、拡幅の場合に対し社会的な影響は
小さいと考えられ、軽易な変更として扱うことは妥当であることから、制度改正の必要性はあ
るものと考える。

119 汚水処理施設の広域化・共同化を進めるための、施設のスムーズな統廃合
や効率的な計画の策定・遂行に資する。

　現在、本県では、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽などの汚水処理
施設を、効率的かつ適正に配置し整備するための配置計画である県汚水処理
計画を定め、計画的に施設の統廃合等を進めているところ（現計画では13施設
の統廃合を計画）。
　本県では、農業集落排水施設やコミュニティ・プラントの一部を廃止して、下水
道処理に切り替えていく方針である。
　この際、農業集落排水やコミュニティプラント等の終末処理施設を廃止すると
ともに、これまで農業集落排水やコミュニティプラントに繋がっていた管渠につ
いては、下水道につなぎ直す必要があり、元々農業集落排水やコミュニティプラ
ントのために整備した管渠を目的外使用する必要がある。
　管渠を含む汚水処理施設は農山漁村地域整備交付金や地方創生汚水処理
施設整備交付金、循環型社会形成推進交付金を活用して、新設や改築更新を
行っており、その使用開始から10年未経過の間に計画通り統廃合を進めようと
すると、補助金の返還が発生し、計画の遂行に支障を来す場合がある。
　汚水処理施設の統廃合・合理化を進める支障とならないよう、補助財産の処
分に当たっては、整備、修繕から10年未経過の施設であっても、補助金の返還
なく、財産処分が可能となるようにするよう提案する。

汚水処理施設に係る都道府県構
想に基づく当該施設の統廃合・再
編に当たっては、補助対象施設
の供用開始後10年未経過であっ
ても、財産処分の際に国庫返納
不要で包括承認することとする。

汚水処理施設の統廃
合に係る財産処分の
制限の緩和

環境・衛生Ｂ　地方に対する
規制緩和

○当市も現在補助金を入れて処理場の改築更新を行っており、特に農業集落排水事業にお
いては、人口減少による流入量の減少から施設の統廃合・合理化が喫緊の課題となってい
る。
　当市は農業集落排水事業で４処理場があり、処理場の統廃合・合理化については同様の
問題をかかえており、整備・更新から10年未満であっても補助金の返還なく財産処分ができ
るよう制度改正を要望する。
○本市も処理場の統廃合を進めておりますが、農集と公共下水の統廃合に係る10年未経過
施設の財産処分において、補助金返還が必要だと言われ統廃合計画に支障をきたしていま
す。
本市としては、合併により類似施設が複数あることを理由として、財産処分（報告）を行う方
向で協議していましたが、合併から年月が経過している（10年経過、但しそれまで農集内の
統合作業を実施。）、新市建設計画への記載が不十分等の理由で認められません。
　現在の人口減少に伴う下水道使用料の減収見込みや施設の更新・改築経費の負担など、
下水道事業を取り巻く環境を考えたとき、また下水道関係三省が積極的に、広域化・共同化
を推進している中、弾力的かつ積極的に補助金返還の必要がない財産処分を認めるべきと
考えます。
　また、農集と公共の統合のように、目的は異なっていても、同様の手段を以って目的の達
成を図るものについては、農水省財産処分承認基準第３条別表１の無償譲渡の備考欄（補
助条件を承継する場合は、国庫納付を要しない。）に該当するものとして、補助金返還を不
要とする取り扱いを希望します。
○当市の農業集落排水処理施設は、現在、広域化・共同化のための検討を開始していると
ころであるが、供用開始から日が浅い施設については、財産処分の際に国庫返納が必要な
ことをもって、広域化・共同化を断念することも一般的には考えられることから、施設のス
ムーズな統廃合や効率的な計画の策定・遂行に資すると思われる。
○当市は県生活排水処理構想のもと、市生活排水処理基本構想に基づき農業集落排水某
地区の公共下水道編入を進める予定です。当市では施設等１０年経過しており編入の支障
に問題ありませんが、当市と同様な施設を持つ１０年経過していない他市町においても施設
の統廃合・合理化を支障なく進めることは、県全体としても重要なことなので、制度改正を要
望します。
○本県でも汚水処理施設の統廃合による合理化が検討されており、施設の統廃合が行わ
れる場合、補助金や交付金による整備施設は、財産処分の事務が予想される。規制緩和に
より、円滑な事業の推進及び事務負担の軽減を図りたい。

那須塩原市、石
川県、福井県、
静岡県、愛媛
県、今治市

群馬県、福
島県、栃木
県

内閣府、農林水産省、
国土交通省、環境省

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第２２条
内閣府における補助
金等に係る財産処分
の承認手続き等につ
いて
（平成20年５月27日府
会第393号）
補助事業により取得
し、又は効用の増加し
た財産の処分等の承
認基準について（農林
水産省平成20年５月
23日付け20経第385号
大臣官房経理課長通
知）
環境省所管の補助金
等で取得した財産処
分承認基準の整備に
ついて
（環境省平成２０年５
月１５日付け環企発第
0 8 0 5 1 5 0 0 6 号）
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120 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土木・建築 建築士審査会の委員
任期の条例委任

建築士審査会の委員任期につい
て、現在は建築士法により２年と
されているが、地域の実情に応じ
て柔軟に対応できるよう、条例に
委任すること。

建築士審査会委員の任期については、建築士法第30条第１項により全国一律
に２年と定められている。しかし、実際には、２年を超えて再任される委員が多
く、当県では過去25年で、27人中25人が２年を超えて再任されている状況であ
る。一方で、職員の人材不足で他業務に圧迫されているなか、短期的に改選手
続が発生し、事務負担となっている。地方の実情に応じた審査会運営が可能と
なるよう見直しを求める。

委員任期を条例委任することで、地方の実情に応じた審査会運営が可能と
なる。

建築士法第第３０条第
１項

国土交通省 群馬県、茨
城県、栃木
県

鳥取県 －

129 Ｂ　地方に対する
規制緩和

運輸・交通 自家用有償旅客運送
による貨客混載の許
可基準の緩和

自家用有償旅客運送による過疎
地域等における少量貨物の有償
運送について、地域公共交通会
議等で協議が調った場合には、
道路運送法第78条第３号に基づく
許可なく少量貨物運送を実施する
ことができることとする、自家用有
償旅客運送による過疎地域等に
おける少量貨物の有償運送に係
る道路運送法第78条第３号に基
づく許可を受ける際に必要な、地
域の貨物自動車運送事業者の同
意を得たこととする等自家用有償
旅客運送による少量貨物有償運
送の要件・手続きを緩和する。

一般乗合旅客自動車運送事業による３５０ｋｇ未満の貨客混載は道路運送法第
８２条により許可不要として認められているが，自家用有償旅客運送による貨
客混載を行う場合には，「・自家用有償旅客運送者による過疎地域等における
少量貨物の有償運送に係る道路運送法第７８条第３号に基づく許可に係る取り
扱いについて（国自旅第４１２号国自貨第１７２号平成２８年３月３１日）」に基づ
き，許可することとなっている。本通知によると，許可基準は，既存の貨物自動
車事業者によっては当該地域内の住民に係る貨物運送サービスの維持・確保
が困難な地域として，当該地域の貨物自動車運送事業者の事業運営に支障が
ないと運輸支局長が認める地域に限るものとし，運輸支局長が，国土交通省自
動車局との協議の上，当該地域の物流網の状況，住民の貨物輸送に係るニー
ズ等について，必要に応じて当該地域の住民，地方公共団体，業界団体その
他の関係者から意見を聴取し，判断することとなっている。
　現在，鳥取県日野郡日野町において，バス事業の生産性向上のため日野町
営バスを活用した貨客混載の実施を検討しているが，実施に当たっては、鳥取
運輸支局から地域の総意が求められていることから、当該地域の貨物自動車
運送事業者である日野郡内３４社（一般貨物自動者運送事業１３社、軽貨物自
動車運送事業２１社）それぞれから支障がないかについて確認する必要があ
り、当該事業がなかなか進まない。

地方自治体等が運営している乗合バスは，高齢者の重要な移動手段となっ
ているが，赤字により存続が困難となっており，貨客混載による新たな収益
の確保により，当該路線の維持・存続に繋がる。

・道路運送法
・自家用有償旅客運送
者による過疎地域等
における少量貨物の
有償運送に係る道路
運送法第７８条第３号
に基づく許可に係る取
り扱いについて（国自
旅第４１２号国自貨第
１７２号平成２８年３月
３１日）

国土交通省 鳥取県、京
都府、京都
市、兵庫
県、和歌山
県、広島
県、山口
県、徳島県

愛媛県 ○路線バスは、350キロ以下の少量貨物を許可なしで運搬できることから、自家用有償旅客
運送を担う自治体からは、許可なしでの農産物といった少量貨物輸送といった規制緩和を求
めている。
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土木・建築Ｂ　地方に対する
規制緩和

143 国土交通省統計法第16条及び統
計法施行令第4条

本調査については、統計法第16条及び統計法施行令第4条に基づき、以下
の区分で事務を行うこととされている。
〔都道府県〕
活動が都道府県内にとどまる「会社以外の法人」の名簿整備、督促（2回目・
3回目）、調査票の回収・受付（形式審査）、データ入力
〔国土交通省〕
活動が全国展開している「会社以外の法人」及び「会社法人」の名簿整備、
その他都道府県が実施する業務以外の業務

【支障事例】
（１）都道府県への法定受託事務としている理由、必要性がなく、経費及び事
務手続の面で非効率である。
（２）国から都道府県への委託費について、十分な予算が確保されていない。
（３）調査内で国と都道府県で事務分担が分かれており、回答する法人には
分かりにくいと思われる。

【上記の具体例】
（１）国側が一括して作業すれば、都道府県への委託事務契約等も不要とな
り、事務効率化が図られる。また、当県では、この作業専属の非常勤職員を
昨年度雇用したが、応募者がなかなか現れず、人材確保に苦慮した。
（２）この調査に必要となる職員の作業手間経費や説明会の旅費等どうして
も必要となる経費もあるが、それらを都道府県で負担することがある。
（３）督促について、1回目を国交省が、2回目以降を都道府県実施となってい
るが、調査を受ける法人としては実施主体が分かりにくく混乱を招く恐れが高
い。

国交省が５年ごとに実施している「法人土地・建物基本調査（基幹統計調査）」
について、作業の効率性や調査を受ける法人の立場を考慮しながら、各都道
府県が外部に再委託している事務は国が一括して外部委託するなど、都道府
県の事務負担を軽減するよう都道府県事務を見直すこと。

法人土地・建物基本調査の都道
府県の事務の見直し

法人土地・建物基本
調査の都道府県の事
務の見直し

○法人の種類によって、調査票の受付・審査が国と都道府県に分かれていることから、国と
都道府県、特に都道府県に事務が発生しているが、国が一括して調査をすれば、都道府県
への説明、委託契約、都道府県からの照会に対する回答、都道府県が実施する事務等々を
省略することができ、業務の効率化が図れる。
　国が一括して調査をすることで、特段の支障がなければ、国で一括して調査し、業務の効
率化を図るべきである。
　当団体の場合、封筒の宛先が当団体となっていることから、専任の事務担当者が居ない
小規模の宗教法人から様々な質問が当団体に寄せられるが、国へ改めて質問していただく
か、当団体から国へ確認した上で回答するなど二度手間が発生する。
○都道府県事務は、事前調査（都道府県内の会社法人以外の法人の名簿整備）のみに限
定し、本調査業務は国で一括して行うべきと考える。
【効果】事務手続きおよび経費の効率化
【支障事例】
　　5年に1度実施される調査であり、県では当該調査に係る人員を調査年度に限って確保す
ることは現実的でなく、調査担当職員の業務負担が大きい（県の本来業務に支障が生じか
ねない）
　　調査を受ける法人からの問い合わせ対応は国が行う予定であるが、調査票の提出先は
県であり、また調査票の審査は県から再委託を行う民間事業者であるため、調査対象法人
は問い合わせ先が分かりにくく混乱を招く恐れがある。
　　国が一括して実施する場合に比べ、経費及び事務手続きが非効率である。例えば、調査
票は国交省が発送→調査対象法人→県→再委託先（民間事業者）→国交省という流れで送
付されるが、都度送料がかかるため経費のムダが生じる。
　　国から県への委託費について、十分な予算が確保されていない。H30年度調査では、国
の各都道府県への予算の配分調整に時間がかかり委託費の確定が遅くなったため、県から
民間事業者への委託内容の仕様検討も遅れた。
○国は「会社法人」の調査を外部委託しており、都道府県に委託している「会社以外の法人」
も含めて一括で外部委託すれば、事務の効率化及び経費節減を図ることができる。
　　当県では、業務遂行のため、非常勤職員を雇用して対応しているが、応募者がなかなか
現れず、人材確保に苦労するなど体制及び作業環境整備の負担が大きくなってきている。
　　「会社以外の法人」だけ都道府県に割り当てられたり、調査票の受付整理や未提出法人
への督促等だけ都道府県が実施したりする合理的な理由が見当たらない。
　　調査方法について、国が調査票を発送するが、受け付けは都道府県となり、調査票未提
出法人に対する督促の１回目は国が実施するが、２回目以降は都道府県が実施するなど、
調査を受ける法人にとって調査実施主体がわかりにくいシステムとなっており、混乱やトラブ
ルを招く恐れがある。
○【支障事例】
（１）都道府県への法定受託事務としている理由、必要性がなく、経費及び事務手続の面で
非効率である。
（２）国から都道府県への委託費について、再委託が認められているものの十分な予算が確
保されていないため再委託を断念した。
（３）調査内で国と都道府県で事務分担が分かれており、回答する法人には分かりにくいと思
われる。
【上記の具体例】
（１）国側が一括して作業すれば、都道府県への委託事務契約等も不要となり、事務効率化
が図られる。また、臨時職員を雇用する場合、応募者がなかなか現れず、人材確保に苦慮
する場合がある。
（２）再委託する委託費の予算不足により自前で事務処理することにより職員負担が増加し
ている。
（３）督促について、1回目を国交省が、2回目以降を都道府県実施となっているが、調査を受
ける法人としては実施主体が分かりにくく混乱を招く恐れが高い。
○【支障事例】
（１）国から通知のあった委託費では当県は外部に再委託できないため、臨時職員を雇用す
る予定である。このため、委託費には含まれない、県で作業する面接事務や会場設営など
の事務作業が追加で発生している。
○国と都道府県で役割分担して実施することから、調査を受ける法人にとって実施主体が分
かりづらい。
【具体例】
法人に調査票送付するのは県、問い合わせは国となっている。また、督促について、葉書督
促を国で、封書・電話督促を県がやることになりわかりづらく（封書等の返送先は県）、混乱、
トラブルを招く恐れがある。
非効率な事務となっている。
【具体例】
国でも本調査を民間にも委託し、都道府県も再委託で民間に委託可となっていることを考え
ると、国で一括して民間に委託した方が効率的ではないか。（都道府県が介在する効果が分
からない）
○御提案の内容と同様に、５年に１度の統計調査のため国から委託される当該事務は、事
務量が膨大であり、限られた職員での対応が困難であるため、民間事業者へ再委託するこ
とになるが、国からの予算も限られていることから、受託事業者を見つけることが困難な状
況である。また、各都道府県においては、入札や契約、調査票の受付、国や業者との連絡調
整に苦慮するなど、非効率な状況があることから、国が一括して外部委託することにより都
道府県の事務負担を軽減するよう法定受託事務を見直すこと。
○本調査事務については、一部は国が民間委託を行い、一部は都道府県が民間委託を
行っており、事務手続き上非効率が生じている。
　　法人名簿整備については、法人番号制度の導入により国税庁が一般公開している法人
データを国交省が直接活用すれば足り、都道府県は不要な確認作業を行っている。特に社
会福祉法人については、大半は市町村が所管しており、名簿作成を都道府県で行う具体的
なメリットがない。
○国からの委託料が十分に確保されておらず、業務に支障をきたす恐れがある。
　　入札業務等事務量が多く、国において一括して外部委託をおこなうほうが効率的である。
○各都道府県においては、再委託する場合も、非常勤職員を雇用する場合も、業者や人材
を確保をするのに苦慮しているため、本調査は国が一括して外部委託を行えば、全都道府
県の事務を省略でき効率的である。
○都道府県への法定受託事務としている明瞭な理由及び必要性が見出せず、経費及び事
務手続の面で非効率である。
　調査手法で国と都道府県で事務分担（例：１回目の督促の実施は国で２回目が県）が分か
れており、回答する法人には分かりにくい。
　当該調査が５年に1回の頻度であることから、その事務実施だけのための人員確保が困難
な状況になっており、事務の再委託が認められているとは言え、その業務のために必要な準
備、手配、入札、進行管理運営等を行う職員の負担が重くのしかかっている。加えて、国は
本調査業務そのものを民間委託しており、県が分担する事務は当該調査業務の一部分であ
ることから、国と都道府県でそれぞれ民間委託している現状は非効率である。
　調査を受ける法人にとっては、調査の各部分における主体が国か都道府県か分かりにく
く、混乱やトラブルを招く恐れがある。
○本県では、本調査専属の非常勤職員を雇用し、業務を実施しているが、人員確保や情報
流出防止に留意した作業場所の確保等に苦慮している。また、国からの予算措置が十分で
はなく、委託の実施は困難となっている。

北海道、青森
県、福島県、埼
玉県、千葉県、
神奈川県、富山
県、石川県、山
梨県、愛知県、
京都府、兵庫
県、岡山県、高
知県、熊本県、
大分県、九州地
方知事会

鳥取県
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185 Ｂ　地方に対する
規制緩和

運輸・交通 地域間幹線系統確保
維持費国庫補助金の
手続きの見直し

生活交通確保維持改善計画の認
定の手続きを計画期間開始前に
行う等、事務手続きの適正化を図
る。

【現状】
　地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の交付は、地域公共交通の確保・維
持・改善のために、都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理
者等からなる協議会において、地域の特性・実情に応じた最適な移動手段の提
供などの取組等を内容とする「生活交通確保維持改善計画」策定を必要として
いる。
　国は、計画認定の申請を受け、補助対象期間（10月１日～９月30日）前に計
画を認定し、補助対象期間経過後、交通事業者から計画記載額を上限とした
補助金交付申請を受け、交付決定を行うものとされている。
【支障事例】
　計画の認定は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第10条
１項において、補助対象期間の開始前に認定を行い、都道府県協議会等に通
知するものと定められている。しかし、平成28年度分（Ｈ27.10.1～Ｈ28.9.30）は
平成28年３月下旬、平成29年度分（Ｈ28.10.1～Ｈ29.9.30）は平成29年６月下旬、
平成30年度分（Ｈ29.10.1～Ｈ30.9.30）は５月23日時点で認定前と、補助対象期
間前の計画認定がなされていない。
　また、県が構成員であり、事務局となっている協議会としては、事業開始後、
計画認定の遅延により、認定通知されないうちに計画変更事案が発生すること
が多く、認定されることを前提とした協議会運営を余儀なくされるとともに、国か
らは書類の一部を空欄での提出を指示されるなど、適正な手続きができない状
況にある。

　計画認定手続きが早期化され、事業開始前に認定されることにより、交通
事業者において計画に基づく事業としての運行ができ、協議会が策定した計
画の実効性が確保されるようになる。
　また、協議会の運営に関し、計画変更等についての適正な協議、手続きが
できるようになる。

地域公共交通確保維
持改善事業費補助金
交付要綱第４条・第５
条・第８条・第９条・第
10条

国土交通省 岐阜県 宮城県、千葉
県、岡山県、愛
媛県

○本県においても、認定の通知がないまま補助対象期間に突入しており、本来であれば補
助事業対象期間に入る前に運行業者に対し県から通知をしなければならないが、国に引き
ずられる形で県も遡りで通知をせねばならない。
○本県においても、事業開始後、計画認定の遅延により、認定通知されないうちに計画変更
事案が発生する事例が生じている。認定されることを前提とした協議会運営や国から認定番
号をメールや口頭にて確認するという対応をとっているところ。
○遡及の事務処理が常態化しており、不適切な事務管理とならざるを得ないことから、早期
手続きを望む。
○平成30年度から計画策定後の内定通知がなくなったことから、毎年度計画を策定する意
義が薄れている。バス事業者の経営不安解消のため、計画開始前の認定及び内定制度の
復活をお願いしたい。

159 道路として不用となった土地の早期有効活用（民間への払下げの促進）を促
すことができ、民間による土地活用の活性化（経済活性化、人口増対策）に
繋がる。

【現状】
　本市では、里道も市道として認定しているが、過去に田畑等へ至る道路（車両
通行可能な幅員は無い）として機能していたものの、開発や区画整理、道路整
備事業により車両の通行が可能な別の道路ができたため誰も通行しなくなり、
道路としての機能・形態がなくなったような里道が存在する。
　こうした里道について払下げの要望があった場合、当該里道が不用道路敷と
考えられ、他の行政目的でも使用する予定がない場合には、沿道住民等利害
関係者の廃道の同意取得を条件に払下げが可能な旨を回答している。その
後、廃道の同意取得が確認できた後に市議会で廃道の議決を経て告示を行
い、告示から２ヶ月間の管理期間（道路法施行令第38条）経過後に払下げを
行っている。
【支障事例】
　この管理期間があるために、土地の有効活用にかかる時間が長くなり、事業
者の負担が増え、土地活用や経済活動の妨げになっている。
　このため、すでに道路としての機能・形態を失っている里道で、沿道住民等利
害関係者に対して廃道の同意取得が完了しており、売却等の処分方針が明確
になっている場合については、地方公共団体の判断で管理期間を設けないこと
とできるよう求める。
　なお、実務上は沿道住民等を含め廃道に向けての調整が完了してから市議
会で廃道の議決、告示を行っていること、すでに道路としての機能・形態を失っ
ており一般通行人の便益を考慮する必要性が乏しいことを鑑みれば、管理期
間の必要性は乏しいと考えられる。

すでに道路としての機能・形態を
失っている里道（市道認定有）で、
道路を構成する敷地等が供用廃
止又は区域変更により不用となっ
た場合の管理期間について、
・沿道住民等の利害関係者に対し
て廃道の同意取得が完了してい
る場合
・売却等の処分方針が明確になっ
ている場合
は、地方公共団体の判断で管理
期間を設けないこととできるように
してほしい。

道路法施行令第38条
による不用物件の管
理期間の運用弾力化

土木・建築Ｂ　地方に対する
規制緩和

消防・防災・安全Ｂ　地方に対する
規制緩和
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○本市においても、自動車通行ができないほど幅員が狭い市道も多いため、年間１、２件程
度、市道の用途廃止申請が提出されている。
　通常の用途廃止申請では、払い下げまでの期間が２、３ヵ月ほどであるが、市道の用途廃
止申請では、議会提案の上、廃道管理期間の２ヵ月間があるため、払い下げまで半年以上
経過することがほとんどである。
　申請者にとって大きな負担となっている現状であるが、路線によっては廃道期間を設けなく
ても交通にほとんど影響を与えない場所も多い。
○都市計画法に基づく開発行為の際に、所有権が開発業者に無ければ、開発申請を受け
付けないため、市有地の売買が速やかに完了し、所有権が開発業者に移れば、申請が早ま
り、土地の有効活用が早期に行われ、時期によっては市の財源にも寄与する。
○特に支障は生じていないが、本提案は民有地側の土地の有効活用の観点からは有効で
あるとともに、事務処理の効率化にもつながると考える。
○本市では、道路として機能形態を失っている市道が市内各所で存在しており、そのなかに
は、民有地の敷地の一部として一体利用されている市道も散見される。
　こうした市道については、売払い要望があった場合、当該市道が不要道路敷と考えられ、
他の行政目的で使用する予定がない場合、地権者等利害関係者の廃道の同意取得を条件
に売払いが可能な旨を回答している。その後、廃道の同意取得を確認後、市議会にて当該
市道廃道の議決を経て告示を行い、告示後２ヶ月間の管理期間（道路法施行令第38条）経
過後、売払いを行っている。
　2ヶ月という管理期間があることにより、土地の有効活用にかかる時間が長くなり、地権者
等からたびたび苦情をいただくケースがあり、稀に管理期間中に地権者の心情変化により売
払いが無くなるケースもある。
　実務上は、沿道住民等を含め廃道に向けての調整が完了してから市議会へ廃道の議決、
告示を行っていること、既に道路としての機能形態を失っており一般通行人の便益を考慮す
る必要性が乏しいことを鑑みれば、管理期間の必要性は無意味と考えられる。
○JRの高速化・複線化第二期事業において、通行に支障のない範囲で市道の一部を西日
本旅客鉄道株式会社に譲渡したが、２ヶ月間の管理期間のために、工事に着手出来ないこ
ととなっている。
　国・自治体の補助をともなう公共性の高い事業で、かつ、通行に支障がない範囲での供用
廃止についても、道路管理者の判断で管理期間を設けないことができることとされたい。

桶川市、川崎
市、海老名市、
名古屋市、城陽
市、出雲市、熊
本市

神戸市国土交通省道路法第92条第１項
道路法施行令第38条

北海道、福島
県、栃木県、愛
知県、鳥取県、
廿日市市、山口
県、熊本市、大
分県

長野県国土交通省・公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
第３条、第７条
・公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
施行令第６条、第７条
・公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法
事務取扱要綱第20

○熊本地震では、これまでの災害に比して復旧事業費が高額となる事案が多く、提案事例と
同様のケースが生じた。
　また、本市が中央官庁に対し遠隔地に存在していることもあり、協議のために赴く時間や
費用も少なからず負担となっており、メール等を用いた事前打合せを可能とするすることで、
適時、相談の頻度を高め、協議の円滑化に繋げることができるのではないか。
○本県においても長野県と同様に事業費が高額となる工事においては、1,000万円以上の変
更が頻発し、変更協議による事務量の増や工事着手の遅延等により、被災施設の早期復旧
の支障となる。
一方、東日本大震災等で被災した公共土木施設に関する災害復旧事業においては、「軽微
な変更」となる工事費の増減範囲が決定工事費の３割以内で、かつ、5,000万円以下に拡大
されており、この有効性を確認しているところである。
このため、この金額要件緩和の対象事業範囲を拡大することが被災施設の早期復旧に有効
であると考える。
○大規模災害時などにおいては、復旧工事も数多くなり、上限金額が緩和されることにより、
自治体担当者の変更協議資料を作る労力、費用（超過勤務手当）が縮減できるほか、迅速
に災害復旧工事を実施できる。
○本県において現段階では支障はないが、南海トラフ地震が懸念されており、大規模地震
時の事務量の低減は大きな課題である。現在、大規模災害時の査定方針では、査定時の
効率化を進めていただいており、同様に実施時の効率化もご検討いただきたい。
○本県では、平成27年９月関東東北豪雨による公共土木施設被害数が県、市町において
596箇所にのぼり、うち31箇所において設計変更を実施した。
　設計変更した31箇所の内、1,000万円を超える工事費の増減が理由で実施したものが７箇
所(２割程度)であった。
　金額要件の緩和が実施されれば、事務負担の軽減等が図られる。
○「軽微な変更」として扱われる“工事の程度に変化が無い”わずかな変更の場合でも高額
な事業費の場合は変更額が1,000万円以上となる。
　国との協議に時間を要すること、協議が調うまでは変更部分の工事着手が認められないこ
と等は被災箇所の早期復旧の観点からも好ましく無い。

自治体担当者が膨大な変更協議資料を作る労力、費用（超過勤務手当）が
縮減できるほか、迅速に災害復旧工事を実施できる。

【制度概要】
道路や砂防設備、河川など公共土木施設に関する災害復旧事業で地方公共
団体が施行するものについて、国はその事業費の一部を負担する。
国に国庫負担を申請するときは災害復旧事業の設計書を添付して主務大臣に
申請しなければならない。また、設計の変更があるときは、「軽微な変更」を除
き、あらかじめ主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
なお「軽微な変更」とは、事業費の変更額が当初査定額の３割以内で、かつ、
1,000万円以下のもので、誤測等の訂正に係る変更や、仮設工の変更など工法
に変更がないもの等を指す。

【支障事例】
事業費が高額になる工事においては、事業費がわずか１～２%変動しただけで
変更額が1,000万円以上となる。
そのため、河川護岸（ブロック積工）の復旧延長の延伸という単純な工法であっ
ても、事業費が高額になる場合は、変更協議が必要になる。
また、変更協議にあたっては22種類の様式、合計30～40枚程度の資料を添付
する必要があり地方自治体に著しい負担が生じるほか、国協議等に約３ヶ月※
を要するため着工が遅れる。
※県（本庁所管課）と申請者（県（建設事務所）、市町村）の事前協議：１か月
国（本省）と県（本庁所管課）の協議：２か月

公共土木施設災害復旧事業にお
いて、事業費決定の基礎となる設
計を変更する場合、主務大臣に
協議し、同意を得る必要がある
が、一定の要件を満たす場合は
「軽微な変更」と見なされ協議が
不要になる。
当該要件は、「事業費の変更額が
当初査定額の３割以内で、かつ、
1,000万円以下」とされている。
このうち、「1,000万円以下」の金
額要件を緩和すること。

公共土木施設災害復
旧事業における設計
変更に当たり、主務大
臣との協議を要しない
「軽微な変更」の範囲
拡大



別添１

区分 分野 団体名 支障事例
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根拠法令等
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提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
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(特記事項)
団体名

203 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土木・建築 公営住宅法第34条に
規定されている収入
調査手法の拡大

収入申告の真偽を調査・確認でき
る手だてについて、収入申告等の
適切な手続きを怠った退去済み
滞納者に対しても課税台帳の閲
覧等を可能とする等、調査・確認
手法を拡大すること。

本市では、収入申告を行わない入居者に対しては、申告を行うよう丁寧に連
絡・催告を行っているところであるが、中には再三連絡・催告を行ったにも関わ
らず、収入状況申告を怠り、公営住宅法上の規定により近傍同種家賃を以て
家賃を決定せざるを得ない者もいる。
また、その中には３か月以上家賃を滞納し、明渡請求を経て退去に至る者もお
り、そういった者には家賃を滞納した状態で遠方へ転居するケースもある。
このようなケースにおいては、転居先が判明していても、第34条の規定による
調査が行えないため、現在の収入状況が把握できない。滞納整理を進めるに
当たり、遠方への調査等に係る費用（旅費や民事執行に係る手続）と滞納整理
による回収額の目途が立たないことから、費用対効果の見通しが立たず、滞納
整理業務の効率的な遂行に支障を来している。

調査結果に基づき、当該債権を徴収するか放棄するかが分類でき、相手方
の生活状況に合った債権管理業務が執行できる。このことで滞納額の圧縮
が見込め、債権が適正に管理されると同時に、生活困窮者には生活再建の
ために必要な措置を講じることが可能となる。
また、無益な法的措置を防ぐことで、自治体は法的措置に係る費用を効果的
に執行でき、かつ業務効率化を図ることができる。

公営住宅法第34条 総務省、国土交通省 掛川市、島
田市、藤枝
市、伊豆
市、菊川
市、牧之原
市

いわき市、静岡
県、神戸市、尼
崎市

○当市において、退去後に滞納がある事案について、収入申告が未提出の者について、現
在の収入状況が把握できない状況である。また、収入申告が未提出の者は就労先等も不明
であるため、債権差押の手続き等、滞納整理業務において支障が生じている。収入申告等
の適切な手続きを怠った退去済み滞納者に対しても課税台帳の閲覧等を可能とする等、調
査・確認手法を拡大することができれば、債権回収率向上に資することができる。
○本市においても、家賃を滞納し遠方へ転居するケースがある。市営住宅入居者について
は低所得者向けの住宅となっていることから債権回収の見通しを立てるためにも収入状況
の把握が必要となる。
○本市においては、公営住宅法第３４条の適用範囲について明確な基準が示されておら
ず、提案市と同様の支障が生じており、退去者についても調査権限が生じれば、徴収実務と
して有益であると考えられる。
○本市においても、滞納された住宅家賃の回収に苦慮しており、仮に本提案のとおり、債権
回収業務においても課税台帳等を参照することができれば、より効果的・効率的な滞納整理
を行うことができると考えている。
○公営住宅法において、入居者に対する収入状況の報告の請求等の定めがあるが、退去
滞納者に対する調査権までは明記されていない。公営住宅における退去滞納者に対する債
権回収は、懸案事項であり、その債権確保のための調査権の付与について検討をいただき
たい。

都市計画で引用している法令が
改正されたことによる条項ずれ等
による形式上の都市計画の変更
について軽易な変更として都道府
県知事との同意・協議を不要とす
ることができるよう軽易な変更の
範囲を見直すこと。

都市計画に係る都道
府県知事の同意・協
議が不要となる軽易
な変更の範囲の見直
し

土地利用（農地除く）Ｂ　地方に対する
規制緩和

190 ○当市においても地区計画の用途制限などにおいて建築基準法、風俗営業等の規制及び
業務の適正化に関する法律の条項を引用しており、法改正に伴う条項ずれ等による都市計
画の変更が生じる可能性がある。
○市町村が定める地区計画において建築基準法の条項を引用しているが、建築基準法の
改正により別表第二に条項ずれが生じたため、これに併せ、地区計画を都市計画変更して
いる。
実態の変更が伴わないような単に条項がずれたのみの形式的な修正であるにも関わらず、
都市計画法施行令第14条に規定される軽易な変更に該当しないため、当該変更にあたっ
て、手続の負担が発生している。
このような変更については、軽易な変更となるよう、政令を変更し、手続きを簡素化できるよ
う、見直していただきたい。
○建築基準法等の法改正に伴う単なる条項ずれに対応するための形式的な都市計画変更
においても、縦覧手続きの実施等の手続的負担が市町村にも生じているので、「軽易な変
更」の範囲を見直す必要性がある。
○市が定める地区計画において建築基準法及び旅館業法の条項を引用しているが、法改
正による条項ずれに伴い、都市計画の変更が必要となっている。
実態の変更が伴わない形式的な変更だが、都市計画法施行令第14条第３号に規定する軽
易な変更に該当しないことから、当該変更にあたり県知事との協議を行う必要があるため、
県と市で協議手続の負担が発生している。
○本市でも、市街地再開発事業において建築基準法の条項を引用している。
○本町の地区計画においても、建築基準法の条項を引用している箇所があり、今後支障が
生じる恐れがある。
○本県においても、提案県と同様の事例が生じており、事務手続きの負担軽減、効率化の
ため、軽易な変更の範囲の見直しをしてほしい。
○当市でも同様に、実態の変更が伴わない条項ずれの形式的な修正であるにも関わらず、
都市計画法施行令第14条第３号に規定される軽易な変更に該当しないため、市都市計画審
議会を開催し、変更にあたり県知事と複数回協議を行わざるを得ず、都市計画審議会の開
催手続きや県と市で行う協議手続事務に対するいらぬ負担感を生じている。
こういった形式的な修正については、軽易な変更にあたるものとして知事の同意や協議を不
要とすることで、市の都市計画決定手続が速やかに実施できるようになり、市及び県の双方
にとって事務負担の軽減、行政運営の効率化が図られものと考えます。
○地区計画などの市町村が定める都市計画において建築基準法等の法令の条項を引用し
ているが、法令改正によって条項ずれが生じた際、その都度市町村が都市計画を変更して
いる。実態の変更が伴わないような単に条項がずれたのみの形式的な修正であるにも関わ
らず、都市計画法施行令第14条第３号に規定される軽易な変更に該当しないため、当該変
更にあたって都道府県知事との協議を行わざるを得ず、都道府県と市町村で協議手続の負
担が発生している。
○地区計画で定めている建築基準法の引用部分において、法改正による条項ずれが生じる
と、地区計画の変更手続きを行う必要があり、県との協議等、各種手続きが生じている。提
案の地方公共団体の支障事例と同様に、実態の変更が伴わず、単に条項ずれの形式的な
修正であるため、事務の効率化が図るためにも、協議事項の範囲について見直しを求めた
い。
○本市においても、建築基準法の改正による条項ずれにより、地区計画の変更手続きが必
要となっており、地区計画区域内の地権者同意が必要となるなど、事務手続きに時間を要す
ることとなっている。
軽易な変更とし都道府県知事の同意・協議を不要とすることで、速やかな都市計画手続き及
び事務負担の軽減を図る必要がある。
○本県においてこれまで同様の支障事例はないが、条項ずれ等による都市計画の変更は
都市計画に定められている内容を何ら変更する性質のものではなく、当該変更による都道
府県知事との同意協議は形式上のものとなる（内容に変更が無いため審査すべき箇所がな
い）ことから、制度改正の必要性はあるものと考える。
○提案のとおり、制限の内容に実質的な変更がない場合は、法的に協議不要とされたい。
○地区計画等に定める建築物等の用途の制限において、建築基準法と整合を図った表現と
しているが、法令改正によって表現の整理等が行われ、実態的な変更が伴わない形式的な
修正である場合においても、都市計画法施行令第14条第１号に規定される軽易な変更に該
当しないため、当該変更にあたって縦覧手続きが必要となる。実態的な変更を伴わない都市
計画変更手続きについて、迅速で効率的な行政運営に向けた見直しを求める。
○条項ずれの改正など直接的に不都合が発生するものでもなく形式的な手続きのみの場合
においても、都市計画法施行令第14条第3号に規定される軽易な変更に該当しない場合
は、公告縦覧、都市計画審議会及び都道府県知事との協議等の必要がある。
このような議論の余地が無く審議の必要性が低い変更であっても、都市計画審議会委員へ
の負担及び一連の事務が発生するため、軽易な変更の範囲見直しをお願いしたい。
○平成30年４月１日施行の建築基準法改正による別表第２の項ずれを受け、県内の多くの
地区計画において、項ずれに追随するための都市計画変更を行ったが、その全てで知事協
議を要したため、県及び県内市町において煩雑な作業が発生した。
○引用法令の条項ずれによる軽易な変更においても、協議や同意が必要となり、都道府県・
市町村双方に手続の負担が生じている。
○当県においても全く同様の事例が生じており、県と市町村双方の事務負担となっているこ
とから、提案のとおり改善されることが望ましい。

川越市、石川
県、田原市、城
陽市、兵庫県、
鳥取県、下関
市、徳島市、高
松市、福岡県、
筑後市、志免
町、大分県

福井県国土交通省都市計画法２１条２項
括弧書き、都市計画
法施行令１４条

形式上の都市計画の変更について軽易な変更として都道府県知事の同意・
協議を不要とすることで、都道府県の関与が減り市町村の都市計画決定手
続が速やかに実施できるようになり、都道府県及び市町村の双方において
事務負担の軽減、行政運営の効率化が図られる。

地区計画などの市町村が定める都市計画において建築基準法等の法令の条
項を引用しているが、法令改正によって条項ずれが生じた際、その都度市町村
が都市計画を変更している。実態の変更が伴わないような単に条項がずれた
のみの形式的な修正であるにも関わらず、都市計画法施行令第14条第３号に
規定される軽易な変更に該当しないため、当該変更にあたって都道府県知事と
の協議を行わざるを得ず、都道府県と市町村で協議手続の負担が発生してい
る。
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土木・建築Ｂ　地方に対する
規制緩和

204 須賀川市、みど
り市、松浦市

掛川市国土交通省建築基準法第５条 ○本市においても、建築基準法第97条の2により建築主事を置き、限定特定行政庁として建
築行政を行っているところであります。
しかしながら、建築基準適合判定資格者である者は3名しかおらず、提案団体と同様人材育
成に苦慮しています。
○本市においても、同様の問題が発生しており、建築主事の確保には苦慮している状況に
ある（現在、建築主事１名で対応）。また、現在の建築適合判定資格者検定の試験内容に関
しても、建築主事の総合に関する試験内容であり、一部限定的な業務を行う限定特定行政
庁の職員においては、実務と乖離した試験内容であることも、資格確保の妨げになっている
ように思われる。以上のことから、今回の受検資格要件の緩和に限らず、限定特定行政庁
の建築主事の業務内容に即した建築適合判定資格者検定試験および資格（限定建築主事
資格等）を創設することで、限定特定行政庁の業務内容に沿った建築主事（限定建築主事）
を配置し、これをもって建築主事の安定的な確保を図り、身近な建築行政は身近な市町村で
対応できる体制を整備・促進し、建築行政の効率的かつ地域に即した執行が可能となると考
える。
○本市も限定特定行政庁であるが、一級建築士資格を保有し、かつ建築基準適合判定資
格者である者は２名しかおらず、建築主事として任命されているのは２名のみであり、今後
の存続が危ぶまれる状況にある。２級建築士資格者に対象を拡大することで、限定特定行
政庁の存続の危機が回避される可能性が生まれる。またそれにより若手職員の動機づけが
得られ、適切な建築行政が実施できる。
○本市では、平成28年10月より建築基準法第97条の2により建築主事を置き、限定特定行
政庁を開設した。開設するにあたり、職員に建築基準適合判定資格者が居なかったため、外
部から資格者2名を任期付職員として採用を行った。現在は、建築主事3名（うち任期付職員
2名）、1級建築士1名の計4名の組織体制であるが、数年のうちに任期付職員の任期切れと
なる。限定特定行政庁の開設以来、毎年建築基準適合判定資格者又は１級建築士の職員
募集を行っているが、採用するに至っていない。指定確認検査機関や建設業者との技術者
採用の競合もあり、地方公共団体において安定的な採用は困難である。
○緩和を限定特定行政庁職員に限定するのか等課題は多いと思われるが、年々1級建築士
の取得が困難になっているなかで、県内の限定特定行政庁(10市)が、資格者の維持につい
て苦慮していることは承知している。個々の限定特定行政庁の判断によるが、要件緩和によ
り安定的な執行が可能になるのであれば、県として妨げるものではないと考える。

今後、限定特定行政庁として存続が困難となると、地域の特性に沿ったまち
づくり及び住民に身近な建築行政の実現の支障となり、特に、今後、民泊の
規制緩和に伴い、全国的に建築相談等が増大することが見込まれる。限定
特定行政庁及びその行政庁が置く建築主事の権限の範囲は、二級建築士
の業務の範疇であることも鑑み、建築行政の安全性が損なわれない範囲内
で、限定特定行政庁に置くことができる建築主事の資格要件の緩和すること
で、建築主事の安定的な確保を図り、身近な建築行政は身近な市町村で対
応できる体制を整備・促進し、建築行政の効率的かつ地域に即した執行が可
能となる。

本市は、建築基準法第97条の２により建築主事を置き、限定特定行政庁とし
て、長期優良住宅建築等計画と連動した長期優良住宅又は省エネ住宅等の良
質な認定住宅の促進、並びに立地適正化計画と連動した居住誘導によるコン
パクトシティの推進などの施策展開を実施しているとともに、住民に身近な違反
建築物の指導・建築相談を実施しており、都道府県が行う場合と比較して短期
間で迅速な対応を行うなど、住民にとって身近な建築行政を実現を図ってい
る。
しかし、本市には一級建築士資格を保有し、かつ建築基準適合判定資格者で
ある者が４名しかおらず、いずれも中高年の職員で、かつ２名が外局の建築関
係業務に従事しているため、建築主事として任命されているのは２名のみで、
今後の存続が危ぶまれる状況にある。
地方では一級建築士資格を要する物件も限定的で建築士の絶対数も少ないた
め安定的な職員採用は困難であり、仮に二級建築士を採用できても一級建築
士と建築主事試験合格までの育成には相応の時間を要する。

建築基準法第97条の２により限定
特定行政庁が置くことができる建
築主事となる場合に限り、二級建
築士試験に合格した者であっても
建築基準適合判定資格者検定を
受験することを可能とすることで、
限定特定行政庁に置くことができ
る建築主事の資格要件を緩和す
るよう求める。

限定特定行政庁に置
くことができる建築主
事の資格要件の緩和
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225 調査実施に係る行政コストの効率化、調査対象法人からの問合せに素早く
対応される等の国民利便性の向上等が図られる。

本調査については、都道府県への法定受託事務としているが、経費及び事務
手続の面で非効率である。
（具体例）
・都道府県は、国の説明会に出席し、都道府県が行う事務の説明を国から受
け、その内容を業者に再委託することになる。
・調査方法の疑問等、県委託業者から受けた質問について、県は国に対応の
確認をしており、国の指示がないと調査が進行しない。
・都道府県、国においてそれぞれが、外部委託を行っているが、国が一括で外
部委託を行えば、これらの事務が省略でき効率的である。
・調査票未提出法人に対する督促について、１回目を国交省が、２回目以降を
都道府県が実施することとなっているが、調査を受ける法人にとって、調査の実
施主体がわかりにくい。

(都道府県業務）
都道府県内の会社法人以外の法人の名簿整備、宛先不明法人の住所等の調
査、調査票の受付整理（システム入力）等

（国土交通省業務）
会社法人、全国規模の会社法人以外の法人の名簿整備、調査票の発送等

国交省が５年ごとに実施している
「法人土地・建物基本調査（基幹
統計調査）」について、作業の効
率性や調査を受ける法人の立場
を考慮しながら、各都道府県が外
部に再委託している事務は国が
一括して外部委託するなど、都道
府県の事務負担を軽減するよう
都道府県事務を見直すこと。

法人土地・建物基本
調査の都道府県の事
務の見直し

土木・建築Ｂ　地方に対する
規制緩和

○法人の種類によって、調査票の受付・審査が国と都道府県に分かれていることから、国と
都道府県、特に都道府県に事務が発生しているが、国が一括して調査をすれば、都道府県
への説明、委託契約、都道府県からの照会に対する回答、都道府県が実施する事務等々を
省略することができ、業務の効率化が図れる。
　国が一括して調査をすることで、特段の支障がなければ、国で一括して調査し、業務の効
率化を図るべきである。
　当団体の場合、封筒の宛先が当団体となっていることから、専任の事務担当者が居ない
小規模の宗教法人から様々な質問が当団体に寄せられるが、国へ改めて質問していただく
か、当団体から国へ確認した上で回答するなど二度手間が発生する。
○都道府県事務は、事前調査（都道府県内の会社法人以外の法人の名簿整備）のみに限
定し、本調査業務は国で一括して行うべきと考える。
【効果】事務手続きおよび経費の効率化
【支障事例】
　5年に1度実施される調査であり、県では当該調査に係る人員を調査年度に限って確保す
ることは現実的でなく、調査担当職員の業務負担が大きい（県の本来業務に支障が生じか
ねない）
　調査を受ける法人からの問い合わせ対応は国が行う予定であるが、調査票の提出先は県
であり、また調査票の審査は県から再委託を行う民間事業者であるため、調査対象法人は
問い合わせ先が分かりにくく混乱を招く恐れがある。
　国が一括して実施する場合に比べ、経費及び事務手続きが非効率である。例えば、調査
票は国交省が発送→調査対象法人→県→再委託先（民間事業者）→国交省という流れで送
付されるが、都度送料がかかるため経費のムダが生じる。
　国から県への委託費について、十分な予算が確保されていない。H30年度調査では、国の
各都道府県への予算の配分調整に時間がかかり委託費の確定が遅くなったため、県から民
間事業者への委託内容の仕様検討も遅れた。
○国は「会社法人」の調査を外部委託しており、都道府県に委託している「会社以外の法人」
も含めて一括で外部委託すれば、事務の効率化及び経費節減を図ることができる。
　当県では、業務遂行のため、非常勤職員を雇用して対応しているが、応募者がなかなか現
れず、人材確保に苦労するなど体制及び作業環境整備の負担が大きくなってきている。
　「会社以外の法人」だけ都道府県に割り当てられたり、調査票の受付整理や未提出法人へ
の督促等だけ都道府県が実施したりする合理的な理由が見当たらない。
　調査方法について、国が調査票を発送するが、受け付けは都道府県となり、調査票未提
出法人に対する督促の１回目は国が実施するが、２回目以降は都道府県が実施するなど、
調査を受ける法人にとって調査実施主体がわかりにくいシステムとなっており、混乱やトラブ
ルを招く恐れがある。
○【支障事例】
　（１）都道府県への法定受託事務としている理由、必要性がなく、経費及び事務手続の面で
非効率である。
　（２）国から都道府県への委託費について、再委託が認められているものの十分な予算が
確保されていないため再委託を断念した。
　（３）調査内で国と都道府県で事務分担が分かれており、回答する法人には分かりにくいと
思われる。
【上記の具体例】
　（１）国側が一括して作業すれば、都道府県への委託事務契約等も不要となり、事務効率
化が図られる。また、臨時職員を雇用する場合、応募者がなかなか現れず、人材確保に苦
慮する場合がある。
　（２）再委託する委託費の予算不足により自前で事務処理することにより職員負担が増加し
ている。
　（３）督促について、1回目を国交省が、2回目以降を都道府県実施となっているが、調査を
受ける法人としては実施主体が分かりにくく混乱を招く恐れが高い。
○国と都道府県で役割分担して実施することから、調査を受ける法人にとって実施主体が分
かりづらい。
【具体例】
　法人に調査票送付するのは県、問い合わせは国となっている。また、督促について、葉書
督促を国で、封書・電話督促を県がやることになりわかりづらく（封書等の返送先は県）、混
乱、トラブルを招く恐れがある。
　非効率な事務となっている。
【具体例】
　国でも本調査を民間にも委託し、都道府県も再委託で民間に委託可となっていることを考
えると、国で一括して民間に委託した方が効率的ではないか。（都道府県が介在する効果が
分からない）
○本県においても提案自治体と同様の支障事例が発生しており、解消するためには制度改
正の必要性がある。
○　本調査事務については、一部は国が民間委託を行い、一部は都道府県が民間委託を
行っており、事務手続き上非効率が生じている。
　法人名簿整備については、法人番号制度の導入により国税庁が一般公開している法人
データを国交省が直接活用すれば足り、都道府県は不要な確認作業を行っている。特に社
会福祉法人については、大半は市町村が所管しており、名簿作成を都道府県で行う具体的
なメリットがない。
○国からの委託料が十分に確保されておらず、業務に支障をきたす恐れがある。
　入札業務等事務量が多く、国において一括して外部委託をおこなうほうが効率的である。
○各都道府県においては、再委託する場合も、非常勤職員を雇用する場合も、業者や人材
を確保をするのに苦慮しているため、本調査は国が一括して外部委託を行えば、全都道府
県の事務を省略でき効率的である。
○都道府県への法定受託事務としている明瞭な理由及び必要性が見出せず、経費及び事
務手続の面で非効率である。
　調査手法で国と都道府県で事務分担（例：１回目の督促の実施は国で２回目が県）が分か
れており、回答する法人には分かりにくい。
　当該調査が５年に1回の頻度であることから、その事務実施だけのための人員確保が困難
な状況になっており、事務の再委託が認められているとは言え、その業務のために必要な準
備、手配、入札、進行管理運営等を行う職員の負担が重くのしかかっている。加えて、国は
本調査業務そのものを民間委託しており、県が分担する事務は当該調査業務の一部分であ
ることから、国と都道府県でそれぞれ民間委託している現状は非効率である。
　調査を受ける法人にとっては、調査の各部分における主体が国か都道府県か分かりにく
く、混乱やトラブルを招く恐れがある。
○本県では、本調査専属の非常勤職員を雇用し、業務を実施しているが、人員確保や情報
流出防止に留意した作業場所の確保等に苦慮している。また、国からの予算措置が十分で
はなく、委託の実施は困難となっている。

北海道、青森
県、千葉県、神
奈川県、富山
県、石川県、山
梨県、愛知県、
京都府、兵庫
県、岡山県、鳥
取県、高知県、
熊本県、大分
県、九州地方知
事会

栃木県、福
島県、群馬
県

国土交通省統計法第16条
統計法施行令第４条
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265 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土木・建築 宅地建物取引士にお
ける旧姓使用につい
て

宅地建物取引業法施行規則第14
条の11に規定されている宅地建
物取引士証の記載事項のうち、
宅地建物取引士の氏名につい
て、旧姓の記載を可能とするこ
と。

本県としては、男女共同参画の推進と女性の活躍支援を行っていく立場である
が、都道府県が登録や交付等の事務を行っている宅地建物取引士において
は、旧姓の使用が認められていない状況で、宅地建物取引士として活躍する方
（特に女性の方）の改姓によるキャリアの分断が懸念される。他の多くの国家資
格（建築士、弁護士等）において、旧姓の使用が認められている状況を鑑みる
と、宅地建物取引士においても旧姓使用を可能とすべきである。

宅地建物取引士として活躍する方（特に女性の方）の改姓によるキャリアの
分断が避けられ、男女共同参画の推進と女性の活躍の機会拡大につなが
る。

宅地建物取引業法施
行規則第14条の10、
第14条の11

国土交通省 岩手県、二
戸市、岩手
町

福井市、大阪府 ○本市においても「あらゆる分野における女性の活躍」を目指し、各種事業に取り組んでお
り、個別の事案に限らず、男女共同参画の推進と女性の活躍の機会拡大に繋がる制度見直
し等は進めていく必要があると考える。
○当団体においても、頻度としてそれほど多いわけではないが、旧姓使用に関する要望が
寄せられることがある。なお、旧姓、改姓のいずれであっても、消費者保護の観点から、従事
先の業者内において、使用を統一することが望ましい。

　通訳案内士の登録に当たっては、必要書類として、通訳案内士法施行規則
第１６条において、申請書、健康診断書、合格証書の写し及び履歴書等の提出
を義務づけている。
　このうち、健康診断書については、同規則第17条に規定される「精神の機能
の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者（現に受けている治療等により今後障
害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。）とする」ではないことの証明を求
めるものであるが、申請者が医師から専門外の分野であること等を理由に診療
を断られる事例が発生している。
　その他、精神科等での受診の要否、定期健康診断書での代用の可否の問い
合わせ等、登録申請書類のうち、最も多くの問い合わせが寄せられている。
　健康診断書については、口述試験において、通訳案内の現場で必要なコミュ
ニケーションを図るための実践的な能力を判定していることに鑑みれば、登録
申請時点で医師による診断を不要としても大きな影響は出ないものと考えられ
る。
　また、履歴書については、登録事務、またそれ以降においても使用されておら
ず、申請手続において提出させる理由が不明確であり実務上の必要性が乏し
いと思われる。
　以上のことから、申請者の利便性の向上及び行政効率化の観点に立ち、健
康診断書及び履歴書を提出書類から省くなど制度の見直しを求める。

通訳案内士登録の際に提出を求
めている書類の見直し

通訳案内士登録業務
の見直し

運輸・交通Ｂ　地方に対する
規制緩和

257 ○本県でも、全国通訳案内士登録に係る書類のうち、健康診断書及び履歴書については、
本提案と同様の支障事例がある。
　健康診断書については、精神科等での受診の要否等の問合せの多さや、診断書発行費
用がかかることを踏まえると、提出は、申請者にとって負担になっている事項であると考えら
れる。
　ただし、健康診断書の提出は、通訳案内士法施行規則第17条の規定を証明する手段と
なっており、負担軽減のために提出不要と判断するには検討が必要である。
　なお、 履歴書については、理由が不明確なまま提出を求めている状況であり、徴求理由
が明確にならない限り、提出は不要と考える。
○提案に記載のとおり、現場で必要なコミュニケーションを図る実践的な能力があると判断さ
れているのであれば、登録時の医師の診断書の必要性はないと考えている。実際に、「改め
て医師への診断を求めるのは大変で、直近の健康診断書の診断結果を使いたい」という問
い合わせも何件か受けている。履歴書に関しても登録事務の際も、その後も使用することは
なく、提出の理由が不明確である。
○健康診断書について、問合せが多くあることは事実である。口述試験でコミュニケーション
能力は十分判定することができ、規則第17条の該当の有無を判断することも可能であると考
える。
また、履歴書についても作成に時間を要する上、用途が不明確である。両書類を提出不要と
すれば申請者の負担減、問合せ数も減となり、それによる問題も発生しないと思われる。
○本県でも、健康診断書について同様の問い合わせが寄せられており、また、履歴書につ
いても登録事務以降は使用していないことから、制度改正を求めることに賛同する。

長野県、愛媛
県、福岡県、大
分県

関西広域連
合

国土交通省通訳案内士法施行規
則第１６条第２項

通訳案内士登録に係る書類を削減することにより、申請者の受診・診断書の
作成、履歴書の作成に係る負担を軽減するとともに、登録業務に係る書類の
確認を行う地方公共団体職員の負担を軽減することができる。
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国交省が５年ごとに実施している
「法人土地・建物基本調査（基幹
統計調査）」について、作業の効
率性や調査を受ける法人の立場
を考慮しながら、各都道府県が外
部に再委託している事務は国が
一括して外部委託するなど、都道
府県の事務負担を軽減するよう
都道府県事務を見直すこと。

法人土地・建物基本
調査の都道府県の事
務の見直し

土地利用（農地除く）Ｂ　地方に対する
規制緩和

287 ○法人の種類によって、調査票の受付・審査が国と都道府県に分かれていることから、国と
都道府県、特に都道府県に事務が発生しているが、国が一括して調査をすれば、都道府県
への説明、委託契約、都道府県からの照会に対する回答、都道府県が実施する事務等々を
省略することができ、業務の効率化が図れる。
　国が一括して調査をすることで、特段の支障がなければ、国で一括して調査し、業務の効
率化を図るべきである。
　当団体の場合、封筒の宛先が当団体となっていることから、専任の事務担当者が居ない
小規模の宗教法人から様々な質問が京都府に寄せられるが、国へ改めて質問していただく
か、当団体から国へ確認した上で回答するなど二度手間が発生する。
○都道府県事務は、事前調査（都道府県内の会社法人以外の法人の名簿整備）のみに限
定し、本調査業務は国で一括して行うべきと考える。
【効果】事務手続きおよび経費の効率化
【支障事例】
　　5年に1度実施される調査であり、県では当該調査に係る人員を調査年度に限って確保す
ることは現実的でなく、調査担当職員の業務負担が大きい（県の本来業務に支障が生じか
ねない）
　　調査を受ける法人からの問い合わせ対応は国が行う予定であるが、調査票の提出先は
県であり、また調査票の審査は県から再委託を行う民間事業者であるため、調査対象法人
は問い合わせ先が分かりにくく混乱を招く恐れがある。
　　国が一括して実施する場合に比べ、経費及び事務手続きが非効率である。例えば、調査
票は国交省が発送→調査対象法人→県→再委託先（民間事業者）→国交省という流れで送
付されるが、都度送料がかかるため経費のムダが生じる。
　　国から県への委託費について、十分な予算が確保されていない。H30年度調査では、国
の各都道府県への予算の配分調整に時間がかかり委託費の確定が遅くなったため、県から
民間事業者への委託内容の仕様検討も遅れた。
○国は「会社法人」の調査を外部委託しており、都道府県に委託している「会社以外の法人」
も含めて一括で外部委託すれば、事務の効率化及び経費節減を図ることができる。
　　当県では、業務遂行のため、非常勤職員を雇用して対応しているが、応募者がなかなか
現れず、人材確保に苦労するなど体制及び作業環境整備の負担が大きくなってきている。
　　「会社以外の法人」だけ都道府県に割り当てられたり、調査票の受付整理や未提出法人
への督促等だけ都道府県が実施したりする合理的な理由が見当たらない。
　　調査方法について、国が調査票を発送するが、受け付けは都道府県となり、調査票未提
出法人に対する督促の１回目は国が実施するが、２回目以降は都道府県が実施するなど、
調査を受ける法人にとって調査実施主体がわかりにくいシステムとなっており、混乱やトラブ
ルを招く恐れがある。
○【支障事例】
（１）都道府県への法定受託事務としている理由、必要性がなく、経費及び事務手続の面で
非効率である。
（２）国から都道府県への委託費について、再委託が認められているものの十分な予算が確
保されていないため再委託を断念した。
（３）調査内で国と都道府県で事務分担が分かれており、回答する法人には分かりにくいと思
われる。
【上記の具体例】
（１）国側が一括して作業すれば、都道府県への委託事務契約等も不要となり、事務効率化
が図られる。また、臨時職員を雇用する場合、応募者がなかなか現れず、人材確保に苦慮
する場合がある。
（２）再委託する委託費の予算不足により自前で事務処理することにより職員負担が増加し
ている。
（３）督促について、1回目を国交省が、2回目以降を都道府県実施となっているが、調査を受
ける法人としては実施主体が分かりにくく混乱を招く恐れが高い。
○国と都道府県で役割分担して実施することから、調査を受ける法人にとって実施主体が分
かりづらい。
【具体例】
法人に調査票送付するのは県、問い合わせは国となっている。また、督促について、葉書督
促を国で、封書・電話督促を県がやることになりわかりづらく（封書等の返送先は県）、混乱、
トラブルを招く恐れがある。
非効率な事務となっている。
【具体例】
国でも本調査を民間にも委託し、都道府県も再委託で民間に委託可となっていることを考え
ると、国で一括して民間に委託した方が効率的ではないか。（都道府県が介在する効果が分
からない）
○５年に１度の統計調査のため国から委託される当該事務は、事務量が膨大であり、限られ
た職員での対応が困難であるため、民間事業者へ再委託することになるが、国からの予算
も限られていることから、受託事業者を見つけることが困難な状況である。また、各都道府県
においては、入札や契約、調査票の受付、国や業者との連絡調整に苦慮するなど、非効率
な状況があることから、国が一括して外部委託することにより都道府県の事務負担を軽減す
るよう法定受託事務を見直すこと。
○本調査事務については、一部は国が民間委託を行い、一部は都道府県が民間委託を
行っており、事務手続き上非効率が生じている。
　　法人名簿整備については、法人番号制度の導入により国税庁が一般公開している法人
データを国交省が直接活用すれば足り、都道府県は不要な確認作業を行っている。特に社
会福祉法人については、大半は市町村が所管しており、名簿作成を都道府県で行う具体的
なメリットがない。
○都道府県への法定受託事務としている明瞭な理由及び必要性が見出せず、経費及び事
務手続の面で非効率である。
　調査手法で国と都道府県で事務分担（例：１回目の督促の実施は国で２回目が県）が分か
れており、回答する法人には分かりにくい。
　当該調査が５年に1回の頻度であることから、その事務実施だけのための人員確保が困難
な状況になっており、事務の再委託が認められているとは言え、その業務のために必要な準
備、手配、入札、進行管理運営等を行う職員の負担が重くのしかかっている。加えて、国は
本調査業務そのものを民間委託しており、県が分担する事務は当該調査業務の一部分であ
ることから、国と都道府県でそれぞれ民間委託している現状は非効率である。
　調査を受ける法人にとっては、調査の各部分における主体が国か都道府県か分かりにく
く、混乱やトラブルを招く恐れがある。

北海道、青森
県、福島県、千
葉県、神奈川
県、富山県、石
川県、山梨県、
愛知県、京都
府、鳥取県、岡
山県、高知県

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

【添付資料】
非効率となっている具体例
（法人土地・建物）

九州地方知
事会

国土交通省統計法第16条
統計法施行令第４条

　行政の効率化や調査対象法人の調査における利便性の向上等が図られ
る。

本調査については、統計法第16条及び統計法施行令第4条に基づき、以下の
区分で事務を行うこととされている。
〔都道府県〕
・活動が都道府県内にとどまる「会社以外の法人」の名簿整備、督促（2回目・3
回目）、調査票の回収・受付（形式審査）、データ入力
〔国土交通省〕
・活動が全国展開している「会社以外の法人」及び「会社法人」の名簿整備、そ
の他都道府県が実施する業務以外の業務
《支障事例》
・民間企業へ委託して実施する単純事務についても、国が事務を行うこととされ
ている事務もあれば、都道府県が事務を行うこととされている事務もあり、国と
都道府県でそれぞれ民間企業への委託を行う必要があり非効率となっている。
・都道府県が断片的に事務を行うこととされているため、調査を受ける法人に
とっては、調査の各部分における主体が国か都道府県か分かりにくく、混乱やト
ラブルを招きかねない。
《非効率となっている具体例》
別紙のとおり
《調査対象法人の混乱やトラブルを招く恐れのある具体例》
別紙のとおり
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289 コミュニティバス等の制度上の位置付けを見直し、地域の実情に合った地域
公共交通を円滑に導入することによって、地域公共交通の充実が図られ、地
域住民の利便性が向上する。
また、利便性が向上することで、さらに地域公共交通利用者増加が期待さ
れ、地域公共交通の維持・確保につながる。

区域運行バス等として運行するコミュニティバス、自家用有償旅客運送等につ
いては、人口減少等の進展により、地域公共交通として主要な地位を占めるよ
うになったが、法令上は従前のまま補助的かつごく例外的な位置付けのままと
され、その活用が本来期待される範囲に比べて著しく限定されているため、関
係する法規制を横断的に見直し、地域の実情に応じた地域交通の円滑な導入
を可能とする制度を構築することが必要である。

見直すべき規制等に関する支障事例は別紙のとおり。

人口減少等の進展により、コミュ
ニティバス等は地域公共交通とし
て主要な地位を占めるようになっ
たが、法令上は従前のまま補助
的かつごく例外的な位置付けのま
まとされ、その活用が本来期待さ
れる範囲に比べて著しく限定され
ているため、関係する法規制を横
断的に見直し、地域の実情に応じ
た地域交通の円滑な導入を可能
とする制度を構築。

地域の実情に応じて
コミュニティバス等の
円滑な導入を可能と
する制度の構築

運輸・交通Ｂ　地方に対する
規制緩和

○タクシー事業者、鉄道駅がない当町において、公共交通機関は、主要道を走る路線バス
のみで、ほとんどの地域が交通空白地である。
そのため、交通空白地輸送を検討しているが、一部路線バスと重複した運行ルート等があり
導入に苦慮している。
　交通空白地の明確化や規制緩和するなど地域の実情に応じた制度改正を望む。
○人口減少や高齢化等の影響により、公共交通に関する住民ニーズは多様化しているた
め、民間の交通事業者だけでは対応できなくなってきている。そのような状況から行政が運
営するコミュニティバスや福祉等の有償運送に関する規制緩和や対象事業の拡大に関する
制度改正が必要である。ただし、制度改正に伴い交通事業者の収益に悪影響を及ぼす可能
性があるため、その点には十分配慮することが大切である。
○当市は、北東から南西にかけて細長い地形をしており、町等の境の南西部では500ｍ級
の山々が連なる山間部となっています。
　現在当市では、3事業者5路線の民間バスが運行しておりますが、全て北東～南西の「縦
方向」に運行する路線となっています。そのため、横方向への移動が困難であるため、路線
バスを補完するために区域運行型のデマンドバスを市内４区域で運行しています。
　しかしこのデマンドバスはあくまでも路線バスを補完する役割を担っているのみで、路線バ
スに代替するものではありません。そのため、比較的短距離の移動には、デマンドバス一つ
で足りますが、先に述べた通り、市を縦断する場合で、路線バスの停留所が近くに無い場合
は、デマンドバスから路線バスに乗り換える必要が出てきます。
　市としては、民間路線バスの事業者と共に市内公共交通を確保・維持していくために路線
バス・デマンドバスの相互で使える乗継券の発行を行い、利用者の負担を減らすよう努めて
いますが、市民からは、市の予算を使ってなぜ利便性の低いバスを走らせているのかという
ような声も上がっています。
　コミュニティバスの導入に関するガイドラインで民業圧迫しないよう求められていますが、
「路線競合」の限定・定義について見直しを行い、地域の特性に応じた地域交通の導入が図
られるように制度を改善していただきたいと思います。
○自家用有償運送が「交通空白」に範囲を限定されていることから、「交通空白」の区域外に
ある病院や商店に直接移動できないのは不便と、地域住民から意見を聞いている。
　　制度の構築にあたっては、既存の事業者の経営への影響も考慮する必要がある。
○一般乗合旅客自動車運送事業による３５０ｋｇ未満の貨客混載は道路運送法第８２条によ
り許可不要として認められているが，自家用有償旅客運送による貨客混載を行う場合には，
「・自家用有償旅客運送者による過疎地域等における少量貨物の有償運送に係る道路運送
法第７８条第３号に基づく許可に係る取り扱いについて（国自旅第４１２号国自貨第１７２号平
成２８年３月３１日）」に基づき，許可することとなっている。本通知によると，許可基準は，既
存の貨物自動車事業者によっては当該地域内の住民に係る貨物運送サービスの維持・確
保が困難な地域として，当該地域の貨物自動車運送事業者の事業運営に支障がないと運
輸支局長が認める地域に限るものとし，運輸支局長が，国土交通省自動車局との協議の
上，当該地域の物流網の状況，住民の貨物輸送に係るニーズ等について，必要に応じて当
該地域の住民，地方公共団体，業界団体その他の関係者から意見を聴取し，判断すること
となっている。
　現在，本県内の町において，バス事業の生産性向上のため町営バスを活用した貨客混載
の実施を検討しているが，実施に当たっては、運輸支局から地域の総意が求められているこ
とから、当該地域の貨物自動車運送事業者である日野郡内３４社（一般貨物自動者運送事
業１３社、軽貨物自動車運送事業２１社）それぞれから支障がないかについて確認する必要
があり、当該事業がなかなか進まない。
○中山間地では、市街地に比べ、少子高齢化による人口減少が顕著となっている。
　併せて、路線バス利用者も減少しており、赤字運行が常態化している路線が年々増え続け
る一方で、バス事業者においては赤字運行となっている路線の減便や運行廃止等の見直し
が進められている。
　市としては、地域住民の生活交通としての移動手段確保、交通空白地の解消として、市営
バスや予約型乗合タクシーによる代替措置を行っているものの、運転手不足・高齢化などに
より事業受託者の確保や運行財源の確保が厳しい状況である。
　市内各地で民間施設等が運行している無料送迎バスは、貸切バスとしての運行となってお
り、地域と当該施設間のみの運行となっている。有償かつ当該施設以外の運行を行う場合、
一般乗合旅客運送事業の許可が必要となるうえ、既存の路線バスとの競合という問題もあ
ることから、導入が厳しい状況である。
　運転手不足、交通空白地を解消するために民間施設等が運行している無料送迎バスにつ
いて、地域の実状に合わせた一般乗合旅客運送事業として許可される制度改正を望む。
　路線バスの運行廃止となる地域において、代替手段として市営バス等の整備を進める際
に『路線競合』が問題となっている。
　山間地域から市街地まで運行する場合において、路線バス経路と重複する部分について
は、乗客の奪い合いになる『路線競合』に当たるとして、バス事業者やタクシー事業者からの
了解が得られない。路線競合の解消策として、結節点による乗り継ぎがあるが、そもそも市
営バスや予約型乗合タクシーの主たる利用者は高齢者であり、乗り継ぎに対して不安や煩
わしさを抱く方が多い。結果として、利用者減少につながることが予想されることから、地域
の実状を考慮いただき、路線競合について規制緩和を要望する。
○利用者の減少により、主に生活バス支線の撤退が続いている。このため、市町が代替交
通手段としてコミュニティバスを運行する路線数が多くなっていることから、今後、円滑な導
入を可能とする制度の構築は必要である。

山形市、塩谷
町、本庄市、大
野市、山県市、
京都市、池田
市、鳥取県、島
根県、愛媛県、
宮崎市、十日町

別紙あり全国知事
会、全国市
長会、全国
町村会

国土交通省・道路運送法第78条
・道路運送法施行規則
第3条の3
・道路運送法施行規則
第49条
・「地域公共交通会議
に関する国土交通省
としての考え方につい
て（平成30年3月30日
自動車局長通知）」
・「市町村運営有償運
送の登録に関する処
理方針について（平成
30年3月30日自動車局
長通知）」
・「公共交通空白地有
償運送の登録に関す
る処理方針について
（平成27年3月30日自
動車局長通知）」
・「自家用有償旅客運
送者による過疎地域
等における少量貨物
の有償運送に係る道
路運送法第78条第３
号に基づく許可に係る
取扱いについて（平成
28年3月31日自動車局
長通知）」
・道路運送法第3条第1
項第1号
・道路運送法第9条の2
・「一般貸切旅客自動
車運送事業の運賃・料
金の届出及び変更命
令の処理要領につい
て（平成26年3月26日
自動車局長通知）」
・都市計画法第29条第
1項第3号
・都市計画法施行令第
21条第1項第6号



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
その他

(特記事項)
団体名

296 人口減少が進みコンパクトなまちづくり等が求められる中、都市計画法体系
で求められる公園等の設置について、地域の実情に合わせて市町村が判断
することで、効率的・合理的な公共施設等の配置に資する。

都市計画法施行令第25条第1項第6号では、開発行為の許可基準として、開発
区域の面積が0.3ha以上5ha未満の開発行為について、面積の3％以上の公
園、緑地又は広場を設けることが義務付けられている。そのため、開発行為ご
とに小規模な公園等が必要以上に多数設置されている。また、公園等の必要
性の判断のもととなる開発区域の周辺の状況について、許可権者の都道府県
と管理を引き受ける地元市町村との判断が異なり、周囲に田園や山林等の自
然が多いにも関わらず、公園等が多数設置され、市町村は住民の利用が少な
い多くの公園の管理に苦慮している。市町村自らが定める公園等の設置基準
に基づき、公園等の設置が不要と判断した場合には設置を求めないことを同施
行令第29条の2第2項第3号に規定する緩和基準に追加するなど、制度を見直
すべきである。また、都市計画運用指針では、街区公園は誘致距離250mを標
準として配置することが望ましいと定められており、特段の例外的事情のない
限り通常は、各自治体はこの規定に沿った判断をするよう実体的に枠付けられ
ている。このため、市街地のすぐ近くに田園・緑地等が広がっているにもかかわ
らず、公園を多数配置することとなり、実情に合っていない。このため、誘致距
離について、廃止又は大都市部を前提とした基準以外に農村部等の地域の実
情に合った基準を選択できることとし、市町村が地域の状況に応じた公園の配
置を判断する制度に見直すべきである。

都市公園等の設置について法令
等により大都市部の状況を前提と
して一律に基準が定められている
が、人口減少、都市のコンパクト
化など地域の社会状況に即した
公園の適切な設置を市町村が自
ら判断できるよう、制度を見直す
こと。

市町村が地域の実情
に応じて公園の設置
を判断できるよう枠付
けの廃止・緩和

土地利用（農地除く）Ｂ　地方に対する
規制緩和

○0.3ha程度の分譲住宅の開発件数が多く、そのほとんどで公園設置を要するため、小さな公園の数が増える
一方である。先日は公園を設置した開発地の隣で別の分譲住宅開発があり、すぐ近くにまた公園が設置され
た。そのような分譲地に設置される公園は、売地の余剰地で形成されるため、不整形な土地になってしまうこと
が多く、公園利用としての価値が低い。また、維持管理については地元や開発業者または土地購入者が行うよ
うに指導しているが、時間が経つとその約束が風化してしまい、市に管理を要望されるケースも多い。公園設置
の開発面積の基準を引き上げる等の緩和措置が取られれば、公園設置を要する開発件数が減り、活用されな
い公園の増加を防げるため、非常に有用であると考える。
○都市公園法には以下の規定があり、都市公園の廃止はハードルが高い状態である。とある都市公園の近隣
に広場や緑地があっても、その広場や緑地が都市公園として指定されていない場合、代わるべき都市公園とは
ならず、その都市公園の廃止は容易ではない。これは、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を進めていくに
あたり、現在における各都市公園の必要性の検討さえ阻害するものになり、都市公園が将来、市町村の健全な
財政運営の障害になりかねないと考える。
（都市公園の保存）
第十六条　公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公
園を廃止してはならない。
一　都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施
行される場合その他公益上特別の必要がある場合
二　廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
三　公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了
又は解除によりその権原が消滅した場合
○開発許可を受ける場合、開発区域の面積の３％以上を緑地や公園にすることが義務付けられており、周囲に
田園や山林等の自然が多いにも係わらず小規模の緑地や公園が設置されるなど、地域の実情と合わない制度
となっている。また、遊具等のない小規模な公園が必要以上に多数設置されており、住民の利用も少なく、維持
管理に苦慮している。
○開発行為による公園・緑地の提供は近距離に多数発生しており、既に公園のある地域のすぐそばに公園が
作られることが多い。
また開発面積の比率による提供のため、小規模な公園が多く、園内広場の利用勝手が悪く、植栽についても隣
接する住宅と距離が近く、樹木成長に伴う隣接地への越境が避けられない。そのため、隣接地への影響を緩和
するための剪定や伐採を行う必要があり、樹木の健全な育成についても支障がでている。
○当市においても同様の支障事例が発生しているが、規定に沿った公園を設置しているところである。また、当
市は市民一人当たりの公園面積が全国平均の約２倍を有しており、財政上の理由からも制度改正の必要性を
感じている。
○当市は、過疎地域で田園・緑地等が非常に多く、実情に合ったまちづくりがなされていない。このことから、市
町村が地域の状況に応じた公園の配置を判断する制度に見直すべきである。
○都市計画法施行令第25条第1項第6号では、開発行為の許可基準として、開発区域の面積が0.3ha以上5ha未
満の開発行為について、面積の3％以上の公園、緑地又は広場を設けることが義務付けられている。そのため、
開発行為ごとに小規模な公園等が必要以上に多数設置されている。また、公園等の必要性の判断のもととなる
開発区域の周辺の状況について、許可権者である都道府県と管理を引き受ける地元市町村との判断が異なり、
周囲に田園や山林等の自然が多いにも関わらず、公園等が多数設置されている。このため、市町村は、住民の
利用が少ない多くの公園の管理に苦慮している。市町村自らが定める公園等の設置基準に基づき公園等の設
置が不要と判断した場合には設置を求めないことを同施行令第29条の2第2項第3号に規定する緩和基準に追
加するなど、制度を見直すべきである。また、都市計画運用指針（第8版）では、街区公園は誘致距離250mを標
準として配置することが望ましいと定められている（運用指針は技術的助言であるが、詳細に基準等が定められ
規律密度が高く、また、運用指針において「～ことが望ましい」という表記は、「制度の趣旨等から記述された事
項による運用が想定されている」ものであると定められており、特段の例外的事情のない限り通常は、各自治体
はこの規定に沿った判断をするよう実体的に枠付けられている）。このため、市街地のすぐ近くに田園・緑地等が
広がっているにもかかわらず、公園を多数配置することとなり、実情に合ったまちづくりがなされていない。このた
め、誘致距離について、廃止又は大都市部を前提とした基準以外に農村部等の地域の実情に合った基準を選
択できることとし、市町村が地域の状況に応じた公園の配置を判断する制度に見直すべきと考える。
○一団地の住宅施設に都市計画決定されている大規模団地敷地内の民有地に都市計画公園に位置づけた公
園が存在している。
また、当該団地については、建替えを前提に、都市計画運用指針に基づき一団地の住宅施設を廃止し、引き続
き良好な居住環境を確保することを目指し、地区計画への移行を行った。
都市計画運用指針（Ⅳ-２-２Ⅱ）Ｂ.２公共空地の都市計画の変更）において、適正かつ合理的な土地利用を確
保する目的で関連する都市計画との整合性を図る必要がある場合に、都市に必要な公園等の公共空地の機能
を確保しつつ、変更することが望ましいとの記述がある。
これを背景に、建替え計画の熟度に応じて、地区整備計画で都市計画公園を同等の規模の地区施設に振替
え、公園機能を確保したうえで、都市計画公園の廃止を行いたいが、地区施設は誘致圏域を有する永続的な都
市計画施設ではなく、地区周辺に減少面積の確保が出来ないこと等の理由で、都市計画公園の都市計画変更
（廃止）に関する知事協議の事前調整が難航し、スムーズな建替えの検討に影響している。
○0.3ha以上の開発行為が数年から十数年の間隔で隣接あるいは近接して行われたことにより、小規模な公園
が多数設置されている地域がある。また、周囲に田園や公園等がある場合でも開発行為による公園が設置され
ている。開発行為で設置された公園は市や地元住民等で管理しており、小規模公園が多数設置されることによ
り適切な管理が困難となっている。このため、公園管理を引き受ける市の意向を反映できるような公園設置の制
度となるように改正する必要があると考える。また、コンパクトな街づくりが求められる中で公園を設置する新規
の住宅地開発は減少すると考えられ、少子高齢化や人口減少が進むことで公園の管理がより困難になると考え
られるため、既に設置されている公園の廃止も可能となるような指針や制度となることが望ましいと考える。
○当市では、時代の経過に伴う周辺環境やニーズの変化により、利用されていない小さな都市公園（特に開発
公園（都市計画法及び開発条例いずれの規定にもよるもの））が多数あります。公園施設の高齢化に伴い維持
管理費が年々増えており、利用の少ない公園や地元から要望がある公園は廃止できないか検討しています。
しかし、都市公園法第１６条（都市公園の保存）の規定によって都市公園の廃止はハードルの高いものとなって
おり、ニーズの変化や地域の実情に合った公園の配置は困難であります。
そこで、都市公園法第１６条（都市公園の保存）の規定が見直されると、地域の要望やニーズ、市町村ごとの実
情に合った公園配置が期待できると考えます。
○都市計画法施行令第25条第1項第6号では、開発行為の許可基準として、開発区域の面積が0.3ha以上5ha未
満の開発行為について、面積の3％以上の公園、緑地又は広場が設けることが義務付けられているが、既存の
公園でさえ市町村が十分に維持管理できているとは言えない状況であり、市町村自らが定める公園等の設置基
準に基づき公園等の設置が不要と判断した場合には設置を求めないことを同施行令第29条の2第2項第3号に
規定する緩和基準に追加するなど、制度を見直すべきである。
○当市では、市街地に隣接して53haもの緩衝緑地（名称：市民ふれあい公園）が整備されているが、都市計画運
用指針及び土地区画整理法施行規則（以下「法令等」という。）に基づき街区公園を整備する計画となっている。
しかし、上記の緩衝緑地については、実態的には市民等が日常的に利用する公園として機能しており、現行の
法令等に沿った計画の実施は、本市の地域の現状に即しているとは言い難い。そのため、市町村が地域の状
況に応じた公園の配置を判断することができるような制度改正が必要である。
○本市においても開発行為にて供用開始する公園における設置位置等については問題視している。本市につ
いては、都市公園数が約1300箇所あり、1人あたりの都市公園面積も10㎡以上あるが、街中（ＤＩＤ地区）につい
ては1人あたりの都市公園面積が約3㎡であることから街中における公園整備を優先的に進めている。また、施
設数の増加に伴い管理費の増加が深刻化しており、公園の必要のない地域（周辺に公園がある地域等）につい
ては新規整備を優先的に実施していない。しかし、開発行為にて発生する公園については、計画等に関係なく発
生する施設であり、その設置位置や規模については、供用後の維持管理の観点から問題視している。
本市としても、都市計画法施行令における緩和基準も視野に入れながら、開発行為における公園の設置の在り
方を検討していきます。
現時点での制度の改定要望等については該当ありません。
○本市でも開発行為による小規模な公園が多数あり，維持管理に苦慮している。これらの公園は，地元自治会
などに除草・清掃等をお願いしているが，近年では高齢化などを理由に管理を拒否される事例も増加している。
このことから，地域の実情に応じた適正な数・規模で公園を整備することが求められており，提案については賛
同できる。
○本市においても同制度により帰属を受けた公園が数多く設置され、維持管理費を圧迫している。平成29年度
末現在、本市の街区公園数は1,464箇所であり、そのうち街区公園の標準面積2,500㎡に満たない公園が85%あ
り、そのうちの99%が開発行為により帰属された公園となっている。これらは市内の一部区域に偏っており、適正
な規模も含めた公園配置の不均衡が生じている。
○予定建築物の用途が住宅もしくは工業団地である開発行為（法第33条）により設置された都市公園法の位置
付けのない小規模な公園、緑地または広場（以下、「公園等」という。）は、基本的には当市が管理しており、年々
増加する公園等の維持管理の負担に苦慮している。
一方、近年、小中学校の統廃合に伴い、廃止した校舎跡地を比較的規模の大きい公園等として新たに整備を
行っている。
このことから、新たな公園等の整備に伴い、その公園の周辺に存する過去の開発行為で設置された小規模な公
園等を廃止できる制度に見直すべきである。
○都市公園をはじめとする公共施設等については、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化等を計画的
に行うことで、財政負担を軽減・平準化するとともに、その最適な配置を実現することが必要である。
国においても、「インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月。）の17ページに「地方公共団体の役割」として、
「各々の団体が置かれた実情に応じて、インフラの維持管理・更新等を総合的かつ計画的に行うことが重要であ
る。」と記載されているにもかかわらず、実際には、許可権者である都道府県が判断しており、管理者である市町
村の実情に応じたものとなっているとは言い難い。
実際に、本市では、都市公園法施行令第1条の2に規定する「住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準（1
人当たり10㎡）」を満たしているにもかかわらず、開発行為のたびに公園数が増え、市のストック及び管理費用
が増加する一方である上、開発行為によってできる小規模公園は管理上も公園の計画的な配置においても好ま
しくない場合が多い。
上記の理由から、市町村において、公園担当所管で開発行為を行う周辺の公園とのバランスを考え、公園の規
模（面積など）や必要、不要の判断を決定できるよう望む。

仙台市、白河
市、ひたちなか
市、富津市、三
条市、射水市、
嘉麻市、八代
市、宮崎市

全国市長会国土交通省都市計画法施行令第
25条第1項第6号
都市計画運用指針（第
8版）〔都市施設（Ⅳ-2-
2ⅡB.1.）
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環境省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

17 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 産業廃棄物処理施設
の設置者における特
例の対象となる一般
廃棄物の拡大

現在、廃棄物処理法の規定によ
り、一般廃棄物を産業廃棄物事
業者に処理させることができない
が、有害物を含む廃棄物につい
ては、産業廃棄物処理業者であ
れば安価に処理が可能であること
から、行政代執行による一般廃棄
物の処分に限り、廃棄物処理法
施行規則第12条の７の16に鉛を
含むブラウン管ガラス等の溶融処
理を可能とする規定を追加いただ
きたい。

【現状】
　本市では、無許可で収集され破砕されたブラウン管ガラス（約860ｔ）について、
一般廃棄物として行政代執行により処分を計画している。この破砕ガラスには
特別管理産業廃棄物の基準値である0.3㎎／ｌを超える鉛が含有しており、これ
を安全に処理するため、廃棄物処理法施行令第６条第１項第３号に定める「金
属等を含む産業廃棄物に係る判定基準に基づき管理型処分場への埋立処分
ができない廃棄物」の基準を準用した処理を予定している。
【支障事例】
　基準を超える鉛を含む一般廃棄物を処理できる事業者は全国でも数社しかな
く、処理方法はコンクリート固化が中心で、運搬費も含め、処理コストが最低で
も10万円／ｔと高額となる。その一方、産業廃棄物処理施設であれば、溶融処
理において約５万円／ｔで処理が可能であるが、処理が可能な産業廃棄物処理
業者に上記処理を打診した結果、一般廃棄物処理施設の設置許可を理由とし
て対応できないと３つの業者（東京都、宮城県、茨城県）が回答した。
また、有害物を含む廃棄物であることから、生活環境を保全するために現地か
ら撤去する必要があり、やむを得ず行政代執行による処理を行う場合、無許可
で収集された廃棄物の処理については行政代執行の費用の回収が困難な
ケースが多く、大量の廃棄物の処理は自治体への財政負担が大きくなることが
課題となっている。

　起因者による自主的な処理が見込まれず、やむを得ず行政代執行による
処理を行う廃棄物に限り、産業廃棄物処理施設で処理が可能となれば、低コ
ストで安全かつ迅速に処理が可能となり、事態の早期解決による周辺住民
の生活環境の保全と財政負担の軽減が図られる。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第７
条、第８条、第11条、
第15条の２の５

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
規則第12条の７の16

環境省 袋井市 静岡県、兵庫県 ○行政代執行を妨げる要因となっており、県は対応策を市と一緒になって検討している。
行政代執行による廃棄物の処分については、早急な支障の除去や財政的負担の軽減
を妨げる要因がそれぞれに異なることから、地域の実情に応じ柔軟な対応ができるよう
にしていただきたい。

59 Ｂ　地方に対する
規制緩和

産業振興 中小企業等協同組合
からの暴力団排除の
ための中小企業等協
同組合法の改正

中小企業等協同組合から暴力団
を排除することができるよう、条例
委任又は法改正による暴力団排
除条項の追加を行うこと。

【支障】
近年、暴力団排除条例の制定等により暴力団の排除のための施策が全国的
に進んでいる中、中小企業等協同組合についても全国中央会が定める定款参
考例へ暴力団排除の条文が加わったところである（平成27年）。
しかし、中小企業等協同組合法には暴力団排除規定が置かれておらず、認可
庁としては暴力団と関わりのある組合の認可を拒否したいが、法律上での明確
な根拠がないことが支障となり、排除することが難しい。また、警察への暴力団
照会も、法律上での明確な根拠がないために行えない状況である。
【改正の必要性】
反社会的勢力の中心である暴力団を排除するには、社会全体で取り組む必要
があり、犯罪対策閣僚会議の「「世界一安全な日本」創造戦略」においても、「各
種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底」が明記されている。ついては、他
法律（貸金業法や水産業協同組合法など）と同様に、中小企業等協同組合法
にも暴力団排除規定を追加することを求める。

中小企業等協同組合
法

警察庁、金融庁、財務
省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省

京都府、滋
賀県、京都
市、大阪
府、兵庫
県、和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、関西広
域連合

石岡市、川崎
市、綾瀬市、奈
良県、愛媛県、
熊本市、大分県

○今後支障事例が生じる可能性は高いこと、また、暴力団排除が社会全体の課題であ
ることや貸金業法など類似法令との整合性から改正が必要である。
○反社会的勢力排除を徹底する上で、中小企業等協同組合法への暴力団等排除規定
の追加は必要不可欠であると考えられる。
○本県においても、他県と同様、仮に暴力団関係者から組合設立の認可申請があった
場合、認可を拒否する法令上の明確な根拠がないことから、法改正の必要性があると考
える。
○認可の根拠法である中小企業等協同組合法において、明確な排除規定がないことか
ら、法に基づいて暴力団と関わりのある組合の認可を拒否することは、難しいと考える。
暴力団排除条例の制定等により、県レベルの施策として暴力団の排除が全国的に進む
中、組合等団体における企業倫理を遵守する意味でも、法において排除規定を定めるこ
とに賛同する。

徳島県、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取
県、愛媛
県、高知県

福島県、新潟
市、神山町、高
松市

○飼養される犬のうち小型犬が占める割合が増えたため、室内飼いが増加している。未
登録犬の発見が困難であるため、狂犬病予防法の登録の義務が形骸化する恐れがあ
る。任意団体でのマイクロチップの登録と、狂犬病予防法による登録が一元化されれ
ば、未登録の防止と、犬の逸走時や狂犬病が疑われる事例が発生した場合の初期対応
に効果があると考える。またマイクロチップは、複数の団体が管理している現状では効
果が薄く、少なくとも横断的に検索できる仕組みづくりが必要と思われる。
○厚生労働省が所管する狂犬病予防法に基づく犬の登録制度と、環境省が推奨する犬
へのマイクロチップ装着は、どちらも犬の所有者を明らかにするための手段であるが、犬
の所有者にとっては２重の措置となり、過分の負担をかけている。このことを踏まえ、所
有者登録を推進するためには、狂犬病予防法が定める鑑札に代わるものとして、マイク
ロチップを定め、その情報を管理するルールを設けることが必要である。
○各市町村で使用する犬の登録等のデータは、業者が構築したシステムで管理してい
ることが多く、登録項目を１つ増やすだけでも仕様変更となり、それに伴う費用が生じる
可能性がある。また、登録や注射の受付を委託している獣医師会においても、登録等
データを独自のシステムで管理していることが多く、同様の支障が生じると思われる。現
在、登録等データは各々のシステム等で管理しており、転入や転出があれば、文書によ
り登録等情報を送付しあっている。マイクロチップ等の登録窓口を一元化するのであれ
ば、データシステムについても国で一元化を行うことで、各市町村におけるシステム等の
管理や、登録等のデータを市町村同士でやり取りすることはなくなるため、事務負担や
費用負担が激減する。また、市町村に限らず、都道府県や警察等からもそのシステムで
照会できるようにすれば、迅速に犬の所有者を発見することが可能となり、効率化が図
ることができる。
○飼い主の負担を軽減することによって、所有者明示が推進され、県に引き取られた犬
猫の飼い主への返還率が向上する可能性が高くなるという効果が期待できる。
○放浪犬を捕獲した際に、鑑札を装着しているケースはほとんどなく、飼い主の特定が
困難なことが多い。マイクロチップの装着を含めた飼い主登録が徹底されることにより、
迅速に飼い主の特定を行うことができる。

40 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 飼い主登録を徹底す
るための登録窓口の
一元化

飼い主登録の徹底を図るため、市
町村、AIPO（動物ＩＤ普及推進会）
の他、任意団体等が窓口となって
いる飼い主登録について一元化
を行う。

環境省が推進するマイクロチップによる登録と、厚生労働省が所管する狂犬病
予防法に義務づけられる犬の登録制度については、二重登録制度となってお
り、双方の推進の妨げとなっている。
特に、申請者である飼い主からすれば、狂犬病の登録、マイクロチップの装着
のため、それぞれの窓口で登録する必要があり、それぞれで手数料を負担して
おり、申請者の事務負担・費用負担の観点から非効率である。
（（参考）犬の登録手数料3,000円、狂犬病予防注射3,000円、マイクロチップの
データ登録料1,000円(チップ装着代等は別)）
マイクロチップデータの登録については、狂犬病法第４条に基づく登録原簿へ
の記載にデータに新たに一つデータを追加することで対応できると考えられ、市
町村側の負担も少ないと思われる。
また、登録窓口が一元化され、所有者明示と狂犬病予防接種が推進されること
で、例えば盗難された犬や迷子の犬が保護された際、その犬のマイクロチップ
の登録情報から狂犬病予防接種の状況が確認できたり、仮に狂犬病の犬が保
護された場合、当該犬の所有者の居住地から、当該地域における速やかな予
防措置に取り組むことができたりするなど、県としての広域的な狂犬病予防対
策にもつながる。

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名

・飼い主登録が徹底されるとともに、登録制度の合理化が図られる。
・飼い主の費用負担が軽減される。

狂犬病予防法第4条
動物の愛護及び管理
に関する法律第７条
動物が自己の所有に
係るものであることを
明らかにするための措
置について
（平成18 年１月20日環
境省告示第 23 号）第
４（２）イ

厚生労働省、環境省
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区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名

64 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 原子力関係交付金の
事務の簡素化

①「放射線監視等交付金」(原子
力規制庁)及び②「原子力発電施
設等緊急時安全対策交付金」(内
閣府）（ただし、環境放射線モニタ
リングに係る部分に限る。)の経費
算出に係る様式の統一など事務
手続きの簡素化

　①は平常時から原子力施設に対する環境放射線監視業務に係るもの。②は
事故発生時の対応のためのモニタリング体制に係るもの。
　両者の関係施設が同一地点にある場合、以下の様な非効率な事態が生じて
いる。
・土地の賃貸借料、電気代等の経費については各交付金毎に按分算出するよ
う求められており、膨大な事務量を要する懸念がある。（具体的には、目的外使
用を避けるための用途制限や、契約等の分割、分割ができない場合は両交付
金への費用按分（年度末の繁忙期に毎年必要）といった事務が想定される。）
・府県は両省のヒアリングを受ける必要があり、国も方針決定に当たり両省調
整を要しており非効率である。
　また、緊急時用途と平常時用途で必要とされる機能が異なる部分はあるが、
基本的に同様の機能を有した空間放射線量率測定や放射能濃度測定等の機
器を設置しており、使用目的が異なるというだけで、両設備に係る経費につい
てまで按分算出させる理由は乏しいと考えられる。

　放射線モニタリングにおいて、測定機器の用途を財源別に平常時モニタリ
ング、緊急時モニタリングに限定することは、効率的、効果的でない場合があ
る。
　同一地点にある設置機器について、経費の按分を不要とするなど手続き等
を見直すことで、各交付金の申請等に係る事務量を軽減し効率化を図ること
ができる。

放射線監視等交付金
交付規則
原子力発電施設等緊
急時安全対策交付金
交付規則

内閣府、環境省 京都府、滋
賀県、大阪
府、兵庫
県、鳥取
県、関西広
域連合

福井県 ○①の放射線監視等交付金で整備したモニタリングポストについて、保守点検時に最短
でも１月半程度の欠測期間が生じており、当該期間の代替機器の手配には予算面も含
めて苦慮している状況がある。当該期間について②の原子力発電施設等緊急時安全対
策交付金で整備した機器の運用を認めるなど予算面、運用面での柔軟な対応を求め
る。
○現状、環境放射線モニタリング等の資機材について、各交付金の目的に基づき、緊急
時と平常時で使い分けをしなければならず、非効率的である。

69 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 一般廃棄物の収集・
運搬手続きの緩和

公共施設から排出される一般廃
棄物を，家庭から排出される一般
廃棄物と合わせて収集運搬する
こと

　本市では，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条でいう自らの責任によ
る適正処理を行う事業者として，同法第4条及び同法第6条の2でいう市町村の
責務と明確に分離する必要があると考えられることから，市有施設から排出さ
れる一般廃棄物の収集運搬と家庭から排出される一般廃棄物を分離して収集
運搬を行っている。
　これにより，事務所管部署，予算措置，収集運搬委託契約行為から，実際の
収集運搬作業に至るまで，両者をまったく分離することとなるため，家庭ごみ・
公共ごみ共に同種作業（収集運搬処理業務委託）ではあるが、市財政支出が２
つに分かれてしまうことになり，財政手続等で負担が生じている。
　しかしながら，市町村の場合，事業者の事業活動と言っても，住民サービスを
果たす活動であり，財源は，家庭から排出される一般廃棄物の収集運搬と同じ
く自主一般財源により賄われるので，責務を明確に分離せずとも，両者それぞ
れの責務は果たされ，かえって，混在した形で果たすことにより，経費財源の縮
減とともに，効率的な行政活動の確保に繋がるのではないかと考えられる。
　また，一般家庭・公共施設双方で一番多く排出されるごみが同様の性質のも
のが多く，分けて収集運搬する意義も乏しいものと考えられる。

市有施設から排出される一般廃棄物と，一般家庭から搬出される一般廃棄
物と合わせて，市が委託した業者に一緒に混合収集させることで，経費財源
の縮減とともに，効率的効果的な行政活動を確保できる。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第3条

環境省 笠間市 北本市 ○市有施設から排出される一般廃棄物と一般家庭から排出される一般廃棄物の収集運
搬を別契約で業者委託しているが、一本化することで、事務処理の簡略化及びコスト削
減することが可能となり、ひいては市民サービスの向上につながる。一本化することに問
題がないとする明確なガイドラインを示していただきたい。
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104 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 汚泥の広域処理に係
る廃棄物処理法の弾
力的運用

汚泥を集約処理する場合、下水
汚泥とし尿汚泥とではそれぞれ関
係する法律の取り扱いが異なるた
め、広域汚泥処理の事業主体が
流域下水道管理者である都道府
県となる場合には、下水道法上の
取り扱いとする措置を講ずること。

平成３０年１月に汚水処理関係４省による連名で都道府県に対し、「広域化・共
同化計画」の策定を求めており、汚泥処理施設の広域化等を推進するには関
係法の手続きを合理化する必要がある。
下水汚泥は、下水道管理者が自ら処理する場合は廃棄物処理法の適用外(H4
年通知)であるが、集約により下水汚泥とし尿汚泥等を合わせて処理する場合
には、下水道法と廃棄物処理法が共に適用され、下水道法上の事業計画の届
出のほか、一般廃棄物処理施設設置許可の手続きが必要になる。
当県が先進的に実施している広域汚泥処理事業において、複数の下水道終末
処理場及びし尿処理場からの汚泥を集約処理・資源化する施設を整備してお
り、下水道法上の事業計画変更の届出のほか、一般廃棄物処理施設設置許
可も必要となるため、両手続には多大な負担や期間が発生した。
なお、下水道終末処理場では生活若しくは事業に起因し、若しくは付随する廃
水等の処理に伴い発生する汚泥（し尿処理場で処理されているし尿以外のし尿
も含む）を処理しており、両施設とも処理の経路が異なるだけで、処理している
汚泥は同じものと考えられる。
また、広域汚泥処理施設で処理しているほとんどは下水汚泥であり、下水道管
理者が広域化の事業主体である場合には、下水道法上の手続きのみで問題
はないものと思われる。
全国的に広域化が推進されている中、このように非合理的な手続きが、事業の
支障となることが懸念される。なお、当県では新たな集約処理施設の整備も検
討されているため、手続きの合理化は喫緊の課題である。

下水道管理者である県又は市町村が自ら処理する場合、廃棄物処理法の
適用外とすることで、今後、都道府県が広域化・共同化の事業を進める上で
容易となる。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第８条
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律の一
部改正について（平成
４年８月13日　衛環第
233号）

環境省 秋田県、大
館市、仙北
市、小坂
町、上小阿
仁村、羽後
町、東成瀬
村

京都府 ○下水道事業では、持続的な汚水処理サービスの提供を行うため、施設の統廃合を含
めた広域化・共同化の推進が不可欠である。汚泥処理施設の広域化等の推進に当たっ
て、柔軟な対応が可能となるように、廃棄物処理法の適用について緩和していただきた
い。　また、緊急時にも柔軟に汚泥処理が可能となるように、産業廃棄物処理施設の設
置許可についても、同様に緩和していただきたい。
○下水道管理者である県又は市町村が自ら処理する場合、廃棄物処理法の適用外とす
ることで、今後、都道府県が広域化・共同化の事業を進める上で容易となるものと思わ
れるため。

○低濃度ＰＣＢ廃棄物または使用機器については、銘板等での判断が不可能であるため、分析機関による
分析が必須となり、本市では定量下限値未満であった場合はＰＣＢ廃棄物または使用機器ではないと判断
している。しかしながら、定量下限値については各分析機関により異なるため、同一の機器でも判断が異な
る可能性がある。特に、現在使用中の電気機器については、ＰＣＢの有無によって交換の要否が決まり、交
換が必要な場合は、その処分費用や代替機器の購入等、事業者の費用負担が大きくなる。ＰＣＢの有無が
事業活動に大きな影響をもたらすこととなるため、事業者を指導するにあたり、全国一律の基準が必要であ
ると考える。
○PCB汚染物のうち塗膜くずに関しては、PCB含有・非含有の入口基準が設けられていないため、「PCBに
汚染されていないこと」がPCB非含有の判断基準となり、分析結果の「ND」をもって非含有とは判断できず、
分析を行えば高濃度もしくは低濃度PCBのどちらかでの処分となり、非含有として処分することができない
状況にある。また、国から塗膜に関するガイドライン等が出ていない中で、調査対象とすべき塗料の年代や
使用構造物、分析方法が定められていないため、塗膜の剥離工事のみならず施設や設備の撤去工事にお
いても、どの範囲まで調査が必要か判断できない状況にある。また、シーリング材においては、日本シーリ
ング材工業会の判断フローを参考に指導を行っているが、塗膜くずと同様に入口基準が設けられていない
ため、第二次判定で分析を行えば、高濃度もしくは低濃度PCBのどちらかで処分せざるをえない。PCB汚染
物においては高濃度PCBが検出された事例もあると聞くので、所管部局が速やかに調査・工事を行えるよう
早急にガイドライン等を出していただきたい。
○提案団体と同様の支障が生じている。特に、橋梁等の塗膜やシーリング材（可塑剤）がＰＣＢ汚染物であ
るかどうか判定する基準についての問合せが多いが、塗膜やシーリング材がPCB汚染物に該当するかどう
か判定する基準（いわゆる入口基準）が明確でないために指導に苦慮している。PCB処理物に関する判定
基準（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第１条の２第４項：いわゆる出口基準）を、PCB汚染物
を判定する入口基準に準用してよいかどうか示していただきたい。加えて、PCB塗膜を剥離した後の鋼材が
PCB汚染物に該当するか否か判定する基準（卒業基準）がなく、指導に苦慮しているので、卒業基準及びそ
の分析方法を明確に示していただきたい。
○平成28年実施のＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査（市内の電気工作物を対象としたもの。）の結果によっ
て，低濃度ＰＣＢ使用製品を所有している事業者等が市内に１５業者程度存在していることが判明した。現
状では，法的根拠がないため，当該業者への適切な指導が難しい状況にある。
○ＰＣＢ汚染物の基準について、本県でも、ＰＣＢを含む橋梁の塗膜くずの扱いについて検討した事例があ
り、他県照会をしたが自治体により扱いが異なる状況が判明した。排出事業者、処理業者も所在地により
扱いが異なることは混乱すると考えられるので、全国一律の基準を設けることが望ましい。使用中の低濃度
ＰＣＢ機器の対応については、高濃度ＰＣＢ使用電気機器と異なり、廃棄に係る明確な規定がないため、ＰＣ
Ｂ廃棄物の掘り起こし調査を進める中で、業者や電気主任技術者から「使用をやめて平成３９年３月末まで
に廃棄する必要があるのか」という問い合わせが多いことは事実である。３９年の期限後に低濃度ＰＣＢ含
有機器であることが判明した場合のことを考えると、高濃度と同様に処分等対応方針が定まっていることが
望ましい。
○（１）使用中の低濃度ＰＣＢ含有製品は、ＰＣＢ特措法に処分期限が規定されておらず、その処分は努力
義務となっている。このため、現在の特措法では当該ＰＣＢ含有製品が処理期限経過後も使用可能と読め
ることから、期限内に処分するよう法的根拠をもって指導することが難しく、対応に苦慮するケースがある。
（２）電気機器以外のPCB汚染物には、PCB廃棄物の基準は、「検出されないこと」とされており、具体的な数
値基準が定められておらず、分析業者や分析方法ごとに定量下限値が異なることから、適切な指導が難し
い。
（３）橋梁塗膜は、原料の有機顔料中に非意図的に副生ＰＣＢが生成するケースが確認されているが、化審
法の運用で顔料中のＰＣＢ含有量がＢＡＴレベル以下であれば、流通が認められている。このため、新しい
塗膜からもＰＣＢが検出される可能性があり、低濃度ＰＣＢ含有の橋梁塗膜の除去を進めるうえで支障と
なっている。
一方、上記の化審法の運用を踏まえて事務連絡（※）が発出されており、ＢＡＴレベル以下の有機顔料は、
廃棄物となってもＰＣＢ特措法の対象外であるとされ、地方環境事務所から塗膜についても当該事務連絡
が適用されるとの回答を得ている。しかし、現状では低濃度ＰＣＢ含有塗膜くずは、ＰＣＢ廃棄物として特措
法に基づき処分されていることから、当該塗膜くずについて、取扱いに疑問が生じている。（※）平成２４年１
２月１０日付「ＰＣＢを含む有機顔料に関するポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別
措置法の適用について」上記のPCB該当性に係る基準や使用中製品の処分義務、塗膜の取扱いが不明瞭
であることにより、期限内に処分が完了しないおそれがあり、指導や改善命令等の増加が懸念される。以上
のことから、PCB汚染物に係る基準値の設定及び低濃度PCB含有製品の期限内処分について明確化され
る必要がある。また、塗膜については、化審法の運用も含めて、今後の取扱いについて明示されたい。
○ 電気機器を除くPCB汚染物に係るPCB含有・不含有の濃度基準については具体的に示されておらず、
「検出されない」という表現にとどまっている。この「検出されない」場合における下限値の判断について環境
省に確認したところ具体の数値については決まっておらず、どこまでの分析を求めるかについては各自治
体の判断に任せるとのことであったが、PCB廃棄物の確実かつ適正な処分の観点からは、国において具体
的な基準を示すべきであり、現状では低濃度PCB汚染物に係る適正な指導ができない。

青森県、八戸
市、仙台市、秋
田県、福島県、
いわき市、埼玉
県、さいたま市、
川越市、千葉
県、船橋市、柏
市、横浜市、富
山県、福井県、
山梨県、京都
市、大阪府、堺
市、八尾市、兵
庫県、神戸市、
鳥取県、山口
県、徳島県、福
岡県、北九州
市、大分県、宮
崎市

81 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 ＰＣＢ廃棄物等の処分
に係る規定の明確化

県が事業者に対し、効果的・効率
的に指導を行いＰＣＢ廃棄物の期
限内処理の徹底をさせるため、指
導の基準、規定の明確化を求め
る。

ＰＣＢ廃棄物等の処分については、期限が定められており、自治体はその処理
に向けて事業者に対する指導を行う権限が付与されている。
しかしながら、ＰＣＢ含有・非含有の濃度基準が示されていない場合や、廃棄・
処分に関する規定がないため、ＰＣＢ廃棄物や使用製品の適正な処理に向け
ての指導が困難な状況である。
具体的な支障として、下記の２点が挙げられる。
電気機器については、ＰＣＢ汚染物に係るＰＣＢ含有・非含有の濃度基準として
0.5mg/kgという数値が示されている一方、これ以外のＰＣＢ汚染物については
具体的な数値は示されず、「検出されない」という表現にとどまっている。このた
め、分析業者や分析方法において設定される定量下限値によって、検出される
場合とされない場合がありえることとなり、適切な指導ができない。
高濃度ＰＣＢ使用製品の廃棄、処分については、電気事業法及びＰＣＢ特措法
に具体的な規定がある一方、使用中の低濃度ＰＣＢ使用製品については、廃
棄・処分に係る規定がない。そのため、明確な根拠に基づき、使用中の低濃度
ＰＣＢ使用製品について、廃棄・処分に向けた行政指導等を行うことが困難であ
る。
上記基準や処分に関する規定がないことにより、ＰＣＢ廃棄物の不適正処理や
期限内処理の未完了といった問題が生じ、これらに対する行政指導や改善命
令、代執行の案件が増加することが懸念される。
なお、ＰＣＢ廃棄物等の処分については、全国的な問題であり、自治体間で対
応を異にすべきものではなく、地方独自で基準や制度を設けることはなじまな
い。

県は、明確な基準、規定をもって、事業者に対し効果的・効率的に指導を行
うことができ、PCB廃棄物の期限内処理の徹底に寄与することとなる。

ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の
推進に関する特別措
置法、電気事業法

経済産業省、環境省 神奈川県
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107 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 地域環境保全基金に
おける基金の取崩し
の順序に係る運用の
見直し

国と自治体の造成額に応じた取り
崩しを可能とするなど、地域環境
保全基金における基金の取崩し
の順序の見直しを求める。

　環境省所管の地域環境保全基金において、「地域環境保全基金の適切な管
理等について」に基づき、2028年3月31日以内を終期とする事業計画書の提出
を求められている。しかし、「自治体が積み増した資金は造成額より先に処分
（取崩）される」との規定により、事業計画の選択肢が狭められている。
　本県では、基金（造成額4億円（国費2億円、県費2億円）、独自積み増し額4億
円の計8億円）の運用益を原資として、環境保全活動支援事業等を実施してい
る。当該事業の中には民間が協賛している形態もあり、一定の効果も見込まれ
ることから、県としては今後も継続していきたいと考えている。
　近年、金利の低下等に伴い基金の運用益が減少している中、今後の事業継
続のためには基金の取崩しは必要であると考えており、当初基金の返還期限
後においても、県独自で積み増した造成額で基金事業を継続する予定であっ
た。
　そのため、基金の取崩しについては、まずは当初基金の4億円から国・地方公
平に取り崩すものと考えていたが、平成26年度実績報告書の参考欄の記載に
よれば、最初に県独自に積み増した造成額から基金を取り崩すこととなってい
る。
　なお、交付要綱においては、基金の取崩しの順番は明確になっていないこと、
また、基金事業は本来県の事業であることから、自治体の独自の積み増し分の
処分方法について国が介入するべきではないと考える。説明会や質疑応答集
においても、本件と同様の意見が出ているが、国から明確な回答はされておら
ず、上記取り崩しを行う明確な根拠も無いと思われる。

基金取崩の順序を見直すことにより、自治体における事業計画の選択肢が
広められ、環境啓発活動が促進・活性化される。

地域環境保全対策費
補助金交付要綱

環境省 山梨県 栃木県、福井
県、愛知県

○基金の目的である環境保全に関する知識の普及及び環境保全活動の促進は、息長く
取り組むことが必要であり、本県では、２０３０年度を目標年度とする環境学習等行動計
画の目標達成に資する事業を、１０年間の実施計画を作成して行うこととしている。環境
保全基金は、まずは独自積み立て額（６億円）を使用することが求められ、その後国庫補
助を活用した部分（４億円）の取り崩しが認められるが、それを充当できるのはソフト事業
（一部対象外もあり）に限定されている。仮に、環境保全に関する知識の普及に資する
ハード整備に基金を取り崩して充当しようとする場合、整備当初は独自積み立て額で対
応したとしても、そのリニューアルは数年先であり、環境省の考え方のとおり対応すれ
ば、その時点では独自積み立て額は残っておらず、使途が限定されている残りの国庫補
助活用分だけでは行動計画に位置付けた事業の効果的な展開が阻害される。
○本県では、平成2年3月に、国庫・地方交付税を原資とする地域環境保全基金を設置
し、その運用益のみを活用して普及啓発事業を実施するとともに、県独自の積み増しを
行ってきた。しかし、環境省は「県独自の積み増しを全額処分した後でなければ、国庫等
の原資を取り崩すことは認めない」としているため、この原則に従うと、本県の実情に応
じた効果的･効率的な事業の実施は困難である。

108 Ｂ　地方に対する
規制緩和

土木・建築 建築基準法第51条た
だし書の許可を要さな
い産業廃棄物処理施
設の規模の見直し

建築基準法第51条ただし書の許
可を要さない産業廃棄物処理施
設の規模の要件を見直し、工業
地域又は工業専用地域内におけ
る廃プラスチック類の破砕施設の
建築に係る手続を簡素化・迅速化
すること

産業廃棄物処理施設については都市計画で敷地の位置が決定されていなけ
れば新築・増築ができないこととされているが、建築基準法第51条ただし書の
規定による特定行政庁の許可を受ければ新築・増築が可能であり、さらに一定
規模以下の施設は同許可を受けることなく、新築・増築が可能となっている。
許可を要さない施設の規模について、特に、廃プラスチック類の破砕施設につ
いては、規模が１日当たり６トン以下の処理能力とされており、これは１日当たり
100トン以下の処理能力とされている木くず又はがれき類の破砕施設と比べて
厳格な規制となっている。
中国政府が平成29年12月末から生活由来の廃プラスチックの輸入を禁止した
ため、これまで資源として中国に輸出されていた廃プラスチックが国内で処理
せざるを得なくなることが見込まれており、本県では県内の廃棄物埋立量削減
のため民間事業者による廃プラスチック類の破砕施設の設置を推進している
が、建築基準法第51条ただし書の許可及びそのための都市計画審議会の議を
経る必要があり、速やかな建築に支障を来している。県内の廃プラスチック類
の破砕施設に対しては、破砕後の処理物の飛散防止のため屋内保管を徹底し
ており、屋外保管する木くず又はがれき類の破砕施設と比較しても、周辺環境
への影響が小さくなるよう十分に配慮している。このように周辺の生活環境へ
の配慮措置がなされている廃プラスチック類の破砕施設においては、建築基準
法第51条ただし書の許可を要さない規模の要件を、木くず又はがれき類の破砕
施設と同等程度と見直すよう求める。

本制度改正により破砕施設の建築に係る手続を簡素化・迅速化することで、
国内資源循環確保に向けたプラスチックリサイクル体制整備の確保の促進
が図られるとともに、地方公共団体の事務負担の軽減に資する。

建築基準法第51条
建築基準法施行令第
130条の2の3
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第15
条

国土交通省、環境省 富山県 富山県　説明資料.doc 上越市 ○民間事業者が行う産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設は一定規模を超える
と建築基準法第51条ただし書の規定による特定行政庁の許可を受けなければならな
い。一定規模以下の施設は同許可を受けることなく新築・増築が可能である。一例として
工業地域、工業専用地域内の産業廃棄物処理施設の木くず又はがれき類の破砕施設
は100ｔ／日以下であれば緩和規定により許可不要となっているが、廃プラスチック類の
破砕は6ｔ／日を超える場合、一般廃棄物処理施設の木くず、がれき類の破砕は5ｔ／日
を超える場合は許可が必要となり、都市計画審議会の議を経る必要もあることから、民
間事業者に対してはスケジュールも含め負担となっている。
都市計画上の支障の有無を判断するにあたり、土地利用計画、車両の搬出入経路及び
台数、生活環境影響調査からも影響は同程度であるものと考えられることから、廃プラ
スチック類の破砕や一般廃棄物処理施設の破砕等についても緩和の見直しを求める。
本制度改正により、手続きの簡素化・迅速化することで、国内資源循環確保に向けたリ
サイクル体制整備の確保の促進が図られるととも、地方公共団体の事務負担の軽減に
資する。
また、本来であれば処理施設等は都市計画で敷地の位置を決定することが原則とされ
ており、許可においても都市計画法上の支障の有無の判断が重要となるため、許可の
手続きとしては都市計画法によるものであったほうが合理的であると考える。
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区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名

内閣府、農林水産省、
国土交通省、環境省

群馬県、福
島県、栃木
県

那須塩原市、石
川県、福井県、
静岡県、愛媛
県、今治市

○当市も現在補助金を入れて処理場の改築更新を行っており、特に農業集落排水事業
においては、人口減少による流入量の減少から施設の統廃合・合理化が喫緊の課題と
なっている。
　当市は農業集落排水事業で４処理場があり、処理場の統廃合・合理化については同
様の問題をかかえており、整備・更新から10年未満であっても補助金の返還なく財産処
分ができるよう制度改正を要望する。
○本市も処理場の統廃合を進めておりますが、農集と公共下水の統廃合に係る10年未
経過施設の財産処分において、補助金返還が必要だと言われ統廃合計画に支障をきた
しています。
本市としては、合併により類似施設が複数あることを理由として、財産処分（報告）を行う
方向で協議していましたが、合併から年月が経過している（10年経過、但しそれまで農集
内の統合作業を実施。）、新市建設計画への記載が不十分等の理由で認められませ
ん。
　現在の人口減少に伴う下水道使用料の減収見込みや施設の更新・改築経費の負担な
ど、下水道事業を取り巻く環境を考えたとき、また下水道関係三省が積極的に、広域化・
共同化を推進している中、弾力的かつ積極的に補助金返還の必要がない財産処分を認
めるべきと考えます。
　また、農集と公共の統合のように、目的は異なっていても、同様の手段を以って目的の
達成を図るものについては、農水省財産処分承認基準第３条別表１の無償譲渡の備考
欄（補助条件を承継する場合は、国庫納付を要しない。）に該当するものとして、補助金
返還を不要とする取り扱いを希望します。
○当市の農業集落排水処理施設は、現在、広域化・共同化のための検討を開始してい
るところであるが、供用開始から日が浅い施設については、財産処分の際に国庫返納が
必要なことをもって、広域化・共同化を断念することも一般的には考えられることから、施
設のスムーズな統廃合や効率的な計画の策定・遂行に資すると思われる。
○当市は県生活排水処理構想のもと、市生活排水処理基本構想に基づき農業集落排
水某地区の公共下水道編入を進める予定です。当市では施設等１０年経過しており編
入の支障に問題ありませんが、当市と同様な施設を持つ１０年経過していない他市町に
おいても施設の統廃合・合理化を支障なく進めることは、県全体としても重要なことなの
で、制度改正を要望します。
○本県でも汚水処理施設の統廃合による合理化が検討されており、施設の統廃合が行
われる場合、補助金や交付金による整備施設は、財産処分の事務が予想される。規制
緩和により、円滑な事業の推進及び事務負担の軽減を図りたい。

119 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 汚水処理施設の統廃
合に係る財産処分の
制限の緩和

汚水処理施設に係る都道府県構
想に基づく当該施設の統廃合・再
編に当たっては、補助対象施設
の供用開始後10年未経過であっ
ても、財産処分の際に国庫返納
不要で包括承認することとする。

PCB廃棄物・使用製品の処理を
法定期限内に確実かつ適正に行
えるよう、未処理事業者の把握に
必要な「掘り起し調査」の際に、固
定資産税情報の内部利用を可能
とすること。

横浜市Ｂ　地方に対する
規制緩和

162 総務省、環境省ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の
推進に関する特別措
置法

PCB廃棄物等の掘り
起し調査にあたっての
固定資産税情報の内
部利用

環境・衛生 　横浜市では、登記簿の所有者情報と地図情報を突合した結果、調査票送
付先を特定できない事例が約4割存在。特定できた事例でも、登記簿上の所
有者が当該住所に居住しているとは限らないため、調査票が確実に届かな
い場合も多くあると考えられる。

　PCB特措法では、PCB廃棄物等の確実かつ適正な処理を推進するため、保
管事業者等に対して法定期限内の処分・廃棄を義務付けており、都道府県・指
定都市・中核市等では、環境省のマニュアルに基づき、保管・所有している可能
性の高い事業者を対象とした「掘り起し調査」を進めている。
　調査票送付先として、昭和52年3月以前に建てられた事業用建物とその所有
者のリストを作成するにあたり、同マニュアルでは、法務局・地方法務局又は市
町村の固定資産税担当課から、「建物の登記情報」または「登記簿と同一の内
容が登録されている家屋課税台帳情報」を入手する方法が示されている。しか
し、税担当課に家屋課税台帳の情報提供を依頼したところ、所有者の住所情報
には、登記簿と同一の情報だけでなく、納税通知書の送付等のために独自に
取得した情報が含まれていることから、税法上の守秘義務を理由に提供を受け
ることができなかった。このため、現在は登記情報を基に作業を進めているが、
建物の建築年次の情報が含まれておらず、住居表示や所有者等の登記変更
が行われていないケースもあるなど、調査票の送付先の特定を十分に行えず、
調査の支障となっている。
　指定都市・中核市等は、同じ庁内に固定資産税情報を保有している部署があ
り、事業所の集積地でもあることから、PCB特措法において、固定資産税情報
の内部利用が可能とする規定を設けていただきたい。

○掘り起こし調査（安定器）の調査データとして、家屋課税台帳における登記情報と法務
局から提供を受けた登記情報を突合させることで調査データを確定させる予定だが、所
有者の登記変更が行われていないこと等により、一定数の未達が発生すると想定してい
る。未達者についてはWEB検索や現場確認等により追跡を行う予定ではあるが、それで
も追跡不能となる物件が発生することが見込まれる。家屋課税台帳を管理している部署
では、最新の納税者情報を把握していることもあり、そういったデータを利用できるよう規
定を設けていただきたい。
○当市では、税担当課に家屋課税台帳の情報提供を依頼したところ、取得できた情報
は登記簿と同一の情報に限られ、地方税法の守秘義務規定により、税務部局が調査に
より知り得た情報（現況の建物所有者又は納税管理人の氏名・住所・電話番号）は取得
できなかった。従って、登記簿情報をもとに調査票を送付する計画であるが、住所変更
登記、相続登記をしていない場合、破産・清算により実質的に法人が存在しない場合等
には、調査票が未達となってしまう。税担当課からはこのようなケースは少なくないと聞
いている。また、未達分については、フォローアップ調査のため、現況の建物所有者を独
自に調査する必要があるが、建物所有者の調査には相当の事務量が発生し、円滑な掘
り起こし調査の支障となると考えている。よって、掘り起こし調査の効率的な実施のた
め、空家等対策の推進に関する特別措置法の事例のように、固定資産税台帳に記載さ
れている情報のうち、登記簿に記載されておらず税務部局が調査により知り得た情報に
ついても提供を受けることができるよう、PCB特措法において、固定資産税情報の内部
利用を可能とする規定を設けていただきたい。
○登記情報だけでは調査票送付先の特定ができず、業務委託等による情報の補完が
必要となるため費用と時間がかかる。また、業務委託による情報補完では、固定資産税
情報に比べて送付先としての精度が低いため非効率な調査となってしまう。
○県では、PCB使用安定器に係る平成31年度の掘り起こし調査の実施に向け、現在、
環境省のマニュアルに基づき、建物の登記情報を取得し、対象建物の特定作業を進め
ているところであるが、住居表示や所有者等の変更登記が行われておらず、また、賃貸
借や相続等により管理者が登記簿上の所有者と異なるケースが多数あるものと想定さ
れる。処分期限が残り５年と迫る中、調査を効率的かつ確実に実施するためには、調査
票が建物の現所有者・管理者に届くことが必須であるが、調査票が送達されない場合
は、調査票の送付先の特定に係る作業を別途行わなければならず、調査の支障となる
ことが想定される。このため、指定都市、中核市等における固定資産税情報の内部利用
に係る措置はもちろんだが、都道府県においても各市町村の固定資産税情報が利用で
きるよう、所用の措置を講じていただきたい。なお、調査の効率的かつ確実な実施は全
国共通の命題であり、都道府県・指定都市・中核市にかかわらず、固定資産税情報の利
用が最も有効な方法である。

旭川市、青森
県、八戸市、仙
台市、いわき市、
さいたま市、千葉
県、船橋市、柏
市、神奈川県、
山梨県、静岡
県、浜松市、京
都市、堺市、八
尾市、兵庫県、
神戸市、松山
市、福岡県、北
九州市、宮崎市

支障事例等の詳細は「別
紙1」のとおり

　現在、本県では、下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽などの汚水処理
施設を、効率的かつ適正に配置し整備するための配置計画である県汚水処理
計画を定め、計画的に施設の統廃合等を進めているところ（現計画では13施設
の統廃合を計画）。
　本県では、農業集落排水施設やコミュニティ・プラントの一部を廃止して、下水
道処理に切り替えていく方針である。
　この際、農業集落排水やコミュニティプラント等の終末処理施設を廃止すると
ともに、これまで農業集落排水やコミュニティプラントに繋がっていた管渠につ
いては、下水道につなぎ直す必要があり、元々農業集落排水やコミュニティプラ
ントのために整備した管渠を目的外使用する必要がある。
　管渠を含む汚水処理施設は農山漁村地域整備交付金や地方創生汚水処理
施設整備交付金、循環型社会形成推進交付金を活用して、新設や改築更新を
行っており、その使用開始から10年未経過の間に計画通り統廃合を進めようと
すると、補助金の返還が発生し、計画の遂行に支障を来す場合がある。
　汚水処理施設の統廃合・合理化を進める支障とならないよう、補助財産の処
分に当たっては、整備、修繕から10年未経過の施設であっても、補助金の返還
なく、財産処分が可能となるようにするよう提案する。

汚水処理施設の広域化・共同化を進めるための、施設のスムーズな統廃合
や効率的な計画の策定・遂行に資する。

補助金等に係る予算
の執行の適正化に関
する法律第２２条
内閣府における補助
金等に係る財産処分
の承認手続き等につ
いて
（平成20年５月27日府
会第393号）
補助事業により取得
し、又は効用の増加し
た財産の処分等の承
認基準について（農林
水産省平成20年５月
23日付け20経第385号
大臣官房経理課長通
知）
環境省所管の補助金
等で取得した財産処
分承認基準の整備に
ついて
（環境省平成２０年５
月１５日付け環企発第
0 8 0 5 1 5 0 0 6 号）
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166 Ａ　権限移譲 環境・衛生 国立公園の集団施設
地区において企業保
養所等を公園事業
（宿舎）として認める要
件の明確化及び認可
権限の都道府県知事
への移譲

国立公園の集団施設地区内で、
施設の一部を一般利用に供する
企業保養所等を、公園事業（宿
舎）として位置付ける要件（参酌
基準）を示すこと。あわせて、認可
権限を都道府県知事に移譲する
こと。

【現状】
企業保養所等が公園事業（宿舎）として認められる具体的な要件（利用資格、
利用料金、予約時期等）が示されていないため、予見性が低く、企業保養所等
における利活用に向けた建て替え等の意欲が削がれるなど、民間投資が促進
されていない。
【支障事例】
瀬戸内海国立公園六甲地域は、関西屈指の避暑地として知られるが、昨今の
企業や健康保険組合の業績不振、財政状況の悪化及び保養所利用率の低迷
により、企業保養所等が相次いで閉鎖している。このため、兵庫県は六甲山再
生委員会を設置して、民間資本の誘導による六甲山の活性化を検討している。
瀬戸内海国立公園六甲地域公園計画の見直しによって、摩耶山地区（15.5ha）
と六甲山地区（430ha）が、公園利用施設として認められる施設（宿泊施設、休
憩所等）の面的整備が可能となる集団施設地区に設定される見込みである。集
団施設地区内では建築面積、高さなどの規制基準が弾力的に運用されるた
め、公園利用施設として認められる施設の新築や改修等の整備について、民
間投資の促進が期待できる。しかし、公園事業（宿舎）として国が認める具体的
な要件が示されていないため、施設の一部を一般利用に供する企業保養所等
については、事業者が予見性を欠き新築や改修等を躊躇することとなる。

六甲山は別荘・企業保養所の適地として発展してきた歴史があり、施設の一
部を一般利用する企業保養所等を公園事業（宿舎）として執行するための認
可権限が付与されることで、地域に精通した都道府県知事が具体的な認可
基準を明示することが可能になり、予見性が高まるとともに保養所活用の選
択肢が増え、国立公園の利用促進につながる。

自然公園法第10条第
３項
国立公園事業取扱要
領第10　１　（７）

環境省 兵庫県、滋
賀県、京都
府、徳島県

- -



別添１

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

根拠法令等

提案区分

提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

その他
(特記事項)

団体名

220 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 容器包装リサイクル
制度における市町村
による選別作業の省
略

容器包装リサイクル制度における
市町村による選別作業を省略す
ることにより、市町村の処理費用
低減及び中間処理費用の合理化
を図ることを求める。

容器包装リサイクル制度では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
等に関する法律第６条及び第10条を基に市町村が分別収集の一環として選別
作業を行うとともに、再商品化事業者も再商品化工程の中で重ねて選別作業を
行っている。本提案では、市町村による選別作業を省略し、再商品化事業者が
行う選別作業へ一体化することにより、市町村の処理費用低減及び中間処理
費用の合理化を図ることを求める。
【具体的な支障事例】
選別作業を一体化する場合と比べて、市町村の処理費用が嵩んでいる。
また、中間処理費用が嵩むことにより、再商品化の促進を阻害する要因の一つ
となっている。
【制度改正による懸念点】
市町村によっては、諸般の事情により選別作業の一本化を必ずしも望まない場
合が想定されるため、地域の自主性により選択的に制度を適用することが出来
るようにする必要があると考えられる。

市町村が負担する処理費用が低減するとともに、中間処理費用の合理化に
より再商品化の促進が期待できる。

容器包装に係る分別
収集及び再商品化の
促進等に関する法律
第６条・第10条

経済産業省、環境省 熊本市 北本市、神奈川
県、川崎市、相
模原市、軽井沢
町、名古屋市、
豊田市、稲沢
市、京都市、大
阪市、堺市、兵
庫県、岡山市、
北九州市

○本市においても、容器包装リサイクル法に基づきプラスチック製容器包装の分別収
集・リサイクルを実施している。プラスチック製容器包装は市民による分別排出であり、
一定の異物混入はやむを得ない中で、同法では、（公社）日本容器包装リサイクル協会
による品質検査（異物混入の有無など）があり、判定内容によっては同協会による引取り
が中止となる可能性がある。そのため、多額の費用をかけて選別等の中間処理を民間
事業者に委託しており、その負担は非常に大きい。（平成28年度には一度Ｄ判定を受
け、再検査でＤ判定であった場合引取り中止になる事態が生じたことから、職員による選
別作業や市民への啓発チラシの全戸配布など、多大な労力と費用を要した。）提案内容
のとおり、再商品化事業者も再商品化工程の中で重ねて選別作業を行っており、二重の
手間がかかっていることから、市町村による選別作業を省略し、再商品化事業者が行う
選別に一本化し、合理的な制度構築が図られるべき。
○選別作業を市町村と再商品化事業者の間で二重に行われる非効率な仕組みは大き
な問題であり、今後、より一層リサイクルを進めていくためには、社会全体のコスト低減
を図り、制度の持続可能性を高めていく必要がある。本市では、平成29年11月にプラス
チック資源の一括回収・選別合理化の環境省モデル実証事業を実施したが、市町村に
よる選別作業を省略し、再商品化事業者で選別作業を一本化しても、再商品化工程に
支障がなく、リサイクルするうえで問題が生じない結果となった。こうしたことから、再商
品化の工程において、選別作業を市町村と再商品化事業者の間で二重に行っている状
況について、平成29年度に実施した実証事業の結果を踏まえ、市町村における選別保
管の必要性を含めた見直しを早急に図ることを求める。
○当市では、市処理施設によって、破袋後、選別・圧縮作業を行い、再商品化事業者に
引き渡しています。再商品化事業者によっては、再度選別作業を行っているため、提案
について賛同します。なお、法第２条第６項の「分別基準適合物」の定義についても関係
すると考えます。また、指定法人の引取りガイドラインにおける「収集袋の破袋」も見直さ
れることで、効率よく再商品化されると考えます。

222 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 国定公園特別保護地
区内の外来生物であ
る植物の駆除に係る
許可を不要とすること

国定公園特別保護地区内におい
て、自然景観や在来植物等の生
態系の保全の場合には、特定外
来生物以外の外来生物である植
物を駆除する行為について，許可
を要しない行為として頂きたい

近年，国定公園内で，フランスギク・セイヨウタンポポなどの外来植物が増加し
ており，自然景観や在来植物等の生態系に大きな影響を与えている。
国定公園特別保護地区内において特定外来生物以外の外来生物である植物
を駆除しようとする者は，都道府県知事に許可を得る必要がある。許可申請の
際には，駆除する場所（範囲）や本数等を明示しなければならず，許可された場
所（範囲）や本数を超えて駆除ができない。
そのため，例えば，実際の現場においては、許可された範囲以外に外来植物
が植生していた場合でもその場で駆除ができないなど，柔軟な対応が難しく
なっている。
なお、外来植物の駆除について、公園事業に位置づけることも検討したが、特
定の場所で、特定の行為を行うことを定める必要があるため、範囲が限定され
るうえ、公園計画を変更する必要があり、それを変更するまでに時間を要する。

許可を要しない行為とされることによって，迅速かつ柔軟に外来植物の駆除
を行うことができるようになり，国定公園が本来有している自然景観や元々
生育していた在来植物の生態系を保全することができる。

自然公園法施行規則
第１３条

環境省 宮城県、三
重県

徳島県 -

○大規模災害の発生時には、地震や津波により多くの建築物の倒壊が予測される。そ
の際、建築物の解体ごみの迅速な処理が復旧・復興に繋がるが、現行の規定では特例
で処理できない一般廃棄物が存在し、実際に復旧・復興の支障となっているところであ
る。本市においても、災害廃棄物処理計画を策定し、発災備える中で、災害廃棄物の処
理方法について、過去の被災地の処理方法を参考にしているところであり、実際に被災
された熊本市が実務で感じた課題であることから、本市も同様に改正を求める。
○震災発生時など、一時的に大量の一般廃棄物が発生した際には、一廃許可施設のみ
での処理には限界がある。市民生活の復旧には、災害ごみの迅速な処理が不可欠であ
ることから、産廃許可施設に余力があるのであれば、それらを活用することは効果が大
きいと考える。ただし、品目を限定するのか、量的な制限を設けるのかなどのルール作り
の検討は必要と考える。
○災害廃棄物を速やかに処理するために特例制度が設けられた背景があるが，災害廃
棄物は令７条施設で対象としている廃棄物の種類だけとは限らないため，それ以外の廃
棄物の種類を処理する場合に，通常の一般廃棄物処理施設設置許可の手続きが求め
られることは，特例制度の主旨にそぐわないものと考える。
○平成27年の関東・東北豪雨では、法第15条の２の５第１項の対象とならない品目(廃
畳、廃石膏ボード)の処理先の確保が困難であった。災害時には、各市町等の処理施設
において処理ができないがれき類、石膏ボードなどが大量に発生し、その処理を民間業
者に委託する必要が生じる。一方、災害廃棄物は法律上一般廃棄物であり、がれき類な
どの処理が可能な一般廃棄物処理業者は非常に少ないため、災害の規模にかかわら
ず災害廃棄物の処理が難航することが予想される。災害廃棄物の処理の迅速化を図る
には、特例措置の対象品目を広げることは重要と考える。
○平常時における家屋の解体は、多くが産業廃棄物として扱われるが、災害時に被災し
た家屋の解体は一般廃棄物として処理するため、災害時は一般廃棄物を処理できる施
設が不足することが危惧される。できる限り早く災害廃棄物を処理することは、早期復旧
につながるため、災害時に産業廃棄物処理施設おいても処分ができることとされたい。

災害時に大量発生する石膏ボードの処理について、「産業廃棄物の許可対
象以外の施設」でも応急的に処理を可能とする特例措置を設けることによ
り、廃棄物処理の迅速化を図ることができる。

・廃棄物の処理及び清
掃に関する法律（第15
条の2の5第2項）
・廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
規則（第12条の7の16)

環境省 熊本市 宮城県、仙台
市、秋田県、栃
木県、北本市、
綾瀬市、中津川
市、静岡県、名
古屋市、稲沢
市、京都市、堺
市、兵庫県、岡
山市、新居浜
市、福岡県、北
九州市、宮崎市

214 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 災害廃棄物を産業廃
棄物処理施設で処理
する際の規制緩和

廃棄物処理法第15条の2の5「産
業廃棄物処理施設の設置者に係
る一般廃棄物処理施設の設置に
ついての特例」について、現行で
許可対象とされていない処理施設
の内、特に石膏ボード（ガラスく
ず）の破砕施設を特例の対象と出
来るよう所要の改正を求める。

廃棄物処理法第15条の2の5に規定される特例は、同法第15条の許可対象施
設に該当しない施設には適用されない。このため、平成28年の熊本地震の際
に発生した多種多量の災害廃棄物の処理に時間を要した。
特に、廃石膏ボード（ガラスくず）については県外の民間の中間処理施設で処
理することを検討したものの、同規定を適用できず、再資源化が可能な状態で
あっても最終処分せざるを得なかった。
そもそも、石膏ボードの破砕施設は、家屋解体あるいは新築に伴い発生する産
業廃棄物を想定しており、一般廃棄物処理施設の許可を出している自治体は
少ないのが現状である。
加えて、同法第2条の3第2項では「非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄
物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、（中略）分別、再生利用等により
その減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。」とあるが、
大規模地震災害の場合、多くの家屋が倒壊する蓋然性が高いため、石膏ボー
ドや木くずは特に多量に発生することが予想される。
また、廃石膏ボードを最終処分する場合、条件によっては硫化水素が発生する
ことがある点からも、受け入れ可能な施設において速やかに再資源化すること
が望ましいといえる。
なお、本来的には、災害時には自治体の適正な判断のもとで全ての「産業廃棄
物許可対象以外の処理施設」が特例の対象となることを望むが、過去の被災
経験から特に制度の支障を感じた廃棄物について提案するものである。
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224 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 国定公園の指定日前
から存在する建築物
についての許可基準
の緩和

国定公園の指定日より前から存
在する建築物について、改築、建
替え等の計画がない状態で既存
建築物の取り壊しを行う場合で
あっても、長期間経過後、同じ場
所に建築物を設置する際に、元々
同じ場所に存在していた建築物を
既存建築物とみなして、その規模
を超えない建築物が建てられるよ
う許可基準の緩和を求める。

 菰野町の湯の山温泉街は、国定公園に指定される前から温泉街等が形成さ
れており、当時存在していた建築物は自然公園法による制限から外れ、改築、
建替え等の基準は、既存の建築物の規模を超えないものとされている。
　当該温泉街の建物は、廃屋となっているものが多いため、温泉街景観保全以
外にも、衛生・防犯・防災上の様々な支障をきたしており、当町においてその撤
去が課題となっている。
　町としては、所有者等に撤去を積極的に進めてもらいたいところではあるが、
例えば、既存建築物の取り壊し直後に建替える場合は、県において許可できる
場合がある一方、建築物の改築、建替え等の計画がない状態で既存建築物の
取り壊しを行い、数年後に建築物を設置しようとする場合は、更地に建築物を
新築するものとみなし、自然公園法に基づく第二種特別地域の許可基準（容
積・建ぺい率等）を適用せざるを得ず、同規模の建築物の建設許可を出すこと
ができない。
　この既存建築物を撤去して長期間経過後の建築物の設置に厳しい許可基準
が適用されることが支障となり、廃屋等の撤去・建替えが進まない状況である。

提案の実現により、廃屋等の撤去・建替えが進み、温泉街景観保全以外に
も、衛生・防犯・防災の向上に資する。

自然公園法第20条第
３項
自然公園法施行規則
第11条第６項

環境省 菰野町、三
重県

徳島県 -

286 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 国立公園内の施設整
備における国と地方
公共団体の役割分担
の明確化

　三位一体改革以前に都道府県
が整備した既存施設の改修を含
む国直轄整備対象を明示し，施
設については，国が直轄事業とし
て実施していただきたい。

　国立公園については，原則として国が公園事業を実施することとなっており，
また，平成17年の三位一体改革により，国の直轄事業の対象が明確化される
とともに，直轄整備に必要な経費が拡充されたが，改革以前に都道府県が国
庫補助事業により整備した施設の老朽化等に伴う維持管理や更新のあり方に
ついては，環境省から方針が示されておらず，現在も引き続き県が所管し，維
持管理を行っているところである。
　しかし，これらの施設の中には補修や部分改修のレベルを超えた全面的な再
整備が必要な施設があり，その対応に苦慮している。
　当県では国立公園内の県の施設を国に譲渡が可能となった事例はなく，ま
た，施設の廃止についても，利用者の安全性や利便性の確保等を考えると，相
当の反発が予想されるため極めて難しい。廃止したことをもって必要性のない
施設と解釈され，国による再整備が進まない可能性もある。

　公園事業に対する国と地方の役割分担が明確化され，再整備が必要な施
設等への速やかな対応が可能となる。

自然公園法第10条第
２項

環境省 九州地方知
事会

九州地方知事会共同提案
（事務局；大分県）

石川県、徳島県 ○本県においても、老朽化に伴い改修が必要となっていた施設について、本来、実施主
体となるべき国の直轄事業による整備が認められなかった。
○当域内の国立公園においても三位一体改革に伴い国の直轄事業の対象が示された
ものの、三位一体改革以前に当団体が整備した既存施設の改修についての方針は示さ
れていない。また、直轄事業として示されたものについても、その執行は極めて不十分で
ある。当域内の国立公園内の施設整備については、三位一体改革以前に整備した施設
の改修等を含め、そのほとんどを当団体が行っている状況である。
○域内にある国立公園の山岳について、三位一体改革以前に定めた公園事業計画に
歩道の計画はあるが、計画に基づき執行された歩道はない。当国立公園は多くの人が
訪れるところであり、安全・安心な登山環境づくりのためにも、国の直轄事業による歩道
整備を進めてもらいたい。

308 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 災害廃棄物を産業廃
棄物処理施設で処理
する際の規制緩和

廃棄物処理法第15条の2の5「産
業廃棄物処理施設の設置者に係
る一般廃棄物処理施設の設置に
ついての特例」について、現行で
許可対象とされていない処理施設
の内、特に石膏ボード（ガラスく
ず）の破砕施設を特例の対象と出
来るよう所要の改正を求める。

廃棄物処理法第15条の2の5に規定される特例は、同法第15条の許可対象施
設に該当しない施設には適用されない。このため、平成28年の熊本地震の際
に発生した多種多量の災害廃棄物の処理に時間を要した。
特に、廃石膏ボード（ガラスくず）については県外の民間の中間処理施設で処
理することを検討したものの、同規定を適用できず、再資源化が可能な状態で
あっても最終処分せざるを得なかった。
そもそも、石膏ボードの破砕施設は、家屋解体あるいは新築に伴い発生する産
業廃棄物を想定しており、一般廃棄物処理施設の許可を出している自治体は
少ないのが現状である。
加えて、同法第2条の3第2項では「非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄
物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、（中略）分別、再生利用等により
その減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。」とあるが、
大規模地震災害の場合、多くの家屋が倒壊する蓋然性が高いため、石膏ボー
ドや木くずは特に多量に発生することが予想される。
また、廃石膏ボードを最終処分する場合、条件によっては硫化水素が発生する
ことがある点からも、受け入れ可能な施設において速やかに再資源化すること
が望ましいといえる。
なお、本来的には、災害時には自治体の適正な判断のもとで全ての「産業廃棄
物許可対象以外の処理施設」が特例の対象となることを望むが、過去の被災
経験から特に制度の支障を感じた廃棄物について提案するものである。

災害時に大量発生する石膏ボードの処理について、「産業廃棄物の許可対
象以外の施設」でも応急的に処理を可能とする特例措置を設けることによ
り、廃棄物処理の迅速化を図ることができる。

・廃棄物の処理及び清
掃に関する法律（第15
条の2の5第2項）
・廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
規則（第12条の7の16)

環境省 指定都市市
長会

宮城県、栃木
県、山県市、静
岡県、稲沢市、
兵庫県、岡山
市、新居浜市、
福岡県、北九州
市、宮崎市

○大規模災害の発生時には、地震や津波により多くの建築物の倒壊が予測される。そ
の際、建築物の解体ごみの迅速な処理が復旧・復興に繋がるが、現行の規定では特例
で処理できない一般廃棄物が存在し、実際に復旧・復興の支障となっているところであ
る。本市においても、災害廃棄物処理計画を策定し、発災備える中で、災害廃棄物の処
理方法について、過去の被災地の処理方法を参考にしているところであり、実際に被災
された熊本市が実務で感じた課題であることから、本市も同様に改正を求める。
○災害廃棄物を速やかに処理するために特例制度が設けられた背景があるが，災害廃
棄物は令７条施設で対象としている廃棄物の種類だけとは限らないため，それ以外の廃
棄物の種類を処理する場合に，通常の一般廃棄物処理施設設置許可の手続きが求め
られることは，特例制度の主旨にそぐわないものと考える。
○平成27年の関東・東北豪雨では、法第15条の２の５第１項の対象とならない品目(廃
畳、廃石膏ボード)の処理先の確保が困難であった。災害時には、各市町等の処理施設
において処理ができないがれき類、石膏ボードなどが大量に発生し、その処理を民間業
者に委託する必要が生じる。一方、災害廃棄物は法律上一般廃棄物であり、がれき類な
どの処理が可能な一般廃棄物処理業者は非常に少ないため、災害の規模にかかわら
ず災害廃棄物の処理が難航することが予想される。
災害廃棄物の処理の迅速化を図るには、特例措置の対象品目を広げることは重要と考
える。
○平常時における家屋の解体は、多くが産業廃棄物として扱われるが、災害時に被災し
た家屋の解体は一般廃棄物として処理するため、災害時は一般廃棄物を処理できる施
設が不足することが危惧される。できる限り早く災害廃棄物を処理することは、早期復旧
につながるため、災害時に産業廃棄物処理施設おいても処分ができることとされたい。

312 Ｂ　地方に対する
規制緩和

環境・衛生 容器包装リサイクル
制度における市町村
による選別作業の省
略

容器包装リサイクル制度における
市町村による選別作業を省略す
ることにより、市町村の処理費用
低減及び中間処理費用の合理化
を図ることを求める。

容器包装リサイクル制度では、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進
等に関する法律第６条及び第10条を基に市町村が分別収集の一環として選別
作業を行うとともに、再商品化事業者も再商品化工程の中で重ねて選別作業を
行っている。本提案では、市町村による選別作業を省略し、再商品化事業者が
行う選別作業へ一体化することにより、市町村の処理費用低減及び中間処理
費用の合理化を図ることを求める。
【具体的な支障事例】
選別作業を一体化する場合と比べて、市町村の処理費用が嵩んでいる。
また、中間処理費用が嵩むことにより、再商品化の促進を阻害する要因の一つ
となっている。
【制度改正による懸念点】
市町村によっては、諸般の事情により選別作業の一本化を必ずしも望まない場
合が想定されるため、地域の自主性により選択的に制度を適用することが出来
るようにする必要があると考えられる。

市町村が負担する処理費用が低減するとともに、中間処理費用の合理化に
より再商品化の促進が期待できる。

容器包装に係る分別
収集及び再商品化の
促進等に関する法律
第６条・第10条

経済産業省、環境省 指定都市市
長会

神奈川県、相模
原市、軽井沢
町、豊田市、稲
沢市、大阪市、
兵庫県、北九州
市

○選別作業を市町村と再商品化事業者の間で二重に行われる非効率な仕組みは大き
な問題であり、今後、より一層リサイクルを進めていくためには、社会全体のコスト低減
を図り、制度の持続可能性を高めていく必要がある。本市では、平成29年11月にプラス
チック資源の一括回収・選別合理化の環境省モデル実証事業を実施したが、市町村に
よる選別作業を省略し、再商品化事業者で選別作業を一本化しても、再商品化工程に
支障がなく、リサイクルするうえで問題が生じない結果となった。こうしたことから、再商
品化の工程において、選別作業を市町村と再商品化事業者の間で二重に行っている状
況について、平成29年度に実施した実証事業の結果を踏まえ、市町村における選別保
管の必要性を含めた見直しを早急に図ることを求める。
○当市では、市処理施設によって、破袋後、選別・圧縮作業を行い、再商品化事業者に
引き渡しています。再商品化事業者によっては、再度選別作業を行っているため、提案
について賛同します。なお、法第２条第６項の「分別基準適合物」の定義についても関係
すると考えます。また、指定法人の引取りガイドラインにおける「収集袋の破袋」も見直さ
れることで、効率よく再商品化されると考えます。
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防衛省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

78 Ｂ　地方に対する
規制緩和

消防・防災・安全 消防団員等の消防車
両運転に係る特例制
度の創設

　消防学校での消防車両の運転
に関する教習の受講制度や自衛
隊が実施する自動車の運転に関
する教習を消防団員等が受講可
能とするような制度等の創設

　平成29年３月12日に改正道路交通法が施行され、改正後の普通免許で運転
できる自動車の車両総重量は3.5トン未満となっている。
　地域に住む若い人材や地元に戻ってくる若い人材が消防団員等として消防団
に加入しても、改正後の普通免許の所持者については、車両総重量3.5トン以
上の消防車両を運転することができず、消防団員等の消防活動や災害時の初
期活動において支障を来すことになる。
　そこで、消防団員等が実施する活動の特殊性及び地域防災の担い手として
の重要性を考慮し、新制度普通免許を取得する消防団員等が、消防団所有の
ポンプ車の運転に必要な免許を取得しやすくなるような特例制度の創設が求め
られる。
【求める措置】
（１）各都道府県において設置する消防学校又は消防学校が委託する自動車
教習所において、一定の適正が認められる消防団員等が消防車両の運転に係
る技能教習を受講することを可能とすること。
（２）教育訓練の実施に関する地方公共団体の委託に基づき、自衛隊の任務遂
行に支障が生じない限りにおいて、自衛隊が実施する自動車の運転に関する
技能教習を、一定の適正が認められる消防団員等も受講可能とすること。
　（１）、（２）の技能教習を受けた消防団員等が、消防車両の運転に必要な運転
免許受験資格を得られるようにすることで、消防団員等の確保に資すると考え
られる。

 実際の道路交通環境下における安全性を毀損することなく、消防団所有自
動車を運転できる消防団員の確保が可能となることから、消防活動や災害
時の初期活動の体制が強化される。
　また、地域活動の担い手である消防団員や地域住民がその地域を訪れる
自衛隊とつながりを持つ機会が生じることとなり、その際の人的つながりが将
来の災害時の自衛隊と地域住民や消防団員の連携強化にもつながることに
なる。

道路交通法
道路交通法施行令
まち・ひと・しごと創生
総合戦略
消防学校の教育訓練
の基準
自衛隊法第100条の２
自衛隊法施行令第126
条の２

警察庁、総務省、防衛
省

鳴沢村、市
川三郷町、
早川町、身
延町、南部
町、富士川
町、昭和
町、道志
村、西桂
町、忍野
村、山中湖
村、富士河
口湖町、小
菅村、丹波
山村

山梨県（１４町村）
共同提案
幹事団体：山梨県鳴沢村

南陽市、ひたち
なか市、清瀬市、
石川県、南アル
プス市、多治見
市、山県市、田
原市、千早赤阪
村、宇和島市

○平成29年３月12日に改正道路交通法が施行され、改正後の普通免許で運転できる自
動車の車両総重量は3.5トン未満となっている。
　地域に住む若い人材や地元に戻ってくる若い人材が消防団員等として消防団に加入し
ても、改正後の普通免許の所持者については、車両総重量3.5トン以上の消防車両を運
転することができず、消防団員等の消防活動や災害時の初期活動において支障をきた
す状態である。
○当市は、消防団員2,084名を有し、毎年80人程度の新入団員を迎えていて、今後、車
両総重量3.5トン以上の消防車両を運転できない団員が増加し、消防活動等に支障きた
し、地域の安全安心を揺るがすことにもなりかねないため、対象の消防団員が、車両総
重量3.5トン以上の消防車両を運転できるようになるような特例の制定に賛同するもので
す。
○当市消防団においても、3.5トン以上の消防車両を38台所有しており、平成29年3月12
日の道路交通法の改正による普通運転免許証で運転できる自動車の総重が3.5トン未
満となったことで、消防団からも今後の消防ポンプ車の運転について心配の声があげら
れています。
　現在、当市でも今年度消防団に入団した団員１名が平成29年3月12日以降に普通運
転免許証を取得しており、今後、同様の団員が増加していくことで消防団活動に支障が
起こることが予想されます。
　こうした状況を踏まえると、消防団所有の消防ポンプ車の運転に必要な免許を、取得し
やすくなるような特例制度の創設を希望します。
○本市においては、4月1日現在、改正後の普通免許を所持する消防団員が3名在籍し
ており、今後は更に増加していくと思われる。また、保有している消防ポンプ自動車は29
台すべて3.5トン以上の仕様となっている。
　以上のことから、提案されている「消防学校での消防車両の運転に関する教習の受講
制度や自衛隊が実施する自動車の運転に関する教習を消防団員等が受講可能とする
ような制度等の創設」は非常に有効な手段であると思われる。

その他
(特記事項)

団体名
管理
番号

根拠法令等

提案区分
提案事項
（事項名）

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

制度の所管・関係府省求める措置の具体的内容 具体的な支障事例

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
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